
 

フランス革命史の政治学 

――ダールマン、ドロイゼン、ジーベルの十九世紀ドイツ 

 

 

 

熊谷英人 

  



 2 



 3 

【目次】 

 

○序                                 ８ 

 

○第一章：フランス革命史論の誕生（一七八九～一八三〇）        １７ 

 

第一節：フランス革命とドイツ 

(1)「哲学の勝利」？：ラインハルト                             １７ 

(2)「攻撃的革命」の恐怖：ゲンツ                                    ２３ 

(3)ネッケル問題                                      ２８ 

 

第二節：復旧期の革命恐怖――アンシヨンとヘーゲル               

(1)「均衡」の欧州                                     ３２ 

(2)アンシヨンの革命史論                                  ３７ 

(3)革命への恐怖、革命への希望                               ４５ 

 

第三節：自由派史論の登場――ミニェとロテック                 

(1)ミニェの衝撃                                      ５２ 

(2)「国民派」と「民主政原理」                               ５７ 

(3)一七九一年憲法体制の栄光と挫折                             ６２ 

 

○第二章：ダールマンと「憲法」（一八三〇～一八三九）            ６７ 

 

第一節：ふたつの革命 

(1)七月革命の衝撃                                     ６７ 

(2)政治学と歴史学                                     ７３ 

(3)「改革」の革命史                                    ８３ 

 

第二節：「改革」の担い手たち 

(1)フランス革命原因論                                   ８９ 

(2)ネッケル問題ふたたび                                  ９４ 

(3)獅子の革命：ミラボー問題                                ９９ 



 4 

第三節：『政治学』の宇宙 

(1)一七九一年憲法の功罪                                 １０４ 

(2)英国国制論                                      １０９ 

(3)「良心」と「抵抗権」                                 １１８ 

 

○第三章：ドロイゼンと「国民」（一八四〇～一八四八）        １２６ 

 

第一節：「世界史」におけるフランス革命 

(1)「国民」のめざめ                                   １２６ 

(2)歴史・摂理・国家                                   １３１ 

(3)「国家の理念」とフランス革命                             １４２ 

 

第二節：「解放」か、「専制」か 

(1)「旧き欧州」と「政治的均衡」                             １４９ 

(2)「解放戦争」としての革命戦争                             １５６ 

(3)「革命君主政」と「国家の理念による専制」                       １６３ 

 

第三節：「平和国家」の夢 

(1)「悟性の半神」と欧州秩序                               １６９ 

(2)「解放戦争」ふたたび：プロイセンの飛翔                        １７４ 

(3)ふたつの「平和国家」：ドイツとアメリカをめぐって                    １８１ 

 

○第四章：ジーベルと「社会問題」（一八四九～一八七二）         １８８ 

 

第一節：フランス革命と三月革命のはざまで 

(1)一七八九年と一八四八年                                １８８ 

(2)「調和」と「承認」の政治学                              １９４ 

(3)「社会」の発見と歴史叙述                               ２０３ 

 

第二節：「社会革命」としてのフランス革命 

(1)「社会問題」：通奏低音                                 ２１０ 

(2)「社会革命」のメカニズム                               ２１５ 

(3)「恐怖政治」問題：ロベスピエールの苦悩                        ２２２ 



 5 

第三節：フランス革命の超克 

(1)「自由の本質」の誤解とラファイエットの挫折                      ２２６ 

(2)英国国制とミラボーの挑戦                               ２３１ 

(3)新生ドイツ帝国と「我々の敵」                             ２４１ 

 

○結：「虹」のかなたへ                                          ２５０ 

 

○文献目録                             ２５６ 



 6 

 本稿の分析対象となる史論家の主要文献については、例えば J. G. Droysen, Vorlesungen 

über die Freiheitskriege の第二巻四十一頁ならば、略号(DrVF, 2:41)で引用する。また、

引用に際しては注記のないかぎり、初版を用いる。ただし、ロテックの『一般史』は大量

に多くの版が流通したため、本稿では便宜上、章 Kapitel と節をもって引用する。例えば、

第九巻第一章第五節は、(RAG, 9: 1-1,§5)と略号で表記する。 

 なお、原典の表記が現代ドイツ語表記と異なる場合、前者を優先する。 

 原典および重要文献の略号は以下のとおり。 

 

 

 

BD: H. Günther (Hg.), Die französische Revolution: Berichte und Deutungen deutscher 

Schriftsteller und Historiker. Frankfurt am Main 1985. 

DaBW: E. Ippel (Hg.), Briefwechlsel zwischen J. und W. Grimm, Dahlmann und 

Gervinus. 2 Bde. Berlin 1885-6. 

DaGR: F. Ch. Dahlmann, Geschichte der französischen Revolution bis auf die Stiftung 

der Republik. Leipzig 1845. 

DaKS: C. Varrentrapp (Hg.), F. C. Dahlmann's Kleine Schriften und Reden. Stuttgart 

1886. 

DaP: W. Bleek (Hg.), F. Ch. Dahlmann, Die Politik, auf den Grund und das Maaß der 

gegebenen Zustände zurückgeführt. Frankfurt am Main 1997. 

DrBW: R. Hübner (Hg.), J. G. Droysen, Briefwechsel. 2 Bde. Osnabrück 1967. 

DrH: P. Leyh, H. W. Blanke (Hg.), J. G. Droysen, Historik: historisch-kritische Ausgabe. 

Stuttgart 1977ff. 

DrPS: F. Gilbert (Hg.), J. G. Droysen, Politische Schriften. München 1933. 

DrVF: J. G. Droysen, Vorlesungen über die Freiheitskriege. 2 Bde. Kiel 1846. 

GGB: O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe : 

historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 8 Bde. Stuttgart 

1972-97. 

GGS: G. Kronenbitter (Hg.) : F. Gentz, Gesammelte Schriften. 12 Bde. Hildesheim 

1997-2004. 

HRF: F. A. Mignet, Histoire de la révolution française. Paris 1824. 

NGR: B. G. Niebuhr, Geschichte des Zeitalters der Revolution : Vorlesungen an der 

Universität zu Bonn im Sommer 1829. 2 Bde. Hamburg 1845. 

RAG: K. v. Rotteck, Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniß bis 

auf unsere Zeiten für denkende Geschichtsfreunde. 7. Aufl. 10 Bde. Freiburg 1830. 

SBR: H. v. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reichs durch Wilhelm I.: Vornehmlich 

nach den preußischen Staatsacten. 7 Bde. München, Leipzig 1889-94. 

SDS: K. A. v. Müller (Hg.), Historisch-politische Denkschriften für König Maximilian II. 

von Bayern aus den Jahren 1859-1861. in: Historische Zeitschrift. Bd. 162 (1940) 

SGR: H. v. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795. 5 Bde. Düsseldorf 



 7 

1853-79. 

SKS: H. v. Sybel, Kleine historische Schriften. 3 Bde. München/Stuttgart 1863-80. 

SL: H. v. Rotteck, C. Welcker (Hg.), Das Staats-Lexikon : Encyklopädie der sämmtlichen 

Staatswissenschaften für alle Stände: in Verbindung mit vielen der angesehensten 

Publicisten Deutschlands. Neue durchaus verb. und verm. Aufl. Altona 1845-8. 

SPP: H. v. Sybel, Die politischen Parteien der Rheinprovinz, in ihrem Verhältniß zur 

prueßischen Verfassung geschildert. Düsseldorf 1847. 

SUN: H. v. Sybel, Über die neueren Darstellungen der deutschen Kaiserzeit. München 

1859, ders., Die deutsche Nation und das Kaiserreich. Düsseldorf 1862. in: F. 

Schneider (Hg.), Universalstaat oder Nationalstaat: Macht und Ende des Ersten 

deutschen Reichs. Innsbruck 1941. 

SVAb: H. v. Sybel, Vorträge und Abhandlungen. München/Leipzig 1897. 

SVAu: H. v. Sybel, Vorträge und Aufsätze. 2. unveränd. Aufl. Berlin 1875. 



 8 

序 

 

 「一九一四年の理念」という言葉が流行った時代があった1。一九一四年は、後世、「第一

次世界大戦」とよばれる戦争がはじまった年である。泰平の世を享受しながらも、平板に

つづく日常の生に倦んでいた人々は開戦の報に熱狂した。どの当事国でも知識人たちは自

国の倫理的正当性を訴え、敵国を罵った。とりわけ英仏の文人は、ドイツの「野蛮さ」を

責めた。 

 一方で、ドイツ知識人がもちだしたのが「一七八九年の理念」と「一九一四年の理念」

の対立図式である2。「自然法」や「議会主義」の時代はすでに過ぎ去った。「無制約の自由」

は厭うべきである。「義務」感情に突き動かされた「全体」への参与にこそ、真の自由、す

なわち「ドイツ的自由」はある。「自発的な労働」をもって、「より大いなる生」と、「国家

と経済の活力漲る全体」と一体化するあり方こそ、理想的なのである。これに対して、フ

ランス革命とともに生まれた「一七八九年の理念」（「自由・平等・博愛」）は、「言葉の完

全な意味における虚偽」であり、「自然の真実に真っ向から矛盾している」。それは「不服

従・不敬・憎悪」に、さらに「暴政・凡庸・不誠実」へと「必然的に」変化してゆくこと

だろう。フランス革命は、もう終わったことなのだ3。 

 この対立図式の起源は、一八七一年のドイツ帝国建国にまでさかのぼる。ドイツの代表

的な歴史家のひとり、レオポルト・フォン・ランケの発言もそれを示唆している。少年時

代にイェナ・アウエルシュタット会戦の砲声を聞き、第二帝政期まで長命を保ったランケ

は、十九世紀ドイツ史の生き証人とよばれるにふさわしい。彼によれば、「それ〔一七九二

年に始まったフランス革命戦争〕は、少なくとも対外関係については一八七〇年にはじめ

                                                   
1 本稿で展開される議論の前提となる歴史的背景については以下の概説書を用いた。十九世

紀ドイツ史については K. G. Faber, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert: 

Restauration und Revolution von 1815 bis 1851. Wiesbaden 1979, J. J. Sheehan, 

German History: 1770-1866. Oxford 1989、十九世紀フランス史については G. B. de 

Sauvigny, The Bourbon Restoration. Philadelphia 1966、フランス革命史については F. 

Furet, M. Ozouf (ed.), Dictionnaire critique de la Révolution française. Paris 1988（河野

健二・阪上孝・富永茂樹監訳、フランソワ・フュレ、モナ・オズーフ編『フランス革命事

典』全二巻、みすず書房、一九九五年）, W. Doyle, The Oxford History of the French 

Revolution. Oxford 1989, S. Schama, Citizens: A Chronicle of the French Revolution. 

New York 1989（栩木泰訳、サイモン・シャーマ『フランス革命の主役たち：臣民から市民

へ』全三巻、中央公論社、一九九四年）, T. C. W. Blanning, The French Revolution: Class 

War or Cultur Clash ? 2nd ed. Hampshire 1998（天野知恵子訳、T・C・W・ブラニング『フ

ランス革命』岩波書店、二〇〇五年）を参照した。 
2 H. Lübbe, Politische Philosophie in Deutschland: Studien zu ihrer Geschichte. Basel 

1963（今井道夫訳、ヘルマン・リュッベ『ドイツ政治哲学史：ヘーゲルの死より第一次世

界大戦まで』法政大学出版局、一九九八年）第四章を参照。 
3 W. v. Hippel (Hg.), Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: Die Französische Revolution 

im deutschen Urteil. München 1989, S. 305ff. 
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て決着した」のである（『フランス革命戦争の起源と開始』）4。普仏戦争における決定的な

勝利と帝国建国によって、フランス革命以来の動乱にもようやく終止符が打たれた。こう

した意識は、次世代の歴史家たちにも共有された。その結果、第二帝政時代から二十世紀

初頭に至るまで、ドイツにおけるフランス革命史研究は低調だった5。オラールなどによる

同時代フランスの研究成果についても否定的な反応がみられた。フランス革命はもはや、

欧州的問題ではありえなかった。 

 だが、一八四八年の三月革命以前、状況は異なっていた。自由派の歴史家ルートヴィヒ・

ホイザーによれば、「国民精神の解放」を通じて、フランス革命の「政治的社会的成果」を

徐々に獲得していったドイツでは、革命当時から一貫して高い関心が革命史研究に寄せら

れた6。とりわけ、翻訳熱にはめざましいものがあった。革命史研究の本場フランスで公刊

された革命史著作・回想録・史料集などはただちにドイツで書評され、そのうち重要なも

のは翻訳された。そのため、一八四八年までは、フランス作家による主要な著作は、ほぼ

ドイツ語で読むことができたのである。三月革命後、この翻訳熱は次第に冷めてゆく。 

 歴史的認識への関心は、十九世紀欧州における一般的な現象であった。それまでの歴史

学は神学・法学・政治学といった学知の補助学問にすぎないとされていた7。つまり、時間

とともに刻々と変化してゆく事象（歴史的世界）と、そこに適用されるべき超越的な規範

とは別々のものとされていたのである。十八世紀の哲学的歴史や帝国国法学、神学をめぐ

る論争を想起すればよい。しかし、フランス革命によって既成秩序が崩壊し、世界への認

識そのものが、規範そのものが歴史的に相対化されてしまう。この認識の転換は、専門的

な歴史学の分野に限られるものではなかった。あらゆる文化領域――社会学・政治学・経

済学・法学・神学など――が歴史的に把握されねばならない。マルクスもコントもトクヴ

ィルも、グリムやランケの同時代人であった。いわゆる「歴史主義」の問題である。 

 とりわけドイツでは、「歴史主義」的な転換がもっとも徹底的に遂行された(SKS, 1: 

346-9)8。転換期の歴史家たちは、ナポレオン戦争を契機とする「国民性」（「国民的原理」・

                                                   
4 L. v. Ranke, Leopold von Ranke´s Sämmtliche Werke. Bd. 54. 2. Aufl. Leipzig 1879, S. 

247. 他には、林健太郎訳『ランケ自伝』岩波文庫、一九六六年、一〇四頁も参照。 
5 H. Dippel, Deutsches Reich und Französiche Revolution: Politik und Ideologie in der 

deutschen Geschichtsschreibung, 1871-1945. in: Comparativ. Bd. IV/4 (1992), S. 99-101, 

W. Grab, Französische Revolution und deutsche Geschichtswissenschaft. in: J. Voss 

(Hg.), Deutschland und die französische Revolution. München 1983, S. 307-10, H-G.  

Haupt, Die Aufnahme Frankreichs in der deutschen Geschichtswissenschaft zwischen 

1871 und 1941: Am Beispiel der "Historischen Zeitschrift". in: M. Nerlich (Hg.), Kritik 

der Frankreichforschung: 1871-1975. Karlsruhe 1977. 
6 L. Häusser, Rezenzion zu: W. Wachsmuths Geschichte Frankreichs im 

Revolutionszeitalter. in: ders., Gesammelte Schriften. Bd. 1. Berlin 1869, S. 35-6, 303. 
7 U. Muhlack, Geschichtswissenschaft im Humanismus und in der Aufklärung: Die 

Vorgeschichte des Historismus. München 1991, S. 51-63. 
8 以下、W. Giesebrecht, Die Entwicklung der modernen deutschen 

Geschichtswissenschaft. in: Historische Zeitschrift. Bd. 1 (1859), S. 7ff., 11-2. 
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「祖国」・「国民」）への関心の高まりや、ニーブーアやランケによる「史料批判」の発明が

決定的だった。特に「史料批判」は、歴史家の「党派的立場」を止揚して「不偏不党」の

歴史叙述を可能にした。また、従来は「専門家の実務目的」に従属していた「文化史」的

領域も、歴史学の対象とされるようになる（グリム兄弟や歴史法学派）。ドイツにおけるフ

ランス革命史研究の流行も、こうした事情からある程度説明できるかもしれない。 

 それでも、一八四八年以前の活況のすべてを説明することにはならない。当時のドイツ

知識人にとって、フランス革命史はありうるかもしれない、未来の世界を意味した。自由

派であれ、保守派であれ、急進派であれ、フランス革命をめぐる議論は特有の熱気をおび

た。同時代の議論に目を通すならば、それは明らかである。 

 

国家に関する事柄への時代精神 Zeitgeist の傾斜という点に関して言えば、フランス革

命は今までのところ、最も重要な事件である。したがって、現在の人類の位置づけ、人

類の陶冶のあり方や方向性を包括的に概観しようとする者は、フランス革命史により精

確かつ核心に至るまで精通せねばならない。単に、個々の人物や事件について知るため

だけではなく――こうした知識からいかに汲み取るべきものが多いにせよ、これらは、

革命史研究から得られる利益全体の中では、それほど重要ではない部分なのだから――

革命史において、現在の時代精神から将来生じるべき結果を判断できるようになるため

である。フランス革命とは、時代精神がかつて顕現した、恐るべき現実なのだ。（ロベ

ルト・モール）9 

 

ドイツ知識人にとって、フランス革命とは昨日の、すでに終わった事件ではなかった。ま

だつづいている事件なのである。フランス革命の是非を論じることは、政治的信条の告白

にちがいなかった10。 

本稿で対象とする自由派のドイツ知識人（「自由主義11」）にとって、目指すべき国制像は

すでに存在していた。十七世紀末以来の混合政体を保持する英国、革命を通じて中央集権

化したフランス、歴史的基礎なしに連邦国家を作り上げた新興国家アメリカといったよう

に。それゆえ、政論家たちの抱く国制構想はいずれも類型的である。問題は、いかに実現

するか、だった。「後見」的性格を残す「官僚的貴族制」から脱却するための「改革」は避

けられない（ムールハルト）。だが、「革命」もまた、避けねばならない。そのとき、フラ

ンス革命史は無限の教訓を与えてくれる素材集となった。 

                                                   
9 R. Mohl, Vorrede. in: A. Thiers, Geschichte der französischen Staatsumwälzung. Bd. 1. 

Tübingen 1825, S. IV. 
10 十九世紀における「同時代史」の政治性については、E. Schulin, Zeitgeschichtschreibung 

im 19. Jahrhundert. in: Festschrift für Hermann Heimpel: zum 70. Geburtstag am 19. 

September 1971. Bd. 1. Göttingen 1971 が参考になる。 
11 「自由主義」（自由派）Liberalismus の概念については、第二章一節(1)で詳しく論ずる。 
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無論、この素材集がドイツ知識人にとって、アンビヴァレントな性格をもっていたこと

は、いうまでもない。すでにそれは、フランス革命当時の反応にもよくあらわれている。

ようやく目障りになってきた身分制社会の残滓――「特権」――を一掃し、議会制を通じ

た政治参加への途を拓いた点で、革命は「中間層」にとって疑いなく、偉大な達成であっ

た。だが、一方で革命はまもなく暗転、一気に急進化し、果ては欧州中に侵略の手を広げ、

ドイツ政治社会の構造を根底から揺るがすこととなった。いうなれば、フランス革命史と

は、巨大な失敗例だった。「中間層」を主体とするドイツ自由派の中に、フランス革命を手

放しで礼讃できるほどに楽観的な人物は存在しない。逆に問題となるのは、なぜ、どのよ

うに革命が失敗したか、なのである。破局を防ぐためにはどうすればよかったのか。功罪

は誰に帰すべきか。それは歴史学の問題であると同時に、政治学の問題でもあった12。「生

の導き手としての歴史」Historia magistra vitae は生きていた。 

本稿の目的は、自由派知識人による、フランス革命史の政治学を分析することにある13。

                                                   
12 無論、十九世紀ドイツの歴史叙述はフランス革命史に限らず、サヴィニーからトライチ

ュケに至るまで「政治的」であったことはいうまでもない。一見、当時の政治的現実とは

無関係に見える中世史研究さえ「政治的」であった（例えば、「ジーベル・フィッカー論争」）。

但し、そのなかでもフランス革命史の「政治」性は際立っていた。古代史や中世史に対す

る歴史的評価よりも、革命史評価ははるかに著者の政治的立場を反映したからである。十

九世紀前半の欧州はいまだフランス革命の影響下にあった。とりわけ、フランス革命史の

重要性については、ebd., S. 113ff.が詳しい。 
13 「フランス革命とドイツ」の主題に関する先行研究は膨大な量にのぼるが、ほとんどが

革命の同時代的反応をあつかったものである。そのため、個別の思想家や歴史家に関する

モノグラフを除いて、ナポレオン戦争後のフランス革命観・革命像をあつかった研究は少

ない。 

 そのなかでは、T. Schieder, Das Problem der Revolution im 19. Jahrhundert. in: ders., 

Staat und Gesellschaft im Wandel unserer Zeit: Studien zur Geschichte des 19. und 20. 

Jahrhunderts. München 1958（岡部健彦訳、Th・シーダー『転換期の国家と社会：１９・

２０世紀史研究』創文社、一九八三年）が、十九世紀前半のドイツにおける革命観を保守

派から急進派まで概観する優れた研究である。同時代の歴史叙述への目配りを欠くのが唯

一の欠点ではあるが、古さを感じさせない、卓越した研究というほかない。 

Schieder の論文を受けて登場した、M. Neumüller, Liberalismus und Revolution: Das 

Problem der Revolution in der deutschen liberalen Geschichtsschreibung des 19. 

Jahrhunderts. Düsseldorf 1973, M. Völker, Die Auseinandersetzung mit der 

Französischen Revolution in der Geschichtsschreibung der „kleindeutschen“ Schule. 

Frankfurt am Main 1978, H. Schmidt, Die Französische Revolution in der deutschen 

Geschichtsschreibung. in: Francia. Bd. 17/2 (1990)はいずれも、自由派のフランス革命史

論を全般をあつかったモノグラフである。 

Neumüller は史論の内容にまで立ち入ったうえで丁寧な分析をおこなっており、最新の

思想史・政治史の研究でも引証される研究である。最大の問題点は「自由主義」をひとく

くりにすることで個別論者の相違点や個性に十分に目配りしていないことである。本稿で

みるように、ダールマンとドロイゼンとジーベルでは問題意識から背後に潜む国家像にい

たるまで大きく異なっている。これは、Neumüller が基本的には史論にのみ着目し、同じ

著者による政論を考慮していないこと、そして執筆時期（三月前期か後期かではまったく

時代状況が異なる）を考慮せずに史論を引用していることに起因する。多様な論者たちを
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分析対象となる「三月前期14」の歴史家は、ダールマン、ドロイゼン、ジーベルである。 

なぜ、この三人なのか。彼らが十九世紀前半から中葉にかけての「政治的歴史叙述15」

                                                                                                                                                     

「自由主義」と一括して、革命史論を「中間層」の政治的イデオロギーの表出とみたとこ

ろで、三月前期の思想地図を精確に把握することにはならないだろう。 

Völker の研究は三月前期から第二帝政期までのフランス革命史論をあつかっており、現

在では無名の歴史家を紹介している点で貴重である。だが、構成からしても個別の歴史家

についての議論は概説の域を出ておらず、政論を踏まえた史論の分析は疎かにされている。

なにより多様な歴史家たちを「小ドイツ的歴史叙述」という枠組で捉えることには、明ら

かな無理があり、思想地図が歪められてしまっている。ドロイゼンや三月後期の歴史家を

「小ドイツ」的な枠組で理解する事は可能だとしても、後述するように国際関係に比較的

無関心なダールマンはこの図式にあてはまらない。また、「小ドイツ的歴史叙述」と分類さ

れうる歴史家についても、一面的な観点から読解することで、歴史家の国家観や革命像へ

の十分な理解への道が断たれてしまっている。 

Schmidt はナポレオン戦争終結から第二帝政期までのドイツにおけるフランス革命史論

を概観する。文献は比較的網羅的に紹介されており、その位置づけも精確である。ただし、

論文の性格からして、テクストを詳細に分析するにはいたっていない。 

本稿の分析範囲外である十九世紀後半、とりわけ第二帝政成立以降の時期をあつかった

研究としてはすでに挙げた、W. Grab, Französische Revolution und deutsche 

Geschichtswissenschaft, H-G Haupt, Die Aufnahme Frankreichs in der deutschen 

Geschichtswissenschaft zwischen 1871 und 1941, H. Dippel, Deutsches Reich und 

Franzoesiche Revolution がある。 

個別の思想家や論点に関する研究はその都度挙げることとする。 
14 ドイツ史において「三月前期」Vormärz とは、広義には一八一五～四八年、狭義には、

「復旧期」Restauration（一八一五～三〇年）につづく一八三〇～四八年を指す。本稿で

は狭義の意味で用いる。また、Restauration は、通例、フランス史では「王政復古」と訳

されるが、ドイツ諸国ではナポレオン戦争前後で政体は変わっていないので「復旧期」と

訳す。 
15 十九世紀ドイツの一部の歴史家の特質を表現するためにしばしば用いられる「政治的歴

史叙述」概念は、そもそも説明概念として大きな難点を抱えている。というのも、そもそ

も、およそ「政治的」でない歴史叙述など存在しただろうか。一見「客観的」で「価値中

立」的な歴史研究に忍び込む無意識の「イデオロギー」的「政治性」という問題や、歴史

叙述の根源的な「恣意性」といった問題について語っているのではない。むしろ古典古代

以来、歴史叙述とは意識的かつ意図的に「政治的」であった。初学者向けの提要や教科書

類や古事学的研究はひとまず措くとしても、歴史叙述のほとんどは後世に教訓を残すため

に、歴史家自身の政治的見解を過去の事件に投影するために叙述されたものだったことに

かわりはない。 

 にもかかわらず、「政治的歴史叙述」がことさら十九世紀ドイツの状況を説明する概念と

して用いられる原因の一つとして、十九世紀に成立した学的方法としての「歴史学」は「政

治性」と相容れないとする、俗流ランケ的確信を挙げることができよう。だが、これは完

全な誤解である。むしろ、「政治」的目的に供したがゆえに「歴史学」はあれほど急速な発

展を遂げることができたのだ。また、ランケのいう「客観的」とは、「価値中立的」を意味

しなかった。さらに英国やフランスの歴史叙述などは十九世紀後半に至るまで、およそ学

的方法意識とは無縁であった。 

 「政治的歴史叙述」を従来の歴史叙述と区別する指標があるとすれば、それは「歴史意

識」の形成と関連している（「歴史意識」の生成については第二章第一節(1)を参照）。無時

間的に過去と現在を直接的に媒介させる旧来の歴史叙述――マキアヴェッリの『ディスコ
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politische Geschichtsschreibung の代表者であるということ以上に、そこには思想史的意

味がある。 

三人には共通点が多い。まず、彼らはいずれも狭義の歴史家であると同時に、政治学者

でもあった。当時にあって政治学と歴史学のむすびつきは不自然どころか、必然的でさえ

あった。それゆえ、革命史の分析に際しても、絶えず同じ著者による政論が参照されねば

ならない。 

さらに――これこそが、より本質的な点であるのだが――彼らは共通して、「改革」の政

治学に献身した。この「改革」の政治学こそ、本稿の主題である。すでに述べたように、

当時のドイツ自由派の間では、目指すべき国制像については大まかな合意が存在していた。

ダールマン、ドロイゼン、ジーベルの三人も、基本的に思い描く国制は同質のものであり、

実際に彼らもそのように意識していた。つまり、問題はいかに政治的目標を達成するか、

なのである。そして、この「いかに」を独自の史論を通じて明確にしようとした点で、こ

の三人には卓越した地位が与えられねばならない。古典古代以来の政治学史の課題の一つ

が、理想のあるべき政体像を描き出すことにあったことは疑いない。だが、いまひとつの

課題、すなわち、理想の政体にいかにして到達しうるかという問題もまた、政治学史にと

って本質的なものであった。とりわけ、古典古代以来の史論的伝統はこの課題を担ってき

た。その意味で「改革」の政治学という課題は伝統的なものと言うこともできよう。フラ

ンス革命という未曾有の断絶を前にして、三人の歴史家はこの「改革」の政治学の伝統に

立ち戻る。彼らが自然法論に代表される抽象的な国家論――「政治的ユートピア」論――

を拒否したという事実も、こうした文脈のうえで捉えなおされる必要がある。「自由」より

も「秩序」が優先されるべきである。そのためにはまず、国家が歴史的基礎を尊重し、「中

間層」を拠りどころとせねばなるまい。このように彼らは考えた。というのも、「改革」は

つねに、政治的現実に対する冷静な認識と、あるべき秩序の構想、そして両者を媒介する

想像力と情熱によってのみ、達成されうるものなのだから。「歴史的権利」を楯にした現状

への安住も、「革命」による理想への跳躍も、等しく断罪されることとなろう。ダールマン、

ドロイゼン、ジーベルは、フランス革命史を分析することによって――無論、分析の光は、

英国国制へと反射する――「改革」の政治学を掴み取ろうとしたのだ。 

他方、共通点と並んで、彼らの問題関心には大きな違いがある。この問題関心の違いは、

                                                                                                                                                     

ルシ』やヴォルテールの普遍史叙述はその好例だろう――に対して、十九世紀の歴史叙述、

とりわけドイツ歴史学を特徴づけるのは、歴史をひとつの「大河」に見立てる「歴史意識」

である。こうして無媒介的な過去と現在の媒介は不可能となる。 

 だが、本稿の議論を読み進めてゆけばわかるように、この区分さえも現実には曖昧さを

多分に残している。時間的に遠く隔たった領域を研究する場合（例えば中世史）、十九世紀

のドイツ史論家たちは過去と現在の無媒介的連結には慎重である。だが、ひとたび同時代

史が問題となるやいなや、彼らの国家論や同時代に関する政治的見解は鮮明に現れてくる。

そして、フランス革命史は本質的に同時代史だった。 
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十九世紀ドイツの革命史論のより多面的な考察につながってゆく。ダールマンは「憲法」、

ドロイゼンは「国民」、ジーベルは「社会問題」を主題とした革命史をつむぎだした。問題

関心の違いは、彼ら自身の個性以上に、歴史的環境に由来するものであった。まさしく、

この順番――「憲法」・「国民」・「社会問題」――で問題関心の変遷がみられるということ

にこそ、十九世紀ドイツ政治社会の特質があるのである。それは同時に、彼らが、同時代

の政治的・精神的状況を誠実に受け止め、みずからの政治学・歴史学の学知の限りを尽く

して、現実と格闘したことの証左でもある。思想と歴史的状況との間の相互作用の理解こ

そが、問題とされねばならないのだ。十九世紀を生きた歴史家たちの物語は、同時に、十

九世紀ドイツの物語でもある。「小ドイツ主義的歴史叙述」ないし「市民的歴史叙述」など

という安易なレッテル貼りは、およそ無意味である16。 

さらに、十九世紀ドイツにおける革命史論の展開は、歴史学的認識の進展とも連動して

いた。この点で、ダールマンもドロイゼンもジーベルも、古典古代以来の史論的伝統とは

一線を画している。というのも、彼らはいずれも、自身の政治的問題関心に即した歴史叙

述を可能にするため、歴史学的方法――「歴史主義」――を洗練させていったからである。

史料批判を熟知していたダールマンは「憲法」に関する独自の考察を経て、フランス流革

命史論の偏向を正そうとした。ドロイゼンは近代史をめぐる、およそ不毛な史料環境の只

中にありつつも、歴史認識論（「史学論」）を彫琢し、その枠組をもって「国民」が躍動す

る「解放戦史」を描き出そうとする。ジーベルは史料批判の技法を革命史に適用すること

によって、「社会革命」としての側面を浮き彫りにした。彼らは同時代の政治的関心に引き

ずられた結果、恣意的な歴史叙述に陥ったわけでも、単純に歴史学的方法を革命史に適用

したわけでもない。政治意識と歴史学的認識が、彼らのうちで車の両輪のごとく、相互に

促進しあう関係にあったことを、本稿は明らかにする。 

本稿は四章構成をとる。また、各章内は、第一節で当該歴史家の国家観・歴史観を概観

し、第二節で革命史理解の軸を描写し、第三節では同時代に対する歴史家の展望を提示す

るという構成になっている。 

第一章ではまず、フランス革命勃発当時におけるドイツ知識人の反応と革命史の誕生経

緯が主題となる。いうなれば、第二章以下で展開される個々の歴史家を対象とした思想分

析の前提条件あるいは出発点が、本章では明らかにされる。よく知られているように、彼

らは当初、フランス革命を熱狂的に歓迎したが、革命の急進化にともなって革命讃美は幻

                                                   
16 こうしたレッテル貼りは、ロック、ヒューム、ヴォルテール、ヘーゲル、ミルの政治思

想を「ブルジョワ国家論」とひと括りにすることと大差ないはずである。だが、珍妙なこ

とにドイツ思想史研究の分野ではしばしば、ある思想家の思想分析の結論として「市民的

歴史叙述」や「市民的政治思想」といったレッテルに出会うことが多い。個々の思想家の

問題関心や技法を無視する Neumüller や Völker の研究はこの点でも信頼性に乏しいよう

に思われる。以上のようなレッテルや概括は、あくまで分析以前のひとつの前提としての

み有効なのであり、分析概念としての使用はおよそ不毛な結果をもたらす。 
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滅へと変わっていった。これは、フランス革命の目指した目標を高く評価しつつも、その

実現手段や展開を拒否する意識のあらわれであった。フランス革命の推移を見守る中で、

ドイツ知識人の一部はフランス革命を歴史的に「原因」から考察することで、より深く事

態を把握――革命に対する是認であれ、批判であれ――しようとする。無論、そこではま

だ「歴史学」は問題にならない。彼らの革命史叙述は伝統的な史論の域を出るものではな

く、いかに網羅的な史料を駆使――ゲンツのように――しようとも、方法的には未熟であ

った。ナポレオン戦争後も事情はかわらない。フランス革命はいまだ歴史からの断絶とし

て理解されていた。だが、フランス革命を「歴史」の連続性のなかに位置づけようとする

試みもまた、この時代にはじまるのである。こうした志向はヘーゲルやシュロッサーに顕

著だった。そして最終的には、フランスの作家たち――とりわけミニェの『フランス革命

史』――によって、本格的な革命史はつむぎだされるだろう。ミニェの革命史はまたたく

まに欧州全土に広まり、ドイツにも大きな影響をおよぼした。こうして、フランス革命は

初めて歴史のなかに組み込まれたのである。だが、ドイツ知識人によるフランス革命史を

得るためには、優れた歴史家たちの登場を待たねばならなかった。 

第二章の主題は、ダールマンのフランス革命史である。本章から第四章までが、本稿の

議論の中心をなす。ダールマンはミニェとその追随者（ロテック）の革命史理解と批判的

に向き合うことによって、三月前期のドイツ知識人にとって典型的なフランス革命史を完

成させた。それは、十九世紀前半のドイツ諸邦共通の課題であった憲法問題を軸とする歴

史叙述である。ダールマンはドイツ知識人として、フランス革命から距離を置きつつ、主

著『政治学』で展開される国家論のモデル・ケースとして革命史を扱った。フランス革命

史の政治的諸事件を批評するとき、ダールマンは、つねに理想の政体としての英国国制を

基準とした。ダールマンの革命史は、その後のドイツ知識人のフランス革命理解の基本的

な枠組を形成した。その意味でドロイゼンとジーベルの革命史は、ダールマンの革命史理

解への挑戦でもあった。 

第三章では、ドロイゼンのフランス革命理解が扱われる。ドロイゼンは固有の意味での

フランス革命史を書くことはなかった。むしろ、そのことが彼の視点を特徴づけていると

見るべきである。つまり、ダールマンがドイツの中小邦の地平からフランス革命を眺めた

の対して、ドロイゼンは「世界史」と「ドイツ」という道具立て――すぐれて一八四〇年

代的な枠組――をもってフランス革命を分析する。ドロイゼンにかかれば、フランス革命

は近世以来つづく「世界史的」発展――「国家の理念」の生成と「国民」形成――の結節

点であると同時に、失敗例でもあった。だが、彼はフランス革命を断罪してすませはしな

いのであり、フランス革命が果たせなかった「世界史的」使命はいまや「ドイツ」、諸邦の

集合体としてのドイツ連盟ではなく、「連邦国家」としての、「平和国家」としての「ドイ

ツ」に託されねばならなかった。ドロイゼンの歴史叙述のなかで、フランス革命は真の意

味での「世界史的」位置を与えられたのだ。 
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第四章の主人公は、歴史家ジーベルである。ジーベルの問題関心を強く規定したのは、

一八四八年の三月革命だった。この革命にフランクフルト国民議会議員として参加したダ

ールマンとドロイゼンは、革命史分析によって得た教訓をもとに政治的世界に躍り出る。

だが、彼らの闘いは思わぬ方向からの反撃に出くわすこととなった。それまで政治的主体

としては全く無視されてきた「第四身分」、すなわち「社会」の領域がいまや前面に現れて

くる。三月革命をつぶさに観察したジーベルは、ダールマンとドロイゼンの問題関心――

憲法問題とドイツ統一問題――を綜合したうえで、さらに「社会問題」を通奏低音とした

フランス革命史を手がけることとなる。ジーベルは膨大な著述を通じて、フランス革命を

一貫して「社会革命」として分析した。無論、それは好事家的研究などではありえなかっ

た。来るべき政治的闘争の教訓を彼はそこから得ようとしたのであり、実際にそれをもと

に帝国建国期の政治世界を駆け抜けてゆくだろう。ダールマンとドロイゼンという先人の

革命史の達成を踏まえた、自由派革命史の決定版となる『革命時代史』を著したジーベル

は、政治的闘争の果てにいかなる光景を目にしたのだろうか。ジーベルの後、ドイツ歴史

学界は見るべき革命史叙述を生み出さなかった。それは単に個々の歴史家たちの問題では

ない。十九世紀後半のドイツにも、優れた歴史家は数多いた。だが、彼らはフランス革命

史を書かなかった。時代が変わっていたのである。 

 しばしば革命史叙述の「客観性」は、ドイツの歴史家たちを悩ませた。通常の歴史的事

件とは異なり、時が経てば経つほど、党派色が鮮明になってくるようにさえ感じられた17。

とりわけ、フランスの文人たちの革命史は著者の政治的立場を露骨に反映しているため、

「客観的」叙述からはほど遠い18。もちろん、それは対象自身に由来してもいる。我々はい

まだ革命の影響下にあるゆえに、「客観的」叙述は困難とならざるをえないからだ19。事実、

ドイツの歴史家たちの作品自体も「客観的」ではなかった。以下で見てゆくように、彼ら

の歴史叙述には各人の政治的立場や利害が、色濃く影を落としている。その「主観性」を

非難する者もいるだろう。だが、同時にそこには彼らの理想、現実認識、そして時代の精

神が息づいていることを忘れてはならない。革命史叙述に混入した「主観性」のゆえに、

それは時代を映す不朽の記憶となりうるのである。その記憶の海に身をひたすとき、まば

ゆい光のなかで精神の劇は鮮やかにその輪郭をあらわしてくることだろう。 

                                                   
17 W. Zimmermann, Ueber die neueste Auffassung der französischen Revolution mit 

besonderer Beziehung auf Capefigue. in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Bd. 4 

(1845), S. 524-5. 
18 W. Wachsmuth, Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. Bd. 1. Hamburg 

1840, S. VI-VII. 
19 L. Häusser, Rezenzion zu: W. Wachsmuth, Geschichte Frankreichs. S. 36-7. 
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第一章：フランス革命史論の誕生（一七八九～一八三〇） 

 

第一節：フランス革命とドイツ 

 

(1)「哲学の勝利」？：ラインハルト 

 以下はパリ滞在中のあるドイツ人旅行者による、一七八九年八月九日の記録である。 

 

バスティーユは今や廃墟だ。跡地には自由の最終的な勝利の記念碑が建てられている。

信じられない速さで解体作業は進行している。何百人もの人々が毎日従事し、日曜日だ

けは一般の人も廃墟を見学することができる。壁の先からもっとも深いアーチに至るま

で、人で溢れかえっている〔中略〕バスティーユは専制の砦だった。身の毛もよだつよ

うな牢獄としてのみならず、パリ全体を支配する要塞という意味でも、それは専制の砦

だった。（『日記』）20 

 

報告者の名は、ヴィルヘルム・フォン・フンボルト。後年、プロイセンの統治官僚として、

はたまた希代のディレッタントとして歴史に名を残すこととなる人物である。元家庭教師

カンペとともに当時二十二歳の青年が「欧州の首都」に足を踏み入れたのは、八月三日の

ことであった。もちろん、このパリ旅行が単なる物見遊山であるはずがなかった。フンボ

ルトを積極的に旅行に誘ったカンペに言わせれば、「フランス専制主義の埋葬式に参列する」

ことが目的だったのだから21。 

バスティーユ要塞の解体作業の開始から、まだひと月も経っていなかった22。そもそも、

この要塞が「廃墟」となるさまを誰が予測できたろうか。すべては劇的に進行していた。

一七八九年五月、深刻な財政難を新税によって打開するため、フランス王権は聖職者（第

一身分）・貴族（第二身分）・平民（第三身分）の代表者からなる全国三部会をヴェルサイ

ユで開会したものの、採決形式をめぐる「特権身分」と第三身分との争いにより議事は停

滞した。国王の調停工作もむなしかった。そして六月十七日、第三身分代表はついに、み

ずからを「国民」nation の代表とみなして「憲法制定国民議会」Assemblée nationale 

constituante となることを宣言する。その後、一旦は譲歩したものの、軍隊動員によって主

導権回復を狙う政府に対して、パリの民衆は蜂起し、政治犯収容施設であったバスティー

ユ要塞を制圧した。七月十四日のことである。 

 フンボルトとカンペのような旅行者はけっして例外ではない。七月十四日直後から、陸

                                                   
20 R. Freese (Hg.), Wilhelm von Humboldt: Sein Leben und Wirken, dargestellt in 

Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit. Darmstadt 1986, S. 55. 
21 亀山健吉『フンボルト：文人・政治家・言語学者』中公新書、一九七八年、四四頁以下。 
22 特に、シャーマ『フランス革命の主役たち（中）』一八四頁以下を参照。 
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続としてドイツ人旅行者がパリを訪れた23。そして、彼らの多くは当地での出来事をつぶさ

に観察し、十八世紀後半に興隆した雑誌や旅行記を通じて、最新の情報をドイツにもたら

したのである。なかでも、カンペの『パリ書簡』（一七九〇年）はその代表例である。ドイ

ツ出版界の話題はフランスでの「革命」一色となった24。「ほぼ全ドイツにおいて、国民の

圧倒的多数は革命に対して好意的であった。しかも、それは当初は市民層のみにかぎられ

なかった」(NGR, 1: 244)。四十年近く後、歴史家ニーブーアは当時の熱気について、この

ように回想している。プロイセンの下級官僚であったフリードリヒ・ゲンツは「実践にお

ける哲学の勝利」を拍手喝采した(GGS, 11-1: 178-9)。 

 なぜ、これほどまでにフランスでの「革命」はドイツ中で賛同を得られたのか。ゲンツ

の後年の分析によれば、原因は現場からの距離にある。つまり、現地パリでさえさまざま

な情報や噂が錯綜していたのだから、他国にあって精確かつ詳細な情報は望むべくもなか

った。したがって、七月十四日のバスティーユ事件は、外国人の目には「従来の政府のあ

らゆる紐帯が突然解消した」ようにみえたとしても無理はない。この「事件の誤解された

偉大さ」は、外国人の判断に「あらゆるところで等しく決定的な転回」をもたらした。こ

うして「魅惑的で、感覚的で、劇的な関心」が支配し、「自由の幻想」に満たされてしまっ

たのである(GGS, 5: 504-7)。 

 ただし、ドイツを含めた欧州の知識層が、なぜ、かくもたやすく「自由の幻想」に魅了

されたのか。ゲンツはこの点を説明していない。そこにはゲンツにとって、むしろ当時の

欧州知識人にとってあまりにも自明であるがゆえに意識されていなかった要因がある。各

国における「名士層」 élite の同質性である。中・上層市民から一部の貴族におよぶ、「財

産と教養」によって区別される同質的な集団の形成は、一八世紀後半の欧州における一般

的な現象であった。たしかに英国・フランス・ドイツの「中間層」の性格はそれぞれ微妙

に異なっているものの、少なくとも当時の知識層にとっては、そうした差異に比べて共通

性の割合のほうがはるかに大きいように思われた。ドイツの「中間層」（貴族・市民を含め

て）がフランス革命にむけたまなざしは、同じ「中間層」が政治参加を獲得したことに対

する共感と羨望のまなざしにほかならなかった。 

 そして、革命関連の出版物が氾濫するなか、フランス革命史論という作品類型は生まれ

てくる。めまぐるしい時事情報に振りまわされるのではなく、まず革命の「原因」を究明

することによって、変転する状況の展開をみきわめること。無論、そこで意図される歴史

叙述とは、およそ学問的な歴史研究とは異なる代物だった。それはより政論に近い性質の

                                                   
23 K. Hammer, Deutsche Revolutionsreisende in Paris. in: J. Voss (Hg.), Deutschland 

und die französische Revolution. München 1983 は、革命期パリを訪れた代表的なドイツ

知識人を紹介している。 
24 同時代のドイツ知識人たちの反応については、C. Träger, Die französische Revolution 

im Spiegel der deutschen Literatur. Leipzig 1975 を参照。 
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史論だった。 

 当時のドイツ教養層にとって、歴史叙述とはむしろ政治的文藝に属するものであった。

十九世紀に隆盛をむかえる「歴史学」をそこに投影しては、事態を見誤ることになる。こ

うした史論としての歴史叙述を代表する人物が、ヨハネス・フォン・ミュラーである。『ス

イス史』と『諸侯同盟史』は十八世紀から十九世紀初頭にかけて、教養人の必読書であっ

た25。古典文献学から歴史学へという、現代の標準的な史学史の枠組――ニーブーアからラ

ンケを経てドロイゼンに至る――から、ミュラーの同時代における圧倒的な影響力を想像

することはおよそ困難である。だが、当時の歴史家たちのほぼ全員が、直接間接にミュラ

ーの歴史叙述を意識し、また影響を受けていた26。「後代のドイツ人の誰が、この模範とな

る人物 Meister の影響なき青年時代を想うことができようか」27。ドイツ語圏における歴史

叙述の確立者ともいうべきミュラーを無視することなど、できはしなかった。 

 同時代の歴史家たちにおよぼしたミュラーの影響のうち、とりわけ重要なのは、歴史叙

述の目的に関する見解である。ミュラーは歴史叙述を厳密な学問とはみなさない。「すべて

は我々の時代の要求に還元され、模倣あるいは反面教師にするために描かれねばならない。

これ無くして、歴史は死せる言葉にすぎないのだ」28。歴史叙述、すなわち史論とはあくま

で過去の描写を通じて、著者の政治的主張を間接的に表現する手段にちがいなかった。『ス

イス史』の序文では、歴史叙述による祖国愛の喚起という目的がくりかえし表明される。『諸

侯同盟史』は言うまでもなく、諸侯同盟への政治的援護射撃である。さらに、歴史叙述が

読者の教化をめざすものである以上、その叙述法には細心の注意がなされねばならないだ

ろう。重箱の隅をつつく、「学識」ぶった史料批判などは、むしろ邪魔になる。古典古代に

心酔し、絢爛たるレトリックを駆使したミュラーが、ポリュビオスやタキトゥスといった

古典作家の熱烈な信奉者だったことはよく知られている。歴史叙述が「実用的」pragmatisch

（ヘーゲル）であるのは、自明の前提だった29。「大学教授としてではなく、政治家として、

                                                   
25 ミュラーには、スイス圏の研究者を中心とする手厚い研究蓄積があるが、ここでは優れ

た紹介論文 E. Bonjour, Johannes von Müller. in: R. Feller, E. Bonjour (Hg.), 

Geschichtsschreibung der Schweiz: vom Spätmittelalter zur Neuzeit. Bd. 2. 2. Aufl. 

Basel, Stuttgart 1979 と、標準的な伝記研究 K. Schib, Johannes von Müller: 1752-1809. 

Thayngen-Schaffhausen. 1967 だけを挙げておく。 
26 同時代の歴史家たちとミュラーとの関係については、K. Schib, J. v. Müller, S. 430-82

が幅ひろく紹介している。 
27 A. Müller, Die Schule Johann von Müllers. in: Phöbus. St. 9-10 (1808), S. 39-40. 
28 J. v. Müller, Beobachtungen über Geschichte, Gesetze und Interessen der Menschen. 

J. G. Müller (Hg.), ders., Sämmtliche Werke. Bd. 15, S. 368. 
29 とりわけ文体の面では、タキトゥスが模範とされた（ders., Ueber Studium und 

Uebersetzung des Tacitus. in: ders., Sämmtliche Werke. Bd. 8, S. 412ff.）。その情熱的な

文体のために、ポリュビオスやタキトゥスを忌避するロマン派――クロイツァー、シュレ

ーゲル兄弟、アダム・ミュラー、シェリングなど――でさえもミュラーを歴史叙述の模範

とみた事実は興味ぶかい（A. Momigliano, Friedrich Creuzer und die griechische 
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歴史家は歴史を描くべきなのだよ」30。 

 したがって、同時代のドイツ知識人たちが、フランス革命理解にミュラー的な史論形式

を応用したとしても、なんら不自然ではない31。革命当初の史論にはふたつの立場が存在し

た。ひとつは革命讃美の史論であり、いまひとつは革命に懐疑的な立場の史論である。前

者の代表格がフリードリヒ・ラインハルト（一七六一～一八三七）、少数派の後者にはブラ

ンデスやシュピットラーといった「ハノーファー学派」の人々がいた。支配的な世論を反

映したのが前者であったことはいうまでもない32。 

ラインハルトの史論「フランスにおける国家変革のいくつかの準備的原因の概観」（一七

九一年）は、シラー主幹の雑誌『ターリア』第十二号に掲載された(BD: 1314-5)33。そこで

描きだされる図式は単純明快である。 

                                                                                                                                                     

Geschichtsschreibung. in: ders., Ausgewählte Schriften. Bd. 3, S. 47-8, 48ff.）。彼らロマ

ン派にとって、歴史叙述とは、「実用的」目的とは無関係に、経験的分析と「藝術家的」叙

述を通して、「必然性」と「自由」の、「現実」と「理念」の綜合を目指すべきものであっ

た。一方でミュラーは、カントに代表される歴史哲学的傾向を嫌いぬいた。 

逆にミュラーがもっとも高く評価した同時代の歴史家たち――シラー、ルーデン、ホー

マイヤーなど――はいずれも史料批判ではなく、政治的文藝としての歴史叙述を第一義と

した人々であった。こうしたミュラー的（あるいは「実用的」）伝統が、いかに十九世紀に

おいて忘却されていったかは、それ自体として興味ぶかい主題といえるだろう。古典古代

から十八世紀に至る、歴史叙述の「実用的」目的については、U. Muhlack, 

Geschichtswissenschaft, S. 44-51 が参考になる。 

ちなみに本稿では便宜上、ポリュビオスとタキトゥスを「実用的」歴史観としてひとく

くりにすることがある。両者ともに歴史を政治的あるいは道徳的陶冶の手段と捉えた点、

政治史をもって歴史叙述の本領とした点で、両者は共通している。それでも、両者の歴史

叙述に対する姿勢が大きく異なることも見逃すべきではない。ポリュビオスがトゥキュデ

ィデスの後裔に属するのに対して、タキトゥスは独立した伝統を形成した（A. Momigliano, 

Tacitus and the Tacitist Tradition. in: ders., The Classical Foundations of Modern 

Historiography. Berkeley/Los Angeles/London 1990, p. 109ff.）。 
30 J. v. Müller, an Raumer, 18. 10. 1807. in: ders., Sämmtliche Werke. Bd. 27, S. 364. 
31 一例として、K. L. Woltmann, Geschichte und Politik. in: Geschichte und Politik. Bd. 1 

(1800)を参照せよ。 
32 本稿の問題設定上、革命当初の革命史論について包括的に扱うことはできない。また、

ブランデスの作品は通常はむしろ政論に分類されるが、史論的分析もおこなっているので、

その限りで扱うこととする。 

 本文中で言及する作品以外の初期史論としては、F. Schulz, Geschichte der großen 

Revolution. Berlin 1790, Ch. Girtaner, Historische Nachrichten und politische 

Betrachtungen über die französische Revolution. Bd. 1-2. Berlin 1791 があるが、前者は

質の低さ、後者は資料集としての性格が強いことから、分析対象から除外した。当時の革

命史論に関する包括的な分析は他日を期したい。 
33 ラインハルトは、シュヴァーベン出身でテュービンゲン神学校（ヘーゲルらと同門！）

卒業後、家庭教師を経て一七九一年にはフランスで外交官に登用された人物である。政治

的には、パリを訪れたドイツ知識人たち同様、ジロンド派に共感を覚えていた（K. Hammer, 

Deutsche Revolutionsreisende, S. 32ff.）。実証的な伝記研究としては、J. Delinière, Karl 

Friedrich Reinhard :Ein deutscher Aufklärer im Dienste Frankreichs (1761-1837). 

Stuttgart 1989 がある。 
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 ラインハルトによれば、旧体制下のフランス、特にルイ十五世の治世において、法は恣

意的だった。「浪費」と「卑しく軽蔑すべき悪徳」がいたるところで蔓延っていた(BD: 197-8)。

本来は「貴族という専制君主たち」に対する「人民の擁護者」として「共通の利益」を守

るべき国王は、リシュリューの登場以来、「王の意志の執行者」たる宮廷貴族に取り巻かれ、

「名誉と官職、そして俸給の源泉」となってしまった。今や「君主の唯一の器官」、すなわ

ち「すべてを呑み込む恐るべきアリストクラシー」（宮廷）が国家を支配する(BD: 190-3)。

名目は消えたにもかかわらず、「特権身分」は「奢侈」や富を独占し、「浪費」・「贅沢」は

いや増すばかり。 

 一方で「手工業・農業・商業」といった「もっとも有用かつ社会に不可欠な生業」(BD: 192)

にたずさわる「平民」、とりわけ「市民身分」は、宮廷という「アリストクラシー」から除

外された「大多数の貴族」同様、官職から締め出されてしまう(BD: 193-5)。ラインハルト

はそこに、「特権のカースト」による「共同の抑圧」を見る。官職売買を通じて「特権のカ

ースト」に参入できるのは一部の富裕者のみであるがゆえに、「カースト」そのものへの不

信、「非特権層に広まった怒り」が湧き起こってくるのである(BD: 195-7)。 

 だが、そのとき「ひと筋の閃光」がきらめく。「啓蒙」Aufklärung である。ラインハル

トにとって、「啓蒙」とそれに導かれる「公論」öffentliche Meinung は、旧体制下の「失

策」や「偏見」を駆逐する「光」Licht そのものにちがいなかった。かのニュートンに比す

べき「政治世界の立法者」、アリストテレスに勝る「人類の恩人」モンテスキュー、「あら

ゆる偏見」に対して「嘲笑」の文藝をもって決闘を挑んだ勇敢なるヴォルテールの尊さよ

(BD: 202-5)。だが、何より彼を忘れてはならない。あまねき「悪徳」に対して「怒りと同

情」を向け、『エミール』によって「家庭生活と教育の分野で革命」をおこし、『社会契約

論』によって「能力の不平等」とも両立しうる「原初的平等」の理念を打ちたてたジャン・

ジャック・ルソーを忘れてはならない(BD: 205-7)。「モンテスキューはもっとも直接的に、

ヴォルテールはもっとも広く、ルソーはもっとも深く〔同時代に〕影響をおよぼした」の

である。 

 ルイ十六世――「悪徳」とは無縁だが、「偉大で自立した精神」(BD: 213-4)を欠く国王―

―の治下において、「啓蒙」と「公論」は、ネッケルによる『財政報告書』公刊やアメリカ

独立戦争の影響を通じてますます浸透してゆく(BD: 209-12)34。大臣たちも今や「人民」Volk

の声を無視することはできず、「啓蒙された熱意」に駆られて改革に着手する。そして、カ

ロンヌが財政再建案について支持を取りつけるために名士会を召集するやいなや、「国民」

は全国三部会を望み、「この瞬間から国家の変革は不可避となった」のである(BD: 214-5)。

「啓蒙」と「公論」が高等法院を突き動かし、旧体制に不満を抱いていた兵卒の心をとら

えるのは時間の問題だった(BD: 215ff.) 

                                                   
34 ネッケル問題については第一章一節(3)で独立してあつかう。 
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 このようにラインハルトは、フランスにおいて進行中の「国家変革」を一貫して、文明

の「光」である「啓蒙」と「公論」によって引起こされたものとして分析する。それは「啓

蒙による作品であり、哲学の勝利である。そのもっとも強力な原動力は、公開性 Publizität

と公論であった」(BD: 221)。一七九一年は、その意味で革命が成功を約束された瞬間に思

われた。 

 だが、革命の行く末には次第に暗雲がたちこめる。同年春に早くも聖職者民事基本法を

めぐって党派対立が激化し、六月には宮廷を脱走した国王一家がヴァレンヌで捕縛される

という衝撃的な事件が起きる。八月には立憲君主政派が共和派の請願運動を武力で制圧し、

憲法は制定されたものの国内の亀裂は深まる一方だった。また、フランスと列強との関係

は緊張し、ついに一七九二年四月二十日、好戦派に導かれた立法議会はオーストリアに対

して宣戦布告する。革命が急進化するにつれて、ドイツ知識人たちは革命から遠ざかって

いった。 

 とりわけ元国王「ルイ・カペー」の処刑（一七九三年一月二十一日）は、ドイツの反革

命世論を決定的にした。シュピットラーの史論『欧州各国史構想』（一七九三年）には、こ

の変化があざやかにあらわれている。シュピットラー自身は当初、同じ「ハノーファー学

派」のレーベルクやブランデスよりも革命に対して同情的であった35。革命的暴力を是認す

ることはなかったが、他方で、革命の原因が、古来の秩序を破壊する絶対君主政や「アリ

ストクラシー」の頑迷さにあることも否定しなかった。だが、『欧州各国史構想』の論調は

革命批判の色をはるかに強めている36。シュピットラーによれば、誠実で改革意欲に溢れた

ルイ十六世は三部会開会後も独り「共通善」のために尽力していた。しかし、「民衆の煽動」

と「兵士の教唆」によって王位転覆を計る「党派」Faction や「アメリカ民主派」の策動の

前にはむなしかった。バスティーユ事件後、「自由という魔法」に浮かされた暴徒が宮廷と

議会を強制的にパリへと移動させる（ヴェルサイユ行進）。この悪逆の所業の後、国王には

「もはや軍隊も財力も権威もなかった」。立法議会になると「革命の嵐はますます悪しき

人々を放り込み、諸党派は一層粗野になり、当然最後にはつねにもっとも粗野な党派が勝

利をおさめた」。そして、「幽囚の国王の裁判を介した殺戮は、全欧州に憤激を巻き起こし

た」のである。ニーブーアの心にも、国王の処刑は深い傷跡を残した。「処刑というよりむ

しろ殺戮」の日のありさまを叙することは, 後年になっても耐えがたく感じられたという

(NGR, 1: 317-8)。 

                                                   
35 L. T. F. v. Spittler, Rezension zu: E. Brandes, Politische Betrachtungen über die 

französische Revolution., Chr. Girtanner, Historische Nachrichten und politische 

Betrachtungen über die französische Revolution. in: K. Wächter (Hg.), ders., 

Sämmtliche Werke. Bd. 14, S. 382, 394-5. 

 ただし、フランス革命に対する基本的な見解について、シュピットラーはブランデスの

議論を全面的に受け容れている（ebd., S. 381-2, 388）。 
36 L. T. F. v. Spittler, Entwurf der Geschichte der europäischen Staaten. in: ders., 

Sämmtliche Werke. Bd. 3, S. 245-8. 
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(2)「攻撃的革命」の恐怖：ゲンツ 

 一七九三年は、プロイセンの下級官僚、フリードリヒ・ゲンツ（一七六四～一八三二）

にとっても転機だった37。二十九歳だった。「私が、はじめて自分自身と世界についての明

瞭な意識に達したのは、ほぼ三十歳のときでした。この幸運な地点に自分自身ではなく、

他者を通じて達したのです」(GGS, 11-2: 360)。この「他者」とはエドマンド・バークを指

す。この年、ゲンツはバークの『フランス革命についての省察』（一七九〇年）を翻訳する

ことによって、革命忌避の風潮が強まるドイツ論壇に「数多の政論が煌く夜空に現れた彗

星」（ファルンハーゲン）のごとく迎えられたのである。 

 『省察』の翻訳後、ゲンツはさまざまな視点から革命批判を展開してゆく。とりわけ、

彼はフランス革命史論に一貫した関心をもちつづけた。ゲンツにとって、革命とは政治的

事件を超えたなにかであり、それゆえ一七九七年から一七九九年の期間は政論執筆を控え

てまでも、独自のフランス革命史構想に取り組まねばならなかったのだ38。国民議会の議事

進行を中心とした革命史叙述は未完におわったものの、革命の全体像は今や鮮明となる。

直観は確信へと変わる。 

『歴史雑誌』（一七九九～一八〇〇年）に掲載された、旧体制下の改革から国民議会の成

立までを詳細に跡づける史論「フランス革命に関する欧州の公論の推移」（一七九九年）ほ

ど、ゲンツの革命史への沈潜を示すものはない。彼もまた、ヨハネス・フォン・ミュラー

の影響圏内にいる39。ゲンツは、ミュラーの『スイス史』序文を「二十回」読んだ(GGS, 8-4: 

75)。「歴史家」Geschichtsschreiber としての習作『マリア・ステュアート』（一七九八年）

のみならず、のちの『反革命戦争の起源と性格』（一八〇一年）、『開戦前の英西関係実録』

（一八〇五年）、『欧州の政治的均衡の現代史断片』（一八〇六年）といった現代政治分析も、

ゲンツにとっては間違いなく、ミュラー的意味における――『諸侯同盟史』は当時のゲン

ツの愛読書だった(GGS, 8-4: 13ff.)――歴史叙述にちがいなかった。ほぼ同時代史に属する

                                                   
37 ゲンツの政治思想については、拙稿「『均衡』の宇宙：思想家としてのフリードリヒ・ゲ

ンツ」『政治思想研究』第一一号（二〇一一年）を参照。現在の研究状況については、同論

文の注四に詳しい。本稿では、同論文では紙幅の関係で扱うことのできなかった、ゲンツ

のフランス革命史論に焦点を当てて分析する。 
38 P. Wittichen, Friedrich v. Gentz’ ungedrucktes Werk über die Geschichte der 

französischen Nationalversammlung, in Historische Vierteljahrschrift. Bd. 18  

(1916/18). 
39 ゲンツとミュラーの関係は単に学問的なものではなく、多分に政治的利害がからんでい

た（K. Schib, J. v. Müller, S. 228ff.）。だが、戦略的な追従がいくぶん混入していようとも、

ミュラーに対するゲンツの過剰な讃辞のうちに、「歴史家」ミュラーへの尊敬が反映されて

いることも疑いない。学問化された歴史学とはおよそかけ離れた、政論と史論からなる自

前の雑誌に、ゲンツが『歴史雑誌』という名を与えたことも、示唆的である。後年、ミュ

ラーの政治的立場に批判的になったとしても、ゲンツにとっての「歴史」的なるものの原

像は、あくまでミュラー的でありつづけた。 
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フランス革命史も「歴史」なのである。彼の歴史叙述を突き動かす原動力は、単なる研究

者的関心ではない。ゲンツは「実践的歴史家」(GGS, 5: 512)として、欧州の政治社会全体

をおびやかす革命と対決し、徹底的に批判せんとする。そのためには、まず革命そのもの

を「連動して理解されるべき全体」として把握し、さらには国民議会を「真の世界史的重

要性」の観点から分析せねばならなかったのである(GGS, 5: 514-5)。 

ゲンツは、革命の「原因」を「この世紀〔十八世紀〕における進歩」という「間接原因」

と、王権側の失策という「直接原因」との連動に求める(GGS, 5: 78-9, 104)。「偶然の要因」

を絶対視する、流行の「陰謀論40」――革命をフリーメーソンや啓明団（イルミナティ）と

いった秘密結社の「陰謀」とみる――は論外である。革命の「世界史的な巨大さと意義」

を理解していないからである(GGS, 5: 77ff.)。一方で革命を「人間精神の自然な進歩の純粋

な産物」、いわば「必然の作用」とみなす「革命の友」たちは、政府による「予測不能かつ

本質的で決定的な失敗」の重要性と革命派の責任を見過ごしている(GGS, 5: 83-5, 106-9)。

たしかに変化は必要だった。だが、「穏やかな移行」と「改善」こそ「自然」だったのでは

なかろうか。 

フランス革命を規定する特殊十八世紀的な要因は、出版物の影響力の激増にある。それ

は、「世界の諸事件の推移」に「現代のあらゆる特徴のうち」「もっとも決定的」な影響を

およぼした。「政論」への異常な関心の高まりに、ゲンツは「近代の際立った固有性」をみ

る。 

 

おのれの知識と才能を公共世界に示したいという渇望は、政治社会の仕組みからして、

以前は少数の人々に限られていた。しかし、この渇望は、文化の増大とともにますます

多くの人々の心をとらえるようになった。〔中略〕今回〔フランス革命〕は、独占的な

支配を求める個々人の野心ではなく、無数の人々の野心が政治社会の紐帯を引き裂き、

人間性を犠牲にし、大地を血で浸したのである。こうした人々はみな一様に、自分こそ

国政に参加する資格があると思い込んでいた。（「フランス革命に関する欧州の公論の推

移」）(GGS, 5: 299-300) 

 

「民衆の蜂起」以前にすでに「人心の大蜂起」がおきていたと言いかえてもよいだろう(GGS, 

5: 297-8, 302-3)。 

「代表制」や「共和政」といった政体は、「限りなき多数者の野心」や「虚栄心」と相性

がよい(GGS, 5: 299-302)。そこでは誰もが、一見、「権力と名声」への機会を与えられてい

るかのような幻想を抱くことができるから。「尽きせぬ快活さ」と「幸せな軽薄」という愛

すべきフランス人の「国民性」は、革命前夜にはすでに「敵対的で陰鬱で、うじうじとし

                                                   
40 当時のドイツにおける「陰謀論」的説明については、K. Epstein, The Genesis of German 

Conservatism. Princeton 1966, p.506ff.を参照。 
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た、悲劇的な」ものに変化していた。「挫折した希望」の憂鬱、「権力と威信」への憎悪、「破

壊的な革新への不安な憧憬」を、ゲンツは「文化の進歩41」の陰にかぎつける(GGS, 5: 304-7)。

ひとことでいえば、革命とは「支配への情念 Leidenschaft の産物」にちがいなかった。 

だが、こうした「人心の大蜂起」を賢明な統治によって鎮めることは、可能だった。旧

体制の「改革」が不可能であったなどと、ゲンツにはどうしても思えなかった。現実の旧

体制は、「法律によって統治された君主政」であった。「所有権」・「人心の自由42」・「個人の

自由」は保証されていた。何より、王権の立法に対する登録権と諫奏権をもつ高等法院の

存在は、あらゆる「無制約」の権力行使を不可能にしていた(GGS, 5: 111-2)。国民のうちに

は「君主政への熱狂」がはぐくまれ(GGS, 5: 112-3)、「国内の福祉状態43」にも「文化」・「完

全性」・「進歩」がいたるところでみられた(GGS, 5: 114-5)。「人民を幸福にしたいという願

いを生涯の思想」とした国王ルイ十六世が、前代未聞の国難に対処する「性格の堅固さ」

と「深い洞察と包括的視野」を欠いていたことはたしかである。それでも、国王は「厳格

な道徳」と「統治者の美徳」を兼ね備え、つねに「よりよきもの」を目指していた(GGS, 5: 

148-51)。 

革命派が最大の革命原因とみる、「身分制の不平等」さえ大惨禍を招くほどのものだった

ろうか。そもそも、いわゆる「封建的権利」は貴族専有ではなかったし、市民層の「富」

は相当なものだった。タイユ税免税・道路賦役免除といった「実利的特権」（GGS, 5: 127-9）、

帯剣などの「名誉的特権」(GGS, 5: 129-32)は、革命の直接的な原因となるほど深刻だった

とは思えない。貴族と第三身分の利益対立という前提そのものを、ゲンツは問いなおして

ゆく。官職売買によって、市民層にも「権威」と「影響力」への途は開かれていたし、貴

族になることすら可能だった44。なにより、「文化」・「福祉」・「習俗の洗練」によって「社

会的平等」は高まり、「個人的功績」Verdienst の原則、「陶冶された悟性の刺激」、さらに

は「才能 Talente の権威」が認知されることで、「あらゆる身分の漸進的な混合」がすすん

でいたのである。こうしたゲンツの分析は、ラインハルトの史論とは比較にならぬほど、

当時の現実を捉えていた。 

なぜ、安定した旧体制は破局にいたってしまったのか。ゲンツは、国王の助言者たる大

                                                   
41 但し、ゲンツがつねに「啓蒙」の十八世紀に高い評価を与えていたことを忘れてはなら

ない（拙稿「『均衡』の宇宙」三一九頁以下）。 
42 「人心の自由」の欠如の証拠となる、裁判を介さない無制限の逮捕状たる「封印状」に

ついても、ルイ十六世治下ではほとんど使われなかったと指摘している(GGS, 5: 123-4)。 
43 ゲンツは、いくつかの欠陥や「不幸な身分」の存在を認めている。特に「欠陥多き租税

体系」(GGS, 5: 116-8)や、人口過剰(GGS, 5: 118-21)は見逃せないとされているが、一方で

それらの欠陥は必ずしも革命を必然的に招くほどのものとはみなされていない。 
44 こうした「特権身分」と「市民層」との利益対立に対する疑問は、いわゆる十九世紀に

形成された「ブルジョワ革命論」に対する「修正派」によって、あらためてフランス革命

史研究の論点として注目されるようになった。この点については、W. Doyle, Origins of the 

French Revolution. 3d ed. Oxford 1999, Part I を参照。 
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臣たちの失政を仮借なく批判する。 

まずは、国政を「気晴らしの一時的な遊び」のようにあつかい、「不思慮と軽率」によっ

て王を「無為」に眠らせた助言者モールパは、革命の責任者のひとりである(GGS, 5: 151-3)。

国王の即位時から、彼は「許しがたき失策」を犯した。王権にとって最大の抵抗勢力であ

る高等法院がルイ十五世末期のモプー改革によって弱体化していたにもかかわらず、完全

に廃止するどころか、新王の一時的な「人気」取りという「不幸な誤解された努力」によ

って復活させてしまう(GGS, 5: 159-60)。高等法院を廃止していたら、革命は防げたかもし

れなかった45。 

次に、「凡庸なる頭脳」のわりに「陰謀の巧みさ」にだけは長じている外務大臣ヴェルジ

ェンヌ。大仰で「深遠な秘密」主義の背後には「凡庸な準則」が隠れていた(GGS, 5: 165-7)。

「保身および世界を掻き乱すこと。これこそがフランスにとって不幸な、ヴェルジェンヌ

外交の原動力および対象」だったのである。「政治体系の完全な欠如」こそ、人心の動揺と

財政悪化を招いたアメリカ独立戦争参戦の原因にほかならない(GGS, 5: 161-4)。 

政権担当者たちに対する痛烈な批判の背後には、改革のチャンスを生かせなかったこと

への苛立ちがある46。三部会召集の直接の原因である財政破綻についても、財政畑出身のゲ

ンツは、深刻な赤字が革命の「契機」となったことを認めつつも、財政再建の好機は十分

にあったとする(GGS, 5: 133ff.)。とりわけ、国民的支持を得るために諮問機関として召集

された名士会に対する、カロンヌの財政再建案の重要性が指摘されている。それは「あら

ゆる現実的な要求」を満足させ、行財政の「本質的な欠陥」を除去するに足るはずだった。

「もしも善き守護霊がこの計画に完遂を許していたならば、ひょっとすると、フランス以

上に幸福な国制を享受する国はなかったかもしれないのに47」（「フランス国家行政の全面的

改革計画」）。この「全行政体系の全面的改革」の好機も、「構成員の選出にあたっての多く

の慎重さと賢い熟慮」および「粘り強さと堅固さ」を欠いたために挫折してしまう(GGS, 5: 

171-4)。ゲンツは、名士会の失敗に「不幸と失敗の恐るべき連鎖」(GGS, 5: 168)の始点、

すなわち終わりのはじまりを見るのである。 

三部開会後も政府は無力だった。その結果、特権身分代表と第三身分代表は資格審査の

形式、さらには採決形式（身分別か頭数か）をめぐって激しく対立し、二ヶ月以上が空費

                                                   
45 Doyle は高等法院は王権が弱体であるときのみ抵抗勢力たりえたとして、このときの復

活は大勢に影響はなかったとしている(ebd., pp. 70-5)。 
46 全国三部会召集決定時の政権担当者ブリエンヌに対する批判はさらに厳しい。「活力」も

「能力」はおろか、最低限の専門知識さえももちあわせない人物の「浅ましさについては

すべての党派が一致しており」、「その名前には躊躇なく、歴史は軽蔑の杯をそそぐことで

あろう」。そこにあるのは、「生半可なフィロゾーフのおしゃべり」と「小賢しい宮廷人の

不敵さ」だけだ(GGS, 5: 198-9)。 

 また、テュルゴーとマルゼルブについては、第二章二節(1)で扱う。 
47 F. Gentz, Plan zur allgemeinen Reform der französischen Staatsverwaltung. in: 

Historisches Journal, Bd. 1 (1799), S. 237. 



 27 

されることとなる。それは単なる形式をめぐる争いではなかった。採決形式の問題は、従

来の身分制を堅持するのか、あるいは身分を超えた「国民」の議会を作り出すのかという、

原理的問題を内包していたからである。頭数採決を恐れる特権身分代表の行動は、「厳格な

法」・「国家に対する義務」・「賢慮」のいずれの観点からも非難できない。そうであるがゆ

えに、もはや頭数採決が不可避の情勢であることを考慮して、政府は主導権を取るべきだ

った。だが、ここでも「大臣たちの無能」に阻まれる(GGS, 5: 346-8)。 

 一方で、たとえ大臣たちが無能だったとしても、第三身分側の責任が軽減されるわけで

はない。彼らは頑なに妥協を拒み、国王の調停案を拒否し、ついには単独で国民議会を宣

言した。ゲンツにとって、国民議会の宣言は、「正当」どころか「弁解の余地なき明白な簒

奪」Usurpation を意味した(GGS, 5: 395-6)。そもそも「真の意味における国民」Nation

の議会には、「政治社会における諸関係」・「あらゆる所有状態」・「富、権力、個人的威信」

も「代表」されねばならないからだ(GGS, 5: 398-400)。マルーエやムーニエら「調和と平

和」を尊重する「穏健派」（「誠実で啓蒙された人々」）の声は、ミラボーやシェイエスとい

った「破壊的党派」の怒号によってかき消される(GGS, 5: 337-9, 407-9)。球戯場の誓いは、

「王権への公然たる宣戦布告」であり、「六月十七日の宣言で暗黙のうちにはじまった反乱

Rebellion の正式な開幕」にちがいなかった(GGS, 5: 450)。ゲンツによれば、こうした第三

身分代表の行動のうちに、革命の急進化の萌芽はすでにひそんでいた(GGS, 5: 514-5)。 

 その後のバスティーユ事件はもはや、「〔政治的〕機械全体の破壊へのとどめの一撃」（「二

次的事件」）にすぎない(GGS, 5: 487-8, 489ff., 504)。こうして「パリが君主政の都から、革

命権力の中心地と化した」ことをゲンツは確認する(GGS, 5: 496)。パリの先例に倣った地

方でも自治体の既成権力は倒壊し、「フランスは突然、民主政となった。後の革命のあらゆ

る時期よりも本来的かつ完全な民主政となった」。そして無数の「大小の共和国」の頂点に、

「連合中央主権」をもつ「無制約の国民議会」が君臨する(GGS, 5: 503-4)。今後、あらゆ

る統治の「責任」は国民議会にある。そして、そこからあらわれたのは、「自由の理念」と

「善き政体の理念」ではなく、「あらゆる犯罪」・「全面的破壊」・「民衆協会の支配」だった

(GGS, 5: 510-1, 512-4)。 

 ゲンツは、フランス革命の本質を「攻撃的革命」とする（「アメリカ革命とフランス革命

の起源および根本原理の比較」）48。それは、「目的」の「極度の曖昧さ」ゆえに「想像力と

大胆さの果て」まで突き進む革命である。「反対派」に対する暴力と弾圧の連鎖がつづいて

ゆく革命である。だが、すでにみたように、ゲンツは決してそれを不可避の現象とは見な

い。七月十四日の時点で、すでに大臣の無能によって革命は起きていたのだから。臣民の

側からの革命が正当化されることはありえないが、「経験」にもとづく「穏健な国家変革」

                                                   
48 F. Gentz, Der Ursprung und die Grundsätze der Amerikanischen Revolution, 

verglichen mit dem Ursprung und den Grundsätzen der Französischen. in: 

Hisotirisches Journal. Bd. 2 (1800), S. 115ff., 126ff.. 
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を導くことができなかった統治者にも責任はあろう(GGS, 5: 291)。たとえ現状が欠陥多き

ものであろうとも、少しずつ「改善することによって保守 Erhalten する」ということ(GGS, 

5: 287)。この「政治学のもっとも高貴かつ最高の目的」を疎かにしたがゆえに、旧体制は

黙示録的な破局を迎えざるをえなかったのだ。 

 

(3)ネッケル問題 

 内閣の実質上の首班であったジャック・ネッケルは一七九〇年九月、辞任した。三部会

開会のころには絶大であった人気は今や地に堕ちていた。デモに繰り出す民衆は彼を街頭

に吊るすことを要求していたし、議会の敵対的な姿勢にも嫌気がさしていた。辞任に際し

て書かれた手紙が議会で読み上げられるや、議員たちは笑い出し、何事もなかったかのよ

うに議事に戻っていったという。 

 ネッケルほど当時にあって、評価の分かれた人物も珍しい。ジュネーヴ出身のプロテス

タントでありながら、財政危機に瀕した旧体制下のフランスの、「カトリック」国家の「財

務長官49」に就任したこの銀行家について、当初、公論は待望の救世主に対するがごとき期

待を寄せた。一方で宮廷派はもちろんのこと、改革派のうちにもネッケルの振舞いや態度

のうちに胡散臭さを嗅ぎとる人物はこと欠かなかった。 

ドイツの史論家たちにとってもネッケルの功罪は大問題となる。三部会開会時はもちろ

んのこと、本国フランスではもはや存在さえ忘れ去られていた時期にあっても、ネッケル

問題は盛んに論じられた。そうした論争の目的は、単にネッケル個人の性格や財政能力を

問うにとどまらなかった。そこでは保守派と急進派のあいだの均衡のとり方、公論に対す

る姿勢、求められる議会統御能力の本質が問題とされた。つまり、絶対主義政権を改革し

ようとする政治家のあるべき姿が問題とされたのである。 

ネッケルの政治的経歴はふたつの時期に分けることができる。政府に登用されてアメリ

カ独立戦争中および戦争直後の財政を担当した第一期と、三部会召集の勅諭を出して辞任

したブリエンヌ内閣の後を継いで、三部会開会を準備し、開会後および国民議会成立後の

政権運営を担当した第二期である。第一期においてネッケルの声望は確固たるものとなり、

第二期のバスティーユ事件の際に人気は絶頂となり、国民議会に権力の重心が移ってゆく

につれて、人気は凋落していった。 

 とりわけ、彼の名を公論に印象づけ、名声を確立したのが、『財政報告書』（一七八一年）

の出版である50。第一期の在任中、戦時公債による財政運営のほか、官職売買の部分的廃止

による倹約、間接税から直接税方式への切り替えによる増収策、さらには州議会改革など、

                                                   
49 フランス財政の統括者の役職は「財務総監」であるが、ネッケルはプロテスタントであ

るために官職名は「財務長官」とされた。 
50 ネッケルの第一期における活動については、シャーマ『フランス革命の主役たち（上）』

一四八頁以下を参照した。 
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さまざまな改革政策にネッケルは取り組んでいた。しかし、それらは『財政報告書』の衝

撃に比べれば霞んでしまう。公債に頼らないかぎり平時の財政黒字は保証されるという内

容もさることながら、何より財政という従来の国家機密を公論に示し、監視と支持を求め

たことが決定的だったからだ。当然のことながら、政権・宮廷内の保守派は強い反発と嫌

悪を示した。 

 ラインハルトにとって、ネッケルは「公論」と「公開性」原則の守護神としてあらわれ

てくる(BD: 209-11)。旧体制下の「迷信」と抑圧に「公論」が苦しむなか、「ついにネッケ

ルが立ち上がり、『財政報告書』はスローガンとなった」。「ネッケルの触れたもの」はすべ

て「高次の叡智と徳の刻印を帯びた」のである。「公論」の重要性をいち早く見抜いたネッ

ケルと『財政報告書』に対して、フランスのみならず欧州全体が感謝せねばならない。そ

れによって「公開性は最初の勝利を得て、公論は決定的な方向性を得た」のだから。十八

世紀後半の「啓蒙」の改革精神を継承するラインハルトにとって、「公開性は専制の死であ

る。なぜならそれは公論を導くからである」。 

 他方で、ハノーファー選帝侯国の穏健改革派エルンスト・ブランデス（一七五八～一八

一〇）やシュピットラー、そしてゲンツは、そこに一種のパフォーマンスを見る。たしか

にネッケルは「絶対君主政下の最良の行政官51」（ブランデス）であった。「秩序と規則性の

精神」を備え「思慮に富む熟練した銀行家」(GGS, 5: 235-8)として、「通常の行政職務」に

は申し分ない人材であり、堅実な財政手腕を備えていた。だが、『財政報告書』出版からは、

その「途方もない虚栄心」Eitelkeit、つねに「自己弁明」と自画自賛に努める人物像、「虚

栄心の男」（シュピットラー）という人間像が浮かびあがってはこないだろうか。この後も

「虚栄心」は、ネッケル批判の常套句となる。 

とりわけ、革命前後の「公論」の熱狂と革命戦争の悲惨を知るゲンツはもはや「公論」

を全面的に信頼することなどできなかった。すでにみたように、「支配への情念」という人

間にとって根本的な「衝動」が、公論と文筆・出版業によって国民規模にまで拡大してい

ったことに、革命の一因はあるのだから。革命直前の出版物は「馬鹿げた理論や人心を惑

わす準則」に満ちており、人々の「情念」を掻き乱す「陰謀の精神」の手本だった(GGS, 5: 

288-9, 296-7, 302-3)。その根底にあるのは、ネッケルの本質と同じ「虚栄心」である。ゲ

ンツにすれば、ネッケルの行動は「公論」に媚を売る態度以外のなにものでもなかった。 

 しかし、第二期におけるネッケルの三部会対策の貧困は、ドイツの史論家にとってもっ

とも許しがたかった。つまり、三部会召集の決定後、最大の政治的争点となった三部会の

開会・審議形式をめぐる問題について、ネッケルは決定的な誤りを犯したとされる。三部

会が最後に召集されたのは一六一四年であったため、時代状況や身分間関係の変化は当時

                                                   
51 E. Brandes, Politische Betrachtungen über die französische Revolution. Jena 1790, S. 

34-5. 
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の形式そのままの適用を許さなかった52。よって、いかなる形式を採るかは、ひとえに政府、

そしてネッケルの決断にかかっていた。「リシュリューの政治力をもってしても慄くような

職務」(GGS, 5: 238)に直面したネッケルは、第三身分の定数を倍増した。そこまではよか

ったが、肝心の採決形式（身分別か頭数か）という「はるかに重要」な問題については、「優

柔不断と不首尾」を曝けだしてしまう(GGS, 5: 246-8)。 

 では、いかなる道がありえたのか。ゲンツとブランデスによれば、この時点で政府に審

議形式を定める権利が属することを否定する者はいなかった。身分別採決が改革の実効性

に乏しく「全面的不満」を引起こしかねない以上、頭数採決を「穏健で合法的方法」で実

現するという選択肢は十分に考えられた(GGS, 5: 248-50, 256-7)。たしかに頭数採決は「デ

マゴーグ」や「党派人間の陰謀」に晒されはするが、政府側が主導権を握ることができる

のだから、「完全な無為」よりどれだけ望ましいことか。 

より「決定的かつ大胆」な選択肢は二院制の導入である。ゲンツは連動する二院制を設

けることこそ、「王権再生の唯一の方法」であったとする(GGS, 5: 252-6)。「一院制の御し

がたい奔流」を防ぐこの案は、当時のフランスのもっとも優れた知識人たちが賛同してい

た案であった。とりわけ英国国制を「近代政治学の傑作」「啓蒙された人々にとって究極の

希望」(GGS, 6: 212)と評価したゲンツ、当代きっての英国通と自他共に任じていたブラン

デスにとって、これは自然な結論だった53。二院制とは立法権と統治権の間の「摩擦」を回

避するための「第一かつもっとも有効な方法」にちがいない(GGS, 7: 264)。審議形式問題

は王権にとって「決断」をともなう危機であると同時に、従来の絶対君主政から英国流の

混合政体に転換させうる千載一遇の好機だったはずだ。 

ここでゲンツたちが英国国制を引きあいにだすのは偶然ではない。英国国制をいかに評

価するか。一八世紀後半のドイツ知識人にとって、それは切実な問いであった。大陸の絶

対君主政とも共和政とも異なる、この海の向こうの国は、ある者には、「権力に参与する諸

勢力同士の嫉妬と常なる争い」に支配された国（スヴァレツ）と、ある者には、「幸運に恵

まれ、良識に導かれた偶然」が産んだ「〔国制の〕理想」（シュレーツァー）と映った54。そ

れでも、好意的な意見が、多数を占めた。「アメリカ独立戦争までの間、この国制〔英国国

制〕は至るところで、最も鋭敏な頭脳と偉大な政治家たちにとって賞賛の的であった」の

である(GGS, 7: 289-90)。革命勃発後も、「ハノーファー学派」を筆頭に、フランス革命を

批判する論者の多くは英国国制を賞賛した。英国国制の肯定は、そのままフランスの政情

                                                   
52 ebd., S. 29-30. 
53 ebd., S. 28-32. 
54 十七世紀から十八世紀末までの英国国制論については、H-Ch. Kraus, Englische 

Verfassung und politisches Denken im Ancien Régime: 1689 bis 1789. München 2006 が

網羅的な概観を提供しているほか、一八世紀後半から一九世紀初頭の英国観については特

に、C. E. McClelland, The German historians and England, Cambridge, 1971, part I, II

を参照せよ。 
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への批判を意味したのである(GGS, 7: 289-93)。英国国制の理想化は、この後もドイツ知識

人の多く――改革派、保守派を問わず――に見られる、ひとつの型となる。 

 結局、ネッケルは「完全に受動的に行動」してしまう。採決形式を未決のまま開会を迎

えるという「最悪」の道を選んでしまう(GGS, 5: 257-62)。 

 

ネッケルが、フランス君主政を見舞うこととなるあらゆる災厄の第一の責任者となった

のは、第三身分に二倍の定数を与えることによってではない。無責任な優柔不断さによ

って、そう、まさしく、審議形式を未決のまま放置したことによって、ネッケルはその

後の災厄の元凶となったのである。〔中略〕目をつぶり、臆病な諦念を抱きながら危機

に臨むのか、もしくは思慮と自立性をもって危機に対処するのか。どちらを選ぶのか。

それこそが問題になっていた瞬間だったというのに。（「フランス革命に関する欧州の公

論の推移」）(GGS, 5: 259-60) 

 

また、「義務を忘れた無思慮」によって議会の立法参与権の範囲を確定しなかったことも「許

すべからざる失策」であった。こうしたネッケルの未熟な三部会対策のうちに、「時代精神」

や「憲法に関する見通しや計画」の欠如、「人間知」への洞察の欠如を、ブランデスは見る

55。要するに、大国に「憲法」を与える資格など、ネッケルにはなかったのだ、「統治」の

何たるかもわかっていなかったのだ。ひとたび三部会の招集、さらには「憲法」制定が不

可避となったときもなお、「優柔不断」であることは、すなわち「統治」の放棄を意味して

いた。ゲンツにとって、ネッケルは「通常の行政職務」にいかに熟達していようと、君主

の輔弼者としては失格だった。 

ただし、ゲンツもブランデスも「憲法」を神聖視しているわけではない。この点は注意

が必要である。たしかに、オーストリア仕官前のゲンツにとって、英国国制（二院制によ

る制限君主政）は――独自の「政治的建築術」の観点からみて――最善の国制だった。ま

た、ブランデスも、詳細な英国情報をもとに英国国制の機能性を高く評価していた。だが、

彼らにとって「憲法」とは無条件的に称賛されるべきものでは、決してない56。あくまでフ

ランスの状況に照らしてみた場合、英国流の国制の導入は可能であったし、また有用性の

観点から望ましかったというにすぎない。実際にゲンツは、絶対君主政を維持しつつ「啓

蒙」的な改革によって危機を回避する機会は十分にあったとしている。ましてや、「憲法」

を同時代のドイツ諸邦にただちに導入すべきなどと、彼らは考えなかった。内容的にみる

ならば、ゲンツや「ハノーファー学派」の英国国制観は、復旧期や三月前期の自由派によ

                                                   
55 E. Brandes, Politische Betrachtungen, S. 33-8, L. T. F. v. Spittler, Entwurf der 

Geschichte der europäischen Staaten, S. 244. 
56 H-Ch. Kraus, Englische Verfassung が一貫して強調しているように、英国国制を高く評

価するドイツ知識人も、英国国制の大陸への、とりわけドイツへの移植可能性については

否定的であった。 
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る理解とそれほど隔たってはいない。大きく異なるのは、「憲法」（立憲制）という言葉に

魔術的な魅力を感ずるか否かである。ナポレオン戦争とウィーン会議を経た後、ドイツ知

識人、とりわけ自由派は、「憲法」を「時代精神」の要請とみるようになる。是が非でも達

成されねばならない政治的目標となる。無条件的な称賛の対象となるのである。 

 

第二節：復旧期の革命恐怖――アンシヨンとヘーゲル 

 

(1)「均衡」の欧州 

 長年オーストリア宰相として欧州全土に影響力をふるった政治家、クレメンス・フォン・

メッテルニヒの回想録は一八一五年の第二次パリ講和会議で終わっている。彼はその後三

十年以上も政権を握ったが、一八〇六年から一八一五年までの「嵐」の九年間こそ、みず

からの政治生命のもっとも輝かしい瞬間とした。「嵐」の後、「我々は再び、一方では数多

の些細な打算と意見が、他方では慎重さを欠く失敗と弱々しい打開策が日々の出来事とな

るような時代に戻ってしまったというわけさ」。みずから主宰したウィーン会議によって、

「その後三十八年もつづいている政治的平和の基礎」が築かれたあとには、「平凡な歴史」

と「単純な筋書き」simple story がつづく。ひとことでいえば、それは「平和の時代」であ

った57。 

 とりわけ、一八一五年から七月革命勃発（一八三〇年）までのいわゆる「復旧期」

Restauration は、同時代人にとっても「静穏の時代」（ランケ）と感じられた。歴史家ゲル

ヴィヌスによれば、復旧期の「もっとも安定した十五年の平和」は学藝の動向にも大きな

影響をおよぼした58。いまや学藝が「外的要求」や「物質的な影響」に左右されることはな

くなり、「純粋な学問性のみ」が「決定的な原理」となる。それは「主観性」と「個性」に

替わって、「客観性」と「悟性的な観察」が重視される時代、「固有性」を発揮する「天才」

の活躍を必要としない、「研究」の時代でもある。「政治世界」が「無性格」だったことも、

学藝にとってはむしろ「有益」だった。ベルリンにおけるゲーテ文学の大流行も、時代の

空気をうかがわせる59。 

 こうした思想状況にもっとも適合したのが、「経験」Empirie を素材とする堅実な学問と

しての「歴史学と自然学」である。とりわけ「歴史学」に関して、復旧期はしばしば史学

史上の画期とされる。ランケによれば、「一八二〇年代には、もっと〔歴史の〕基礎に深く

立ち入らなければ、将来の諸国家や帝国を満足させることができないという主張が起こっ

                                                   
57Fürst Richard Metternich-Winnerburg (Hg.), Aus Metternich's nachgelassenen 

Papieren. Bd. 3, S. 296-7, 安齋和雄監訳『メッテルニヒの回想録』恒文社、一九九四年、

二四一頁。 
58 G. G. Gervinus, Einleitung in die deutschen Jahrbücher. in: ders., Gesammelte kleine 

historische Schriften. 2. Aufl. Leipzig 1839, S. 317-20, 322-3. 
59 『ランケ自伝』八〇～八二頁、訳文は改めた。 
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てきた」。つまり、「歴史研究は本来、ナポレオン的理念の独占支配に対する抵抗から発展」

したものなのだ。その証拠に、古代史に沈潜するニーブーアやオトフリート・ミュラーの

著作が学界で高く評価され、スコットランドの文人ウォルター・スコットの歴史小説は欧

州中で翻訳され、大人気となった。それは、「普遍的支配に対立する特殊な生、ひとつの大

国の発展の内的条件」の擁護といってよいかもしれない(SKS, 1: 346-8)60。錯雑な史料状況

を整理し、実証的に史実を明らかにしてゆく「史料批判」の技法が確立したのもこの時期

である。 

 「歴史学」の根源たる「特殊な生」（「国民性」・「祖国」・「民族全体の生」）に対する関心

が高まった背景には、復旧期特有の秩序感覚がある。当時の知識層にとって、フランス革

命とはまさしく、歴史的に基礎づけられてきた欧州の政治社会全体の転覆を意味した。そ

れは歴史と伝統からの断絶であった。それゆえ、いまや再びその秩序を回復し、基礎づけ、

確認せねばならない。メッテルニヒのような現実に統治を担う人々にとって、一層、それ

は切実な問題となろう。 

そして、それはもはや一国でなしうる課題ではなかった。欧州全体の協調こそが求めら

れてくる。第二次パリ講和条約に際して、より過酷な懲罰的講和を要求する急進派はとり

わけナポレオンの支配に苦しんだプロイセン内に多かった。メッテルニヒの秘書官となっ

たゲンツにとって、そうした急進派は、ようやくこぎつけた平和を動揺させる危険分子以

外のなにものでもなかった。「連合国はフランスを分割し消耗させるためにやってきたので

はない。欧州と根本的に和解させるためにやってきたのだ」(GGS, 8-2: 424)。「穏健化、自

己規律、見せかけの獲得の放棄、熟慮された決断の成果」である講和条約が結ばれた「い

まこそ、欧州の黄金時代への展望が単なるむなしい夢ではなくなった瞬間にちがいない」

(GGS, 8-2: 410)。こうしてゲンツは、「全面的な平和の継続」を「あらゆる面から保証」す

る「列強間の調和」の絶頂として、ウィーン会議を讃えるのである。 

 だが、誰よりもゲンツ自身が「列強間の調和」に不信感を抱いていた人物であったこと

はおぼえておく必要がある。会議筆頭書記官としてウィーン会議をつぶさに観察していた

彼には、「会議の真の目的」が「敗者から獲得した戦利品を勝者のあいだで分配すること」

にあることは明らかだった61。それは、列強による「一種の独裁」であり、同時にまた列強

間の「嫉妬と不和」が渦巻く舞台でもあった。「永遠平和の保証」や「黄金時代の再来」ど

                                                   
60 同書、八三～八五頁。また、W. Giesebrecht, Die Entwicklung der modernen deutschen 

Geschichtswissenschaft, S. 7ff. 
61 Richard Fürst Metternich-Winneburg (Hg.), F. Gentz, Oesterreichs Theilnahme an 

den Befreiungskriegen: Ein Beitrag zur Geschichte der Jahre 1813 bis 1815. Wien 1887, 

S. 496, 540-3. 

ゲンツのウィーン会議における活動および評価については、B. Dorn, Friedrich Gentz 

und Europa: Studien zu Stabilität und Revolution 1802-1822. Sinzig 1993, S. 97ff., 

157ff., 180ff.が詳しい。 
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ころか、会議がもたらしたものといえば、「前もってすでに武力によって決定されていた償

還、欧州における将来の均衡および平和の維持にさして資することのない大国間での取り

決め、二流諸国の所有状態のまったく恣意的な変更にすぎない。しかし、高次の性質をも

つ行動、公共秩序および共通善のための大胆な措置、人類の長き苦しみを部分的にでも埋

め合わせることのできるような措置、そして将来について人心を安んじる措置といったよ

うなものは、なにひとつみられなかった」のである。 

 ただし、ゲンツの辛辣な内部告発にもかかわらず、実際にウィーン会議が欧州秩序に「可

能な範囲内で堅固かつ恒久的な平和62」（メッテルニヒ）をもたらしたことは否定できない。

十八世紀的な弱肉強食の権力政治がナポレオン戦争で破綻した結果、各国の権利と中小国

の独立の保証という前提が共有されることとなったからである63。タレーランによる「正統

主義」の擁護やフランスへの懲罰的要求の放棄はそのあらわれである。そもそも、従来型

の「勢力均衡」balance of power 自体が、英露という超大国の出現によって機能不全に陥っ

ていた。オランダやイタリア諸国といった緩衝国の設置や、十八世紀最大の戦争原因だっ

た海外植民地をめぐる紛争を欧州秩序から切り離すことによって、統治層の意図はともあ

れ、欧州秩序は大きく変貌を遂げてゆくのである。 

 こうして再建された欧州秩序はしばしば「均衡」Gleichgewicht の語で形容された。「政

治的均衡」とは、「互いに並立し、かつ多かれ少なかれ互いに結合する諸国家からなる体制

であり」、そこでは強力な抵抗の危険なしには「いかなる国も他国の独立や本質的な権利を

侵害することはできない」（ゲンツ）(GGS, 4: 1)。「政治的均衡」は、「文明諸国」の「政治

文化の自然な帰結」であり、「低俗な利己主義」を超えて、中小国の位置を高めることによ

って「自主独立の感情」を各国に植えつけることができる（ヘーレン）64。メッテルニヒに

とっても、「政治学とは、最高次の領域における諸国家の生存利害に関する学問である。孤

立した国家はもはや存在しない」ので、つねに「諸国家からなる社会 Gesellschaft――この

現代世界の本質的な条件――がつねに前提されることとなる」。「既得権利と誓約尊重とい

う保証のもと、相互性 Reciprocität の基礎に立った国際関係の確立こそ、現在は政治学の

本質をなしている。外交術とはその日常的な適用にすぎない」65。ここで「勢力均衡」の側

                                                   
62 『メッテルニヒの回想録』二五二頁。 
63 この問題については、P. W. Schroeder, Did the Vienna Settlement Rest on a Balance of 

Power? in: American Historical Review. vol. 97 (1992), ders., The 19th-Century 

International System: Changes in the Structure. in: World Politics. vol. XXXIX (1986-7), 

ders., The nineteenth century system: balance of power or political equilibrium? in: 

Review of International Studies. vol. 15 (1989)を参照。 
64 A. H. L. Heeren, Historische Werke. Bd. 8: Handbuch der Geschichte des 

europäischen Staatensystems und seiner Colonieen. T. 1, S. 13-4.  
65 Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 1, S. 33-5. 

さらにメッテルニヒの国際政治観については、G. B. de Sauvigny, Metternich et son 

temps. Paris 1959, pp. 81-91 が重要な貢献をなしている。 
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面よりも「権利の均衡」の側面が強調されているのが、興味ぶかい。前者は後者を実現す

るためのひとつの手段として従属している。 

 しかし、なによりも大国会議体制と欧州協調こそが、この時期の欧州秩序論を十八世紀

のそれと区別する。ゲンツが指摘したように、ウィーン会議自体、実質的には列強の「圧

倒的優位」にもとづく「一種の独裁」であったが、四国同盟条約第六条はさらに「人民の

静穏と繁栄および欧州の平和維持を目的とする」大国会議を規定していた。実際に復旧期

を通じて大国会議は短期間のうちに四度も――アーヘン、トロッパウ、ライバッハ、ヴェ

ローナ――開催されることとなる。同時代の論客たちはこの秩序の変動に十分に自覚的で

あった。以下のゲンツの批評は、彼が依然として当代欧州最高の政論家のひとりだったこ

とを物語っている。 

 

均衡の原理、言い換えるならば個々別の同盟によって形成される勢力均衡の原理――三

世紀にわたって欧州で支配的となったものの、あまりにしばしば欧州をかき乱し血で汚

した原理――の替わりに、一般的統合 union général の原理が出現した。この原理は、

五大国の指導のもと、連邦的紐帯によって国際秩序全体を統合する。〔中略〕欧州はつ

いに巨大な政治的家族 grande famille politique を形成したかの如くである。それは創

設時の列強の指導下に統合され、構成国は相互に、あるいは独自の利害をもつ諸部分に、

各々の権利の静穏な享受を保証している。（「現代欧州の政治体制についての考察」）66 

 

十八世紀とは異なり、いまや欧州協調という「世界史のなかでもとてつもない現象」（ゲン

ツ）が秩序の基礎となった。「列強によるアリストクラシーは、事物の本性から生じたがゆ

えに必要かつ有用であり、公的であるがゆえに嫌疑を免れる」（ヘーレン）67。それは不完

全ながらも「欧州の元老院」Europäischer Senat とよばれるにふさわしい。 

 また、欧州協調をみずからの政策の軸にすえたメッテルニヒと、欧州協調の意義を誰よ

りも熱心に、しかし報われることなく主張しつづけたゲンツが、オーストリアの統治層に

属していたことは偶然ではない。オーストリアは「地政学的観点」からすると、確固たる

「軍事国境線」のない防衛困難な「開かれた土地」を領土とし、ロシアとフランスという

大国に挟まれ、戦時に際してもっとも被害を蒙る帝国であった68。戦後秩序におけるロシア

の影響力拡大に対する警戒心に加え、革命動乱によって「オーストリアは傷ついていた。

                                                   
66 Anton Prokesch von Osten (éd.), F. Gentz, Dépeches inédites du chevqlier de Gentz 

qux hospodar de Valachie. t. 1. Paris 1876, pp. 354-5. 
67 A. H. L. Heeren, Historische Werke. Bd. 9: Handbuch der Geschichte des 

europäischen Staatensystems und seiner Colonieen. T. 2, S. 443-4. 
68 Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 3, S. 66-7, B. de Sauvigny, 

Metternich et son temps, pp. 150-2. 
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いまだに二十二年間の戦争の苦しみに悩み、生命の源そのものがやられてしまっていた69」

（メッテルニヒ）。それゆえ、オーストリアには「可能なかぎり長期間の現状維持に明白な

利害関心」があった。つまり、欧州の平和は、オーストリアの国益に適っていたのである。

「オーストリアは欧州同盟のなかで十分輝かしい地位を享受しているので、おそらく最後

までこの同盟を見捨てることはないだろう70」（ゲンツ）。 

 そしてドイツこそが、欧州協調と平和維持の要であった。神聖ローマ帝国とライン連盟

が解体した結果、いかなる戦後秩序をドイツに導入するかは欧州全体の「均衡」の問題で

もあった。ウィーン会議中の紆余曲折を経てドイツ問題が決着し、「ドイツ連盟」Deutscher 

Bund が発足したのは一八一五年六月八日のことである。旧帝国国制とは異なり、それは「主

権をもった君主と自由都市」（連盟規約第一条）から構成される緩やかな連盟であり、その

「目的はドイツの国内外の安全、ドイツ加盟国の独立と不可侵」であった（第二条）。フラ

ンクフルトに連盟議会を備えていたものの、制度的には「粗雑で未完成の構想71」（ゲンツ）

にとどまっていた。 

 もちろん、ドイツ連盟に対する不満の声は大きかった72。旧帝国国制に替わる統一的なド

イツ国制を望んでいたフライヘル・フォン・シュタインら元帝国騎士層、陪臣化された元

帝国等族層、「解放戦争」の過程でドイツ統一の理念に興奮した学生たち、さらにはこうし

た学生を煽動するルーデンら大学知識人たちは、こぞって連盟の貧弱さを批判した。「元首

も裁判所ももたない、共同防衛のために弱くむすびついた」ドイツ連盟は到底「国民の期

待」と戦争中の「尽力、苦しみ、実行力、精神の性質の偉大さに沿った」ものとはいえな

い（シュタイン73）。 

 だが、そもそもドイツを「ひとつの国家へと改造」する企ては、「ドイツの文化と欧州の

自由の墓場」となってしまうのではなかろうか。当時を代表する歴史家ヘーレンによれば、

自立性の強い君主諸国家からなるドイツでは、「アメリカ合衆国のような連邦政府を備えた

連邦国家」は不可能であり、制度的欠陥は今後の改革と「共通の祖国愛」で補うほかはな

い74。むしろ、「欧州秩序の中央国家」Centralstaat として、ドイツは旧帝国のように自衛

に十分な武力を備える一方で過度に強力であってはならない。ドイツ連盟の基本制度は、

                                                   
69 『メッテルニヒの回想録』二三八頁。 
70 F. Gentz, Dépeches inédites. t. 1, pp. 360-1. 
71 ders., Oesterreichs Theilnahme an den Befreiungskriegen, S. 555. 
72 十九世紀ドイツの国際秩序論については、H. Gollwitzer, Europabild und 

Europagedanke: Beiträge zur deutschen Geistesgeschichte des 18. und 19. 

Jahrhunderts. München 1951, C. Holbraad, The Concert of Europe: A Study in German 

and British International Theory 1815-1914. London 1970 が幅広く議論を紹介している。 
73 E. Botzenhardt, G. Ipsen (Hg.), Freiherr vom Stein, Ausgewählte politische Briefe 

und Denkschriften. 2. unveränd. Aufl. Stuttgart 1986, S. 351-2. 
74 A. H. L. Heeren, Der Deutsche Bund in seinen Verhältnissen zu dem Europäischen 

Staatensystem bei Eröffnung des Bundestags dargestellt. in: ders., Historische Werke. 

Bd. 2, S. 430-40, ders., ebd. Bd. 9, S. 414-9. 



 37 

こうした「法の保護者」あるいは「平和の維持者」としての役割にじつによく適合してい

る。それは連盟議会という「共通の中心点」（「政治的一体性」）を備えつつ、構成国の「多

様性」と「独自性」を保証する「連邦的性格」をもっているのだから。ドイツ連盟にとっ

て、「欧州の平和国家 Friedensstaat となることは高次の使命にちがいない」。ヘーレンにと

って「ドイツの自由」と「欧州秩序」は不可分であった。 

 欧州協調と既成体制維持の重要性への認識、あるいは秩序への感覚は当時のドイツ圏の

統治層に多かれ少なかれ共有されていた。ゲンツであれ、メッテルニヒであれ、ハルデン

ベルクであれ、そして後にカールスバート決議に賛同する中小邦の君主たちであれ、革命

後の秩序再建と維持を最優先の課題とみた点では共通している。彼らは決して「神聖同盟」

の讃美者ではなかった75。中世的秩序を夢想するロマン派（アダム・ミュラーやフリードリ

ヒ・シュレーゲル）や、身分制とキリスト教秩序の復活を狙う復古派（ゲルラッハ兄弟や

ハラー）とは明確に一線を画していた。君主政改革の必要さえ認めていた76。だが、一方で

彼らは急進的な学生同盟ブルシェンシャフトや、議会制を介した政治参加を要求する「自

由主義」に対して不信を抱かざるをえなかった。再興した秩序の脆弱さに対する洞察をも

つがゆえに、危機感を抱かざるをえなかった。おのれが担わねばならない秩序が時代遅れ

になってゆくことを知りながらも、その巨大な秩序を守るために――信念への意地からで

あれ、主君への忠誠からであれ――ゲンツもメッテルニヒも「保守」Erhaltung すること

を選びとる。革命後の世界で政治参加を求めて駆け出した人々の前に立ちはだかったのは、

こうした歴史の重みをみずから背負う「秩序の巌」たちであった。 

 

(2)アンシヨンの革命史論 

 「ルイ・カペー」が革命広場でギロチンの露と消えてから二十二年目となる、一八一五

年一月二十一日、ウィーンのシュテファン教会において、国王「ルイ十六世」の追悼ミサ

がとりおこなわれた。オーストリア政府の全額出資による荘厳な式典に参加したのは、折

柄のウィーン会議参加各国の貴顕の歴々であった。無論、この儀式は、ひとりの国王への

追悼をはるかに超える意味をもっていた。報告記事を政府系雑誌に寄稿したゲンツの云う

                                                   
75 G. B. de Sauvigny, Sainte-Alliance et Alliance dans les conceptions de Metternich. 

Revue historique. t. 223 (1960), pp. 249-57, B. Dorn, Friedrich Gentz und Europa, S. 

189ff. 

 ただし、神聖同盟は必ずしも当初から「反動」の道具とみなされていたわけではなく、

神聖同盟に「キリスト教的欧州」理念を期待する論客が、改革派（シュタインなど）・保守

派（バーダー、ビューローなど）の双方にいたことは留意すべきであろう（H. Gollwitzer, 

Europabild und Europagedanke, S. 235ff.）。ヘーレンもまた神聖同盟を欧州協調の支柱と

して評価している（A. H. L. Heeren, Historische Werke. Bd. 9, S. 444-5）。 

 K. G. Faber はこうした復古派にもロマン派とも異なる人々を「国家保守主義」

Staatskonservatismus と定義している。 
76 B. Dorn, Friedrich Gentz und Europa, S. 296ff., E. Radvany, Mettenich’s Projects for 

Reform in Austria. The Hague 1971. 
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ように、「世界史的観点からして、ルイ十六世の処刑は、個々の犯罪者の仕業、あるいは一

国民の過ちというよりも、むしろ罰すべき不敵さによって幻惑された種族による共同行為

だった」のだから(GGS, 8-3: 207-8)。それゆえ追悼ミサは、フランス革命を体験した世代全

体による贖罪、同時に、秩序の再興――革命という断絶からの――を象徴する行為にちが

いなかった77。「〔革命戦争という〕この恐怖に満ちた時代は過去のものとなった。新しい時

代がはじまるのだ。新時代が幸福で明るいものとなるかどうかは、我々が依然として想像

しているように、個々の成功にかかっているのではない。我々全員が経験によってより賢

く、苦しみによってより善くなったか、それだけが問題なのだ」。もしも各国の統治層が、

より善き統治と欧州協調への決意をあらたにするならば、「ルイ十六世の流血も完全に無駄

ではなかったということになる」。 

 だが、復旧期に再興された秩序は、革命戦争前の秩序と同質ではありえなかった。この

ことは制度以上に人心について、よくあてはまる。十八世紀後半に成立した「中間層」に

とって、いまや議会における政治参加こそが最大の要求となっていたからである。人身の

自由・財産の自由・法の下での平等といった基本権の多くが十八世後半以降の改革政策に

よって保証されていたのに対して、議会による政治参加、すなわち「憲法」制定が、復旧

期におけるドイツ教養層の宿願となるのである。出版の自由、討議公開、陪審制、自治制

といった復旧期および三月前期の政治的論点は、それ自体で独立したものとしてみるべき

ではない。それらは議会制（政治参加）という中心点を軸に回転してゆくのだ。 

 議会制をめぐる論争の出発点となったのが、連盟規約第十三条（「すべての連盟加盟国で

は議会制的憲法 eine landesständische Verfassung が導入されるだろう」）である。加盟国

の「主権」を明記する連盟規約内に組み込まれた、この内政事項を内容とする――しかも

未来形の――条文はあまりに不自然で曖昧である。第十三条の不自然さの原因は成立事情

にあるのだが78、あらゆる党派の同時代人はその理解に苦しんだ。果たして「議会制的憲法」

とは何を意味するのか。身分制的な等族議会なのか、それとも王政復古後のフランスに導

入された一八一四年憲章 Charte のような代議制なのか。そもそも、この規定は加盟国を拘

束するのか、そうであるとすれば、「主権」と矛盾するのではないか。一八一五年直後のド

イツに巻き起こった議会制（「憲法」）をめぐる活発な論争は、第十三条の解釈をめぐる論

争でもあった。 

                                                   
77 追悼ミサについての同時代証言に関しては、H. Spiel (Hg.), Der Wiener Kongreß in 

Augenzeugenberichten. Düsseldorf 1965, S. 190-3 を参照。 

ルイ十六世の死後、革命下のフランスにおいてさえ、国王崇拝は細々と続いていた。そ

の後、王政復古期初期になると熱狂的なルイ十六世ブームがみられ、長期間かけて沈静化

していったという（プティフィス『ルイ十六世（下）』五六六～八一頁）。 
78 第十三条の成立事情については、W. Mager, Das Problem der landständischen 

Verfassungen auf dem Wiener Kongress 1814/15. in: Historische Zeitschrift. Bd. 217 

(1973)を参照。 
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 こうした思想状況を背景に、メッテルニヒは加盟国に独自の制度構想を提案する79。議会

制と「憲法」を求める公論の高まりを十分に意識しつつも、メッテルニヒは議会によって

統治が侵食される事態を慎重に避けようとする。まずなによりも、「憲法」は統治者と臣民

との間の「契約」pactum としてではなく、君主の恩恵による「欽定成文憲法」Charte と

して理解されねばならない80。制度的にはまず、伝統的かつ等族的な州議会を維持、または

復活させたうえで、そこからさらに枢密院 Staatsrat（中央委員会）を選出する81。そして、

この枢密院に予算審議権と立法参与権が与えられるというものである。 

 メッテルニヒは、等族的な州議会と枢密院の二段階構想を一時的なものではなく、晩年

にいたるまで持論とした82。それは「気候、言語、習俗、慣習」の異なる「構成部分の多様

性」が「唯一かつ共通の君主」の下に統合される「連邦国家83」Föderativstaat オーストリ

アの国情を反映したものである。フランス式の「中央代表制」、その背後に潜む「人民主権」

論 Volkssouveränität は必ずや、「『諸民族』の集合体」たる帝国を解体してしまうにちがい

ない84。メッテルニヒはそう危惧した。連盟諸邦による「中央代表制」をできるだけ阻止し

たかった。だが、歴史的な紐帯を欠いた諸地方の寄せ集めである旧ライン連盟諸国（とり

わけバイエルンとバーデン）にとっては、逆に州議会の復活は国家統合の失敗を意味した

のである。受け入れることはできなかった。実際に憲法問題が連盟による内政干渉の口実

となることを恐れた中小邦は、みずからの主導権で、フランスの一八一四年憲章を模範と

して憲法を制定することとなる85。メッテルニヒの敗北だった。 

 だが、メッテルニヒとゲンツにとっての最大の標的はプロイセンであった。中等国はま

だしも、オーストリアと並ぶ連盟最大国のプロイセンが「中央代表制」を導入することだ

けは、なんとしてでも避けねばならない。プロイセン政府は「解放戦争」の最中に憲法制

定の勅諭を発していたものの、実現されるべき憲法の性格をめぐって宰相ハルデンベルク

                                                   
79 K. O. F. v. Aretin, Metternichs Verfassungspläne 1817/1818. in: Historisches 

Jahrbuch. Bd. 74 (1955), E. Büssem, Die Karlsbader Beschlüsse von 1819. Hildesheim 

1974, S. 29-40. 
80 メッテルニヒは「欽定成文憲法」Charte (landständische Verfassung)と「国制」

Constitution (Verfassung)というふたつの概念を厳密に区別する。「欽定成文憲法」はただ

ちに「国制」となることはない。それはあくまで「秩序」の「出発点」にすぎないのであ

って、「時間」によって正統性を付与されることによってはじめて、「欽定成文憲法」は「国

制」の一部となりうるのである(Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 8, S. 

525-6)。 
81 メッテルニヒは「枢密院」Staatsrat のほか、「中央委員会」や「帝国院」Reichsrat と

も名づけているが、本稿では便宜上、「枢密院」で統一する。 
82 Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 8, S. 510ff., E. Radvany, Metternich’s 

Projects for Reform in Austria, p.36ff. 
83 Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 3, S. 66-7. 
84 ebd., Bd. 8, S. 520-1. 
85 一八一〇年代のドイツ連盟諸国の憲法制定過程については、K. G. Faber, Deutsche 

Geschichte im 19. Jahrhundert, S. 101ff.が卓抜な概観を提供してくれる。 
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を領袖とする改革派と、ヴィトゲンシュタイン侯ら保守派（「宮廷派」）との対立が戦後も

つづいていた。一八一八年のアーヘン会議においてプロイセン国王に提出された憲法問題

建白書は、メッテルニヒによる必死の説得・警告とみることができる。「人民代表による中

央代表制」の導入は、諸地方の「多様性」に特徴づけられる「プロイセン国家の解体」、必

然的に「革命」を招くだろう。ここでもメッテルニヒは持論の二段階構想を代替案として

いる。 

 議会制、とりわけフランス式の「中央代表制」に対する保守派の病的な不信の根底には、

革命の経験がある。三部会召集がフランス革命の直接の契機となったことは、統治者たち

にとってあまりに生々しい記憶にちがいなかった。それゆえ、一八一九年に開会したバイ

エルン下院が紛糾した際、ゲンツは政体が事実上、「君主政的民主政」königliche Demokratie

に変質してしまうことを過敏なまでに恐れたのだ86。おそらく、三部会冒頭の混乱を想起し

たことだろう。バイエルン国王と側近は憲法停止を真剣に検討した87。統治層は、国家統合

のために「憲法」制定が不可欠であることを実感しつつも、つきまとう革命の幻影をふり

はらうことができなかった。 

 当時の統治者たちの議会観をフランス革命史論のかたちで描き出したのが、フリードリ

ヒ・アンシヨン（一七六七～一八三七）である88。移住ユグノーを祖先とし、一七九二年以

来、陸軍大学校歴史学教授、王太子の守役、そして外相を歴任した彼は復旧期プロイセン

を代表する保守派知識人と目されていた。青年期をともに過した従兄のゲンツは、「すばら

しい才能をもつ青年」(GGS, 11-1: 156)と評している。 

 アンシヨンはメッテルニヒの戦後秩序構想に賛同し、外相就任後はその忠実な駒として

活動した。大国主導の欧州協調は彼にとって、十八世紀後半に破綻した「対抗力と相互作

用の体系」（勢力均衡）の「完成化」を意味していたのである。五大国が協調して、「一国

が他のすべての国のために、他のすべての国が一国のために」存在する体制、「暴力が所有

とあらゆる国々の権利の保護者としてのみ登場する」「合法的な枠内での全体および諸部分

の保守が、世界平和のために政治活動の唯一の目的となった」体制こそ、「団結の体系」

Solidalität とよばれるにふさわしい89。 

                                                   
86 A. Stern (Hg.), Eine Denkschrift von Friedrich von Gentz über die erste Baierische 

Ständeversammlung. in: Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Bd.10 (1893), 

S. 336-7. 

E. Büssem, Die Karlsbader Beschlüsse von 1819, S. 165-73 は、現実の状況を照らし合

わせたうえで、ゲンツの批判が的外れだったことを論証している。だが、こうした議論は

同時代の統治層の抱いた議会に対する心理的恐怖感を説明することにはならない。 
87 ebd., S. 173-86. 
88 P. Haake, Johnann Peter Friedrich Ancillon und Kronprinz Friedrich Wilhelm IV. von 

Preußen. München und Berlin 1920 は、確認できたかぎりで唯一のアンシヨンに関する個

別研究である。未公刊書簡を用いて王太子との関係を分析した伝記研究であるので、思想

分析には乏しい。 
89 F. Ancillon, Ueber den Geist der Staatsverfassungen und dessen Einfluss auf die 
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 他方で史論家アンシヨンにとって、革命現象への関心は一貫していた。革命は最終的に

は人間の行為、すなわち「自由」の産物であり、決して「必然」などではない。アンシヨ

ンは革命を政治社会の全面的崩壊現象としてとらえていた90。近世の諸革命と欧州秩序の連

動を分析した大著『十五世紀末以来の欧州政治体系における諸革命史』（初版一八〇三～五

年、改版一八二三年）はフランス革命をあつかっていないが、『対立する両極端の見解の調

停』（一八二八～三一年）ではフランス革命の原因分析に一章が割かれている91。 

 アンシヨンの革命原因論は、青年時代の知己であったゲンツのそれと多くの共通点をも

っている。両者ともに原因を「遠因」と「近因」に分けていた。両者にとって、「情念」に

突き動かされた第三身分議員による国民議会の宣言は、破壊的原理である「人民主権」を

そのまま行動に移すものであるがゆえに許しがたかった92。一七八九年七月における第三身

分議員と「パリの賤民」の所業によって「革命は決定的」となったのであり、その後の展

開は自然な帰結にすぎない。つまり、バスティーユ事件後は国民議会が、「解き放たれた粗

野な賤民」（「賤民の暴力」）によって「暴政下のように支配されて」ゆく過程、「情念」が

「一種の必然性」に沿って果てしなく過激化してゆく過程にほかならなかった93。 

 さらにアンシヨンはゲンツと同様に、「いわゆる十八世紀哲学」に対しても仮借ない非難

を浴びせている94。それは「なにも産み出すことのない、組み立てることのない原理」にち

がいなかった。ヴォルテールに代表されるフィロゾーフどもは、人間を「純粋な感性的利

己心」で動く「機械」ととらえることによって、「不可知なものへの信仰」、「人間本性の超

感覚的傾向」、すなわち「宗教」の原理そのものを破壊してしまった。また、彼らは政治に

おいても完全な「理想の政体」を追い求めて、あろうことか実験を行おうとする。アンシ

ヨンにとって、こうした潮流が上層身分から下層身分にまで浸透していったことは、嘆か

わしいことであった。 

 だが、アンシヨンの議論を特徴づけるのは、革命前の絶対君主政の統治構造に対する鋭

い批判である。たしかにゲンツも革命前夜における大臣たちの失政に対して厳しいまなざ

しを向けていたが、統治構造そのものを疑うことはなかった。アンシヨンは個々の大臣の

政治責任以前に、統治構造そのものに懐疑的なのである95。すなわち、リシュリューが「王

                                                                                                                                                     

Gesetzgebung. Berlin 1825, S. 331-3, C. Holbraad, The Concert of Europe, pp. 36-8. 
90 アンシヨンの「革命」Revolution 概念については、A. Gurwitsch, Das 

Revolutionsproblem in der deutschen staatswissenschaftlichen Literatur, insbesondere 

des 19. Jahrhunderts. Berlin 1935, S. 82-6 を参照。 
91 F. Ancillon, Zur Vermittlung der Extreme in den Meinungen. 2 Bde. Berlin 1828-31. 

 本稿では引用の際には同内容の第二版(2. unveränd. Aufl., Berlin 1838)を使用した。 
92 ebd., Bd. 1, S. 313-5,  
93 ebd., S. 318-20. 
94 ebd., S. 267-8, 274-80. 
95 ebd., S. 252ff. 

 大臣たちに対する人物評は、おおむねゲンツのそれと一致している(ebd., S. 287-90)。 
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権の確立という口実のもとで」基礎づけ、ルイ十四世のもとで「拡張され人工的に装飾さ

れた」体制は、「専制」Despotismus であった。「中世の闇から真の自由の灯台」のごとく

あらわれた三部会、この「人民」と「王」の間の「中間権力」を無力化してしまったこと

は「大臣たち」による「犯罪」というほかない。「中間権力」の弱体化によって、「国家有

機体 Staatsorganismus の本質的部分」が失われてしまったからである。たしかにルイ十四

世は「理性・正義・天才の全能者」として君臨することで、臣民に事実上の「法の下での

平等」と「自由」を与えはした。しかし、それはあまりにも「堕落」に弱く、君主の意向

次第で瞬く間に抑圧的になってしまう体制ではなかったか。つづく摂政時代やルイ十五世

による親政が酷評されていることはいうまでもない96。 

 それゆえ、アンシヨンは三部会召集を高く評価する。この「改革力」に満ちた決断こそ、

「治癒活性化という有機的原理」による「改善」への唯一の途にほかならない97。それはま

ず、三部会停止「以前の国制への回帰」、あるいは「いくらかの修整をほどこした古き国制」

の復活であるべきだった。「身分制的国制」（「諸身分相互の関係・分離・王権との関係」）

が「根本原理」として維持されるべきだった。そうであるがゆえに一層、アンシヨンの目

には政府による三部会準備の際の無為無策――開催形式について人民に問うたこと、開会

時までに準備期間をとりすぎたこと、第三身分議員の定数倍加、「情念」に左右される開催

地の選択、そして採決形式を未決に残したこと――が、「目的に適った、むしろ不可避の決

断」を汚すようにみえたのである98。 

 ここに復旧期統治層の、議会制（政治参加）、すなわち「時代精神」Zeitgeist に対する姿

勢を読みとることができる。彼らはフランス革命を身分制によって基礎づけられてきた政

治社会への攻撃、歴史の断絶とみる一方で、従来の統治構造をそのまま維持できると考え

るにはあまりにその欠陥に敏感であった。身分制秩序に疑問を抱くことのないハラーや、

調和的な神的秩序を夢想するロマン派と異なるのは、まさしくこの「時代精神」へのアン

ビヴァレントな態度にほかならない。「時代精神」を――「悟性」や「理性」といった「高

次の機関」による判定を必要とするとはいえ――無視することはできない99。「善き統治」

                                                   
96 ebd., S. 262ff., 267-72. 
97 ebd., S. 299-303. 
98 ebd., S. 303-11. 
99 ders., Ueber Souveränität und Staats-Verfassungen: Ein Versuch zur Berichtigung 

einiger politischen Grundbegriffe. 2. Aufl. Berlin 1816, S. 72-6. 

 プロイセン憲法問題においても、ヴィトゲンシュタイン侯とは異なり、基本的にアンシ

ヨンは憲法制定に賛成していた。（E. Büssem, Die Karlsbader Beschlüsse von 1819, S. 

228ff.）。実際に『対立する両極端の見解の調停』を一読したゲンツは、アンシヨン宛書簡

（一八二九年五月十八日）であまりに改革派に譲歩しすぎていると指摘した（Anton 

Prokesch von Osten (Hg.), Aus dem Nachlasse Friedrichs von Gentz. Bd. 1. Wien 1867, 

S. 105-7）。すでに第一章(2)でみたように、ゲンツは根本的には絶対君主政論者であり、復

旧期においても議会を補助機関以上のものとはみなさなかった。高等法院廃止を主張して

いたように、アンシヨンにみられる中世三部会の理想化とは無縁である。 
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は「公論」という支持基盤無しには到底持続できないのである。それゆえ「自由を権利に、

真理を自由に」基礎づけることによって、「純化された公共心の要求」と合致する「公論」

を味方につける能力が求められてくる。「公論」に従属するのではなく、政府の側も臣民の

権利を尊重し「時代精神」に理解を示す姿勢を見せていれば、フランス革命さえも防げた

のではないか。アンシヨンはそう問いかける。 

 こうした文脈において、ゲンツが「役に立たない逸話」(GGS, 5: 440-3)と酷評した親臨

会議への高い評価も理解されるべきである。国民議会成立の宣言（六月十七日）に対抗し

て開催された親臨会議（六月二十三日）において政府側が示した妥協案――全体に関わる

議題は頭数採決、個別身分に関わる議題は身分別採決を行うというもの――は、「目的と内

容の点で」「現行の〔フランスの〕一八一四年憲章と同じ」ものではなかったか100。 

 

三身分制はもちろん維持されたが、同時にそれは本質的に修整されることとなった。こ

の代表制の区分には多くの利点があった。この代表制は歴史的に基礎づけられた代表制

であるがゆえに、フランスの伝統にふさわしいものであった。既存体制の保守と社会の

進歩の両方に適した形式だった。そして、それは、あらゆる国家の存立に不可欠な永続

性を、同様に不可欠な進歩的運動によって媒介する、そうした代表制であったのだ。（『対

立する両極端の見解の調停』）101 

 

「時代精神」と身分制秩序の岐路に立たされるアンシヨンが選ぶのは、伝統的な身分制秩

序と抵触しないかぎりにおける、議会制を通じた政治参加である。一八一四年憲章への言

及からもうかがえるように、彼は「時代精神」への一定の譲歩を不可避とみている。身分

制秩序はもはや自明な位階秩序、あるいは神的秩序ではありえないのである。「時代精神」

の破壊的傾向に対する防波堤として、身分制は秩序の安定性を担保する政治制度へと翻訳

されている。英国国制評価において、アンシヨンが貴族院――「世襲大土地所有層」によ

って構成される――を重視した理由もここにあった102。 

 

貴族院には、富と出生によって卓越した世襲代表者たち――人民からも王権からも独立

                                                   
100 F. Ancillon, Zur Vermittlung. Bd. 1, S. 311-3. 
101 ebd., S. 312. 
102 ebd., S. 412-4. 

ただし、高評価にもかかわらず、アンシヨンは英国国制の大陸への移植可能性について

は悲観的な見方を崩さない。とりわけ、王権・貴族院・庶民院の間にみられる権力分立（「主

権の分割」）が必ずしも「代表制」repräsentative Form に不可欠の要素ではないことを力

説している。アンシヨンによれば、君主政下における理想的な「代表制」とは、各身分・

地域・職業の代表から構成される、立法権をもたない立法諮問機関（一種の名士会）であ

った（ebd., S. 420-7）。この点は、立法権の参与を必須条件とみたダールマンや三月前期の

自由派とは明確に異なる。 
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した大勢力――が居座っている。彼らこそ、人民と不和に陥ることもなく、それでいて

王権とも親和的な性質を備えた存在であり、まさしく、自立的であるとともに感銘を与

えもする集団を形成するのだ。それは完全な貴族制 wahre Aristokratie にほかならない。

他国には存在していないし、また存在しえない貴族制、すなわちあらゆる社会勢力――

血統・財産・教養――を包含し、かつ表現する貴族制なのである。こうした貴族制の内

にこそ、王権はもっとも確固たる支点を、国民〔人民〕は自由の強力な防波堤を見出す

ことだろう。そして、この防波堤の前では、人民の粗野な運動も、専制権力と同様に砕

け散るのである。（『対立する両極端の見解の調停』）103 

 

身分制秩序、すなわち「中間権力」を容認する秩序を前提とすることによってのみ、「革命」

と「専制」の双方を回避することができる。つまり、「運動的な革新原理」

Erneuerungs-Princip たる「時代精神」の暴走を防ぐためには、身分制という「保守原理」

Erhaltungs-Princip が堅持されねばならない。アンシヨンによれば、「貴族制」に適切な地

位を割り振ることは、「政治的自由」と「政治権力」の正しき均衡を保つことを意味する104。

このように、アンシヨンの議論は、前提から帰結にいたるまで合理的であった。身分制に

対するロマン派的憧憬とは無縁である。いかに彼が「国家有機体」Staatsorganismus 概念

を振りまわそうとも、そこに情緒的なるものは介在しない。というのも、アンシヨンは国

家を繰り返し「機械」Mechanismus にもなぞらえているからである。身分制や宗教への讃

辞は、政治秩序を固定化する補助装置の肯定にすぎない。 

この意味で、親臨会議の際の妥協案は「自由の真の友のあらゆる要求」を満たしていた

はずであったが、惜しくも「誤導された公論」に影響された第三身分議員たちによって拒

否されてしまう。無論、親臨会議自体が「あまりにも遅く」「不適切なやり方」で行われた

ことは否定できない。だが、あのとき、なによりも欠けていたのは国王自身の「堅固さと

活力」だった。ゲンツや後代の自由派知識人にもまして、アンシヨンのルイ十六世評は手

厳しい105。彼にはそもそも「政治的徳が完全に欠如」しており、とりわけ政策を断行する

「意志の力」Willenskraft を欠いていた。清教徒革命におけるチャールズ一世とルイ十六

世は、革命派による処刑という同じ悲劇的末路をたどりながらも、その原因は正反対のと

ころにあった。前者が「人民の願いと欲求」を拒絶したのに対して、後者は積極的に応じ、

抵抗が必要な局面でさえも「譲歩」を選んでしまった。つまり、「君主の権利はその義務に

もとづ」かねばならない、何があろうとも「王権の正当な権力」を譲ってはならないとい

                                                   
103 ebd., S. 412-3. 
104 アンシヨンによれば、英国国制の安定性が貴族院に陣取る「真の貴族」に依存していた

一方で、王政復古期フランスの政情不安はこうした「保守原理」を体現する「貴族制」の

欠如によって説明されうるものであった。いかに外観を維持しようとも、世襲大土地所有

という実質を欠く「貴族制」は、政治社会の安定を担保することができない（ebd., S. 416-20）。 
105 ebd., S. 284-5, 320-2. 
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う「君徳の基礎」を忘れてしまったのだ。アンシヨンにとって、こうした発言は抽象論に

とどまらない、切実な問題意識の反映にちがいなかった。守役の務めを終えたのちも、大

国の運命を背負うことになる王太子をつねに気にかけていた彼のことだから。 

 

(3)革命への恐怖、革命への希望 

 一八一九年三月二十三日、事件はおこった。ロシア皇帝のスパイ疑惑がかかっていた劇

作家、コッツェブーはマンハイムの自宅で大学生カール・ザントにより刺殺された。ザン

トはブルシェンシャフト内の急進派に属していた。斬奸状や声明文を用意したうえ、心臓

を一刺しするために医学書を研究し、さらに鍛冶屋にみずから設計した短刀を作らせてい

た。完全に計画的な確信犯だった。その後、逮捕されたザントの公開処刑がおこなわれた

のは、五月二十日のことである。 

 ドイツ諸国内の政情は一変した。新聞・雑誌上における事件の反響はすさまじく、知識

層の多くがザントの行動に対して同情的であった106。たしかに殺人という凶行は許されな

いことだ。だが、それほどまでに祖国の現状を憂い、みずから奮起したその意気やよし。

真の問題は、これほどまでに志高き青年を絶望に追い込む現体制にこそあるのではないか。

ザントの母親にむけて、動機の純粋性を讃える手紙を送った知識人さえいたのである。 

一方で暗殺を目の当たりにしたドイツ諸国の政府関係者たちは恐慌状態に陥った。そこ

にはいつ兇刃が自分にむけられるかわからぬという不安もあったにちがいない。だが、そ

れ以上に恐るべきは革命である。ブルシェンシャフトは一八一七年にもヴァルトブルク祝

祭という示威活動をおこなったものの、あくまでも鬱屈した青年たちの乱痴気騒ぎにすぎ

ないというのが、大方の見方だった107。少なくとも革命の危険はあるまい。だが、いまや

そのブルシェンシャフトに属する学生が、公然と体制を否定しはじめた。それは、地下で

不気味な政治運動が展開され、知らぬ間に体制の基礎が穴だらけにされているのではない

かという不安にほかならない。 

 当時の統治層にとって「秘密結社」は、革命勢力の「もっとも活動的で危険な道具」と

みなされていた108。それは「道徳的な腐敗の根源」であり、もっとも恐ろしい存在である。

こうした恐怖感の由来をたどってゆくならば、フランス革命戦争中にドイツで流行した、

革命の原因をフリーメーソンや啓明団の「陰謀」に帰する議論に行き着くだろう109。 

革命勢力はしばしば「疫病」に例えられた。メッテルニヒによれば、革命勢力に共通す

                                                   
106 ザント事件の経過については、前川道介『愉しいビーダーマイヤー：19 世紀ドイツ文化

史研究』国書刊行会、一九九三年、二五五頁以下を参照。事件に対する知識層の反応につ

いては、E. Büssem, Die Karlsbader Beschlüsse von 1819, S. 129-33, 141ff.が詳しい。 
107 ヴァルトブルク祝祭については、ebd., S. 64ff.を参照。 
108 Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 3, S. 409-10. 
109 前註 40 を参照。 
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る特徴とは「うぬぼれ」presomption である110。つまり、己の力量を絶対視し、「人類の解

放」や「国民性」といった掛け声のもとに、社会全体の「個絶化」individualiser をすすめ

る輩。究極的には「政治と宗教の融合」、あらゆる「権威」からの解放と自立を目的とする

輩。それはまさに社会の病理そのものにちがいない。「真の人民」たる一般民衆は日々の労

働に従事して「休息と平穏」を望んでいる。一方で、「誤った野心に駆られた人々」（「真の

コスモポリタン」）のほとんどは、「中間層」classe moyenne (intermediaire)に属しており、

「道徳的な腐敗の根源」となっている。こうした「うぬぼれ」た連中によって、「観念の曖

昧」という社会現象がひきおこされてしまう。それは、宗教では「権威の転覆」、道徳では

「魂の解放」、政治では「個人の解放」を意味する。つまり、体制そのものの転覆と「個絶

化」である。 

 革命勢力といっても、そこにはさまざまな要素が含まれてこよう。フランス革命陰謀論

でも、フリーメーソンの革命性以上に、しばしば急進的なフィロゾーフたちの責任が強調

されていた。メッテルニヒは革命勢力を主に、理論的指導層である「教条主義者」（教師や

文筆家）と「平等主義者」（弁護士、学生、官吏など）のふたつに分けている(GGS, 11-3-1: 

465-6)111。後者は革命状況における大胆な実働部隊である。対して、前者は平時にあって

有害な教説をまきちらす。革命勢力、つまりは「不道徳な野心家や偽善者」（「誤れる精神」）

はいつの時代、どの場所にもあらわれる。だが現代においては、出版技術の発達によって

伝播力と連絡力が桁違いのものになってしまった。 

 こうした革命観にもとづいて、メッテルニヒとゲンツはザント事件を、革命防止策を実

行に移す千載一遇の好機とみた。ザントに対して同情的な公論と凶行の背後に蠢いている

「秘密結社」を、いまこそ徹底的に攻撃すべきなのである。事件に直面したゲンツは、ド

イツが「革命」の危機に晒されていると確信する。学生たちよりも、その背後で「革命道

徳」を「教育」している大学教師たちにこそ鉄槌が下されねばならない。そのためには個

別分野での中途半端な統制ではなく、出版統制・大学統制・議会統制を組み合わせた措置

が必要となるのである。 

 一八一九年九月二十日のカールスバート決議はメッテルニヒとゲンツの外交的勝利であ

ると同時に、ドイツ連盟にとっても決定的瞬間であった。ザント事件で恐慌状態に陥った

各邦政府の求めを受けたうえで、メッテルニヒは主要邦国の代表をカールスバートに集め

て、革命防止措置を決議したのである。そこでは、秘密結社の禁止と大学教師の厳重な監

督、出版の自由の制限と検閲の導入、革命勢力を取締る中央捜査委員会の設置が参加邦国

に義務づけられた。決議内容は連盟議会にも提出され、連盟法として全会一致で可決され

た。その結果、ドイツ諸邦では「デマゴーグ狩り」が行われ、ブルシェンシャフトは壊滅

的な打撃を受けると同時に、アルントやヤーンといった反体制的な知識人は大学を追われ

                                                   
110 Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 3, S. 404-6, 410-2, 416-7. 
111 また、ebd., S. 418-9 も参照。 
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ることとなる。 

 カールスバート会議では議会制擁護の根拠となってきた連盟規約第十三条の公定解釈に

ついても議論され、翌年のウィーン最終規約に結実した。この解釈を作成したのはゲンツ

だった。第十三条の「議会制」とは、「人民全体の代表」が「立法および国家行政の最重要

案件に直接参与」する「代表制」Repräsentativ-Verfassung とは別物である112。それは、

「諸身分や社団」相互の「身分制的関係と権利」にもとづいた「秩序ある政治社会」から

生じる議会制、つまりは「自立した社団」の代表が立法権に参与する制度を意味している

というのである。それは、「あらゆる真の実定法と、国家内で可能なあらゆる真の自由の保

守 Erhaltung」の要となるにちがいない。「漸進的完全化」を支えるにちがいない。 

 だが、教条的な言辞の背後には、透徹したまなざしが潜む。興味深いことに、ゲンツは

あるべき「議会制」landständische Verfassung よりもはるかに多くの紙幅を、「代表制」

の分析にあてている。フランス革命を実際に体験し、なおかつ史論を通じて原因を探求し

たゲンツの結論は、「人民主権という珍妙な根本原理」に発する「代表制」は、秩序を「保

守」すべき強力な権力の確立と矛盾するというものだった113。つまり、「代表制」において

は、統治を担当する大臣の忠誠（「責任」）の対象が、君主と「人民」との間で分裂してし

まうのである。そこからは「必然的な属性」として、「議事公開」・「無制限の出版の自由」・

「無制限の請願権」などが「人民」への忠誠の証として際限なく要求されることだろう。

さらに、「代表制」のもとでは君主が「無制限の主導権」をもつことはありえないため、連

盟の決議を自国に即座に導入することはむずかしくなる。「平和」と「ドイツの自立性」を

保証する「中心点」としてのドイツ連盟が成り立たなくなってしまう。 

 外交と内政両面で、メッテルニヒとゲンツは、「ドイツ連盟を可能な限りオーストリアの

協力をもって救うこと114」に成功した。「デマゴーグ狩り」によって改革派が弱体化した結

果、プロイセンではついに憲法の制定が無期限延期となる。ドイツ連盟の性格も革命防止

措置の機関へと変質してゆく。欧州規模でも、二〇年代の諸革命は列強による「干渉権」

を名目に次々と武力鎮圧されていった115。メッテルニヒは、右顧左眄するドイツ諸邦を陰

                                                   
112 F. Gentz, Ueber den Unterschied zwischen den landständischen und 

Repräsentativ-Verfassungen. in: L. K. Aegidi (Hg.), Aus dem Jahr 1819. Hamburg 1861, 

S. 99-102. 
113 ebd., S. 109-13, 14ff. 

また、カールスバート会議前後の時期におけるゲンツの言論活動については、G. 

Kronenbitter, Wort und Macht : Friedrich Gentz als politischer Schriftsteller, Berlin 

1995, S. 205-10 が詳しい。 
114 Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 3, S. 268. 
115 ただし、メッテルニヒはつねに干渉権の援用に際して慎重であった。C. Holbraad, The 

Concert of Europe, p. 23ff.はメッテルニヒの外交的言辞を額面どおりに、その真意と同一

視しており、賛同できない。干渉権をめぐるメッテルニヒの真意を理解するためには、や

はり G. B. de Sauvigny, Sainte-Alliance et Alliance dans les conceptions de Metternich

を参照する必要がある。 
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で嘲笑し、「欧州協調」の美名に潜むロシアの野心を警戒し、世人からの憎悪と無理解を嘆

きながら、巨大な秩序を支えつづける。「私の心はおのれだけのものですが、頭脳はちがい

ます。頭脳はつねに世界の出来事〔政治〕に携わっています。でもね、だからといって、

自分が幸福というわけではないのですよ116」。 

 当時、ベルリン大学教授であったヘーゲルは、こうした欧州の政情を苛立たしげに眺め

ていた。「デマゴーグ狩り」が猛威を振るったプロイセンの王都にあって、ヘーゲルは困難

な状況に立たされていた117。ザントの行動に共感することはなかったにせよ、ブルシェン

シャフトに属する学生や、その関係者と友好関係にあったからである。ただでさえ改革派

と政治信条を共有したために保守派と緊張関係に立っていたヘーゲルの周囲では、親しい

学生たちが「デマゴーグ」の嫌疑を受けて逮捕されていった。検閲に対する用心や二枚舌

的な言動が効を奏して、自分が逮捕されることはなかったものの、警察の厳重な監視下に

置かれた。要注意人物とみなされていた。 

 だが、二〇年代の閉塞感のなかにあってなお、ヘーゲルからフランス革命の記憶が失わ

れることはなかった。もちろん、もはやヘーゲルにとってフランス革命とは、青年期に感

激をもって讃えたような「徳」を原理とする古代共和政の復活ではありえなかった118。ま

た、彼が、革命政権下のフランスや、王政復古下のフランスをあるべき政治秩序と受け止

めていたわけでもない。 

むしろ、革命は具体的な政治過程としてよりも、「世界史的」な意義をもった現象として

理解されねばならない。ヘーゲルはみずからの『歴史哲学講義』のなかでフランス革命に

卓越した地位を与えている119。ここでの「世界史」とは通常の意味合いではない。ヘーゲ

ルにとって、「世界史」とは人類規模における「自由」Freiheit の意識の発展史であり、同

時に「精神」Geist の自己認識、自己形成の過程を意味していた。それはまさしく「神の御

業」であり、「世界史」の展開そのものが「真の神義論」Theodizee、つまり「神」の意図

を示している120。 

                                                   
116 Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 3, S. 300. 
117 J. D'Hondt, Hegel en son temps (Berlin, 1818-1831). Editions sociales. Paris 1968.

（花田圭介・杉山吉弘訳『ベルリンのヘーゲル』法政大学出版局、一九八三年）、一五四～

六四、一七七～二一三、二一三以下、二四四～五三頁を参照。 
118 初期ヘーゲルのフランス革命観については、権左武志『ヘーゲルにおける理性・国家・

歴史』岩波書店、二〇一〇年、二〇九頁以下が詳しい。 
119 本稿は専門的なヘーゲル研究ではないので、便宜上、もっとも普及している G. W. F. 

Hegel, Werke. Bd. 12 : Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt am 

Main 1986 から引用する。なお、歴史哲学講義の文献学的研究状況については、権左武志

『ヘーゲルにおける理性・国家・歴史』一二～四頁を参照。 

 ヘーゲルのフランス革命観については、リュック・フェリー「ヘーゲル」（『フランス革

命事典（２）』所収）が、『精神現象学』と『歴史哲学講義』を中心とした、簡潔ながらも

要を得た解説を提供してくれる。 
120 Hegel, Werke. Bd. 12, S. 539-40. 
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ヘーゲルの言う「神」とは、一般的なキリスト教の人格神ではない。純粋な「精神」そ

のものなのである。純粋な「精神」としての父なる「神」に対して、「神人」イエスとは人

間存在の象徴――肉体（「自然性」）を備えた「精神」として――である。「神」と人間は「精

神」という共通の本質をもつ。ただし、人間は「神」と異なり、純粋な「精神」たりえな

い。情念・本能・肉体といった「自然」的性質と不可分だからである。ヘーゲルにとって

の「世界史」とは、「精神」と「自然」を合わせもつ両義的存在としての人間が、自己の真

なる本性、すなわち「精神」に目覚めてゆく過程を意味した。とりわけ、宗教改革には巨

大な「世界史」的意義が与えられる。宗教改革こそ、「信仰」を介した「個人」と「神」と

の「和解」の達成にほかならない。宗教改革とは、カトリック教会制度によって抑圧され

ていた「無限の主体性」unendliche Subjektivität の解放であるとともに、個々の人間の「特

殊性」を超えた、「主体」としての人間、すなわち「普遍的なるもの」の発見なのである。

それゆえ、以後の「世界史」は、「自由で主体的な精神」の理念が現実化（受肉）してゆく

過程として解釈されることとなろう121。 

ヘーゲルによれば、十八世紀の「啓蒙」もこの文脈でのみ正しく把握されうる122。「啓蒙」

とは、あらゆるものに――「自然」を「明晰に認識された諸法則の体系」とみなす「経験

科学」であれ、「国家目的」から出発して政治社会を分析する政治学であれ――「理性」に

合致する「法則」を見出そうとする思考様式である。根底には、宗教改革による「内面性」

Innerlichkeit の覚醒の帰結としての「思考の原理」Denken が潜んでいる。「思考」を獲得

した人間は、あらゆるものを「普遍性」の相のもとに捉え、「外的なもの」にも「主体」同

様の「理性」が備わっているはずだという「和解」の確信をもって対象を観察しようとす

る。このようにヘーゲルは、「啓蒙」の本質を、ヴォルテールやルソーの活躍といった表面

的現象のはるか下部に見出そうとする。「啓蒙」という理性主義的な思考の原型まで掘り下

げてゆくのである。「啓蒙」作家を直接に革命とむすびつけたラインハルトとのちがいは歴

然だろう123。 

こうして「内面性」と「思考」が解放された結果、人間精神はついに、純粋な自律的な

                                                                                                                                                     

ヘーゲルの歴史哲学講義における宗教史的視座の重要性については、一八二二年度講義

にもとづいて、権左武志『ヘーゲルにおける理性・国家・歴史』二〇頁以下が手堅い論証

をおこなっている。 
121 Hegel, Werke. Bd. 12, S. 391-3, 494-7. 
122 ebd., S. 520-4. 
123 ヘーゲルと同じように、フランス革命を十八世紀啓蒙思想に連なる文化思想史的側面か

ら考察した復旧期の歴史叙述として、F. Ch. Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhunderts 

in gedrängter Uebersicht: mit stetter Beziehung auf die völlige Veränderung der 

Denk-und Regierungsweise am Ende desselben. Heidelberg 1823 がある。シュロッサー

は十九世紀前半のドイツで人気を博した史論家ではあるが、その歴史観が本質的に十八世

紀に近いものであるため、本稿の分析からは除外せざるをえなかった。この知られざる歴

史家の解明は他日を期したい。 
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個人という意識へと到達する。ヘーゲルは、この意識を「形式的意志」、つまりは特定の内

容（「規定」）から抽象された純粋な「意志それ自体」とよぶ124。「形式的意志」は、国家論

の観点からみると「自然権」としての「自由」と「平等」であり、道徳論の観点からみる

と内面を判断基準にすえる義務道徳である。ヘーゲルは、ちょうどフランス革命前夜のド

イツに登場したカント哲学を、この「形式的意志」の原理の定式化として位置づけている。 

だが、フランスにおいて「形式的意志」の原理は学問においてではなく、「実践へと移さ

れ」ることとなった。これがフランス革命である125。 

 

いまやはじめて、思想が精神的現実を支配することを認識するときがきた。それゆえ、

これは輝かしい夜明けなのである。物事を考える人なら誰でも革命をともに祝った。高

貴な感動がかの時代を支配し、精神の高揚が世界を満たした。神的なるものと世界との

現実的な和解がとうとう実現したかのように。（『歴史哲学講義』）126 

 

「形式的意志」理論が、残存する特権と無力な政府が支配する旧体制下のフランス（「ナン

センスな状態」・「不法の王国」）に導入されたとき、すさまじい破壊力を示さざるをえない。

革命は「形式的意志」をむき出しで適用することによって、瞬く間に旧体制を消しさった。

フランス革命の偉大さは、思考の原理、数世紀にわたって準備されてきた新しい人間観、

いわば新思想が現実を乗り越えた点にある。この意味でヘーゲルはフランス革命を徹底的

に思想史的に把握するのであり、現実の政治過程はその反映として位置づけられることと

なる。 

ヘーゲルは革命が破綻した根本原因もまた思想史的に分析している。それはカトリック

精神である。「形式的意志」の原理は、それ自体ではいまだ「抽象的な思考」（「悟性」）の

段階にとどまっている。つまり、「形式的意志」はあくまで方法論的仮設でしかなく、現実

には歴史的に形成された具体的な制度に組み込まれ、調和する必要がある127。「根はおなじ」

でありつつも、異なる管轄分野をもつ「宗教」と「国家」が互いに補いあう必要がある。

そうしてはじめて、政体や法律の維持に不可欠な遵法精神、すなわち「信条」Gesinnung

が養われるのである。プロテスタンティズムが浸透したドイツはその理想例であった。逆

                                                   
124 Hegel, Werke. Bd. 12, S. 526-8. 
125 ebd., S. 528-9. 
126 ebd., S. 529. 
127 ebd., S. 529-31. 

「形式的意志」の原理は、『法哲学』の第一・二部で詳述される「抽象法」と「道徳」に

対応している。ヘーゲルは、「形式的意志」の原理は「近代」の「国家」の基礎であり、不

可欠の方法論的仮設とみたが、一方でそれだけで「国家」を説明するできないと判断した

のである。本稿における『法哲学』解釈については、基本的には K・H・イルティング「ヘ

ーゲル『法の哲学』の構造」（藤原保信ほか訳、Z・A・ペルチンスキー編『ヘーゲルの政治

哲学：課題と展望』新装版、御茶ノ水書房、一九八九年所収）にしたがった。 
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にフランスにおいて、「形式的意志」の原理はカトリックと正面衝突し、過激化し、暴走し

てしまった。ヘーゲルはカトリックの下での「理性的政体」は不可能と診断した。 

フランス革命の政治過程は、この診断を裏づけるものではなかったか。ヘーゲルはみず

からの図式に沿って革命史を理解する128。「抽象的な哲学的根本定理」に寄りかかった一七

九一年体制は「信条」と「宗教」という基盤を欠いたがゆえに、体制への「全面的な不信」

にさらされ崩壊した。公安委員会による統治は、逆に制度的基盤なしの「信条」、いわば「徳」

Tugend を原理とする危うい支配であった。誰もが反革命という「嫌疑」Verdacht に怯え、

「恐怖」によって統治された。ナポレオン戦争を経たのちも、革命を経験したラテン諸国

（フランス・スペイン・イタリア諸国）はいずれもその成果を確立できていない。「宗教改

革なくして、革命はありえない」のである。 

とはいえ、ヘーゲルにとってフランス革命は「世界史」的事件として、燦然と輝きを放

っている。キリスト教の啓示と宗教改革につづく、「歴史の最終段階」として革命は「形式

的意志」の原理、すなわち自律的な個人の原理を現実化した。実際、プロテスタンティズ

ムの土壌のうえですでに「形式的意志」の原理が定着しつつあったドイツ諸国は、革命戦

争中にフランス革命の影響を受けることによって、旧体制の残滓を見事に払拭することが

できたではないか129。ヘーゲルはみずからの強烈な神学的図式を通じて、革命を「世界史」

に組み込んでいる。逆に、古代ではポリュビオスやタキトゥス、近代ではヨハネス・フォ

ン・ミュラーに代表される「実用的」歴史叙述は退けられることとなる130。ゲンツやアン

シヨンのようにフランス革命をそれまでの秩序や歴史からの断絶として恐怖する必要はな

い。なぜなら革命はそれまでの世界の歩みのひとつの帰結にほかならないのだから。また、

ラインハルトのように革命を単なる直近の「啓蒙」と安直にむすびつけるわけでもない。

革命も「啓蒙」もフランス一国に関わる現象ではないし、起源を遡れば宗教改革における

「主観的意志」の覚醒にたどりつく。さらに、それらはいずれもキリスト教的真理の展開

                                                   
128 Hegel, Werke. Bd. 12, S. 531-5. 

また、プロテスタンティズム国とカトリック国の原理的相違は、ebd., 499-502 で説明さ

れている。ヘーゲルによれば、カトリックが支配的となるラテン諸国では「性格の特徴」

としての「分裂」Entzweiung がみられる。つまり、ゲルマン民族の「内面性」Innerlichkeit

重視とは対照的に、ラテン民族は「内面性」の領域をカトリック教会に丸投げしてしまい、

「世俗」的関心と「内面性」が「分裂」しているのである。 
129 ebd., S. 538-9. 
130 特に ebd., S. 16-9. 

ヘーゲルにとってもミュラーはその影響力の大きさゆえに到底無視できる存在ではなか

った。それゆえ、ミュラーを名指しで批判するのである。直接的影響は認められないとは

いえ、少なくともヘーゲルは熱心なミュラー読者――ミュラーの『一般史』から抜粋ノー

トを作っていた――であったことは疑いない。思想形成過程におけるヘーゲルとミュラー

の関係については、O. Pöggeler, Der Geschichtsschreiber Johannes von Müller im 

Blickfeld Hegels. in: Ch. Jamme, O. Pöggeler (Hg.), Johannes von Müller: 

Geschichtsschreiber der Goethezeit. Schaffhausen 1986 が詳しい。 
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過程であった。こうして「世界史」に革命を取り込むことで正当化を果たしたにせよ、ヘ

ーゲルはやはり本来の意味での革命史家ではなかったし、そうありたいとも思っていなか

った。本来の意味での「革命史」がはじめて生まれるのは本国フランスにおいてであった。 

 

第三節：自由派史論の登場――ミニェとロテック 

 

(1)ミニェの衝撃 

一八二七年の八月から十月にかけて、晩年のヘーゲルはパリに旅行している131。生涯、

ただ一度であった。教え子のひとり、フランスの自由派文士ヴィクトール・クザンの案内

で、彼は各地を熱心に見学した。革命史由来の場所を訪れるたびに、激動の時代の逸話が

脳裡に浮かんだという。そして、それと同時に、今は別れてしまったが「自由の樹」を共

に植えた友人たち、彼らとすごした瑞々しい青年時代を思い起こしたにちがいない。 

 当時のパリは平穏ではなかった。一八二一年以来政権を維持してきたヴィレールを首班

とする極右派内閣は、自由派議員の抵抗に加え、保守派内部における党派対立によって動

揺していた。その隙をついて、ギゾーらの旧自由派に雑誌『グローブ』を拠点とする青年

ロマン派知識人たちが合流し、活発な反政府言論戦を展開した132。ヘーゲルは、王政復古

下の不安定な政情の原因を「カトリック原理」と、フランス革命で覚醒した「主観的意志」

との不一致に求めている133。形式上は「立憲君主政」となったものの、社会の根底では「信

条」と「不信」の対立が渦巻く。ヘーゲルが「主観的意志」の立場を代表する「自由主義」

Liberalismus の側に愛着を抱いているのは確かである。だが、その「自由主義」もドイツ

のそれとは異なり、「原子の原理・個別意志の原理」に固執して政府のあらゆる政策を「恣

意」として批判するだけで、建設的な意志に乏しいように見えた。 

 それでもヘーゲルはパリという「文明世界の首都」の活気に目を見張らざるをえない。

絢爛たる宮殿や豪壮な邸宅の並ぶ街並に加えて、パリの華やかなモードを妻に仔細に報告

している。王政復古期のパリは本格的な商業ジャーナリズムの勃興期にあり、流行やモー

ドという現象が生まれた時代でもあった134。田舎都市ベルリンとはなにからなにまでちが

っていた。帰路につく数日前にはアカデミーの会食に参加している。席上、ヘーゲルが目

に留めたのは、当時の流行文士、ティエールとミニェである。 

 フランソワ・ミニェ（一七九六～一八八四）は王政復古期のフランスを代表する自由派

                                                   
131 H. Althaus, Hegel und die heroischen Jahre der Philosophie: Eine Biographie. 

München 1992（山本尤訳、ホルスト・アルトハウス『ヘーゲル伝：哲学の英雄時代』法政

大学出版局）、四九五～九頁。 
132 高山裕二『トクヴィルの憂鬱』白水社、二〇一二年、四〇～五四頁。 
133 Hegel, Werke. Bd. 12, S. 533-5. 
134 山田登世子『メディア都市パリ』ちくま学芸文庫、一九九五年。 
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史論家である135。中世史家として出発したのち、盟友ティエールとともに自由派の機関誌

『クーリエ・フランセ』で保守派批判の論陣を張る。しかしなんといってもミニェの名を

一躍有名にしたのが、『フランス革命史』（初版一八二四年）の出版である。ティエールも

また独自の視点から『フランス革命史』を描いたため、ミニェとティエールは自由派を代

表する革命史家として認められていた。当時すでに、スタール夫人による『フランス革命

の考察』（一八一八年）が、自由派革命史論の先駆をなしていた。しかし、これは保守派の

革命断罪論と鋭く対立したものの、本質的には歴史叙述ではなく、回想録――父ネッケル

に対する熱狂的称賛からもうかがえるように――としての色彩が強い作品だった。これに

対して、ミニェとティエールの作品は自由派によるフランス革命史誕生の画期といってよ

かった。ティエールの革命史が史実を詳細かつ雄弁に物語る長大な叙事詩（全十巻）の風

貌をしめすのに対して136、ミニェの革命史は簡潔明晰な文体と著者自身の分析的な視点に

特徴がある。三年のうちに四版を重ねた。異例の売れ行きだった137。 

 ミニェやティエールの革命史出版は孤立した現象ではない。王政復古期のフランスは圧

倒的な史論ブームによって知られている138。膨大な群小史論家をのぞくとしても、オーギ

ュスタン・ティエリ、ギゾー、トゥロノン、バラントなど、その後のフランス史学界の礎

となる歴史家たちがあらわれた。ヘーゲルを案内したクザンは専門の歴史家ではなかった

が、師の影響を受けた歴史哲学によって史論ブームの一翼を担っていたのである。 

 こうした史論の興隆の根源にはフランス革命への関心が潜んでいた139。ティエリのよう

                                                   
135 ミニェについて史学史の一章が割かれることは多いが、モノグラフは少ない。研究の到

達点を示す決定的な研究書として、Y. Knibiehler, Naissance des sciences humaines: 

Mignet et l’histoire philosophique au XIXe siècle. Paris 1973 があり、本稿でも同書に依

拠するところが大きい。Knibiehler に依拠した紹介論文として、E. Pelzer, Adolphe Thiers 

und François Mignet: Die Bourgeoisie entdeckt ihre revolutionären Wurzeln. in: ders. 

(Hg.), Revolution und Klio: Die Hauptwerke zur Französischen Revolution. Frankfurt 

am Main 2001 がある。 
136 ティエールの革命史の翻訳者モールの激賞（R. Mohl, Vorrede, S. V）にもかかわらず、

その長大さゆえにドイツにおける普及力には限界があった。 
137 Y. Knibiehler, Naissance des sciences humaines, pp. 167-8. 
138 十九世紀フランス史学史については膨大な文献があるが、本稿では S. Mellon, The 

Political Use of History: A Study of Historians in the French Restoration. Stanford 1958, 

P. Stadler, Geschichtsschreibung und historisches Denken in Frankreich 1789-1871. 

Zürich 1958、J. Godechot, Un jury pour la Révolution. Paris 1974、前川貞次郎『フラン

ス革命史研究：史学史的研究』創文社、一九五六年、松本礼二「フランス革命論の系譜：

一七八九～一八三〇」（『社会科学研究』第二十九巻四号、一九七七年）を参照した。Stadler

の著作は群小歴史家まで細かく紹介しているものの、そのために個々の歴史家についての

内容は概説の域を出ない。これに対してMellonの研究は王政復古期に限定されてはいるが、

同時代背景と史学史的叙述を絡めている点で見事な叙述をなす。Godechot の研究は大物歴

史家に絞って、その革命史叙述を比較するという手法を用いている。ミニェに関する部分

は Knibiehler の研究に今では取って代られている。 
139 S. Mellon, The Political Use of History, p. 6ff. 
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に中世史を物語風に描きだすのであれ、ギゾーのように「文明」の発展を分析的かつ哲学

的に議論する場合であれ、その奥にはフランス革命に対する関心があった。たしかに彼ら

は直接フランス革命史に取り組みはしなかったものの、問題意識は革命そのものの歴史化

にほかならない。革命を巨大な犯罪行為として断罪する極右派の非難に抗するため、自由

派の史論家たちは歴史を「自由」の発展史として構想し、具体的に描く必要があった。つ

まり、当時の自由派は革命を正面から擁護することができなかったがゆえに、史論によっ

て革命を間接的に正当化したのである。革命は歴史からの断絶ではなく、長い発展前史の

帰結であり終着点なのだ。ミニェにとっても、フランス革命とは「新社会の時代」を拓き、

「国民の内的存在すべてを変え」、「恣意」「社団」「特権」のかわりに「法律」「正義」「平

等」をもたらした世界史的事件であった(HRF: 1-2)。 

 それゆえギゾーが「文明史」における「第三身分」の役割を強調し、ティエリが「第三

身分」の祖先たる被征服民や中世都市市民の歴史に生涯を賭けたとしても、それは偶然で

はない。「第三身分」こそが歴史の展開を体現した存在であり、フランス革命の主体たりえ

たのだから。とりわけ下層民と区別された、財産と教養を備えた「中間層」classe moyenne

こそが、その中核とされた。この点で、フランス知識人たちは、同じく「中間層」Mittelstand

を政治社会の担い手としたドイツ知識人たちと共通している140。すでにみたように十八世

紀の後半には欧州規模で市民層を中心とする「中間層」が形成されていたのであって、い

まや知識人たちは国籍を問わずそのことを自覚する。ミニェもまた革命史における「中間

層」の役割を強調することとなるが、中世史をあつかった初期の著作『封建制』（一八二一

年）においても中世都市市民が「封建制」の障壁の突破口を拓く存在として描かれている141。 

 だが、自由派史論が盛んに出版されるなかでミニェの革命史を際立たせたのが、革命の

「必然性」をめぐる教説であった142。ミニェはフランス革命を長い発展史の到達点として

位置づけるにとどまらず、革命とその展開過程を因果連鎖の「必然的」な帰結とするので

ある。 

 

革命の多様な段階はほとんど強制的なものであり、それほどまでにそれらを作り出した

諸事件は抗しがたい力をもっていたのである。それでも事物の成り行きがほかにはあり

えなかったと確言するのは、軽率だろう。だが、革命を引き寄せた原因と革命が解放し

                                                   
140 「中間層」についても膨大な文献があるがさしあたり、W. Conze, Mittelstand. in: GGB, 

J. J. Sheehan, German Liberalism in the Nineteenth Century. Chicago 1978, pp. 19-26、

玉井克哉「ドイツ法治国思想の歴史的構造（三）」（『国家学会雑誌』第一〇四巻一・二号、

一九九一年）一二～二〇頁、南直人「ドイツ自由主義の社会観と手工業者問題」（『社会科

学研究』第三八巻（一九八七年））一二～八頁を参照。また、自由派の好敵手も自由派の中

核が「中間層」にあることを洞察していた（Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Bd. 

3, S. 410-2）。 
141 Y. Knibiehler, Naissance des sciences humaines, pp. 30-1. 
142 ebd., pp. 32-6,  
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た情念を加えるならば、革命はこの経過を辿って、この結果にいたるほかなかった。こ

れは確かである。（『フランス革命史』）(HRF: 4) 

 

「必然性」、あるいは因果関係の連鎖はそれ自体「抗しがたい力」をもって政治過程を呪縛

するのであり、いかなる卓越した政治家といえども、この呪縛を逃れることはできない。

ミニェにとって個人とは革命という巨大な演劇の役者にすぎないのであって、出番が終わ

れば退場するほかはない。「これ以上鮮やかに人間の事物への従属が明らかとなる時代はほ

かにない」(HRF: 91-2)143。革命はあらゆる個人を喰らい尽くす。 

 「必然性」の教説自体はミニェが発明したわけではない。「人間が革命を作るのではなく、

革命が人間を作る」としたド・メーストルのように、「必然性」論はもともとは革命批判の

側から生まれたものである。しかしミニェに、さらにはその立場を継承する自由派史論家

たちにとって、「必然性」の教説は革命の成果を擁護する戦略の一環となる144。立憲制・政

治参加・法の下の平等・身分制の否定といった革命の成果を擁護したいが、一方で民衆暴

動や恐怖政治といった急進化を、いわば恥部として成果から切断したい。これが王政復古

期の自由派に共通した問題意識だった。「必然性」論はまさしくその格好の武器となろう。

つまり、革命の到来が「自由」の歴史的発展の到達点となるならば、革命の急進化は「特

権身分」の頑迷な抵抗と列強による干渉の「必然的」な帰結とされる。「特権層は革命を妨

害しようとし、欧州は革命を服従させようとした。戦いを強いられた革命は活力を出し惜

しみすることも、勝利を穏和なものにすることもできなかった。国内の抵抗勢力が多数者

の主権を招いた。外部からの攻撃が軍事的支配を招いた」(HRF: 2-3)。 

 ミニェの著作は、簡潔さと分析の独自性のためにドイツ知識人にも熱狂的に迎えられる

こととなる145。初版出版の翌年一八二五年にはイェナとヴィーズバーデンで翻訳が出版さ

れ、その後はフランスにおける改版に合わせて翻訳されていった。一八三五年には原著第

五版の翻訳が四種も出版されている。フランスで出版された革命史文献は一八四八年以前

のドイツではただちに翻訳されるのがつねだったが、ミニェの人気と影響力は群を抜くも

のがあった。「いくらかでも満足のゆく、古典的な革命史叙述は皆無である146」（モール）

という復旧期ドイツの状況にあって、ミニェは彗星の如く、舞台に踊り出たのである。『イ

ェナ一般学藝新聞』の書評は「いたるところで深遠さ、精神、著者の純粋な確信を感じさ

せる」と絶賛している。分析視角の独自性、とりわけ「必然性」の教説のためにミニェ評

                                                   
143 ebd., pp. 143-7. 
144 S. Mellon, The Political Use of History, p. 17ff., 22ff. 
145 Y. Knibiehler, Naissance des sciences humaines, pp. 168-9. 

 ティエールの革命史が長大さのためにフランス外では多くの読者を持ちえたかったのに

対して、ミニェの革命史は簡潔さゆえにドイツのみならず欧州諸国で人気を博した。ebd., 

pp. 135-42 では、ミニェの革命史叙述の基本的な流れが要約されている。 
146 R. Mohl, Vorrede, S. IV. 
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価をめぐっては賛否両論が展開されたものの、今後、フランス革命史に取り組むドイツ知

識人にとって、ミニェの『革命史』は誰もが意識せねばならない必読書となった。 

 西南ドイツの邦国バーデンにおける自由派知識人の領袖カール・フォン・ロテック（一

七七五～一八四〇）は、ミニェの革命史から大きな影響を受けた史論家のひとりであろう147。

もともとバーデンはフランスとの国境沿いに位置することもあって、フランスの書籍は多

く流入していた。また政治体制も当時のドイツにあっては二院制議会を備えた「代表制」

憲法国の筆頭であり、とりあえずはフランスと同じ立憲政治が実現していた。ロテックは

フライブルク大学教授であるとともに下院議員として政治活動に従事し、その声望は他邦

にも轟いた。また、ロテックは多くの政論を発表する一方、僚友ヴェルカーとともに、政

治的百科全書たる『国家事典』（初版一八三八～一八四八年）の編纂にも携わった。 

 そして、史論家としての主著『歴史的知識のはじまりから現代に至るまでの一般史』（以

下、『一般史』）が当時のドイツにおいて、もっとも読まれた歴史書のひとつであったこと

は疑いない。ロテックは史料批判を駆使する専門的歴史家ではなかったため、『一般史』は

専門家筋（とりわけランケ）から酷評された148。しかし、ロテックは歴史の効用を「感情

と意志にさえも作用し、道徳力を高め、美徳への愛と悪徳への憎しみ、そして偉大な行為

への感激を植えつける」ことにみる(RAG, 1: X-XI)。「歴史とは、賢慮・法・徳の教師以外

のなにものでもありえない」。ロテックにとって――ヨハネス・フォン・ミュラー、さらに

はポリュビオスにとってと同様――「歴史の効用」はあくまでも、その「実践的」Praktisch

性格にあるのだ(RAG, 1: Einl., 8,§69-79)149。つまり、副題にあるように『一般史』は、な

により「歴史に関心をもつ教養層」のための歴史書だった。そして、見事な成功をおさめ

た。一八一二年の初版第一巻出版以来、合計二十五版、十万部を超える驚異的な売れ行き

だったという。 

                                                   
147 ロテックもミニェと同様にさまざまな箇所で言及されるものの、本格的なモノグラフに

乏しい。最近では、H. Ehmke, Karl von Rotteck: Der "politische Professor". Karlsruhe 

1964, H. Kopf, Karl von Rotteck: Zwischen Revolution und Restauration. Freiburg 1980

があるが、いずれも包括的なモノグラフとはいえない。また十九世紀の文献としては、E. 

Münch, Karl von Rotteck. Den Haag 1831, R. Roepell, Karl Wenceslaus von Rotteck. 

Breslau 1883 があるものの、いずれも研究書に分類することはむずかしい。 

 各論点をあつかった個別研究についてはその都度言及する。 
148 『一般史』の売れ行き、そこにあらわれるロテックの歴史観、同時代の歴史家との関係

については、H. Ehmke, Rotteck, S. 13ff.が詳しい。ロテックは同時代に形成されつつあっ

た史料批判を用いることはなかったが、ニーブーアやランケの史料批判を高く評価してい

た。 
149 この点で、ロテックの「歴史哲学」Philosophie der Geschichte に対する姿勢は微妙で

ある。というのも、ロテックは「歴史」のうちに国家論・人間学・思弁および実践哲学の

応用例を見いだし、史実や人物を評価することを肯定したし、実際に『一般史』のいたる

ところでそのように実践している。一方で、「歴史」の流れを「人類の進歩あるいは衰退」、

自由意志の弁証、さらには「神の教育計画」を見出すことを、専門の哲学者に委ねている

(RAG, 1: Einl., 5,§43)。 
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 フランス革命とナポレオン戦争は最終巻（第九巻）であつかわれることとなるが、その

叙述はミニェの影響下にある。以下でみてゆくようにロテックはミニェの図式を踏襲し、

ある点ではより強調することによってフランス革命の功罪を論じるのである150。革命史に

おける「党派」の重要性、政治社会の中核としての「中間層」、議会制の意義、国民議会に

よる改革への讃美、そして革命の急進化批判、いずれの点でもロテックはミニェを意識し

ている。ミニェの『革命史』こそ「内容と叙述において」卓越し、「とりわけ明敏さと、変

転する革命の経過の原因を展開するのに用いる哲学的精神の点でずば抜け」た著作とよば

れるにふさわしい(RAG, 9: Que.,§7)151。 

 さらにロテックにとって、ミニェをはじめとするフランスの自由派知識人たちは政論家

としての理想像だった。青年時代にフランス革命の精神を呼吸し、パリを訪れて感激した

ロテックにとって、フランスこそが現代における教養の源泉だった。一八二六年にみずか

ら設立した「フライブルク歴史学協会」ほど多くのフランス知識人――ギゾー、クザン、

ヴィルマン、コントら――を会員とした協会は当時ほかにない。ロテックは歴史や国家学

に関する著作を多く手がけたのみならず、膨大な評論・演説・政治書簡をも残している。

その著述量は当時の自由派のなかでも屈指のものである。そこでは理論と実践が完全に一

致している。「理性」は存在するし、それは現実のものとならねばならない。学者として、

文人として、そして政治家として精力的に活動するロテックを突き動かしたのは、まさし

く自分が同時代のフランス知識人とともに時代の先端を駆け抜けているという高揚感にち

がいなかった。 

  

(2)「国民派」と「民主政原理」 

 フランス革命の勃発を「必然性」（因果関係の連鎖）に還元するミニェとロテックにとっ

                                                   
150 J. Voss, Karl von Rotteck und die Französische Revolution. in: R. Dufraisse (Hg.), 

Revolution und Gegenrevolution 1789-1830: Zur geistigen Auseinandersetzung in 

Frankreich und Deutschland. München 1991 は簡潔だが、ロテックのフランス革命観を

過不足なくまとめた優れた論稿である。本章の議論と重複する部分もある。ただし、Voss

の論稿の唯一の欠点は、ロテックのフランス革命史論を窺ううえで重要な『国家事典』の

諸記事を参照していない点であろう。 
151 まだフランス革命史が「学問化」に至っていない当時にあっては、本国フランスの歴史

家とドイツの歴史家とのあいだに利用可能な史料の面で決定的な差異は認められない。ミ

ニェの用いた史料（Y. Knibiehler, Naissance des sciences humaines, p. 126ff.）と、ロテ

ックが用いた史料(RAG, 9: Que.,§1ff.)は、ほぼ同じ種類である。すなわち、革命期に出版

された新聞・雑誌類（とりわけ『モニトゥール』）、回想録、公刊された史料集、ほかの史

論家による歴史書である。ミニェやティエールといった王政復古期の史論家はこれに加え

て、革命の生き証人による談話記録を利用することができた。文書館の史料を動員したは

じめてのまとまった革命史叙述は、一八四八年革命後のジーベル（第四章）を待たねばな

らない。さらに本国フランスにおける、史料批判を応用した「学問的」な革命史研究は第

三共和政期、とりわけ革命百周年記念祭前後の時期にいたってようやく開始されることと

なる（前川貞次郎『フランス革命史研究』第六章）。 
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て、旧体制は当然のことながら暗闇の世界として立ちあらわれてくる。旧体制下の「社会

状態の腐敗」は、「宮廷による専制」Hofdespotismus と人民の窮乏によくあらわれている

(RAG, 9: 1-1,§3-6)。ルイ十四世によって完成された「人民に対する専制的な抑圧」は、ル

イ十五世治世末期には「完成した東洋的専制」と化し、「とてつもない習俗の腐敗」がはび

こる。こうした国王と大臣による「恣意的支配」・特権層による「財産分配の不平等」・「官

職売買」によって乱れた「悪しき統治」の結果、人民は租税の不平等と財政破綻によって

虐げられる。「この極めて隷属したフランスはさらに非常に悪しく組織されていた。権力の

過剰はその不公正な配分に比べればまだしも忍びやすかった」。「国民は専制からのあらゆ

る攻撃と、不平等のあらゆる災厄に引き渡されていた」(HRF: 6-12)。とりわけ「農民」は

「自力救済と無秩序時代」の名残たる封建的特権に抑圧され、「文化」の時代にあって「人

格と所有権の抹殺」に等しい扱いを受けていた。こうした旧体制像は、革命期の史論やヘ

ーゲル、シュロッサーらの作品を通じてステレオタイプ化したものであり、さして新味は

ない。 

むしろミニェやロテックの斬新さは革命の展開が内包する「必然性」の説明にある。「必

然性」の教説によって個々の政治的行為者は無力となるかわりに、革命の進展を説明する

道具立てとして、ミニェとロテックは「党派」parti, Partei 概念を持ち出してくる。国民議

会は「光・純粋な意図・共通善への配慮に満ちていた」ものの、それでも内部には「不一

致」があった(HRF: 97)。個々人ではなく「党派」、さらにはその「党派」の背後にある社

会階層――いまだ明白に意識されてはいないものの――の対立こそが革命を進めてゆく真

の原動力にほかならない。こうした分析視角において、ミニェの革命史は画期的だった152。 

 ミニェもロテックも主要党派を三つに分けている。 

 第一の党派である「特権派」は、議事に積極的に参加せずに「体系的な方法で」「あらゆ

る改革」に抵抗した(HRF: 97-8)。ロテックによれば、こうした「アリストクラート」たち

の中にはアルトワ伯のように祖国を去り、外国軍を率いて旧体制を復古しようとする人々

が多かった。「特権層は革命の内に貴族制の決定的な失墜、平民の自由と市民的幸福の表明

をみた。こうした想像は彼らにとって耐え難いものであった」(RAG, 9: 1-2,§4)。 

 第二の党派は革命を過度に急進化させ、王権の転覆をはかる「不毛なデモクラット」た

ちである。オルレアン公に代表されるこの党派は国民議会初期にはほとんど見るべき勢力

をもたなかったとミニェは結論する一方で、騒乱に乗じておのれの野心を実現しようとす

る輩（「民衆の悪しき友」）をロテックは弾劾する。彼らは「賤民」Pöbelhaufen を煽動す

ることで利己心を充足しようとする「偽善者の群れ」であり、革命派内の分裂の要因とな

ったからである。革命派を内部分裂させた罪は「軽蔑」に値する。 

 これに対して、ミニェとロテックはラファイエットを中心とする穏健革命派を国民議会

                                                   
152 ミニェの党派分類論については、Y. Knibiehler, Naissance des sciences humaines, p. 

147ff.に多くを負う。 
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の中心勢力かつ原動力として高く評価する。ミニェは彼らをまさしく「国民派」parti 

national そのものであり、「公正で鍛えられた、さらに卓越しているといってよい精神」と

よぶ(HRF: 101-5)。ロテックは、「純粋な自由の友」――「国民意志」によって制限される

立憲君主政を志向する――を国王ルイ十六世が信頼してさえいれば、彼は「フランスの自

由の再興者」になれたとさえ論じている(RAG, 9: 1-2,§4)。ミニェによれば、「国民派」内

部の派閥対立――「情熱的な愛国心」と「卓越した素質とすばらしい才能」をもつバルナ

ーヴ・ラメト・デュポールの三頭派（「一種の民主的野党」）と、ミラボーやシェイエスに

主導されるその他――さえも「党派の分裂」というよりは「愛国心の競合」であった153。 

 この「国民派」を構成する中核的な社会層（「第三身分」）こそが、前節で述べた「中間

層」にほかならない(HRF: 12-5)。「中間層」は封建制が支配する中世や絶対君主政下におい

ては二次的な存在にすぎず、政治はつねに貴族身分に代表される特権層にゆだねられてい

た。しかし、絶対君主政によって、それまで中間権力として機能してきた貴族層が急速に

弱体化してゆく。そして、十七世紀末から十八世紀にかけてついに新たな政治勢力として

の市民層があらわれてくるのである。 

 

第三身分――その人口・富・一貫性・叡智は日々増大していた――は権力と戦い、権力

を奪うように運命づけられていた。〔中略〕〔王権讃美の〕歌声が尽きたとき、議論がは

じまった。十八世紀のフィロゾーフたちが十七世紀の文学者の後につづいた。あらゆる

ものが探求と反省の対象となる。統治が、宗教が、法律が、そして濫用が。フィロゾー

フたちは法を発見し、欲求を説明し、不正を告発した。強力で啓蒙された公論が形成さ

れた。政府はその攻撃を浴びることとなったし、大胆にもその声を沈黙させることなど

できはしなかった。（『フランス革命史』）(HRF: 14-5) 

 

ロテックもまた、興隆する市民層の武器を「啓蒙」Aufklärung の内にみている(RAG, 9: 1-1,

§7-8)。「啓蒙」とはいわば「第三身分」のうちに成長した「自己統治の理念」にほかなら

ない。とりわけルソーの思想は誤りも含んでいたものの、「自由」と「真理」を体現してい

た。「ルソーの精神こそ、革命の高貴な指導者たちの魂となり、彼らを支配したものである」。

「宮廷の専制」による「社会状態の腐敗」と「啓蒙」（「人民の知性」）が組み合わさること

                                                   
153 この点でミニェとロテックの党派分類はやや食い違う。ミニェがネッケルを中心に二院

制議会を備えた英国流の憲法制定を目指す「君主派」を「国民派」から分離して論じてい

るのに対して、ロテックは「君主派」の中心人物だったクレル・モントネールやラリー・

トランダルをラファイエットと同じ党派に分類している。「君主派」については、第二章二

節(3)も参照せよ。 

また、三頭派についても、ミニェはその急進性にもかかわらず革命への情熱を高く評価

するのに対して、ロテックは後述するジャコバン・クラブに対するように距離を置いてい

る。 
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によってはじめて、前代未聞の革命が可能となったのである。「改革の世紀は哲学の世紀に

よって準備された」（ミニェ）。 

 ロテックが改革派を「穏健なデモクラット」Demokrat とよぶとき、彼はこの党派が「中

間層」によって担われていたことを強調しているのであり、王権の転覆、あるいは共和政

への志向とは関係がない。ロテックによれば、そもそも「民主政原理」demokratischs Prinzip

は君主政体と矛盾しないからである154。つまり「民主政原理」とは「人民による直接支配」

や「賤民支配」ではなく、「綜体意志 Gesammtwille による合法的支配」を意味するにすぎ

ない。「民主政原理」は、「特権」にもとづく寡頭的支配（「貴族政原理」）とは正反対の概

念として、「法と義務の平等」と公民による政治参加を要求する。したがって、政体が「共

和政」Republik であるか「君主政」であるかは、「民主政原理」自体の性質とは無関係なの

である。「ロベスピエールによる恐怖政治は、民主政原理、すなわち全員の権利保護にむけ

られた原理という意味における統治ではなかった。この民主政原理は中国の絶対主義と同

様、ジャコバン主義ともまったく共通の要素をもたない」。 

むしろロテックは、立憲君主政こそが「民主政原理」にしたがった統治、すなわち「法

治国家」Rechtsstaat をもっともよく実現する可能性を秘めているとみた。 

 

それゆえ民主政原理は立憲的な人民の権利によって制限された君主政と相容れないも

のではない。それどころかむしろ親和的である。人民全体の権利を尊重してあらゆる国

家構成員の権利の平等を守る職務の面で、君主は完全に適しており、なおかつ固有の利

害によってもそのように要請されている。同様にまさしく君主が強力な権力を備えてい

るところにおいては、平民の権利のさらなる制限、つまり貴族制的特権は不要なものと

して、唾棄すべきものとしてあらわれてくる。このように、立憲君主政は民主政原理と

親和的なのである。（「民主政原理」）155 

 

ただし、ロテックが王権（政府）と議会との関係を従来と逆転させている点は、注意が必

要である。つまり、立憲君主政における王権（政府）が、「綜体意志」に基づく法律によっ

て統治する「人工器官」künstliches Organ であるのに対して、議会と「公論」は、公民（あ

るいは公民の代表者）の議論と熟議を通じて「綜体意志」を発見する装置、「綜体意志」の

「自然的器官」natürliches Organ として位置づけられるのだ。それゆえ原理的に見た場合、

                                                   
154 K. v. Rotteck, Demokratisches Prinzip. in: SL. Bd. III. 

 ロテックの国家論についてはさまざまな文献であつかわれているが、手際よくまとまっ

たものとしては R. Schöttle, Politische Theorien des süddeutschen Liberalismus im 

Vormärz: Studien zu Rotteck, Welcker, Pfizer, Murhard. Baden-Baden 1993, S. 19ff.を参

照せよ。 
155 K. v. Rotteck, Demokratisches Prinzip. in: SL. Bd. III, S. 714. 
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王権はつねに議会の方針と決議に従属することとなる156。両者が対立した際に政府は議会

を解散することができるが、ここでも選挙を介して「公論」が事態を調停する。「公論は理

性的な綜体意志とほぼ同義なのであって。公論はいたるところで制約されることなく十全

に展開されることが許されてしかるべきである」（「憲法」）157。したがって「政府の諸決定

ならびに議会討論の公開と出版の自由は立憲体制にとって本質的な条項となる」。たとえば、

国民議会による教会所領の国有化措置は「人工の元首」たる国王によってなされたならば

「専制的」かもしれない。しかし、「綜体意志」の発現たる国民議会、つまり「全体」から

発した以上、この措置は「収奪」ではなく自己放棄であり、あくまで「合法的」なのであ

る(RAG, 9: 1-2,§9)。 

ましてや、宮廷側による軍隊召集と国民議会に対する威嚇などは不法行為以外のなにも

のでもない(RAG, 9: 1-2,§1-3)。国民議会は当時にあって、「国民」Nation の「思考する部

分」、いわば「国民そのもの」を意味していたのだから。「存在自体が恐怖と恥辱の対象」

であったバスティーユ要塞の襲撃は一種の正当防衛であるとともに、絶対君主政に対する

決定的な勝利だった。ミニェによれば、「資本家」は「利益」から、「教養層」と「あらゆ

る中間層」は「愛国心」から、「民衆」peuple は「欲望」から反抗を決意したのであり、そ

れは「隷属状態」から「自由」への大いなる跳躍にちがいなかった(HRF: 59, 90, 102)。事

件後、「下層大衆」multitude による残虐行為がみられたにせよ、「七月十四日〔バスティー

ユ事件〕は中間層の勝利であった」。さらにロテックは事件に際しては暴力行為も少なく、

「賤民」の暴走を「善き市民たち」が見事に抑えたと賞賛する(RAG, 9: 1-2,§3)158。「災い

に満ちた危機の瞬間における人民の蜂起を、平時の厳密な実定法の尺度で判断してはなら

ない。このときには実定法ではなく、蜂起の誘因と目的、蜂起の精神と成功、そもそも蜂

起の政治的・道徳的性格こそが評価にとって決定的となろう。こうしたことは明白であり、

反動派の誇張によってのみ否定されうるのである。」。 

 そして、八月四日決議はミニェとロテックを熱狂させる。八月四日決議によって封建的

諸特権が一夜のうちに消滅した事態は、「公権力」「平等」「国家」の勝利、すなわち「〔特

権〕濫用に対するサン・バルテルミーの虐殺」にほかならない(HRF: 92-6)。それは「民衆」

に「特権」と正当な「所有権」を混同させないためにも必要な措置であり、「封建制の残骸」

の除去は来るべき新秩序建設のための「予備作業」でもあった。ロテックにとっても決議

は「歴史的権利」に対する「自然権」の勝利であり、長年「人民」Volk を苦しめてきた特

権の消滅は革命の大成果として讃美されることとなる(RAG, 9: 1-2,§5)。「八月四日の夜は、

友愛の哲学の抱くもっとも切実な願望を実現し、実際に願望の実現を以前から妨げていた

                                                   
156 この点で、玉井克哉「ドイツ法治国思想の歴史的構造（五）」（『国家学会雑誌』第一〇

四巻七・八号、一九九一年、四六〇～二頁は、ロテックの議会重視の姿勢を軽視している

ように思われる。 
157 K. v. Rotteck, Constitution. in: SL. Bd. III, S. 523. 
158 ders., Bastille. in: SL. Bd. II. 
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主要な障害を除去した。これは不滅の夜ではなかろうか」。 

 ミニェによれば、この間の過程さえも因果関係の連鎖によって引起こされている(HRF: 

95-6)。つまり、宮廷側が革命に抵抗しようとすればするほどに一層事態は展開し、革命は

加速してゆく。「〔宮廷側の〕拒絶ひとつひとつが、革命にとって成功の契機となった。革

命は宮廷側の謀略の裏をかき、権威に抵抗し、力を勝ち取る。われわれがたった今たどり

ついた時期には、絶対君主政の全建築物はその指導者たちの失策によって崩壊した」。だが、

ロテックは八月四日の決議をもってしても地方の混乱・宮廷の謀略・パリの「賤民」の増

長はとどまらず、悲しむべき状況にあった(RAG, 9: 1-2,§6)。「新秩序」建設の「予備作業」

が終わったいま、革命の今後の行方は「綜体意志」の発露、「国民そのもの」である国民議

会の手にゆだねられていた。 

 

(3)一七九一年憲法体制の栄光と挫折 

 旧体制の腐敗、「第三身分」の興隆、そして「人民」の「啓蒙」という因果連鎖の「必然

性」のもとに訪れたフランス革命の頂点を飾るのは、国民議会による改革である。旧体制

下の「特権」や矛盾を一気に破壊する改革がすすむにつれて、「宮廷」、「貴族」、「内閣と君

主派」、「州」、「聖職者」、「軍隊」と雪だるま式に抵抗勢力の数は膨れあがってゆく。だが、

そうした抵抗勢力の存在さえもが「革新」innovations を加速させるのである。権力はいま

や「中間層」という「秩序を望む階層」の手中にあり、彼らこそが積極的に「国家の再編」

を推進してゆくこととなる。「法への服従こそが時代の熱気」だった(HRF: 129-32)。 

 同時に貴族と聖職者身分、すなわち「特権層」は決定的な敗北を喫する。教会所領の国

有化は、アッシニア紙幣発行による財政再建にとって必須だった。アッシニアの発行はそ

れ自体、「適切きわまる補助手段」であり、「必然性と賢慮」に満ちた政策といってよい(RAG, 

9: 1-2,§9)。それゆえ後年の「とてつもない行き過ぎ」の原因は制度の「本性」にではなく、

「後世の使用法」にこそある(HRF: 143)。「特権層」の牙城である高等法院も「利己心と身

分利益の精神」を見せたがゆえにすでに声望は地に堕ちていた。導入された陪審制裁判は

「とてつもなく政治的・法的に重要な」一大事件である(RAG, 9: 1-2,§10)。裁判官も含め

た公職は能動市民の選挙によって選出されることとなり、あらゆる権力は「一時的」

temporaire となる。そして、その源はつねに「人民」peuple であり、ここに「唯一の原理」

としての「国民主権」が体現されるのである(HRF: 152-4)。 

 とりわけロテックは、伝統的な州制度の廃止と、それにかわる合理的な地方行政区分の

採用の重要性を強調している。いわば州制度が「歴史的起源」という「偶然」と「不平等」

に基づいていたのに対して、新制度は「いまや心から友愛でつながったひとつの国民 Nation

の全体利益および革命の精神と合致する」。こうした大変革も、宮廷の「官房命令」ではな

く憲法制定を目的とした「国民の意志」Nationalwille にもとづくがゆえに合法である。地

方制度は「歴史的法」ではなく、「哲学的国家設計者」にゆだねられる。来るべき議会制度
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は「封建制」とは対極の合理的な制度にもとづいた「国民代表制」National-Repräsentation

でなければならない(RAG, 9: 1-2,§10)159。 

 そして国民議会の最大目的でもあった一七九一年憲法が、一連の改革を総括するものと

して賞賛される。一七九一年憲法は、立法・行政・司法の厳密な権力分立、「自然権」とし

ての基本権の保証、行政官職の公選制を貫徹した憲法である。ミニェにとってそれは当時

「もっとも強力」だった「中間層の作品」にほかならない(HRF: 195-7)。「専制」でも「特

権」でもない、「法」droit・「平等」égalité・「委任」délegation を原理とする新しき秩序。

統治層は統治にふさわしい「教養」を備えた「啓蒙された国民」から選ばれる。ロテック

もまた一七九一年憲法を、「民主政原理」の意味での「民主政的感覚」に満ちた「個人の意

志ではなく綜体意志の権威」を確立した憲法として激賞した(RAG, 9 : 1-2,§14)。「野蛮な

時代の混沌とした遺産」である「歴史的法」は絶滅し、「哲学的法」と「純粋な国家学」が

生まれる。「民主政によって制限された君主政」という理想的な立憲君主政体に対して「こ

れ以上なにを望むことがあろうか」。「まったくもって、この憲法を罵る者は人間性を罵っ

ている。法と理性にかなったものを、かの憲法が耐えられないかのように」。 

 では、望みうるかぎり完全だった一七九一年憲法体制はなぜ一年も経たないうちに崩壊

したのか。理想の政体のどこから、一七九二年八月十日の「共和革命」révolution 

républicaine があらわれてくるのだろうか。 

直接的な要因としては革命派内部の党派対立と、その帰結としての「下層大衆」multitude

の暴走を、ミニェとロテックは挙げている。党派対立が激化するなかで、当初は三頭派に

代表されるジャコバン・クラブの「創設者たち」が、国王逃亡事件後には共和派が、「民衆」

（「下層大衆」）を動員するようになる(HRF: 103-4, 167)。ジャコバン・クラブは「哲学的

性格」を失い、「民衆集会」と化す。ロテックによれば、ジャコバン・クラブに拠る急進派

は「自由」に誰よりも純粋に心酔する人々だったが、次第に「情念」と「急進的な党派精

神」に駆られ、さらには「不純な」「悪党ども」も加わることで、クラブは「暴力的かつ犯

罪的」となった。マラー、ダントン、ロベスピエールといった「怒り狂うデマゴーグの群

れ」の罪は重い(RAG, 9: 1-2,§12-3)。 

 こうした「下層大衆の党派」は「民衆」を動員することによって、一七九一年憲法体制

派にゆさぶりをかける。すでに八月四日決議直後の時点で、「下層大衆」暴走の兆候はみら

れた。さらにヴェルサイユ行進事件もまた「下劣な民衆」と「唾棄すべきやくざ者」が「嫌

悪すべき悪党」によって煽動されて発生した事件にすぎない160。それは「善き市民層」に

                                                   
159 「理性的権利」の観点からあらゆる史実・国制を裁断するロテックにしてみれば、「封

建制」と「貴族制」が付着した英国国制は耐え難いものであった。立場の相違はあれども

基本的に英国国制が讃美された三月前期にあって、ロテックの一貫した英国批判は際立っ

ていた（T. Wilhelm, Die englische Verfassung und der vormärzliche deutsche 

Liberalismus : eine Darstellung und Kritik, Stuttgart 1928, S. 50-4）。 
160 ヴェルサイユ行進の経緯についてはシャーマ『フランス革命の主役たち（中）』二五六
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主導されたバスティーユ事件とはまったく「性格」を異にする。それは「自由」ではなく

「空腹」に駆られたお祭り騒ぎでしかなかった(RAG, 9: 1-2,§6-7)。 

だが、ミニェもロテックも体制が崩壊した真の原因を憲法の内的欠陥ではなく、「反革命」

のうちに求めている。具体的には「内戦と対仏大同盟」である(HRF: 197-8)。当初から革

命の「主要な敵」は「貴族と司教」だった。「特権」にしがみつく彼らは国民議会を執拗に

攻撃し、あらゆる手段を用いて「無秩序」を誘発し、「旧体制」の復活をめざした。そして

すべてが徒労とみるや、貴族は国外に亡命して列強による干渉戦争を計画し、聖職者は聖

職者民事基本法を根拠に国内の「大分裂」schisme を拡大させてゆく161。「内戦と対仏大同

盟」がなければ、「下層大衆」による八月十日の革命もありえなかっただろう。ミニェもロ

テックも、革命の急進化は内外からの「反革命」に対抗する過程で生じてきたものであり、

いかに嫌悪すべきものであろうとも、祖国救済のためであったとして免罪されるのである。 

 亡命貴族が国外からの「反革命」を誘発したとするならば、聖職者民事基本法に反発す

る非宣誓聖職者は国内の「反革命」を組織する主体となった。同法によれば、かつての教

区は県の行政区画に沿って再編され、司教と司祭は能動市民の選挙によって選出されるこ

ととなる162。そして、国家から俸給を支給される公務員となったカトリック聖職者は今後、

叙任の際には憲法に対する宣誓義務を課されるのである。しかしローマ教皇の公然たる批

判によって、国内の聖職者は宣誓派と非宣誓派の陣営にまっぷたつに分断される。国民議

会の政策に反発して亡命した貴族たちが本質的に少数派だったのに対して、聖職者民事基

本法をめぐる対立ははるかに大きな影響をおよぼすこととなる。従来のカトリック教会体

制に忠実な非宣誓聖職者はみずからの教区民を動員して、国民議会の宗教政策、ひいては

一七九一年憲法体制そのものに対して異議申し立てをはじめたからである。 

 ミニェもロテックも非宣誓聖職者の動機が純粋に「利害」にあるとした点で共通してい

る。民事基本法がカトリックの「規律」や「信仰」には手を触れていないにもかかわらず、

彼らは「宗教の外観のもとでおのれの利益」を守ろうとしたのである(HRF: 163-6)。「特権」

にしがみつくための「口実」だった。さらに国民議会が非宣誓聖職者を取り締まったこと

によって、当初の「利害」問題が「宗教」問題に転化してしまう。「宗教戦争」に陥ってし

まう。ロテックによれば、「たいていは愚かにも信心ぶった、しかし同時に陰謀好きで、ま

た部分的には異常に厚かましい坊主どもの群れ」は「自分のために」、「選良のカースト」

を守るために「国家内の国家」である「教皇の、あるいは教会の王国」を主張したのであ

る(RAG, 9: 1-2,§11)。以後、「友愛」と「信頼」にかわって「党派的な憎悪」と「猜疑心」

が支配的になってゆくこととなろう。 

                                                                                                                                                     

頁以下を参照した。 
161 亡命貴族と革命戦争の問題については、第三章二節(2)を参照せよ。 
162 聖職者民事基本法については、フランソワ・フュレ「聖職者民事基本法」（『フランス革

命事典（１）』所収）を参照した。 
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このようにミニェとロテックはフランス革命が理想的な一七九一年憲法体制から逸脱し

ていった原因を、貴族勢力、いわゆる「反革命」派の責任に帰するのである。たとえ、「党

派的な憎悪」の芽が革命派内部に潜んでいたとしても、「反革命」勢力さえいなければ一七

九一年憲法体制は揺るがなかったであろうから。この論法は、革命の成果（封建制の撤廃

と立憲制の確立）から、革命急進化に伴う犠牲と責任を切り離す目的とみることができる163。 

 したがってミニェとロテックが揃って、滅びを運命づけられた理想の憲法たる一七九一

年憲法の大義に殉じ、最後まで守りぬこうとした人物を賞賛してもなんら不自然ではない。

その人物とはラファイエットである。すでに述べたように両者の革命史叙述の主人公は「党

派」であり、人物が自律的な役割を果たすことはない。ミニェによれば、ラファイエット

は「中間層の将軍」であったがゆえに、「中間層によって出世し、中間層とともに失墜せね

ばならなかった」。だが、にもかかわらず「ラファイエットは自由以外の目的をもつことは

決してなかったし、法律以外の手段を用いたことはなかった」。ミニェはラファイエットへ

の共感を隠さない(HRF: 274-5)。 

ラファイエットは大貴族の貴公子でありながら、啓蒙思想を摂取し、アメリカ独立戦争

に単身で馳せ参じた青年期をもつ164。革命後は国民衛兵総司令官としてパリの治安を維持

するかたわら、共和派の策動に対してはつねに穏健な立憲君主政を擁護し、一七九一年憲

法体制を誰よりも尊重した。八月十日事件によって君主政が転覆した際に国軍司令官とし

て前線に赴いていたラファイエットは、クーデターによって君主政の回復を計るものの挫

折し、結局は亡命。その途上、オルミッツの地でオーストリア軍の捕虜となる。ここで青

年革命貴族の政治生命は終わった。 

 ミニェとロテックの両者にとって、ラファイエットは政治的な手腕以上になによりもフ

ランス革命の大義――自由・平等・封建制の廃止・立憲君主政――を象徴する人物であっ

た165。「ラファイエットは良い意味における革命のもっとも純粋で高貴な代表者にほかなら

ない。つまり革命が、自然法に抵抗する歴史的法に向けた、自然法に関する成熟した認識

の蜂起を意味するかぎりにおいて」。「反革命」に対しても、「狂信派」に対しても毅然とし

て立ちはだかり、つねに憲法と自由を尊重する貴公子。ラファイエットは「党派的な憎悪」

に駆られることはなく、つねに「正しき中庸」richtige Mitte を貫く、いわば「啓蒙」の体

現者である。「ラファイエットは当時、人間的・政治的な啓蒙の灯火をかかげる百科全書派

と重農学派の教説を、あらゆる善に感じやすい心情に深く刻み込んだ。そしてルソーの自

由と人間性に燃え立つ感情によって、生まれつき特有の熱情をこのうえなく適切なかたち

で養ったのだ」。この「両世界の英雄」が「外的状況と偶然」によって革命から退場させら

                                                   
163 S. Mellon, The Political Use of History, pp. 19-22, 22ff. 
164 ラファイエットについては、パトリス・ゲニフェー「ラファイエット」（『フランス革命

事典（１）』所収）を参照した。 
165 K. v. Rotteck, Feyette (Marquis de la). in: SL. Bd. IV, S. 640-1. 
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れたことを、バーデンの闘士は心から惜しむ。「ワシントンとフランクリンの真の弟子、す

なわち、かの高貴なラファイエットが意図したような革命であれば、人類に幸福のみをも

たらしたことだろうに」、と(RAG, 9: 1-2,§9)。 

 ロテックは、当時、政界から引退していた老ラファイエットとの交流を保っていた。彼

にとって、ラファイエットはフランス革命という偉大な瞬間を駆け抜けた勇者であった。

そして、世界史の舞台におけるラファイエットの再登場を、ロテックは目撃するのである。

総選挙で自由派に敗北したフランス国王シャルル十世が七月王令によって出版の自由を停

止し、議会を解散し、選挙法の改変をこころみたのは、一八三〇年七月二十五日のこと。

これに対して七月二十七日から二十九日、パリの民衆は蜂起し、「中間層」を主体とする自

由派がパリの臨時委員会を掌握。その後、八月に国王は亡命、新王ルイ・フィリップの下

で新たな君主政（七月王政）がはじまる。七月革命である。七十三歳の老ラファイエット

がパリ市庁舎において、歓呼のなか国民衛兵総司令官に任じられたのは、七月二十九日の

ことであった。 

 

積極的な協力は無論のこと、蜂起者の中に名を連ねただけで、善き事柄の勝利におおい

に貢献できるような人物は、一体、誰であろうか。その名にむすびついた栄光の記憶、

祖国への誠実、自由への渇望、そしてあらゆる英雄的・公民的な美徳の感動的なすがた

によって、善き事柄の勝利に見事に貢献できるような人物は誰であろうか。ラファイエ

ットこそ、そうした人物にほかならない。老いた愛国者、権利と法律を体現した男、公

論と自由の確固たる擁護者。ラファイエットこそ、そうした人物にほかならない。それ

ゆえ、蜂起へのラファイエットの参加は、蜂起の正義と神聖さ、さらに〔革命の〕勝利

に対する信頼できる保証となりえたのだ。（「ラファイエット」）166 

 

こうして「オルミッツの囚人」は三十年以上の時を経て、不死鳥のように甦る。かつて挫

折したフランス革命の原理が復活し、「理性的権利」の進撃がついに最終局面を向かえた瞬

間にちがいなかった。七月革命の衝撃は、単にフランス一国の現象にとどまるものではな

かった。つまり、それは復旧期体制そのものの限界を象徴する、思想的事件を意味してい

たのである。こうならばもちろん、ロテックの祖国ドイツもまた、選択を迫られることと

なる。いかなる政治的針路をとるべきかという選択を。 

                                                   
166 ebd., S. 650. 
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第二章：ダールマンと「憲法」（一八三〇～一八三九） 

 

第一節：ふたつの革命 

 

(1)七月革命の衝撃 

 パリで再び革命勃発――実際の戦闘自体は短く、犠牲者も少なかったが、七月革命の報

は欧州全土を震撼させた。史料収集旅行の途中、歴史家ランケはアペニン山脈で事件の報

道に接した。「全世界にわたって基礎が固く、ただちに崩壊することなどということは予期

すべくもなかった」復旧期の秩序が、「突然、暴力的に、徹底的に」破壊されたように感じ

られたという167。 

 七月革命は欧州全土を政治化させた。復旧期の秩序に不満をいだいていた人々は革命の

報に刺激され、活発な行動をはじめる。「活力ある人間ならば誰しもこの大きな闘争に関係

しないわけにはいかなかった。なんらかの方法において、各人はそれぞれ党派をなした」

のである。ベルリンに戻ったランケの前には、新旧の「世界を覆うふたつの制度の対立が

いま一度雌雄を決」する情景がくりひろげられていた。未だ立憲制が導入されていない中

小邦国では農民反乱や暴動が続発し、立憲君主政の西南ドイツ諸国では議会内外の反政府

運動が激化した。ブラウンシュヴァイク公国では、立憲制導入を拒否した君主が激昂した

民衆によって追放されるという事態にまで発展した。カールスバート決議によって抑圧さ

れていた政治的議論はいたるところで溢れだし、知識人たちは七月革命や、それにつづく

ベルギーやポーランドの動乱について盛んに論議した。 

七月革命という思想的事件に対するドイツ知識人の反応は、大きくふたつに分けること

ができる。 

ひとつは、革命に対する嫌悪である。かつてフランス革命戦争を体験した世代は、よう

やく安定した秩序があっけなく崩壊したことで一種のパニック状態に陥った。欧州全土を

巻き込んだあの戦乱が再びやってくる。悪夢だ。メッテルニヒに代表される保守派はもち

ろんのこと、シュタインやニーブーア、そしてヘーゲルといったかつての改革派も、七月

革命に対して否定的な反応を示している168。彼らはいずれも、急進化する一七八九年の革

命と戦いつつ、それによって突きつけられた課題に――方法は異なれど――取り組んでき

                                                   
167 ランケの七月革命についての回想は、『ランケ自伝』六九～七二、九一～九四頁、佐藤

真一「ランケとフランス七月革命」『国立音楽大学研究紀要』第四五号（二〇一〇年）を参

照。 
168 B. C. Witte, Der preußische Tacitus: Aufstieg, Ruhm und Ende des Historikers 

Barthold Georg Niebuhr 1776-1831. Düsseldorf 1979, S. 161-3, J. A. Schmidt-Funke, 

Stein und die Julirevolution um 1830. in: H. Duchhardt(Hg.), Stein: Die späten Jahre 

des preussischen Reformers 1815-1831. Göttingen 2007, S. 147-51, J. E. Toews, 

Hegelianism: The path toward dialectical humanism: 1805-1841, Cambridge 1980, p. 

217ff. 
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た人々である。再度の革命によって、自分たちの努力がまったく徒労だったかのような無

力感に、彼らは苛まれる。 

一方で、七月革命に勇気づけられた人々がいる。ゲルラッハ兄弟のような復古派は別と

しても、ナポレオン戦争中あるいは直後に青年期をすごした世代の多くは、共感のまなざ

しをもって各地の革命運動を眺めた。革命の報に接したときの爽快感を、歴史家ゲルヴィ

ヌスは以下のように回想する。 

 

世界が我々の眼前に開かれた。視野はあらゆる方向に広がり、毎日、新たな経験がもた

らされる。ゆっくりだが確実に成熟する欧州全土の陶冶が、その果実をもたらす。精神

の前進は諸々の事件の中に力強くあらわれ、貫徹する。歴史と経験の教本で徐々に学ぶ

につれて、専制と蒙昧も頭を垂れ、人類の精神を尊ぶようになる。この人類の精神こそ、

もっとも遠方かつそれぞれに異なった、とうの昔に忘れ去られてしまった諸国をも力強

く捉えるのだ。眠りから力強く揺り起こすのだ。（『自伝』）169 

 

この世代の知識人たちの多くは、復旧期体制になんらかの不満――議会制問題であれ、ド

イツ統一問題であれ――を抱いていた。「解放戦争」の高揚感と、散文的な戦後秩序との落

差をどうしても埋めることができなかった。目指すべき理想についての見解はさまざまで

あったにせよ、三〇年代初頭の動乱によってみずからの政治的確信の正しさが証明された

かのように感じた。ゲルヴィヌスによれば、学問的な「研究」の時代は過ぎ去り、ついに

「政治」の時代、すなわち「動乱の時代」が到来したのである170。 

 この世代の中から、三月前期の「自由主義171」Liberalismus（以下：自由派）が生まれ

                                                   
169 G. G. Gervinus, G. G. Gervinus Leben. Leipzip 1893, S. 238. 
170 ders., Einleitung in die deutschen Jahrbücher. in: ders., Gesammelte kleine 

historische Schriften, S. 327-8. 
171 ドイツ「自由主義」の性格づけをめぐっては、綱領的な論文 L. Gall, Liberalismus und 

"bürgerliche Gesellschaft": Zu Charakter und Entwicklung der liberalen Bewegung in 

Deutschland. in: Historische Zeitschrift. Bd. 220 (1975)の発表以来、国家観やその限界を

めぐって論争が繰り広げられてきた。論争の詳細については、坂井栄八郎「シュルツェ=デ

ーリッチュ、フェルディナント・ラサール、そしてヘルマン・ヴァーグナー：プロイセン

憲法紛争期ドイツ自由主義の『第三身分』的社会政策思想をめぐって」同『ドイツ近代史

研究：啓蒙絶対主義から近代的官僚国家へ』（山川出版社、一九九八年）所収、一九六～九

頁、丸畠宏太「ドイツ自由主義研究における地域と全体：ゲマインデ自由主義論を中心に」

『姫路獨協大学外国語学部紀要』第一一号（一九九八年）における整理を参照されたい。 

 現在の研究状況においては、「自由主義」の一般的な性格づけや思想史的な議論から距離

を置いたうえで、自治体や協会運動といった「自由主義」の社会史的な実態に関する実証

研究が積み重ねられている。こうした研究動向は、ドイツ「市民層」の特質の解明を目指

す社会史研究と連動していた。「市民層」研究の成果と動向については、森田直子「近代ド

イツの市民層と市民社会：最近の研究動向」、『史学雑誌』第一一〇篇一号（二〇〇一年）

が詳しい。 
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てくる。もちろん、自由派知識人の多くの論壇登場は、復旧期である。七月革命を機にそ

の政治構想が劇的に変化したということはない。決定的な変化は、思想内容にではなく、

政治意識におこったのである。今後、彼らは自分たちがひとつの大きな思想潮流をなすと

いう自覚をもつこととなるだろう。自分が時代とともにあることを自覚するだろう。「あら

ゆる党派とうまくやり、中間をうろうろできる時代は過ぎ去ったのです。私はひとつの党

派の信頼を得ねばならないわけでして、そこに迷いはありません。党派的な人間であるこ

とを否定もしません」（ガーゲルン）172。ロテックはこの潮流を「運動派」Bewegungspartei

とよぶ173。「停滞」と「保守」に抗して、「法 Recht と共通善」を目指すという意味での「前

進」である。「運動の原理、つまり進歩の原理こそが」、「人類を獣類から区別する」「偉大

な自然法則」であり、「世界史の主題にほかならない」。「自由主義」は、「目覚めた自由精

神を理性的な原理に立ち帰らせ、同時により高次の目標へと導」く使命を担わねばならな

いのである（プフィツァー）。「自由主義」とは、「立憲的」constitutionell と同義である。 

 では、「啓蒙された公論」を友とし、「真理の光」を「すべての民衆階層」にもたらす使

                                                                                                                                                     

 ドイツ「自由主義」の特徴について、以下の点では研究者間に一致が見られる。 

 まず、広義の「自由主義」にはふたつの潮流、「官僚自由主義」と「立憲自由主義」が含

まれている。十九世紀初頭の諸邦の改革官僚に代表される前者は、特権などの身分制社会

の残滓の除去を第一の目標とする一方で、市民層の政治参加については消極的だった。後

者の「立憲自由主義」こそが、狭義の「自由主義」であり、「憲法」と議会制を通じた政治

参加を中心とする「改革」――出版の自由、陪審制、自治体改革など-――を志向する。 

 「自由主義」の国家観は、「中間層」を指導層とする「無階級政治社会」である。それは、

「国家」から分離した近代的「市民社会」（「階級社会」）ではなく、伝統的な「政治社会」

civitas であるため、身分制的要素とも親和的である。したがって、三月前期の「自由主義」

には総じて「社会問題」への危機感が薄い。ドイツ「自由主義」の失敗原因は、この「無

階級政治社会」という理想像が、世紀後半の経済発展と産業化の結果形成される「階級社

会」という現実と齟齬をきたし、適応できなくなった点に求められている。ただし、不適

応が決定的となった時期の確定については論者によって異なる。たとえば、Gall は時期を

明言せず、Faber は経済発展に加えて一八六六年におけるビスマルクの外交的勝利の意義を

強調し、Langewiesche は一八七八・九年の国民自由党とビスマルクとの決裂を重視してい

る。 

 「自由主義」の性質をめぐる研究は実証研究を含めれば膨大な数にのぼるが、第一人者

による D. Langewiesche, Liberalismus in Deutschland. Frankfurt am Main 1988 は現在

の社会史研究動向を踏まえた通史である。Langewiesche の研究書については、筆者による

書評「学界展望――D. Langewiesche, Liberalismus in Deutschland ほか」、『国家学

会雑誌』第一二三巻九・一〇号（二〇一一年）がある。ほかには、J. J. Sheehan, German 

Liberalism in the Nineteenth Century. Chicago 1978 が安定感のある総合的叙述であり、

K. G. Faber, Strukturprobleme des deutschen Liberalismus im 19. Jahrhundert. in: Der 

Staat. Bd. 14 (1974)は思想史的感覚を示す小論となっている。また、Liberalismus の概念

史については、やはり R. Vierhaus, Liberalismus. in: GGB が欠かせない。 
172 P. Wentzcke, W. Klötzer (Hg.), Heinrich von Gagern, Deutscher Liberalismus im 

Vormärz: Heinrich von Gagern Briefe und Reden 1815-1848. Göttingen 1959, S. 133. 
173 ebd., S. 137, K. v. Rotteck, Bewegungspartei. in: SL. Bd. II, S. 506, P. Pfizer, 

Liberalismus. in: ebd., Bd. VIII, S. 523-5. 
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命を担うべき「運動派」のゆくてを阻むのは、なにものか。まず考えられるのが、伝統的

な身分制を堅持しようとする党派であろう。ロテックは、そうした一派を時代遅れとなっ

た特権（「歴史的権利」）にしがみつく「正統主義者」「反動派」「復古派」とよぶ。また、

利己的で「物質的利害」を第一に考える人々、自由派に心底では共感しつつも政府を恐れ

る臆病者たち、そして「革命への恐怖」から反発する連中もいるだろう174。プフィツァー

は「自由主義」を、「特権カースト」と「王朝的貴族的利益」に対置する。北部ドイツ自由

派の領袖ペーリッツは、「かつて存在したもの、あるいは現存しているもののみが唯一妥当

すべき」と考える立場を、「反動の体系」として批判する（「現代の三つの政治体系」）。 

 だが、自由派にとって最大の敵は「世襲貴族制」ではなく、十八世紀後半以来の効率的

な官僚制に支えられた統治機構、すなわち「官僚貴族制」Beamtenaristokratie にちがいな

かった175。まず、官僚制の欠陥として、個々の官僚の「弛緩と洞察の欠如」や、過剰な統

治コストを挙げることができる。だが、なにより「公民の参加」を排した官僚制による統

治は、「公共行政における中央集権化」傾向をもち、一方的な「過剰統治」による「恒常的

                                                   
174 K. v. Rotteck, Bewegungspartei, S. 508-10, K. H. L. Pölitz, Die drei politischen 

Systeme der neueren Zeit nach ihrer Verschiedenheit in den wichtigsten Dogmen des 

Staatsrechts und Staatskunst. in: Jahrbücher der Geschichte und Staatskunst. Bd. 1 

(1829), S. 2-4. 

 英国と異なり、十九世紀後半にいたるまで、ドイツでは議会内党派としての「政党」概

念が定着することはなかった。三月前期における Partei 概念は広義の「党派」を意味した

のであり、とりわけ自由派は「党派」を政府や既成権力に対する「進歩的・立憲的」な抵

抗運動として理解した。この点に関しては、T. Schieder, Die Theorie der Partei im älteren 

deutschen Liberalismus. in: ders., Staat und Gesellschaft im Wandel unserer Zeitが見事

な見通しを与えてくれる。 

 これに対して、L. Gall, Das Problem der parlamentarischen Opposition im deutschen 

Frühliberalismus. in: K. Kluxen und W. J. Mommsen (Hg.), Politische Ideologen und 

nationalstaatliche Ordnung: Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts: 

Festschrift für Theodor Schieder. Muenchen und Wien 1968 は、一八三〇年代以降、英国

の政党政治に着目した論者たち（ヴェルカーやモールなど）の登場を指摘する。ロテック

のように議会を「綜体意志」顕現の器官と捉えるために政党を個別利害の表出（「徒党」

Fraction）として批判する「議会制イデオロギー」に対して、彼ら「穏健派」が Partei を

近代的な「政党」の意味で理解したとする。Gall の議論は一次史料に基づいた堅固な議論

であるが、その図式の妥当性はバーデンやヴュルテンベルクといった西南ドイツ諸国に限

定されることに注意が必要である。本章でみるダールマンやガーゲルン、ドロイゼン、ゲ

ルヴィヌスといった北部ドイツ自由派は総じて、ロテック的な「議会制イデオロギー」の

立場を批判する一方で、政党政治に対しても懐疑的であった。英国国制の「議会主義」化

現象への理解も、自由派に限られたものではなく、保守思想家シュタールにも――批判的

な態度ではあるが――みられるものであった。 
175 C. B. Stüve, Ueber die gegenwärtige Lage des Königreichs Hannover. Jena 1832, S. 

12-4, F. Murhard, Staatsverwaltung. in: SL. Bd. XII, S. 387-8. 

 官僚制研究には重厚な蓄積がある一方、思想問題として官僚制をあつかった研究は存外

乏しい。T. Wilhelm, Die Idee des Berufsbeamtentums : ein Beitrag zur Staatslehre des 

deutschen Frühkonstitutionalismus. Tübingen 1933 は小論ではあるが、同時代の思想家

による官僚制像を再構成する優れた論考である。 
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な人民の後見」に陥る危険があるからである。そこでは「人民のためには何がなされてよ

いか、そうでないか」の判断が政府にゆだねられてしまう。「政治社会の統一性」は消えて

しまう。そのかわり、国家はひとつの「機械」となり、統治者と被治者の「二元主義」が

支配的となる。「官僚貴族制」は、君主と「官僚ツンフト」の利害の一致にもとづいている。

つまり、「政治的啓蒙」の拡大によって権威が脅かされることを予期した「官僚ツンフト」、

および権威の衰退を危惧した君主は、「人民後見の原理」によって安定を確保しようとした

のだ。 

 したがって、議会制・出版の自由・地方制度改革・陪審制・市民軍といった自由派の政

治綱領は、官僚制的「後見」に対する、「自立性」Selbstständigkeit、「人民の自由」

Volksfreiheit、そして「自治」Selbstregierung の擁護とみなすことができよう。「思慮深

く意識的な自由への愛」は、「〔政治的〕成年状態・自立的な思考・自発的な行動への諸国

民の成熟とともに展開」するのである（プフィツァー）。そして、自由派の政治綱領の中核

を占めるのが、「憲法」にほかならない。ペーリッツの理解によると、フランス革命によっ

て「絶対主義」は決定的に破綻した。そして革命期以後、「政治的成年状態」に達した人民

にふさわしい政治体制は、「立憲制」である。この「立憲制」の中核を占めるのが「憲法」

であり、「進歩する文明」Civilisation には欠かせない要素とされる。公民の自立性と政治

参加を保証する「憲法」があってはじめて、統治者と被治者の対立が克服され、「政治社会

の統一」が回復されるのだ（『立憲国家の教養層のための国家学講義』）176。こうして「憲

法」は、魔術的意味を獲得する。 

 七月革命後に形成された諸々の「党派」の勢力関係は、要約すれば以下のようになる。

政治勢力は大きく、「運動派」（「人民派」Volkspartei）と、その反対派に分けることができ

る。さらに「運動派」は、自由派（「自由主義」）と「民主派」（「共和派」）に、反対派は「復

古派」と官僚派（「絶対主義」）に分かれる。これまでみてきたように、自由派は「中間層」

を中核として、「憲法」を枠組とする「立憲制」への「改革」を志向する。もちろん、目指

すべき国制像やドイツ統一問題への関心の点で偏差はあったものの、基本的な枠組みは共

有している177。対して、急進的な文筆家や学生を主体とする「民主派」は、既成秩序の転

覆と「民主政」を夢想する点で、自由派とは明確に一線を画す178。三月前期において、両

                                                   
176 P. Pfizer, Liberalismus, S. 535, K. H. L. Pölitz, Staatswissenschaftliche Vorlesungen 

für gebildete Stände in constitutionellen Staaten. Bd. 1. Leipzig 1831, S. 11-6, 25-6. 
177 国制像の面で大雑把には、英国国制流の二院制を志向する一派（ダールマン、ジーベル、

ヴェルカー、ゲルヴィヌスなど）と、フランス流の立憲制を好む一派（ロテックやムール

ハルトなど）に分けることができる。ただし、ペーリッツやモール、ドロイゼンのように

この分類にあてはまらない論者も多い。自由派の国制像の諸類型については、H. Boldt, 

Deutsche Staatslehre im Vormärz. Düsseldorf 1975 が詳しい。 
178 「民主派」の代表としては、「青年ドイツ派」やハイネ、ビューヒナー、ヴィルト、ジ

ーベンプファイファーなどの急進派文筆家、ルーゲやバウアー兄弟などの「青年ヘーゲル

派」、マルクスを含めた初期社会主義者たちを挙げることができる。 
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派は、現状維持の否定の線で共闘したが、三月革命にいたるや、政治的立場のちがいが鮮

明になる。また、「復古派」と官僚国家も、「運動派」に敵対する点では共通していたが、

決して親和的とは云えない。「復古派」が身分制社会の温存を目標としたのに対して、官僚

国家は中央集権化による特権の縮小をはかったからである179。このように、七月革命は政

治的陣営を結晶化させる役割を果した。 

 政治化の流れは、歴史学の動向にも影響を与えた。たしかにゲルヴィヌスが診断するよ

うに、政治が停滞した復旧期は、秩序を意味づける歴史学に急速な発展をもたらした。だ

が、フランス革命はいまだ歴史の断絶として理解され、歴史に組み込まれることはなかっ

たのである。いわば、フランス革命は歴史からの逸脱と見られていた。だが、七月革命は

こうした自足的意識を粉砕する。七月革命による復旧体制の崩壊にともない、自然法など

の超歴史的真理ではなく、政治を歴史的基礎から理解しようとする態度が顕著となるので

ある180。歴史は巨大な運動として理解されるようになる。政治の歴史化である。歴史意識

の生成である。この現象は、自由派のみにとどまらず、あらゆる党派に共有される前提と

なってゆく。ジーベルの回想によれば、当時はあらゆる党派の歴史家が、自分の政治的立

場を如実に反映した歴史叙述をしていたという(SKS, 1: 349-50)。「我々の文藝においてひと

かどの位置を占める歴史家ならば、誰でも党派色をおびていた。かたや宗教的な歴史家が

いれば、ここには無神論的な歴史家がいる。かたやプロテスタント的歴史家がいれば、カ

トリック的歴史家もいる。自由主義的な歴史家がいれば、他方では保守的な歴史家がいる。

あらゆる党派の歴史家がいた。だが、客観的で不偏不党で冷静沈着な歴史家はもうどこに

もいなかった。なんという著しい進歩だろう！」（「新しいドイツ歴史叙述の位置づけ」）。 

 歴史叙述をめぐる、こうした混沌たる状況の背後に、ジーベルはひとつの原因を見てい

る。それは「単純かつ徹底的な統治者と被治者との対立」である(SKS, 1: 350-3)。ジーベル

によれば、いかなる政体であれ、こうした対立は生じるものだ。だが、三月前期は政府側

の「官僚的閉鎖性」と人民の政治的未成熟によって、極度に政治的緊張が高まった時代で

あった。この意味で、ランケとシュロッサーは時代を代表する歴史家にちがいなかった。

前者が統治者の立場から外交史的な歴史を書き、後者は歴史をつねに人民の「平凡な道徳」

を通して眺めていたからである。 

 実際に当時の歴史家の一部にとって、歴史叙述と政治の関係は悩ましい問題であった。

歴史叙述を党派的目標に従属させることは、歴史学そのものを歪曲してしまうのではない

か。ランケや高弟ヴァイツは、歴史叙述が政治と無縁でありえないことをふまえつつも、

                                                   
179 「復古派」の代表格はプロイセンの「宮廷派」のゲルラッハ兄弟やラドヴィッツ、青年

期のビスマルクであり、彼らの要求が合理的な官僚行政と相容れなかったことはよく知ら

れている。 
180 U. Muhlack, Historie und Politik im Vormärz. in: N. Hammerstein, G. Walther (Hg.), 

U. Muhlack, Staatensystem und Geschichtsschreibung : Ausgewählte Aufsätze zu 

Humanismus und Historismus, Absolutiosmus und Aufklärung. Berlin 2006, S. 302-8. 
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歴史を党派的な主張の手段とする愚を繰り返し指摘した181。直接的な批判の対象となった

のは、シュロッサーと高弟ゲルヴィヌスやホイザーを典型とするハイデルベルク学派であ

る。ランケによれば、過去を過去として分析する歴史叙述を通じて政治家が、政治の前提

となる歴史的認識を得ることはありうるし、望ましいことでさえある。だが、歴史を素材

として政治家に教訓を垂れようとする歴史叙述は、客観的な認識を妨げる、有害な代物と

云うほかない。 

 しかし、三月前期の歴史家の圧倒的多数にとって――ランケやヴァイツによれば、彼ら

は「歴史家」とはいえないのかもしれないが――歴史叙述と政治との密着は、自明だった。

ハイデルベルク学派はその筆頭だが、ランケの高弟であるジーベルも、現代的関心（「道徳

的信条」）が歴史叙述に反映されることを歓迎した。とりわけ、「祖国愛」と「政治観」が

にじみ出ることは重要であり、有用でもある。実際、いわゆる「政治的歴史叙述」が歴史

学の発展を歪めることもなかった。党派的な主張をより強固により「客観的」に基礎づけ

るために、学的方法論への関心も高まるという現象が生じたからである182。「政治的歴史叙

述」の極北というべきドロイゼンは、組織的な史料編纂事業の推進者であり、ランケに劣

らぬ緻密な史料批判のひとであった183。それは、政治が歴史的であることを、歴史家が政

治的であることをまぬがれなかった時代。そして、そうであるがゆえに、古ぼけた、黴臭

い史料を漁るときでさえも、歴史家たちは独特の高揚感に満たされていたのである。 

 

(2)政治学と歴史学 

 その場は緊迫した雰囲気につつまれていた。一八三一年一月十三日、昨年末にゲッティ

ンゲンで発生した蜂起事件への対策を協議するため、王都ハノーファーでは国務会議が開

かれていた184。副王臨席のもと、政府関係者はゲッティンゲン大学評議会代表団から現地

情報と意見を聴取するものの、要領を得ない。そのとき、代表団のうちでも目立たない、

地味な風貌の男が訥々と思いつめた様子で、発言をはじめた。彼によれば、政府はただち

に数個聯隊を進軍させて断固たる意志を示すべきである。一般市民は、蜂起首謀者である

少数の大学講師と学生たちによって引きずられているだけであり、難なく進駐することが

できるはずであると。決して雄弁ではない。だが、毅然としたすがたに、その場の誰もが

                                                   
181 G. Waitz, Deutsche Historiker der Gegenwart: Briefe an den Herausgeber. T. 1-2. 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Bd. 5-6 (1846) 
182 U. Muhlack, Historie und Politik im Vormärz, S. 308-9, ders., Universalgeschichte 

und Nationalgeschichte: Deutsche Historiker des 18. und 19. Jahrhunderts und die 

“Scientific Community”. in: ebd. 
183 O. Hintze, Johann Gustav Droysen. in: G. Oestreich (Hg.), O. Hintze, Soziologie und 

Geschichte: Gesammelte Abhandlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der 

Geschichte. 2. erweit. Aufl. Göttingen 1964, S. 490-3. 
184 ゲッティンゲン蜂起については、東畑隆介「ハノーファー王国の憲法紛争」（同『ドイ

ツ自由主義序説』近代文藝社、一九九四年所収）が詳しい。 
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あっけにとられてしまう。そしてその意見のとおり、派遣された軍隊は抵抗を受けること

なくゲッティンゲンに入城し、首謀者たちは胡散霧消した。 

 この人物こそ、フリードリヒ・クリストフ・ダールマン（一七八五～一八六〇）である。

ダールマンは三月前期の自由派を代表する政治学者・歴史家であるとともに、政治家とし

ても同時代のドイツに大きな影響をおよぼした185。後述するようにハノーファー王国の憲

政改革の中心人物となった後、「ゲッティンゲン大学七教授事件」に際して「絶対主義」に

                                                   
185 ダールマン研究は十九世紀以来の蓄積があるので、ここでは代表的な文献に限って紹介

する。まず現在のところ、第一人者による評伝研究 W. Bleek, Friedrich Christoph 

Dahlmann: Eine Biographie. München 2010 が研究の到達点を示している。 

ダールマンの伝記にはほかに、浩瀚な A. Springer, Friedrich Christoph Dahlmann. 2 

Bde. Leipzig 1870-72 がある。こちらは未公刊書簡や建白書を多く引用するなど、史料集と

しての性格ももつため有用である。さらにダールマン自身による自伝草稿として、Springer

による伝記に収録されたもの（青年期までを扱う）と、より政治的経歴を扱う W. Bleek, D. 

Lüfling (Hg.), "Meinem edelen und mannhaften Freunde Jakob Grimm, dem Brüder 

Wilhelms, in Dank + Liebe gewidmet". Das Fragment einer politischen Autobiographie 

Friedrich Christoph Dahlmanns. in : Jahrbuch der Brüder Grimm-Gesellschaft. Bd. 3 

(1993)が公刊されている。本稿では、ダールマンの伝記的事実については以上の文献に拠る。 

 政治思想については、もともと主著『政治学』復刻版の序文として執筆されたふたつの

論文、W. Bleek, Friedrich Christoph Dahlmann und sein Werk über "Politik". in: ders. 

(Hg.), F. Ch. Dahlmann, Die Politik, auf den Grund und das Maaß der gegebenen 

Zustände zurückführt. Frankfurt am Main 1997, M. Riedel, Politik und Geschichte: F. C. 

Dahlmann und der Ausgang der Aristoteles-Tradition. in: ders., Metaphysik und 

Metapolitik: Studien zu Aristoteles und zur politischen Sprache der neuzeitlichen 

Philosophie. Frankfurt am Main 1975 がすばらしい。前者は『政治学』の成立事情・内容・

受容史・研究史を丁寧に解説し、後者は鮮やかな解釈によって政治学史のうえにダールマ

ンを位置づける。部分的にダールマンの政治思想をあつかう研究は数多いが、言うべきこ

とは両作でほとんど尽くされている。邦語では、東畑隆介「フリードリヒ・クリストフ・

ダールマンの政治思想」同『ドイツ自由主義史序説』所収、がある。 

 『政治学』を素材とする研究が過剰なまでに多いのに比して、歴史家としてのダールマ

ンを正面からあつかった研究は乏しい。そのなかでは、R. Hansen, Friedrich Christoph 

Dahlmann. in: H-U. Wehler (Hg.), Deutsche Historiker. Bd. 5（末川清訳、ライマー・ハ

ンゼン「フリードリヒ・クリストフ・ダールマン」（ドイツ現代史研究会編訳『ドイツの歴

史家（第一巻）』所収））が、ダールマンの歴史家としての業績を、政治思想をふまえたう

えで史学史の側から的確に評価している。K. D. Bracher, Altliberalismus : Politik und 

Geschichte bei Dahlmann. in: ders., Das deutsche Dilemma : Leidenswege der 

politischen Emanzipation. München 1971 は、ダールマンにおける政治学と歴史学との関

係を主題に据えているものの、歴史叙述への本格的な分析を欠いているのが残念。H. 

Christern, Friedrich Christoph Dahlmanns politische Entwicklung bis 1848 : Ein 

Beitrag zur Geschichte des deutschen Liberalismus. Leipzig 1921 は古い研究であるため

に乗り越えられた部分も多いが、ダールマンのデンマーク史観を詳細に分析した、すぐれ

た研究である。 

 個別論点に関する研究についてはその都度言及するが、生誕二〇〇周年を記念する論文

集、W. P. Bürklin, W. Kaltefleiter (Hg.), Freiheit verpflichtet: Gedanken zum 200. 

Geburtstag von Friedrich Christoph Dahlmann. Kiel 1985 からはダールマンの多様な側

面が明らかとなる。 
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対する不屈の抵抗者としての名声を獲得、三月革命のときには立憲派議員の領袖として活

躍することとなる。実践にたずさわるときも、ダールマンにとって政治と歴史はつねに不

可分のものであった。「憲法」こそが革命を回避するうえで決定的な役割を果たすだろう。

それが長年の歴史研究から得た教訓であるとともに終生変わらない信念となった。 

 三月前期の多くの自由派知識人とおなじように、ダールマンもフランス革命当初の世論

の高揚を体験していない。ダールマンは北海沿岸の小都市ヴィスマール（当時スウェーデ

ン領）の富裕市民の家に生まれ育った。ものごころついたとき、目の当たりにしたのは、

フランス全土に荒れ狂う恐怖政治の嵐だった。青年時代に刻印されたのは「おそろしく耐

え難い」ナポレオン帝国の支配だった。つまり、ダールマンにとって、フランス革命とは

「あらゆるものを絶え間なく呑み込もうとする」「ヒドラ」であった186。それは、カール大

帝の治世以来保たれてきた「国家維持の基礎」の破壊にほかならなかった。「はげしい嵐が

諸国民のうえに吹き荒れた。欧州の生活の千年の基礎は粉砕され、より多くの古きものが

日々、崩れ去っていったのである」。 

 青春に重くのしかかる革命から彼を救ったのは古典の世界だった187。「古代と古典作家に

対する深い畏敬の念」を少年時からもちつづけたダールマンは、「専門分野をはるかに超え

て輝きわたる」古典文献学者アウグスト・ヴォルフと運命的な出会いを果たすこととなる188。

十九世紀初頭における文献学の革新者、ヴォルフの薫陶によって、ダールマンは史料批判

を会得するのである。ヘロドトスが、トゥキュディデスが、悲劇作家たちが、ナポレオン

による支配という「現実の抑圧」と、故郷での鬱屈した日々を忘れさせてくれた。ダール

マンはその後、文献学の考証論文によって、学位と教授資格を取得している。 

 キール大学に員外教授として着任すると、ダールマンは古典文献学の枠を超えた歴史学

一般により関心を抱くようになる。たしかにキール時代においても古典ギリシアを題材と

する考証論文をひきつづき発表したものの、次第にデンマーク史・ドイツ史・近代史とい

った領域に重点が移ってゆく189。ダールマンにとって近代史の魅力とはなによりも、それ

                                                   
186 A. Springer, Dahlmann. Bd. 1, S. 455, C. Varrentrapp (Hg.), F. C. Dahlmann's Kleine 

Schriften und Reden. Stuttgart 1886, S. 7-9, 29. 
187 A. Springer, Dahlmann. Bd. 1, S. 450, 452, 455. 
188 ヴォルフの業績の簡潔な紹介は、A. Horstmann, Die “Klassische Philologie” zwischen 

Humanismus und Historismus: Friedrich August Wolf und die Begründung der 

modernen Altertumswissenschaft. in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. Bd. 1 

(1978)を、史学史における位置づけは U. Muhlack, Historie und Philologie. in: ders., 

Staatensystem und Geschichtsschreibung, S. 168-70 を参照。 
189 ダールマンの歴史観については、他に本節(3)も参照せよ。 

歴史学研究の分野におけるダールマンの業績については、ハンゼン「ダールマン」三〇

頁以下、W. Bleek, Dahlmann, S. 51-72, A. Springer, Dahlmann. Bd. 1, S. 65ff., 183-212

が詳しい。 

比較されるべきドロイゼンの歴史観については第三章第一節(2)、ジーベルの歴史観につ

いては、第四章第一節(2)を参照せよ。 
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が歴史学であると同時に「政治学」でありうるということだった。とりわけ、ナポレオン

戦争が終結し、「憲法」や議会制をめぐる政治的議論が活発になるにつれて、ますますダー

ルマンは政治に惹きつけられる。「私の考えは、歴史を教えるのみならず、同時に政治学を」

教えることにある。「もちろん理論に則してではなく、いかに国家学の最重要課題が実践に

おいて解決されてきたかということを示したい」。というのも「国家学の諸法則への実践的

手引として」、「最近三世紀間の歴史ほど適した素材は存在しない」のだから190。 

 それゆえ一八三〇年にゲッティンゲン大学教授として招聘されたとき、ドイツにおける

政治学史の伝統の正嫡とみなされたことを、ダールマンは誇らしく思ったにちがいない191。

十八世紀前半以来、ゲッティンゲン大学はとりわけ歴史学を基礎とする法学や政治学によ

って隆盛を誇った。「学問の第一人者たちがそこには集められ、彼らはもっとも多く真の国

家生活を保っている英国を手本とした」。ダールマンの歴史学観は両義的で、ある意味、曖

昧でもある。というのも、一面ではヴォルフの薫陶によって古典文献学の伝統――史料批

判を第一義とする――を継承したが、歴史叙述の目的自体は、あくまで実践へと向けられ

ていたからである。史料批判を用いた緻密な歴史解釈を前面に押し出す一方で、一般的な

史学史から抹殺された史論的伝統――ダールマンは、シュレーツァー、ユストゥス・メー

ザー、そしてヨハネス・フォン・ミュラーの著作を愛読した――にも忠実でありつづけた192。 

 このように政治学と歴史学を一体として捉える視点は、ダールマンの国家観にも反映し

ている。ダールマンは『キール公論』に掲載された政論「憲法についての小論」（一八一五

年、以下「憲法論」）や、ゲッティンゲン時代の政治学講義をもとにした体系的主著『政治

学』（一八三五年）において独自の国家論を展開しているが、そこで目を引くのが「身体」

の比喩である。「国家」とはいわば「有機的身体」であり、「健康な部分が勝ることによっ

て病気を克服する」のである。「身体は青年なのに容姿を少年にとどめておくことはできな

い。ましてや少年の感覚をとどめておくことはできない。各民族 Volk もまたそれぞれの年

代をも」つが、「恣意的にひとつの年代をあらゆる時期にあてはめることはできない」ので

ある。「国体」Volkskörper の「四肢」と「形式はうつりかわり、保持してきた古き形式さ

えも異なるかたちで作用する。なぜなら、そのなかで動くものがもはや同一ではないから

である」(DaP:§2, 139, 230)。「国家は、必要から生じた発明品でも、人工的に制作された

                                                   
190 A. Springer, Dahlmann. Bd. 1, S. 73-4. 
191 十九世紀ドイツにおける政治学の諸潮流については、W. Bleek, Deutsche 

Staatswissenschaften im 19. Jahrhundert: Disziplitnäre Ausdifferenzierung und 

Spiegelung monderner Staatlichkeit. in: E. Holtmann (Hg.), Staatsentwicklung und 

Policyforschung: Politikwissenschaftliche Analysen der Staatstätigkeit. Wiesbaden 

2004 が参考になる。より通史的な著作としては ders., Geschichte der Politikwissenschaft 

in Deutschland. München 2001 がある。 
192 A. Springer, Dahlmann. Bd. 1, S. 72-3. 

また、政論「政治的苦境」においても、ミュラーの『諸侯同盟史』を肯定的に引用して

いる(DaKS: 161-2)。 
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発明品 Erfindung でもない。株式組合でも機械でもない。自由な自然人から生ずる契約の

産物でも、必要悪でも、時間の経過によって癒されるべき人類の欠陥でもない」。それはつ

ねに流動する生き物にほかならない。 

 この点で「家族」Familie・「民族193」Volk・「国家」Staat の相互関係は興味ぶかい。 

 まず「家族」は「国家」と「民族」の最小単位を構成する要素として、決定的な重要性

を付与される。「家族」は物質生活を営むとともに、「公の習俗」の基盤、「教育」Erziehung

と「宗教」教育を担うこととなる(DaP:§261-2, 290)194。「家族」の中核は「結婚」Ehe で

ある。「国家が家族に由来するように、あらゆる人間の陶冶は結婚に由来する。結婚こそが

公民を善く偉大なものにするあらゆるものの条件なのである」。「結婚」は「教育」と「家

政」（ひいては「国民経済」）の基礎であるがゆえに、「結婚無きところに教育は存在しない。

初等・中等教育 Unterricht も稀となろう」。子供は「家族の善意に満ちた暖かさ」、とりわ

け母親のぬくもりに抱かれてこそ健全に育ちうるのである。プラトンやフィヒテの入り込

む余地はない195。 

 さらに「家族」とは政治社会の原型そのもの、つまりはミクロコスモスにほかならない

                                                   
193 ダールマンの Volk 概念は多義的なので注意が必要である。ダールマンの Volk 概念には

以下の四つの意味が込められている。 

①「統治」Regierung に対置される被治者という「人民」の意味。 

②ある歴史的な共同体に属する集団する「民族」の意味。例：「民族精神」Volksgeist 

③「国家的動物」としてアリストテレス的意味での「政治社会」を構成する「公民」の意

味。例：Volksfreiheit「政治的自由」 

④政治共同体に属する構成員全体としての「国民」の意味。 

本稿では便宜上、文脈に則して Volk 概念を訳し分けることとする。 
194 ダールマンは「教育」Erziehung、「初等・中等教育」Unterricht、「陶冶」Bildung の

概念を厳密に区別している。「教育」は躾も含めた全人格的な養育、「初等・中等教育」は

ギムナジウムまでの学校や家庭教師による授業、「陶冶」はおもに大学での勉学と学生を終

えた後の修養（生涯学習）を内容とする。 
195 「家族」、とりわけ母親の存在を「教育」に不可欠とみなす観点から、スパルタの政体

やプラトン、フィヒテに典型的な国家統制的な教育が徹底的に批判されることとなる。 

プラトンの国家論（主に『国家』が念頭に置かれている）は「人間本性の強さ」を過度

に信頼しており、「現実の生」から遊離した「道徳論」にすぎない。ダールマンによればプ

ラトンの教説は、法がつねに「正しい法」でなければならない、「道徳」は「信条」Gesinnung

を、「法」は「遂行」をともなってこそ有効であるといった真理を含んでいるものの、「い

くつかの自然法則」にさえ反しており、とりわけ「家族」の自律性を否定した点で完全に

誤っている(DaP:§210-1, 214-5, 261)。 

子供を親元から引き離して国家が養育すべきとするフィヒテの議論（『ドイツ国民に告ぐ』

における教育論）は「公民の最良の部分を害」しているといわざるをえない。いかなる国

家も「自己決定による素質と選択を考慮せずに」「好みのままに子供を教育する」権限はも

たないのである。「良識は我々に対して、国家に魂を売り渡すことを禁じている」(DaP:§

268)。なお、フィヒテの国家論・教育論について詳しくは、拙稿「幻影の共和国――J. G. 

フィヒテ、『二十二世紀』からの挑戦」、『国家学会雑誌』第一二三巻三・四号（二〇一

〇年）を参照。 
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(DaP:§3, 6, 261)。「原家族 Urfamilie は原国家 Urstaat である。あらゆる家族を独立して

みるならば、それは国家にちがいない」。「家族」において、血縁共同体と「家長」を頂点

とする政治秩序は完全に重なり合っているのであり、この意味で「独立して見た場合、家

族は完全な意味において民族であると同時に国家である」。「婚姻関係を基本法とする〔家

族という〕小国家は自由人の自由人に対する関係を示しており、完全な結束力を備えてい

る。男性には支配と立法の、女性には行政 Verwaltung の役割が付与される。子供たちにお

いてさえも、年齢と成長に応じた自由が尊重される。彼らは人生のいかなる段階にあろう

とも単なる物 Sache としてあつかわれることはない」のである196。こうした「小国家」た

る「家族」が集住することによって、血縁共同体としての「民族」が形成されてくる。 

 だが、ダールマンは「民族」と「国家」を直接むすびつけることを慎重に避けている。

つまり、「国家」の本質を「血縁的な民族の性質」ではなく「地縁的な共生」にみるのであ

る(DaP:§6, 7, 66, 207)。「陶冶」と「造形芸術」の発展にともなって「原初的血縁関係」

は後景に退き、「地縁にもとづく祖国愛 Vaterlandsliebe」が前面にあらわれる。それゆえ、

「国家」の成熟とともに「民族」は「血縁」的なものから「地縁」を基盤とする「公民」

へと変わってゆく197。政治社会を構成する「公民」Volk とは、「必然性をもって共属する人

間集団」、言い換えるならば「信条の共同体」Gemeinwesen der Gesinnung にほかならな

い。それでも「民族」が政治社会の安定を支える要素であることは疑いない。「国家」は「単

なる民族の形式」ではないにせよ、「国家を民族意識において完成させることが課題」とな

ろう。 

 ダールマンが「国家」を「根源的秩序」「人類の財産」「必然的な状態」、さらに「始原的」

とよぶとき、念頭に置いているのはアリストテレスである(DaP:§2-5, 210, 217-8, 220-1)198。

                                                   
196 ダールマンの「家族」観は、身分制社会で支配的だった「家」Haus ではなく、夫婦と

子供を中核とするビーダーマイヤー的家族像に傾斜していたと思われる。すでに述べたよ

うにダールマンは、親の子供に対する無償の愛情（「家族の善意に満ちた暖かさ」）、とりわ

け母親の母性を自明の前提としていたからである。いかに外的生活では不徳な人物であろ

うとも、「家長」としては「息子がより善き人間」になるようにと「利己的な打算」と「利

己心を捨てて」養育するとされている(DaP:§268)。また、ダールマン自身の家庭生活も典

型的なビーダーマイヤー風だったという（W. Bleek, Dahlmann, S. 111ff.）。 
197 したがって、「国家」の本質を「地縁的共生」にみるダールマンは、ひとつの「民族」

がひとつの「国家」を形成すべきとする見解を退ける。ただし、複数の「民族」が混合し

た後に地縁的な「祖国愛」を紐帯とする「公民」が形成されることを念頭においているの

であって、現代政治思想における多文化主義とはまったく異なり、国民国家を否定しない。

ダールマンが例として挙げるのは、「アッティカ民族」と英国（「ブリトン人、ローマ人、

サクソン人、ノルマン人」の混合）である。アテナイとローマは「移住」によって、英国

は「度重なる征服」によって「民族混淆」がなされたと説明される(DaP:§72)。 
198 もちろん、個々の論点についてダールマンはアリストテレスを批判することもある。典

型例としては、奴隷制擁護への反論(DaP:§217)である。 

 こうしたアリストテレス的伝統をもっとも強調するのが、Riedelの研究である（M. Riedel, 

Geschichte und Politik, S. 325-7）。さらに Riedel はアリストテレス的国家観（「政治社会」
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「人間はその本性において国家的動物である」199。アリストテレスはなによりも「人間本

性の強さと弱さ」に着目し、歴史的基礎のうえに立つ国家論を展開した。彼はつねに「自

然の根拠」を尊重し、プラトンのように「家族制度を動揺させることはなかった。国家統

制経済 Staatswirtschaft ではなく家政 Hauswirtschaft を尊重した。そこでは夫が稼ぎ、妻

が秩序を保つ」。「峻厳なギリシア主義」という欠点はあるものの、「アリストテレス国家論」

こそが「我々にとって政治学の沃野」であることにかわりはない。 

 それでもキリスト教登場によって、「国家」が強制を通じて保証すべき「法状態」

rechtlicher Zustand と、「国家による規制」のおよばない「道徳」Sittlichkeit（「道徳律」・

「倫理的関係」）とは決定的に分裂することとなった(DaP:§8, 10, 69, 84, 221)。それゆえ、

宗教改革以降の時代における「政治学」の課題は「道徳」と「法」、「内面的自由の法則」

と「外的強制」をいかに調和させるかにある(DaP:§8, 9, 11, 226, 231, 259)。敬虔なキリス

ト教徒でなかったがゆえに「キリスト教世界の最重要の真理」を見抜いたヒュームによれ

ば、「法の本来的な源泉」は「類の習俗〔道徳〕」Sitte der Gattung、すなわち「倫理的関

係」（「公の習俗」）である。「あらゆる政体は究極的には国家の習俗に従属する」。また、「道

徳律」を支える「信条」Gesinnung は「あらゆる善の源泉」であるがゆえに、「信条」を養

う「公民の陶冶」Volksbildung は「国民精神」のありようを左右することとなる。「国家の

定立する法制度の効力は教育制度にかかっている」(DaP:§259)。「政治学」の目的とは、「習

俗」と「信条」を基盤とする「倫理的関係」を「解明」することではなく、所与の状態を

「承認」することにある。それは法と道徳の衝突を緩和する制度設計にほかならない200。

したがって「善き国家」は、「私法」によって「家族」の自立性を守ると同時に、「共通善」

のために「国法」（「公法」）を通じて市民の活動を制限することとなろう。 

                                                                                                                                                     

としての国家）が、ランケやジーベルら、十九世紀のドイツ歴史家・政治学者たちにも広

く共有されていたと指摘している（M. Riedel, Der Staatsbegriff der deutschen 

Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts in seinem Verhältnis zur 

klassische-politischen Philosophie. in: Der Staat. Bd. 2/1 (1963)）。  
199 「国家」を「始原的」な「根源的秩序」とみるダールマンが自然状態論に懐疑的だとし

ても異とするにたりない(DaP:§1, 4, 5)。自然状態論は「国家の意識的な欠如」を論ずるた

めの「証明の補助」としては役立つかもしれないが、人間本性の「非社交性・社交性・無

関心」などを措定する論法は、「国家」を「人間の恣意の被造物」とみる誤謬を招いてしま

う。たとえば、ロックの『統治二論』における自然法論に対してもダールマンは皮肉って

いる。ロックの「自然状態」は「あまりに快適な自由と平等」に満ちているので、「なぜ人

類が自発的に共同体の自由意志にしたがって国家権力を設立したのか、よくわからない」

と(DaP:§230)。 
200 それゆえ「古代の流儀」にしたがって「国家を最高目的として設定した」マキアヴェッ

リはダールマンに退けられることとなろう。「国家の最高属性」を「権力」Macht に定める

マキアヴェッリの著作を読むことで「国家の道を一貫して私法の枠組で捉えようとする弱

気を忘れることができるかもしれない」。だが、マキアヴェッリの教説は本質的に「転覆」

であり、「疑わしい外的成功」のかわりに事態の本質の「悪化」をもたらすだろう(DaP:§

228)。 
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 では、ナポレオン戦争終結後のドイツにおいて具体的にはいかなる「善き国家」があり

えるのだろうか。終戦直後の「ワーテルロー演説」（一八一五年）や「憲法論」で繰り返し

表明されるように、ダールマンの回答は明快である(DaKS: 8, 9-10, 18ff., 24)。それは「阻

害されてきた民族精神 Volksgeist」、すなわち議会制と「憲法201」Verfassung の復活にほか

ならない。 

 

善き君主はおのずから民の福祉のみを願うものだ。また、あらゆる目的のうち、もっと

もうつくしいこの目的に資する権力以外の権力を、君主が求めることはない。また、そ

のような権利もない。さもなくば、神が支配者に、不法行為のための権利を授けたと仮

定せねばならなくなってしまう。民に権利を与えるためには、必ずその声を聞かねばな

るまい。無知蒙昧で目先の利益ならば何でも追いかける群衆の不毛なわめき声ではなく、

理性と固有性が反映された、言語を介した意見 Sprache に耳を傾けねばなるまい。あら

ゆる憲法は――もっとも洗練されていないものであっても――民の声を望んでいる。公

民の最良の部分に意見を述べさせることこそが、憲法の技巧というべきものであろう。

（「憲法論」）(DaKS: 18) 

 

「欧州における国家の仕組みは政治的自由 Volksfreiheit と憲法にもとづいている」がゆえ

に、「民族精神が問われ尊重されるまで、善き国制の光が差し込んで官房の貧しい灯りを覆

い尽くすまで、平和な時代がおとずれることはないだろう」。立憲制導入をとりあえず約し

たドイツ連盟規約第十三条は、ダールマンの目には「かの多くの君主たちの輝かしい会議

〔ウィーン会議〕の真に美しく喜ばしい収穫」と映ったのである(DaKS: 33)。そしてカー

ルスバート決議は彼に失望と怒りをもたらした。 

 ダールマンによれば、「憲法」は「歴史的基礎」を踏まえることではじめて機能する(DaP:

§12, DaKS: 8, 26-7)。「あるべき善き国家を時代と場所を考慮せずに定立する観念論者

Idealist は、自分で作った謎を解いているようなものだ」。この「歴史的基礎」とは「身分

制」Stände の伝統である。「身分制は国体の四肢のようなものである。どれひとつとって

も他の部分と同じものや一方的に従属する部分はない。いずれの身分もその本性によって

各々の権利を割り当てられている」。「野蛮だとかゴシック的だとか現在罵られているわれ

                                                   
201 通例、Verfassung の語には公法のひとつとしての「憲法」の意味と、狭義の公法の枠

組を超えた政治社会全体の仕組みとしての「国制」の意味がある。三月前期においてはふ

たつの意味は完全に切り離されてはおらず、どちらの意味に比重を置くかは論者によって

異なっていた。たとえばペーリッツやロテックの Verfassung 概念は公法的な「憲法」に接

近するのに対して、メッテルニヒやシュタイン、ニーブーアなどはより広義の「国制」の

意味で用いている。ダールマンの Verfassung 概念はふたつの意味が込められており、文脈

によって異なってくる。本稿では便宜上、文脈によって訳し分けることとするが、両方の

意味が重複する場合は「憲法」の訳語を選択した。 
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らの古き国制〔等族議会〕」はまさに「民族の生」Volksleben から生じたのである。「欧州

諸国民の基本区分としての諸身分――王権、貴族、聖職者、多様な市民身分、農民――は、

あるときは散り散りになり、あるときは混ざり合い、またあるときは隣り合って次々に展

開してきた」。「諸身分のうちいずれかひとつが欠けたとしても、国制を不完全なものにし

てしまうし、遅かれ早かれ切実にそう感じられるようになるだろう」。 

 ただしダールマンは「歴史的基礎」を強調することで他国との比較を閉ざしはしない。「身

分制」はむしろ他国との比較、そして他国――英国はここで特権的な位置を占めることと

なろう――をモデルにした改革を可能にする道具立てなのである(DaKS: 18, 25-7, 33-4)。

「諸身分すべてが我々欧州の国家生活にとって本質的」だからである。「近年の欧州は個々

の国民のあらゆる多様性にもかかわらず共通の根本性格をもつ。それゆえに類似の憲法を

採用することができるのである」。欧州史揺籃の地であり、諸国――デンマーク、スウェー

デン、英国、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン公国――が入り乱れる北欧に育ったダール

マンにとって、それは自然な確信だった。しかも、諸身分はもはや以前のようにお互いに

排他的な関係にはない。「とりわけ現代を特徴づけるのは、長い諍いの後でついに多様な諸

身分が普遍的な人間性という確かな感情と均衡したことである」。「はじめは酷く不純にさ

れ、その後完全に失われた人間社会の基本法」としての議会制が「再発見」されるべきは

今である。 

 こうした信念は、実践に裏づけられたものでもあった。キール大学着任後まもなく、ダ

ールマンは、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン両公国における高位聖職者・騎士等族の常

任代表団秘書官を引き受けている202。両公国の等族はすでに等族議会（領邦議会）を通じ

た政治参加の権利を失っていたが、課税や領主裁判にかかわる特権はいまだ保持していた。

秘書官の役目は主として、特権に関連する文書の管理であり、要は等族層の利益代表者で

あった。母方の家系が代々つとめていたこともあり、ダールマン自身も秘書官として精力

的に活動している。 

しかし、ダールマンはむしろ、等族の利益代表という線をはるかに越え、等族議会を通

じた政治参加、いわば古き「国制」（「憲法」）の復活を訴えかけてゆく。「まったく新しい

ものではなく、〔歴史的基礎のうえに〕革新された事物の秩序こそが、ここでは問題となる

のだ」203。「時代がそこかしこで何か取り去ろうとも、古来の権利にひそむ普遍的なるもの

                                                   
202 キール時代の政治活動について詳しくは、W. Bleek, Dahlmann, S. 73ff.を参照せよ。ダ

ールマンが当時の身分制構造のなかでいかなる具体的な議会像を構想していたかは、本章

二節(2)で明らかにする。 

 なお、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題におけるダールマンの位置づけを分析した

研究としては、A. Scharff, F. Ch. Dahlmann: Leistung und Bedeutung für Universität 

und Land. in: Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Bd. 90 (1965)などがあ

る。 
203 C. Varrentrap (Hg.), F. Ch. Dahlmann, Politische Erstlingsschrift über die letzten 
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は、おそらく、諸国民の福祉にいたる最も確実な道をつねに指し示してくれることだろう」。

そして、復活するべき議会は特権層のみならず、興隆してきた市民層にも門戸を開くもの

でなければならないはずだ。ダールマンは、自分がそうした「全体」利益の体現者である

と、固く信じた。「私は市民層に属する人間でして、それ以外のものであろうとは思ってい

ません。私は、〔身分利害を超えた〕全体に誠実に尽くす人物であるとされています。不偏

不党の中庸の立場に私が立つことで、しばしば〔諸党派の〕統一を保つことに成功するの

です」。無論、こうした実践活動は、政治的迫害の危険と背中合わせである。だが、伯父の

イェンゼン――前任の秘書官であり、幼時から何かと目をかけてくれていた――から政治

的発言を控えるよう忠告されても、ダールマンは動じない。「この事柄全体をなあなあです

ませるなどということは、私には到底できません。そうするには、これはあまりに重要な

ことだからです」。伯父との関係は断絶した。ダールマンは、みずからの「政治学」に忠実

でありつづけた204。 

 「政治学」にとって「歴史的基礎」をふまえるとは、時代から「課題」を「受け取る」

ことを意味する(DaP:§12-3, DaKS: 313-4)。およそ、「歴史的基礎」を前提としない国制が

長期間、存続してゆくことはありえない。かの偉大な古代の立法者たちの仕事もまた、「歴

史的基礎」無しには考えられないものであった。 

 

というのも、善き国制を与えるなど、厳密な意味において、本来的におよそ不可能なこ

とだからである。かのモーゼ、リュクルゴス、ソロンでさえ、本来的にはそのようなも

                                                                                                                                                     

Schicksale der deutschen Unterthanen Dänemarks und ihre Hoffnungen von der 

Zukunft: Im März 1814. in: Zeitschrift für Schleswig-Holstein-Lauenburgische 

Geschichte. Bd. 17 (1887), S. 56. 
204 A. Springer, Dahlmann. Bd. 1, S. 104, 131. 

 ダールマンがデンマーク政府に対して、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン両公国の国制

上の独立性を主張するとき、高位聖職者・騎士社団の特権、とりわけ課税承認権を援用し

た。だが、この事実から、ダールマンが特権社団の利益代弁者であったと結論するのは、

理解を誤ることとなる。たしかに騎士社団の課税承認権が論拠として用いられているもの

の、それはダールマンにとって、両公国共同憲法に到達するための足がかりにすぎなかっ

た。課税承認権を特権層にのみ限定することがいかに時代遅れであるか、私信でも、常任

代表団宛の建白書でも、たびたび指摘している。「この邦で何かが生じるためには、古き権

利は必要不可欠なのです」。「土地所有層〔騎士社団〕が課税承認権を万一、将来において

単独で行使しようとするなどとは、おそらく誰も考えていませんし、まったく考えられな

いことでもあります。しかし、私の考えでは、今のところは危険を犯してでも、土地所有

層が課税承認権を単独で用いねばなりません。将来、邦全体に課税承認権を確保するため

にです」（ebd., S. 138-9, 142-3）。 

 なお、キール時代のダールマンの政論において、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン両公

国のドイツ性をめぐる議論は重要な位置を占めている。両公国があくまで不可分一体でド

イツ文化圏に属するという議論は、表面的には以上のごとき特権擁護論とも関連している。

だが、その深層には、ダールマン特有の「ドイツ国民」意識が潜んでいるのである。この

点に関しては、本章三節(2)で扱う。 
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のを与えなどしなかった。彼らはまったくの無から創造したわけではない。彼らは深く

個々の民族の固有性と歴史に沈潜し、現代の要求を過去に照らして判断し、以前の状態

では不完全にとどまっていた要素を――多かれ少なかれ幸運によって――補充し、発展

へのあらゆる障害をとりのぞいたのである。自分で案出したものではなく、民族固有の

本性と最良の個性にむすびついたものを創出したのである。この謙虚な方法によって、

古代の立法者たちはみずからの名声を永遠のものとし、後代数世紀にわたって感謝の記

憶を植えつけることに成功した。近代において幸福をもたらす立法者として、人類の医

者として登場した人々もまた、同様のことを行なったのである。（「憲法論」）(DaKS: 65) 

 

政治学は、患者の状態を観察して病状に適した治療を施す「医術」と本質において共通し

ている。「政治学が教え豊かであるためには課題を選ぶのではなく、受け取らねばならない。

時間と空間とのせめぎあいの中で、人間の内に潜む治癒力と病気――物質界では災い、道

徳界では悪とよばれる――との深い絡み合いから課題はあらわれてくる」。つまり「政治学

は医術である。健康を与えるからではない。病気の原因を発見して、しばしばそれを減少

させるがゆえに、政治学は医術なのである」。ダールマンにとって、従来のドイツの「行政

学的」・「官房学的」学問は「政治学」の名に値しないものであった。国家における「善」

を積み重ねて「進歩」Fortschritt を達成してゆくこと。たしかに現実に存在するものはつ

ねに不完全にはちがいない。だからこそ、たどりつけるかぎりの「成功」を積み重ねるこ

とにこそ「進歩」があるのである。それが「政治社会における自由」なのだ。それは学問

の領域にとどまらない、ひとつの信念であった。 

 

(3)「改革」の革命史 

 一八三二年五月二十七日、プファルツの古城ハンバッハで「ドイツ人の国民的祝祭」が

催された。各邦から三万人以上の参加者が集まり、人民主権や共和国の理念、ドイツ統一

と諸民族の解放が宣言された。ハンバッハ祭は、七月革命に刺激されたドイツの反政府運

動のなかでも際立った位置を占めている。邦政府に対する散発的な抵抗とは異なり、なに

よりも「ドイツ人の国民的祝祭」として企図され、ドイツ全体を対象としていたからであ

る。さらに、参加層は一部の急進的な知識人や学生にとどまらず、「中間層」から手工業者・

小商人、農民にまで広がっていた。当然、メッテルニヒはこの事件に対して嫌悪を隠さな

かった。祝祭の急進性を警戒したメッテルニヒは、この後、連盟議会に呼びかけて抵抗運

動の弾圧に乗りだすこととなる。第一の標的となったのは、ハンバッハ祭の主宰者ヴィル

トやジーベンプファイファー、さらにはハイネやベルネといった「青年ドイツ派」の急進

的な文筆家たちだった。 

 ただし、急進的な反政府運動を警戒したのは、保守的な統治層にかぎられなかった。自

由派の知識人たちは急進派を不信のまなざしで眺めた。たしかに「保守抵抗派」こそが最
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大の敵であるにせよ、我々は「権利と法律の制約」を無視する「秩序転覆派」（「急進派」・

「共和派」・「革命派」）とも一線を画さねばならない（ロテック）205。ロテックはハンバハ

祭を嫌悪した。ゲルヴィヌスは、「青年ドイツ派」の文士、ベルネの過激な政論を痛烈に批

判している。「ベルネは愛の王国を築こうとして、憎悪と復讐心と盲目的な情念に沸き立ち、

暗殺さえも是認する。利己主義を否定しようとして、いたるところで虚栄心、嫉妬、金銭

欲をちらつかせている」（「ベルネの『パリ書簡』」）。プフィツァーによれば、「自由主義」

は決して「革命的」ではない。「解放戦争」時の「愛国心」にみられたように、それはつね

に「政治社会の有機性」を尊重するからだ。「道徳律」に反する「無制限で恣意的な多数者

の支配」とは相容れないのだ。 

 ペーリッツによる「三つの政治体系」の定式は、こうした自由派の政治姿勢をよくあら

わしている206。まず、「国家の内的生と有機体全体の暴力的かつ突然の変革」をめざす「革

命の体系」と、「かつて存在したもの、あるいは現存しているもののみを唯一妥当すべき」

とみなす「反動の体系」は退けられねばならない。自由派にとっては、「哲学」と「歴史」

を「理論において和解・均衡させ、国家生活の現実において結合」する中庸の立場、すな

わち「改革 Reform の体系」こそが望ましい。人類の「より善き方向への際限なき進歩」を

信じ、「法の支配という理性によって命じられた理想」へと――「それまでの民族・国家生

活の歴史的基盤」のうえに立ちながら――「漸進的」に近づいてゆくこと。国家生活にお

いては、人間の「進歩」を信じ、「理想というエーテルの高み」からではなく、「歴史的基

礎」に立って「改革」してゆかねばならないのである。 

 自由派の多くが直接政権運営にたずさわる機会をもたなかったのに対して、幸いにもダ

ールマンはみずからの「改革」政治構想を実現する機会を得た。ゲッティンゲン蜂起の際、

決然たる姿勢を政府に印象づけたダールマンは、ハノーファー王国憲法起草を一任される

こととなった207。無論、ダールマンが「革命」を是認することはない。 

 

革命的感覚は、各地で受け継がれてきた習俗ならば何でも検討無しに崇め奉る態度と同

じくらい、祖国愛 Vaterlandsliebe からかけ離れている。祖国愛は地縁に基づく。地縁

とは人間の揺りかごとでもいうべきものなのである。〔中略〕革命的感覚は悟性にその

浅い根を張るのであり、家族も故郷ももつことはない。この感覚にとっては〔革命とい

                                                   
205 K. v. Rotteck, Bewegungspartei, S. 506-7, G. G. Gervinus, Ueber Börne’s Briefe aus 

Paris. in: ders. Gesammelte kleine historische Schriften, S. 387-9, 407-10, P. Pfizer, 

Liberalismus, S. 523-5, 527-8. 

 また、村岡晢「『ハンバハ祭』とハインリヒ・フォン・ガーゲルン」同『近代ドイツの精

神と歴史』（創文社、一九八一年）所収、南直人「ドイツ『初期』自由主義とその社会的基

盤：ハンバッハ祭を中心に」『西洋史学』第一四一巻（一九八六年）も参照。 
206 K. H. L. Pölitz, Die drei politischen Systeme der neueren Zeit, S. 2-5, 12. 
207 政治家としてのダールマンの活動については、W. Bleek, Dahlmann, S. 109ff.が詳しい。 
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う〕大業だけが意味あることなのである。この感覚は世紀の大変革だけを考えている。

だが、近しい故郷の幸福と習俗が激変の犠牲となるかどうかなど、まったく気にもとめ

ないのだ。（『政治学』）(DaP:§207) 

 

蜂起事件首謀者の恩赦問題をめぐる演説――ダールマンは憲法公布（一八三三年）の後、

しばらくは大学代表の下院議員として活動した――でも、「改革」姿勢は鮮明である。左派

議員のみならず穏健自由派の議員までも恩赦に賛成するなか、彼は反対論を展開した。「自

分たちで支配権を荒々しく破壊しておきながら、下層民が我々の所有権、我々の所有権の

アリストクラシーを尊重してくれるなどと望むのはまったく馬鹿げている」。「私は政治を

道徳と切り離して考察することなどできない」。もし「政治」と「道徳」が別々のものだと

すれば、「私は国家を人類の腐敗を招く発明品とみなすことだろう」208。 

 このように「改革」を根本の政治綱領とする自由派の歴史家たちにとって、フランス革

命史は魅力的であると同時に扱いのむずかしい研究対象だった。 

 フランス革命史とはドイツ知識人にとって、同時代史を意味した。ペーリッツによれば、

「欧州で最高に文明化された王国」で勃発したフランス革命は、「古代」以来の諸革命とは

まったく異なる性格をもつ。それは政体の変革にとどまらず、「それまでの内的国家生活の

あらゆる基礎」を破壊し、新たに国家を創設したからである。つまり、それは「絶対主義

の転換点、そして立憲政のはじまり」にちがいなかった（『立憲国家の教養層のための国家

学講義』）209。その意味で、フランス革命は十九世紀の真の出発点を意味していたのである。

また三月前期のドイツでは、ミニェの作品を筆頭としたフランス作家の革命史論はただち

にドイツ内で書評、あるいは翻訳された。こうした翻訳熱も同時代におけるフランス革命

への高い関心をよくあらわしている。 

 だが、歴史家自身がいまだにフランス革命という対象の影響下にあるのならば、その「客

観的」叙述は困難とならざるをえない210。復旧期にあってはむしろ革命と距離をとった叙

述が芽生えたが、自由派と保守派の対立が激化した三月前期のフランス革命史叙述は党派

色を如実に反映した。中道派の歴史家ヴァクスムートによれば、こうした弊害にドイツ以

上に晒されているのが、フランスの作家たちである。彼らの革命史には党派色や政治的立

場が露骨に反映されているため、「客観的」叙述から程遠いものとなってしまっている（『革

命時代のフランス史・第一巻』）。同時代史を描くことの困難がそこにはあった。 

                                                   
208 F. Ch. Dahlmann, Das Fragment einer politischen Autobiographie, S. 18. 

 (DaP:§206)には「あらゆる革命」に対するダールマンの不信感がよくあらわれている。 
209 K. H. L. Pölitz, Staatswissenschaftliche Vorlesungen. Bd. 1, S. 14-6. 
210 L. Häusser, Rezension zu: W. Wachsmuth,  Geschichte Frankreichs im 

Revolutionszeitalter. in: ders., Gesammelte Schriften. Bd. 1, S. 36-7, W. Zimmermann, 

Ueber die neueste Auffassung der französischen Revolution, S. 524-5, W. Wachsmuth, 

Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. Bd. 1, S. VI-VII. 
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 より深刻なのは、対象自体の性質である。すでにみたように、自由派にとってフランス

革命は「立憲君主政」の誕生を意味した。しかし一方で、「改革」を尊ぶ彼らは「革命」を

忌避する。人民が「政治的成年」に達することを妨害する「無制限の絶対主義」（「人民の

後見」）は断固退けられねばならないが、一方で過度に急進化して「革命」に至ることは避

けたいし、避けられるはずだ211。「時代精神」の「進歩」に沿った「改革」さえできれば、

「革命」などそもそも必要ないということになる。たとえ「革命」が不可避となった後で

さえも、必要不可欠の「改革」をおこなったうえで早期に終結させることが望ましい。そ

れゆえ自由派にとって、ミニェの革命史の前提である「必然論」Fatalismus――革命の急

進化に対する免罪符――は受け入れがたかった212。 

 自由派の機関紙『歴史学・国家学年報』に掲載された論文「フランス革命の経過につい

て」（一八三〇年）からは、フランス革命の展開に対する自由派の見解が浮びあがってくる。 

まず、著者シュルツェは革命を五つの時期に分ける213。第一期は一七八九年から一七九

一年九月十四日まで（国民議会）、第二期は一七九二年九月二十一日まで（君主政から共和

政への移行）、第三期は一七九三年六月二日まで（革命のさらなる急進化）、第四期は一七

九四年七月二十七日まで（恐怖政治）、第五期は一七九九年十一月十日まで（総裁政府とナ

ポレオンの登場）である。 

ここでも第一期は「絶対君主政」から「立憲君主政」への移行期として肯定的に評価さ

れるのに対して、その後の時期には否定的な評価がつきまとうこととなる214。第二期は「諸

党派のごった返しと情念の暴走」の時期、第三期は共和政が「賤民支配」Pöbelherrschaft

に変質する過程として捉えられる。「雄弁と教養によって卓越した」ジロンド派が、「あら

ゆる既成のものを抹殺することへの野蛮な情念」に駆られた山岳派にとってかわられてし

まう。そして、「賤民支配」の基盤に立つ「恐怖政治」は革命の「絶頂」として罵倒される。

あれは「政治的熱狂主義」「自由狂い」「恐るべき殲滅の怒り」の時代であったと。ようや

く第五期にいたって、革命は「退行」し、「軍事権力」による「君主政」を樹立することで

ナポレオンは秩序を回復する。 

したがって、ナポレオン政権期をのぞくならば、自由派の知識人は革命史の重点を国民

議会による「立憲君主政」の確立に置くこととなろう。自由派は旧体制下の「改革」の内

実を観察する一方で、もはやかつてのゲンツや復旧期の史論家のように政府側の視点から

国民議会の「簒奪」を一方的に断罪することはできない。それは「進歩の原理」を否定す

ることに等しいからである。ここにいたって国民議会、つまり自分たちの勢力基盤でもあ

る議会の「改革」こそが、自由派の関心を集めるのである。 

                                                   
211 K. H. L. Pölitz., Staatswissenschaftliche Vorlesungen. Bd. 1, S. 11-3. 
212 W. Wachsmuth, Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. Bd. 1, S. 96-9. 
213 C. F. Schulze, Ueber den Gang der französischen Revolution. in: Jahrbücher der 

Geschichte und Staatskunst. Bd. 1 (1830), S. 134. 
214 ebd., S. 123, 125, 128, 133. 
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 こうしたドイツ新世代が描くフランス革命史のなかでも最良の作品が、ダールマンによ

る『共和政樹立までのフランス革命史215』（初版一八四五年、以下『革命史』）にほかなら

ない。題名のとおり、ダールマンの革命史は旧体制下の改革から国民議会の活動を詳細に

跡づけたものである。共和政成立後の経過は関心外だった216。ダールマンはいかに旧体制

下の「改革」が失敗し、「革命」が不可避となり、国民議会による「改革」が挫折したかに

関心があったのである。それは同時代のドイツ「中間層」に共有された関心でもあった。

実際にダールマンの『革命史』は厳密な学術書ではなかったため専門家には不評だったが、

教養市民からは大きな反響をよぶこととなる217。シュロッサーやロテックの一般史と並び、

ダールマンの革命史は一八四八年以前のドイツでもっともよく読まれる革命史叙述となっ

たのである。 

 一八四四年夏学期の講義から生まれた『革命史』は、単なる物語風の歴史叙述にとどま

らない218。すでにみたようにダールマンにとって、歴史学、とりわけ近代史は「政治学」

の一部であった。おなじように「所与の状況の基盤と基準に照らした」政治学は歴史叙述

と不可分一体である。政治学なき歴史学は過去についての無味乾燥な記述にすぎず、歴史

学なき政治学は抽象的な「幻想」にとどまるだろう。それゆえ『革命史』の目的は「フラ

ンス革命を素材に我々〔ドイツ〕の事柄を率直に特徴づける」ことにあった（一八四五年

二月五日・ヒルツェル宛書簡219）。 

 だが、いかに政治的目的を前面にかかげた一般向けの著作とはいえ、その叙述は、一方

的な偏見やフランス憎悪からは無縁である。ダールマンが敬愛した歴史家が、ヘロドトス

とネオコルス――人文主義者であり、ディトマルシェンの郷土史家――だったことからも、

よくわかる220。晦渋な文体を通じて鋭い政治的考察へと読者を誘うトゥキュディデスでは

なく、なによりも人間を愛し、無限の好奇心と「真理への愛」Wahrheitsliebe をもって「歴

史」を語った二人の歴史家こそが、ダールマンの理想だった。「ヘロドトスの洞察の欠陥を

                                                   
215 F. Ch. Dahlmann, Geschichte der französischen Revolution bis auf die Stiftung der 

Republik. Leipzig 1845. 
216 当初ダールマンはナポレオン時代まで執筆する予定であったが、『革命史』の成功にも

かかわらず果たされることはなかった（A. Springer, Dahlmann. Bd. 2, S. 147）。これは外

的な事情というよりは、ダールマン自身の共和政期に対する関心の低さに起因するとみる

べきだろう。 
217 W. Bleek, Dahlmann, S. 274-6. 
218 ダールマンは同様にボン大学での講義をもとにした『英国革命史』（一八四四年）の大

好評をうけて、『革命史』の出版に踏み切った。『英国革命史』を含めた出版の経緯につい

ては、W. Bleek, Dahlmann, S. 270ff., A. Springer, Dahlmann. Bd. 2, S. 144ff.を参照。 
219 A. Springer, Dahlmann. Bd. 2, S. 147. 
220 ダールマンはキール時代に、史料批判を応用したヘロドトス伝（F. Ch. Dahlmann, 

Herodot: Aus seinem Buche sein Leben. Altona 1823）、ネオコルスの主著『ディトマルシ

ェン史』の批判校訂版（ders. (Hg.), Johann Adolfi’s, genannt Neocorus, Chronik des 

Landes Dithmarschen. Bd. 1. Kiel 1827）を出版している。ダールマンの史学史的位置づ

けについては、前註 189 を参照せよ。 
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隠すのではなく、彼が洞察と手段のおよぶかぎり、真の歴史をめざしてつねに誠実に努力

したことが重要」なのである。「ヘロドトスが求めたものは、心地よいだけの叙述ではない。

彼は歴史を書こうとしたのだ」。「彼はあらゆる手段、みずからの人生のあらゆる力を使っ

た。無論、流麗な文体のためではない。歴史をものにするためである」221。 

 ダールマンは歴史叙述に政治的な見解や評釈を過度に織り交ぜることを好まなかった。

叙述はつねに簡潔であり、史実を物語ることをまず念頭に置いていた。史実の選択と構成、

叙述の微妙な匙加減、引用史料の選択によってダールマンはみずからの見解を示すのであ

る222。それゆえ『革命史』をひもとく際には、唯一の体系書であり信念の表明でもある『政

治学』を座右におかねばならない223。そのときにこそ、史実を評する一行の文に潜む「政

                                                   
221 F. Ch. Dahlmann, Herodot, S. 174-8. 

ダールマンの研究を、同時代のヘロドトス研究史の文脈に位置づけた指摘としては、A. 

Momigliano, Friedrich Creuzer und die griechische Geschichtsschreibung. in: ders. 

Ausgewählte Schriften. Bd. 3, S. 52ff.がある。ただし、ダールマン自身がヘロドトスとト

ゥキュディデスの差異について、後者のほうがより政治的認識に秀でていたことを強調し

ているにもかかわらず、ダールマンのヘロドトス評のうちに、十九世紀ドイツ流「政治的

歴史叙述」の代表者を見ようとする Momigliano の見解はやや強引に思える。 
222 ダールマンが執筆にあたって利用した史料事情も、ミニェやロテックとかわらない（前

註 151）。同時代の歴史家に限定するならば、本文の記述からはミニェの『フランス革命史』

と J. Droz, Histoire du règne de Louis XVI., pendant les années où l'on pouvait prévenir 

ou diriger la révolution française. 3 ts. Paris 1839 （独訳で Geschichte der Regierung 

Ludwig's XVI, in den Jahren da die französische Revolution verhütet oder geleitet 

werden konnte. 2 Bde. Jena 1842-3）を参照したことがわかる。 
223 一八三〇年代の思想状況を論ずる本章において、一八四五年初版の『革命史』を引証こ

とを疑問視する反論が想定される。 

 以下のふたつの論拠から、本章で『革命史』を用いることは妥当であるように思われる。 

第一の論拠はダールマンの思想的連続性である。まず、ダールマンは思想を不断に発展

させてゆくタイプの思想家ではなかった。それは生涯の主著であり、彼の政治思想の核心

ともいうべき『政治学』の性格によくあらわれている。政治学講義をもとにした『政治学』

の骨子はすでに一八一五年の「憲法論」において完成していた。『政治学』において思想は

より精緻に展開されているものの、それは体系書という性格に起因しているというべきで

ある。 

 さらにダールマンは『政治学』の改版を『革命史』公表後の一八四七年に出版している

が、その思想内容はほとんど変わっていない。版の異同に関する Bleek の考証からは、変

更点は表現の細かい改変や説明不足だった部分の補充であることが明らかとなる。ダール

マンは三月革命後の最晩年に再び『政治学』の改版を企図して果たさなかったが、仮に実

現されていたとしてもこの改版が内容に根本的な変更をもたらしたかは疑わしい。 

 『革命史』のもととなった一八四四年のフランス革命史講義についても、ダールマンは

同様の近代史講義をキール・ゲッティンゲン時代から継続的におこなっていた。以上の『政

治学』改版事情を踏まえたうえで、ボン時代の革命史講義がそれ以前の講義内容と決定的

に断絶していたとは考えにくい。少なくとも、三十年代のゲッティンゲン時代と四〇年代

のボン時代との間に断絶を認めることには無理があろう。 

第二の論拠は、三〇年代と四〇年代におけるドイツ全体の政治的争点の連続性である。

本稿では「憲法」が最大の政治争点となる三十年代における自由派歴史家の代表格として

ダールマンを挙げているが、「憲法」の争点は四〇年代も引き続き中心的な論点のひとつで
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治学」の叡智が明らかとなろう。『革命史』が応用政治学であることが明らかとなろう。ヴ

ォルフ直伝の史料批判を武器としたダールマンが、同時にミュラー以来の「実用的」歴史

叙述の正嫡でもあったことが、明らかとなろう。「歴史を教師として学ぶ者――さしあたり

は自分の感覚と習俗の浄化のため、だが、次には、公共の福祉が祖国の徳にもとづくもの

であるかぎり、そうした公共の福祉への関心を燃え立たせるため――が、収穫無しに終わ

るということは決してありえない。編者〔ダールマン〕がむしろ少数の後者にこころをよ

せるとしても、それは大目にみていただきたい」224。 

「革命」の勃発と展開の「必然」を説くミニェの革命史は、フランス革命から「改革」

の失敗という教訓を読み取ろうとするドイツ「中間層」を満足させることはできなかった。

以下でみてゆくようにダールマンもまた旧体制と立憲君主政期に重点を置く。ただし、そ

の場合でもミニェやロテックのように、国民議会による改革と一七九一年憲法を革命の成

果として称揚する一方で、急進化の原因を「反革命」派に押しつけることはしない。むし

ろダールマンは国民議会の活動と思想それ自体のうちに、のちの破局へといたる根本的な

原因を探りあてようとする。そこにはフランス革命から批判的に距離を置くことによって、

ドイツ諸邦の改革に資する教訓を得ようという意志がある。こうしたダールマンの歴史叙

述のうちにこそ、ドイツの自由派はみずからの関心に合致した革命像を見いだすことがで

きた。 

 

第二節：「改革」の担い手たち 

 

(1)フランス革命原因論 

 ダールマンの主要な関心のひとつは、革命の原因論にあった。同時代のフランスの自由

派史論家と比較すれば、その差は歴然である。ミニェは革命の原因と旧体制下の改革につ

いて、三〇頁ほどでまとめている。そもそもティエールは原因論に紙幅をほとんど割かな

い。自由派革命史の事実上の出発点となった、スタール夫人による『フランス革命の考察』

（一八一八年）は革命の原因と旧体制下の改革政策に配慮しているものの、著作全体の構

成からすれば、わずかにすぎない。また、それは主として父ネッケルへの手放しの礼讃に

よって水増しされたものでもあった。これに対して、ダールマンは著作の約半分を旧体制

崩壊に費やしている。彼は共和政成立後の革命史に関心がなかった。とはいえゲンツや復

旧期の史論家たちと異なり、革命史は国民議会の成立で終わるものでもなかった。ダール

マンにとって、革命の原因分析はその後の事件経過と連動し、それを規定するがゆえに重

                                                                                                                                                     

ありつづける。実際に「憲法」問題を正面からあつかった『政治学』は四〇年代、さらに

は三月革命期においてさえも政治的議論のなかでつねに参照されたのである。したがって、

『革命史』を「憲法」問題の文脈で参照することは不当とはいえない。 
224 F. Ch. Dahlmann, Vorbericht. in: ders. (Hg.), Chronik des Landes Dithmarschen. Bd. 

1, S. XXIII-XXIV. 
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要なのである。 

 ダールマンによれば、フランスの危機の淵源は「絶対君主政」unumschränkte 

Alleinherrschaft の抱える構造的な矛盾のうちにあった。 

 たしかに「絶対君主政」が巨大な歴史的役割を果たしたことは否定できない。「絶対君主

政」があってはじめて、現代の「歴史的基礎」、すなわち「新秩序」が存在するからである

(DaP:§139, 141)。大小の諸侯が群立し、おのおのが「私権」にもとづいて所領を統治した

「中世」後期にあって、「君主だけが新たな諸関係の流れに乗っていた」。「絶対君主」は貴

族の特権を抑圧し、常備軍と官僚制を整備し、自国の秩序を安定させた。「時代がすでに望

んでいたように、君主だけが全体に配慮した」のである。 

 

我々は、国家創設者・維持者の一族を尊敬し、あらゆる歴史の神聖さとむすびつけるこ

とを学んだ。比較的新しく発明された君主の世襲制に関する教説は、およそ二世紀来、

もはや反対者に出くわすことはなくなった。この教説によって、我々の国家運営の基礎

はある程度完成しているのであり、この点ではたしかに、古代ギリシア・ローマ人たち

よりもはるかに先を行っている。古代ギリシア・ローマ人の両方とも、君主政に移行す

るのに適したであろう時期を誤認し、愛情をもって君主政を理解することが、そもそも

全くできなかったのである。（「憲法論」）(DaKS: 17) 

 

「絶対君主政」の代表であるルイ十四世もまた「多くの国内の自由」を犠牲にしたものの、

同時に「封建制の制約」を打破した功績をもつ(DaGR: 4-6)。このような「国家の統一」

Staatseinheit を確立するための「統一的王権の事業」は「いくら評価してもしたりないほ

どの美点」を備えていた。「大国の錯綜した内的・外的諸関係においては、国家元首の行動

力こそが、全体に生命力と運動を与えるのである。個々の君主権力は適切な国制を備えた

国家を制約するどころか、むしろ、全体感覚と意見を活き活きと表現し、国民による諸決

議の一般性を君主の人格によって補充することにおいて、いかなる執行権力よりも適して

いるのである」(DaKS, 16-7)。 

 だが、「多数に対する不自然な強制」ともいうべき「絶対君主政」のもとでは、君主政本

来の利点である「統治の統一性と確実性」も確固たる基礎を得ることができない(DaP:§21, 

DaKS: 20-4)225。実際にルイ十四世も次第に「尊大」となり、侵略戦争や「宮廷の過剰」に

溺れるようになった。また弱き君主のもとでは、逆に君主の威を借る大臣たちによって専

制的な統治がおこなわれることになる。さらに「絶対君主はみずからの死についてなにも

命令できないがゆえに、制限君主以上に実は弱体」である。 

                                                   
225 こうした「絶対君主政」批判を踏まえるならば、「政治的絶望の体系」を構築したとさ

れるホッブズと、「王権の絶対性」を「宗教」にまで高めたフィルマーら神授権論者に対す

るダールマンの否定的な評価もうなずける(DaP:§229)。 
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 「親切な性格」と「道徳的純潔」の点で非の打ちどころのないルイ十六世は逆説的に、

この統治体制の矛盾をさらけだす(DaGR: 12-3)。善良な新王は統治を担って革命を防ぐよ

うな「性格」を欠いていたからである。「姿勢や歩き方は救いようがなく無様だった」。ル

イ十六世は統治の主導権を握ることができず、身近な助言役のモールパ（「軽薄」で「良心

も原則ももたない浅薄なひょうきん者」）や王妃マリー・アントワネットによって国政が左

右されることとなろう(DaGR: 18, 50, 88-9, 95-6)。また、ダールマンは国王の宮廷における

孤独を指摘している。国王とアルトワ伯との不和、伯母たちと王妃の軋轢、プロヴァンス

伯の隠遁。複雑な人間関係が展開される宮廷内で王が孤立することで権力の中枢は麻痺し、

国政は絶えず動揺せざるをえなくなる(DaGR: 14-8)。加えてそこに財政難や抵抗勢力とし

ての高等法院といった難題が立ちはだかる(DaGR: 19-24)。 

さらに「絶対君主政」の本質的な欠陥として、権力が「宗教、学問や家族法」といった

非政治的領域を侵食してゆく点をダールマンは挙げる。ルイ十四世の失策のうちでもとり

わけ「信仰の統一」の強制、すなわちナント勅令撤回による新教徒の追放は決定的だった

(DaGR: 6-12)。ルイ十四世は産業以上の利益、「人間精神の不可避の発展」を犠牲にしてし

まったからだ。カトリックが「単独支配」と「浅薄なる異端狩り」を要求するなか、ドイ

ツにおけるような自由思想の健全な成長は望むべくもなかった。 

ダールマンはここに、十八世紀フランスの文士たちによって主導された「公論」öffentliche 

Meinung の危うさをみている。つまり、正常な発展を阻害されたがゆえに、彼らの思想は

「怒りの機知」と「有害な軽率さ」へと変質した。禁書扱いとなったモンテスキューの著

作は隠れて読まれ、ディドロやヴォルテールは既成教会批判に満足せず、「キリスト教その

ものに宣戦布告し、それでもって深遠な陶冶の道を、さらには人類の発展に向けた安らか

なるまなざしを切断」してしまった226。いまや「国法学」の分野でも既存の政治社会の次

元をこえた、あるべき国家像が議論されるようになる。その影響は王族や宮廷といった上

層にまで浸透する。 

深刻な事態である。ダールマンにとって、「公論」は本来、「善き国家」の実現に欠かす

ことはできない227。「公論」は「身分ごとの意見」Standes-Meinung を超えた、政治社会

全体をつつみこむ言説空間だからである。「公共的な事柄を主導する人々が最善の個人的な

意志をもっていようとも、自由な公民の声が沈黙するや国家との真の内的連関から引き剥

がされてしまう」だろう(DaKS: 32)。「国民精神が活性化されたところにおいて」「公論」

はひとつの「権力」Macht として「あらゆる政治制度以上に深部から作用する」のである。

それゆえダールマンは「出版の自由」の一貫した擁護者でありつづけた(DaP:§284ff.)。そ

して「公論」の中核となるのは、「聖職者身分の知と貴族の財力」を兼ね備えた「公民」Volk

                                                   
226 ダールマンの「宗教」理解については、本章三節(3)で論ずる。 
227 たとえば、(DaP:§54, 132, 142, 237, 259, 283)を参照せよ。 
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の、そして「国家の重心」たる「中間層」Mittelstand にほかならない228。そうであるがゆ

えに、旧体制下のフランスにおける王権の軍事的失墜と「ケルト的猥褻」に対する「反対

勢力」Opposition として「公論」が登場する事態は、危険なのである。「公論」が政府に対

する過度の敵対心から「怒りの機知」と「有害な軽率さ」に流されることは、危険なので

ある。 

そして、諸原因――ダールマン云うところの「諸関係」――が構造的に連鎖し、複雑に

絡み合い、硬直化した統治構造と急進化する「公論」の対立がもはや解きほぐせなくなっ

ていることにこそ真の問題がある。 

 

だが、腐敗した秩序もひとたび、誠実な男の手がおよぶやいなや、たいていは失われた

威信を取り戻す。調べてゆくにつれて、光と影がはっきりと切り離される。とにかく老

朽化した国家というものは、たとえば老朽化しつつある貴族の館とは根本的に異なって

いる。貴族の館ならば、どうでもよい部分は放置するに任せ、お好みの部分を住みやす

く改装することもできよう。だが、国家はむしろ身体に似ている。つまり、ある器官が

傷つくとほかの器官にまで傷害が波及してしまうのである。（『革命史』）(DaGR: 19-20) 

 

すでにみたように、ダールマンにとって「国家」とは「身体」に比すべきものなのであり、

「政治学」とは病み衰えた「身体」を治療する「医術」にほかならないはずだ(DaP:§12)。

だが、旧体制の統治者たちは「諸関係の残酷な連鎖」(DaGR: 24)の前になすすべもなかっ

た。 

それでは革命は不可避だったのか。「必然」だったのか。ダールマンは決してそのように

は考えない。諸原因が複雑に絡み合っている分だけ、根本的な改革が必要と診断するので

ある。 

 旧体制下で唯一この大任にふさわしかったとされるのが、ルイ十六世治下初期に改革に

挑んでいったふたりの大臣、財務総監テュルゴーとその求めに応じて入閣したマルゼルブ

――「租税問題に熟達した」「誠実な人物」――である(DaGR: 32, 125-6)。マルゼルブは新

教徒の権利保護に積極的な関心を寄せた人物でもあった。テュルゴーは「古典古代を思わ

せる簡明さと力強さ」を備え、「実践的政治家」praktischer Staatsmann の理想的なあり

ようを示していた(DaGR: 31-2) 

 とりわけダールマンが着目するのは、マルゼルブが入閣に先立って上納金裁判所長官と

して最後におこなった諫奏である(DaGR: 37-46)。マルゼルブはそこで個々の政策論を超え

た、旧体制の統治構造そのものに対する批判を展開した229。それは、徴税請負組合やタイ

ユ税に代表される不平等な税制、そして諸弊害の根本にある病理としての地方長官と官僚

                                                   
228 「中間層」については前註 140 を参照せよ。 
229 シャーマ『フランス革命の主役たち（上）』一六八～七〇頁。 



 93 

制による「秘密主義行政」に対する告発にちがいなかった。マルゼルブがこうした「秘密

主義行政」に対置するのが、公開性の原理、すなわち全国三部会開催と「憲法」の制定で

ある。ダールマンは諫奏を長文で引用したうえで「真剣さと良心に満ちた作品」と評して

いる。テュルゴーはマルゼルブと異なり三部会や高等法院に制約されない国制改革を望ん

でいたが、ダールマンはその独自の方法による段階的な代表制構想を評価している(DaGR: 

32-4)。 

 こうした旧体制下の「絶対君主政」に対する批判は決してフランスだけにあてはまるも

のではない(DaKS: 27-9)。多かれ少なかれ、大陸諸国は「絶対君主政」の弊害に蝕まれてい

る。それがダールマンの診断だった。ダールマンの十八世紀に対する評価は決して高くな

い。なぜなら、それは「人間性」Humanität の原理を「純粋に人間論的」に適用しただけ

であって、「公民的」に適用することができなかったからである。すなわち、「自由に展開

された身分制から強力な国民代表を形成する」という「課題を十八世紀は怠惰にも先延ば

しにした」からである。十八世紀の後半にあらわれた啓蒙絶対主義、すなわち「真に家父

長的な統治」の「啓蒙された信条」にとって、「身分制・等族議会の影響はただ邪魔なだけ

だった」。「市民層」を排除した不完全で旧態依然とした等族議会は「諷刺の対象」にされ、

絶対主義政府の福祉政策によって、被治者は「優しく運ばれ念入りに寝かしつけられたの

である」230。 

政治参加の機会を失ったことで、いまや「視野の狭窄」と「公論の鈍い沈黙」、「全体の

福祉に対する無関心」が支配的となる(DaKS: 21)。「当時の不幸な幻惑によって引起こされ

た、ほぼすべての欧州諸国の国制 Verfassung の硬化と衰弱死によって、あらゆる古来から

受け継がれてきたものが潰されることとなった。同じ根本的な欠陥が現在は国家秩序の不

可欠な再建とあらゆる包括的な政治的討論を妨げている」(DaKS: 32)。そしてドイツ諸国

はこの病理に特に蝕まれた地域だった。議会制と国制の革新という政治的課題に直面して

もなお、「哲学の世紀」のドイツ知識人は「ささいな形而上学的思弁」に耽っていた(DaKS: 

8-9)231。 

こうして、「憲法」の必要性を訴える改革者たちの声は、ダールマンの声と重なってくる

のである。フランスの改革を求める「誠実なる人物」の声は、ドイツ諸国の、欧州全体の

再生を願う歴史家の声でもある。ダールマンにとって「ドイツ」とはなによりも尊い観念

であったが、それは政治的統一ではなく各邦が共通して「自由な憲法」をもつという紐帯

によってむすばれるべきと考えていた232。「事物の本性」によれば、「国家の活力」は「人

                                                   
230 一八一五年の伯父イェンゼン宛書簡（A. Springer, Dahlmann. Bd. 1, S. 131ff.）には、

政治参加を拒む絶対主義統治に対する不信がよく現れている。 
231 改版『政治学』は、カント、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルといった「我が祖国の哲

学の第一人者たち」の「実践」的関心の乏しさ、あるいは現実遊離を嘆いている(DaP:§237)。 
232 ダールマンの「国民」問題に関する見方については、後註 268 を参照。 
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民」Volk からのみ生ずるのであり、暴走を防ぐためにこそ「特定の形式」〔「憲法」〕が必要

となる。だが、「絶対君主政」の下では大臣が「運営者」Treiber の役割を独占する。「事物

の本性」に反した事態である(DaGR: 49)。「官職は愛情なく、勝手気ままに管理されること

となる。小型絶対君主たちの群れが形成される。そこでは、各人が自分より上位の者から

見下されている。というのも、逆に各人は自分より目下の者を同じように見下すことがで

きるからである。しかし、静穏な臣民はあえぎ苦しみ、いかにして、善意に満ちた君主に

よって実際にはさまざまな圧政が行なわれるかが、理解できないのだ。いかにして、実際

には政府と臣民との間の美しい人間的関係がますます失われていくのか、理解できないの

だ」(DaKS: 21)。 

 だが、テュルゴーとマルゼルブによる「憲法」と議会制をめざした改革は、保守派と宮

廷の抵抗の前に挫折してしまう。「明晰かつ経験豊富で、忠実で利己心をもたず、相互の嫉

妬からも自由な」「政治家」をもってしても、議会制導入のこころみに挫折してしまう233。

硬直した絶対君主政を議会制の導入によって再生させる好機は失われたのだ。ダールマン

によれば、フランス革命の原因は「現実の関係」を無視した「空虚な思弁」などではない

(DaGR: 96ff., 104-5)。窮地にいたって名士会や三部会を開催しようとする国王にも大臣に

も「哲学の感染」は見いだせない。英国のごとき「自然に区分された国家秩序」の重要性

を理解できない政府。「諸関係」にがんじがらめに縛られて破局に突き進んでゆく政府。首

飾り事件に象徴されるような政府のどうしようもない機能不全こそが、革命を準備してい

ったのである。そして革命が決定的になる前に、いまひとりの改革者の功罪を見極めねば

ならない。 

 

(2)ネッケル問題ふたたび 

 ネッケルの位置づけは、自由派の歴史家たちを悩ませた主題のひとつである。いまや、

第三身分の暴走を防げなかった無能な大臣というゲンツ以来の評価に甘んじることはでき

ない。ゲンツたちの叙述が不十分なためというよりも、むしろ革命史叙述の構成や意味そ

のものに変化が生じたからである。ゲンツやアンシヨンの関心はあくまで旧体制下の政策

の功罪を論じることにあったため、革命史の終点は第三身分による「簒奪」であった。そ

の後の革命の展開は、そこからの必然的な帰結にすぎないのだ。これに対して立憲君主政

を志向する自由派は、旧体制下による「改革」の挫折からさらに一歩すすんで、国民議会

による「改革」へと叙述の中心を移している。このことは旧体制と国民議会の中間に位置

するネッケルへの評価にも影響をおよぼすこととなろう。 

 自由派の歴史家のなかでも、とりわけロテックはネッケルを積極的に擁護した(RAG, 9: 

                                                   
233 その後の改革の動向については、(DaGR: 49ff., 57ff.)で論じられている。ゲンツによっ

て革命を決定づけた要因と評価される名士会については、ダールマンはさほどに重視して

いない。 
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1-1,§9, 10, 12)。ネッケルには「虚栄心」や「人気」に酔う側面があったにせよ、本質的に

は優秀な財政家であり、「人民の自由」を愛する人物だった。さらに、ラインハルトが『財

政報告書』出版にあらわれた「公論」と「公開性」重視の政治姿勢を高く評価したのに対

して、ロテックは三部会選挙前夜における第三身分議員の定数倍増に着目する。このとき

の活躍だけで、ネッケルの功績は不滅のものとなろう。つまり、「理念の利益、高貴な時代

精神、国民的自由、そして国民の幸福に理解のある、真に人民に友好的な大臣」となった

のだ。 

 一方、厳密な意味での自由派ではないにせよ、緊縮財政を是とする改革派官僚としての

実績をもつニーブーアは、ネッケルの財政手腕を疑問視している(NGR, 1: 99, 142-3, 146-7, 

230)。しかも、「欧州でもっとも有能な政治家のひとり」、「すぐれた統治者」Geschäftsmann

として敬愛するテュルゴーを追い落とした人物だけに批判は一層辛辣にならざるをえない。

ネッケルは「度外れの虚栄心と野心」をもち、質実剛健なテュルゴーとはなにからなにま

で正反対の人物として描かれるだろう。重農主義者として漸進的な改革をすすめたテュル

ゴーに対して、商業派のネッケルは「トリック」によって大事をなそうとし、政策は豊富

だがほとんどが「思いつき」の産物だった。さらに妻子（「婦人の元老院」）におだてられ

てすぐに有頂天になる人物であり、著述家としては凡庸で、財政家としては執政政府期の

財政官僚たちに遠くおよばないと酷評される。 

 ダールマンはこのどちらにも与さない。 

 まずネッケルの「財政家」Finanzmann としての実力は申し分のないものだった(DaGR: 

84, 146-7, 267-8, 276)。アメリカ独立戦争中の戦費を賄った手腕は評価されるべきであり、

国民議会成立後の財政政策も時宜にかなったものだった。ダールマンによれば、「財政家」

の実務の本質は軍人同様、「好機」を見つけて決断を下すことにある。その点でネッケルは

「理論家」ではなく、あくまで実務家として有能であった。また、その性格は「無私」で

あり、性道徳が乱脈をきわめた当時にあってなお、家族との関係が「精神的交流」に満ち

ていた点も評価されてよいはずである。ダールマンのビーダーマイヤー的家族観がよくあ

らわれている。 

 逆に国家を難局から救うべき「政治家」Staatsmann として、ネッケルは失格だった。ダ

ールマンはネッケルの「政治家」としての狭量さや読みの浅さを各所で指摘しているが234、

ここでも、三部会対策の無策（「無為の罪」）が、決定的な論拠として挙げられている(DaGR: 

147-50, 153)。頑迷に一六一四年の形式を要求して支持を失った高等法院に対して、このと

きこそ「政治家としての活動」staatsmannische Thätigkeit をもって世論を誘導すべきだ

った。第三身分の定数倍増と頭数採決はすでにいくつかの州議会で導入されていたのだか

ら、「人民の声」にしたがって三部会でも導入可能だったはずだ。そして、三部会の権限を

                                                   
234 たとえば、(DaGR: 141-2, 209-10, 211-3, 307-9)などを参照。 
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「租税事項」に限定して特権身分を安心させ、三部会閉会後に憲法委員会を召集して二院

制憲法を制定すれば、すべてはうまくいっただろう。ところが、実際のネッケルは第二次

名士会召集という「もっとも呪うべき道」を選び、高等法院との妥協や公論への介入も拒

んだ(DaGR: 150-4)。「人間の諸関係を結合するために王権の高みから降りてゆく」ことを

しなかった。「頭数採決をともなわない第三身分の定数倍増は、むしろ「法秩序」内にいる

かぎり目的が達せられないことを印象づけてしまうだろう。三部会開会時にはすでに「第

三身分議員たちは単なる租税改革を望んでいなかった。その意識は新しい憲法へと向けら

れていた」(DaGR: 196)。一見、こうした批判はゲンツやブランデスのネッケル批判の延長

線上にあるかにみえる。 

 しかし、ダールマンのネッケル批判の核心にあるのは、「憲法」の重要性への洞察にほか

ならない。ネッケルは単に状況判断を誤ったからではなく、むしろ「憲法」問題という当

時の政治危機の本質を見逃したがゆえに断罪されるのである。この点で、あくまで状況的

な対応、あるいは有用性の問題として「憲法」問題を捉えたゲンツやブランデスとは決定

的に異なっている235。ダールマンによれば、当時のフランスにあって「財政の改善」は「行

政の本質的な変化」、まさしく「新しい憲法」の制定にかかっていた(DaGR: 138, 142)。ネ

ッケルが再入閣したとき、「財政逼迫などよりも三部会のほうが桁違いに重要な問題になっ

ていた」。 

 「憲法」とはすなわち「絶対君主政」との決別である。「絶対的支配」がつづくかぎり、

国家は「神話的存在」mythologisches Wesen にとどまる(DaGR: 141)。そこでは「権力と

叡智」が王権にあるという「神話」のみが通用する。したがって、真に強固で安定した統

治の実現のためには、「自由であると同時に統一的な国家秩序」の実現のためには、「公民

の洞察」あるいは「国家についての知」が不可欠である。「定期的に開催される議会」が不

可欠である。「立法権の共有者として法律に自由な同意を与える臣民の権利は、統治の本質

を害することはない。むしろ実践における成功をより確実なものとする」からである。立

法権の「共有」、臣民の立法権への参与こそ、「政治的自由」staatsbürgerliche Freiheit の

本質にほかならない。それは「国家の力の弱体化」などではなく、「身体における関節」の

ように全体を「恣意的な解体」から守り、「より高次の秩序の生へと結合」し「より密接な

結合への進歩」をうながすはずだ(DaP:§97-8)。ダールマンには議会が今後ひとつの巨大な

権力に成長してゆくという確信がある。「いかなる洞察も権力であり、とりわけ、演説を行

                                                   
235 理想とする国制像という視点からみた場合、三者間の差異は大きくない。三人のいずれ

にとっても――ゲンツは後に主張を変えることとなるが、少なくともオーストリア仕官前

の段階では――英国国制（二院制による制限君主政）こそが最善の国制だったからである。

しかし、ゲンツが彼独自の「政治的建築術」から、ブランデスが詳細な英国の時事情報か

ら英国国制を高く評価したのに対して、ダールマンの場合は根拠そのものが変わってくる。

彼にとって英国国制の優越は、まさしく歴史によって証明されるのである。ダールマンの

英国国制論について詳しくは、本章三節(2)を参照。 
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う選り抜きの議員たちの洞察はそれ自体で巨大な権力である」。それゆえ議会を「単なる諮

問機関」に貶めることは、逆に政府の敗北を招き、権力を動揺させることとなろう(DaGR: 

141, DaKS: 19-20)。 

 ダールマンの思い描く議会像は、ゲンツやアンシヨンといった復旧期の論客の議会像、

すなわち「中世」的な等族議会とは決定的に異なっている。「絶対主義」を「専制」として

退ける点では共通しつつも、ダールマンは議会に身分利害の反射鏡以上の役割を与えるか

らである。「よく整備された全国議会を通じて、制度の力がおよぶかぎり合法的で目的に適

った法律が制定されることとなる。つまり、正義にかなった理性的で持続的な立法にむけ

て国家内の最良の諸力を結集するためのあらゆる配慮が傾注されよう。そのかぎりで源泉

の合法性と対象の合目的性に関して国家諸権力の自由な一致が実現するだろう」(DaP:§

193)。そこで各議員は「国家の代表」として「良心と見識にしたがって」投票すべきであ

り、身分制と不可分な命令委任とは相容れない236。身分別採決は論外で、「あらゆる職務は

あらかじめ規定されたひとつの形式によって共同で遂行される」こととなる(DaP: 140)237。 

求められているのは、「世界における諸関係の進歩的な変化」によって形成された「新秩

序」にふさわしい議会である。「私権と私的利害の連鎖」にもとづく等族議会は、国家が特

権やレーエンの「集積体」であった「中世」、いわば「古き等族議会時代」には機能したか

もしれない(DaP:§139, 141, 236)。だが、絶対主義のもとですでに諸身分間の不平等が根

本的に是正された以上、「国家秩序」と「新たな陶冶」は「永久に消え去った基礎」を離れ

ねばならない。「古き身分間の亀裂はもはや存在しない」。いまや、あらゆる部分は「全体

の秩序」との関係のなかに位置づけられる238。ダールマンはまさしくここで「歴史を自分

に都合のよいところで閉ざしている」復旧期の論客や歴史法学派と決別する。 

 

かつての〔レーエン制下の〕奉仕に〔租税の〕金銭が取って代わり、そのおかげで現在

の国家は運営されている。伝承された習俗にかわって、根拠を問いただす洞察力が登場

する。身分ごとの意見 Standes-Meinung にかわって公論 öffentliche Meinung が登場

する。古き等族議会は国民代表制 Volksvertretung へと変わる。国民代表制は、一般的

な拘束力をもつ法律と租税に同意する一方で、諸身分や個人のもっていた全ての統治権

を、より明瞭に認識された国家へと返還するだろう。これらすべての変化は、みな同じ

歴史の力によって引起こされたのである。（『政治学』）(DaP:§142) 

 

                                                   
236 (DaP:§177)も参照。ダールマンは議員を「自治体」Gemeinde の代表として定義する

が、同時に「宣誓によって国家に対して義務づけられる」のである。 
237 そのほかにも、課税への関与、立法参与権、行政への関与、議会召集の目的、財産資格、

常設委員会の有無、議員手当、議長の意味などの点で比較されている。 
238 したがって、「現代」において課税を同意する相手は「政府」Regierung ではなく、「国

家 Gemeinwesen、あるいは同意している人々自身」とされる(DaP:§172)。 
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ここには世界の「進歩」に対する信頼がある。ゲンツやアンシヨンの身分制的な議会像を

支える歴史的基盤そのものが消滅した以上、「身分制的 landständisch か、代表制

repräsentativ か」という対立図式自体がもはや「実践的価値」をもたないのだ。歴史的基

礎の変動にともない、「ばらばらだった四肢〔諸身分〕を和解させ、各身分――こう言って

もよいならば――を高価な宝石のごとく扱い、数世紀のあいだごちゃごちゃに積み重なっ

てきたものから各身分を清め、正当な地位を与えてやり、そして他の諸身分と共に美しい

共同の光へと統合する」ことこそが、求められているはずだ（「ワーテルロー演説」）(DaKS: 

8)。 

 さらにダールマンはしばしば「跳躍」の必要性を説く(DaP:§99, 139, 141, 237)。たしか

に「過去と現在をむすぶ構成要素」や「慣習」といった歴史的基盤があるならば、「既成の

もの」に則った改革を選ぶべきであろう239。統治は「できるかぎり非人工的で、できるか

ぎり現実の政治社会の状態に則した構成要素から構築されねばならない」のだから。しか

し、そうした「慣習」が存在しない、あるいは乏しい政治社会において「伝統の間隙を埋

めるのは、必然に迫られて自由に創設された政治制度にほかならない」。ときには時代にか

なった政治制度を一気に導入するという「跳躍」さえ必要となるかもしれない。「気まぐれ

や不平不満が貪欲にでっちあげた変革ではなく、必然的な革新」を導くという「高貴な課

題」を前にして、「政治学」はひるんではならない。 

 「政治学」の本質は、時代の流れから課題を「受け取り、承認し、それに沿って展開す

る」ことにある(DaKS: 314-5)。たしかに「現象界」において、あらゆる国家は「理想」か

ら遠いものであるが、同時に国家である以上、いくばくかは「理念」の影を内に秘めてい

るはずである。古きものを古いがゆえに愛する立場――歴史法学派が念頭に置かれている

――は「人類の絶えざる発展」を見誤っているといわざるをえない。歴史は断絶すること

なく続いてゆく。だが同時に時宜を得た「変化」をも歴史は求めるのである。歴史にまな

ざしをむけながら時代の流れを見定めること。それは、過去と現在を媒介すること。これ

こそが「政治家」の課題なのであり、そしてネッケルはたしかに落第だった。三部会対策

の必要性に関するマルーエの進言もネッケルを動かすことはなかった。「政治的熱狂と自己

満足に幻惑された」ネッケルは、「三部会はたやすく操縦できる、そしてフランス人民は自

分に対して不滅の恩を感じることだろう」と楽観視していた。バスティーユ事件後、革命

終結の見通しをもって大臣に復帰したネッケルは「一時的な人気という眩暈に有頂天とな

った。軽率な大臣のなんと悲しい誤解であろうか！」(DaGR: 200, 266-7)。だが、皮肉なこ

とに、ネッケルの優柔不断によって引起こされた革命から、ダールマンが真の「政治家」

                                                   
239 伝統や歴史的基礎を重視する姿勢は、たとえば州議会 Provinzial-Stände をめぐる議論

に見いだすことができよう。「地域の歴史とは、民の大部分の世界史である」がゆえに、「古

来の自意識」は尊重されねばならない。州議会に対する全国議会の原則的優位を確言する

一方で、ダールマンは州議会の構成や規則を地方ごとの伝統にゆだねている(DaP:§190-2)。 
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と認める人物があらわれてくる。その人物が国民議会の演壇に立つとき、ダールマンはそ

こにありえたかもしれないもうひとりの自分を見ることとなろう。そのとき、ダールマン

は過ぎ去ったフランス革命を再び生きるのである。 

 

(3)獅子の革命：ミラボー問題 

 「まことに、これより先、フランスの運命は国民議会にゆだねられた。その叡智と穏健

化のみが傷ついた王権を再建できたのである」。ダールマンにとって、ゲンツや復旧期の史

論家たちが筆を置いたところ、すなわち王権に対する国民議会の勝利から革命史の第二幕

がはじまる。王権が改革に失敗したため、革命はおこってしまった。もはやその失態を悔

やむときではない。国民議会による改革の成否によってこそ、革命の帰趨は定まるだろう。

「動揺する王権を再び確固たるものにすること、いまや定まった現代の法を過去とむすび

つけること。今後は以上のことが国民議会の第一の関心とならねばならなかった。その際、

自然の慎み深さに範をもとめねばならない。ここでの自然の慎み深さとは、不完全な状態

から一足飛びに完全な状態へと移行することはないという意味である」(DaGR: 218, 

239-41)。 

 障害は大きかった。たしかに議会は「才能ある人々」「高貴で信頼できる信条を備えた多

くの人々」によって構成されていたものの、フランス国民は「絶対主義支配下にあった人

民特有」の「国家に関する事柄への嘆かわしい無知」に沈み込んでいた。さらに王権の側

も、「統治」Regierung こそが国家にとって最大の基盤であり、「自由」の実現の前提とし

て「秩序」Ordnung をまず確立せねばならないという「根本真理」を認識できる人物を欠

いていた。国民議会はこうした状況にあって、「フランスの政治的再生」にむけた人民の期

待を背負った。 

 実際、国民議会の議事は、左派によって急進的な方向にむけられてしまう。たしかにロ

ベスピエールやマラーといった過激共和派の勢力は弱小であったが、そのかわり議会を主

導したのは、デュポール、バルナーヴ、ラメトの「いわゆる三頭派」だった(DaGR: 299)。

彼らは革命をさらに「急進化」させるためにジャコバン・クラブを非議員にも開放し、全

国に姉妹クラブを設立して組織化してゆく。ダールマンによれば、「三頭派」は実行部隊で

あり、理論的指導者はシェイエスだった。 

 無論、「思慮ある自由の友」たちも負けてはいなかった。ここで念頭に置かれているのは、

二院制による制限君主政を目指す、マルーエら君主派である。ミニェはラファイエットや

「三頭派」を革命の英雄として賞賛する一方で、「和解」の政治を志向する君主派を「排他

的な情念の時期」には「不適切」だったと評価する。これに対して、立憲君主政を理想の

政体とするドイツの歴史家にとって、マルーエは「穏健派のもっとも重要な支柱のひとつ」

「議会内でもっとも賢く高貴な人々のひとり」（ゲンツ）(GGS, 5: 339-40)のように思われ

た。「三頭派」に振り回される国民議会にあって、革命を是認しつつもなんとか制御しよう
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とする、行政の知識に長けた「最良の人物」だった（ニーブーア）(NGR, 1: 199)。ダール

マンにとってもマルーエは「根本定理と洞察力を備えた男、誠実で勇気ある自由の友だっ

た。秩序の崩壊が結局は自由を廃墟に埋葬する羽目になるだろうと確信していたがゆえに、

彼は暴力的な転覆の敵」だった(DaGR: 199)。 

 だが、「思慮ある自由の友」の「穏健」さは「流れに逆らう」ことを意味するがゆえに、

また「反革命」と一線を画したいという配慮ゆえに「活力」において左派に抗しきれない

(DaGR: 299-300)。とりわけ、ラファイエットの政治的凡庸さが指摘されることとなる。ニ

ーブーアによれば、ラファイエットの「思想は凡庸」で「想像力」にも乏しく、「無能な政

治的ペダンティスト」にすぎない(NGR, 1: 200-1, 265)。ダールマンもラファイエットが「き

わめて誠実な男」であることは認めつつも、君主政の再建者としては不適格とみる。「彼の

片目はつねにアメリカに、もう片方の目はフランスに向いている。そのためにあらゆるも

のを歪めて見ることとなり、国民議会の失策を見事な黄金とみなしてしまう」からである

(DaGR: 326)。 

 こうした議会の苦境にあって、事態を精確にみつめる「ひとりの強力な天才」がいる。

その圧倒的な雄弁と人望と胆力と頭脳によって「独自の道」を歩む男がいる。ミラボーで

ある。莫大な借財をかかえ、大臣モンモランからは敬遠され、「三頭派」からは不信感をも

たれながらも、彼は「自分が自由のためにしてきたことすべてを、真の王権を守るための

努力とむすびつける。いかなる党派にも属さず、孤高に、おのれの天才によって一大勢力

をなした」(DaGR: 298)。 

 ミラボーは気性の荒い巨漢として知られている240。名門貴族出身にもかかわらず、その

前半生は落伍者のそれである。軍隊を脱けだし、莫大な借財をかかえ、おそろしく好色だ

った。父が要請した封印状によって、幾度も要塞に勾留された。名士会の失敗まで、彼は

政治パンフレットからポルノ小説までなんでも書き散らす、怪しげな売文家にすぎなかっ

た。天然痘の跡がひどい、醜い男とみられていた。 

 革命の到来とともにミラボーの人生は一変する。彼は、時代が三部会と新たな憲法を求

めていることを知っていた。同輩の貴族たちによって排除されたため、第三身分代表とし

てプロヴァンス選出議員となった後、その雄弁、指導力、度胸、なにより脱落貴族という

評判によって、頭角をあらわしてゆく。世人はミラボーのうちに革命の化身、革命の獅子

を見て喝采した。六月二十三日の親臨会議終了後、第三身分議員に退出命令を伝える式部

長官に対して、ミラボーは叫ぶ。「さっさと帰って、君の主に伝えたまえ。我々は人民の力

によってここにいる。どうしてもここから立ち退かせたいというならば、銃剣をもってこ

                                                   
240 ダールマンは詳しいミラボーの伝記的紹介をおこなっている(DaGR: 168-88)。ミラボー

の伝記および政治家としての活動については、G. Chaussidand-Nogaret, Mirabeau. 

Stuttgart 1988、フランソワ・フュレ「ミラボー」（『フランス革命事典（１）』所収）、シャ

ーマ『フランス革命の主役たち（中）』八十三頁以下を参照した。 
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いとな！」。この瞬間をダールマンは評する。「これが革命だった241」と(DaGR: 214)。 

 ミラボーの強烈な個性は、革命当時からドイツ知識人を魅了した。革命戦争中の一時期

は「忌むべきカティリーナ」のごとく不人気であったが、そうしたなかでも崇拝者を欠く

ことはなく、三月前期にあっても印象が薄れることはなかった242。「ミラボーには人の才能

を見抜く天賦の能力があったので、ある者はその強力な本性のデーモンに惹きつけられる

ように感じ、ミラボーと彼の指図によろこんで身をゆだねたのだ」（ゲーテ）。革命当初、

ゲンツはミラボーを「人類の恩人」とみた(GSS, 11-1: 205)。皮肉屋のハイネでさえ、この

「われわれの時代のもっとも偉大な政治的天才」を手放しで讃えている。 

 ところが、圧倒的な指導力を誇る自由の使徒ミラボーには、もうひとつの側面がある。

それは「性格の腐敗」と「御しがたい欲望のはげしさ」（ゲンツ）にほかならない。実際に

ミラボーは青年期から累積した莫大な借財をかかえ、好色で、つねに名誉を欲し、あらゆ

る党派と通じる陰謀家で、支配欲が強く、躊躇なく他人を利用するところがあった。革命

批判に転じた後のゲンツは、こうした視点からミラボーを眺めている(GGS, 5: 391-3, 455)。

「優秀な頭脳」と「真理」を見抜く「洞察力」、「卓越した才能」にもかかわらず、ミラボ

ーは「頭脳と心情の隠されたアンティノミー」と「解き難い矛盾」に囚われていた。「一貫

性を欠いた」「奇妙な男」だったのだ。革命批判をかかげる復旧期の保守派のみならず、自

由派のロテックにとってもミラボーは利己的でどこか胡散臭い人物であった。 

 ミラボーの業績を評価する際の最大の問題は宮廷との関係であった。一七九〇年、ミラ

ボーは友人のラマルクを介して、国民議会に圧迫される王権と密約を結んだからである。

内容は、借財の帳消し・月額六千リーヴル・議会解散時に百万リーヴルの報酬と引き換え

に、王権に助言を与えるというものであった243。ミラボーの死の翌年（一七九二年）に王

宮から秘密書簡が発見されるやいなや、大スキャンダルとなった。まさか革命の英雄が、

実は宮廷と、「反革命」と通じていたとは！遺骸はパンテオンから撤収された。ロテックに

                                                   
241 この評価は単なるレトリックではない。本来、王権に議会召集・解散権が属する以上、

ミラボーの発言は主権に対する公然たる抵抗を意味したからである。「フランス革命の始ま

りは、まさしくミラボーが王命に抗して第三身分議員に居残るよう求め、それを貫徹した

瞬間だった」(DaP:§180)。 
242 以下、C. Träger (Hg.), Die französische Revolution im Spiegel der deutschen 

Literatur. S. 411ff., 426-7, 654-5, 696、山下肇訳、エッカーマン『ゲーテとの対話（下）』

岩波文庫、一九六九年、三一五頁、木庭宏訳、ハイネ「フランスの状態」同編『イギリス・

フランス事情（ハイネ散文作品集第 1 巻）』（松籟社、一九八九年）所収、一八七～九〇頁。 

 なお、確認できた範囲では、七月革命から一八四八年の三月革命までの間に、F. J. A. 

Schneidawind, H. G. C. R. Mirabeau und seine Zeit der französischen Revolution. 

Leipzig 1831, J. E. Mahir, Der Graf von Mirabeau. Kempten 1832, T. West, Charaktere 

der französischen Revolution und der Kaiserzeit. Berlin 1839 といった、ミラボー関連の

歴史叙述（革命史通史と断片的言及は除く）が出版されている。 

 三月革命後におけるドイツ知識人のミラボー人気については、後註 493 を参照。 
243 ミラボーと宮廷との関係については、シャーマ『フランス革命の主役たち（中）』三六

六頁以下を参照。 
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とって、こうした行動は汚らわしかったし(RAG, 9: 1-2,§11)、ミラボーを革命最高の指導

者のひとりとみるミニェも、助言の内容は「立憲的」だったにせよ、「買収されたという過

ち」は「非難」に値するとしている(HRF: 151-2)。 

 だが、ダールマンはこうした批判を一蹴する(DaGR, 323-6, 349-50)。ミラボーは断じて

「利己心のために良心を否認するような、買収された助言者」などではなかった。いくら

報酬を受け取っていたかなど、この「政治の天才」(DaGR: 182)の評価とは無関係である。

無償が一番望ましいにせよ、王は正式な助言者以上に「よりよい助言者」に対して報酬を

支払っただけなのだから。「今もそして今後も決して完全に純粋な生にたどりつくことがで

きない」ことこそが、「この男の踵につきまとう宿命」だった。密約によって行動を制約さ

れようとも、「この驚嘆すべき人物の心中と地位を混同してはならない」のだ。彼があれほ

ど苦心した献策も、「優柔不断」な国王には無駄だった。 

ダールマンにとっては、むしろ宮廷との提携関係こそがミラボーの真の偉大さを示して

いるように思われた。それはミラボーが「革新の事業」と同時に「秩序の復興」を望んで

いた証だから(DaGR: 351-2)。「統治」Regierung の重要性を誰よりも理解していた証だか

ら。「統治」によって「秩序」が確保されてはじめて、「自由」は育つことができる。「しば

しば秩序から自由が生まれてきたことはあったが、自由から秩序が生まれてきたためしは

ついぞない」(DaP:§137)。「かつて人間に成功が許された輝かしい事業があるとすれば、

それら全ては、世界を支える両極軸の間に位置している。すなわち、秩序と自由の中間に

位置しているのである。秩序なきところ、安全は存在しない。安全が無ければ、自由もま

た存在しえない」(DaGR: 421-2)。ダールマンは、「家族制度」に「家長」が必要なように、

「国制」の本質を「最高権力」（「主権」）を体現する「統治」にみている(DaP:§88-9)。「統

治なき国家はありえない」。そして、大国であればあるほど、「統治」は簡潔かつ強力な最

終決定機関としての君主にゆだねられるべきである。 

一方で「統治」が「絶対君主政」に流れることを防ぐために、「統治」は「統治に参与す

ることのない国家諸権力」Staatsgewalten によって制約されるべきである(DaP:§91-7, 99)。

この制約は、政府が完全な「執行権」を保持し、「立法権」を議会と「共有」することによ

って達成されることとなろう244。「大国の統治形態が持続するためには、同質的ではない、

                                                   
244 ダールマンによれば、近代的な権力分立論の祖はロックである。ダールマンはロックが

「執行権」と「立法権」を区別した点を評価するが、両者が対立した場合の裁定権を「人

民」Volk に与える議論を退ける。この議論は現実には実行不可能であり、ロックは本来は

「有機的身体」である国家をあまりに「人工品」として理解してしまったとする。要はロ

ックの国家像は「フィクション」に基づいており、せっかく発見した「国家諸権力」を「正

しい相互関係」において理解せず、英国国制の奥義に関しても内在的説明を与えることが

できなかった(DaP:§230)。 

 通例、ダールマンはモンテスキューの徒と考えられているが、モンテスキューに対する

ダールマンの評価は意外に手厳しい。モンテスキューはロック以上に英国国制の真の機構

を理解できる能力をもっていたにもかかわらず、この「新たな体系の栄光」に魅せられて
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多様な構成要素から構築されねばならない。さらに、できるかぎり非人工的で、できるか

ぎり現実の政治社会の状態に則した構成要素から構築されねばならない」。これこそ「あら

ゆる時代の教訓」である。ダールマンのミラボーはこの「教訓」を体現し、「統治」の担い

手たる宮廷と議会を調和させることで君主政の再建を目指したがゆえに、「政治の天才」な

のである。「三頭派」に対して咆哮するミラボーは著者の叫びでもある。革命の諸事件をな

がめ分析するダールマンのまなざしは、ミラボーの眼光と交錯する。演壇にそびえるミラ

ボーの巨躯は、病弱だが決然とした信念をもつダールマンの志のすがたにちがいなかった。

ミラボーが政治を動かすことができたならば、革命はちがった進路をとっただろうに。そ

のようにダールマンは惜しむ。 

 ついにミラボーがおのれの「天才」、「権力と名声を渇望する魂」にふさわしい執政者の

地位を得ることはなかった。それは過去の不行状の報いでもあったが、なによりも国民議

会の「愚かな決議」のためだった(DaGR: 300-3, 350) 。一七九〇年十一月、「革命を抑制す

る」ために執行権と立法権の連係を画策するミラボーに反対して、議会はいかなる議員も

大臣となることはできないと決議した。決定的だった。こうして、議員であるミラボーが

統治にたずさわる機会は失われた。「我々はそれとわからぬ傷がもとで出血多量となり、命

取りとなる」。一七九一年四月二日、ミラボーの死とともに立憲君主政樹立のこころみは挫

折する(DaGR: 352ff.)。ダールマンが期待を託した獅子の革命はここで終わる。 

 ダールマンは「党派」というものが嫌いだった245。ハノーファー議会で下院議員を勤め

た際、保守的な貴族層に対してと同様、他の自由派に対してもダールマンは一線を画した

ようである。ダールマンのミラボーも同じように、「いかなる党派」にも属さず「独自の道」

を歩んだ人物だった。もちろん、ふたりの性格は天地ほどかけ離れている。ダールマンは

典型的なビーダーマイヤー人だった。寡黙で照れ屋だった。それでも、ダールマンはミラ

ボーのうちに「政治家」のイデアをみたことにかわりはない。「革新の事業」と「秩序の復

興」を担う、不偏不党のひと。ミラボーのおかげで「緩慢な中世の障害は除去され、封建

制は決定的に否定され、農民の土地とその生業は自由になった。さらに風化した教会には

斧が振り落とされた。その結果、国教も、ローマ教皇による国家支配も、もはや存在しな

いのである」(DaGR: 351)。そこにミラボーの「不朽の価値」、「フランスに、そしてフラン

スを通じて欧州全土に自由を基礎づけたという名声」の根拠がある。君主政の要となる「統

治」の重要性を認識し、「秩序の復興」をめざして革命の奔流に抗い、そして敗れた。だが、

「不偏不党の歴史」(DaGR: 323-4)は決してミラボーを見捨てることはないだろう。ダール

マンはそのように云う。「人類の歴史における悲劇の一幕」というべきミラボーの生を、「不

                                                                                                                                                     

しまった。政体論についても、統治者の数によって政体の精神を演繹する「古き誤謬」を

繰り返している。また「執行権」・「立法権」・「司法権」の権力分類論も、「あたかも絶対的

に切り離せるかのように」論じており、現実を捉えていないと批判されている(DaP:§231)。 
245 W. Bleek, Dahlmann und sein Werk über "Politik", S. 306, M. Riedel, Politik und 

Geschichte, S. 309-10. 
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偏不党の歴史」は決して見捨てない。ダールマンはやはり、政治学者であり、歴史家だっ

た。 

 

第三節：『政治学』の宇宙 

 

(1)一七九一年憲法の功罪 

 どの程度までフランス革命は成功したのだろうか。ダールマンの問題意識がつねに「憲

法」を軸に旋回している以上、「憲法」に対する評価こそが同時に革命そのものに対する最

終的な評価となろう。個々の政治過程への批評は最終的な「憲法」評価へと流れ込んでく

る。国民議会による改革の総決算たる一七九一年憲法を理論的に分析することはないが、

国民議会の個々の政策に対する批評はそのまま一七九一年憲法にあてはまる。そして、そ

の背後には理想の「善き国制」に向けられたまなざしが潜んでいる。 

 結論から述べるならば、ダールマンの一七九一年憲法評価は、当初から辛辣だった(DaKS: 

19, DaP:§162)。「一七九一年憲法はフランスに適合していなかった。それは不誠実で内奥

に共和政を秘め、そのことを隠そうともしなかった」。もちろん、ダールマンは国民議会の

政策を全否定するわけではない。「中世の障害」たる聖俗の「封建制」の打破や十分の一税

廃止は偉大な業績にちがいない。しかし最終的に確立した体制と統治機構は原理的にまち

がっているものとされた。 

一七九一年憲法の欠陥は議会と「統治」Regierung との関係の内に潜んでいる。三権分

立原則を厳格に導入した一七九一年憲法の規定によれば、租税徴収・予算策定を含む立法

権は「立法府にのみ委託」されている（第三章一節）。ダールマンによれば、これは基本的

に誤った認識にもとづいている(DaP:§96-7, 113-4)。「統治」は「執行権」（「行為権」）の

唯一の担い手であるとともに「立法権」の「共有者」でもあるのだから。「統治が仮に他者

の意志をただ執行せねばならない状況に立たされるとしたら、それはむしろ、より強力な

意志に支配されているということになってしまうだろう」から。それゆえに王権は「全執

行権」をもつとともに「法律の公布者」であり、「世襲貴族・王族の任命」を通じて「法律

の審議に一定の影響をおよぼす」ことができねばならないのである。 

とりわけ王権と議会との関係は「拒否権」Veto 問題をめぐってもっとも緊張する(DaP:

§120)。王権は「おのれの意志をあらゆる法律に与えるかぎりで立法権の保持者である」。

それゆえ当然、国民議会の立法に対する拒否権が認められねばならない。しかも、その効

力は「単に延期的な効力〔制限拒否権〕ではなく絶対的な効力〔絶対拒否権〕をもたねば

ならない」。「国王が議会によって定められた法律をそのまま公布して執行せねばならない

という場合、それは権力無き君主政を意味している。そしてそれは英国国制の全盛期の祖

となった国王ウィリアム三世があらゆる政府のうちで最悪のものと名づけたものにほかな

らないのである」。 
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そして、この「あらゆる政府のうちで最悪のもの」たる「権力無き君主政」の「最良の

実例」が「一七九一年憲法」だった。国民議会で拒否権問題をめぐる論争がおこなわれた

のは一七八九年八・九月であるが、ミラボーだけがその決定的な重要性を見抜いていたと

される(DaGR: 258-63)。ミラボーは、「傑作」ともいうべき演説において、まさしく絶対拒

否権こそが王権の中核であり、制限拒否権だけでは王権護持に不十分だと訴えかける。「複

雑にからみあった生へのまなざしと感覚」に満ちた「有機的な」議論だった。これに対し

て王権による拒否権を一切認めないシェイエスの議論は複雑な論点を「ナイフで手仕事的

に」切っただけの「凡庸な」代物ではないか(DaGR: 263-6)。そして、結局はここでも――

「政治の奥義への洞察の欠如」のためか、「動揺した人気の回復」のためかはわからないが

――ネッケルは国王に制限拒否権を進言することで、「誠実で思慮深い君主政の支持者たち

の希望」を打ち砕く。一七九一年憲法によれば、国王の拒否権は「制限的」で三期連続で

決議された立法はそのまま公布される（第三章三節二条以下）。こうして国王は「法律の執

行に関してのみ強力だが内容の決定については無力で、他者の意志への従属者になりさが

ってしまった」のである(DaGR: 268-70)。 

この議論からも明らかなように、ダールマンにとっての王権とは、単なる「執行権」の

保持者にとどまらない、政治社会全体に責任を負う「統治」の担い手である。一七九一年

憲法が国王に「執行権」を認める一方で事実上は制限・制約をかけて空洞化させたのとは

対照的に、ダールマンの描く国王の「執行権」の内実は強力そのもの――統帥権、大臣・

将校任命権、教会監督権、教育統轄権、裁判権、官職任命権、警察権、そして議会の召集・

延期・解散権――である(DaP:§115-9, 121-3)。「常設の議会など王権の転覆にほかならな

い」246。なによりも国王は「議会の共同なしに」対外関係を統轄することができる。「財政

事項に触れない限りで」議会の批准を求めることなく、あらゆる協定や条約を締結し、開

戦・講和することができる247。 

 だが、このように強力な君権は濫用の危機に絶えずさらされているのではないだろうか。

ダールマンが強大な「統治」と権力濫用防止を両立させるための制度として強調するのが、

「国王無答責」königliche Unverantwortlichkeit の原則である(DaP:§130ff.)。つまり、国

王は大臣を任命し、統治における「責任」――「政治的」であれ「法的」であれ――はす

べて大臣が負うという原則である。特に大臣に重大な憲法違反があった場合に議会が行使

する弾劾裁判権は「抵抗の最後の手段であり、私はそれを議会の剣と名づける」。それは濫

用されるべきではないにせよ「新たな国法の本質的な部分」である(DaP:§136)。平時にあ

っては大臣の統治を監視する「公論」こそが「もっとも有効」な規制となろう。だが、憲

                                                   
246 一七九一年憲法では議会は「常設」と規定されている（第一章一条）。 
247 『革命史』において、ダールマンは開戦・講和権の帰属をめぐるミラボーとバルナーヴ

の論争を紹介している(DaGR: 309ff.)。国王に開戦・講和権が属することを強硬に主張する

ミラボーにダールマンが賛同していることは、いうまでもない。 
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法が侵害されるという危機的な状況に際しての弾劾裁判権は、大臣による統治を監視し、

王権自体を動揺させることなく憲法を守り、国王に対しては「あらゆる支配の見えざる担

い手である善と法の永遠の基礎」を示すことだろう。 

 したがって、現代の君主政は安定した統治を実現することができる(DaP:§137, 139)。統

治が「君主の個人的な才覚にもとづくものではない」からである。ダールマンにとって現

代のあるべき「君主」は、「私権」にもとづいた統治をおこなう貴族たちの第一人者たる中

世の「レーエン国家の元首」でも、「絶対君主政」のもとで国家を所有物のごとくあつかう

「家産君主」Patrimonial-König でもない。それは「国家の理念」を体現し、「自分のため

ではなく国家のために」統治する「国家君主」Staats-König というべき存在にちがいなか

った。「国王無答責」に加えて世襲制の確立や、王室予算と国家予算の原理的区別（「王室

費」Civil-Liste）がそうした「国家君主」を支える(DaP:§101ff., 125ff.)248。この「国家君

主」を頂点とした君主政こそ、ミラボーが望み、ダールマンがドイツ諸邦にあらわれるこ

とを夢見る「善き国制」であった。そして一七九一年憲法は「国家君主」を確立する代わ

りに、際限なく王権を侵食しつづけたのである。 

議会による王権の侵食を単に制度設計の失敗として片づけることはできない。一七九一

年憲法の精神は人権宣言に、人権宣言はシェイエスに、そしてシェイエスの思想はルソー

に由来していると、ダールマンは考えるからである。つまり一七九一年憲法体制を、さら

にはフランス革命を総括するためには、革命を一貫する「人民主権」原理 Volkssouveränität

の罪が問われねばならない。 

ダールマンによれば「人民主権」理論の起源は古いが、フランス革命にあらわれる形態

のものをはじめて打ち出したのはルソーである(DaP:§232-4)249。ヒュームは「習俗」Sitte

を国家の基礎とすることで、国家を統治機構の「人工品」としてあつかう「ロックの体系

の欠陥」を正すことができた。これに対して、ルソーは「類の権利」Recht der Gattung、

つまり各人の不可譲の「権利」を国家の根源に据えることで「群衆」に主権を与えてしま

った250。「ロックが最終手段として設けた緊急通路のうえにルソーは国家を設立する」。そ

れは「有害な誤り」だった。そして、この「有害な誤り」を決定的なところまで高めたの

が、シェイエスの『第三身分とは何か』である。「すべてを純粋に一から考え出したのはル

ソーではなくシェイエスだった。この病弱でぱっとしない男が、少しばかりのわかりやす

                                                   
248 「ゲッティンゲン七教授事件」を経験したダールマンは、『政治学』改版に際して、国

王による憲法遵守宣誓の重要性をより強調している(DaP:§189)。 
249 キリスト教徒ともに「人権」の理念ははじめて登場した(DaP:§69, 224)。しかし、キリ

スト教は「類の政治的権利」を是認するが、それは「国家におけるあらゆる個人の自然的

政治的権利」とはまったく別物とされる。つまり、諸個人の直接的な政治参加は認められ

ないということになる。 
250 ダールマンは、ルソーが「一般意志」を理論上は全会一致としつつも、実際には多数決

原理を容認しているとして批判する。 
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い思想で武装し、革命の大路を拓いて狼煙をあげた征服者なのである」(DaGR: 167-8)。そ

の内容はおそろしく陳腐であるがゆえに圧倒的な影響力を誇った。あらゆる統治は人民の

福祉を目的とする、統治権が単なる私有財産ではないという正しい意味は忘れ去られる251。 

こうして「人民主権」は革命の理論と化す。「すべて主権の根源は、本質的に国民のうち

に存する」（人権宣言・第三条）。フランス革命において、人権の理論は民衆が意に沿わな

い法律に背くための口実、いわば「不服従の理論」として用いられる。人権宣言は美しい

理想にとどまるがゆえに、つねに対比される現実の「不平等」や「自然的自由と平等の制

限」を「嘆かわしい」ものとして映し出してしまうのだ。さらに一歩進めれば、平等の主

張が「国法」から「私法」へと、つまり「財産の平等」への要求に転じかねない(DaGR: 242-4)。 

 

ラファイエットの提案した人権宣言は根本的に間違っている。なぜならそれはあらゆる

憲法を満足ゆかないものにしてしまうからである。共通善と個々人の陶冶というすばら

しい果実が国家結合から育つためには、必ず必要な犠牲というものがある。だが、そう

した犠牲のかわりに一連の自由と平等に関する諸権利が引き合いに出されることとな

る。そしてその諸権利は太古から人類にとって、犠牲とは無縁な不可譲の所有権である

べきであり、そうあらねばならないとされる。しかし、宣言のなかでさえも最終的には

その残り滓しかないのだが。（『政治学』）(DaP:§235) 

 

それゆえアメリカ独立戦争の際、独立宣言が「人間の原初的平等」と「不可譲の権利」を

もちだして「転覆の原理」を「恒常的な原理」に高めたことは誤りだった(DaP:§234)。新

興国のアメリカならばともかく、「まったくその基盤を欠く」フランスに人権宣言を制定す

るなどとは「軽はずみ」でしかない。「危険な政治的大法螺吹き」でしかない(DaGR: 241-6)。

「政治家としての賢慮」を備えたミラボーはそのことを見抜いていた。 

 ダールマンにとって、「人民主権」の構成原理――人間の生得的な自由・平等（「絶対に

取り消し不可能な自然権」（第一・二条））と社会契約――は政治社会の本質への完全な無

理解にもとづくものだった。すでにみたようにダールマンの「国家」は、「国家無き自然状

態」の上に築かれた「人工装置」とは異なる、「人類と同じくらい古い」起源をもつ「強力

な超人間的秩序」である。個人はそうした政治社会に埋め込まれた存在、「国家的動物」と

して生まれるのであるから「生まれつき自由」でも「平等」でもありえないことになる。

                                                   
251 ペーリッツのシェイエス評――「フランス革命の理論家」――も芳しくない。「シェイ

エスは政治家にとって、歴史における反面教師としての意味をもつ。すなわち、国家有機

体の変革のためには単なる理論だけでは不十分であり、支持しがたい実験に行き着いてし

まう。そして、しばしば国民はその高いツケを支払わねばならなくなるということである」。

「政治家」にとって重要なのは、つねに「実践という現実」を視野に入れることなのであ

る（K. H. L. Pölitz, Erinnerungen an Emanuel Sieyes, den Theoretiker der Revolution. 

in: Jahrbücher der Geschichte und Staatskunst. Bd. 2 (1836), S. 256.） 
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未成年は政治的権利をもたないし、成人後も「容姿・能力・身分・財産」の異なる人々と

共生せねばならない(DaGR: 242-4, DaKS: 27)。人間は生まれつき不平等なのだ。そして「人

間の自然本性は理性Vernunftを備えていること、そして上位と下位を区別することにある」

(DaP:§1)。 

 本来、「善き国制の目的」とは「神と自然、そして歴史の力によって基礎づけられた」「不

平等」を認めると同時に、その「有害な過剰」を抑制することにある。つまりダールマン

は身分制構造に付着する特権などの「中世の障害」を除去する一方で、「歴史的基礎」を統

治機構に組み込むことで安定した「善き国制」を達成しようとするのである。 

「歴史的基礎」と統治機構をむすぶ鍵となるのが二院制である(DaGR: 142-6, DaP:§

143-5)。英国国制の卓越性は単に英国の特殊性にではなく、「職務の真の本性」にしたがっ

た二院制（「ふたつの異なった自覚をもつ議院」）に由来している。二院制は政治社会に内

在する「不平等」、年齢・能力・身分・財産・経験といった「国民の多様性」を統治機構に

接続することで、政治社会をより有機的に組織することができるはずである。「上院は個人

や官職上の資格にもとづいて議員を採用し、世襲制ではないにしても少なくとも終身制を

志向する。対して下院は議員の不断の入れ替えと選挙にゆだねられるのである」。下院が政

治社会の運動性を、「貴族政的要素」からなる上院が「不動性」を体現するというわけであ

る。それは政治社会の本性に則しているがゆえに普遍的に適用可能な制度でもある。実際

に「貴族政的要素」の乏しいアメリカ合衆国においてさえ「年齢・尊厳・実務経験といっ

た差異」は存在する。したがって、二院制は十分機能しうるのである。三部会前夜のフラ

ンスならば、大貴族と高位聖職者を結集して上院を結成することも可能であったにちがい

ない。 

二院制は「多数決」による「偶然性」を予防し、多院制のもたらす「少数派」の横暴を

回避することができる。各院の「賞賛すべき野心」が相互に「矯正的な」影響をおよぼす

のである。それゆえ二院制は、「討議のもたらす荒々しい波」から王権を守る防波堤の役割

を果たすだろう。一方、上院の「不動性」は、「専制君主」による「自由」の侵害を許さな

い。平時において、二院が一致した決議は「国民の現実の声」として王権に提示されるこ

とだろう。ダールマンの議論は二院制を単なる統治機構とみるのではない。二院制という

統治機構は、政治社会の「歴史的基礎」、現在の身分制構造に代表される「不平等」と連動

することではじめて有効に機能する。 

ところが封建的諸特権や十分の一税を廃止した一七八九年八月四日決議によって、貴族

と聖職者の存立基盤が掘り崩されてしまう(DaGR: 253-6, 262-3)。もちろん、そこには「実

践的意義」があったにせよ、「理性的な事柄をめちゃくちゃな方法」で実現したとダールマ

ンは評する。もともとフランスの貴族は「過剰な利益を独占している抑圧的制度」（「公共

の貧困の大原因」）として第三身分の憎悪の的だったため、二院制は国民議会の大多数によ

って「新たな貴族の培養所」（「大臣の道具」）とみなされ、一七九一年憲法も一院制を採用
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することとなる（第一章一条）252。貴族制を改革して政治社会の構造を統治機構に媒介す

る道は閉ざされ、君主政は不安定化し、王権は議会によって侵食されてゆく。貴族制の廃

止（一七九〇年六月十九日）はその到達点であった。「世襲貴族制の護りを欠く世襲君主政

は、激しい嵐に晒される剥き出しの塔の如く、広大な平野に立ちつくしていた。その構造

を理解することは、もはや困難だった」(DaGR: 328-9)。 

 一七九一年憲法は、そしてフランス革命は不完全なものにとどまらざるをえなかった。

政治社会の「歴史的基礎」は国民議会によって徹底的に破壊され、王権はもはや「むき出

しの塔」のごとく風前の灯だった。やがて王権も倒れ、革命は急進化してゆく。いかなる

道が残されているのだろうか。何を目標に歩んでゆけばよいのだろうか。それでは、我々

ドイツ諸国はいかなる道を選べばよいのだろうか。その答えを得るため、ダールマンは再

び「歴史」の階段を下りてゆく。 

 

(2)英国国制論 

 ダールマンは英国を見たことがなかった。あれほど恋焦がれた国を訪れることは終生な

かったのであり、また、訪れようと思っていたのかさえよくわからない。英国通を自称し

たゲンツやニーブーアがみずからの滞英経験から英国観を形成したのとは対照的である。

ダールマンは英国国制をモンテスキュー、ブラックストンやド・ロルムの古典的著述から

学んだ。したがって、彼の英国像は同時代の「現実」とは大きくずれていた253。だが、「現

実」との乖離を指摘することがそのままダールマンの思想の「現実」を把握することにな

るとはかぎらない。 

                                                   
252 ペーリッツもまた、国民議会は英国とアメリカを範として二院制を導入すべきだったと

する（K. H. L. Pölitz, Erinnerungen an Emanuel Sieyes, S. 249）。 
253 たとえば、ダールマンは一八一八年の『キール公論』にド・ロルム『英国国制論』（初

版一七七一年）の序盤を抄訳して掲載している(DaKS: 111ff.)。ダールマン自身の記述から

は、数多い版のうち、J. L. de Lolme, The Constitution of England: or, an Account of the 

English Government; in which it is compared both with the republican form of 

government and the other monarchies in Europe. new ed. London 1816 の参照が推定さ

れる。本稿もこの版から引用する。 また『政治学』中でも、「ロック、ブラックストン、

バーク」といった「立憲政論の古典」と並んでモンテスキューや法制史家の議論が、しば

しば引き合いに出されている。 

ダールマンの英国国制像の「現実」との乖離についてはこれまでも指摘されてきた。こ

の点については、W. Bleek, Dahlmann und sein Werk über "Politik", S. 294-6, M. Riedel, 

Geschichte und Politik, S. 318-20 を参照。 

なお、十七世紀後半以来の英国国制論の伝統とダールマンとの関係は重要な論点ではあ

るが、本格的な論及は優に本稿の問題設定を越えてしまう。煩雑な註によって叙述の流れ

を切断するのも、好ましくない。そのため、当該論点については、本稿の問題設定と密接

に関連する限りでのみあつかうこととする。「古来の国制」論、ブラックストン、ド・ロル

ムの英国国制観との比較、さらにダールマン自身の英国史観については別稿で論ずる予定

である。 
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 ダールマンが依拠した古典的著述家たちは個別論点で食い違うことはあろうとも、英国

を君主政・貴族政・民主政からなる「混合政体」とみる点では一致していた。ダールマン

もその点はかわらない(DaP:§23-5)。「善き国制」たるには、「全構成員による統治への参加」

（民主政）、「意志の統一」（君主政）、「支配的な社団」（中間団体）の存在（貴族政）の三

要素をむすびつけねばならない。この点でダールマンは十八世紀以来の英国国制＝混合政

体論者の伝統に連なっているのである。それゆえ、彼の理想とする政体・統治機構像は十

八世紀の著述家やゲンツたちと大きく隔たっているわけではない254。 

 ダールマンの英国国制観で際立つのは統治機構像ではなく、その位置づけ方にある。ダ

ールマンによれば、英国国制は島国的逸脱的発展の帰結ではなく、「近代の国制」（「ゲルマ

ン国家」）の特質――ここでの「近代」とはキリスト教登場以降を意味する――が「もっと

も純粋に」あらわれたかたちなのである(DaP:§70-1, DaKS: 18)。むしろフランスのほうが

はるかに逸脱的といわざるをえない。英国国制は欧州国家の目指すべき模範にほかならな

い。なぜなら「似通った民族性、国家生成期の共通の経験、同じ信仰の圧倒的な輝き、そ

して長きにわたって歴史をともにすることによって、ひとつあるいは複数の地域にまたが

る国際社会が基礎づけられるのであり、そこでは極めて類似した国制を採用することが可

能だ」からである(DaP:§26)。 

 英国国制に「もっとも純粋に」あらわれた「近代の国制」の特質は、明確に古代国家―

―スパルタ、アテナイ、ローマ――のそれと区別されることとなる255。ダールマンは古代

国家を分析する際、モンテスキューのように「徳」を道具立てとして用いることはしない。

あくまで政体論を通じて古代国家に共通する構造を見出そうとするのである。 

 ダールマンによれば、「古代の政体の展開」はひとつの型へと――いかに個々の点で異な

っていようとも――収斂してゆく(DaP:§35, 37-8, 44-5, 67, 70)。「貴族による王政

National-Königthum の没落、その後、民衆 Volk による貴族の没落。政治的自由は多様性

から画一性へと変転する。この画一性が国家を解体するのである」。無論、「貴族」の性質

によって、没落までの経過は変わってくる。すなわち、へロット（「敗者」）に対する征服

者共同体として、「貧困とカースト的支配」を貫徹したスパルタと、「多様かつ血縁的な諸

部族」から成る貴族制――スパルタ的「閉鎖性」とは無縁である――を擁したアテナイと

では、貴族制のありかたが相当に異なってくる。だが、それでも「貴族」解体に至る大筋

と結末は同一である。いずれにせよ――スパルタは他国への侵略政策によって、アテナイ

                                                   
254 十九世紀ドイツにおける受容については、前掲の T. Wilhelm, Die englische Verfassung 

und der vormärzliche deutsche Liberalismus に加え、C. E. McClelland, The German 

Historians and England : A Study in Nineteenth-Century Views. Cambridge 1971を参照

すべきである。 
255 スパルタとアテナイの国制史については、伊藤貞夫『古典期アテネの政治と社会』東京

大学出版会、一九八二年、ローマ国制史については A. Lintott, The Constitution of the 

Roman Republic. Oxford 1999 を参照した。 
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は民主化を求める民衆によって――最終的に民衆によって貴族が排除され、「あらゆる伝統

的かつ多様な構成要素が国制から消滅」したことに、かわりはないのである。 

ローマもまた例外ではない(DaP:§46, 54, 56-9)。たしかにローマの政体は古代において

卓越した性質を備えていた。ローマは、スパルタのように「征服者が敗者を監視すること

はなかった。支配と服従との間に一度引かれた区切りを最後まで維持するような機構は、

ローマ国制史とは無縁である。スパルタとの相違点である」。また、「平民」の要求を漸次

満たしていったものの、なし崩し的民主化――アテナイでみられた――に陥ることもなか

った。ローマは、「〔国制の〕基本形式の尊重」と「均衡」によって、古代国家有数の安定

性を達成したのである。貴族と平民との身分闘争が決着し、その後、平民身分が国家の支

配権獲得にのりだしたときでさえも、富による障壁、民会の採決形式、元老院の権威を基

盤とする貴族身分は、しばらくのあいだ国制の「均衡」を保つことができた。とはいえ、

ここでもやはり、古代国家通有の運命がローマを襲うこととなる。貴族制は徐々に――共

和国の拡大、中間層の貧困化、護民官の腐敗などによって――掘り崩されていった。 

 スパルタ、アテナイ、ローマという代表的な古代の国制における最大の欠陥は、「古代特

有の貴族と君主との対立関係」にあった。まず最初に王政は貴族の寡頭政に取って代わら

れ、その後、貴族身分が今度は平民身分に侵食されてゆくという流れである(DaP:§32, 39, 

47, 67)。いずれの国においても、「君主政」的な要素を政体に再導入する機会は訪れたもの

の、その都度失敗している。たとえば、カエサルによる「君主政」樹立を阻んだ「ブルー

トゥスとカッシアスの短刀」は、「実体的な要素に適用可能な唯一の自由な秩序にとどめを

刺した」のである256。その後の帝政期はそもそも「君主政」とはいえない。「すべてはとに

かく皇帝個人の人格にかかっていた。あらゆる強制力をもつ根本定理の欠如に加え、どの

みち弱々しく受け継がれていた善の力は完全に無力だった。一方で悪は全種族の繊維に深

く食い込んでいた」。 

 「ゲルマン国家」（「近代の国制」）を古代の国制と明確に切り離すのは、領域的な拡大と

キリスト教の登場に加えて、まさしく「君主政」の導入にほかならない(DaP:§67-71, DaKS: 

16-7)。「中世の国制の基礎」となる「レーエン制国家」の起源は「国家とは本来関係のない

従士団の軍役関係」にあるため、もはや古代のように君主と貴族が排他的な関係に立つこ

とがなくなる。つまり、貴族は「君主が必要不可欠」――「指揮官と軍隊」の関係のよう

に――であることに気づくのである。さらに平民層もいまや「民会」ではなく、都市や農

村の「代表者」を等族議会に派遣するようになる257。そして、諸身分の利害を均衡させる

                                                   
256 ほかにはスパルタの場合はクレオメネスの改革(DaP:§36)、アテナイの場合にはソロン

の改革(DaP:§43)が挙げられている。 
257 代議制（英国国制）の立場からする直接民主政批判は、ド・ロルムの叙述の中心をなし

ていた（J. L. de Lolme, The Constitution of England, pp. 256ff., H-Ch. Kraus, Englische 

Verfassung, S. 188-9）。 
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存在としての「君主」があらわれてくる。ダールマンは、「ゲルマンの民族生活」の本質を

「隣同士養われた〔身分の〕諸形式」と、国家を「統一性へと完全に練りあげる力」の結

合にみる258。 

 だが、「レーエン国家」は「統一的」な国家からほど遠い状態にあった(DaP:§139)。そ

れは、「レーエン保持者」がおのおの自分の支配地に「所有権」Eigenthum としての「統治」

をうちたてる状態である。つまり、「公法」と「私法」は未分離であり、「統治」は一種の

「私権」として扱われることとなる。君主は貴族たちの第一人者にすぎず、「国家

Gemeinwesen を継続的に貫徹し、それゆえにひとつの場所から輝きを放たねばならないな

どと思いもよらなかった」。等族議会は課税承認権をもつほかに、独自の行政権を備えた「共

同統治者」Mitregieren でもあった。ダールマンは、この現象を「中世の身分制の病」とよ

んでいる259。この不毛な割拠状態を脱するには、等族議会召集を待たねばならなかった260。

御料地からの収益では賄いきれない事業に乗り出す君主が、等族議会に「租税」Steuer の

                                                   
258 ゲルマン起源の強調はモンテスキューを想起させる。だが、後にみるように、ダールマ

ンは英国独自の発展の決定的な原因を、「中世」――ノルマン人による「征服」後の時代―

―に見ているのである。なお、筆者のモンテスキュー理解は、川出良枝『貴族の徳、商業

の精神：モンテスキューと専制批判の系譜』東京大学出版会、一九九六年に負う。 
259 すでに述べたようにダールマンにとって議会はあくまで「立法権」の「共有」にとどま

るため、等族議会の「統治」への関与（例えば、常設委員会の任命による行政干渉）は許

されない(DaP:§84, 96, 140, 173)。こうした等族議会の行政関与が特に顕著だったのはヴ

ュルテンベルク領邦議会である。この点については、成瀬治「初期自由主義と『身分制国

家』：ヴュルテンベルク憲法の成立をめぐって」（同『絶対主義国家と身分制社会』所収）

を参照せよ。 
260 復古派の代表的論客ハラーに対するダールマンの批判の論拠はここにある(DaP:§236)。 

ハラーはダールマンと同様に中世を「公法」と「私法」が未分離だった時代、すなわち

各封建諸侯が統治を「所有物」として把握し、「私権」としての「統治」を行ったとする。

そこでの君主は直轄領（御料地）を基盤とした最強の封建諸侯であり、その権力によって

貴族たちを主導する（ハラーの国家論の特質については、K. G. Faber, Zur Machttheorie 

der politischen Romantik und der Restauration. in: R. Brinkmann (Hg.), Romantik in 

Deutschland: Ein interdisziplinäres Symposion. Stuttgart 1978, S. 63-4 を参照）。 

 ダールマンは、ハラーが「原初的社会契約という幻影」や、「法原則」Rechtsgesetz のた

めに国家が設立されるとする「カント以来支配的になった考え」を退けたうえで、「中世の

発展における豊かな群雄割拠」を巧みに描き出したことを評価する。しかしダールマンに

よれば、ハラーは中世社会が近世へと移行してゆく契機となるべき等族議会の重要性を理

解していなかった。それゆえ、「きわめて一面的」な中世像にとどまってしまっている。つ

まり、君主が諸身分から「租税」を求めるとき、中世の割拠状態を止揚する「国家」とい

う「全体」観念があらわれてくるのである。もちろん、その典型例は英国だった(DaP:§73, 

139)。 

 ちなみに、ハラーと並ぶ保守派論客としてしばしば紹介されるシュタールは、『政治学』

改版の追加箇所で辛辣に批判されている。シュタールの政治的立場は、立憲制導入を不可

避と認める一方で、議会勢力の増大を警戒し、なるべく国王大権を温存しようというもの

であった（玉井克哉「ドイツ法治国思想の歴史的構造（一）～（五）」を参照）。ダールマ

ンの目には、極度の日和見と映った(DaP:§237)。 
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醵出を求めるのである。 

 ダールマンによれば、「もっとも純粋な」「ゲルマン国家」たる英国が「議会の有機性」

を獲得できたのは、さらに、議会制の中核を占める強大な貴族層を維持できたのは、まさ

しく英国が「レーエン国家」の特質を強く備えたがゆえであった(DaP:§72-5)。つまり、ノ

ルマン人による「征服」（「軍役」）の結果、「長子相続制」Primogenitur という「レーエン

の根本原理が全国家を貫徹した」。ダールマンの描く欧州諸国の国制史において、「長子相

続制」の有無は重要な帰結をもたらすとされる。「英国王はみずからを王国内の全土地の封

主と名乗った。すべての土地はレーエン法にしたがって保有された。英国に直轄領は存在

しなかった」。このため、「ローマ相続法」による分割相続が一般化した大陸諸国（とりわ

けフランス）とは異なり、「長子相続制」によって広大な所領を相続できた英国貴族は、現

在に至るまで「国権の活力ある一枝」として、「市民層の自尊心を傷つけることなく」「〔国

家〕全体にとって有用」な存在でありつづけているのである。つまり、英国の「世襲貴族

制」は中間団体として「正当で宥和的な位置」を占め、貴族院を通じて国家の安定を保証

することで、「純粋な政治制度」として機能しつづけている261。 

 そして一六八八年の名誉革命は、王権・貴族院・庶民院の完璧な均衡が達成された瞬間

にちがいなかった(DaP:§84, 133, 137, 149)262。「統治権と政治的自由が離婚なき結婚にい

                                                   
261 このようにダールマンは、「善き国制」と「レーエン制」を対立的にあつかわない。む

しろ、「従士」制から発展した「レーエン制」のゆえに、英国国制は古代的政体循環の轍を

まぬがれるのである。ここで、「レーエン制」の原理たる「長子相続制」の重要性が指摘さ

れる。ノルマン人による「征服」が決定的瞬間とみなされるにしても、それは「隷属」を

招いたがゆえではない。徹底的な「征服」の結果、「レーエン制」原理たる「長子相続制」

が十全たる発展を示すことができたからである。この点で、英国国制の特殊性を擁護する

議論、いわゆる「古来の国制」論 ancient constitution の伝統――「征服」以前のサクソン

人の国制に英国国制の起源を見出そうとする――に忠実なブラックストンの理解（W. 

Blackstone, Commentaries on the Laws of England. vol. 4. London 1803, pp. 407-42）と

も、「古来の国制」論を退ける一方でノルマン人の「征服」を「隷属」の運び手としてしか

見なかったド・ロルムの説明（J. L. de Lolme, The Constitution of England, pp. 1-60）と

も、決定的に異なってくる。さらに、ダールマンにとっての「古来の国制」とは――モン

テスキューが指摘したように――欧州の政治社会全般にあてはまるものだった。この意味

で言えば、欧州の諸国家はいずれも「古来の国制」を引き合いに出すことができる。問題

は、英国国制のように「純粋に」原理を発展させることができたか、なのである。この論

点については、紙幅の関係上、以上にとどめる。 

なお、貴族嫌いのゲルヴィヌスは全体的には好意的な書評において、貴族制の政治的重

要性の強調を批判している。ゲルヴィヌスによれば、貴族制が「持続的な国家権力」たり

うるのは英国や古代ローマのように、「多様な諸部族」から構成されていてなおかつ、身分

制と民族的断絶が重なっている政治社会に限られる（G. G. Gervinus, Ueber Dahlmann’s 

Politik. in: ders., Gesammelte kleine historische Schriften, S. 615-8）。ゲルヴィヌスの議

論も含め、『政治学』の同時代および後代による受容については、W. Bleek, Dahlmann und 

sein Werk über "Politik", S. 305ff.が詳しい。 
262 ダールマンは庶民院の大臣弾劾裁判権が制度的に整備されつつも、実際には使われてい

ないという事態を高く評価している。 
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たった」のである。いまや議会は「共同統治者」としての性格を脱して「立法権」の「共

有者」へと生まれ変わり、一方の王権は統治の「責任」を大臣にゆだねる「国家君主」へ

と脱皮する。それでもダールマンは、王権が単なる「抽象的思弁家にとってのみ理解しう

る、非人格的な支配の亡霊」に堕することを望まない。 

 

「国王は悪をなしえず」という有名な〔ブラックストンの〕政治格言はもちろん国家生

活の偉大な転換点を、長子相続制以上にはっきりと示している。それゆえ、この格言は

王のためではなく国家のために掲げられたものである、そのようにブラックストンが主

張するとき、彼はまったく正しい。〔中略〕だが、我々は祖先と同様に、生きた王を欲

するのだ。国事に関するおのれの判断を、大臣の任免によって示すような王を欲するの

だ。恩寵と富の莫大な権力の――その使い道を監視するのは弾劾裁判ではなく公論の役

目である――使い方を心得ている王を欲するのだ。（『政治学』）(DaP:§133) 

 

ダールマンにとって王は非人格的な機関ではなく、あくまで「公論」に耳を貸し、大臣を

任免する「統治」の主体でなければならなかった。「世襲」君主は統治機構の均衡を維持す

る存在であるとともに、「国家全体の維持」に資する「古来の家系への古き誠実」Treue を

担保する存在でなければならない。「少数の教養層」にとっても、君主は「繁茂する陶冶」

を促すべき役割を果たすこととなろう。つまり世襲君主政は政治社会のもつ歴史性（継続

性）を体現する存在なのである。厳格だが、人々に共同体への愛着と信頼を与えてくれる、

いにしえからくにを守ってきた父親のような存在。「しばしば秩序から自由が生まれてきた

ことはあったが、自由から秩序が生まれてきたためしは、ついぞない」。議会の多数派が大

臣の任免を左右する「議会主義」――十八世紀後半以来、徐々に支配的になりつつあった

――を彼は退けている(DaP:§131)263。 

 同時代のドイツ知識人のなかに論議をまきおこした一八三二年の第一次選挙法改正に対

する評価からも、英国国制の卓越性に寄せるダールマンの信頼をうかがうことができる。

                                                                                                                                                     

 また名誉革命はダールマンにとって、「正当性」は疑わしいにせよ、革命が最良の結果を

もたらした稀有の例だった(DaP:§206)。名誉革命後の英国の発展は、単なる制度上の仕組

みではなく、「国家君主」となることを承諾したウィリアム三世の人物、「家族への感覚」、

「堅固な中間層の道徳的な力」、そして「全体を貫徹した洞察の巧みさ」に負っていた(DaP:

§230)。アメリカ独立とフランス革命の余波を受けた混乱も、「定められた実践的変革」に

よって乗り切ることができた(DaP:§234)。ダールマンの英国革命史観については、R. 

Ludwig, Die Rezeption der Englischen Revolution im deutschen politischen Denken und 

in der deutschen Historiographie im 18. und 19. Jahrhundert. Leipzig 2003, S. 257-61

を参照せよ。 
263 この点、国王・貴族院・庶民院によって構成される「議会」Parlament に「主権」があ

るとしたブラックストンとは異なっている（H-Ch. Kraus, Englische Verfassung, S. 183-4, 

小畑俊太郎「ブラックストンのイングランド国制論：自然法・古来の国制・議会主権」『政

治思想研究』第一〇号（二〇一〇年）、二九〇～三頁）。 
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「腐敗選挙区」を除去し、選挙権を中間層まで拡大する選挙法改正は、英国国制をさらな

る完成に導くものとされた(DaP:§82-4)264。「英国国制の諸器官が現在ほど純化された時代

は、かつてなかった」。「英国議会は内的均衡を発見した。集積体としての中世が妨げてき

た議会と王権との明瞭な関係を阻むものは、もはやない」。諸身分の利害を均衡させ「全体」

に配慮する君主、圧倒的な所領によって政治社会を安定させる貴族、運動と国家の活力を

代表する平民の「有機的な結合」という「もっとも純粋」な理想を、ダールマンは英国に

見たのである。それは「ゲルマン国家」のイデアと言い換えてもよいかもしれない。 

 英国国制が「ゲルマン国家」の「もっとも純粋」なイデアである以上、同じ祖先と起源

をもつドイツ諸国でもまた「類似の政体」を導入することはできるはずだ265。そうダール

マンは考える。 

 たしかに英国とドイツ諸国とでは、すでにみたように国制の中核となるべき貴族制の性

質が大きく異なっている(DaP:§79)。英国では強大な貴族たちが王権の支配下に残ったが、

旧帝国国制（神聖ローマ帝国）において、「長子相続権」を活用する大貴族たちは領邦国家

（帝国等族）として自立してしまった。「レーエン制の原理」を離れた――「長子相続」を

行わなかった――ため、「下級貴族」には「強力な上院」を構成するほどの実力が欠けてい

る。また、英国が有機的な国制発展によって成文憲法のもつ硬直性を免れたのに対して、

ドイツの領土地図はナポレオン戦争の過程で根本的に変わってしまった(DaP:§194)。「あ

らゆる政治的混乱にもかかわらず、英国という船が今日までつねに海路を切り開いてきた」

のに対して、新たに再編されたドイツ連盟の貧弱さ。「死滅した自然の生とまだ年数の乏し

い人工品との落差はあまりにも明白である」。 

 しかし、だからといってダールマンがドイツ諸国の現状を悲観することはない。むしろ、

困難な状況の中で少しずつ改革をなしとげてきたことを高く評価する。ドイツ連盟成立以

後の二十年ほどのあいだに、ともかくも議会制という「有能なドイツの政治家たちのため

の小さな学校」を育ててきた事実こそが重要なのである。「善き国制の実行可能性」を論ず

る際にも、ダールマンは、「欧州の民族基盤」にとどまるかぎり、基本的に「善き国制」は

導入可能と判断していた。「国家が群立するなかで独立性を維持してゆくのに十分な領域と

人口、多様な経営――王政の経費を賄い、抑圧的でない貴族制を維持する目的で行なわれ

                                                   
264 選挙法改正に関するダールマンとヘーゲルの見方を比較した論稿として、S. Skalweit, 

Die Reformbill in Hegels Schrift und in Dahlmanns “Politik”. in: Politik und Geschichte:  

zu den Intentionen von G. W. F. Hegels Reformbill-Schrift (Hegel-Studien. Beiheft 35). 

Bonn 1995 がある。 
265 こうした論法の一例として、陪審制問題に対するダールマンの姿勢を挙げることができ

る。ダールマンによれば、陪審制の起源はノルウェーなどの北欧地帯であり、そこからノ

ルマンディーに来て、さらに英国に到達したのである（W. Bleek, Dahlmann, S. 282-3）。

他の自由派と同様、ダールマンもまた陪審制を立憲制に不可欠の要素、「真の公民の徳」を

涵養する装置とみなしていた（西村貴裕「一八四六年・四七年のゲルマニステン集会：ゲ

ルマニステンは何を意図したか」『比較法史研究』第一〇巻（二〇〇二年）、一〇六～七頁）。 
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る――のために十分な肥沃さをもつ国土は、多く存在している」(DaP:§195)。 

 ダールマンにとって、「憲法」は「国民」に優先するものであった。出自と青年期の思想

形成の結果、彼が「ドイツ国民」の一員としての強い自負を抱いていたことは、まちがい

ない。だが、それはあくまで文化的優秀性の意識にとどまっていた。国民国家形成への意

志を三月前期のダールマンに求めても、およそ不毛な結果に終わらざるをえない。ダール

マンは、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン両公国があくまで「ドイツ」文化圏に属すると

主張しつづけたものの、デンマークとの同君連合自体に疑念を抱いていたわけではない

(DaP:§198)266。国制上の権利が「憲法」によって「優先的に」保証されることのほうが、

はるかに重要と思われたのである。 

 

同様に、合法的で堅固な諸関係というものは、そのように一般的な願望〔ドイツ統一国

制の採用〕に沿ってのみ取り扱われてよいものではない。確固として基礎づけられた民

族性格が、抵抗要素に対して勝利をおさめることは可能である。堅固さの点で旧帝国国

制に欠けていた要素を、以前は信条 Gesinnung の力によって補っていた。現在も事情

は変わらない。逆に、この外国的要素〔シュレスヴィヒ・ホルシュタイン両公国〕は、

真の欧州共同体――硬直して偏狭な国民性から解放され、相互の尊敬と承認にもとづく

――への契機ともなりうるのである。ひょっとすると、そのような想像すら、決してあ

りえないことではない。（「デンマークにおけるドイツ臣民の運命と将来への希望」）267 

 

これは、ダールマンがもっとも「国民性」に熱狂していた時期に書いた一節である。また、

三月前期のダールマンがプロイセンを論ずる際も、あくまで、立憲制導入の必要性という

文脈をはずすことはなかった268。 

                                                   
266 F. Ch. Dahlmann, Politische Erstlingsschrift, S. 57. 
267 ebd., S. 52. 
268 三月前期のダールマンのプロイセン観についてはさしあたり、(DaGR: 419ff., DaKS: 

221-30), W. Bleek, Dahlmann, S. 132-4, 254ff., A. Springer, Dahlmann. Bd. 1, S. 282ff., 

361ff., Bd. 2, S. 462-4 を参照せよ。ダールマンによれば、プロイセンはオーストリアと正

反対の性質をもつ。すなわち、「プロイセンの基礎は、伝統 Herkommen からの最大限の逸

脱」にある。それはルターの、「宗教改革」Reformation の精神にほかならない。プロイセ

ンは「宗教」を各人の「良心」に委ねた。そして、そうすることによって、「国家をそれ自

体として、より堅固に定立する」ことができたというのである。それゆえ、選帝侯のカル

ヴァン派への改宗（一六一三年）は、状況判断にもとづいた「政治的行為」にすぎない。

プロイセン本来の精神は、あくまでもルターの精神でなければならなかったからである。

このように、ダールマンにとってのプロイセンとは、第一義的には最も有力な潜在的立憲

国家であった。 

ダールマンの「国民」観は、しばしば問題となる。 

 復旧期・三月前期を通じて、ダールマンがもっとも「国民」問題に敏感になったのは、

解放戦争期（一八一三～五年）である。引用した政治的処女作において、ダールマンは、

いかに「デンマークのドイツ臣民」が本国の絶対主義統治――とりわけ、王国銀行政策―
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―の犠牲となってきたか、ドイツ国民同士の「真の内戦」という辛酸を舐めねばならなか

ったか、を訴えかけている（F. Ch. Dahlmann, Politische Erstlingsschrift, S. 12-47）。そ

のうえで、本国の絶対主義統治からの防波堤として、等族層の「古き権利」をもちだすの

である（ebd., S. 53-6）。ここでの主たる関心は明らかに「国民」問題であり、「憲法」はそ

の手段として位置づけられている。 

 こうした「国民」意識の根は、本文でも簡単に触れたように、出自と青年期の思想形成

に求めるのが妥当であろう。 

出自に関して言えば、ダールマン自身は小都市ヴィスマール、いわばドイツ文化圏の辺

境に生まれ育ったのであり、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン両公国とのむすびつきは、

ようやくキール大学への着任（一八一二年）――母方の縁故をたどって――からである。

そして、そこで彼ははじめて「デンマークのドイツ臣民」の実態に接したのである。つま

り、彼は根っからの「デンマーク臣民」ではなかった。 

青年期の思想形成については、解放戦争期の思想風潮、とりわけクライストの感化によ

るところが大きい。伝記資料からうかがわれるかぎりでは、もともとダールマンの政治的

関心はそこまで強いものではなかった。むしろ、文献学を通じて古代の夢に遊ぶ青年だっ

た。その後、ナポレオン支配下における屈従、アルントやヤーンの著作の影響、そして、

彼自身が自伝でも強調しているように、クライストとの旅行を通じて、「国民」意識が根付

いたとみることができる。こうした意識は、とりわけ解放戦争前後の政治的処女作や「ワ

ーテルロー演説」によくあらわれている。 

だが、この時期においてさえ、ダールマンは国民国家へのドイツ再編には冷淡である。

シュタイン、アルント、ヤーン、ゲレスらが、旧帝国国制に代わるべき新帝国国制の熱烈

な支持者であったのに対して、ダールマンは当初から、むしろ「憲法」に関心を抱いてい

た（F. Ch. Dahlmann, Politische Erstlingsschrift, S. 10, 51-2）。特に、「ワーテルロー演説」

や「憲法論」では、主たる関心が「憲法」問題へと移り、シュレスヴィヒ・ホルシュタイ

ン問題はその一環として位置づけられるようになるのである。ゲッティンゲン・ボン時代

において、この傾向は強まり、やがて『政治学』へと結実する。プロイセンへの関心はも

っぱら「憲法」問題に限られていた。 

こうした傾向は、『政治学』における国家の「単一性」einfach と「複合性」

Zusammengesetztheit をめぐる議論からも明らかである。ここでダールマンは、いわゆる

多民族国家（「複合国家」）問題を論じている。結論を言うならば、一国を形成しうるほど

の勢力をもつ国内居住民族を有する国家（「硬直複合国家」）においては、民族の「自然な

ありよう」Naturleben を尊重するためにも、少数民族に「憲法」を保証せよ、というもの

である(DaP:§196-7)。ここでは、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン両公国やベルギーが念

頭に置かれている(DaP:§198)。 

だが、以上の議論から即座に少数民族擁護論者という像を引き出すことはできない。と

いうのも、ダールマンによれば、多民族が共存する「混合国家」gemischter Staat 内で民

族混淆が進行し、最終的に単一民族に収斂することは十分に考えられるからである。そし

て、「憲法」で自治権を保証すべきか否かの基準は、理論的に策定しうるものではなく、あ

くまで「歴史」が示すものなのである。例えば、ダールマンはオーストリアを典型的な多

民族国家として紹介したうえで、国内のポーランド人やイタリア人に「憲法」を保証する

ことは即座に帝国全体の崩壊を招くので、実質的には不可能であると論じている。さらに、

英国の事例――アイルランド人やスコットランド人――にいたっては、ダールマンは英国

の「統一形成力」を高く評価するのである。無論、いまだアイルランド人への権利保障は

十分ではないにせよ、「古の不法は最終的には克服されうるだろう。新しい法・権利・富・

陶冶、すでにたっぷりと蓄積された共通の記憶が、完成されるべき統一の助けとなろう」。

対アイルランド政策をめぐるドロイゼンの激烈な批判（第三章二節(1)）と比較するならば、

「国民」問題に対するダールマンの関心の低さがよくわかる。 



 118 

「ゲルマン国家」のイデアとして燦然と歴史のなかに輝く英国国制と、拙い政治過程と

誤れる国家観にもとづいた一七九一年憲法体制との狭間にあって、いかに後者の蹉跌を繰

り返すことなく前者に近づいてゆくことができるのか。これこそが、ダールマンの生涯を

一貫する主題である。ドイツ諸邦はフランスほどに革命の惨禍と影響を蒙ることはなかっ

たが、英国国制の完成度からはいまだ、ほど遠いところにいる。君主たちは憲法に不信感

を抱き、「時代精神」を解せぬ「反動的」な貴族層は温存され、急進派はすべてを転覆する

「革命」に急ぐ。そうしたなかで、「公論」の中核たる「中間層」はいかに行動すべきなの

か。英国とフランスに挟まれたドイツ諸国にあって「改革」を唱えることの困難がそこに

ある。立憲制導入に反対する新王との対立のなか、ダールマンはこの困難を身をもって知

ることとなる。 

 

(3)「良心」と「抵抗権」 

 革命期から現代にいたるまで、フランス革命史家たちは革命急進化の要因のひとつとし

て、宗教問題を挙げている。ほかの革命史家と同様、ダールマンもまた、聖職者民事基本

法のうちに革命急進化の淵源をみる(DaGR: 328-9, 344ff.)。これまでみてきた一七九一年憲

法の欠陥に加えて269、「この法令によって内戦の危機が高まった。フランス全土がふたつの

陣営に分裂するのにどれだけの時間がかかろうか」。それはフランスの「国際社会における

孤立」を招くのみならず、「宗教信条」をめぐる「内戦への合図」となるだろう。実際に当

初の宗教的な対立関係はまたたくまに政治的対立へと転化していった270。ミラボーはこの

                                                                                                                                                     

また、『政治学』内のドイツ連盟をめぐる議論からも、同様の印象を受ける(DaP:§199)。

次世代のドロイゼンやジーベルが、ドイツ連盟の政治体としての弱体ぶりを嘆くのに対し

て、ダールマンはむしろ、連盟議会決議による各邦憲法の制限・侵害を恐れるのである。

したがって、ウィーン最終規約が連盟決議を全会一致制とし、各邦憲法が憲法に沿っての

み改変されるべき旨を規定していることを、高く評価するのである。三月前期のダールマ

ンを国民国家論者とみるのは、明らかに無理がある。 

このように、ダールマンの「国民」観は、「ドイツ国民」の文化的優秀性への自負を基礎

としつつも、状況に応じて変化するものであった。第四章一節(1)で詳しくみるように、三

月革命下のダールマンは国民国家論者となり、とりわけ、シュレスヴィヒ・ホルシュタイ

ン併合を熱心に主張するようになる。だが、これは年来の主張とみるよりも、例外状況下

での対応とみるほうが適切であろう。 

以上の点については、ややダールマンの「国民」意識を軽視している感はあるが、ハン

ゼン「ダールマン」二六～八頁、特に『政治学』内の議論については W. Bleek, Dahlmann 

und sein Werk über "Politik", S. 297, 301-2 が適切な主張を展開している。 
269 さらにダールマンは憲法自体の欠陥として、特に国民議会議員の立法議会における再選

禁止事項を挙げている(DaP:§162)。再選禁止事項については、一七九一年憲法を原則とし

て高く評価するミニェとロテックも批判的である。ミニェはそれを国民議会の「唯一の失

敗」とする。ロテックも「一方には高貴な自己否定、他方には邪悪な政治がこの不幸な決

議をもたらした。この決議は国民からもっとも高貴で賢い構成員の活動を、もっとも必要

とされるときに奪ったのである」と厳しい(RAG, 9: 1-2,§14)。 
270 『政治学』改版に際して、ダールマンは「福音派内のいざこざ」――一八三〇・四〇年
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法案の審議において熱烈な賛成演説をおこなっているが、ダールマンによれば、それは彼

の真意ではなかった。時勢の勢いに抗しきれず、議会では真意の表明をさしひかえたにす

ぎない。むしろミラボーは聖職者問題の「奈落の深さ」をよく理解していた(DaGR: 347-9)。 

 聖職者問題が体制全体の崩壊につながっていった背景には、「国家」と「宗教」、「法律」

と「良心」Gewissen との関係をめぐる原理的な問題が潜んでいたとダールマンは指摘する。

非宣誓聖職者の執拗な抵抗の動機を「特権層」特有の「利益」に還元し、典型的な「反革

命」勢力として非難するミニェやロテックとは、根本的に異なる視点といってよい。つま

りダールマンは、国民議会がカトリック聖職者に教皇の権威を超えた憲法への宣誓を求め

たこと、また敬虔な信徒で「道徳的に純潔」なルイ十六世に民事基本法への裁可をめぐっ

て、「新憲法」か「良心」かの二者択一を強いたことを批判するのである。聖職者に「通常

の市民宣誓」を求めることはできても、「おのれの信条に反する行為」を強制する権能を国

家はもたないはずだから。 

 ダールマンによれば、「国法」Staatsgesetze と「宗教271」Religion の性質はまったく異

なる(DaP:§291-2)。「法律」の内容に不満がある場合でも外面的に「服従」することはで

きる。ところが、「宗教」や「学問」のように「判断」Urtheil が問われる領域は「国家に

よって規律されえない」のである。特に「宗教」は論理に頼る「学問」以上に「感情の世

界」に近い性質をもっている。ダールマンが繰り返し指摘するように、「宗教は国家の上位

にある」のであり、むしろ「国家の最終目的」とは「法状態」（「外的義務」）の実現ではな

く、「無条件に従うべき神的秩序」（「道徳律」）を促すこと――「国家の規制」はおよばな

いにせよ――にあるのである(DaP:§8-9)。 

 「宗教」の「国家」に対する優越はキリスト教の登場、いわば「近代」の成果だった(DaP:

§10, 69, 220-1, 225-6, 291, 294-5)。古代では、「建築術」に沿って構築される「国家」が

絶対的な存在であったため、スパルタのように「教育」を通じて公民を国制に合致するよ

うに作り上げることもできた。だが、「キリスト教的人間愛と人間尊重」という「まったく

新しい世界観」は、「アリストテレス的意味での建築術」としての国家観を廃し、国家の上

位に「宗教」と「良心」を置くようになる。国家はいまや「二次的な位置」を占めるにす

ぎない。「良心」とはいうなれば「高次の使命」にほかならないのだ272。国家は教会の「保

                                                                                                                                                     

代に盛んになった自由プロテスタント派と正統派教会との対立が念頭に置かれている――

について追加言及している(DaP:§298)。神学者による「自由な研究と教授」の重要性を指

摘しつつも、「素朴な民衆信仰の尊ぶべき素朴さ」を徒に混乱させるべきではないとする。 
271 ダールマンの「宗教」概念は原則としてキリスト教とユダヤ教が念頭に置かれている。

古代の多神教は本来の「宗教」的問題を惹起せず、また「宗教」としての性質が後述する

ようにキリスト教徒はまったく異なっていたと指摘されている(DaP:§291)。 
272 それゆえ、ダールマンはホッブズの唱える国家の宗教に対する優位も、ディドロの無神

論も受け入れることができない(DaP:§290)。 

 最晩年（一八五四年）の草稿（A. Springer, Dahlmann. Bd. 2, S. 458-64 に収録）におい

ても、ダールマンは「理念」を体現した人物として、キリスト、ルター、グスタフ・アド
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護・監督」権限をもつものの、教義や教団組織の運営は教会の首長にゆだねられねばなら

ない。聖職者民事基本法はその限界を超えて「良心」を侵害したがゆえに挫折したのであ

る。「宗教」はそもそも国家秩序を超越している。国家は「人身と所有権に関するあらゆる

犠牲」を要求することができるが、「良心」、すなわち「高次の使命」を要求することはで

きない。「人間はおのれの権利を捧げることができるが、おのれが権限をもたないものを犠

牲に供することはできない」からである。言い換えるならば、「国家は教会に支配されては

ならないが、宗教的生活を害して支配してはならない」のだ。 

 一方で、「宗教」や「良心」を政治社会から完全に切り離してしまうこともできない。た

しかに「宗教」には、個人的な事柄、あるいは信仰の自由に属する事柄としての側面があ

る。したがって、「宗教」は「人間の行為を明るく照らすことはできるが代替することはで

きない」。「世俗の秩序」はあくまで国家にゆだねられることになる。だが、「宗教」はより

深い次元において、国家秩序を根底から支えている。「宗教」は、国家秩序を根底から支え

る「公の習俗」Sitte と「信条」Gesinnung の核心をなす要素でもあるからである(DaP:§

290-1, 294)。「宗教」は「習俗」（「道徳」）の「根源」に還ることで「習俗を聖化」するの

である。キリスト教の登場後にいたっては、聖書も「公民の陶冶」Volksbildung の不可欠

の要素となった。「結婚」（あるいは「家族」）の尊重や「国家を超えた隣人愛」といった価

値観は、個々人のこころのうちに刻みこまれている。欧州諸国の「習俗」を「キリスト教

的信条」から切り離して考えることは、もはやできない。 

すでにみてきたようにダールマンによれば、「習俗」や「信条」を欠いた国制は脆弱なも

のにとどまらざるをえない273。「あらゆる政体は究極的には国家の習俗に従属する」。スパ

ルタは「習俗」を意のままに統制できると考えたが、そうした「神と人間の秩序」に反す

                                                                                                                                                     

ルフへの愛着を告白している（ebd., S. 458-62）。ダールマンにとって、キリスト教の核心

は、「神への愛」と「人間愛」という「あらゆる徳のふたつの中心」の融合にある。この観

点から、初期キリスト教的な極度の脱世俗化傾向、カトリック的位階制、そして十字軍に

見られる宗教的熱狂が拒絶される。あくまでも「各人が素朴な内面的信仰を妨げられず、

なおかつ、信仰を異にする他者と調和のうちに共存しようと努める」べきなのである。ダ

ールマンは、敬虔なプロテスタントだった。また、最晩年のダールマンがカントの著作を

愛読していたという証言もある（C. Varrentrap, Zur Erinnerung an F. Ch. Dahlmann. in: 

Preußische Jahrbücher. Bd. 55 (1885), S. 499, Anm.）。 
273 本章一節(2)を参照せよ。 

こうした視点は宗教問題についても、「一般的寛容」とユダヤ人市民権問題に関するダー

ルマンの姿勢によくあらわれている。ダールマンは「歴史」を重視する立場としてユスト

ゥス・メーザーの議論を援用したうえで、「歴史」によって形成されてきた政治社会のとっ

て「一般的寛容」は望ましくないとしている。ユダヤ人の市民権については個々別に対応

すべきとしたうえで、「我々の社会秩序」に適応する意志を見せるユダヤ人は優遇すべきだ

が、なにより「利益だけを受け取る」ことは防がねばならないとする(DaP:§293, 298)。 

 ユダヤ人市民権問題に関するダールマンの姿勢については、W. Bleek, Dahlmann, S. 

130-2 が詳しい。 
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る人為的な「習俗」は、一旦崩れ出すと脆いのである274。なににもまして、「人間は単なる

強靭さや、規律ある習俗以上の存在であるはずだ」。そもそも、「キリスト教的人間愛と人

間尊重」という価値が発見された後では、こうした「神と人間の秩序」に反する「習俗」

は成り立たない。「近代欧州における全ての高次の陶冶、とりわけ国家形成における意識的

な進歩は、キリスト教を通じて、またキリスト教徒とともに達成されてきた」。つまり、国

家は「宗教」を直接規制することはできないが、「宗教」なくしては「近代」国家は存立で

きないのである275。 

 こうした「宗教」の二重の役割――「国家」を超えた領域であると同時に、国家秩序の

基盤となる――を象徴するのが、「抵抗権」Recht vom Widerstand の問題である。「秩序」

を誰よりも重視するダールマンにとって、これは悩ましい問題であった。あらゆる「革命」

に不信感を向けた彼が、「抵抗権」の成文化や近世の暴君放伐論者を忌避するのは当然であ

る。しかし、絶対服従論もまた、「善き国制」を骨抜きにしてしまう。「統治」の恣意を監

視する制度〔スパルタのエフォロス制度など〕の実効性も疑わしい(DaP:§201-3, 227)。結

論としてダールマンがたどりついたのは消極的不服従の理論だった。すなわち、政府の憲

法違反が明白な場合、個々人が自分の判断にしたがって該当する法律や命令に不服従を貫

くというものである(DaP: 203-7)276。その場合にも「立法権そのもの」に対する抵抗ではな

く、あくまでも「個々の法律に対する抵抗」にとどまるべきである。ましてや「攻撃的な

抵抗」などもってのほかである。「もっともうまく船出した革命でさえ重大な危機であるこ

とにかわりはない。革命は良心を混乱させ、国内の安全を破壊」してしまうだろうから。

それゆえ、「抵抗」の目的はあくまで「秩序の再興」にとどまらねばならない。 

ダールマンのかかげる「抵抗権」は政治的反抗というよりは、「良心」にもとづく不服従

という性格を帯びている。「各人が主であるところの王国をよく統治する者、つまりおのれ

の魂をよく統御し、自分の家族のうちに善き国家の像を示す者は、公の習俗をより善きも

のにする。そしてこの公の習俗こそがあらゆる自由な制度の担い手であり、専制の下でさ

えも侵されることのない一片の自由の領域を守るのである」。 

                                                   
274 スパルタの軍国主義体制に対する批判は、(DaP:§33, 262)を参照。 

 キリスト教は、人類宗教たる性格ゆえに「アリストテレス的な意味での建築術」として

の「国家」を排除することとなる。そのため「中世」において、政治学は一旦衰退して君

主鑑に限局されるかわりに、奴隷制廃止や救貧事業、信徒団の形成、刑罰の緩和といった

「キリスト教的信条」（「静かなる勝利」）が登場した。もはや「教育」は国家に独占される

ものではなく、「聖書」が「公民の陶冶」Volksbildung の中核となるのである(DaP:§69, 221, 

224-5)。政治学の復権は宗教改革とともにはじまるとされる。本章一節(2)も参照せよ。 
275 それゆえ、「古代人の基盤を欠くにもかかわらず、古代人の形式に則って理想国家を空

想した」トマス・モアやハリントンは、ダールマンに一蹴されることとなる(DaP:§227)。 
276 「抵抗権」を「攻撃的な抵抗」と切り離してもなお受動的な抵抗と「攻撃的な抵抗」と

のあいだの「微妙な境界」や、「緊急避難」Notwehr の基準の曖昧さがダールマンを逡巡さ

せる(DaP:§204-5)。 
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 そして、「ゲッティンゲン七教授事件」において、ダールマンはみずからの「良心」を実

証することとなる。ハノーファーの新王エルンスト・アウグストが、一八三七年十一月、

一八三三年憲法を破棄して官吏の憲法宣誓の無効を宣言するや、ダールマン、グリム兄弟、

ゲルヴィヌスらゲッティンゲン大学教授七人が同月十八日、抗議文を提出したのである277。

ダールマンは抗議文の執筆者だった。即位前から強硬保守派として有名だった新王の政治

姿勢を危惧していた彼にとっては、こうした事態も予測済みだったのかもしれない。事を

穏便にすませるために抗議文の撤回をもとめる当局に対して、ダールマンはこう応じた。

「アルプレヒトと私に将来、法律とは権力のお気に召すことである、などという命題を国

家の最高定理として講義せよとおっしゃるのでしょうか。誠実な男として、私はこの邦を

出てゆきますし、聴講者に虚偽と欺瞞を真実と偽ろうなどとは思いません」(DaKS: 271)。

その後、七教授は翌月はじめに大学裁判所で事情聴取を受け、十一・二日には事実上の国

外退去処分が下されている。数日後、ダールマンはなごりおしげな学生たちに見送られな

がら、ゲッティンゲンを去った。彼は粛々と命令に従った。だが、騒憂を避けるため、出

立の日取りを学生たちには内密にするようにとの要請を、毅然として断った。「彼らへの最

後の言葉は、真実でなければならないのです」(DaKS: 300)。 

事件の経緯をみずから解説した小冊子『弁明』（一八三八年）において、ダールマンは、

自分たちの行動が「良心の抵抗」であったことを強調する。 

 

七教授の抵抗は根本的に良心の抵抗である。つまり、良心の権利を守っただけである。

義務に反した行動――いかなる内容であろうとも――が、良心に押しつけられるような

ことがあってはならない。この抵抗は、ただその対象によってのみ政治的抵抗であるに

すぎない。しかも、侵害された憲法への権利の留保を――それに対して、当時、なにが

起ころうとも――貫徹するような方向、そのような方向に事態を完全に向かわせるつも

りもなかった。我々は、社団から見放された個人の苦境を理解していたし、自分たちの

立ち位置から一歩踏み出すこともせず、過剰に陥るくらいならば過少にとどまるほうが

よいと考えていたのである。（『弁明』）(DaKS: 267) 

 

こうした姿勢が、「革命」ではなくつねに「改革」を志向するドイツ自由派の胸を打ったこ

とは疑いない。ダールマンはあくまで合法的に成立した「憲法」に拠ることで、「抵抗」を

こころみるのである278。「不法な、さらに公布形式において無効な要求に対する緊急避難、

国家基本法の枠内に厳格にとどまるような緊急避難こそが、問題となっているのです」

                                                   
277 事件の経過の詳細は、W. Bleek, Dahlmann, S. 159ff.、東畑隆介「ハノーファー王国の

憲法紛争」を参照せよ。 
278 「七教授事件」における「良心」と抵抗の論理について詳しくは、W. Bleek, Dahlmann, 

S. 213ff.を参照。 
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(DaKS: 271)。大学から追放されて窮乏に陥った教授たちを支援する運動が、自由派を中心

にただちに組織された。それまでは散発的だった自由派の運動は、これ以後、全ドイツ規

模での連繋を見せるようになるのである。 

 「七教授事件」の顛末は、ダールマンの、そしてドイツ自由派の「良心」と潔癖さを示

すものである。だが、そこには政治的立場と権力基盤の脆弱さが隠れている。つまり、「革

命」を拒否して既成体制を漸進的に「改革」しようとする姿勢は、統治層の側の「時代精

神」に対する理解を前提とするものだった。ルイ十六世のように穏和な君主を戴くならば、

「改革」も可能かもしれない。しかし、エルンスト・アウグストのごとき、「時代精神」を

軽蔑する君主が抵抗を示した場合、「改革」は簡単に挫折してしまうのではなかろうか。キ

ール時代から一貫して、ダールマンは政府の外部から「改革」を促してきたのであり、そ

の努力は一八三三年憲法において実を結んだかに見えた。だが、その後の展開は、権力過

程に参画できないことがいかに致命的であるかを、自由派に嫌というほど思い知らせた。

すでに立憲化していた西南ドイツ諸邦でさえ、自由派が「統治」の責任と困難を理解しは

じめるには長い時間を要したし、北ドイツで最大の影響力をもつプロイセンは、いまだ立

憲化にほど遠い状態にあった。結局、自由派が「統治」の重みを実質的に理解するために

は、三月革命を待たねばならなかったのである。 

さらに、ひとたび「革命」が急進化してしまった場合――フランス革命のように――自

由派は、その奔流に抗しきれるのであろうか。ミラボーでさえ制御できなかった流れに立

ち向かうことができるのだろうか。革命のもつ圧倒的な暴力的側面についての沈黙は、ダ

ールマンの『革命史』を特徴づけている。すでにみてきたように、その叙述は「統治」の

担い手たる君主に対する議会の闘争を中心とするものであった。だが、フランス革命の同

時代を生きたニーブーアが指摘するように、革命の真の恐ろしさは、過激な言論や暴力よ

りもっと深いところに潜んでいる。つまり、革命という例外状況においては、「言葉」・「記

号」・「シンボル」といった不合理な要素が、「電撃的な威力」をもって人心を捉えるのであ

る(NGR, 1: 196-7, 227-8)。「アリストクラート」「自由と平等」「国民」「人民」といった「曖

昧な概念」や、「三色帽」「自由の木」、そして革命歌といった「シンボル」が、当事者の感

性やものの見方を少しずつ変えてゆく。気づかぬうちに人間の心がまったく変わってしま

うのだ。その意味で革命とは、まさしく「疫病」のごとく広まる「全面的な妄執」にちが

いなかった。 

無論、ダールマンが革命の暴力や過激派について一切論じていないわけではない。「野心

の大きさ以上の小心者」であるオルレアン公の一派（「暗闇の勢力」）、マラーやダントンと

いった「煽動者」Aufwiegler たちの過激な政治姿勢や民衆の暴力も、しばしば言及されて

いる279。それでも「煽動者」という概念自体が示すように、暴動や暴力は一部の過激派が

                                                   
279 たとえば、(DaGR: 239-41, 341-4)などを参照。 
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窮乏した民衆を扇動することで発生するという見方がそこにはある。ダールマンによれば、

レヴェイヨン襲撃事件は証拠からして「人為的」な暴動であり、資金のある陰謀家が暴動

の費用対効果を見極めるために引起こした事件だった(DaGR: 188-9)280。ヴェルサイユ行進

もまた――「宮廷の犯した、厳しく罰せられるべき無思慮」があったにせよ――「無秩序

の友」（「共和国の友」）が議会と国王から権力を奪うために画策した事件とされている

(DaGR: 283-5, 285ff.)。ここでは民衆の暴力は一種の災害なのであり、民衆は「煽動者」に

煽られる存在ではあっても自律的な政治主体ではない。ダールマンにとって、民衆も過激

派も、政府と議会が強力に結束してさえいれば容易に蹴散らしうる相手だった281。したが

って、一七九一年憲法体制崩壊の究極的な原因は、政治社会と統治機構の本性に無理解で、

亡命貴族や非宣誓聖職者を過度に刺激した国民議会の不見識にあるということになる。も

う少しミラボーに理解を示す政治家が多かったならば、革命の急進化は防げたということ

になる。 

これに対して、誰よりも「革命」のもつ論理を見抜いていたのが、ダールマンの同時代

人、ゲオルク・ビューヒナーだった。ビューヒナーは急進派に属していたが、急進派特有

の革命に対する楽観や憧憬を例外的に免れていた人物でもある。政治的立場はより過激で

あったにせよ、ビューヒナーは革命の「必然性」をフランスの作家たち、とりわけミニェ

の著作から学んでいたのである282。とはいえ、革命の「必然性」と自己展開は、「中間層」

の擁護者たるミニェの想像もつかないところへと読者を誘ってゆく。フランス革命を舞台

にした戯曲『ダントンの死』（一八三五年）で描かれる「革命」は、「サトゥルヌス」のよ

うに「自分の子どもである革命児を片っぱしから喰っちまう」存在なのだ283。ビューヒナ

ーの描くダントンは「革命」の「必然性」の深淵を垣間見て、恐怖に震えている。九月虐

殺事件で血塗れになったみずからの手を見ながら、彼はつぶやく。 

 

あれは正当防衛だったんだ。必要に迫られたのだ。〔中略〕必ずなるべしなんてことを

考えだした奴は誰だ？僕らの心の底に潜んで嘘をついたり、淫売したり、盗みや人殺し

を働くものの本体は何なのだろう？ 

僕らはみんな操り人形さ、見も知らぬ強い力で操られているんだ。僕ら自身は無だ、

無なんだよ！亡霊たちの戦っている剣にすぎない。戦っている者の手はまるで見えない。

                                                   
280 レヴェイヨン事件とは、パリの壁紙工場主レヴェイヨンが三部開会直前（一七八九年四

月末）に暴徒によって襲撃された事件である。レヴェイヨン事件の経緯については、シャ

ーマ『フランス革命の主役たち（中）』六三～七二頁を参照した。 
281 三月前期の革命史論における民衆の位置づけについては、第四章一節(2)も参照。 
282 手塚富雄、千田是也、岩淵達治監訳、ゲオルク・ビューヒナー『ゲオルク・ビューヒナ

ー全集』河出書房新社、一九七〇年、三一六頁。 
283 岩淵達治訳、ゲオルク・ビューヒナー『ヴォイツェク・ダントンの死・レンツ』岩波文

庫、二〇〇六年、一六五頁。 
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（『ダントンの死』）284 

  

ビューヒナー自身が語っているように、本当の革命的状況、例外状況にあって個人はただ

の陽炎にすぎない。表面的にはある政治家が議会で演説し、党派を形成し、世論を主導し

ているように見えたとしても、それは背後に潜む「革命」の論理が彼を動かしているにす

ぎない。役割を終えるや否や、「革命」は躊躇なくその者を捨て去るだろう。これは議会、

そしてそこで活躍する政治家を中心にフランス革命を描き出したダールマンに対する、根

本的な挑戦にほかならない。そうした革命的状況にあってもなお、「憲法」をかかげて前進

することができるのだろうか、「政治」と「道徳」の不可分を信じることができるのだろう

か、「良心」を、「専制の下でさえも侵されることのない一片の自由の領域」を守りきるこ

とができるのだろうか。それは、「七教授事件」からほぼ十年後の三月革命において、ダー

ルマンが、そして同時代の自由派が直面することとなる試練でもあった。 

                                                   
284 同書、二〇二～三頁。 
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第三章：ドロイゼンと「国民」（一八四〇～一八四八） 

 

第一節：「世界史」におけるフランス革命 

 

(1)「国民」のめざめ 

 自由派第二世代の史論家、カール・ビーダーマンによる同時代史は一八四〇年からはじ

まる。「ドイツ全土にとって、特にプロイセンにとって、三重の記念ゆえに、それはきわめ

て重要な年であった285」（『ドイツ三十年史：一八四〇～一八七〇』）。この「三重の記念」

とは、グーテンベルクによる活版印刷術発明――「ドイツの発明」――の四〇〇周年記念、

プロイセン大選帝侯フリードリヒ一世即位二〇〇周年、啓蒙絶対君主フリードリヒ二世即

位一〇〇周年記念を指している。そして、この年、三月革命の激動期にあってプロイセン

を主導することとなる新王が即位した。 

 新王フリードリヒ・ヴィルヘルム四世の即位（六月七日）に、世論は熱狂した。「前王の

逝去は我々に激しい歓呼をもってむかえられた。なぜなら、新王がもたらすであろう新時

代は、我々の見解ではとりわけ青年に有利になるにちがいないと思われたからだ」。哲学者

ルドルフ・ハイムによるハレ大学生時代の回想である。フリードリヒ二世即位一〇〇周年

と重ねて、新王を大王の精神の継承者にみたてる評論もあらわれた。復旧体制の維持につ

とめた前王とは異なり、新王は王太子時代から文藝に造詣深く、政治的にも改革派とみら

れていたのである。君主個人の力による国政改革に悲観的なダールマンでさえも、新王の

「善き意志」や「心情」を好意的に見ている286。 

かつて挫折した立憲改革の再開はいまや間近い、穏健な自由派から急進派にいたるまで、

プロイセンは興奮状態にあった。新王によって検閲が緩和されるやいなや、急進派の文士

ヨハン・ヤコービの政論『四つの問い』（一八四一年）を皮切りに憲法導入を訴えるパンフ

レットが続々と出版される287。とりわけ、東プロイセン州地方長官テオドール・フォン・

シェーンによる内部告発ともいうべき政論『どこからどこへ』（一八四二年）の反響は大き

かった。シェーンは改革派の生き残りとして、専断的な行政をおこなう「官僚身分」を批

                                                   
285 K. Biedermann, 1840-1870: Dreißig Jahre deutscher Geschichte. 3. Aufl. Bd. 1. 

Breslau 1886, S. 24ff.  
286 R. Haym, Aus meinem Leben: Erinnerungen. Berlin 1902, S. 93, H. Fenske (Hg.), 

Vormärz und Revolution 1840-1849. Darmstadt 1976, S. 21ff., A. Springer, Dahlmann. 

Bd. 2, S. 99. 
287 ヨハン・ヤコービの文筆活動については、田熊文雄「ヨハン・ヤコービの思想と著作に

ついて」『岡山大学文学部紀要』第四二巻（二〇〇四年）、同「初期ヨハン・ヤコービのユ

ダヤ人解放・憲法・検閲論：一八三二年―一八三七年の書簡をめぐって」『岡山大学文学部

紀要』第四六巻（二〇〇六年）、同「ヨハン・ヤコービとケーニヒスベルク市民的反対派の

形成：検閲と政治サークルをめぐって（一八三七―一八四一年）」『岡山大学文学部紀要』

第四八巻（二〇〇七年）、同「一八四〇年代初頭のヨハン・ヤコービの国政論」『岡山大学

文学部紀要』第五○巻（二〇〇八年）を参照した。 
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判する288。「この〔精神的〕後見は、官僚的位階制の精神に導かれ、人民のうちの成年部分

にみられる自立性の感情を著しく害さざるをえなかった」。いまこそ「教養層」の支持を背

景に改革を再開し、立憲制の導入に踏み切るべきなのだ。こうした論調にうながされ、立

憲制を求める「公論」と、その裏返しとしての「官僚団」Beamtenwelt 批判は四〇年代を

通じて急増してゆく。 

 ただし、新王即位にともなう熱気を復旧期以来の立憲制論の継続とみるだけでは、不十

分である。この現象は、一八三〇年代末から四〇年代にかけての「国民」Nation 意識の興

隆という文脈の中でこそ、正しく理解されうるのだから289。一八四〇年代を、復旧期およ

び一八三〇年代と明確に区別するのは、この「国民」意識、しかも政治的な意味での「国

民」意識にほかならない。そうであるがゆえに、ビーダーマンは同時代史の基点を一八四

〇年に定めたのである。「四〇年代には国民精神がドイツ精神のあらゆる細部へと入り込み、

あらゆる側面から共通の偉大な目標の方角を指し示した290」（『ドイツ三〇年史』）。ダール

マンやロテックの議論にみられるように、従来の自由派が立憲制の必要性を力説したとし

ても、それはあくまで各邦ごとの議論であった。「ワーテルロー演説」でダールマンがいか

に「ドイツ」性を強調しようとも、それは多分にレトリックであるか、十八世紀後半以来

の「文化国民」としての意味合いにすぎなかった。また、自由派の議論の多くは各邦の国

法学的分析にとどまっていたし、各邦の自由派の間で相互に連絡がとられることも少なか

った。こうした状況は三〇年代中葉以降、関税同盟の設立（一八三四年）、鉄道開通、そし

て「ゲッティンゲン七教授事件」などによって徐々に変化する。 

 「国民」意識の結晶化は、一八四〇年のライン危機によって決定的となる291。フランス

の好戦的な外交政策によって対仏戦争の緊張が高まると、教養層のあいだでは、「解放戦争」

の再来を謳う世論が一気に高揚したのである。ライン危機はフランス側の譲歩によって収

束したものの、覚醒した「国民」意識が静まることはなかった。プロイセンの新王フリー

ドリヒ・ヴィルヘルム四世もまた独自の「ドイツ」意識から、市民層の援助を得てケルン

大聖堂の完成計画を実行に移す（一八四二年）。さらに一八四六年にはデンマーク国王が、

同君連合下のシュレスヴィヒ・ホルシュタイン両公国の実質的な併合を宣言したことによ

って、再び「国民」意識は加速してゆく。ビーダーマンによれば、関税同盟の発展もまた、

「国民意識」（「国民的生」）の振興に欠かすことはできなかった。「関税同盟はみずから呼

びおこした偉大な国民的問題によって、政治的党派抗争を後景に押しやった。関税同盟は、

プロイセンの利益と他のドイツ諸邦の利益をどちらも害することなく融合させる道を指し

                                                   
288 T. v. Schön, Woher und Wohin? Straßburg 1842, S. 4-7. 
289 「ドイツ国民」の形成と展開に関する概説書としては、O. Dann, Nation und 

Nationalismus in Deutschland, 1770-1990. München 1993（末川清ほか訳、オットー・ダ

ン『ドイツ国民とナショナリズム 1770-1990』名古屋大学出版会、一九九九年）がある。 
290 K. Biedermann, 1840-1870. Bd. 1, S. 87. 
291 ebd., S. 80ff. 
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示したのである292」（「ドイツにおける国民原理の進歩」）。フリードリヒ・リストが関税同

盟の発展形として国民保護関税圏の構築を訴えたのも、四〇年代だった。さらに非政治的

領域でも、「国民」意識の浸透は顕著だった。十八世紀後半以来、市民層を中核とする教養

層は幅広い目的で協会 Verein を結成して活動してきたが、四〇年代になると協会の活動・

運営範囲が全国規模に拡大するのである。ギリシア独立戦争支援運動などの例外を除いて、

三〇年代の協会運動は基本的には邦や地域単位であった。だが、次第に協会運動も、各邦

の枠組を越えた広がりをみせるようになる。とりわけ、「七教授事件」の反響はすさまじか

った。市民層は邦の枠組を超えて、追放処分を受けた教授への激励や再就職・生活援助の

募金活動のため、協会運動を組織していったのである293。そして、四〇年代には体操協会

や合唱協会、そしてドイツ・カトリック運動などがまさしく全国規模で展開されることと

なる。 

 もちろん、「国民」意識の興隆がただちに政治的統一への希求にむすびついたわけではな

い。自由派内部でもダールマンやロテック、モールらはドイツの政治的統一にほとんど関

心がなかった。シュレスヴィヒ・ホルシュタインにおける反デンマーク運動といえども、

主流派は国制上の自治特権を訴える立場、つまりはダールマンが先鞭をつけた立場によっ

て占められていたのである。プフィツァー、ガーゲルン、ゲルヴィヌスといった政治的統

一を最終目標に掲げる論客たちでさえ、統一形態や方法について意見が一致することはな

い。ただし、彼らは共通して革命を嫌悪した。 

 重要なことは、従来、地域や邦ごとに独立して活動してきた自由派が相互に連絡を取り

合うようになる点である。その意味で四〇年代において、ようやく「国民派」nationale Partei

が誕生したとするビーダーマンの言はうなずける。ビーダーマンの言う「国民派」は、ロ

テックに代表される党派――「自由の宣伝、政治的に平等な者たちによる共同体を夢想だ

けはするが、それを超える国民的生の詳しい欲求や関係をないがしろにした」「世界市民的

自由主義」kosmopolitischer Liberalismus――とは本質的に異なる。 

 

国民性 Nationalität、この偉大で崇高な言葉よ。我々はこの語を正しく理解し用いよう

ではないか。この語の力はふたつの強力な支柱によって支えられている。それは、統一

Einheit と進歩 Fortschritt である。〔中略〕国民派は以前の自由派とは以下の点で区別

される。国民派は従来のように国家生活の形式をその内容から、つまりは規定された実

際の利害――まさにこの基礎のうえにこそ国家生活はなりたつ――から切り離すよう

なことはしない。同様に、国民派は政治的自由と人民の成年状態を強力で健全な国民生

                                                   
292 ders., Die Fortschritte des nationalen Prinzips in Deutschland. in: Deutsche 

Monatsschrift für Litteratur und öffentliches Leben. Bd. 1 (1842), S. 9, D. Blasius, L. 

Gall, K. Segermann, Einheit. in: GGB. Bd. 2, S. 137-40. 
293 W. Bleek, Dahlmann, S. 203ff. 
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活の不可欠の条件とみなしている。しかし、同時に国民派はこの政治的自由を一般的抽

象的な形式においてではなく、個別の諸関係への適用において必要とするのである。

（「ドイツにおける国民原理の進歩」）294 

 

ビーダーマンが念頭に置く「国民派」とは、関税同盟や全国規模の協会活動といった、具

体的な活動実態に裏づけられた立憲派である。ミニェがかつて国民議会の中心に見た「国

民派」parti national がついにドイツでも出現したのだ。 

 ドイツ全土における「国民」意識の覚醒現象は当然のことながら、歴史学と歴史叙述の

ありようにも影響を及ぼさずにはおかない295。そもそも、ナポレオン戦争の終結にいたる

まで、ドイツには「国民史」が事実上、存在しなかった。ここにはドイツ政治社会の構造

が忠実に反映されている。政治的統合体が確立していた英国やフランスにあっては自国史

的枠組――ヒュームの『イングランド史』が好例である――が自明であったのに対して、

ドイツの政治社会は旧帝国と領邦国家によって分断されていた。十八世紀の「帝国史」

Reichshistorie も「地域〔領邦〕史」Landesgeschichte も、「国民史」ではありえなかった

のである。古事学的系譜を除いた場合、一八一五年以前の代表的な歴史家――ガッテラー、

シュレーツァー、ヨハネス・フォン・ミュラー、ヘルダー、シラー、ヘーレン、ヴォルト

マン――の著作は、古典古代研究、外国史、とりわけ普遍史風の哲学的歴史によって占め

られていた。「国民史」不在の証拠といわねばならない。こうした事情は同時代のスコット

ランドと相似形をなすであろう。復旧期の保守派――ラウマー、メンツェル、アンシヨン、

そしてランケ――による歴史叙述の主題が「欧州」であったことは、決して偶然などでは

ない。 

 だが、復旧期から次第に「国民史」が、ドイツ知識社会の地平に昇りはじめる。依然と

してドイツに政治的統合体は存在しなかった。それでも「解放戦争」という劇的経験は、

個別の領邦国家を超える「国民」的実体について霊感を与えるに十分だった。ロマン派の

古事学的・文学的関心にも後押しされ、いまや、「国民史」の可能性を歴史家たちが信じる

ようになる。この点で、ルーデンの『ドイツ国民史』（一八二五～一八三七年）は――それ

にふさわしい評価をほとんど受けていないが――記念碑的業績にほかならない。そこでは、

「帝国」にも「領邦」にも見離された「ドイツ国民」の苦闘の軌跡が描かれる。つまり、「帝

国」にも「領邦」にも還元されない、「国民」がそこには存在するのだ296。政治的枠組と「国

                                                   
294 K. Biedermann, Die Fortschritte des nationalen Prinzips in Deutschland, S. 13, 

15-6. 
295 F. Gschnitzer, R. Koselleck, B. Schönemann, K. F. Werner,  

Volk/Nation/Nationalismus/Masse. GGB. Bd. 7, S. 342-7. 
296 国家的実体をもたない「国民」への着目という点で、十九世紀にはじまる「国民史」は、

十六世紀のドイツ人文主義者の歴史叙述とは一線を画している。帝国愛国主義

Reichspatriotismus は、「帝権移動」論と並んで、彼らの議論の中核をなしていた（U. 
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民」の不一致が痛切に意識されればされるほど、「国民」はより堅固な実体を獲得する。ヒ

ュームとの違いである。 

 そして、一八三〇年代後半から四〇年代にかけて、中世のみならず、近代を対象とした

「国民史」が登場することとなる。保守派のランケでさえも、すでに論説「政治対談」（一

八三六年）において、歴史的・政治的単位としての「国民」に着目していた。一八四六・

七年のゲルマニスト大会には、ヤーコプ・グリムやダールマンをはじめ、ドイツを研究対

象とする歴史家・法学者・言語学者たちが一堂に会した297。ゲルヴィヌスとホイザーは、

近代を対象とする「国民史」叙述の代表例である。 

 ゲルヴィヌスは、「国民」を主題とする歴史叙述にもっとも自覚的であった歴史家のひと

りだった。国民形成こそ「民族生活の本能」にちがいない。ゲルヴィヌスはこの信念のも

と、七教授事件、ドイツ・カトリック運動やシュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題に関係

するのだが、それは宗教的・立憲的な動機にもとづくものではない。「国民」を結集させる

ためのアジテーションなのである298。代表作『ドイツ国民文藝史（全五巻）』の第一巻は一

八三五年であるが、一八四〇年初頭には時代状況を考慮した全面改版が出版されている。

ルターよりも人文主義者フッテンを、ゲーテやシラーよりも悲運の革命文士ゲオルク・フ

ォルスターを政治的意志の発露として評価するゲルヴィヌスの意図は明らかだ299。「国民」

を軸とした、「国民史」としての文藝史がここにある。 

 ホイザーが『ライン・プファルツの歴史：政治的・宗教的・文藝的関係において（全二

巻）』を公にしたのは、「国民」意識が沸き立つ一八四五年のことである。これは伝統的な

地域史に分類される著作であり、直接「ドイツ国民」全体を扱う歴史叙述ではない。だが、

ホイザーの執筆意図を従来の地域史叙述と対照するとき、彼の急進性が浮かびあがってく

る。復旧期以来、地域史研究を担ってきたのは教養市民層によって運営される各地の歴史

協会だった300。そこでは活動理念として「祖国」Vaterland への献身が謳われていたものの、

「祖国」とはあくまで各邦国を意味していた。だが、ホイザーはこうした「地域根性」を

批判する301。いまや必要とされるのは自己満足的な「地域史」ではなく、「ドイツに対する

祖国愛」に貫かれた作品なのである。それは「地域根性」や「小都市的傾向」とは相容れ

                                                                                                                                                     

Muhlack, Geschichtswissenschaft, S. 99-107）。 
297 ゲルマニスト大会開催の経緯および内実については、西村貴裕「一八四六年・四七年の

ゲルマニステン集会」に詳しい。 
298 G. Hübinger, Georg Gottfried Gervinus: Historisches Urteil und politische Kritik. 

Göttingen 1984, S. 110ff., 138-45, 150-3. 
299 ebd., S. 43ff. 
300 歴史協会の活動については、山田欣吾「地域史研究と歴史協会：十九世紀前半ドイツに

おけるその社会史的考察」同『国家そして社会』（創文社、一九九二年）所収、若尾祐司「近

代ドイツの地域文化と歴史協会：十九世紀前半ナッサウ歴史協会の設立と活動」同編『記

録と記憶の比較文化史』（名古屋大学出版会、二〇〇五年）所収、を参照。 
301 L. Häusser, Geschichte der Rheinischen Pfalz nach ihren politischen, kirchlichen 

und literarischen Verhältnissen. 2. Aufl. Heidelberg 1856, S. VII-VIII, XIV-XV. 
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ない。ホイザーの地域史研究の目的は、あくまで地域史を通じて「全ドイツについての徐々

に成熟しつつある考察」に寄与することであった。 

 こうした一八四〇年代の高揚の極点をなすのが、一八四七年六月におけるプロイセン連

合州議会の召集にほかならない。新王フリードリヒ・ヴィルヘルム四世は世論の期待に反

して、立憲改革を推進する意図をもたなかった。ところが「東部鉄道」建設のための公債

発行への同意を求めるために、連合州議会が召集されることとなったのである。この経過

に全国の自由派が注目した。「王が高貴な感覚にしたがって二年間の議会を許可し、委員会

や代表団を自由にするならば、すべてはうまくいくだろう。我々は数週間のうちに一世代

をすごしてしまったようだ。〔もし事態がうまく運べば〕転覆無しにドイツの新生が達成さ

れるという、偉大な実例となろう302」。一八四二年以来、ボン大学で教鞭をとっていたダー

ルマンもまた、連合州議会が改革の契機となることを期待していた。 

 

(2)歴史・摂理・国家 

 「プロイセン憲法論」という表題の論説が『ハレ一般学藝新聞』に掲載されたのは、連

合州議会が四月十一日に開会してまもなくのことである。連合州議会に関する著作群への

書評形式をとるこの論説は、書評の規模を優に超える内容をもっていた。プロイセンの内

政の本質をつく分析とともに、現在が歴史の、プロイセン史のみならず大文字の「歴史」

の転換点にあるという認識が、そこでは繰り返し表明されている。 

 

事物の静かなる力 stille Gewalt der Dinge というものがある。それはあらゆる意図、あ

らゆる知、あらゆる人為より強力である。この強力な力が作用するところ――春のめざ

め、曙光のように――そこには神の御手 Gottes Hand がある。誰がそれを阻むことが

できようか。あらゆるものがそのように見事に変わってゆく様子を我々は目の当たりに

しているのだ。朝が訪れ、快活きわまる成育の春がめざめるかのように。〔中略〕そう

した変化のため、王権に、人民に、そして祖国ドイツに幸福を願おうではないか。この

変化を生み出したのは、気まぐれ、反抗、弱さ、あるいは脅迫などではない。まさしく

かの事物の静かなる力こそが、この変化を生み出したのだ。（「プロイセン憲法論」）

(DrPS: 69-70) 

 

こう語る人物こそ、高揚の四〇年代の申し子ともいうべき歴史家、三月革命の苦渋を誰よ

りも味わうこととなる歴史家、十九世紀にとどまらずドイツ精神史そのものを代表する歴

史家、そして本章の主人公、ヨハン・グスタフ・ドロイゼン（一八〇八～一八八四）であ

                                                   
302 A. Springer, Dahlmann. Bd. 2, S. 199-200. 
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る303。私信においてもドロイゼンは連合州議会への期待を隠さない。「重要なことは、人倫

                                                   
303 ドロイゼンに関しては、ダールマンやジーベルを凌駕する先行研究の蓄積がある。先行

研究を大別するならば、基本的な伝記研究のほかに、三種類の研究動向――政治思想研究・

歴史学方法論研究・古代史研究――にわけることができる。 

 ドロイゼンの伝記研究の基本として、息子による評伝（但し、三月前期のみ）G. Droysen, 

Johann Gustav Droysen. T. 1. Leipzig und Berlin 1910 に加えて、直接の教えを受けた世

代による研究 F. Meinecke, Johann Gustav Droysen, sein Briefwechsel und seine 

Geschichtsschreibung. in: E. Kessel (Hg.), Friedrich Meinecke, Werke. Bd. 7. München 

1968, O. Hintze, Johann Gustav Droysen. in: G. Oestreich (Hg.), O. Hintze, Soziologie 

und Geschichte: Gesammlete Abhandlungen zur Soziologie, Politik und Theorie der 

Geschichte. 2. erweit. Aufl. Göttingen 1964 を挙げることができる。とりわけ、G. Droysen

と Hintze の作品は以後の伝記研究の基礎となっている。近年の研究成果を踏まえつつ全体

像をコンパクトに描き出す優れた論稿として、U. Muhlack, Johann Gustav Droysen : Das 

Recht der Geschichte. in : S. Freitag (Hg.), Die Achtundvierziger: Lebensbilder aus der 

deutschen Revolution 1848/49. München 1998 がある。また、W. Nippel, Johann Gustav 

Droysen: ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik, München 2008 は叙述の精彩を

欠くものの、三月革命期以後の後半生を最新の研究・史料にもとづきつつ再構成した点で

貴重である。W. Obermann, Der junge Johann Gustav Droysen: Ein Beitrag zur 

Entstehungsgeschichte des Historismus. Bonn 1977 は史料的制約を伴うにせよ、従来研

究の乏しかった青年時代を解明した研究である。 

 ドロイゼンに関する政治思想研究の金字塔は、G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee : 

Der Nationalstaatsbegriff in Geschichtsschreibung und politischer Gedankenwelt 

Johann Gustav Droysens. Köln 1964 である。Birtsch は政論を中心に幅ひろく史料を読解

したうえで、ドロイゼンの国民国家観や同時代に対する応答の様子を見事に描き出してい

る。Birtsch の研究によって、それ以前の代表的研究 F. Gilbert, Johann Gustav Droysen 

und die preussisch-deutsche Frage. München, Berlin 1931, W. Hock, Liberales Denken 

im Zeitalter der Paulskirche: Droysen und die frankfurter Mitte. Münster 1957の叙述の

うち相当の部分が乗り越えられることとなった。 

 ドロイゼンの政治思想に関する研究は Gilbert、Hock、Birtsch の作品によって高度な水

準に到達したのであり、その後の研究は基本的には前三者の研究の確認に終始している感

が強い。S. Lewark, Das politische Denken Johann Gustav Droysens. Tübingen 1975 は

研究が手薄な三月後期も扱った点で貴重ではあるが、完成度の面で Birtsch に遠くおよばな

い。近年の R. Southard, Droysen and the Prussian School of History. Kentucky 1995 は

政治思想と歴史観の関連を主題とするにもかかわらず、『史学論講義』の分析を欠いており、

政治論に関しても先行研究の確認の域を出ていない。 

 これに対して近年、ますます先行研究が蓄積しているのが、第二の歴史学方法論をめぐ

る研究である。これはドロイゼンの『史学論講義』や『史学要綱』を基本史料としつつ、

体系や成立史、歴史叙述への反映を分析する。J. Rüsen, Begriffene Geschichte : Genesis 

und Begründung der Geschichtstheorie J.G. Droysens. Paderborn 1969 が代表的な研究

であり、研究史は S. Paetrow, Johann Gustav Droysen in Jena: Ein Beitrag zur 

Entstehungsgeschichte von Droysens „Historik“ und „Geschichte der preußischen 

Politik“. Saarbrücken 2008. S. 11ff.に詳しい。この系列に連なる研究として、ドロイゼン

の伝記作品に現れた方法論的特徴を分析したユニークな研究として、F. Schnicke, 

Prinzipien der Entindividualisierung: Theorie und Praxis biographischer Studien bei 

Johann Gustav Droysen. Köln/Weimar/Wien 2010 がある。邦語では、竹本秀彦「歴史叙

述と歴史的構想力：J・G・ドロイゼンの Historik」『思想』第八〇七号（一九八四年）、安

酸敏真「ドロイゼンの『探求的理解』について」『年報新人文学』第七巻（二〇一〇年）、
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の力 moralische Gewalt が連合州議会に集まっており、なおかつ自覚化されている点なの

である。一八一八年から一八三〇年までのオーストリア化したプロイセンと、この人倫の

力とは決して相容れることはないであろう」(DrBW, 1: 354)304。 

 ドロイゼンは、おのれが「歴史家」であることに終生、自覚的でありつづけた。「プロイ

セン憲法論」の一節にみられた、「事物の静かなる力」や「神の御手」、そして「人倫の力」

といった概念は決してレトリックにとどまるものではなかった。歴史家は、国家や制度の

栄枯盛衰という表層の背後に「動くもの」をとらえねばならない。この「動くもの」とは

いかなる存在なのか。古典文献学徒として出発して以来、ドロイゼンは問い続けた。 

 一八三六年、すなわち文献学者として『アレクサンドロス大王伝』（初版一八三三年）を

                                                                                                                                                     

岸田達也「ドロイゼン『史学論』の構想とその背景」同『ドイツ史学思想史研究』（ミネル

ヴァ書房、一九七六年）所収、がある。ただし、この研究動向には、往々にしてドロイゼ

ンの歴史叙述の内在的分析を欠く傾向がみられる。歴史家の思想を分析する手段として果

たして適切かどうか。疑問が残る。 

 第三の古代史研究の流れは、古代史家・文献学者としてのドロイゼンの業績を学説史に

位置づけることを主眼とする。この分野に関しては、A. Momigliano, Johann Gustav 

Droysen zwischen Griechen und Juden. in: F. W. Most (Hg.), A. Momigliano, 

Ausgewählte Schriften. Bd. 3. Stuttgart/Weimar 2000 が何よりもまず参照されるべきで

ある。K. Christ, Johann Gustav Droysen (1808-1884) in: ders., Von Gibbon zu 

Rostovtzeff: Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit. Darmstadt 1972 は

Momigliano の議論を補充する意味で有用である。単著としては Ch. Wagner, Die 

Entwicklung Johann Gustav Droysens als Althistoriker. Bonn 1991, B. Bravo, 

Philologie, histoire, philosophie de L’histoire: Etude sur J. G. Droysen historien de 

l’antiquité. Warschau 1988 が代表的な作品である。個別論文としては、J. F. Mcglew, J. G. 

Droysen and the Aeschylean Hero. in: Classical Philology. vol. 79 (1984)、邦語では、大

戸千之『ヘレニズムとオリエント：歴史のなかの文化変容』ミネルヴァ書房、一九九三年 

が部分的にドロイゼンをあつかっている。この研究分野において中心的な論点となるのは、

「ヘレニズム」Hellenismus 概念の変化や、ドロイゼンの古代史像、ギリシア悲劇解釈論

などである。 

 S. Rebenich, H-U Wiemer (Hg.), Johann Gustav Droysen: Philosophie und 

Politik-Historie und Philologie. 2012. Frankfurt am Main は、現在の代表的なドロイゼン

研究者たちによる論文集であるが、歴史認識論と文献学的研究がほとんどを占めている。 

 以上のように汗牛充棟の感があるドロイゼン研究であるが、最後に本稿の位置づけを付

言しておく。本稿におけるドロイゼン論の独自性は、フランス革命との連関を強調するほ

かに、『解放戦史』の具体的分析にある。もちろん、『解放戦史』自体は Birtsch の研究をは

じめ、繰り返し言及されてきてはいるものの、作品の内的構造についての分析は乏しい。

以下でみてゆくように、該書におけるドロイゼンの議論は、十八世紀までの「旧き欧州」・

「啓蒙」・フランス革命・ナポレオン帝国・「解放戦争」という歴史過程を単線的な発展史

として記述するのではなく、弁証法的な構造として把握している。この弁証法的過程にお

いて、プロイセンはもちろんのこと、フランスの好敵手としての英国が大きな位置を占め

ることになる。先行研究では政論類や現実政治との関係が大部分解明されてきたのに対し

て、本稿のように作品の叙述構造まで踏み込んだ研究は乏しい。 

また、政治思想に関する先行研究を中心に関連する限り、隣接分野の先行研究を参照す

ることとしたい。個別論点に関する研究については、その都度言及する。 
304 Nr. 214, an Arendt, 22. 4. 1847. 
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上辞してから三年後、ドロイゼンは歴史学界に対する不満を語っている(DrBW, 1: 104-5)305。

それは同時に、みずからの歴史観についての信条告白にほかならない。ドロイゼンによれ

ば、当時の歴史学界は三つの勢力によって支配されていた。シュロッサー派、ヘーゲルの

歴史哲学派、そしてランケを中心とする「史料批判学派」である。まず、凡庸な道徳的判

断によって史実や人物を評価するシュロッサーは、幼稚な歴史認識の代表として退けられ

る。問題はヘーゲルとランケである。ドロイゼンは、ヘーゲル流の歴史哲学――「絶対精

神」の自己展開、「自由の意識」の発展史としての「世界史」――を、抽象的な図式を歴史

的世界に強引に適用する誤ったこころみとみなす。歴史家はまず、なによりも「経験的対

象」にむかわねばならないからである。ただし、その一方でランケの「史料批判学派」も

「事実の確実性をあらゆる事柄に優先させる」がゆえに、賛同できないとされる。 

 ヘーゲルとランケの双方、つまりは普遍史的な歴史哲学と厳密な実証史学の双方に対す

る違和感に、ドロイゼンの特異性がよくあらわれている。彼は両者の長所を知りぬいてい

た。ベルリン大学生時代のドロイゼンに決定的な影響をおよぼしたのは、ほかならぬヘー

ゲルと文献学の指導教授アウグスト・ベークだったのだから306。若き文献学徒に対して、

ベークは厳密な史料批判の技法と、古典語の探求にとどまらない「歴史学」としての文献

学理解を授けた。一方でドロイゼンはヘーゲルの諸講義を熱心に聴講し、ヘーゲリアンの

私的な集いにも参加していた307。ここから独特な歴史家が生まれてくる。ドロイゼンのう

ちにはランケに劣らぬ緻密な史料批判の技法と、歴史学の学的固有性への関心、ひいては

歴史学が対象とする「世界」と「人間」本性への理論的関心が同居しているのである。 

 ランケを中心とする「史料批判学派」に絶えずドロイゼンが苛立ちをおぼえるのは、こ

の理論的関心のゆえである。彼らはたしかに「技術の卓越性」を備えているかもしれない308。

だが、おのれが「歴史家」であるということにあまりに無自覚ではないか。それはまた、「歴

史」を成り立たせるもの、「世界」と「人間」の本性への無関心を意味する。三月前期のド

ロイゼンはすでに「歴史学方法論」――「歴史の定言命法」・「道徳律との類比」――の必

要性、歴史学における「カント」の必要性を痛感していた(DrH, 2: 235-7)。にもかかわらず、

その体系化は一八五七年の『史学論講義』Historik を待たねばならない。それは突然の知

                                                   
305 Nr. 52, an Perthes, 30. 10. 1836. 
306 文献学史におけるベークの位置づけについては、A. Momigliano, Die Geschichte der 

Entstehung und die heutige Funktion des Begriffs des Hellenismus. in: ders., 

Ausgewählte Schriften. Bd. 3, S. 125ff., 安酸敏真「アウグスト・ベークと文献学」『北海

学園大学人文論集』第三七巻（二〇〇七年）、同「アウグスト・ベークの解釈学」『年報新

人文学』第六巻（二〇〇九年）を参照した。 
307 W. Obermann, Der junge Johann Gustav Droysen, S. 87ff. 
308 ドロイゼンは批判学派――ニーブーア、ぺルツ、オトフリート・ミュラー、ランケら―

―を「歴史学の仕事の技術しか見えていない」がゆえに、つまり方法的反省の欠如ゆえに

批判するのである。実践の面において、ランケは「我らの世紀の最大の歴史家」と評され

ている(DrH, 1: 51-2, 247)。 
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的啓示というよりも、青年期以来抱いてきた関心――折に触れ、その断片は語られてきた

――の成熟と達成にちがいなかった(DrBW, 2: 442)309。 

 人間が生を受け、成長し、共同体の成員として活動し、そして死を迎える舞台を、ドロ

イゼンは「人倫世界」sittliche / ethische Welt とよぶ(DrH, 1: 24, 38-9, 191, 289)。ここで

の「人倫」とは、行為の善悪や道徳法則を意味しない。「人倫世界」において、それぞれの

「人格」Persönlichkeit（「主体性」Subjektivität）はそれぞれの置かれた状況に適応して、

他の「人格」と関わり、さらには「家族」・「民族」・「教会」・「国家」といった「共同態310」

Gemeinsamkeit に所属することとなる。そうした「人格」による「意志の行為」Willensakt

が折り重なり、積み重なり、織物のように「生成」Werdenしてゆく様子（「現実」Wirklichkeit）

を、ドロイゼンは「人倫」と表現しているのである。「人倫世界」とはまさしく「我々が生

き、学び、行動し、傷つく世界、そこから自分自身の目的を定め、決断を下す世界」にほ

かならない(DrH, 1: 34)。「人倫に沿って〔ethisch〕に行動することは、まさしく人間本性

に根ざしている。あらゆる時代においてそうであった。人間本性は現実のなかを動き、担

われ、阻害されるのだ」。個々の「人格」はみずからの「意志の行為」を通じて、他者と関

係しつつ「人倫世界」を作りあげてゆく。「人間の全存在は人倫の諸関係のなかを動き回る。

そして人間みずからが創造する世界こそ、人倫世界なのである。人間はみずから触れた対

象をこのカテゴリーに高める。そうした意味で、単なる自然界は人間の手のうちで変化す

るのである」(DrH, 1: 24)。 

 「人倫世界」と「人格」との関係は一方向的なものではない。たしかに「人格」は自分

の生まれる時代や地域、国家を選ぶことができない。さらに「人格」は必然的に「共同態」

の中で行動せざるをえない。この点で「人格」は「人倫世界」によって規定されている。

ただし一方で、個々の「人格」は独立した「自我」（「全体性」）である以上、存在の核心た

る「良心」Gewissen の領域は不可侵に保たれるだろう(DrH, 1: 266-7, 289)311。なによりも

個々の「人格」は「共同態」の中で行動することによって、「つかの間の儚い存在」を越え

て「人倫世界」の形成に参与することができる。ドロイゼンは一貫して、「共同態」への所

                                                   
309 本稿ではドロイゼンの世界観・歴史観をより立体的に理解するために、三月革命後の作

品であるが、『史学論講義』（一八五七年）を史料として用いる。但し、類似の議論が三月

前期に登場している場合には、そちらを優先する。また、G. Birtsch, Die Nation als sittliche 

Idee, S. 18ff.もドロイゼンの世界観に関する優れた要約になっている。 

 こうした歴史学的認識自体への関心という点で、ドロイゼンはダールマン（第二章第一

節(2)）やジーベル（第四章第一節(2)）と明確に区別される。 
310 Gemeinsamkeit は本来、ドロイゼンの用法では、「人格」と他者との協働によって生ま

れる広い意味での共同体的関係性を意味している。それは、「国家」「部族」「家族」といっ

た組織的な「共同体」よりも緩やかな共同性、つまり「言語」や「藝術」、「法」や「市民

社会」をも包摂している。したがって、本稿では「共同態」の訳語を当てる。 
311 ドロイゼンによれば、「人格」の中核たる「良心」は不可侵の領域であり、歴史学の方

法では解明することができないとしている(DrH, 1: 192-4)。 
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属と参与を「本質的な人間本性」とみている(DrH, 1: 290-1)。「人倫世界は本質的に、諸々

の人倫的共同態において現象する。というのも、共同態においてこそ個々の自我は真理へ

と到達するからだ」(DrH, 1: 61)。 

 だが、ドロイゼンの『史学論講義』の決定的な特徴は、「人格」と「共同態」によって構

成される「人倫世界」の「生成」の背後に、「理念」Idee の運動を見る点にある。「理念の

展開は歴史の生成と形成であり、歴史は諸理念の発展的生成と形成にほかならない」。「理

念」には「美」Schönes・「真」Wahres・「聖」Heiliges、「福祉」Wohlfahrt・「法」Recht・

「権力」Macht、「家族」Familie・「民族」Volk・「人類」Menschheit の九種類があり、歴

史的な状況に応じて千差万別にあらわれる(DrH, 1: 206-7)312。各時代はそれぞれの「理念

圏」Ideenkreis をもち、平時は「安定状態」にあるものの、現状に不満をもつ変革者が「理

念」を体現した「精神」Gedanke をもって現状変革に挑むことで歴史は動く。変革者を突

き動かす動機が利己的なものであろうが、それは問題とならない。「理念」の「運び手」と

なることが重要なのだから。「理念」とは、まさしくドロイゼンが見定めた歴史の背後を「動

くもの」であった(DrH, 1: 208-12)。「諸理念の生とは、絶え間なき格闘の中で生成するこ

とにある。つまり、精神から精神へ進歩しながら、一層深く豊かに徹底的に自己形成し、

意識に現れることにあるのである」。歴史学とは、表面的な現象を緻密に分析する一方で、

背後に動く「理念」と「精神」の動態を「生成」Werden の相のもとで把握する学にほかな

らない(DrH, 1: 37, 162)。 

 そしてドロイゼンは、「運動」と「生成」のなかにある「人倫世界」そのものを統制する

原理を求めてやまない。こうして「歴史学」固有の方法をめぐる探求の果てに「神」へと

行き着くこととなる。三月前期にはすでに「神」と「歴史学」との不可分の関係が指摘さ

れている(DrH, 2: 143, 175-6)313。「微細な個別対象についてさえもあらゆる献身をもって研

                                                   
312 この九つの「理念」は、それぞれ九つの「共同態」(DrH, 1: 291)の様態と対応している。 

 ドロイゼンの「史学論」に対するヴィルヘルム・フォン・フンボルトの史学論の影響が

しばしば指摘される（たとえば、安酸敏真「ドロイゼンの『探求的理解』について」一八

六頁以下）が、この指摘はドロイゼン自身の自己理解に照らしても妥当である(DrH, 1: 52-3)。

ただし、フンボルトが単一の「理念」die Idee を歴史的現象の背後に見るのに対して、ドロ

イゼンはすでにみたように九つの「諸理念」Ideen を歴史現象の説明に用いているというち

がいには、注意が必要である。 
313 「神」と「歴史学」の関係が完全に定式化されて登場するのは一八四〇年代であるが、

すでに三〇年代においてドロイゼンは、私信で歴史における「神」の位置づけを論じてい

る。たとえば、(DrBW, 1: 103-4, Nr. 52, an Perthes, 30. 10. 36)を参照せよ。ドロイゼンの

宗教観と歴史観との関係については、D. Fleischer, Geschichtserkenntnis als 

Gotteserkenntnis: Das theologische Fundament der Geschichtstheorie Johann Gustav 

Droysens. in: H. W. Blanke (Hg.), Historie und Historik: Festschrift für Jörn Rüsen zum 

70. Geburtstag. Köln, Weimar, Wien 2009, A. C. Nagel, "Unser Glaube gibt uns den 

Trost, dass eine Gotteshand uns trägt": Johann Gustav Droysen als protestantischer 

Bürger und Historiker. in: S. Rebenich, H-U Wiemer (Hg.), J. G. Droysen が詳しい。特に

前者は、『史学論講義』を中心にドロイゼンの「神」概念を綿密に分析し、ドロイゼンにと
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究するとき、まさしく以下の思想が基礎となる。すなわち、個別対象のうちにさえも神的

叡智と理性、そして普遍的法則が潜んでいるのであり、その法則こそ、我々が探求し証明

する対象なのだという思想である。学問〔歴史学〕が個々の現象をみつめるとき、現象を

動かす諸法則のためにそうするのだ。これら諸法則こそ、神的世界秩序の精神にほかなら

ない」（「中世史講義序論」）(DrH, 2: 168)。したがって、「我々の学問〔歴史学〕の最高の

課題とは、弁神論 Theodizee なのである」（『ヘレニズム史』私家版序文」）(DrH, 2: 227-8, 

232-6)314。つまり「人類」および「あらゆる被造物」を包摂する「神の世界秩序」を「思

考と理解のカテゴリー」で把握する――部分的にせよ――ことに、歴史学の真髄はある(DrH, 

2: 347ff.)。『史学論講義』のドロイゼンはより直截に表現する。 

 

我々の帰納、そしてあらゆる帰納の力はそこで尽きる。なぜなら人間の理解力は中間だ

けを捉えることができるのであって、事物の始源と終局を捉えることはできないからで

ある。我々の方法〔歴史学的方法〕が最後の秘密を解明することはない。諸目的の目的、

いわば絶対的全体性〔神〕を把握することはできない。しかし、そのひとつの表出にお

いて、我々にとってもっとも理解しやすい表出において、我々は絶対的全体性を理解す

ることができる。我々は歴史から神を理解することを学ぶのである。言い換えるならば、

我々は神の中においてのみ歴史を理解することができるのである。（『史学論講義』）

(DrH, 1: 30) 

 

「人倫世界」は、最終的には「神」へとつながってゆく。ドロイゼンにとって、歴史は神

の摂理の弁証としての意味を獲得するのである。「プロイセン憲法論」において、「事物の

静かなる力」や「神の御手」が語られるとき、こうした歴史観が背景にあった。三〇年代

にも増してドロイゼンが政治化してゆく直接の原因が、キール大学近代史講座への招聘で

あったことは疑いをいれない。若き文献学者は、前節で論じた加熱する時代状況の中に放

り込まれることとなる。 

                                                                                                                                                     

っての「神」とは、「歴史」が混沌に陥らないため、すなわち「進歩」としての「歴史」を

弁証するための究極的統制原理にほかならないことを明確にした。 
314 同様の言い回しは『史学論講義』でも繰り返される(DrH, 1: 34-5)。但し、すでに引用

文にあらわれているように、ドロイゼンが「弁神論」を唱えるとしても、あくまで経験的・

実証的研究と密接不可分なものと捉えている点は注意が必要である。この点を軽視すると、

ドロイゼンがなぜ執拗にヘーゲルに代表される歴史哲学を――アプリオリに歴史の道行き

を決定しているとして――批判するのか、理解できなくなる(DrH, 2: 143-4)。本稿では便宜

上、詳細に論ずることができなかったが、「史学論」構築の動機は、自然科学的実証主義と

哲学・神学的枠組の双方から歴史学を解放することであった(DrH, 1: 4ff., 19-22, 32ff.)。F. 

Meinecke, Johann Gustav Droysen, sein Briefwechsel und seine Geschichtsschreibung, 

S. 161-2、岸田達也「ドロイゼン『史学論』の構想とその背景」十三頁以下、また実証主義

との関係については G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 16, Anm. 11 を参照せよ。 
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 ドロイゼンにおける政論と史論の緊密な連関を象徴するのが、「歴史の権利」Recht der 

Geschichte 概念である315。「現代とは、歴史がおこなってきた批判 Kritik の生き生きとし

た帰結である。現代は歴史の権利のうえに成り立っている。現代において活力があり、将

来への発展可能性をもつものこそ、〔真の〕歴史的権利 historisches Recht なのである」（「ヴ

ェルダン条約記念祭演説：以下、ヴェルダン演説」）(DrH, 2: 248)。世界史とは「中断する

ことなき大河」のごときものである。各時代はそれぞれの「尺度」や「活力」をもつとし

ても、世界史の流れに対する逆行やひとつの時代の理想化は許されない(DrH, 2: 241-5, 

289)316。個々の政治的な判断はつねに「歴史の権利」を参照せねばならないのだ。 

 こうした議論の背後には、世界史が全体として「進歩」Fortschritt の過程であり、「現代」

Gegenwart が歴史の最前線であるという強烈な確信がある。「我々が摂理を信じるかぎり、

進歩は確実にそこにある」、「この進歩の諸契機を認識することが問題なのであり、そのた

めにこそ歴史は存在する」(DrH, 2: 168)。「我々の学問〔歴史学〕は現代においてこそ活力

を保ちうる。歴史学とは現代の鏡――『汝自身を知れ』――であり、生成したものを活力

と豊富な帰結に満ちた連関の相の下に理解することであり、さらには、いかなるものも押

しのけることのできぬ未来への条件を認識することなのである」(DrH, 2: 181)。歴史にお

いては「認識された理性的なるものが不断に生成し、現実化しようと努力する」のであり、

治乱興亡の現象の背後では諸々の「理念」が生成発展し、「人類の進歩」の大河へと流れ込

んでゆく(DrH, 1: 35, 364-6, 368-9, 371-2)。ドロイゼンにとって「不断の進歩」、すなわち

「人類の教育317」は「理性の要請」にほかならず、「人間精神は上昇する歴史を体験してき

たのであり、あらゆる人倫的領域の不断の運動において、その進歩は条件づけられていた」。

すなわち、「歴史的帰結の総和」、つまりは「絶対的な地点ではないが、相対的に最高の地

点」としての「現代」から世界史を眺めることは、この「進歩」の軌跡をたどることを意

味するのだ(DrH, 1: 203-4, 206, 254-5)318。こうした観点は、「実用的」歴史叙述――賢慮や

                                                   
315 「歴史の権利」概念についての詳しい分析は、R. Southard, Droysen and the Prussian 

School of History, pp. 33-9 を参照。 
316 ドロイゼンは古典古代を理想化する類の文献学者に対して、三月前期(DrH, 2: 230-2)か

ら『史学論講義』(DrH, 1: 63-4)に至るまで一貫して批判的であった。逆に文献学を歴史学

まで高めた恩師ベークの業績を高く評価している。 
317 「人類の教育」概念の典拠がレッシングの著作『人類の教育』（一七八〇年）であるこ

とはいうまでもない。ドロイゼンは、世界史を通じた人類の進歩発展という普遍史派――

中世の普遍史論者、とりわけレッシング、カント、ヘーゲルの歴史哲学、フンボルト――

を高く評価する。一方で、古典ギリシアは優れた個々の歴史叙述を生み出したにもかかわ

らず、「歴史の目的」としての「人類の教育」という世界史観に到達しえなかったとされる

(DrH, 1: 252-6)。ただ興味ぶかいことに、観念論的体系の枠内ではあれど歴史学の自律性の

弁証を試み、フンボルトの史学論にも明白な影響を与えたロマン派――シュレーゲル兄弟

やシェリング――について、ドロイゼンは一切言及しない（前註 29 も参照せよ）。 
318 三月前期における表現――『史学論講義』では消えてしまった表現――を用いるならば、

「世界史とは人類による自己自身についての回想 Erinnerung である」(DrH, 2: 140-1, 
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徳を涵養する素材集としての歴史――から遠いところにある。「政治的歴史叙述」の代表格

であるはずのドロイゼンが実際は、ヨハネス・フォン・ミュラー、ポリュビオス、タキト

ゥスのいずれにも特権的地位を与えない。そのかわり、歴史叙述の不動の古典たるトゥキ

ュディデスと、「歴史」的認識の確立者としてのドイツ歴史哲学者たち――とりわけヘーゲ

ルとフンボルト――を、ドロイゼンは繰り返し讃美した319。「世界史的考察はつねにその時

点で到達された認識の総和において、つまり、その時点で獲得された世界観から過去を把

握せねばならない」。「我々は絶えず生成する〔歴史的〕認識の高みにますます昇り、ひろ

く眺め渡すように駆られる。そうして歴史研究と知識自体が進歩の模像と実例」となろう

(DrH, 1: 371)320。 

                                                                                                                                                     

176-7)。 

 無論、超時間的存在としての神は人類の歴史全体を直観することができる（「永遠の現

在」）。一方で空間と時間に制約された有限な存在である人間は、「生成」の相のもとにしか

歴史を認識することができないのだ。ドロイゼンは、「現代」およびそこに埋め込まれた「人

格」にはそれまでの世界史の発展が凝縮されているとみるがゆえに、神の「似姿」と呼ば

れるのである(DrH, 1: 61-3, 254)。 

 さらにドロイゼンは「我々がいわゆる神の概念から導出する理想的表象」

Idealvorstellungen（「最終的な全体性」Totalität）として、「人類の理念」Idee der 

Menschheit を挙げている。この「人類の理念」は「共同態」の性質――「自然的」・「実践

的」・「理念的」――によって現れ方こそ異なるものの、いわば「経験」を超越した、歴史

が目指すべき理念的秩序を意味している。たとえば、「実践的共同態」の領域における「人

類の理念」は、世界全体を包摂する平和的国際秩序としてあらわれてくる。この点につい

ては、後註 395 も参照 
319 ドロイゼンにとって、ヨハネス・フォン・ミュラーもポリュビオスもタキトゥスも優

れた歴史家ではあるが、あくまで他の歴史家たちのうちの one of themにすぎなかった。[「実

用的」歴史叙述の「逸脱、実用的考察、政治的応用」――その代表格はグッチャルディー

ニとマキアヴェッリとされる――は、時代錯誤とされている。ドロイゼンは、レトリック

重視の歴史叙述に対する厳しい批判者だった(DrH, 1: 239-42)。 

また、ポリュビオス、さらにはトゥキュディデスでさえも、歴史叙述の対象を「政治的

なるもの」に限定した点が批判に晒される(DrH, 1: 46)。ドロイゼンは歴史叙述が政治教育

と重なることを強調したが、「政治史」絶対主義者であったわけでは決してない。この点を

考慮せずに、ドロイゼンを単に「政治的歴史叙述」の代表格、あるいはトゥキュディデス

の後裔としてのみ片づける姿勢は、テクストに対する誠実さを疑わせるに足る。 

ドロイゼンのトゥキュディデス観については、本章第三節(2)を参照せよ。十九世紀初頭

のロマン派、ニーブーア、ランケらにとって、歴史叙述の模範はポリュビオスやタキトゥ

スからトゥキュディデスへと移っていった（A. Momigliano, The Foundations, pp. 48-50, 

130-1）。十九世紀におけるトゥキュディデス人気（特にニーブーア、ランケ、マイヤー）

については、F. M. Pires, Thucydidean Modernities: History between Science and Art. in: 

A. Rengakos, A. Tsakmakis (Hg.), Brill's companion to Thucydides. Leiden, Boston, Brill 

2006 を参照せよ。 
320 つまり、ドロイゼンにおける「人倫」sittlich, Sittlichkeit 概念はこうした「進歩」への

信念とあわせて理解されるべきである。『史学論講義』で「人倫的」sittlich と「歴史的」

geschichtlich が同義的に用いられていることからも、「人倫」とは複数の「人格」間に取り

交わされる「関係」といった意味合いをもつ。但し、純粋な「関係」概念とは異なり、「歴

史」は「進歩」するので、そのかぎりにおいて「人倫」にも実体的な内容が込められるこ
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 したがって、ドロイゼンが国家を「歴史の権利」の観点から問い直す「実践政治学321」

practische Politik を提唱したとしても不思議ではない。「あらゆる国家は固有性、固有の生

命、固有の政治をもつ」のだから(DrH, 1: 272-3)。「統治者」Staatsmann にとって、国家

の「歴史的固有性」、あるいは歴史的に形成された国家の「自意識」の認識は不可欠である。

ドロイゼンは繰り返し、従来の「政治学」の貧困を指摘する。「最善の国制」の解明に専心

する「思弁的」な「政治学」など何の役にも立ちはしない(DrH, 2: 321-2, 337-9)。ここで

批判の対象となっているのは、理想のある「べき」政体を論ずる国家論、いわばダールマ

ンの『政治学』に代表される議論である322。これに対して「実践政治学」は、「具体的な現

実」――世界・諸国家・個別国家が実際にどうあるか、認識された権力条件のもとでどう

なりうるか――を論ずるだろう。まさしく「統治者の学問」である(DrH, 2: 324-5, 339-41)323。

                                                                                                                                                     

ととなろう。ドロイゼンによる、歴史の進展による「悪」の減少はこうした意味で限定的

に捉えられるべきである。 
321 「実践政治学」は「実践政治学講義序論」（一八五〇年）においてのみ使用される概念

である(DrH, 2: 322ff.)。「講義序論」と同内容の議論は一八五七年の『史学論講義』にもみ

られるものの(DrH, 1: 272ff., 355ff.)、そこでは「政治の学問」Wissenschaft der Politik、

「政治研究」politisches Studium や「国家論」Staatskunst など、用語が統一されていな

い。「政治学」Politik 概念の用法もやや混乱しているが、とりあえずドロイゼンは伝統的な

国制・行政論を「政治学」と定義しているので(DrH, 1: 356)、本稿では国制・行政論を「政

治学」、以下で論ずる歴史的政治学を「実践政治学」として区別する。 

 R. Hübner, Joh. Gust. Droysens Vorlesungen über Politik: Ein Beitrag zur 

Entwicklungsgeschichte und Begriffsbestimmung der wissenschaftlichen Politik. in: 

Zeitschrift für Politik. Bd. 10 (1917) は、ドロイゼンの政治学講義の内容を部分的に紹介

した貴重な業績だが、国家本質論の部分は近年公刊の批判版『史学論』第二巻に収録され

ている。 
322 ダールマンとドロイゼンの国家観の相違は、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題への

関わり方からもうかがうことができる。すでにみたように、ダールマンは国制史的知識を

踏まえたうえで、デンマーク王権に対する両公国の自治と立憲制への権利を主張していた。

この政治的立場は三月前期の両公国における自由派の多数派を占めた。ところがドロイゼ

ンは立憲制と自治は第一の重要性をもつものではなく、むしろ、ドイツ統一運動を活性化

させるための手段として位置づけるのである（G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 

218-26, E. Hoffmann, Das Kieler Volksfest vom 18. 8. 1843 und Johann Gustav 

Droysens Verdun-Rede. in: S. Goettsch, N. Hansen, O. Tuomi-Nikura, H-P. 

Zimmermann (Hg.), Volkskündliche Streifzüge: Festschrift für Kai Detlev Sievers zum 

60. Geburtstag. Kiel 1994, S. 79-84）。 

 ダールマンとドロイゼンの関係については、第四章第一節(1)を参照。 
323 ドロイゼンの世界観における理論と実践との関係については、踏み込んだ解説が必要で

ある。この問題については、ドロイゼンは『史学論講義』において、はじめて体系的な説

明を展開している。 

 すでにみたように個々の人間（「人格」）が活動する世界をドロイゼンは「人倫世界」と

位置づけており、それは自然科学的実証主義、哲学・神学的認識とは認識範疇が異なると

していた。つねに運動し生成発展をつづけている「人倫世界」を「生成」Werden の相の下

に「理解」する営みが歴史学であるが、一方で「人倫世界」は実践的な側面（「技術的側面」）

ももっている。この「技術的側面」technische Seiteをあつかうのが、個々の「実学」technische 
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「政治学は現代史であり、歴史学は過去を対象とする政治学である」(DrH, 2: 437)。 

 さらにドロイゼンが「国家」に与える定義も、三月前期の自由派とは一線を画すものだ

った。「国家にとって本質的なことは権力の理念 Idee der Macht、すなわち防衛と反撃のた

めの公権力」である(DrH, 1: 356-7)324。「権力であるがゆえに国家は――いかなる形態であ

ろうと、いかなる者が統治しようと――支配する。権力をもつために支配者となる。あら

ゆる政治の要諦である」。それゆえ、ドロイゼンはとりわけ国家を単に「法制度」とみなす

「法治国家」Rechtsstaat論を退ける (DrPS: 70-6, DrH, 1: 273, 276)325。国家にとって「法」

が「本質的な形式」だとしても、 

 

ただ国家自身が、法の源泉であり、最上位の裁判官なのである。ある法が国家の存立を

脅かす性質のものであるならば、国家は躊躇することなく、権力をもって自分自身をそ

の法に対して優先させることだろう。そして、〔その措置の〕成功によって〔当該措置

の〕正当化を求めることだろう。国家が決断力と権力組織を欠くならば、法は、耐えが

たき不法と化すにちがいない。そして、国家自身も衰亡することとなろう。〔中略〕以

上は、私が勧める教説や準則などではない。政治の至るところであらわれる事実である。

非難したからといって消えることのない、事実なのである。そのことによく注意してい

ただきたい。（「実践政治学講義序論」）(DrH, 2: 330-1) 

 

同じように、国家内の諸権力を抑制・均衡させる権力分立論に対しても、ドロイゼンは不

                                                                                                                                                     

Wissenschaft なのである(DrH, 1: 37-40, 56)。逆にいくら歴史学的な知識を豊富にもってい

たとしても、それが実践における成功に直結するとは限らない。たとえば、諸々の法律の

歴史的来歴や法制史に通じたとしても法実務には不十分である。法的実務の基礎はやはり

法律の「技術的側面」を扱う実定法学でなければならない。また、判例の参照行為は「歴

史的」な営みではあっても、「歴史学」とは認識対象がもちろん異なる。同様に、行政実務

にたずさわる際には、「実践政治学」とは別個に政体や行政体系を解説する――つまり政治

の「技術的側面」をあつかう――「政治学」の知識が求められよう。 

 ただし、歴史家が「技術的側面」と無縁でいられるわけではない。たとえば、軍事史を

扱う際に軍事に関わる実践知や勘は不可欠だからである(DrH, 1: 174-5, 181, 183)。また、

実践のなかで歴史学に類似の認識をおこなうこともある(DrH, 1: 168-9)。たとえば、外交官

として交渉相手国の交渉歴やすでに述べた裁判が好例といえる。 

 したがって、ドロイゼンのいう「実践政治学」は、純粋な歴史学と「実学」としての「政

治学」（国制・行政論）との中間に位置づけられるとみてよい。 
324 ここでも G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 54ff.は、ドロイゼンの「国家」概

念を十全に解説してあますところがない。 
325 一八世紀末から第二次世界大戦までの「法治国家」Rechtsstaat 概念の変遷を概観した

論稿としては、黒田忠史訳、ハインツ・モーンハウプト「ドイツ法史における『法治国家』

概念の変遷：十九～二十世紀の理論と実務の間で」、『甲南法学』第三九巻三・四号、一九

九九年、一五六頁以下を参照せよ。但し、一八世紀末から三月前期までの期間については、

玉井克哉「ドイツ法治国思想の歴史的構造（二）」二四～三五頁、「同（三）」二～一二、二

七頁以下がはるかに充実した議論を提示している。 
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信を隠さない。「立憲制の恩恵を誤解している、そのように思われたくはない。しかし、こ

の恩恵は、権力分立――それ自体馬鹿げていて、効力においては空想的である――にも、

いわゆる立憲的保証にも、さらには王と人民の間の契約形式にも決して存在しないのであ

る」（「プロイセンとドイツ」）(DrPS: 114)326。「法治国家」論と「権力分立」論のいずれも、

国家の本性――「権力」――と矛盾している327。 

 しかし、国家の本質たる「権力」が「暴力」に堕する危険はないのだろうか。むしろ歴

史は、国家が暴力的に「家族」や「市民社会」といった「共同態」を抑圧する悪しき事例、

「国家の理念による専制」の経験に満ち溢れているのではないだろうか。こうした疑問に

対して、ドロイゼンは「理念」自体の歴史性をもって答える(DrH, 1: 201-6, 339-40)。つま

り「諸理念」、国家の場合には「権力の理念」（「国家の理念」）自体が歴史的に生成発展し、

変化を遂げてゆくのである。それゆえに古代と中世では、「権力の理念」の現れ方が異なっ

ている。一見すると古代国家に比べて、封建制下の中世国家は脆弱で「権力の理念」が弱

体化したかのようにさえみえる。だが、「歴史の権利」を重んじる立場からするならば、「権

力の理念」は不断の「進歩」を経ているのであり、中世における状態もその後の発展のた

めには不可欠の通過点にちがいない。国家が「暴力」による支配から、純粋な高次の「権

力」へと昇華してゆく過程こそが重要となってくる。一八四〇年代にドロイゼンが主戦場

とした近代史は、まさしく「国家の理念」が決定的な転回と発展を遂げてゆく舞台であっ

た。 

 

(3)「国家の理念」とフランス革命 

 「一八一五年以来の現代史」講義（一八四三年）の冒頭、ドロイゼンは語る。「我々はひ

とつの革命の只中にいる。現在において、この革命はすでに五十年以上も継続中であり、

欧州の、否、全世界の諸関係が、その過程で変化をはじめたのだ。歴史の記憶がおよぶか

ぎり、これほどとてつもない規模の発展はかつてなかった。これほどの、最下層の住人に

                                                   
326 R. Southard, Droysen and the Prussian School of History, p. 61ff. 
327 ドロイゼンの「国家」Staat 概念の連続性はしばしば疑問視される。「実践政治学講義」

の内容に早くから着目した Hübner は、国家の本質を「権力」に求める議論が三月革命の

挫折、および三月後期の「現実政治」Realpolitik 論隆盛の影響下にあったと主張する。だ

が、Hübner 自身も部分的に認めているように、表面上の断絶は実際には体系的な構成や用

語法の変化によるものである。すでに三月前期において、ドロイゼンは権力分立論・「法治

国家」論に代表される「粗野な自由主義」を鋭く批判しており、国家の本質を「権力」と

みる見解をうかがわせている。実際に三月革命初期から、ドロイゼンは繰り返し国家の本

質を「権力」とする議論を展開することとなる。また、三月前期のドロイゼンは時論や歴

史叙述に埋め込んだかたちで国家論を展開していたため、体系的な構成をとりえなかった

ことも、断絶の印象に寄与したといえるだろう。以上から、「権力」本質論が三月後期に形

成されたとする断絶論には、賛同できない。三月革命を境としてドロイゼンの国家観が「権

力的」になったとする論者（Hübner、Gilbert、Hock など）に対して、Birtsch は説得的

な反証を展開している（G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 59-72）。 
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まで深く食い込む大変化はかつてなかった」(DrH, 2: 196)。「革命」の時代としての「現代」。

五十年以上にわたる「ひとつの革命」の最中、欧州秩序全体に大変動がおこり、そして今

も続いているとするのが、ドロイゼンの時代認識だった。 

 まさしくこの巨大な「ひとつの革命」を把握し、「歴史の権利」を通じて同時代にむすび

つけようとする努力こそ、ドロイゼンの一八四〇年代にちがいなかった。幾度も繰り返さ

れる近現代史講義は彼の苦闘の軌跡でもある。とりわけ、キール大学における講義を元に

した『解放戦史』（一八四六年）はその結晶であった。題名からしてすでに、ドロイゼン独

自の時代認識が打ち出されている。通例、「解放戦争」Freiheitskrieg とは、ナポレオンに

よるロシア遠征失敗に端を発する普墺英露の連合軍による対仏戦争（一八一三～一八一五

年）を指す。ところがドロイゼンの場合、複数形の「解放戦争」Freiheitskriege なのであ

る。ナポレオン戦争の動乱をはるかさかのぼるルネサンスと宗教改革の時代にはじまる『解

放戦史』は、「アメリカ解放戦争」・「フランス解放戦争」・「一八〇八～一八一二年の諸解放

戦争」、最後の「解放戦争」へと連なる複数の「解放戦争」が連鎖連動してゆくさまを鮮や

かに描きだす。つまり、『解放戦史』は「現代」までつづく「ひとつの革命」の決定的瞬間

をあつかう作品にほかならない328。そしてそこでは、とりわけ「フランス解放戦争」、すな

わちフランス革命と「旧き欧州」altes Europa との対決が、叙述の核をなす。なぜならフ

ランス革命こそ、欧州大陸における一連の「解放戦争」の発端であると同時に、ナポレオ

ンという「国家理念の専制」を生み出した根源でもあったのだから。 

 もちろん、フランス革命を「世界史」に位置づけようとする試みは当時、珍しいもので

はなかった。第一章二節でみたように、シュロッサーやヘーゲルはフランス革命を単にフ

ランス一国の現象に限定せず、巨大な思想の流れのなかで理解した。フランスでもギゾー

などが一八二〇年代末には革命を独自の「文明史」の図式において捉えている。ロテック

によれば、「世界史においてフランス革命以上に巨大な事件、否、同規模の事件さえも存在

しない」。それは古代の諸帝国の興亡、イスラムの興隆と十字軍、キリスト教・活版印刷の

発明すら及ばない大変革である329。ロテックにとって、「世界史」とは「理性的権利」と「歴

史的権利」の壮大な対決の舞台であり、フランス革命はそのクライマックスをなしていた

(RAG, 9: 1-1,§1)。ロテックが「理性的権利」の徹底した擁護者だったことはいうまでもな

い。ヘーゲル学徒として出発して独自の宗教史観を生み出した文士カロヴェは、『フランス

革命の諸原因の回顧およびその世界史的使命の示唆』（一八三四年）という書を世に問うて

いる330。個々の相違点を除いた場合、これらの論客に共通するのが、フランス革命を封建

                                                   
328 講義では一八四〇年まで扱われたという(DrBW, 1: 336, Nr. 204, an Arendt, 15. 8. 46., 

345, Nr. 209, an Varnhagen von Ense, 20. 12. 46)。 
329 モールはフランス革命を、民族大移動、宗教改革、アメリカ大陸発見と並べている（R. 

Mohl, Vorrede, S. III）。 
330 F. W. Carové, Rückblick auf die Ursachen der französischen Revolution und 

Andeutung ihrer welthistorischen Bestimmung. Hanau 1834, S. 114ff. 
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制と絶対主義支配――「特権」・「宮廷」の腐敗・カトリックの閉鎖的な「位階制」――に

対する立憲主義――「自由」・「平等」・「憲法」――の挑戦とする見方である。 

 また、フランス革命と諸革命との連動を指摘する議論もすでに存在していた。『国家事典』

の「革命」の項目を執筆したヴィルヘルム・シュルツは、「革命」の法則性と連動を論じて

いる。そもそも「近代の根本性格」は「すべての諸国民のより確固たる有機的なつながり」

にあるため、「近代」の諸革命は「国民的」national であるとともに「世界市民主義的」で

ある。したがって、アケメネス朝ペルシャの建国、民族大移動、イスラム侵入とならぶ「世

界史の主たる指標」たるフランス革命にしても、中世と近世の諸革命が「自由」や「平等」

理念を準備したために、はじめて可能となったのである。そして、フランス革命自体、フ

ランス的であると同時に、原動力となった諸原理をさらに他国民の内に覚醒させていった。

革命は連鎖的なのである(BD: 1050-2)。 

 「世界史」に対する独自の見取り図、「理念」概念による歴史叙述、そして国際秩序への

まなざしが、ドロイゼンをこうした同時代の議論から際立たせる。 

 ドロイゼンの「世界史」理解の軸はキリスト教にある331。ヘーゲルのようにキリスト教

を「絶対精神」の構造の端的な表現とみることはないにせよ、ドロイゼンにとって「普遍

的な人間の精神性という高次の王国」を提示したキリスト教は、まさしく「世界史」的意

義をもつものだった。ドロイゼンは教義学には関心がない。キリスト教は人間を「普遍的」

なかたちで捉えたがゆえに、偉大なのである。「そして啓示がなされた。救世主イエスの現

象において、〔天の国に属したいという〕憧憬、諸国民のこの予感は満たされた。永遠の神

の世界に対する関係、そして人間の神に対する関係が啓示されたのだ」（「近現代史講義序

論」）(DrH, 2: 184)。ここでは、オリエントから古典ギリシアを経て帝政ローマで終わる「古

代」という時代そのものが、キリスト教登場の準備期間として位置づけられることとなる332。

「神」を歴史学そのものの究極的な存立根拠に定めたドロイゼンにとって、キリスト教は

超歴史的な真理の開示を意味した。したがって、「宗教生活の一般的な深化」をもたらした

宗教改革が高く評価されても、異とするにたりない(DrH, 2: 188-9)。 

 だが、ドロイゼンにとって、宗教改革の意義は「宗教生活」の刷新にとどまらない。そ

れは「近代」の開幕を意味するのである。「古代」における「神」からの疎外（「脱神化」）

                                                   
331 三月前期におけるドロイゼンの世界史観については、R. Southard, Droysen and the 

Prussian School of History, pp. 39-43 が手際よくまとめている。 
332 本稿では立ち入ることができないが、こうした世界史観のもとにおけるドロイゼンの

「古代」および「中世」理解は興味ぶかい問題である。とりわけ、時期に応じた時代理解

の変遷は今後、より詳細な研究が待たれる。 

 ドロイゼンの「古代」理解については、B. Bravo, Philologie, histoire, philosophie de 

L’histoire, p. 317ff., G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 227-30、「中世」理解につ

いては E. Opgenoorth, In der Sehnsucht der Nation blieb der ghibellinische Gedanke: 

Zur Stellung des Mittelalters im Geschichtsbild Johann Gustav Droysens. in: S. Happ, 

U. Nonn (Hg.), Festgabe für Ingrid heidrich zum 65. Geburtstag. Berlin 2004 を参照。 
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と「中世」における過度の「脱世俗化」という「完全な二元論」の克服としての宗教改革。

聖書を通じて誰もが「神」と直接の信仰関係に立つとする「万人司祭」原理こそ、「此岸と

彼岸の硬直した対立の積極的な媒介」、「皇帝と教皇、あるいは世俗秩序と霊的秩序の不一

致」に対する「解決の原理」にほかならない。「和解と世界の神化こそ、プロテスタント的

生の偉大な使命なのである」（「ヴェルダン演説」）(DrH, 2: 197, 254-7)。ドロイゼンにとっ

て、宗教改革で打ち出された「万人司祭」原理の拡大浸透こそが「近代」を貫く糸となる。

つまり、「万人司祭」原理は宗教の領域にとどまらず、「政治や社会の関係」にまで広がっ

てゆくのであり、またそうあらねばならないのだ。世俗と宗教の両領域の指導原理たる「万

人司祭」原理の到来を意味するがゆえに、宗教改革は「近代」そのものの生誕とむすびつ

けられるのである。 

 そして、第二の点、すなわち「理念」を通じた歴史叙述によって、ドロイゼンは「近代」

の一貫性を見事に表現しえた。「万人司祭」原理の世俗領域への浸透は、「国家の理念333」

Staatsidee（「権力の理念」）の不断の生成過程と言い換えることができる。これこそが、『解

放戦史』の主題をなすのである。つまり「契約にもとづく権利や義務の総和」としての「身

分制国家」ständischer Staat に対する、「絶対主義」Absolutismus を目指す「君権」と「近

代国家」の闘争である(DrVF, 1: 18-21)。「私権」に対する「〔君主の〕大権」の闘争である。

この過程を通じて、すこしずつ「普遍的なもの」・「本質的なもの」・「理性的なもの」とし

ての国家像が、「近代的原理」が浮かび上がってくるのである。 

 ただし、「国家の理念」の主な担い手が君主だとしても、最終的な目標は「諸国民の国制

参加」、いわば「公民制」Staatsbürgerthum でなければならない。国家の「権力」は「公

民」の政治参加によってこそ一層堅固なものとなるからである。「真の国家は全構成員の積

極的かつ意識的な参加によってのみ形成することができた。あらゆる公民の直接的かつ承

認された意志の統一においてのみ活動できたのである」(DrH, 2: 200)。さらにドロイゼン

の独自性は、「公民制」概念が、歴史的固有性を備えた「民族」Volk をも含意する点にある

334。「国民性 Nationalität は土地と気候、起源と慣習によって形成される。国民性は歴史の

                                                   
333 ドロイゼンは主として三月前期には「国家の理念」、三月革命後は「権力の理念」と表

現しているが、三月前期にすでに「国家の理念」を「権力理念」Machtidee と表現してい

る箇所もある(DrH, 2: 190)。 

 また、ドロイゼンは三月前期、とりわけ『解放戦史』において、「国家」Staat と Macht

の概念を峻別している。ここでの Macht は、君主個人の「王朝的利害」の道具としての国

家、いわば恣意的権力や暴力装置といった意味合いで用いられる。すでにのべたように、

三月革命勃発後、ドロイゼンは「国家」の本質を「権力」Macht として定式化するように

なるが、概念内容の変化には注意すべきである。本稿では用語上の混乱を避けるために、「国

家」Staat の本質としての Macht を「権力」と訳し、三月前期的な意味における Macht 概

念については、「恣意的権力」や「暴力装置」など、その都度文脈に応じて訳し分けること

とする。 
334 ドロイゼンの Volk 概念については、『史学論講義』を中心に Birtsch がその特質を解説
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過程で生成する。諸々の歴史的結果は繰り返し民族の本質の一部となり、国民性を自然か

つ直接的なかたちで規定するのである。そのようにして、国家は属する民族の国民性とい

う基礎のうえに立っているのである」（「一八一五年以来の近現代史講義序論」）(DrH, 2: 

202)。また、「民族」がそれぞれ「みずからの言語・習俗・文化 Bildung」と同様に「みず

からの国家秩序」をもつことは、「自然」にかなっている。この点、「身分制的・地方的割

拠」の「中世」に対して、十五世紀以降の「宗教改革および君主政化の努力」に伴う「国

民の分化」nationale Sonderung は「自然さ」の回復にちがいない。ここでも問題は宗教と

の類比で説明される。政治における「国民的統一」nationale Einheit は、宗教における「義

認説」にひとしい(DrVF, 1: 179-80)。 

 このように「公民制」を「国家の理念」の顕現に不可欠とする以上、「絶対主義」に対す

るドロイゼンのまなざしは両義的なものにならざるをえない。リシュリューとルイ十四世

によって確立されたフランス君主政は、典型的な「絶対主義」である(DrVF, 1: 25-30)。た

しかに「絶対主義」は身分制の「特権」に抗して、「普遍的なるものの純粋な抽象」を促し、

「法と国制の合理的発展」を可能にした。ルイ十四世は「憂鬱な彼岸」を象徴する教会を

ねじふせ、「中央権力、包括的な行政、無数の官吏、画一的でつねに準備万端の軍隊」によ

って国家を支配する。いわば「世俗的なるもの」による支配だった。「ルイ十四世の統治は

トルコ風の専制ではない。それは暴力・伝承・契約・贈与のいずれにもとづいているわけ

でもない。まさしく国家の理念にひそむ高次の人倫的力 sittliche Macht が、君主を現世の

神にする。君主とはすなわち国家なのだから」。絶対君主政の圧倒的な権力の前に身分制社

会は動揺し、「国家の理念」は「転生して王の身体に顕現」する。 

 だが、その一方で臣民は果てしなく政治から疎外されてゆく。「政治的動物」としての「人

間の本性」、いわば国家の「人倫的意義」は徹底的に無視されるのである(DrVF, 1: 52-3)。 

 

国家はあらゆる人倫的基盤を失った。国家はキリスト教的、さらには国民的諸関係を放

棄した。いかに普遍的な性格を備えていたとしても、実際の国家は、君主の利害および

人身と再び同一化していた。〔中略〕旧き法は、ローマ法を学んだ法曹の影響力に屈服

し、国民は自身の法的状態から疎外されていた。公的利害の扱いは、政府の秘密事項だ

った。陰鬱で暗い宿命のごとく、政府は不幸な臣民を統治した。臣民にはもはや祖国防

衛の権利など少しも残されてはいなかった。民族と教会は国家から疎外され、国家は抽

象の極北にある。国家におけるあらゆる関係が、内的な虚偽に成り果てていた。（「近現

代史講義序論」）(DrH, 2: 191) 

 

                                                                                                                                                     

している（G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 30ff.）。但し、後述するように『史

学論講義』の Volk 定義をそのまま三月前期にあてはめることには、大きな危険が伴う（後

註 371）。 
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「国家との積極的関係」はおろか、「所有の保証」（「確固たる法的状態」）さえも奪われ、「私

的存在」に貶められた被治者のみじめさと、権力を独占する「絶対主義」とのコントラス

ト335。これこそが十八世紀国家の本質である。「国家はいわば、民族の外部に存在しており、

民族が単なる内容物として仕えるほかない暴力装置 Macht だった」(DrVF, 1: 33-4)。世紀

後半における啓蒙絶対主義の実験も、以上の傾向を強めるものでしかなかった(DrVF, 1: 

61ff.)336。 

 そして、フランス革命はまさに、この十八世紀政治超克のこころみであった。「それは大

陸における最初の純粋な国民的契機だった。歓喜の声がわきおこった」(DrH, 2: 283)。ド

ロイゼンは一貫してフランス革命を、「公民制」への跳躍、さらには「国民」の活性化現象

とみるのである。「身分制の原理は国民 Nation の原理に屈服した。フランス国民は以後、

政治的に統一され、国家の統一という理念を獲得した。この理念は国民議会に代表される

と考えられた」(DrVF, 1: 364-7)。たしかにそれは「人民主権への第一歩」だったかもしれ

ない。しかし、「理念」が導きだしたこの革命は、「歴史的必然性」（「状況の不可抗力」）の

産物だった。たとえ、「理論」と「合理主義」に主導された革命が「封建的基礎」をもつ王

権と特権層を敵に回したとしても、彼らこそが「現代の権利」Recht der Gegenwart を蔑

ろにしてきた張本人ではなかったか(DrVF, 1: 367-8)。ドロイゼンは、能動市民の支持を基

盤とする国民議会の諸政策、いわば「フランスの完全な改造」を高く評価する。「階層的・

貴族的なパルピュイアのごとき支配」の瓦礫のうえに輝く「公民制」と「国民社会」nationale 

Gesellschaft こそ、「新秩序が生んだ限りなく豊かな祝福」にちがいない(DrVF, 1: 369-70)。

「国家性 Staatlichkeit の活力ある脈動が、はじめて全国民を貫いた。これまでは受動性、

みじめさ、高次の衝動を阻む障害のみが存在していた。だが、いまやそこには〔国民〕固

有の権利、自由、そして祖国という高貴な感情があらゆる力を増加させた。宗教改革以来、

欧州が経験したことのない熱狂を喚起した」。 

 ドロイゼンにとって、フランス革命こそが「現代」までつづく「ひとつの革命」、いわば

第二の宗教改革の発火点であった。そこではかつての宗教改革同様、「万人司祭」原理が打

ち出されることとなる。「官僚や特権層といった聖職者」を否定する「公民制」という名の

「万人司祭」原理が(DrH, 2: 199, 257)。「フランス革命は、民族 Volk の概念を、国家を通

                                                   
335 この関係を反映する政策の実例として、コルベールに代表される「重商主義」

Mercantilsystem が論じられている。それは、従来「私的な性質」と考えられてきた経済・

生産・商業領域を「体系的」に動員した「はじめて」のこころみであった。これによって

十八世紀国家は国力増強の目的を大いに達成することができた一方で、「個々人の福祉」は

富国強兵という「目的のための手段」とされ、臣民の一部は「目的」のために犠牲にされ

たことが指摘されている。「重商主義」が強調された結果、「あらゆる自由な取引の禁圧」

にまで至り、「貴金属以外の公共の福祉に関する諸要素は忘れられてしまった」(DrVF, 

1:79-83)。  
336 啓蒙絶対主義の特質、とりわけその典型としてのフリードリヒ二世の統治については、

改めて本章三節(2)で詳論する。 
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じて確立したのである」(DrH, 2: 297)。 

 

ここでも、いまひとつの宗教改革が実現されねばならなかった。国家の概念は自己自身

をより深く把握し、共通善に関する脆弱な表象から、法と自由の理念へと進歩せねばな

らなかった。全公民による実践的かつ普遍的な万人司祭制の原理が、確立されねばなら

なかった。宗教改革の際には、不可視の教会が真の教会であることが認識され、個々の

あらゆるキリスト者の胸のうちにこの不可視の教会が打ち立てられた。それと同じよう

に、いまや国家も、法の理念の顕現として登場し、そこから真理と尺度を得なければな

らなかったのである。（「一八一五年以来の近現代史講義序論」）(DrH, 2: 199-200) 

 

宗教改革（「十六世紀の宗教革命」）とフランス革命（「政治革命」）を対比させる論法は、

当時しばしば用いられた337。前者を後者の遠因とする言説、両者の原因や推移の類似性を

指摘する言説も存在した338。だが、ドロイゼンは宗教改革とフランス革命を因果関係でむ

すびつけることはしない。フランス革命は、宗教改革に発現した「万人司祭」原理の展開、

それと同時に一連の「解放戦争」の突破口として位置づけられるのである。ドロイゼンの

語る革命の「歴史的必然性」を、ミニェのいうような原因の因果連鎖の意味で捉えるべき

ではない。機械的な因果論を優に上回る「世界史」的な潮流、すなわち「理念」の展開と

いう意味で捉えられねばならないのだ339。 

                                                   
337 この言説はフランス革命の同時代、すでに一七九四年のパンフレットに登場している（ 

J. Voss, Vorwort des Herausgebers. in: ders. (Hg.), Deutschland und die französische 

Revolution, S. VIII-IX）。また、三月前期においてはロテック(RAG, 9: 1-1,§2)やペーリッ

ツの議論（K. H. L. Pölitz, Die Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende. 6. 

Aufl. Bd. 4. Leipzig 1830, §602）が好例といってよい。また、直接の比較ではないが、宗

教改革とフランス革命の「後」を比較する議論として、C. F. Schulze, Vergleichung der 

Zeiten nach der Reformation mit den Zeiten nach der Revolution. in: Jahrbücher der 

Geschichte und Staatskunst. Bd. 3 (1828)がある。 
338 例えば、D. Bretschneider, Die Reformation und die Revolution: Versuch einer 

geschichtlichen Parallele. in: Jahrbücher der Geschichte und Staatskunst. Bd. 1 (1832), 

S. 99, 102ff., 115ff. 
339 直接にフランス革命と関係する箇所ではないが、ドロイゼンは一八五七年の『史学論講

義』において、歴史学における「起源」や「原因」をめぐる議論の恣意性を指摘している(DrH, 

1: 159-161)。そもそも、「起源」や「原因」といったものは無限に遡及可能であるがゆえに、

客観的な確定は不可能である。この議論はフランス革命にも十分にあてはまる。例えば、

フランス革命の「原因」は直近で求めるならば財政破綻に帰せられようが、より長期的に

見た場合には絶対君主政そのものの構造、さらにその原因をたどるならば中世封建社会と

いったように無限に遡及できてしまう。 

 無論、ドロイゼンは「原因」や「起源」をめぐる議論一般を無意味と主張しているわけ

ではない。少なくとも、そういった場合には議論の前提自体の恣意性、「原因」や「起源」

も絶えず構成されていることにつねに自覚的であるべきというわけである。また、とりわ

け「原因」論は、ある歴史的現象を「必然」とみなす議論（「必然」論）にむすびつきやす
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 それでは、なぜフランス革命は無残な末路をたどらざるをえなかったのか。「恐怖政治・

人権・人民主権・身の毛もよだつ強権支配の理論」に行き着かざるをえなかったのか。「あ

らゆる歴史的なるもの、実定的なるもの、あらゆるものが剥き出しの人権に至るまで抹殺

された。いまや、極めて抽象的かつ数量的な意味で理解された人民 Volk が国家となった。

原子化がこれほど恐ろしく、平準化がこれほど一貫して、破壊の論理がこれほど包括的に

遂行されたことはついぞなかった」(DrH, 2: 283)。もちろん、フランス革命が当初から抽

象的な「理性法」Vernunftrecht に過剰な信頼を寄せたことも、要因のひとつではあろう

(DrH, 2: 286-91)340。だが、すでにみたようにドロイゼンは原則として国民議会の業績を高

く評価している。むしろ決定的な要因は、フランス革命が「大陸における最初の純粋な国

民的契機」であった事実に求められねばならない。言い換えるならば、フランス革命が身

分制の基礎の無い新大陸ではなく、「旧き欧州」で勃発したという事実、そして、「フラン

ス解放戦争」に転化せざるをえなかった歴史の論理こそが、いまや解明されねばならない。

こうしてドロイゼンの歴史叙述の第三の独自性、すなわち国際関係・国際秩序という分析

視点にたどりつくこととなる。 

 

第二節：「解放」か、「専制」か 

 

(1)「旧き欧州」と「政治的均衡」 

 ドロイゼンは十八世紀を「啓蒙および政治的均衡 politisches Gleichgewicht の時代」と

よんだ(DrH, 2: 192)。『解放戦史』は、政治体制・社会経済・思想とならんで、十八世紀の

国際秩序に一章を割いている。ドロイゼンによれば、「世界史」的衝撃としてのフランス革

命理解には、当時の国際関係の分析が欠かせない341。フランス革命に体現された「国民的

契機」と、十八世紀後半の欧州国際秩序との緊張関係こそが問題とされねばならないのだ342。 

                                                                                                                                                     

い。しかし、歴史学はあくまで対象を「理解」verstehen することはできるが、自然科学の

ように厳密な因果法則によって「必然」を「説明」erklären することは認識の性質上不可

能である。あくまでも歴史的現象の諸条件の解明が歴史学の認識限度であり、さらに「人

倫世界」は因果法則ではなく、人間の「意志の行為」によって「生成」するからである(DrH, 

1: 161-3)。ドロイゼンはミニェに直接言及することはなかったが、ティエールの革命史叙

述における「必然論」Fatalismus を取り上げて、「不毛かつ浅薄」と評している(DrH, 1: 248)。 
340 こうした「理性法」一辺倒の姿勢に対比されるのが、「歴史の権利」論であることはい

うまでもない。この点については、本節(2)を参照せよ。 
341 後年、ドロイゼンはティエールの長大な革命史叙述をこの点で批判している(DrH, 1: 

248)。革命期という「近代におけるもっとも破局的な局面」を主題とするにもかかわらず、

ティエールの叙述はあくまで「フランス史」中心にとどまっていたからである。 
342 ドロイゼン研究の蓄積にもかかわらず、国際秩序論の観点から彼の国家論・歴史論を分

析する議論はほとんどない。F. Gilbert, J. G. Droysen und die preussisch-deutsche Frage, 

S. 61, G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 102ff などは、ドロイゼンの議論におけ

る内政と外交の相互作用を指摘しているが、史論における具体的な分析には乏しい。  
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 無論、十八世紀を「政治的均衡」の時代とする見方や、フランス革命を国際秩序から捉

える視座がドロイゼンの独創だったわけではない。宗教改革以降の欧州史を「各国史」で

はなく、あくまで「国際体制」Staatensystem の発展史として描いた歴史書の決定版とし

て、すでに歴史家ヘーレンによる『欧州国際体制と植民地の歴史』（初版一八〇九年）が存

在した343。ゲッティンゲン大学における国際関係史の伝統を踏まえつつ、それまで軽視さ

れてきた社会経済史や植民地史をも叙述に組み込んだ点で、ヘーレンは画期的だった344。

単に国家間の合従連衡の舞台ではない、文化や経済とも相互作用の関係に立つ「国際体制」

の有機性が浮かびあがってくる。 

ヘーレンは「国際体制」を、「領域をもち、習俗・宗教・文化の点で類似し、お互いの利

益によって相互に織り成される諸国家の共同体 Verein」と定義する345。つまり、「習俗・宗

教・文化」を共有しつつも多様性を保持する諸国家の間において、「国際体制」は成立する

のである。言い換えるならば、「国際体制」には「進歩する文化」が不可欠といってよい。

この点で「国際法」とは「進歩する文化」の顕現なのであり、さらに「国際法」の基底に

は「承認された正当な所有状態の神聖性」に対する尊重がなければならない。「国際法」と

いう「文明化された諸国家」に共通する規範のもとでこそ、大国の覇権政策から小国の利

益を守る「政治的均衡」は実効的となるのである。 

 したがって、各国の「承認された正当な所有状態の神聖性」が犯されるとき、「政治的均

衡」もまた形骸化せざるをえない346。ヘーレンによれば、三十年戦争の終結後――宗派利

                                                                                                                                                     

確認したかぎりでは唯一、U. Muhlack, Das europäische Staatensystem in der 

deutschen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. in: ders., Staatensystem und 

Geschichtsschreibung, S. 336-44 が、ドロイゼンの国際秩序論に関する秀逸な分析をみせ

ている。Muhlack の叙述の基本ラインについてはほぼ同意できるものの、やはりあくまで

部分的な扱いであるため、史論の内容に立ち入った分析はなされていない。とりわけ、ド

ロイゼンの『解放戦史』における英国とナポレオンの重要性についてはほとんど触れられ

ていない。 
343 Staatensystem を主題とする歴史叙述は、十八世紀を通じて形成された。この経過につ

いては、H. v. Caemmerer, Rankes “Große Mächte” und die Geschichtsschreibung des 18. 

Jahrhunderts. in: Studien und Versuche zur neueren Geschichte: Festschrift für Max 

Lenz. Berlin 1910, M. Schlenke, Kulturgeschichte oder politische Geschichte in der 

Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts: Willam Robertson als Historiker des 

europäischen Staatensystem. in: Archiv für Kulturgeschichte. Bd. 37/1 (1955), U. 

Muhlack, Geschichtswissenschaft, S. 123-9 などが参考になる。 
344 ヘーレンは十八世紀史学と一九世紀の「歴史主義」をむすぶ重要な歴史家であるにもか

かわらず、研究は乏しい。出版された単著としては唯一、C. B. Schaum, Arnold Hermann 

Ludwig Heeren: Ein Beitrag zur Geschichte der Geschichtswissenschaft zwischen 

Aufklärung und Historismus. Frankfurt am Main 1993 があるのみである。H. Seier, 

Arnold Herrmann Ludwig Heeren. in: H. U. Wehler (Hg.), Deutsche Historiker. Bd. 9 は、

ヘーレンの著作と業績に関する明快な概観である。 
345 A. H. L. Heeren, Historische Werke. Bd. 8, S. 6-12, C. B. Schaum, A. H. L. Heeren, S. 

238-44. 
346 A. H. L. Heeren, Historische Werke. Bd. 8, S. 12ff., Bd. 9, S. 48-67, 88-92, 164-72, C. 
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害が後景に引いた後――すなわち十七世紀後半以降が本格的な「政治的均衡」の時代であ

る。スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争、七年戦争と、戦乱のたびに「政治的均衡」

は実効性を発揮し、列強の利害と小国の独立を両立させてきた。だが、「啓蒙」思想の普及

がこの安定性を掘り崩す。国家を「機械」として扱い、「物質的諸力」という尺度のみで国

力を測る「思弁の精神」から、臣民・国富・領土の数量的増加を目指す「拡大政策」

Arrondierung が帰結したからである。ポーランド分割や、ヨーゼフ二世の露骨な領土拡大

政策――フリードリヒ二世によって阻止されたものの――はこうした時代の病理、つまり

「承認された正当な所有状態の神聖性」という規範の衰退をよくあらわしている。また、

絶対主義を抑止すべき「憲法」の不在も、被治者の不満を煽ることとなった。「絶対性に向

けた支配者の努力は、大陸のほとんどの国々で古来の政治的自由 Nationalfreiheit を圧殺し

た」347。新たな憲法原理を体現したフランス革命が勃発した当時、欧州の「国際体制」は

すでに擦り切れていた。 

 「国際体制」概念をめぐるヘーレンの議論は、三月前期の自由派に共有されていた。国

際関係論に長じた自由派のペーリッツやビューローも、ヘーレンの図式や概念枠組を基本

的に踏襲している348。たしかに、立憲君主政を好む穏健中道派ヘーレンと、「憲法」の象徴

性に魅せられた自由派との間で意見の相違がみられるのは自明である。また、ヘーレンは

同時代の植民地独立運動に対して懐疑的であったが、ペーリッツたちは「欧州国際体制」

と並立する「アメリカ国際体制」の形成を寿いだ。だが、これらは根本的な見解の相違で

はなく、むしろヘーレンの叙述にすでに潜んでいた要素の展開とみるべきだろう349。十八

世紀における宮廷主体の国際政治を毛嫌いしたロテックでさえも、国際関係の変動に関す

る叙述の部分では、ヘーレンの著作を基本書として挙げている(RAG, 7: Einl.,§2)。 

 こうした枠組と差別化をはかったのが、ランケである。ランケの問題関心の中心は、ヘ

ーレンと同様に欧州国際秩序、とりわけ十七・十八世紀史にあった。実際、ランケの出発

点は一五世紀末から十六世紀の国際関係史であったし、『歴史政治雑誌』に掲載された評論

「列強論」（一八三三年）はその後の研究プログラムとみることができる350。だがヘーレン

                                                                                                                                                     

B. Schaum, A. H. L. Heeren, S. 250-8. 
347 但し、ヘーレンの Nation 概念は「被治者」の意味で用いられている点に注意。 
348 K. H. L. Pölitz, Die Staatensysteme Europa’s und Amerika’s seit dem Jahre 1783, 

geschichtlich-politisch dargestellte. 3 Bde. Leipzig 1826, ders., Staatswissenschaftliche 

Vorlesungen. Bd. 3, S. 104-44, F. Bülau, Encyklopädie der Staatswissenschaften. 

Leipzig 1832, S. 227ff., Die Geschichte der europäischen Staatensystems: Aus dem 

Gesichtpunkte der Staatswissenschaft. 3 Bde. Leipzig 1837-9. 
349 というのも、ヘーレンの理解では、革命戦争後の「国際体制」は、「世界国際体制」

Weltstaatensystem に拡大する傾向を見せていたからである（C. B. Schaum, A. H. L. 

Heeren, S. 238-44, 265ff.）。 
350 ランケ史学の全体像理解については、U. Muhlack, Leopold von Ranke. in: N. 

Hammerstein (Hg.), Deutsche Geschichtswissenschaft um 1900. Stuttgart 1988, ders., 

Nachwort. in: ders. (Hg.), L. v. Ranke, Die grossen Mächte. Frankfurt am Main/Leipzig 
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と異なり、分析の際に「国際体制」や「政治的均衡」の概念をほとんど用いない点にラン

ケの独自性がある。ランケによれば、そうした概念は現象の「形式」にすぎない。むしろ

「本質」は、個々の国の「国民」Nation の活性化にこそ求められねばならない。欧州の大

国は他国との対立・軋轢を繰り返す中でその内的エネルギーを充填し拡散してゆく。「政治

的均衡」が保たれているというのは外観の問題にすぎない。その裏側では、「国民」的エネ

ルギー同士の不断の闘争が展開されているというわけである。そうであるがゆえにランケ

は基本的に「列強」にしか関心を示さない。スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争、

七年戦争を欧州秩序形成史の画期とするものの、それは「政治的均衡」のゆえではない。

危機の時代に「国民」と「列強」の活性化現象がみられたからである。 

 では、ドロイゼンはどのように十八世紀欧州をとらえたのだろうか。ドロイゼンはフラ

ンス革命以前の欧州秩序を「旧き欧州」altes Europa とよぶ。この表現からして、決定的

な契機としてのフランス革命の重要性が強調されている。革命を軸として、新旧に歴史が

分断されるのである。ドロイゼンもまた「国際体制」を、諸国家の内政構造・社会経済・

思想状況と連動させて理解する351。十八世紀の国際秩序は、前節でみた十八世紀国家の本

質と密接不可分なのである。 

 十八世紀国際秩序を、「王朝的利害」dynastisches Interesse（「王朝政治」dynastische 

Politik）の時代として、ドロイゼンは位置づける(DrVF, 1: 179-83, 188-9)。すでにみたよ

うに「等族的共同統治」を漸次廃止して「公法」と「国法上の均質性」を確立していった

近世の君主たちこそが、「国家の理念」の担い手とされていた。しかし、君主権力の起源か

らして、その「形成発展の脈打つ心臓」はつねに「王朝的利害」に縛られざるをえない。

つまり「当時の君主政の目標は国家 Staat たることではなく、恣意的権力 Macht たること

であったのだ」。カトリック教会の「普遍性」が崩壊し、「近代国家」が興隆するなか、国

際秩序は「不合理で恣意的で混乱」したものになっていった。混乱のなかから登場した「列

強」（英仏露墺、後に普が加わる）によって、「頂上外交という救いようのない技藝」――

「旧き欧州の有毒でうしろめたい、知らずに絡みつく蔦植物の如き、どうしようもない技

藝」――としての外交術が形成されることとなる。 

 

この四列強〔英仏露墺〕――つねに揺れ動く周縁に囲まれた四つの中心点――の狭間で、

いまや他の中小諸国は動揺し、混乱した。喧騒のなかで同盟・謀事・冒険・不誠実があ

らわれては消え、あらわれては消えていった。諸国民のもっとも高価な財産である平和

は、絶えず君主たちの所有欲、名誉欲、軍事的情念、王朝的利害にゆだねられてしまっ

た〔中略〕。 

                                                                                                                                                     

1995, ders., Das europäische Staatensystem, S. 320ff.に全面的に負う。 
351 一八五七年の『史学論講義』では、「国際法」および「国際体制」の形成のためには、「国

家」外の「諸々の大きな人倫的共同態」の国際的発展が不可欠とされている(DrH, 1: 359-60)。 



 153 

 かの四列強がまず存在し、そのあいだで小国群が右往左往する。不毛な眩暈というべ

きである。これが欧州の国際体制 Staatensystem だった。諸国民の幸福、不可侵の諸

権利、誓約の尊重、誠実の遵守と期待、そうしたものは問題にもされなかった。あらゆ

る卑劣な行為が「国家理性」の名のもとにおこなわれた。弱者であることは〔それだけ

で〕罪なことだった。（『解放戦史』）(DrVF, 1: 182-3) 

 

つまり十八世紀の国際秩序は、十八世紀国家における「恣意的権力」と「民族」（「公民制」）

との乖離現象が欧州規模にまで拡大したものとして、理解されるのである。「王朝的利害」

と「国民的利害」との対立、「旧き欧州」の国際秩序と「民族自決」（「結合の要求」）との

対立である(DrVF, 1: 90-1)。ドロイゼンにとっての「政治的均衡」とは、「民族」の内的生

命力を抑圧する機構にほかならない。当然のことながら、ドイツやイタリアにおける小国

群立の状況、デンマークに典型的な同君連合といった「王朝的利害」による「個々の民族」

Volkseinheiten の分割を、ドロイゼンは是認しない(DrVF, 1: 191ff., DrH, 2: 201)。 

 また、「旧き欧州」の特徴は、国家間関係のみならず、文化領域にも反映されている。ル

イ十四世統治下で形成された宮廷文化――「流行・文藝・道徳・名誉の変化の形式的体系」

――は、まさしく「旧き欧州」の文化領域における顕れにちがいない。こうした「フラン

ス風」の宮廷文化が「欧州の模範」となったことほど、嘆かわしいことはない(DrVF, 1: 33-4, 

133-4)。宮廷文化――「慣習的」な「形式」と「規範」の支配――によって、他の欧州諸国

の文化は「非国民化」denationalisiren されてしまったのだから。代わりに生まれたのは「慣

習的恣意」に引きずられた「宮廷族」Hofnation、いわば君主の有力家門同士の結びつきで

あった。 

 だが、なによりもドロイゼンの十八世紀観の特異性を示すのが、英国観である。十八世

紀後半以来、英国は二重の意味でドイツ知識人にとって羨望の的であった。すでにみたよ

うに、ダールマンに代表される立憲制論者は、混合政体としての英国国制に憧れた。一方

で、国際政治における英国の存在感を強調する人々が存在した。彼らにとって、英国は欧

州秩序の守護者である。その背後には普遍君主政を目指すフランスに対する恐怖があった。

ゲンツとヘーレンは、こうした英国讃美の典型例といってよいだろう。そもそも、フラン

ス革命とナポレオン帝国の脅威に直面したゲンツにとって、英国とは内政・外政の両面に

おける希望の星にちがいなかった。彼の国際政治史叙述において、英国はつねに欧州の救

世主として登場する352。ヘーレンはゲンツの英国観を継承したうえで、ゲンツが考察から

除外した英国の植民地政策も高く評価している。ヘーレンの目には、英国の植民地政策は、

国力の維持発展のためのみならず、「進歩」した欧州文明を未開の蛮地にもたらした点でも

                                                   
352 ゲンツの英国擁護論については(GS, 2: 154ff., 169ff., 177-85)、さらに拙稿「『均衡』の

宇宙」三〇九頁以下も参照せよ。 



 154 

望ましいものと映った353。自由派のビューローも伝統的な英国讃美をそのまま繰り返して

いる。 

 こうした内政・外交両面における英国の価値を、ドロイゼンは見事に転倒させる。彼に

とって、英国は欧州の理想の体現者どころではない。むしろ、英国は「旧き欧州」の矛盾・

腐敗・不合理を象徴する存在なのである。 

 英国国制の本質は、良くも悪くも「伝統的な等族代表制」（「中世的国制」）が「近代国家

体制の担い手」となった点にある。「身分制的権力」は、フランスをはじめとする大陸諸国

においては、絶対王権によって抑圧された。しかし、英国では事情が異なる。「身分制的権

力」としての議会は、王権と臣民のあいだの「第三勢力」として登場し、「媒介的位置」を

占めるのである(DrVF, 1: 41ff.)。トーリーとホイッグとの相違は相対的なものにすぎない。

というのも、両派ともに「議会」を権力基盤とする点では全く共通しているからである。

ただ、トーリーは王権の利害に、ホイッグは臣民の利害にどちらかといえば近いというだ

けのことである。逆に両派とも、「議会」こそが自らの権力基盤であることを自覚するがゆ

えに、「議会の権限の保守」に固執する。ドロイゼンにとって、「名誉革命」は一種の象徴

的事件にほかならない。あのとき、「議会」は王権を超えたのである。フランスでは「伝統

的な権利や諸関係の多様性」のうえに「抽象的統一」が樹立された。これに対して英国で

は、「旧き封建秩序の多様性」を体現する「議会」が、「国民的統一」へと変質したのであ

る。議会は「国家」そのものだった。 

 一方でドロイゼンは、英国における「個人の私法上の自由」を賞賛してもいる。強力な

王権が不在であったがゆえに、ピューリタン革命期に覚醒した「民族生活のもっとも健康

な諸力」は存分な発展を遂げることができた。「素朴な健全性」と「真剣な有能さ」を存分

に発展させることができた(DrVF, 1: 39-41)。「商業」の興隆、「強化された市民層」に担わ

れた「自治」selfgovernment、治安判事制度、市民的自由の拡大、そして言論の自由と「公

論」の形成。「抑圧され、権利を奪われ、官僚の恣意にゆだねられた」大陸諸国の臣民とは

異なり、「個人の自由と市民法による保護」を享受する英国人は、「あらゆる有用な活動に

大胆」でありえたのである(DrVF, 1: 102-3)。また、「議会が影響力を増せば増すほど、議会

および議会に依存する政府は、増大傾向にある臣民の活動と福祉のため、より一層慎重か

つ活動的に新たな道を切り拓いていったのである」。ドロイゼンは英国貴族の開放性に好意

的である。英国の貴族は、大陸諸国に見られるような閉鎖的身分ではなく、「商業・産業・

農業と無数の関係」を通じて結ばれている。逆に市民層の側も富の蓄積を通じて、受爵に

至ることが可能であった。こうして英国貴族制は「絶えず市民層から自己補充し、刷新を

                                                   
353 ヘーレンの英国観については、H. Seier, Heeren und England. in: L. Kettenacker, M. 

Schlenke, H. Seier (Hg.), Studien zur Geschichte Englands und der deutsch-britischen 

Beziehungen. Muenchen 1981 が決定的に重要である。とりわけ、英国の外交政策をめぐ

っては S. 60-4、ゲンツとの関係については Anm. 71 が詳しい。 



 155 

図」ることができた(DrVF, 1: 51, 103)354。 

 しかし、ドロイゼンは、栄光の背後に広がる「国法上の恣意と不合理性の砂漠」を見逃

さない。英国の政治制度は「身分制的利害」によって蝕まれている(DrVF, 1: 48-52)。たと

えば、上院に陣取る「アリストクラシー」は下院に対して圧倒的な影響力を行使している。

さらに、下院の構成自体が「人民代表」というにはほど遠い「不合理な寄せ集め」にすぎ

ない。下院に蔓延る「途方もない買収構造」は「堕落した共和政ローマ」を思わせるほど

に酷いものである。何より、一八三〇年にいたるまで選挙権――高貴な「政治的権利」―

―があろうことか、「私有財産」とみなされていた！英国の「アリストクラシー」は、たし

かに「ユンカー的な閉鎖的貴族制」ではなかった。だが、富が新たな「支配層」の形成原

理になりかねなかった355。「封建制」的要素の残存する議会は、たしかに「王権の濫用」と

「共和政的傾向」を防止した。だが、同時に議会が「公民制」への健全な発展を阻害した

こともまた、事実だった。 

 とりわけ、ドロイゼンにとって、英国国内に潜む抑圧構造と植民地政策は許しがたいも

のであった。殲滅的な非難に値する。「万人司祭」原理の世俗領域への拡大としての「公民

制」は、「言語、習俗、文化」を共有する歴史的共同体としての「民族」に根ざしたもので

なければならない。それゆえに、植民地支配はもちろんのこと、ドロイゼンは、国内にお

ける少数民族の抑圧に対しても敏感なのである。英国本国では支配民族であるイングラン

ド人が他民族を圧迫していた。スコットランド人に対する抑圧、とりわけ苛烈極まる積年

のアイルランド支配は、目に余るものがあった(DrVF, 1: 205-10)。ドロイゼンは言う。オス

マン帝国と英国は、実は大差ないのだと。「オスマン帝国と大英帝国を並列するだと？この

自由と自治と幸福な国制の王国を？〔そうした反論に対しては〕アイルランドの名を挙げ

るだけで、十分だろう」。「支配的なアングロサクソン民族はアイルランド人を放置し、貧

窮にゆだねた。なんという貧窮だろうか！」。英国のアイルランド政策（審査法など）は「征

服地」に対するが如き、強引で高圧的で、「民族」の尊厳を無視した、卑劣な行為である。

無論、そうした抑圧は大陸諸国と異なり、「王朝的利害」にもとづくものではなかった。そ

れでも、ドロイゼンが告発の手を緩めることは決してない356。 

 英国の外交は、実はこうした植民地政策や少数民族に対する抑圧と密接に関連している。

ドロイゼンはそのことを発見した。ヘーレンに代表される英国讃美論にとって、十八世紀

                                                   
354 ダールマン同様、ドロイゼンも英国貴族制の独自性が「長子相続制という真に封建的な

制度」に基づいていたと指摘している。 
355 革命戦争からナポレオン戦争へと戦局が激化してくるにつれて、英国国内の支配構造は

「貨幣主権」へと転換してゆくこととなる。この点については、本章第三節(1)で詳しく扱

う。 
356 アイルランドに関する記述と並んで、イングランド・スコットランド合同（一七〇七年）

後におけるスコットランドの部族制度、いわば彼らの「国民生活」の中核の破壊をドロイ

ゼンは批判している(DrVF, 1: 210-3)。 
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――特に七年戦争後――の英国は「欧州の均衡」の守護者にちがいなかった。しかし、ド

ロイゼンによれば、こうした英国外交の拡大は、国内外における搾取の増大によって、は

じめて可能となったものなのである(DrVF, 1: 210-1, 219-23)。 

 

英国の使命は欧州の均衡を保つことにあるようにみえた。しかし、英国政府はどのよう

な手段を用いたというのか。議会の租税法が、どれほど強化されたことだろうか。〔中

略〕一度占めた権力の位置――しかも、それは公債制度の維持をすでに不可避なものに

していた――を保つためには、あらゆる手段を用いて国力の基礎を盤石にするよう努め

ねばならなかった。島国のあらゆる利点を活用せねばならなかった。つまり島国であっ

たがゆえに、海軍が増強されるにしたがって、英国の権力は攻撃を免れた。同時に海外

征服に有利となった。（『解放戦史』）(DrVF, 1: 210-1) 

 

いわば、「北アメリカと東インドの両植民地は巨大な両腕のごとくだった。世界商業を独占

するためにモロク神のように広げる、巨大な両腕のごとくだった」。両植民地のありようは

英国の二面性を象徴している。自国民が移住した北アメリカ植民地では「完全な自治」が

発展したのに対して、インドでは現地支配が東インド会社の手にゆだねられた。そして、

東インド会社は、「アリストクラシーのもっとも抑圧的な形態、金権アリストクラシーを代

表」していたのである。「何百万もの〔インドの〕人々は東インド会社政府の所有欲・恣意・

強権」によって搾取される運命であった。ドロイゼンは、ヘーレンに典型的な、欧州文明

の伝達者としての英国像に潜む偽善を徹底的に暴こうとする357。 

 ドロイゼンによれば、表面上は安定期にあった十八世紀後半の欧州秩序の内実は、惨憺

たる状態にあった。一方では、苛烈な抑圧に支えられた英国の「世界商業」が繁栄を極め、

もう一方の大陸では「王朝的利害」が跋扈する。「国家」と「民族」は完全に乖離してしま

っていた。国際秩序の構造そのものが限界に達していた(DrVF, 1: 223-4)。そして、それは

同時に「解放戦争」の始点でもあった。「とてつもない転覆の時代が目前に迫っている。既

成の醜い形式、巨大な歪み、虚偽に満ちた伝統的な既成権力に対して、根源的な人倫の力

が沸き起こる。旧きものを破壊し、新しき世界を打ち立てるために」。 

 

(2)「解放戦争」としての革命戦争 

 一七八〇年代、危機は頂点に達しつつあった(DrVF, 1: 308-12)。ドロイゼンによれば、「人

民の啓蒙」を目指した大陸諸国の改革は、「新奇なものに対する不信」を植えつけ、「古き

                                                   
357 F. Gilbert, J. G. Droysen und die preussisch-deutsche Frage, S. 62, Anm. 2 が示すよ

うに、こうした英国観はダールマンに代表される英国讃美の論調をまったく転倒させたも

のであり、実際にドロイゼンはこの点について意図的である(DrBW, 1: 345, Nr. 208, an 

Varnhagen von Ense, 20. 12. 46)。 
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ものへの信頼」を消し去る結果に終わった。身分制社会は限界をむかえていた。「封建制」

は「宮廷での奉仕」に、「身分制的な公正」は「虚偽と負担」に変質していた。そこには「人

倫の活力」が欠けていたのである。当時、「国家としてあらわれていたものは、本質的には

やはり君主の家門の王朝的利害にほかならなかった」。対外的にもそれは「人倫の基礎」を

欠いた「官房政治」Cabinetspolitik にすぎなかった。一七八〇年代の欧州秩序の「均衡」

は「つねに救いようのない混乱状態」にあった。「秘密」・「商業協定」・「欺瞞」・「詐術」が

満ちる一方で、「高次の人倫秩序はもはやこの国際秩序には存在していないかのようにみえ

た」。 

 だが、「国法上」はいかなる権利ももっていなかったにせよ、すでに「民族」Volk――王

権と諸身分のあいだの「第三勢力」として――は存在していた(DrVF, 1: 349-51)。「確たる

形態」をもち、「言語」の内に「統一」を、「文化」の内に「真の代表」をもつ「民族」。い

まだ政治的権利を獲得するには至らなかったにせよ、欧州各国の被治者は、受動的な支配

の客体から、自律的な「民族」へと脱皮を遂げていたのである。とりわけフランスでは、「宮

廷」から「全人民」に伝播した「文化」、すなわち「啓蒙」が王権と並ぶ統合作用を果たし

たとされている。 

 ただし、「啓蒙」は究極的には「王朝的利害」と相容れない。「啓蒙」とは、「理性」によ

って「客観的価値」を計測する「悟性的な実用主義」なのである(DrVF, 1: 125-9)。「それは

とてつもない精神運動だった。あらゆる方面に溢れ出した。歴史的に形成されたもの、実

定的な所与、事実上妥当していたものの位置づけは激変し、根底から攻撃された。学問は

世界の中心、アルキメデスの点を発見したのだ」。いまや「普遍的に人間的なるもの」の名

のもとに既成秩序の「根拠」Warum を問いただす「合理主義」が「精神生活の中心点」と

なる。「古典古代においてソフィストとして登場したものが再び登場してくる。同じ内容の

ものが、〔今度は〕啓蒙と名称を変えて躍り出たのである」。ドロイゼンによれば、「啓蒙」

は全欧州的な現象であったが、とりわけ、「思惟主体の確信」を特徴とするフランスの「教

養層」は、「聖職者の位階的な教条主義」と「貴族の宮廷的な特権意識」、そして王権の「放

縦と邪悪、財政の破綻、賄賂、希望無き民衆への増大する負担」と鋭く対立した(DrVF, 1: 

352-3)。 

フランス革命とは、こうした「世界史」的な運動との連続性においてのみ正しく把握さ

れうる。たしかに革命は多くの悪徳を伴った。しかし、それだけではとてつもない「力の

秘密」を理解することはできない、ドロイゼンはそのように弁護する(DrVF, 1: 399-400)。

実際に国民議会は「腐った旧王政」を「新しい自由の国」へと「改造する」という「巨大

事業」を達成した。いまやフランス人はみずからを「ひとつの国民」と感じ、「国家の存在」

を強く意識する。国家は「かつてない愛国心 Patriotismus の激情」、「確たる意志」、「国民

意識」に貫かれている。「国民」の政治参加は実現し、制度のみならず「国民意識」が制度

をしっかりと支える。「公民制」は完成したかに見えた。だが、歴史はそうは動かなかった。
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そのかわりに訪れたのは、「自由の十字軍」、熱狂の果ての対墺宣戦布告（一七九二年四月

二十日）、そして泥沼の革命戦争だった。 

 フランス革命戦争の正統性をめぐる論争の起源は、同時代にまで遡ることができる。親

仏派と「対仏大同盟」派に欧州全土が二分される中、革命戦争の開戦責任が問われたので

ある。フランス革命の原理が既成の身分制社会と衝突するものであったがゆえに、それは

単なる開戦責任論を超えた、革命そのものの是非を問う論争でもあった。革命派によれば、

今次の戦争はフランスの国力を嫉んだ欧州諸国が三十年間にわたり計画してきたものであ

る。とりわけ、英国はフランスの覇権にとってかわるために策動したとされる。「自由の十

字軍」正当化の論理である。一方で、ゲンツは『フランス革命前後の欧州の政情』（一八〇

一年）において、そうした計画の不在と不合理を指摘し(GSS, 2: 197ff.)、真の「戦争の原因」

を挙げている。つまり、真の「戦争の原因」は、フランスを乗っ取った「諸党派」Faktionen

の専横、さらにはフランス革命と欧州秩序との間の原理的「矛盾」にある。そもそも「政

治体系」が異なるのである。したがって、革命戦争は「フランス革命に対しての戦争」で

あって、「対仏戦争」ではない(GSS, 2: 203-6)。ともかく革命派とゲンツは、革命戦争を十

八世紀的な制限戦争ではなく、潜在的な「政治体系」の差異に基づくイデオロギー戦争と

する点で共通していた。 

 ランケはこれと正反対の見解をとる。ランケのフランス革命批判の論法のひとつは、イ

デオロギー批判である。つまり、「自由」や「平等」といった理念の生成過程を歴史的に分

析し、それらが実際にはフランスの対外的野心の隠れ蓑にすぎないことを暴露するのであ

る。したがって、フランス革命の諸原因のうちでも「最大」の原因は対外関係にある。つ

まり、フランス革命とは、他の「国民」の興隆によって低下した国際的威信を回復するた

めの運動にほかならない。「自由」や「平等」の理念を持ち出すがゆえに一見、新しい政治

が展開しているかのようにみえるが、本質的にはルイ十四世の政策と大差ない、というわ

けである。 

 しかし、ランケ流の醒めた見解は三月前期においては少数派にとどまった。自由派であ

れ、保守派であれ、イデオロギー戦争としての革命戦争観が圧倒的であった。とりわけ問

題の所在をよく示すのが、亡命貴族（エミグレ）とピルニッツ宣言（一七九〇年八月）に

対する評価である。亡命貴族とは、王弟アルトワ伯に代表される、バスティーユ事件直後

の貴族亡命者である。彼らは革命政権転覆のためにコプレンツやマインツといった国境近

辺の都市に駐屯し、独自の勢力をなした。欧州の諸宮廷に向けた彼らの反革命戦争の喧伝

はよく知られている。ピルニッツ宣言は国王一家のヴァレンヌ逃亡未遂事件（一七九一年

六月後半）の直後、プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム二世とオーストリア皇帝

レオポルト一世が共同で発表したものである。国王と王妃の身の安全への関心を示すとと

もに、警告が無視された場合には「すべての」列強の合意協調のもとでの統一軍事行動を

示唆していた。しかし、十八世紀の外交常識からすれば、ピルニッツ宣言は事実上の、革
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命不介入方針の表明にほかならなかった。なぜなら、「すべての」列強の合意――とりわけ

大陸介入を嫌う英国の合意――をとりつけるのは現実的に不可能だったから。つまり、レ

オポルト一世は革命批判の言辞の背後で、イデオロギー的反革命戦争という、亡命貴族の

主張を断固として退けたのである358。 

 自由派の史論家は、亡命貴族とピルニッツ宣言の反革命性を過度に強調する。たとえば、

亡命貴族は「利己心とカースト精神の利益」に駆られ、革命との「和解」を拒絶した。彼

らの反革命戦争宣伝こそが、革命戦争の最大の原因である。ピルニッツ宣言は、「国際法の

抹殺」と「弱小国すべての自主性の喪失」そのものだった(RAG, 9: 1-3,§2, 5)。穏健なニー

ブーアでさえ、レオポルト一世の反戦姿勢にもかかわらず、戦争が不可避となった原因を、

「ベルリンにおける亡命貴族の影響」にみている(NGR, 1: 255-6, 263)359。ダールマンは亡

命貴族の煽動とならんで、バークの『省察』の影響を指摘した(DaGR: 423ff.)360。「バーク

は軽率極まる戦争の灯火のひとつとなった」。ピルニッツ宣言には「もちろん宣戦布告の内

容ではないにせよ、それでもなお戦争への脅しが含まれていた。プロイセン国王が戦争を

強く推進し、楽勝とみていたことは疑いない」(DaGR: 417-9)361。こうした評価の基底に、

両陣営の間の原理的対立を強調する見方がある。革命戦争は、人権宣言・八月四日の決議・

「国民代表制」といった「革命の根本原理」を賭けた闘いだった。それは「民主主義」対

「アリストクラシー」、「理性」対「歴史的権利」の決闘であり、またそうであるがゆえに

「不可避」の事態だったのである(RAG, 9: 1-3,§5)。 

革命によって生まれた「新しき自由の国」と「旧き欧州」との原理的対立を強調するド

ロイゼンは、以上のイデオロギー的戦争解釈のなかでも極北に位置するといってよい(DrVF, 

                                                   
358 シャーマ『フランス革命の主役たち』三三頁以下、T. C. W. Blanning, The Origins of the 

French Revolutionary Wars. London/New York 1986. 
359 但し、亡命貴族の影響力と列強の好戦姿勢に加えて、フランス側の「挑発」も原因とひ

とつとニーブーアはみる。戦争回避の道を最後まで模索したレオポルト一世は、「平和への

愛」に満ちていたのみならず、干渉戦争そのものの危険性を熟知した「賢君」として高く

評価されている(NGR, 1: 253-4, 274)。 
360 第二章でみたようにダールマンは英国国制の崇拝者であったが、バークに対する評価は

微妙である。『省察』において、バークは「フランス人民の窮状」や「政府による無数の失

政」に言及することなく、すべてを「軽率な民衆」と「扇動者の悪」に帰してしまってい

る。また、バークによる名誉革命とフランス革命の対比に関しても、英国といえども現在

の混合政体が安定するためにはピューリタン革命の惨禍と長い時間を要したと、ダールマ

ンは反論する。つまり、バークの著作は、ひたすら「亡命によって不毛となり力を失った

貧しいフランス」像を繰り返すだけであるがゆえに、「歴史叙述」としては不毛なものに終

わっている。ただし、バークがフランス革命の「世界的事件」としての性格を誤認した一

方で、革命政権の弱体についての洞察は鋭いとされている(DaGR: 423-6)。 
361 フリードリヒ大王没後からイェナの敗戦に至るまでのプロイセン政治――とりわけ、ヴ

ェルナーらの宗教令ににみられる諸政策――に対して、ダールマンは辛辣な批判を浴びせ

ている。大王は「力強い性格を備えた男たち」ではなく、「飼いならされた従者」しか後に

残さなかったというのだ(DaGR: 422-3)。 
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1: 400-3)。「十八世紀半ばまで特徴的だった外交優位にかわって、革命とともに内政の優位

があらわれてくる」(DrH, 2; 200)。ドロイゼンによれば、当時のフランスは列強や亡命貴

族による「秘密の陰謀」や「隣国からの恒常的な脅迫」に晒されていた。国内は非宣誓聖

職者の策動によって混乱し、「混沌状態」にあった。頼るべき王権も「殺到する無秩序の洪

水に対する堤防の残骸」にすぎなかった。逃亡を企てた「王権に対する不信」は「きわめ

て大きく」、「きわめて正当」であった。これに対して、国民議会が創設した制度を定着さ

せる任を負った立法議会は、「啓蒙され、高貴で、尊厳ある男たち」によって構成されてい

た。 

ドロイゼンによれば、フランスは平和をひたすら望んでいた。「列強」が一七九一年憲法

を承認し、亡命貴族への援助を断り、ルイ十六世を支援しさえしていたならば、戦争も回

避できていただろう(DrVF, 1: 403-4)。「富裕な市民層」を後ろ盾とする「強力な政府派」の

形成を促し、急進派を抑えることもできただろう。だが、「列強」はあくまで「王朝的利害」

に忠実に、私利私欲に走り、亡命貴族を通じてフランスを追い詰めていった。 

 

フランスによる対墺宣戦布告は実際には防衛戦争だったのではなかろうか。それは絶望

の決断だったのではなかろうか。金も将校も軍律も無く、オーストリアの熟練兵に対し

て戦争を挑む――しかも、フリードリヒ大王の名高きプロイセン軍がすぐに加わってく

るにちがいなかった――ということは、絶望の決断以外のなにものでもなかったのでは

なかろうか。外面的な形式に従えば、たしかに諸外国の官房は、フランスから宣戦布告

された側であった。たしかに、諸外国の準備はまだ万端整っていたわけではなかった。

だが実際のところ、諸外国はほんのわずかの骨折りで、「この弁護士どもを追い散らす」

つもりだったのである。（『解放戦史』）(DrVF, 1: 409) 

 

たとえ宣戦布告をしたのがフランス側だとしても、そこまで追い詰めた「旧き欧州」の側

にこそ戦争責任はある362。革命戦争はまさしく、「公民制」への突破を目指すフランス革命

による、決死の「解放戦争」としての性質を帯びてくる。 

 そうであるがゆえに、ドロイゼンは恐怖政治さえも「解放戦争」の歴史的帰結として受

け止めようとする。私利私欲のために「不自然な結合」をなす対仏同盟、すなわち「諸々

の官房、特殊利益、王権、歴史的権利」から、「血をもって獲得したひとつの国民の自由の

政治的存立」を、守らねばならない(DrVF, 1: 455ff.)。「恐怖政治は国内外の危機の必然的帰

結である」(DrVF, 1: 475)。欧州秩序の中にあって「国民的孤立」に陥ったフランスは、「唯

                                                   
362 この点、「列強」の「王朝的利害」を暴露しようとするドロイゼンの姿勢は徹底してい

る。たとえば、ルイ十六世の二枚舌は冷ややかに論評される(DrVF, 1: 395-6, 405)。また、

平和路線の追及者とされているレオポルト一世も、革命に伴う混乱に乗じて、オーストリ

アの権勢を回復する真意があったと評されている(DrVF, 1: 399, 407)。 
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一の共同性」（「唯一の肯定的なるもの」）としての「民族」の活力を全面的に解放する。フ

ランス全体が「地域性と言語を通じて自然に結合した人々の剥き出しの存在」と一体化す

る。「国民的統一」のために「政治的モナド」（「完全に同質な統一体」）となることが、「唯

一の人倫」とみなされる。「国民の不毛な同質性」にすべてが回収される。 

 

古代の異教世界のように、いま一度、国民的存立が唯一かつ最高、そして最終的な存在

となる。人々はすべてを犠牲に捧げ、あらゆるものは国民的存立の刻印を身に帯びるこ

ととなろう。そこから国家が派生する。というのも民族こそ、国家なのだから。そこか

ら市民社会が派生する。というのも、いまや市民社会は、ただ区別無き原子から構成さ

れたものにすぎなくなるのだから。そして、そこから宗教が派生する。人々はキリスト

教を法的に放棄し、「神なる人民」となるべく突き進んでゆくのだ。（『解放戦史』）(DrVF, 

1: 458) 

 

古典古代におけるリュクルゴスやブルートゥスのごとく、ここでは「徳」Tugend、言い換

えるならば「民族」（「国民」）原理が絶対的な位置を占めることとなる。あらゆる領域――

国家生活・宗教生活・社会生活――の自律性は否定され、「民族」へとすべてが吸収されて

いる。「狂信」Fanatismus にはちがいない。だが、「狂信」こそが「解放戦争」の帰結だっ

た。 

ドロイゼンの世界史理解にしたがえば、「古代」とは「国家的なるもの」（「公的なるもの」）

にあらゆる価値が吸収されている政治社会であり、逆に「中世」とはキリスト教の「彼岸」

信仰のもと、「私的なるもの」が絶対価値となる世界であった。そして、宗教改革にはじま

る「近代」の目標は、「公民制」の確立、すなわち「公」と「私」との「和解」にあった(DrH, 

2: 188-9)。だが、フランス革命は「解放戦争」に転じ、果てには恐怖政治という「純粋な

異教というべき、国民的なるものの排他的正当化」に行き着いてしまう。それは「無名の

殺人の結果」であり、「近代の異教」にちがいなかった(DrVF, 1: 459)。「私人」としての人

間が排除され、人間は「公民」という「剥き出しの個人存在」に押し込められてしまう。

これこそが、恐怖政治下における「熱狂的実存の基礎」なのである。ここでは、「国家の理

念」が「大衆」のなかに沈みこんでいる。恐怖政治は山岳派内部の激しい党派抗争を経て

「ロベスピエールの恐るべき独裁」に行き着き、ついにはテルミドール九日（一七九四年

七月）の破局をむかえることとなる。それは「退化した革命君主政の流産」ともいうべき

現象であった(DrVF, 1: 475-7)。 

 ドロイゼンはロベスピエールや山岳派の過激な行動を強く非難することはない。という

よりも、恐らくはそうした面に興味がなかったのだろう363。ロベスピエールに対するドロ

                                                   
363 たしかに『史学論講義』において、ロベスピエールは「血に餓えた冷徹で急進的なデマ
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イゼンの冷静な評価は、かつてのクレオン評価を思い起こさせる。ペリクレス没後の典型

的な「デマゴーグ」と評されているクレオンを、ドロイゼンは弁護したのである(DrBW, 1: 

124-5)364。「歴史家はとりわけ〔歴史の〕展開における進歩をもっとも重視せねばなりませ

ん。この進歩はまたクレオンの場合のように、没落へと行き着くことになります。キモン

でも〔政治家と歴史家の〕ふたりのトゥキュディデスでもなく、テミストクレス、ペリク

レス、そしてアルキビアデスがアテナイの偉大さを代表し、またそれを生み出したのです。

少なくとも、クレオンはこの原理に従っているのです」。同様のことがロベスピエールをは

じめとする山岳派にもあてはまるかもしれない。恐怖政治がいかに「狂信」的だったとし

ても、それによって「革命の成果」は「民族生活の血となり体液」となった。今後は「破

壊から建設へ」進むことが、「新たなる人倫的基礎の上に国家」をつくりあげてゆくことが、

可能となったのである(DrVF, 1: 479-80)。 

 とはいえ、ドロイゼンにとって、ロベスピエールは「偉人」geschichtliche Größe とよび

うる存在ではなかった。「人倫世界」は人間の不断の「意志の行為」を通じて「生成」する。

そうした「生成」の最中、「精神 Gedanke が転生したように、この〔ひとりの〕自我の内

に存在している」ような人物が稀にあらわれる(DrH, 1: 390-2)。それは、時代精神を体現し

たかのごとき人物である。「この精神は同時に特定の時代の、特定の民族の類型である」。

こうした「孤独な指導者たち」は「展開する時代に名を与え」、「時代の本質的で偉大な諸

契機を語りながら、同時に幾千万の人々を代弁する。時代そのものを、民族そのものを代

弁するのである」。ドロイゼンは「理念」を、「世界の偉大な破局的運命」を背負う「孤独

な指導者たち」を、「偉人」と名づける365。ルター、ダンテ、アレクサンドロス大王などは

その典型例である。 

そしてフランス革命もまたひとりの「偉人」を生み出すこととなる。ナポレオンである。

ドロイゼンによれば、政治的世界における「偉人」とは、強烈な「意志の力」Macht des Willens

を備えた人物にほかならない。「怠惰な諸要素のあらゆる抵抗にもかかわらず、〔新しきこ

と〕を貫徹」できる人物である。脆弱で「流産」した「革命君主政」などではない。圧倒

                                                                                                                                                     

ゴーグ」とされており、ましてやダントンやマラーに対する評価は低い(DrH, 1: 190, 200)。

しかし、これは当時の史論家たちによる強烈な山岳派・ロベスピエール嫌悪に比べれば、

はるかに穏やかな調子といってよい。 

 なお、 当時の史論家たちによる山岳派およびロベスピエール評価に関しては本章第二節

を参照せよ。 
364 Nr. 64, an Welcker, 24. 6. 1837. 
365 したがって、ドロイゼンは「偉人」の私人としての側面にはまったく関心をもたない。

「偉人」はあくまで「理念」と「精神」の化身であるがゆえに「世界史」的意義をもつの

である。「偉人」の行動の客観的な意義こそが重要なのであり、逆に私的な「動機」などは

どうでもよいとすら断じられている(DrH, 1: 391)。アレクサンドロス大王や「解放戦争」

で活躍したプロイセン軍人ヨルク将軍を扱ったドロイゼンの政伝も徹底してこうした観点

から描かれている（F. Schnicke, Prinzipien der Entindividualisierung における具体的な

分析を参照せよ）。 
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的な「意志の力」によって「国家の理念」を極限まで推し進める覇王がそこにいる。ナポ

レオンは「意志の力」によっていかなる統治を築き上げたのか。そして、なぜナポレオン

は強烈な「意志の力」にもかかわらず――あるいは、何人をも凌駕する「意志の力」をも

つがゆえに――没落していったのか、それこそが次なる問題である。 

 

(3)「革命君主政」と「国家の理念による専制」 

 「解放戦争」末期、ドイツにおいて国民的憎悪の象徴と化したナポレオンであったが、

それでもなお、圧倒的個性と才幹、そして劇的な栄枯盛衰の運命によって三月前期の知識

人たちを惹きつけた。ヴァクスムートによれば、専制的な支配にもかかわらずナポレオン

はアレクサンドロス大王やカエサル、そしてカール大帝と並び称されるべき大人物であっ

た366。対して、ホイザーは、ナポレオンはむしろアッティラやチンギス・ハーンといった

暴君列伝に組み入れられるべきだと反論した367。いずれにせよ、ナポレオンは教養層の関

心事でありつづけたのである。とりわけ、苛烈な大陸支配を経験していない世代は、フラ

ンスのロマン派知識人たちと同様、ナポレオンを理想化し、復旧体制に対する不満の捌け

口としたようである。 

 文学の領域は除外したとしても、伝記や評伝の部類を含めるならば、三月前期ドイツに

おけるナポレオン関連文献は膨大なものとなる368。ただし、これらのほとんどはナポレオ

ン自身の個性や軍事的才能に焦点を当てたものであった。つまり、ナポレオン政権下の統

治構造の分析にまで立ち入った作品は多くない。それに対して自由派の歴史家たちは、ナ

ポレオンの個人的な資質にとどまらず、時代との連関を問いなおす。ナポレオンの卓越し

た能力やカリスマ性について、歴史家たちは政治的立場を超えて合意していた。それゆえ、

論争点は、ナポレオン帝国と先行するフランス革命との関係に絞られてくる。 

 その場合、まず決定的に意見が割れるのは、ナポレオンによる「共和国」（総裁政府）転

覆、すなわちブリュメール十八日のクーデター（一七九九年十一月）に対する評価である。

たとえばミニェやロテックにとって、それは端的に言えば「専制」の開始点であった。「暴

力が支配をはじめた。ブリュメール十八日は、代表制に対する軍隊の五月三十一日事件で

あった。一党派に対してのものか、人民権力全体に対してのものかというちがいはあるに

                                                   
366 W. Wachsmuth, Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter. Bd. 3, S. 203. 
367 L. Häusser, Rezenzion zu: W. Wachsmuths Geschichte Frankreichs im 

Revolutionszeitalter, S. 60-1. 
368 三月前期のナポレオン関連文献は膨大な数にのぼるので、問題設定上も三月前期のナポ

レオン観を本稿で扱うことはできない。ただし、フランス革命観に劣らず重要な論点であ

ることは疑いなく、今後の研究課題としたい。 

 また、本稿では文学作品を取り扱うことはできないが、ドイツ近代文学におけるナポレ

オン表象問題に関する最新の研究書としては、B. Beßlich, Der deutsche 

Napoleon-Mythos: Literatur und Erinnerung 1800 bis 1945. Darmstadt 2007 がまず参照

されるべきである。 
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せよ。この日が革命の墓場となった」(HRF: 635)。一方でフランス革命の原理――「共和

国」や「人民主権」――を批判するニーブーアにとって、ナポレオンの決起は「完全に無

能な」政府に対する「唯一の不可欠で幸福な革命」を意味していた(NGR, 2: 159-61)。 

無論、クーデターに対する評価は、先行する総裁政府に対する評価と連動している。ミ

ニェにとって総裁政府の基礎となる一七九五年憲法は、「当時まだ制定し、かつ設計するこ

とのできた範囲では、もっとも自由で賢慮にかなった、最善のものであった」(HRF: 531ff.)。

対してニーブーアは、一七九五年憲法が一七九一年憲法よりはるかに出来がよいことを認

めつつも、そこには「主たる弱点」があるとする。執行権と立法権の厳格な分離である。「事

実上」は執行権が「最強」で「大いなる力と権威」をもつにもかかわらず、「理論上」は立

法権が優位に立つという「誤った関係」こそが、総裁政府の根本的欠陥だったとされる(NGR, 

2: 50-2)。ロテック・ミニェとニーブーアとの食い違いの基底にあるのは、統治観の根本的

な相違である。前者は「人民主権」を理論上は肯定し、立法権と執行権の厳密な分離（権

力分立）を主張し、「憲法」の実効性に絶対的な信頼を寄せている。対して後者は「人民主

権」を原理的に否定し、形式的な権力分立論を退け、機能的な政体と官僚制度との連動を

重要視していた369。 

それゆえ、執政政府に対する評価もまっぷたつに分かれざるをえない。ロテックは執政

政府を共和政の「漸進的破壊」の過程として捉える。執政政府は人民の「あらゆる政治的

権利を抹殺」し、「空虚な名前と形式」を残した(RAG, 9: 1-7,§1)。「ボナパルトの支配欲」

と「恣意的支配」に都合よく設計された「怪物的憲法」（共和国八年憲法）は、「単純明快

で人民の権利に忠実な根本原理」（革命の原理）に相反する。第一執政は「独裁官」的な権

限を備えた事実上の「君主」であり、元老院は「憲法の保証というよりもむしろ、憲法の

破壊と抑圧のための道具」でしかない。驚くべきことにロテックはナポレオン法典さえも、

「自然な家族秩序を支配権力の犠牲に供する」、「純粋な法的理性の要請というよりは、も

っとも邪悪な専制政治の産物」と解釈しているのである(RAG, 9: 1-7,§15)。ニーブーアは

正反対の議論を展開する(NGR, 2: 162-8)。曰く、執政政府の憲法は「人民主権」という従

来の革命憲法の根本原理を覆すものであった。人権宣言を掲げず、政府を「事実」として

認めた点などは、とりわけ「非凡な大胆さと洞察の深さ」を示している。「立法は政府によ

って、統一的に発議されねばならぬ」という「正しい原理」にもとづいていた。執政政府

による統治は革命を鎮圧し、「統治は神による自律的な権力である」、「統治は国家の統一性

と権力を代表する」という「真理」を浸透させた点で見事というほかない。執政政府期は

フランス革命の中で「もっとも幸福」な時代だった。 

                                                   
369 政治思想に焦点を当てたニーブーア研究としては、G. Walther, Niebuhrs Forschung. 

Stuttgart 1993, H-Ch. Kraus, Die verfassungspolitischen Ideen Barthold Georg 

Niebuhrs, in: F-L. Kroll (Hg.), Neue Wege der Ideengeschichte. Festschrift für Kurt 

Kluxen zum 85. Geburtstag. Paderborn/München/Wien/Zürich 1996 が重要である。 
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だが、政体論の文脈におけるミニェ・ロテックとニーブーアの対抗は、帝政期が近づく

につれて解消される。ロテックなどは、ナポレオンの終身執政就任と元老院の弱体化につ

いて、「欧州人よりもむしろ支那人にお似合いの」憲法と酷評する(RAG, 9: 1-7,§17)。そこ

では「公民のあらゆる政治的権利」が奪われる一方で、ナポレオンはかつての「アウグス

トゥス」のように人民を「パンとサーカス」で誘惑し権力掌握を狙う。ニーブーアも、「正

しい原理」に基づいて設計された共和国八年憲法の破壊の責任を、ナポレオン自身の「専

制的感覚」に帰している(NGR, 2: 163-4, 168-70, 201-4)。有益な名士名簿構想や元老院も、

あらゆるものを手中におさめようとする「専制的感覚」のために健全な発展を妨げられて

しまう。ついには「国王のような宮廷」作りを始める始末。特にアンギャン公暗殺事件（一

八〇四年）は、「あらゆる国際法・人権のとほうもない侵害」（ロテック）、「ナポレオンの

人生のなかで最悪の行為」（ニーブーア）にちがいなかった。つまり、政治機構の巧拙とは

別に、ナポレオンの野心が秩序そのものを破壊していったという見方が、両者に共通して

いる。執政政府期は革命的無秩序からの回復という観点から評価されうるのに対して、帝

政期に対する評価は一様に低いものとならざるをえない。 

以上の議論の文脈を前提とすると、ドロイゼンの立場の独自性が明らかとなる。ニーブ

ーアのように統治技術の観点でも、ミニェやロテックのように革命原理への背信という観

点でもない。議論の核となるのは「人倫」と「理念」である。統治技術の巧拙や反革命か

否かといった分析視角から、ナポレオンの飛翔を説明することはできない。以下でみてゆ

くように、ナポレオンはむしろ革命の原理、そして「君主政原理」の完全な継承者であり

完成者であったがゆえに、あれほどの権力を獲得することができたのだから。 

 すでにブリュメール十八日のクーデターの時点で、それは明白である。ナポレオンはあ

のとき、「生の力という真理」をもって総裁政府（「虚偽とフィクションの迷宮」）に斬り込

んでいったのだ(DrVF, 2: 117-9)。当時のフランスでは、十八世紀の「合理思想」と「社会

的要請」から生まれた「理論」――人権・寛容・法の下の平等――が「現実」となり、「あ

らゆる教養層の共通財産」となっていた。いまや「普遍的平和」のみが欠けていた(DrVF, 2: 

77-81, 109-14)。だが、総裁政府は権力分立の「精緻なシステム」による「均衡」のもとで

身動きが取れない。フリュクティドール十八日のクーデターの後、「欲望・要求・恣意の緊

密な体系」と化した総裁政府の基盤は脆かった。「憲法自体が幻想」だった。「機械的権力

分立」のもとでは、「統治権」――単なる「執行権」ではなく――が存在しなかったからだ。

クーデターが繰り返された挙句、もはや「何らの市民的・政治的自由、人身と財産の保護、

宗教・思想の自由すら存在していなかった」。だが、イタリア方面軍には「規律」・「服従」・

「確たる秩序」・「義務感情」があった(DrVF, 2: 57-8, 81)。軍団長ナポレオンは「皇帝的決

断力」をもって君臨した。彼は国内に欠落していた「秩序・統一・活力」を実現した。「活

力ある人倫の力」がそこにはあった。 

 革命の混乱に倦み疲れ「統治されたい」と願う人民が、ナポレオンの「軍事独裁制」（「強
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権主権」Machtsouveränität）を歓迎したとしても不思議ではない。ドロイゼンによれば、

いかにナポレオンが「君主的諸権限」を第一執政に集中させ、人民の「自治」や「立法へ

の参加」を制限したとしても、その統治構造は「未分化のアジア的専制」や「歴史的に形

成された領域権力」とは本質的に異なる(DrVF, 2: 124-9)。あくまでもナポレオンは「人民

主権の原理」を基礎とする「共和国の君主、革命の君主」であった。「実力・尊厳・有用性」

こそが正統性の源をなしていた。 

 

ナポレオンは、全人格を事物の新秩序と一体化させる。ナポレオンは新たな世界秩序の、

新たな理性国家の英雄にほかならない。この原理においてこそ、彼はおのれの支配と勝

利を確かなものとする。彼は、自分自身が一般意志の総体なのだと心得ているし、また、

そのように振舞う。つまり、完全に自律的で、対象を指導しかつ支配する、全体理性の

化身として振舞うのである。〔中略〕一言で表現するならば、ここには君主政――宗教

改革の時代以来興隆してきた――の完成形態がある。それゆえ、かつてのルイ十四世よ

りも、ナポレオンは自信をもって断言できるのである。「朕は国家なり」と。（『解放戦

史』）(DrVF, 2: 126-7) 

 

この「革命君主政」こそ、「あらゆる物質的精神的価値」が衰退した後、国民の「全信頼」

を得た「一般意志」そのものとしてあらわれてくる秩序なのだ。ナポレオン――「言葉の

完全な意味におけるカエサル」――による「完全無欠の絶対主義」。その統治原理たる「国

家の理念による専制」Despotismus der Staatsidee は、執政政府期から帝政期に至るまで

一貫している。ドロイゼンはそのように考える。だが、「国家の理念による専制」とは具体

的になにを意味するのだろうか。 

 政治史に秀でたドロイゼンではあったが、意外なことに彼は「国家」の「絶対性」を強

調する立場を繰り返し批判している370。たしかに「国家」の本質は「権力」にはちがいな

い。しかし、「暴力」的な支配は低次の「権力」にすぎない。真の「権力」に達する道は、

「国家が権力の本質をより深く、正しく、人倫に沿って理解することを学ぶことである。

つまり、最終的に人間の自由意志、自由、感激と献身、あらゆる善・高貴・精神的なるも

のの最高次の発展のうちに真の権力を認識して組織することを学ぶことである」(DrH, 1: 

356-8)。「国家」は「かの諸々の人倫圏の普遍的な調停者」でなければならないのだ。「内容

豊かな具体的普遍」たらねばならないのだ。つまり、「国家」は「教会」〔「宗教」〕と「社

                                                   
370 三月前期の段階でドロイゼンはすでに、政治史に絶対的優位を与える立場を批判し、あ

る種の文化史叙述の必要性を指摘している(DrH, 2: 278)。『解放戦史』の叙述からも明らか

なように、ドロイゼンにとって政治・社会・文化の領域は総体として理解されねばならな

かったのである。この点で、あくまでも「政治」（あるいは「国家」）こそが歴史叙述の主

対象たるべきとするゲルヴィヌスは、批判されざるをえない(DrH, 1: 281-2)。 



 167 

会的諸関係」〔「市民社会」〕という独立した「圏域」Kreis に対して「絶対性」を主張した

り、介入したりしてはならない(DrH, 2: 266-70)。 

 

国家は、教会 Kirche と民族 Volk の両方を不十分な後見状態から、自律――教会と民族

が求める権利のある――へと解き放つことができる。そうすればするほどに、国家の真

の権力は増大するだろう。〔中略〕個人の人格が歪み、発育不全に陥ってしまうのは、

以下のような場合である。つまり、以上の三つの圏域――公共生活〔国家生活〕・社会

生活・宗教生活――に親しみ、積極的に参加していると実感できない場合、しかも完全

に承認されて参加していると実感できない場合である。さらに少しだけ見方を変えてみ

さえするならば、以上の三つの圏域はそのまま、国家・民族・教会となる。したがって、

国家・民族・教会は相互に維持促進しあう関係に立たねばならないのだ。（「ヴェルダン

演説」）(DrH, 2: 267-8) 

 

「国家」は「民族」〔「社会」〕と「教会」〔宗教〕に「相対的な自律性」を保証することで、

はじめて「公民」の自発性を獲得し、「公民の積極的かつ活動的な組織化」を達成すること

ができる。それは「公」（「国家」）と「私」（「教会」・「民族」）との峻別といってもよい371。

                                                   
371 国家とその他の「圏域」との関係をめぐる理解は、三月前期と『史学論講義』とでは異

なっている。 

 三月前期における整理も一定しない。「十八世紀初頭以来のドイツ文化史講義序論」（一

八四一年）では、「政治」Politisches、「社会」Sociales、「精神」Geistiges の三分類が採用

されている(DrH, 2: 279)。ここでは「民族」と「教会」の両方が「社会」領域に分類され、

「精神」領域は「文学」・「学問」・「藝術」を包括する。ところが、本文でも引用した「ヴ

ェルダン演説」（一八四三年）によれば、人間の活動領域は「国家」Staat、「民族」Volk、

「教会」Kirche に大別され、「国家」が「公」、「民族」と「教会」が「私」の領域と分類さ

れている。さらに『解放戦史』（一八四六年）においては、「国家」（「公」）と社会領域（「民

族」Volk、「私」）の二分類法が採用されており、社会領域の中には学問・教育・経済・文

化などが一括して包摂されている。 

 このように分類法が不安定である三月前期に対して、一八五七年の『史学論講義』では

体系的な分類が確立している。本文でもすでに述べたように、ここでは「自然的共同態」・

「実践的共同態」・「観念的共同態」の三分類が採用され、「自然的共同態」には「家族」

Familie・「部族」Stamm・「民族」Volk、「実践的共同態」には「福祉」Wohlfahrt・「法」

Recht・「国家」Staat、そして「観念的共同態」には「藝術」・「宗教」・「学問」が配置され

ている。諸領域の定義づけが曖昧であった三月前期に比べて、この時期にはすでに各「共

同態」の特質も明確に定義されるのである。したがって、定義の連続性を確認できる「国

家」概念は別にしても、『史学論講義』における「民族」概念を三月前期に適用する Birtsch

の議論（前註 334）にはやや無理があるといわざるをえない。たとえば、三月前期のドロイ

ゼンには「法の理念」Rechtsidee, Idee des Rechts の概念が散見されるが(DrH, 2: 198-9)、

その内容は曖昧で『史学論講義』における定義とは重ならない。 

 また、このような議論が事実上、国家の歴史的現実を扱う「実践政治学」の課題から逸

脱し、ドロイゼン流の理想国家論になってしまっているとする Birtsch の批判は、支持する

ことができる（G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 81ff.）。 
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「私」の領域があるがゆえに、「公民」は「公」に参加する活力を得る。活力を得た「公民」

が立法・行政・司法の三権に「参加し、代表され、活動」することで、「国家」はひとつの

人体のように動き出す。具体的には、司法面における陪審制と公論、行政面における自治

と徴兵制、立法面における選挙などである。「国家」内の各部分・各圏域――公民制（民族）、

王権、官僚制――が「全面的な連動と相互作用」を示すとき、そこには真の「国家の理念」

が顕現するはずだ。ドロイゼンが国権相互の「相互抑制」を説く権力分立論を退けた理由

は、ここにある。「君主と人民 Volk、王権と国土、統治者と被治者。それらすべてが集まっ

て国家 Staat のもとにある。それらすべてがまさしく、活動的に作用する精神〔国家〕の

器官であり、機能なのである」(DrPS: 85)。 

 こうした真の「国家理性」staatliche Vernunft（「普遍的理性意志」）に対して、ナポレオ

ンの統治は「機械的絶対性」にとどまっている(DrVF, 2: 129-32, 350-2)。「〔議会による〕

共同支配という国民的器官」（「国民的自治」）にかわって、「体制への献身と狡知」に満ち

た「完全無欠の官僚制」が支配する。「官僚制」は教会・教育・学問といった諸圏域に介入

し、あらゆる「社会的・私的関係」を規律しようとする。この「包括的後見」のもとでは

「国家と人民、公私の対立」は解消し、あらゆる価値が「公的なるもの」に吸収されてし

まう。被治者は「統計的素材」（「フィクション」）に貶められる。被治者は「機械化」され

る。地方政治・教育・学問・宗教といったあらゆる領域が、「集権化」Centralisation によ

って絡めとられる。「国家への直接の依存」が帰結する。ドロイゼンにとっての「国家の理

念による専制」とは、まさしく以上のような「自律」Autonomie の全否定にほかならない。 

この点でナポレオンによる統治は、ロベスピエールの「恐怖政治」と共通している。つ

まり、絶対的な原理――前者では「国家」、後者では「民族」（「国民」）――によって、他

のあらゆる諸領域の自律性が否定され、吸収されてしまうという点において。ただし、恐

怖政治の本質は内外の危機的状況から生じた緊急支配であり、そうであるがゆえに政権内

部は党派対立に蝕まれつづけた。これに対して、ナポレオン――カリスマ的な「人民の唯

一の代表」――は、「官僚制」・「全能の警察」・「恣意的な検閲」による完全無欠の統治体制

を組織する。また、山岳派による「恐怖政治」は「解放戦争」という状況にひきずられて

成立した体制であり、依然として「旧き欧州」と原理的な対抗関係にあった。これに対し

て、ナポレオンは共和国を「君主政的」に改変し、「主権者である人民の意志にもとづく君

主」として君臨する(DrVF, 2: 350-1)。「最善の国家とは、ひとりの統治者を通じて、すべて

を支配し創出する絶対的意志の国家である」とされた。「自由」も「宗教」も「徳」もすべ

て服従のイデオロギーと化す。個人の「人格」は「精巧な機械」の部品に堕する。つまり、

正統性の源こそ異なるものの、ナポレオンは、制度的に、従来の君主政以上に君主政を完

                                                                                                                                                     

本稿での分析対象はあくまで三月前期のドロイゼンであること、テクスト自体の完結性

と体系性の観点から、本文では「ヴェルダン演説」における理解を前提に議論を進めるこ

ととする。 
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成させたのである。それでは、なぜ、ナポレオン戦争はあれほど泥沼化していったのか。

そもそも当初、革命戦争は「解放戦争」としてはじまったはずだ。戦線の拡大はひとえに

ナポレオンの野心に帰せられるべきなのか。それともなにか構造的な要因を強調すべきな

のか。ドロイゼンはこうした問いに答えるために、ここでもナポレオン政権を国際秩序の

視座から眺めるのである。 

 

第三節：「平和国家」の夢 

 

(1)「悟性の半神」と欧州秩序 

 フランス革命戦争は戦局の推移とともに性格を変えていった。とりわけ、国民公会期お

よび総裁政府期における戦局の好転とともに、「旧き欧州」に対する決死の「解放戦争」と

しての色彩は薄れてゆく。「防衛戦争」から「侵略」へと転ずるのである。すでに一七九六

年の段階で、大国的地位を求めるフランスと、「旧勢力」を代表する英国との間で緊張が高

まっていた。両陣営ともに「欧州の解放」を戦争目的にかかげていたものの、実際には「自

己保存」を賭けた「征服」戦争であることに疑いはなかった(DrVF, 2: 25-6)。革命戦争に一

時的な平和をもたらしたアミアンの和約（一八〇二年）の時点で、事態はさらに進行して

いた。「解放戦争」はすでに、英仏露による「世界支配」Weltherrschaft をめぐる抗争と化

していたからである。いまや戦争はそれ自体が自己目的化し、「恣意・利益・嫉妬」のみが

尺度となる。民族自決という「革命の根本原理」は忘却され、「〔政治的〕均衡の古き教説」

が甦る。それは「十八世紀」の「完成」とでもいうべき現象にほかならない(DrVF, 2: 165-6)。

「真の国家の原理」を目指したフランス革命は「人倫的動機」を喪失し、「自由と正義の名

声ではなく、武器・征服・暴力の名声」を追い求めるようになる(DrVF, 2: 363)372。 

 ナポレオンという「偉人」の個性が、こうした「旧き欧州」への回帰現象を促したこと

はたしかである。実際に「フランスが君主政的・王朝的になって以来、十八世紀が目指し

た官房政治 Cabinetspolitik も完成をむかえた」(DrVF, 2: 219-20)。ナポレオンの統治手法

が、「王朝的」な「官房政治」に――旧来の諸王朝以上に――適合的なのである(DrVF, 2: 

340-5)。なぜなら、ドロイゼンによれば、 

 

ナポレオンは悟性の半神 Heros des Verstandes である。最も偉大で、しかし冷酷な絶

対性を備えた悟性の半神である。〔中略〕ナポレオンは悟性の全能者である。あらゆる

                                                   
372 すでにテルミドール九日事件後のフランスは「諸民族」を「固有の自由」に導く方向か

ら転じ、侵略戦争（「権力拡張」）の傾向を示しはじめていた(DrVF, 2: 4-5)。さらにフリュ

クティドール十八日のクーデター後は対外強硬路線が固定化し(DrVF, 2: 59-61)、ラシュタ

ット会議の頃には交戦国に対する「報復権」を主張し、侵略地の「略奪」に耽っていたと

される(DrVF, 2: 77-81)。 
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有限かつ合理的な動機を、彼ほど巧みに利用できた人物はいない。人間の心を突き動か

す深淵な人倫の力に対する関心が、そもそも、彼には欠落していた。ナポレオンは人間

の弱さを掴む術を心得ている。ナポレオンは人間の虚栄心・所有欲・野心を刺激する。

ナポレオンは人々を恣意的に支配するために、彼ら自身に恣意的支配の毒をあおらせる。

ナポレオンは人間を非道徳化demoralisirenすることによって、支配するのである。（『解

放戦史』）(DrVF, 2: 343-4) 

 

ここでの「悟性」とは、あらゆるものをみずからの目的に即して功利的かつ合理的に計算

して把握する能力をさす。したがって、「悟性の半神」ナポレオンにとって、すべては権力

のための「手段」にすぎない。「悟性」は対象を分析し、秩序づけ、「形式」を与える一方、

ともすれば、その「形式」が自己目的化してしまう。ナポレオンは徹頭徹尾「国民」のた

めに活動するが、それは「国民」が「支配の基礎」だからである。「すべてのフランス人は、

ナポレオンの近衛兵であった」。「悟性の全能者」として、他者の「虚栄・所有欲・野心」

を利用し、「恣意的支配」の道具となす。「深遠な人倫的動機」を欠くナポレオンは、「十八

世紀の諸原理」、いわば「啓蒙」的「悟性」の化身とでもいうべき存在にちがいなかった。

こうした目的合理的思考の権化であるナポレオンが「偉大な外交的天才」であったとして

も、異とするには足りない(DrVF, 2: 167-8)。ナポレオンは交渉相手を「法の基盤」からお

びき出し、「法と道徳の力の基礎」を奪い、おのれの「恣意」のままに操る。「悪魔的な技

藝」ともいえる対独外交に典型的である。「旧来の君主政治」はまんまとこの手にのってし

まう。 

 また、ナポレオン政権の構造自体が戦争を絶えず拡大させる原因を内包していた。つま

り、ナポレオンは「古来の正統性」をもたず、「おのれの実力と幸運」のみで地位を手に入

れたがゆえに、「継続的安定状態」のために耐えざる対外拡張をこころみるほかない。圧倒

的な軍事的才能（「巨人的精神」）によって支えられ、「国家の理念による専制」を貫徹する

「強権主権」Machtsouveränität は、一見強大である。だが、それは本質的に無理のある

支配なのである。「巨大な重荷」を背負わざるをえない「逆三角形のピラミッド」のように

(DrVF, 2: 190-3)373。伝統的な君主たちにとっても、「功績と実力」のみで「大陸最強の君

主」になりあがったナポレオンは「正統性の幻想」を打ち砕く、もっとも忌まわしい存在

を意味した。彼らにとっては身分制社会を否定するフランス革命よりも、みずから身分制

や宗教を創出するナポレオンのほうがはるかに恐ろしい存在であった。「力のすべてを理解

し、あらゆる区別を否定する啓蒙の先駆者」と、伝統的な「大陸の王朝政治」は同じ「君

主政原理」という地盤に立ちながらも、根本的に相容れないのだ(DrVF, 2: 198-200)。 

 なかでもナポレオンが激しい「憎悪」の矛先を向けたのは英国だった。「市民的自由」と

                                                   
373 こうしたナポレオン政権の構造的な不安定性については、同時代からすでに指摘されて

いた（拙稿「『均衡』の宇宙」三三二頁）。 
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混合政体を保ち、「海軍、植民地、国債」、そして「世界貿易」に支えられた繁栄は、覇権

政策を阻みうる唯一の存在だったから(DrVF, 2: 193-6)。ドロイゼンはナポレオン戦争を単

にナポレオンの野心や政権構造から説明することはしない。彼によれば、フランスと同様

に英国もまた「侵略」へと転じていったからである。たとえば、対仏戦争にかこつけた他

国の植民地への攻撃、中立船舶に対する高圧的措置、アメリカに対する横暴などである

(DrVF, 2: 29ff., 31ff., 33ff.)。英国は「国債、製造業、アリストクラシー」を支えるために、

全世界を「侵略」しようとする。その類例無き「超域性 Kosmopolitismus、利己心、排他

性」は「ナポレオンの偉大さのとてつもない巨大さ」の向こうを張る存在なのである(DrVF, 

2: 524)。ナポレオンの「普遍君主政」に対する防波堤として英国を描く通説との断絶は明

らかだ。 

 戦争拡大とともに英国国内の支配構造もますます抑圧的なものになってゆく。事実、ア

イルランド合同（一八〇〇年）によって、アイルランド人は「自律的な国家発展」の道を

絶たれた(DrVF, 2: 137-8)。だが、国内構造そのものを変質させた最大の要因は、小ピット

が導入した「国債体系」にほかならない。大土地所有・国教会高教会派・産業・商業と国

債が結びつけられ、いまや「財政」は英国の「魂」と化す(DrVF, 2: 26-8)。こうして「貨幣」

Geld が「共通の権力要素」に高められた結果、従来の「土地貴族」と並んで「金融・産業

貴族」層が形成されることとなる。進行する産業革命の結果、「農民身分」は消滅し、あと

には「とどまることなき機械の奴隷」たる「労働者」（「プロレタリアート」）の群が残る。

「活力・法・自尊心・労働」の面で卓越した英国の「中間層」Mittelstand は解体する。「共

通の利益」のために「議会制統治」を牛耳る「支配層」governing class と、哀れな「群集」

mob への二極化が進展する(DrVF, 2: 524-30)。ドロイゼンは、ナポレオンの「強権主権」

に対して、英国の支配構造を「貨幣主権」Geldsouveränität とよぶ。強大な君主の統治に

あらゆる社会領域が吸収される「国家の理念による専制」に対して、英国では「自由を与

える諸形式」が逆説的に「専制」を支えるのである。「利己心・強権・あらゆる外国法の軽

視の点で、英国政治はナポレオンの政治にまったく引けを取らなかった。英国アリストク

ラシーの王国は、〔フランスと同じくらい〕国家の人倫的理念を満たすことから遠いところ

にあった」(DrVF, 1: 14)。 

 ドロイゼンにとってのナポレオン戦争は、まさしく英仏という二大巨人による「生存」

そのものを賭した決闘の様相を呈してくる374。両国は戦争を名目に第三国の自由や独立を

侵害しつづける。「邪悪な暴力支配」、「あらゆる法と人間性の軽視」、「むきだしの利己主義」

                                                   
374 ドロイゼンの叙述では、英仏に加えロシアの権力政治も強調されている。ただし、英仏

が本節(2)で詳説する真の国家原理に必要なふたつの側面――「市民的自由」（英国）と、「国

民」・「国家の理念」（フランス）――を体現しているのに対して、ロシアは後に見るように

「固定した十八世紀」的国家として低い評価を与えられている。そのため、ナポレオン戦

争を英仏の覇権抗争とみることは不当ではない。 

 なお、ドロイゼンのロシア観については本節(3)を参照。 
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が競い合う。両国にとって「侵略」を止めることは、すなわち死――フランスにとっては

帝政の崩壊、英国にとっては国債の「信用」の失墜――を意味した(DrVF, 2: 319)。「これ

ほどのとてつもない力」が戦争にそそぎこまれたことはかつてなかった。しかし、いかに

多彩な「権力行使」がおこなわれようとも、「人倫秩序」としての「国家」は本来「正義・

自由・平和」にのみもとづかねばならなかったはずだ。ドロイゼンはナポレオン戦争のう

ちに、十八世紀的国家像と国際政治の完成形態をみるのである(DrVF, 2: 360-3)。無論、英

仏ともに自国が「指導者」（「後見役」）となりうる新しい「国際体制」の樹立を目指してい

たのであり、複数の「列強」が角逐する「旧き欧州」への回帰を志向していたわけではな

い。だが、その新しき「国際体制」の原理は「正義・自由・平和」ではなく、「恣意的権力」

Macht であった。それゆえ英仏の「存立」を賭けた決闘も、実際にはそのまま「英仏の権

力競合の新しい形式」にすぎなかったのである。  

 プレスブルクの和約（一八〇五年）によってオーストリアを、さらにティルジット条約

（一八〇七年）によってプロイセンを屈服させ、ロシアを懐柔したナポレオンは名実とも

に大陸覇権を確立する。ナポレオンが一八〇五年以降目指した秩序は、「旧き欧州」的外交

術の典型例たるタレーランの欧州割拠論にもとづいたものではなかった(DrVF, 2: 259-61)。

自然な同盟国を望めないナポレオンは、フランスを中心とする拡大的な覇権秩序（「連邦体

制」）の構築を推進するのである。ナポレオン帝国とは、皇帝を頂点とする「諸々の啓蒙専

制政府」の連合体制にほかならない。この「啓蒙の絶対国家」の究極形態において、あら

ゆる事柄は「集権的」に、「行政の厳密性」と「共通善への活力ある配慮」をもって、「人

民のために、人民の関与無しに」遂行されることとなろう(DrVF, 2: 347-50)。よく知られて

いるように、ナポレオンは自分の兄弟・親族・腹心の将軍を征服国の君主に封じた。だが、

それは単なる身内びいきなどではない。家門政策はあくまで自分の兄弟をはじめとする諸

侯を完全に従属させ、征服地をより効率的に収奪するための「合理的」な手段にすぎなか

ったからだ(DrVF, 2: 265-8)。帝国貴族制や国内統治と同一の原理、すなわち「君主政的統

一」（「画一性」）の原理がここにある。ナポレオンの「普遍権力」Universalgewalt は同時

に、「旧体制の完成」（「完成した君主主義」）でもあった。 

 ナポレオン帝国こそは十八世紀の運動、すなわち「啓蒙」――「悟性の一面的支配」あ

るいは「合理主義」――の完成形にちがいなかった(DrVF, 2: 357-9)。すでにみたように、

「啓蒙」の本質は「理性」を唯一の客観的基準としてあらゆるものを計測・裁断すること

にあった。「啓蒙」の普及は「教養層」に既成の身分制社会の矛盾を認識させ、「公民制」

への道を切り開く契機となった。ただし、一方で「啓蒙」が統治者の側の一方的な統治―

―啓蒙絶対主義――を加速させたことも、また事実である。フランス革命とは、「啓蒙」と

いう「悟性の一面的支配」を「大衆」にまで一気に拡大しようとする試みであった。その

後、革命は「平準化された大衆のうえに樹立された〔ナポレオンの〕軍事的全権」へと転

ずる。いまや「国家の理念による専制」が欧州全土にまで拡大してゆく。 



 173 

 

ナポレオンにとっての最大の使命とは、自己完結的かつ自己充足的な支配体制を基礎づ

けることである。それはちょうど天空の星辰のメカニズム――とある偉大な研究家でさ

え、徹底的に調査しても神を見つけられなかった――に似ている。この支配体制は、秩

序のメカニズムに従い、利己心に資する計算の体系にほかならない。そこでは知性的・

人倫的な諸力は、有限な諸条件の定式、運命の偶然（天意）、蓋然性に還元される。あ

らゆる活力あるもの、精神的なるもの、理想的なものが統計学に還元される。そうすれ

ば、地上には平和が訪れるというわけだ。（『解放戦史』）(DrVF, 2: 491-2) 

 

それは「君主政原理の帰結」であると同時に「啓蒙の勝利」でもある。そうであるがゆえ

に、帝国の頂点に君臨するナポレオンは、「旧体制下の君主の気まぐれ」や「スルタン的欲

望」とは無縁なのだ。むしろ、彼はつねに「集中して、一貫して、目的合理的」である。

つねに「明快かつ明晰」で「尽きせぬ勤勉」を発揮する(DrVF, 2: 487-92)。「合理主義」の

帝国と、「合理主義」の帝王。「あらゆるもの、あらゆる人はナポレオンに仕えるべきであ

る。彼はあらゆるものの尺度であろうとする」。「悪魔的な力」というほかない。「ナポレオ

ンは一層確実に統治するために、君主たち同様、諸民族も体系的に屈服させ、腐敗させ、

非道徳化するようにみえた」。こうしてフランスのみならず、欧州全土が「合理主義」の手

に絡めとられることとなる。 

 当時のドイツの悲惨さをドロイゼンは特に強調する。ドイツ諸邦と旧帝国は革命戦争・

ナポレオン戦争の拡大にともない、ますます二次的な地位に追いやられてしまう。特に「も

っとも汚らわしく、不正かつ不幸な作品」たる帝国代表者会議主要決議（一八〇三年）と、

旧帝国国制の終焉（一八〇六年）は以後のドイツ史にとって、決定的な意味をもつ。前者

――聖界諸侯・帝国都市・帝国騎士の「陪臣化」――によって「ドイツの政治的分割が完

成」し(DrVF, 2: 177, 183)、また後者によって、かろうじて維持されていた「政治的統一の

場」としての旧帝国国制が崩壊し、諸邦によるドイツ分割が定まることとなる。領邦君主

は「長く待ち望んできた完全主権という名称」を獲得したかわりに、ライン連盟という「守

護者〔ナポレオン〕の重いくびき」を課せられる。ドイツは「合理主義」帝国の歯車と化

すことだろう(DrVF, 2: 275-6, 278)。たしかにライン連盟諸邦では「啓蒙専制」的な改革が

おこなわれたものの、「ナポレオンにとっては、これらの君主たちと諸邦を搾取することだ

けが重要だった。服従に慣れさせ、無力にとどめることが重要だったのである」。「民族」

は「意志・活力・怒り」に満ちていたが、君主たちの「新秩序」と服従のみを要求する「旧

秩序」の下では身動きがとれない。 

 だが、「合理主義」の極致はやがて「不合理性」へと行き着きはしまいか。たしかに「真

の意味における国家 Staat」を目指したフランス革命は、「完全な意味での恣意的権力」（「国

家の理念による専制」）と化した。来るべき「新しい世界秩序」は結局、「列強」の権力闘
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争によって歪められてしまった。いわゆる「国際法」は、「真の自力救済権」へと変質して

しまったのである(DrVF, 2: 252-3)。それでも、この破局は不可避の通過点ではなかったか。

ドロイゼンは言う。「世界平和」を達成し、すべての国々に「法的保護」を保証するために

は従来と全く異なる原理があらわれねばならない。そのためには「旧来の外交的国際法」

が完全に使い古され、堕落する必要があったのではないか。そして、すでに「悟性の半神」

たるナポレオンの性格のうちに、来るべき新しい原理が予告されていた(DrVF, 2: 345-6)。

つまり、新たな原理はナポレオンが理解できなかった領域にこそ求められるはずなのであ

る。それは「心情という奇跡の世界」にちがいない。それは「悟性には理解不能で不気味

な」力である。たしかに「情念」はそれ自体では堕落と暴走の危険性を免れない。だが、「義

務の意志」・「理性」・「国制」によって制御されるならば、「情念」と「心情」は圧倒的な力

強さをもって、世界を照らしてくれるはずだ。「情念」と「理性」の融合、この新しき原理

を、ドロイゼンは祖国プロイセンに託すこととなろう。 

 

(2)「解放戦争」ふたたび：プロイセンの飛翔 

 ドロイゼンとプロイセンの関係は、長く深い。彼の父はプロイセンの従軍牧師として、「解

放戦争」を体験していた。ドロイゼンはわずか八歳で父親と死別せねばならなかったが、「解

放戦争」の想い出は残りつづける。「今日でも、老ブリュッハーが父の牧師館にやってきて、

私を馬に乗せてくれた様子をまざまざと思い出せます」(DrBW, 1: 615)375。ドロイゼンにと

って、プロイセンとは単なるドイツ最強国以上の、感情の面で無限の愛着を感じる国家な

のである。「プロイセンがドイツにとってどれほど重要か、私にはあまりにも明白です」

(DrBW, 1: 186)376。 

 啓蒙絶対君主フリードリヒ二世（大王）は、十八世紀の新興国プロイセンを象徴する存

在である。その在世時からすでに、大王は半ば伝説的な存在になりつつあった。三月前期

には史論家クーグラーによる普及版の伝記が人気を博していたし、何よりもプロイセンに

好意をもつ人々は、オーストリア継承戦争と七年戦争の動乱を勝ち抜き、プロイセンを「列

強」の地位にまで高めた国王の事績をこぞって賞賛した。ヘーレンは大王の「親政」の弊

害を指摘する一方で、その国際政治史上の役割――「欧州の自由の保護者」――を高く評

価している。七年戦争における仏墺同盟との対抗、バイエルン継承戦争、諸侯同盟の設立

によって、国王はドイツのみならず、「欧州の均衡の守護者」の役割を果たしたというので

ある。さらにランケなどは、フリードリヒ二世の活躍が「国民」意識の興隆を促したとし

て高く評価している377。 

                                                   
375 Nr. 415, an Schön, 9. 3. 1850. 
376 Nr. 186, an Arendt, 6. 3. 1845. 
377 A. H. L. Heeren, Historische Werke. Bd. 9, S. 82-5, 88-9. 

 ちなみにダールマンのフリードリヒ大王観は微妙である。プロイセンを一挙に列強の地



 175 

 「旧き欧州」の構造――「民族」を欠く「恣意的権力」Macht と、「列強」中心の「王朝

政治」――を徹底的に否定するドロイゼンは、以上とは異なる位相の議論を展開する。無

論、ドロイゼンにとっても大王は英雄にちがいない。だが、「欧州の均衡」を維持したがゆ

えではない。むしろ、十八世紀に典型的な「列強」中心の国際政治とは異なる、「新しい種

類の政治」をこころみたがゆえに偉大なのである(DrVF, 1: 184-6)。つまり、大王は「列強」

のうちに「自然な同盟者や保護者」を求めることなく、「独立独歩」の道を歩んでいったと

いうのである。それは「完全に防衛的な姿勢」といってもよい。七年戦争は「防衛的政治」

defensive Politik そのものなのである。七年戦争における「列強」の包囲網さえも突破した

大王は、「欧州の勢力均衡」（「現状維持」status quo）の提唱者となった。この「勢力均衡」

（「現状維持」）とは当然、「王朝政治」的な意味のそれではない。つまり、中小国の独立と

所有状態を保護する秩序を指している。したがって、フリードリヒ二世は「列強に対する

小国の守護者」（「所有の代表者」）にほかならない。「王朝政治」が支配する十八世紀にあ

って、大王の志が完遂されることはなかった。378だが、「確固たる安寧の秩序」を設立しよ

うと試みたことが何よりも重要なのだ。そのようにドロイゼンは賞賛する。 

 内政面でも、フランス流の絶対主義とは異なる、「理性」と「啓蒙」にもとづいた国家設

立の意志が、大王に帰されている(DrVF, 1: 55-9)。「哲人王」は国家を「実定的なるもの」

や「権威」としてではなく、「普遍的な理性の支配」あるいは「共通善」の観点から把握し

ようとした。いわゆる啓蒙絶対主義の理念型である。「国家ははじめて、すべてを貫徹し包

括し、責任を負う権力としてあらわれてくる。はじめて世界は統治者の賢慮の完成された

模範をみる」。「欧州でもっとも若い国家」は、侵略ではなく「内的活動」によって国力を

高める。ドロイゼンによれば、大王の啓蒙絶対主義によって「公と私の不自然な対立」の

超克、すなわち「公民制」樹立への道が切り開かれることとなった。 

                                                                                                                                                     

位にまで高め、「プロイセンの国民感情」を形成した統治手腕、あるいは「地方的傾向」を

従属させた一般ラント法は、たしかに高く評価されるべできである(DaGR: 420-2)。だが、

一方で大王は臣民に政治的自由を与えず、官僚的統制に委ねた。そして、なによりポーラ

ンド分割に協力してしまった。青年期から一貫して、ダールマンはポーランド分割を大王

の統治上、最大の汚点と見ている（A. Springer, Dahlmann. Bd. 2, S. 462-3）。 

フリードリヒ二世観の変遷はそれ自体で巨大な思想史的テーマであるが、本稿では論点

を指摘するにとどめたい。フリードリヒ二世の同時代以降の受容史については、W. 

Bußmann, Friedrich der Große im Wandel des europäischen Urteils. in: W. Pöls (Hg.), 

ders., Wandel und Kontinuität in Politik und Geschichte: Ausgewählte Aufsätze zum 60. 

Geburtstag. Boppard am Rhein 1973, A. v. Schlachta, "Wer lang durch stark gefärbtes 

Glas gesehen, wird von der natürlichen Beleuchtung der Dinge unangenehm 

berührt":Der König als politisches Argument im 19. Jahrhundert. in: B. Sösemann, G. 

Vogt-Spira (Hg.), Friedrich der Große in Europa: Geschichte einer wechselvollen 

Beziehung. Bd. 2. Stuttgart 2012 が詳しい。 
378 つまり、大王の力をもってしてもポーランド分割を阻止できなかった事実に、同時代の

「不合理な関係」がよくあらわれているとみる。このような時代精神の下では「保証され

た現状維持の体制」は不可能であった(DrVF, 1: 186-8)。 
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 だが、「啓蒙」が「悟性の一面的支配」である以上、啓蒙絶対主義にも限界があった。大

王の統治の二大支柱たる、「官僚制」と「常備軍」においてそれはすでに明らかである(DrVF, 

1: 60-1)。「官僚制」は国内における「すべての公的関係」を包括し、「常備軍」は対外的に

「国家権力の全表現、国家の名誉の代表者、名声の担い手、万人の誇り」となる。逆に言

えば、「私的なるもの」は抑圧され、軍隊が国家内の「位階制の尺度」となり、その維持・

増強が最優先事項となるだろう。こうした「軍事行政国家」は、「活力ある統一的な有機体」

ではなく、「機械的な人工品」（「過度に人工的な機械」）たらざるをえない379。ドロイゼン

がここでナポレオンにおいて頂点に達する「国家の理念による専制」の原型をみているこ

とは、疑いない380。たしかに、幾代もの改革の蓄積をもち、「哲人王」を戴くプロイセンが、

急進的な改革という陥穽（「一般的抽象」）にはまることはなかった。だが、他の大陸諸国

となれば、話は別である。「人民の福祉のためにならば、なにをしても許されると信じられ

た。また、この人民の福祉というものは、極めて図式的に定義されたのである。人間本性

が本質的に個性的なものであるということは、忘れ去られた」。「君主権力は、人民の福祉

を増進するという課題の内に、みずからの絶対性の新たな属性を見出したのである。この

啓蒙専制の時代において、恣意は頂点に達した」(DrVF, 1: 61ff., DrH, 2: 385)。大王の死後、

プロイセンもまた、こうした「一般的な抽象」へと傾斜してゆくのである。 

 そしてドロイゼンは、一八〇六年こそ、この「一般的な抽象」が限界にまで達した時点

であった(DrVF, 2: 278-82)。十八世紀プロイセンの誇った「国家機械」は機能不全と「腐敗」

に蝕まれ、行政はセクト主義に堕していた。社会面でも「同業組合」、「特権」、ユンカーに

代表される身分間の厳密な区別が活力の発揮を妨げる。現状に不満を抱き改革をひそかに

願う青年層と、現状維持を絶対視する熟年層が官僚制内部では対立していた。国王フリー

ドリヒ・ヴィルヘルム三世は「穏和で素朴で家庭的美徳」を備えていたものの、改革の主

導者ではなかった。「偉大な精神の矜持」を欠いていた。外交は「定まらず、原則を欠き」、

家臣団は外交方針について一致することがない。つまり、啓蒙絶対主義による「軍事行政

国家」はその弱体を露呈していた。そうであるがゆえに、同年のイェナ・アウエルシュタ

ットの会戦における大敗によって、「〔プロイセンの〕旧体制は脆くも崩壊した」のである

(DrVF, 2: 293)。「これほど完全な敗北はない」。「それ〔国家的再生〕が可能となる前に、

旧プロイセンは完全に破壊される必要があった。名誉・権力・自己欺瞞の最後の残滓が否

定されたのである」。事実、大敗の後には「祖国愛」が、「新生プロイセン」が蠢動をはじ

める(DrVF, 2: 299-302)。 

                                                   
379 プロイセン一般ラント法に関しても、ドロイゼンは「きわめて自由だが、きわめて合理

的な国家観」と評している(DrVF, 2: 278)。 
380 但し、フリードリヒ二世は「機械的方法」の適用範囲を「軍と行政」にとどめていた。

これに対してナポレオンは全人民を「機械化」し、地方政治・学問・教育・宗教といった

あらゆる領域を「集権化」していった点で、はるかに徹底した体制を創出したのである(DrVF, 

2: 351-2)。 
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 敗戦国プロイセンは、ティルジット条約によって「列強」としての地位を否定され、ナ

ポレオンの「連邦体制」に組み込まれた、まさにそのとき、まさに屈辱と屈従の瞬間、「新

生プロイセン」は鮮やかに華を開かせる(DrVF, 2: 401-5)。共通の危機のもとで身分間の不

和は除去され、窮乏が団結を促す。「『ルツィンデ381』の時代は去った。より深い真剣さが

生を捉えた」。カント的な「義務の誠実」と、フィヒテ的な「人倫の怒り」が爆発する。い

まや国王の周りには「大胆で誠実で高潔な男たち」――フンボルト、ニーブーア、シャル

ンホルストたち――が集う。そして、前代未聞の大改革を導くのは、「才幹も熱意も傾向も」

代替することのできぬ、「ひとりの男」だった。元帝国騎士の政治家、フライヘル・フォン・

シュタインである。シュタインはプロイセンを改革することで、「近代」の使命を果たそう

とする。「彼にとっては、プロイセンを通じてドイツを救うことが重要だった」。「旧き王朝

的・官房政治」の時代は去った。いまや「国民的かつドイツ的な政治」こそが実現されね

ばならない。そう、プロイセン改革の精神とは、「真の歴史的な、唯一正統で正しい民族精

神 Volksgeist」なのだ(DrVF, 2: 447-9)。いまこそ、「国家」Staat としてのプロイセンが蒼

空へと飛翔する382。 

 ドロイゼンが改革の業績のなかでもとりわけ強調するのが、「政治的自由」politische 

Freiheit の導入である。というのも、農民解放・営業令・ユダヤ人解放によって確保された

「市民的自由」はフランスをはじめとする立憲国家においてすでに導入されていたのに対

して(DrVF, 2: 412-9)、「政治的自由」が十全に展開された例はなかった。いまや、プロイセ

ンが、「政治的自由」を基礎づける役割を担うこととなる。その際には、英国における「ア

リストクラシー」の専横と、フランスの「国家の理念による専制」（「画一性」「死せる平等

主義」）の両方が慎重に回避されねばならない383。つまり、「公民制」・「公共国家」・「国民

                                                   
381 ロマン派文士フリードリヒ・シュレーゲルによる告白体の実験小説（一七九九年）であ

り、自由な性愛を讃美したとして一八〇〇年前後のプロイセンで話題作となった。 
382 プロイセン改革において、実際にシュタインが政権を握った時期（一八〇七～一八〇八

年）は思いのほか短い。その後、復旧期半ばにいたるまでプロイセン政治の主導権を握っ

たのが、ハルデンベルクである(DrVF, 2: 406-7)。ドロイゼンはハルデンベルクを一概に否

定することはせず、シュタインの敷いた路線を尊重して改革を続行した点を評価している。 

 しかし、一方でドロイゼンは、シュタインとハルデンベルクでは「人間に関する事柄に

ついての完全に異なった理解」をもっていたとする。すでにみたように、シュタインは「民

族精神」を根底から理解し、国家像の点で「新しきもの」「預言者的なるもの」を備えてい

た。対してハルデンベルクの国家像は「合理的で行政重視」であり、政治家としての資質

も「慎重」で状況への適応能力に優れていた。それゆえ、ハルデンベルクの事績は「偉大

かつ本質的」かもしれないが、「他所ですでに達成されたこと」をプロイセンにもたらした

にすぎないと評されることとなる。この点については、ハルデンベルクの導入した「宰相」

制度に対するドロイゼンの批判（次註）も参照せよ。 
383 ましてや、フランスの劣化複製版たるライン連盟諸国の統治体制などは論外である。ド

ロイゼンは、ライン連盟諸国の憲法にはフランス本国同様「集権化」と「恣意的に寄せ集

められた諸領域の可能な限りの洗練」の傾向がみられたとする(DrVF, 2: 353-7)。また、ラ

イン連盟自体もドイツ国民の歴史に「深く悲しむべき断絶」をもたらしたと手厳しい(DrVF, 
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国家」の実現は、「市民的自由」（「私」）と「政治的自由」（「公」）の連動にかかっているの

である(DrVF, 2: 419-24, 426, 434)。それゆえ、ドロイゼンは、都市自治を法制化した都市

条例を「英国の自治精神と近代フランスの形式の幸福な結合」と寿ぐ。未完に終わったシ

ュタインの代表制構想を「官僚的感覚」、いわばナポレオン的国家の対極として評価する384。

「自治秩序に基礎づけられ、立法・課税・行政への議会を通じた参与を頂点とする真の公

民制」が、ドロイゼンの理想であった(DrVF, 2: 727)。フランスに典型的な「上から」の統

制に対して、ドロイゼンは「政治的自由」の「下から」の基礎づけを望む。そうすること

によってのみ、全体の統一と社会領域の「自律的な運動」（「個性的な多様性」）との調和が

達成されうるだろうから。 

 一連の改革のうち、軍制改革、特に市民軍 Landwehr の設立に、ドロイゼンは高い関心

を寄せている。市民軍の創設は、シュタイン的意味での「政治的自由」の一部だったとい

うのである(DrVF, 2: 437-40)。ドロイゼンによれば、プロイセンの新軍制は、フランスの強

制徴兵とは本質的に異なっている。フランスの軍制はそもそも、侵略戦争を念頭に置いて

設計されている。これに対して、プロイセンの新軍制は、侵略用武力の完全な放棄、純粋

な防衛権力という理念に満たされていた。「恣意的権力」Macht たることを拒否しようとす

る意志が、そして、真の意味での「国家」Staat たらんとする意志が、そこにはある。「国

家の人倫的本性への認識」が、そこにはある。 

 こうしてみると、プロイセン改革の「世界史」的意義が明らかとなる(DrVF, 2: 407-11)。

つまり、英国の「市民的自由」と、フランス革命の「国家の活力」staatliche Energie を「肯

定的なやりかた」で統一すること。真の「国家性」Staatlichkeit へと到達すること。フラ

ンス革命が目指し果たすことのできなかった「国民性」原理、すなわち「一般公民制」「『平

等』原理の真理」がここにはある。しかも、プロイセンは、「君主政の保護的統一」のもと

で改革を遂行したために、「自然で歴史的な固有性」を損なうこともなく、社会生活や宗教

生活の「自律性」Autonomie を尊重することができた。 

                                                                                                                                                     

2: 188-90)。 

 また、この点と関連してハルデンベルクによって導入された「宰相」Staatskanzler 制度

についても、ドロイゼンはフランス的国家像の模倣として批判する(DrVF, 2: 435-7)。執政

面での権限を集中させた「宰相」は、「統一性と活力の集中」を通じて「外交・財政の困難」

を打破するために不可避だったのかもしれない。しかし、こうした過度の権限集中は「動

揺」・「実験」・「官僚的形式」に陥る危険があり、なにより「民族的要素」populäre Elemente

から乖離しかねない。ドロイゼンはこのようにハルデンベルクを、フランス的国家像の信

奉者とみるのである。同様の議論は、J. G. Droysen, Die Preußische Verfassung, S. 89-93

でも展開されている。 
384 ドロイゼンが原子的個人ではなく、「自治体」Gemeinde から国家が構成されるとして

いる点は、十分に強調されてよい。アテナイの自治制に関する文献学的研究もこうした問

題関心に規定されていた（F. Gilbert, J. G. Droysen und die preussisch-deutsche Frage, S. 

59, Anm. 2）。「人民主権」および原子論的国家観に対するドロイゼンの批判は、G. Birtsch, 

Die Nation als sittliche Idee, S. 77-81, 85, Anm. 13 に詳しい。 
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人々は多くの結合――家族、自治体、地域、信徒団、同業組合、そして多種多様な協会

――へと分節する。この多様な結合において、諸関係の総体――ここで各人の生は活動

せねばならない――が形成され、活性化されるのである。そして、構成員全員が所属す

る国家においては、彼らはひとつとなる。この統一性においてこそ、かのあらゆる多様

性および共同態 Gemeinsamkeiten は、保護、正当な位置、そして自由を獲得するので

ある。〔中略〕国家の基礎と目的は、「自由な人間の意志」そのものである。それは「人

倫的人間の王のごとき完全な自由」にほかならない。国家の中にあって、この「完全な

自由」は、法と歴史に基づいた他者との共生を欲する。宗教の内に最終的な確信を、学

問の内に認識を、所有の内に労働の成果等々を求めるように。つまり、いたるところで

自己自身を欲しているのだ。というのも、この自由とは人間における神的なるものなの

だから。（『解放戦史』(DrVF, 2: 410-1) 

 

つまりプロイセン改革の理念とは、ナポレオン政権下の「国家の理念による専制」の正反

対なのである。もはや「国家」が全能者としてあらゆる「私的」領域を規律することはな

い。「民族」や「教会」といった「圏域」Kreis の自律性を確保することによって、「公的」

領域はより活性化し、「国家」はより十全たる「権力」本性を高揚させることができる。「シ

ュタインにとっては、何にもまして自由な人間たちの自律が問題だった。英国の偉大さが

名目上の権力分立ではなく、公民の自由および公民の権利・人身・所有・社団の断固たる

不可侵にもとづくことを認識していた」（「プロイセン憲法論」）(DrPS: 89-90)。「流産」に

終わったフランス革命の原理は、プロイセンにおいて復活するのである。「新生プロイセン

こそ、フランス革命が欧州を二極化させることで生じた巨大な対立を肯定的な方法 positive 

Weise で媒介しはじめた最初の国家だった」(DrVF, 1: 14)。 

 したがって、ナポレオンに対する「解放戦争」とは本質的に、「国家」の本質をめぐる思

想闘争にほかならない。ドロイゼンがスペインとプロイセンを「解放戦争」の立役者とみ

なす一方、英露墺の利己的な動機を倦むことなく暴き出そうとする理由は、ここにある

(DrVF, 1: 14-5, DrH, 2: 285)385。 

 

決起して勝利を得たのは、〔英露墺の利己心とは〕まったく異なる力だった。諸民族の

精神が覚醒したのだ。私はいま精神とよんだ。それほどまでに避け難く、不屈で、圧倒

的な突発性と恐ろしきまでの勝利の静寂をもって、皇帝ナポレオンとその軍勢に対抗し

                                                   
385 本稿の問題設定上、ドロイゼンの一八一二～一八一五年戦役への具体的な評価について

論ずることはできない。スペインについても詳しく論ずることは避けるが、ドロイゼンは

スペインの反仏闘争とスペイン革命政権による一八一二年憲法を高く評価している(DrVF, 

2: 393ff., DrH, 2: 285-6)。 
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たからである。もっとも神聖でかけがえのないものを傷つけられ、圧殺されていた諸国

民が、ナポレオンの恣意的権力を打破したのだ。数世紀来、はじめて君主と人民、貴族

と君主政、世俗利害と宗教利害、物質的利害と精神的利害が国民的決起 nationale 

Erhebung へと結束した。そして、勝利を掴んだ。（「解放戦史講義序論」）(DrH, 2: 285) 

 

連合軍がナポレオン軍に大勝したライプツィヒの戦いは、ナポレオン戦争のみならず、ア

メリカ独立戦争（「アメリカ解放戦争」）にはじまる複数形の「解放戦争」そのもののクラ

イマックスをなすだろう。「まさしくライプツィヒの戦いは諸国民戦争、神の裁定にちがい

なかった」(DrVF, 2: 625)。利己心に駆られる「列強」によって妨害されながらも、「解放

戦争」は見事な達成をみる。「ドイツの君主政治によって祖国が従属させられたとするなら

ば、いまや祖国は国民によって救われたのだ。君主たちがみずからの王朝的利害によって

祖国を引き裂いたとするならば、巨大な国民的統一の感情に満たされた民族が、祖国を救

ったのだ」(DrH, 2: 306)。 

 ドロイゼンにとっての「解放戦史」とは、十五世紀末以来の「国家の理念」の発展史で

ある。しかも、それは単線的な発展ではなく、弁証法的な構造――いくつかの諸勢力が外

交的に衝突しあい、同時に複数の「国家の理念」理解が対抗し、そして対立を止揚してゆ

く――をもっている。こうした叙述を、ドロイゼン自身は後年、「あらゆる時代でもっとも

偉大な歴史家」トゥキュディデスに典型的な「破局的」katastrophische 叙述とよぶだろう

(DrH, 1: 246-8)。トゥキュディデスは、アテナイとスパルタの抗争の背後に古典ギリシア世

界そのものの運命を見出した。同じように、「理念」はただひとりのアクターのもとで発展

することはない。むしろ、複数のアクター――『解放戦史』では、英国・フランス・プロ

イセン――が異なる「理念」の発現の仕方を体現し衝突することによって、はじめて「理

念」は十全たる発展を示すのだ。「いかにティターン神族の闘争から新たな世界と神々があ

らわれてくるかを示すかが、ここでは重要となる。まさしく悲劇のように。というのも、

アイスキュロスはオレステイア三部作を、シェイクスピアは『マクベス』と『ハムレット』

を、新たな秩序の生成によって完結させているからである」。 

 では、「解放戦争」の果てに、真の「国家の理念」は定着したのだろうか。先駆者プロイ

センによって、「一般的公民制」はドイツに、さらには欧州全体に広まっていったのだろう

か。「革命」の危機は去り、「平和」はついに訪れたのだろうか。そうは、ならなかった。

ナポレオンを中心とする「合理主義」の帝国は滅んだ。だが、「天才」から「外交官」へと、

「いわゆる君主政原理」は「衣裳」を変えることとなる。「解放戦争」の果てに訪れたのは、

「平和」の欧州秩序ではなかった。「合理主義」と「君主政原理」の極致たるナポレオン的

「連邦体制」は現代において、「神聖同盟」のかたちをとって再演されているのである(DrVF, 

2: 359)。復旧期において、プロイセンは改革の精神から疎外されてしまった。一八四〇年

代のドロイゼンはこの状況を打開するため、ふたたびプロイセンに訴えかける。かつての
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改革精神を取り戻し、「ドイツ」へと「解消」し、そしてさらには欧州秩序そのものを変革

する使命を訴えかけるのである。 

 

(3)ふたつの「平和国家」：ドイツとアメリカをめぐって 

 ドロイゼンにとって、復旧期とは「旧き欧州」の復活ではなかった。これは当時の自由

派の通説とは大きく異なっている。「旧き欧州」はもはや過去のものとなった。それは単に

ナポレオン戦争の過程で多くの中小国が消滅したという意味にとどまらない。個々の国家

の構造と国際秩序の仕組みそのものが、フランス革命前と復旧期とでは根本的に変わって

しまったからである。 

 復旧期に定着した「正統性」Legitimität 原理とは、端的に言えば「王朝的君権」dynastische 

Fürstlichkeit の同義語にすぎない。「正統性」原理によれば、君主は「摂理の受託者」であ

る(DrVF, 2: 719-22)。「旧き欧州」においては、いかに君権が強大化しようとも、伝統的な

身分制社会や特権を完全に否定し去ることはできなかった。英国は言うにおよばず、「絶対

主義」の典型例であるルイ十四世の体制さえ、無数の「古来の権限」「多様性」「地域主義」

と妥協せざるをえなかった(DrVF, 1: 31-2)。そもそも、君権自体が元来は「身分制的権力」

のひとつであった。だが、啓蒙絶対主義は、身分制社会を解体する「啓蒙」原理を利用す

ることで君権を拡大し、ナポレオンは「啓蒙」原理を完成まで導いて「国家の理念による

専制」をうちたてた。そして、「ナポレオンが最高の名人藝まで高めた絶対権力

Machtvollkommenheit がいまや、正統性の属性となる」。復旧期の各国の君主は正式に「主

権」を獲得し、「君主政的合理主義」（「君主政原理」）はいまやゆるぎないものとなる。 

 完成形態に至るやいなや、「君主政原理」は「保守」的となり、「防衛」的となる。すな

わち「君主政原理」は、「絶対権力」という「くつがえしがたい完成した結果」を「真の曇

りなき権利」（「神聖な権利」）として固定化しようとするのである。こうした固定化、いわ

ば「神の平和」の確立こそが、神聖同盟（一八一五年）結成に込められた意図であった。

ドロイゼンはそのように解釈する。神聖同盟は、君主間で締結された個人的な誓約関係な

どではない。それは、「特定の体制」を維持するために設計された、巧妙な装置だった(DrVF, 

2: 716, 718)386。「キリスト教的愛と宗教的感受性の深み」を「規範」とする加盟君主たちは、

愚昧な民草を導く「善き牧人」という自己理解のもとで、「君主政的合理主義」を不動のも

のにしようとしたのである。もはや「法律や権利、憲法や伝統」は問題にならなかった。 

 とりわけ「真に君主的かつ個人的な諸決定の君主政的正統体制」の中心に躍り出たのが、

ロシアだった(DrVF, 2: 722-5)。英国が戦後交渉の過程で「大陸とのあらゆる関係」を喪失

し、国内の騒乱の鎮定に忙殺されるなか、大陸では「ロシアの優位」が確定した。「旧外交」

                                                   
386 現在の通説は、一八一五年の神聖同盟をあくまでロシア皇帝による個人的なパフォーマ

ンスにすぎなかったとみている（G. B. de Sauvigny, Sainte-Alliance et Alliance dans les 

conceptions de Metternich）。 
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に回帰し、臣民の「政治的受動性」を要求するオーストリアは、ロシアと友好関係をむす

んだ。 

神聖同盟はロシアの本質を見事に反映するものだった。ドロイゼンの理解では、ロシア

は「独裁制」Autokratie をとる点で、ナポレオン的な「君主政原理」と共通している(DrVF, 

2: 539, 541-2)。だが、ナポレオンが「国民的」な革命原理から登場し、最後までその原理

に拘束されていたのに対して、ロシアは事情が異なる。つまり、ロシアの「君主政原理」

とは「民族生活」とは無縁である。「大胆極まる恣意」と「増大する虚栄心」による一方的

な支配にすぎなかった。したがって、ロシアの本質は「不自由の停滞」と「もろもろの民

族性の磨耗」にほかならない。ツァーリは「不毛にくっつけあわされた諸地域と諸部族」

を「軍隊」――「巨体の唯一活動的な部分」（「独裁者の暴力装置」）――によって融合させ

る。「あらゆる名誉と官職」を軍事的に階層化するのである。「軍隊」と「平等な奴隷的虚

栄心」に支えられた「ツァーリ的ロシア的国民性」がここにある。「ロシアは完全な意味に

おける恣意的権力であり、また恣意的権力そのものである。ロシアはいわば固定化した十

八世紀である」387。 

 このように、ロシアを中心とする復旧期秩序は「旧き欧州」とは質的に異なっている。

神聖同盟はむしろナポレオン帝国の継承者なのである。唯一の違いは、後者においてはあ

らゆる権力の中心がフランスに存していたのに対して、前者では主導権力が英仏露墺普の

五カ国（「列強」）によって独占されている点だろう。ドロイゼンは復旧期体制を繰り返し、

「列強による寡頭政」・「五頭体制」System der Pentarchieと呼んで批判している(DrPS: 58)。

そこでは「列強」によって万事が差配され、中小国は発言を封じられ、その独立さえも「列

強」の利害関心に左右されてしまう。 

 だが、他国に先駆けていちはやく「一般公民制」を導入したプロイセンはどうしたのだ

ろうか。かの国こそが「近代」の原理を完成する使命を担っていたのではなかったのか。

ナポレオン戦争終結後、当のプロイセンは「反動」勢力に乗っ取られ、ついにはオースト

リアによって「反動の先駆け」を務めさせられる始末。 

 

シュタインの立法、ハルデンベルクの行政、解放戦争時の個々の偉大な成果のうえに、

いまや――一八一六年以来、欧州の政治的雰囲気を満たす不幸な影響のもとで――不安、

秘密と反動、こざかしい技巧、自国民との不和、そして外国の政治利害の影響といった

諸々の要素がのしかかってくる。カールスバートの諸事件は、オーストリア政治が祝っ

た最高の勝利であった。生・活力・高邁さ・感激に満ちていた一八〇八年と一八一三年

を体験したプロイセンは、いまや死に絶え、放置されていた。蒸し暑さと埃と静けさに

満ちた、閉じられた部屋のように。（「プロイセン憲法論」）(DrPS: 92) 

                                                   
387 具体的な戦争・交渉過程においても、ロシアは一貫して「王朝政治」の化身として描か

れている(DrVF, 2: 103ff., 232ff., 303, 306ff.)。 
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かつてフリードリヒ大王が主導した「国民的立場」、すなわちドイツ内の中小邦国と連携し、

保護を与える外交こそが、真の国益にかなった「プロイセン体制」だったはずだ。しかし、

第二次パリ講和条約をめぐる交渉過程でプロイセンは中小邦国の期待を裏切ってしまう。

「それは決定的瞬間だった。ウィーン会議以上に幸運なかたちで、国民的政治に着手する

機会が再び訪れた。列強の寡頭政に対して、あらゆる国家による同等の参加要求を貫徹す

る機会が訪れたのである。だが、プロイセンは当時、列強の末席を占めることを選んでし

まった」(DrPS: 58)。 

 それでも、ドロイゼンは一八三〇・四〇年代を通じて興隆してくる「国民」意識を敏感

に察知している。「我々は深い夢から目覚めるように、覚醒する」。とりわけ関税同盟の成

立は、ドロイゼンに勇気を与えるのに十分であった(DrPS: 54-6)。「関税同盟はドイツにお

ける諸関係の変化をもたらした」。関税同盟は「すでに存在していた共通の精神的発展」に

「共通の物質的利害」を付け加えることによって、「国民的視座」を準備するのである。「こ

こにドイツの力 deutsche Macht が、国民的意義が発展することを我々は感じ取る。このド

イツの力は、静かなる成長の巨大なる活力によって、我々を狭く包囲された関係、すなわ

ち政治的に束縛された小邦群立から連れ出してくれる。ドイツ民族の有能さ・陶冶・偉大

さに見合った世界的地位をもたらしてくれる」。また、一八四〇年のライン危機によって、

「すべてのドイツ諸国に共通の感情が突然、沸きおこった」。それゆえ、復旧期、一八三〇

年代につづく「第三期――私はこれを国民的 nationale 時期と名づけたい――のはじまりに、

我々は立っているのだ」(DrH, 2: 301)。 

 ドロイゼンがいかなる「連邦国家」Bundesstaat 像を抱いていたかはよくわからない。

制度像や到達方法について、彼はほとんど語らないからである。少なくとも革命や征服な

どは論外だった。おそらく当時の自由派と同様、ドイツ連盟からの漸進的な権限の拡大を

考えていたようにみえる。唯一ドロイゼンが明確にしているのが、ドイツ連盟の現状に対

する不満(DrH, 2: 296-7)、そして、来たるべき「連邦国家」がオーストリアではなく、プロ

イセン中心で構成されるということである388。そもそも、オーストリアとドイツとの間に

は「本来的な対立」が存在する(DrPS: 53-4, 57)。「オーストリア君主政では、多様な言語・

民族・国制が〔ハプスブルク〕王朝によって統一されているに対して、ドイツでは、統一

的な言語・陶冶・民族があるが〔諸邦の〕王朝によって分割されている。王朝的利害は、

国民的発展に対して、同一の〔敵対的な〕姿勢を諸政府にとらせることとなる。しかし、

                                                   
388 三月前期のドロイゼンのドイツ統一構想については、G. Birtsch, Die Nation als 

sittliche Idee, S. 122ff., F. Gilbert, J. G. Droysen und die preussisch-deutsche Frage, S. 

57ff., R. Southard, Droysen and the Prussian School of History, pp. 49-52 が詳しい。 

 またプロイセン中心のドイツ統一を唱えた自由派知識人の議論については、F. Gilbert, J. 

G. Droysen und die preussisch-deutsche Frage, S. 54-7 を参照。 
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国民的発展を阻害することでハプスブルク皇室が強大化すればするほど、ますますドイツ

は弱体化してゆくのである」。オーストリアは十六世紀以来、王朝的統合を確保する一方で

ドイツの利益を犠牲にしてきた。「民族」による国家形成を掲げるドロイゼンの目に、多民

族国家オーストリアが好ましく映らなかったとしても不思議はない(DrVF, 1: 194-6)。 

 一方で「プロイセンはドイツを欠いては、ドイツの発展という全体との肯定的な関係を

欠いては、無でしかない」。プロイセンは、同じドイツ民族とはいえ性格の異なる諸地域か

ら構成されており、なおかつ地理的にもフランスとロシアに挟まれている。したがって、

地理的・民族構成的に無理があるプロイセンが、「プロイセン一国主義」Preussenthum を

貫徹することなどできはしないのだ(DrPS: 59-62)。「プロイセンは自己充足的に自律した上

で、おのれの利益や権力拡大を他国に対して主張できるような大国ではない」。残るは、他

のドイツ中小諸邦との連携しかない。最終的にはプロイセンがドイツ新連邦国家のなかに

「解消」aufgehen することによって、ドイツ統一は完成することとなろう389。「活力ある

公民制への比類なき基礎を発展させればさせるほど、プロイセンはドイツ諸邦の君主や国

民の信頼を勝ち取り、正当化することができるだろう。王朝的利害、主権の誤解された要

求、いわゆるドイツ的自由という古い謬説、そして連盟加盟邦の名目上の独立性という新

手の愚かさを克服することができるだろう」。 

 ここで重要なのは、ドロイゼンがドイツ統一を単なる一国の問題とはみなしていないこ

                                                   
389 ドロイゼンの政治論・ドイツ統一観が一八三〇年代の文献学的著作にどの程度反映され

ていたかについて、研究者の議論は分かれている。 

 特に『アレクサンドロス大王伝』で描かれるマケドニアによるギリシア統一が、プロイ

センによるドイツ統一のアナロジーになっているという理解は一般的である。 

たしかにドロイゼンが一八三〇年代初頭からプロイセン中心のドイツ統一を夢想していた

ことは事実である(DrBW, 1: 39-40, Nr. 16, an Arendt, 31. 7. 31)。だが、Birtsch が正しく

指摘しているように、作品中にはギリシアとドイツを重ねる描写はみられるものの、大王

とプロイセンを直接重ね合わせる記述箇所は存在しない（G. Birtsch, Die Nation als 

sittliche Idee, S. 234-6）。また Birtsch と Gilbert は、アカイア同盟に対するドロイゼンの

好意的な態度を指摘している（F. Gilbert, J. G. Droysen und die preussisch-deutsche 

Frage, S. 59, Anm. 3）。むしろ、ドロイゼン自身が後づけでマケドニアとプロイセンのアナ

ロジーを強調した可能性が高い。Momigliano と Christ は、『ヘレニズム史』の初版と第二

版（一八七七～八年）の差異を指摘している。結論的には、第二版においてはギリシアの

統一や政治秩序形成におけるマケドニア王権の意義が、より強調されているという（A. 

Momigliano, Die Geschichte der Entstehung des Hellenismus, S. 129-34, K. Christ, J. G. 

Droysen, S. 61）。 

 したがって、マケドニアとプロイセンを短絡的に結びつける発想に対しては慎重であり

たい。史料的裏づけ無き連関を探るよりも、むしろ後年の世界史観や国家観などの思考枠

組の形成過程を古代史関連著作に読み込むほうが、生産的な議論となろう。たとえば、『ヘ

レニズム史』における「国民国家」像（G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 227-30, 

231ff.）や、アテナイの自治制度論に現れるドロイゼン自身の「自治」論などを挙げること

ができる。もちろん、このことは近代史への転向後もドロイゼンが文献学・古代史を教養

の源泉としつづけたことと矛盾しない（ebd., S. 63ff., A. Momigliano, J. G. Droysen 

zwischen Griechen und Juden, S. 151-3）。 
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とである。ドイツ統一国家、プロイセンのイニシアティヴによって誕生すべき連邦国家は、

必ずや「列強」による「五頭体制」を打破することとなろう(DrPS: 62ff.)390。かつてフラン

ス革命が「旧き欧州」を突き崩していったように、新生ドイツは神聖同盟を破り、新たな

国際秩序をもたらすにちがいない。 

 

プロイセンがドイツの名のもとに解消しようとするならば、そのときはじめてドイツ連

盟から偉大な平和国家 Friedensstaat があらわれうるのだ。この平和国家は欧州の中心

に君臨して、他国の影響を受けず、不可侵で、正義と平和を求めることができる。さら

に大国の権力要求から、内的発展と自己決定権に対するあらゆる介入から、〔欧州全体

の〕小国群を保護することができる。小国群はもはや忍耐を強いられたり、列強にとっ

ての怠慢な中間地や相互に流れ込む嫉妬の沖積地になりさがることはない。無力と受難

のかわりに、準備万端の国民軍によって守られた強力な中立体制が登場する。それは、

自己主張を試みる過剰権力、海洋の専制、侵略欲、前進する野蛮に対抗するのに十分強

力な体制なのである。（「プロイセンの政治的位置」）(DrPS: 62-3) 

 

フリードリヒ二世の対外政策の延長線上に、こうした「平和国家」ドイツはある(DrPS: 57, 

63)。いまだ「旧き欧州」の呪縛が強力であった当時では、大王といえども「列強」と「王

朝的利害」に屈せざるをえなかった。だが、いまや「一般公民制」を確立したプロイセン

ならば、国際秩序の構造そのものを根底から転換させることができるはずだ。ドイツ統一

問題を、主として国内政治の観点から論じていた当時の自由派とは異なり、ドロイゼンは

ここでも国際秩序をつねに意識する。 

 さらに、この新生ドイツ連邦国家は、アメリカとのアナロジーにおいて捉えられるべき

存在である391。『解放戦史』においては、アメリカのみが唯一、「正しき平和国家」とされ

ている(DrVF, 1: 272-4, 280-4)。つまり、アメリカは「恣意的権力」Macht たることを放棄

した、真の「国家」Staat なのである。国家は「全体の意志」を正統性の源とすることで、

はじめて「全員の法的・歴史的生活の器官」たりうる。アメリカは、「共通の保護の必要と、

法と自由の相互保証」という「あらゆる国家形成の原点」に立ち返ったのである。アメリ

カはあくまで、「防衛」と「社会的諸力」の発展のため、「文明の進歩」Fortschritt der 

Gesittung のために存在しているのだ。そこでは「もっとも高貴な人間教育」としての「自

由」と、「愛国者」Patrioten たることは矛盾しない。アメリカ共和国の原理は「徳」Tugend

である。ドロイゼンにとって、アメリカ独立戦争は単にフランス革命を促した要因といっ

                                                   
390 U. Muhlack, Das europäische Staatensystem, S. 342-4. 
391 この点については F. Gilbert, J. G. Droysen und die preussisch-deutsche Frage, S. 59, 

Anm. 3 が先駆的に着目している。 
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た次元をはるかに超える重要性を帯びてくる392。すなわちアメリカは、「旧き欧州」の崩壊

の後に実現すべき真の「国家」のモデル・ケースなのである。そしてプロイセン改革は、

このアメリカ的「徳」と「世襲君主政の利点」を結合することで、より強力な国家を実現

することとなろう(DrVF, 2: 409-10)。「徳の原理は共和政のみならず、あらゆる真の国家の

原理である」(DrVF, 2: 363)。 

 アメリカ独立は、英国の植民地支配に原理的な否定を突きつけるとともに、「新世界」―

―身分制に縛られた「旧世界」に対する――興隆を決定づける事件でもあった(DrVF, 1: 

285-7)393。同様に、ドイツの統一は「列強の寡頭政」を止揚する契機となろう。「統一ドイ

ツの平和国家――全構成国による、単に国際法的のみならず、国法的な結合体――だけが、

欧州の平和を守るのに十分な強さを有するのである」(DrPS: 22)。逆にヘーレンやランケは、

ドイツ連盟を通じた緩やかな統一の中に「欧州の均衡」の防波堤をみていた394。すでにみ

たように、ヘーレンもまたドイツ連盟を「平和国家」として評価していたのである。ただ

し、同じ「平和国家」概念を用いつつも、ドロイゼンはヘーレンとはまったく異なる国際

秩序像を描きだす(DrVF, 2: 643-4)。 

 

プロイセンは諸々の自治体の連合体制から発して、国家を新しく打ちたてた。アメリカ

は、定期的な共同会議において加盟諸州の自立性を保持した。そう、はじめて正当に保

護したのである。同様に欧州は平和大連合を形成するだろう。そこには、諸民族の多様

な個性があり、多様な個性に応じた区別にしたがって、さらに諸国家へと分節してゆく。

諸国家は、適切な国制を備えた秩序であると同時に、諸々の自律的な自治体の統合体で

もある。というのも、個人ではなく自治体こそが、国家の構成原子 Monaden des Staates

なのだから。（『解放戦史』）(DrVF, 2: 644) 

 

それは、すべての民族がみずからの自然なありようにしたがって、国家を作り共存するこ

とのできる平和の秩序。歴史を包括する「神」の慈愛のもとに、万人が――世俗と宗教の

両面で――司祭となる、光の世界。プロイセンからドイツへ、ドイツから欧州へ、そして

                                                   
392 史論家たちがアメリカ独立戦争とフランス革命の関係を論ずる場合、「共和主義思想」

の大陸への伝播――肯定的に評価するか、否定的に評価するかは論者による――と、参戦

によるフランスの財政状態の悪化の二点が定番の論点となった(GGS, 5: 161-4, NGR, 1: 

92-3, RAG, 9: 1-1,§9, DaGR: 63ff.)。ドロイゼンもアメリカ独立戦争による「啓蒙」の活

性化を指摘しているが(DrVF, 1: 289)、力点は圧倒的にモデルケースとしてのアメリカ像に

置かれている。なお、十九世紀ドイツのアメリカ国制観についてはまず、H. Dippel, Die 

amerikanische Verfassung in Deutschland im 19. Jahrhundert: Das Dilemma von 

Politik und Staatsrecht. Goldbach 1994 が参照されるべきである。 
393 ドロイゼンによれば、アメリカの独立後は、古典古代以来の「東西」の対立にかわって、

「旧世界」対「新世界」の構図が今後の世界史を決定づけるようになる。 
394 U. Muhlack, Das europäische Staatensystem, S. 327-30. 
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欧州から理念の宇宙へ。楽観的かもしれない。国家の本性を理想化しすぎているのかもし

れない。だが、「人倫世界」の生成過程としての「世界史」の「進歩」、そして究極根拠と

しての「神」に対して揺るがぬ信仰を抱くドロイゼンにとって、それは「歴史の権利」か

ら導き出される結論なのだ395。それゆえ、一八四七年に召集されたプロイセンの連合州議

会が一七八九年以上に困難な課題に直面していることを指摘しながらも、彼は成功を疑わ

ない(DrPS: 77-8)。 

 こうしたドロイゼンの秩序構想が当時の知識人たちに受けいれられたとはいいがたい396。

欧州規模の視点から描かれた圧倒的な「破局的」叙述である『解放戦史』への世評は芳し

いものではなかった。当時の歴史家たちにとって、ドロイゼンの叙述はあまりにも「史論

風」Tendenzgeschichte にすぎた。一方で、一般書としてはあまりに重厚で複雑な構成を備

えていた。ダールマンやロテック、シュロッサーの歴史書が三月前期に数版を重ねたのに

対して、『解放戦史』は初版で終わった。だが、ドロイゼンの信念は揺るがない。いかに世

評が冷たくとも、自分は「歴史の権利」の立場に立っているのだから、ほかならぬ「歴史」

がおのれの正しさを証明してくれるはずだ397。そして、将来的な展望として提示されてい

たプロイセン中心のドイツ統一は思いがけないかたちでドロイゼンの前にあらわれてくる

ことになる。一八四八年二月にフランスで勃発した革命がドイツ諸邦にも波及し、全土が

革命的状況に陥ったのである（三月革命）。ドロイゼンにとって、ついに約束の瞬間が訪れ

たように思われた。三月革命初期にベルリンを訪れた際の逸話が、彼の自信を物語ってい

る398。ドロイゼンがベルリンで出会ったのは、ほかならぬ好敵手ランケであった。ドイツ

統一に否定的で、あくまでも革命から距離を取ろうとするランケは言う。「あなたは歴史と

いうものがわかっていませんね」。それに対してドロイゼンは言い放つ。「あなたと私のど

ちらが歴史をよくわかっているか、歴史が教えてくれますよ」と。 

                                                   
395 『史学論講義』においても、「神の概念から導出」される「理想的表象」として、「地球

を包摂する国際体制」が挙げられている。それは「世界商業」と「国際法」によって各国

が平和的に共存しうる「人類の理念」のための秩序である。この秩序は「経験」として与

えられるものではなく、歴史の目標として定立される理念的世界にほかならない(DrH, 1: 

213)。 
396 W. Nippel, J. G. Droysen, S. 52. 
397 三月革命の挫折の後でさえも、『解放戦史』に示された近現代史理解は維持されている

(DrH, 2: 381-8)。 

 その後、最晩年のドロイゼンは書籍商ペルテスの要望に応じて、改訂作業に着手したも

のの、自身の死によって作業は頓挫した。『解放戦史』で描かれた「根本思想については、

今日でも変わっていない」、最晩年のドロイゼンはそのように語っていた(DrBW, 2: 974-5, 

Nr. 1324, an G. Droysen, 12. 1. 1884)。結局、『解放戦史』の改訂第二版は没後の一八八六

年、縮約版は一九一七年に出版された。 
398 W. Nippel, J. G. Droysen, S. 140-2. 
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第四章：ジーベルと「社会問題」（一八四九～一八七二） 

 

第一節：フランス革命と三月革命のはざまで 

 

(1)一七八九年と一八四八年 

 三月前期の自由派は、革命を望まなかった。「絶対主義」に対するフランス革命の挑戦を

どれほど高く評価しようとも、彼らはあくまで「改革」派であった。やはりこの点で、君

主政の転覆をねらった民主派との断絶は明らかである。だが、そうしたドイツにもやがて

嵐が吹き荒れることとなる399。一八四八年の三月革命である。フランスの二月革命の報に

接するやいなや、ドイツ各地では騒憂が続発し、革命の恐怖におびえた諸邦政府は麻痺状

態に陥ってしまうのである。ベルリンにおいても政府と民衆との間の偶発的な武力衝突の

結果、王権は譲歩し、待望の立憲改革とドイツ統一の主導権を執ることを約束するにいた

る（ベルリン三月革命）。自由派と民主派から最大の「反動」勢力とみられてきたオースト

リアも革命状態に陥り、怨嗟の的であったメッテルニヒはあっけなく政権から退いた（ウ

ィーン三月革命）。こうした劇的な三月諸事件の後、プロイセン政府は立憲派の領袖である

ダールマンにプロイセン憲法起草を依頼することとなる。「三月最終週、新文相シュヴェー

リン伯の求めに応じてベルリンに到着したとき、王都はまったく様変わりしていた。ひど

い出来事が起こったのだ」400。ダールマンはバリケード戦の傷痕なまなましい王都を、目

の当たりにしたのである。 

 さらに各邦政府が麻痺状態に陥るなか、一八四〇年代に邦を超えたネットワークを形成

してきた自由派はいまやドイツ統一政権樹立の主導権を握ることとなる。準備議会、五十

人委員会を経たのち、ドイツ統一憲法制定のために開会（五月二十二日）したフランクフ

ルト国民議会は、その最大の成果といってよい。少数派の保守派、民主派に対して、多数

派を占めたのはやはり自由派である。ダールマンとドロイゼンも議員に選出され、以下で

も見るように自由派の中核議員として活躍する。シュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題を

除けば、国民議会が翌年はじめまで主として携わったのは、憲法制定事業であった。 

 本稿の問題設定と関連して興味ぶかいのは、三月革命期に展開された、フランス革命を

めぐる言論状況である。いまや革命的状態に陥ったドイツにおいて、知識人たちは――雑

誌や新聞における言説と、議会での討論の両面で――直面する状況や党派対立をフランス

革命の登場人物たちに見立てて論ずるようになる401。かつてフランス革命の際、古典古代

                                                   
399 本稿では問題設定からしても、三月革命の事件史叙述を展開することはできない。革命

の経過については、前註 1 で挙げた概説書のほか、R. Stadelmann, Soziale und politische 

Geschichte der Revolution von 1848. München 1948（大内宏一訳、シュターデルマン

『1848 年ドイツ革命史』創文社、一九七八年）を参照した。 
400 F. Ch. Dahlmann, Das Fragment einer politischen Autobiographie, S. 24. 
401 U. Ruttmann, Wunschbild-Schreckbild-Trugbild: Rezeption und 
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の事件や英雄になぞらえて現実の状況や事件が物語られたように。三月前期におけるフラ

ンス革命史論の流行を踏まえるならば、むしろそれは自然の流れであったのかもしれない。 

 

人々は現在と一七八九年とを比較したい気分に駆られている。だから、すぐにこのよう

に問うのだ。山岳派はどこにいるのか。王党派にはカザールやモーリーのような論客が

いるだろうか。左派にはロベスピエールやミラボーの如き人物がいるのだろうか。議会

の文士連には現代のカミーユ・デムーランが混じっているのだろうか、と。そんなに焦

ってはいけない。じきにわかることだ。偉大な時代は偉大な人物を生む。だが、そうし

た人物が表舞台に出てくるまでには二、三ヶ月はかかるだろう。」（『ケルン新聞』）402。 

 

政治的立場にかかわらず、ドイツ知識人たちはフランス革命と比較したうえで現実の諸事

件を論ずるのである。 

 自由派に限るならば、こうした見立ての論法も、三月前期の史論が形成した枠組に、あ

くまで忠実だった。やはり自由派は、フランス革命の両義性に悩まされることとなるので

ある403。八月四日決議にしても、封建的特権の克服として画期的と評価される一方で、同

時にその拙速が批判されざるをえない。とりわけ自由派の知識人を怯えさせたのは、革命

が急進化する可能性である。一七九二年の革命戦争、君主政転覆と共和政樹立、そして恐

怖政治。この一連の連想は潜在的な恐怖として自由派の政治家や知識人に執りついたので

ある。そうであるがゆえに、彼らはいまや受動的になった諸邦政府に対して、自分たちの

活動を支援するように呼びかける。というのも、フランス革命史論の枠組によれば、君主

政転覆の最大要因は、国王が立憲派を信頼せず、結果として「ジャコバン派」につけいる

隙を与えてしまったことにあるのだから。「フランス革命初期における、フイヤン派の名高

き男たちの割に合わない課題が最終的に不可能なものとなってしまった原因は、君主政自

体の幻惑にある。君主政は、弱体・浅薄さ・秘密裡の反動によって、あらゆる善人の共感

を失ってしまったのだ」（『ドイツ新聞』）404。 

 それゆえ、安定した立憲君主政を目指す自由派がミラボーを理想視したとしても、異と

するにはたらない405。自由派にとって、ミラボーは「君主政のうちに自由の最大の保証を

認識した」「自由の先駆者」にちがいなかった。ダールマンがみずからの革命史の中で定式

                                                                                                                                                     

Instrumentalisierung Frankreichs in der deutschen Revolution von 1848/49. Stuttgart 

2001 は、三月革命期のフランス像を精査した、優れた研究書である。フランス革命をめぐ

る言説については、ebd., S. 177-230 が詳しく扱っており、本稿の以下の叙述はこれに多く

を負う。ただし、Ruttmann の叙述は、重心がやや民主派に偏っている印象を受ける。  
402 U. Ruttmann, Wunschbild, S. 184. 
403 ebd., S. 194-9, 204ff. 
404 ebd., S. 187-8. 
405 ebd., S. 199-200. 
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化したミラボー像がここにはある。自由派にとって、立憲君主政改革に身を捧げたミラボ

ーは、単なるイメージ以上の存在、政策の正当化のために引き合いに出しうる存在だった。

帝国〔統一ドイツ〕元首の拒否権問題をめぐる国民議会の論戦において、自由派右派議員

フィンケはミラボーを引き合いに出し、絶対拒否権を支持している。 

 三月革命中、ダールマンとドロイゼンがフランス革命論を展開することはなかったが、

その行動はみずからの革命史論の教訓に即したものであった。両者ともに国民議会内の最

大党派であるカジノ派（自由派右派）に属し、政治活動にたずさわっている406。その思い

描く統一ドイツ像は、二院制の国民議会を備えた世襲皇帝制にほかならない。無論、両者

とも、「人民主権」を否定している。とりわけ十七人委員会において、ダールマンは憲法論

議の叩き台となる「帝国基本法草案」を作成し、総会討論に際しても、二院制や絶対拒否

権を擁護する演説を行っている。こうした個人的な活動もさることながら、『政治学』は議

員たちの必読書であり、圧倒的な影響力をもつこととなった。ドロイゼンは討論に参加す

ることこそなかったが、クラブ内の根回し、委員会活動、さらに独自の人的ネットワーク

を駆使して自派を援護した。 

 とりわけ、革命初期における対応に、両者の政治観の特徴がよくあらわれている。 

みずから進んで革命に投じることをしなかった点で、ここでも、ダールマンは『政治学』

で披瀝した信念に忠実だった。その後の革命状況でどれほど重要な役割を演じようとも、

それはあくまでプロイセン政府の委任を受けてのことであった。国民議会単独の権限にも

とづいた――したがって、諸邦政府の承認無き――中央政府の設立に対して、最後まで懐

疑的だった。二月革命の余波によって全ドイツが騒乱状態に陥った際、ダールマンはまず

ボン大学教授団を代表して、国王への請願書を起草している。そこで繰り返し強調される

のは、ドイツ統一問題ではなく、迅速なプロイセン憲法制定であった。「変わることなき誠

実と感謝の念――これこそが、人民を国王に結びものなのだが――を強く感じながら、我々

は以下のことを確信している。すなわち、早急に召集されるべき連合州議会が人心を奮起

させ、国王陛下の崇高なる指導のもとで全国議会制という建築物を完成させるだろうとい

うことを。そして、全世界に対して、真の政治的自由 Volksfreiheit は、何も島国英国だけ

で達成可能というわけではないと、証明することを」(DrKS: 377)。ここでもダールマンは

英国への憧れを隠そうとしない407。いわば、ついにダールマン自身がミラボーとなりうる

時代が訪れたのである。 

                                                   
406 ダールマンとドロイゼンの政治活動に関しては、すでに多くの研究があるので、ここで

は概略にとどめる。ダールマンについては、Bleek および Springer の伝記叙述、ドロイゼ

ンについては Nippel による伝記のほか、R. Southard, Droysen and the Prussian School of 

History, p. 112ff., G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 137ff.などを参照せよ。 
407 三月革命挫折後でさえ、ダールマンにとっての英国とはあくまで立憲制の模範でありつ

づけた。「政治的統一によって強力になった、政治的自由を備えたドイツ」実現の希望を英

国との外交的連携に託したほどである（A. Springer, Dahlmann. Bd. 2, S. 464）。 



 191 

 これに対して、ドロイゼンはシュレスヴィヒ・ホルシュタイン代表の十七人委員として

フランクフルトに到着するやいなや、大胆な行動に出ている。なんと、ドイツ連盟議会―

―各邦政府の大使から構成される――に対して、この機に乗じて国民軍・海軍を組織し、

外交権を掌握するよう建言したのである408。これはいわば、委任者である各邦政府に対し

て革命をせよ、と求めるに等しい。当然のことながら、ドロイゼンの過激な進言は連邦議

会を当惑させただけだった。政治的判断として現実味を欠くという謗りはまぬがれない。

だが、これをして空想的な知識人の妄言と断罪することは、少なくとも、思想史家にはそ

ぐわない態度であろう。建白書には、ドロイゼンが革命史論から導きだした政治構想――

「国民」の組織化、国家の構成単位としての「自治体」、「国家理念による専制」批判、そ

してアメリカへの夢――が鮮明に現れているからである。 

 

国民武装に関して、とりわけ決定的に自由で共同体的な傾向――この傾向は当今のドイ

ツを満たしている運動から、いわば自然に展開するものであるが――を阻害しようなど、

もとより建白者の意図でありえようはずもない。この運動が何らかの関係において成功

をおさめうるとすれば、その核心は、国家生活の最下圏において、すなわち農村及び都

市の共同体関係内で突然目覚めた自治 Autonomie において、あらゆる自律的自由と発

展力の最も堅固にして破壊しがたい基礎が革新されることにある。そして、これこそ長

年にわたって、国家の理念による専制 Despotismus der Staatsidee――君主政の形態を

とっていようが、民主政の形態をとっていようが、後見されるべき共通善の利益の名の

もとに望まぬ者たちに行使されていようが、何らかの利己的な権力利害の名のもとに無

言で抵抗する者たちに行使されていようが――が否定してきたものなのである。（「国民

武装について」）409 

 

統帥権と対外主権の確立を執拗に要求するドロイゼンの言動は、たしかに勇み足ではあろ

う。だが、逆に言えば、この勇み足こそ、国家の本質を徹底して「権力」Macht に求めた

歴史家の面目躍如であった。 

ともあれ、プロイセン中心のドイツ統一こそが、統一事業にとって決定的とみる点にお

いて、ダールマンとドロイゼンは一致していた410。プロイセンの役割の「世界史」的使命

                                                   
408 J. G. Droysen, Beilagen zu§. 299 des Protokolles der 37ten Sitzung vom 18ten April 

1848. in: P. Roth, H. Merck (Hg.), Quellensammlung zum deutschen öffentlichen Recht 

seit 1848. Bd. 1. Erlangen 1850, S. 301-9. 
409 ebd., S. 306-7. 
410 すでにみたように、三月前期のダールマンがプロイセンへの希望を語るとき、あくまで

それは立憲改革の意味においてであった。それでも、三月革命の勃発当初、ダールマンは

小ドイツ主義的統一を最良の選択肢としてみていた（W. Bleek, F. Ch. Dahlmann, S. 

298-302）。 
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を熱烈に訴えかけたドロイゼンが、三月革命を歴史的瞬間とみていたことは疑いない。 

 

諸君は、すなわち一七八九年の事例から革命の方法論を学んだと思い込んでいる諸君は、

我々のより大なる幸運――それが一層大きな危険を孕んでいないとするならば――を

誤解している。まさしく統一と統合――これこそが我々を救いうるのだし、またそうで

なければならないのだが――は当時のフランスにも存在していた。だが、それは品位と

活力を欠き、すでに腐りきっていた。一方で、統一と統合は我々のもとではついに生成

し、数世紀来のあらゆる不和と苦悩を除去し、いかがわしい古き「ドイツ的自由」より

もはるか高くそびえたつことになっているのだ。（「回顧（１）」）(DrPS: 145) 

 

ここでもドロイゼンは一八四八年の状況を、一七八九年の状況と重ね合わせている。そし

て、現代のドイツにこそ、むしろより大きな希望があるとしている。いまこそ、ようやく

フランス革命を超えるときが来たのだ。このように、三月革命期におけるダールマンとド

ロイゼンの活動指針は、フランス革命史論で展開された線を忠実になぞっていた。 

 だが、ふたつの誤算が両者の前に立ちはだかる。 

 第一の誤算は、「社会」の自律性である。すでにみたように、ダールマンもドロイゼンも

フランス革命史において民衆運動や「社会問題」にほとんど目を向けることはなかった。「賤

民」の暴動はいわば自然災害のようなもので、「煽動者」に注意し、秩序と権力を保持しさ

えするならば、さして恐れる必要はないとされていた。そのかわり、ダールマンは政治社

会の本質に対する誤った理解と議会活動の混乱、ドロイゼンは抑圧的な「列強」の介入を、

革命急進化の原因とみていた。だが、いまや「煽動者」たる民主派は組織的に活動し、「賤

民」への影響力の点で自由派を圧倒するようになる。民主派が持ち出すのは、ここでもフ

ランス革命のレトリックにほかならない。かつては政治参加から疎外されていた「第三身

分」が革命の主人公であった。だが、いまや「第四身分」こそが革命の主役たるときが来

たのだ411。 

無論、「賤民」の側が民主派の言説を精確に理解していたわけではない。ましてや、青年

ヘーゲル派的な哲学的言説や、社会主義者や共産主義者の教説の影響を受けたわけではな

い。だが、民主派の煽動はいまや「賤民」の政治化の触媒となる。とりわけ、一八四〇年

代後半に加速した「大量貧困」Pauperismus に晒されていた職人層は、既成秩序に対する

反発や疎外感を強めていたからである。もともと「革命」を好まない自由派に群集の政治

化を歓迎することなどできはしなかった。「これほどの崩壊現象は前代未聞である。現状の

静穏な改革へのうつくしい希望は揺らいでいる。我々は一七八九年よりも、一七九二年に

                                                   
411 U. Ruttmann, Wunschbild, S. 192-3. 
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近い状況にいる。それが恐ろしい」（ゲルヴィヌス）412。 

とりわけ、群集による国民議会議員の惨殺事件（一八四八年九月十八日）は自由派に巨

大な衝撃を与えた。シュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題における国民議会の屈服に激昂

した群集は、保守派議員二名を血祭りに上げたのである。「革命のもっとも恐るべき最後の

後衛がしでかしたことが、我々にもいま、はじまりつつある。九月虐殺事件の加害者たち、

マルセイユの連盟兵、長槍で武装した群集、そういったものがここでも起こりうるのだ。

我々には英雄が欠けている。だが、犯罪者には事欠かない」（『ドイツ新聞』）。こうした自

由派の恐怖に対して、民主派は、「賤民」の残虐行為を「フランス革命における王党派や貴

族」のような連中に対する警告とみた413。要するに、これらの現象は、従来、自律的な領

域とはみなされてこなかった「社会」の自律化現象とみることができる。 

 第二の誤算は、プロイセンの対応である。ベルリン三月革命の直後、一旦はプロイセン

の統一ドイツへの「解消」を約した国王フリードリヒ・ヴィルヘルム四世であったが、プ

ロイセンは次第に体勢を立て直してくる。元来、「正統主義」を奉ずるフリードリヒ・ヴィ

ルヘルム四世は革命に対して懐疑的であった。国王は当時、ドイツの革命現象をまさしく、

急進派による「陰謀」とみていた414。フランス革命当時から復旧期にかけて統治層を呪縛

した革命陰謀論は、いまだしぶとく生き延びていたのだ。およそ革命現象に対する見方を

比較するだけでも、ダールマンやドロイゼンら自由派と、プロイセン国王がいかにかけ離

れたものであったかが、よくわかる。そして一八四九年四月、プロイセン国王は、一年近

くの論議の末に完成したドイツ統一憲法の元首の座、すなわち世襲皇帝の称号を拒否して

しまう。こうして、三月革命は決定的な挫折を味わうこととなる。 

 革命後も、ドイツにおけるフランス革命史論の流行は依然としてつづいた415。むしろ、

                                                   
412 これは三月革命の急進化についての感想ではない。ベルリンの三月諸事件についてのも

のである（W. Bußmann, Zur Geschichte des deutschen Liberalismus, S. 108）。 
413 U. Ruttmann, Wunschbild, S. 190-2, 206-7. 
414 C. Holbraad, The Concert of Europe, pp. 54-5. 
415 確認できたかぎりでは、三月革命直後から「反動」時代の間に以下のフランス革命史論

が出版されている（本章で扱うジーベルの『革命時代史』は除く）。また、ダールマンの『フ

ランス革命史』も『英国革命史』との合冊版として、一八六〇年までに三版を重ねた。 

G. W. K. Lochner, Die Französische Revolution vom ersten Ausbruch bis zur weitesten 

Ausdehnung von 1789 bis 1807. 2 Bde. Nürnberg 1848-50, G. Jahn, Geschichte der 

französischen Revolution von 1789-1794: Ein Spiegel für das deutsche Volk. Klöppel 

1849, A. Springer, Geschichte des Revolutionszeitalters: 1789-1848. Prag 1849, F. 

Raumer, Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Bd. 8 

(Geschichte Frankreichs und der französischen Revolution 1740-1795). Leipzig 1850, T. 

Opitz, Robespierres Triumph und Sturz: Ein Beitrag zur Geschichte der französischen 

Revolution. Leipzig 1850, L. Stein, Der Begriff der Gesellschaft und die sociale 

Geschichte der französischen Revolution bis zum Jahre 1830. Leipzig 1850, K. E. Arnd, 

Geschichte der französischen Revolution: 1789-1799. 6 Bde. Braunschweig 1851. 

 以上の作品中、典型的な自由派に属する著作は Springer のものである。なお、Lochner

と Arnd の作品は未読だが、M. Völker, Die Auseinandersetzung mit der Französischen 
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実際に三月革命を体験したことによって、過去の教訓としてのフランス革命への関心は一

層高まったようである。革命直後から「反動」時代にかけて、フランス革命史の新刊が続々

と出版されている。その際にも、時局的関心は明らかである。「私が前世紀〔十八世紀〕の

精神を正しく把握できたと自負したとしても、それは許されよう。というのも、まったく

同一の精神があらゆる生を私の周囲で再びひきずりまわしたのだから。私がかつての闘争

をよく理解していると自負したとしても、それは許されよう。というのも、私は〔かつて

の闘争と〕似たような光景を〔三月革命において〕直接、体験したのだから」（シュプリン

ガー）416。 

 だが、これらの作品はいずれもほとんど後代には残らず、忘れ去られてしまった。原因

は鮮明な時局的関心にではなく、図式的な古さにあったというべきである417。つまり、三

月革命直後に出版されたフランス革命史論のほとんどが、ほぼ三月前期の革命史論の枠組

を踏襲している。革命原因論や諸事件の解釈、人物評に至るまで、ダールマンやドロイゼ

ンの創りだした図式の縮小再生産にとどまっているのである。「絶対主義」の硬直、啓蒙思

想の登場、改革の失敗、国民議会による立憲改革の誤算。いずれの論点についても、その

範形をダールマンやドロイゼン、あるいはロテックやニーブーアの議論に見いだすことが

できる。むしろ、三月革命という巨大な時局的関心を反映させるためには、従来の革命史

論とは異なる問題関心と方法が導入されねばならなかった。そして、この課題の達成を見

るためには、ダールマンやドロイゼンよりもさらに若い世代に属する歴史家の登場を待た

ねばならなかった。 

 

(2)「調和」と「承認」の政治学 

 オルミッツ協定（一八五〇年十一月）後の時期は、「反動」時代とよばれている。プロイ

セン主導のドイツ統一構想（ラドヴィッツ案）――フランクフルト国民議会の挫折後に浮

上した――も、旧ドイツ連盟体制の維持を図る「反動」的なオーストリア外交に屈したの

である。同時に革命中に諸邦で達成された立憲改革も、「反動」期の諸政府によって大幅に

巻き戻されることとなる。ラドヴィッツ案に最後の望みをかけていた自由派はいまや政治

に背を向け、ふたたび学問や実務の世界にもどってゆく。「一八五〇年以来、我々が望みを

たくしうるもの、誇りうるものすべてが没落してしまっている」（ドロイゼン）(DrH, 2: 390)。 

以下のドロイゼンの書簡は、そうした時代の最中に書かれたものである。 

 

                                                                                                                                                     

Revolution, S. 112ff., 130ff.に内容紹介がある。ただし、両者が「小ドイツ派歴史叙述」に

属するという Völker の分類は、分類基準と枠組の粗雑さ、概念操作の稚拙さゆえにまった

く支持できない。 
416 A. Springer, Geschichte des Revolutionszeitalters, S. VI. 
417 実際、新しい方法論によって時局的関心を革命史叙述へと反映させた、ジーベルとシュ

タインの作品は現在も価値を失っていない。 
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どれほどの関心をもって私がこの歴史叙述を読んだか、想像できるでしょう。〔中略〕

第一印象は明瞭で厳格で堅実〔な作品というもの〕でした。誉めそやしの茶番劇――フ

ランスの歴史叙述がかの野蛮な革命に覆いかぶせている――の暴露を拝読し、大変満足

いたしました。貴兄はカーライルやレオ風のシニシズムから距離を置いている。そして、

静かに進展するもの、顕現してくるもの、そして表面の大混乱の下に深く隠れて動くも

のを見事に浮かび上がらせている。拝読して、その点に大変満足いたしました。（一八

五三年八月五日） 

 

三月前期以来の知人、マールブルク大学教授で歴史家のハインリヒ・フォン・ジーベル（一

八一七～一八九五）に宛てた書簡である418。ジーベルは自身の『革命時代史・第一巻』（一

八五三年）を先輩たるドロイゼンに献呈していたのである。 

 ジーベルは三月革命に参加した歴史家たちのなかで、もっとも若い世代に属する。ドロ

イゼンとは九歳、自由派長老格のダールマンとは三十歳以上もの年齢差があった。一八一

七年生まれのジーベルは「解放戦争」を直接体験していないのである。父親つながりでお

                                                   
418 ダールマン・ドロイゼン研究の蓄積と比べて、ジーベル研究はまだまだ手薄な研究領域

である。ここでは回想などを除き、研究文献のみを紹介する。 

 伝記研究としては、C. Varrentrapp, Biographische Einleitung. in: SVAb が唯一の本格

的なものであり、経歴と業績についての紹介論文としては、W. Bußmann, Heinrich von 

Sybel. in: Bonner Gelehrte, Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn, 

Geschichtswissenschaft. Bonn 1968, H. Seier, Heinrich von Sybel. in: H-U Wehler (Hg.), 

Deutsche Historiker. Bd. 2 の二点を挙げることができる。 

 政治思想を扱った研究のうち、V. Dotterweich, Heinrich von Sybel: 

Geschichtswissenschaft in politischer Absicht (1817-1861). Göttingen 1978は前半生の政

治思想、H. Seier, Die Staatsidee H. v. Sybels in den Wandlungen der 

Reichsgründungszeit 1862/71. Lübeck, Hamburg 1961 は帝国建国期におけるジーベルの

動向を詳細に跡づけている。とりわけ後者は前半部分で、ジーベルの「政治学講義」（未公

刊）の内容を紹介しているため、有用である。F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen Heinrich 

von Sybels. Stuttgart 1976 は、ジーベルの「社会」観をめぐる優れた研究であるが、青年

期の著作と晩年の作品の文脈や思想形成過程への配慮の乏しさが残念ではある。また、ジ

ーベルとトライチュケの政治思想の比較研究として、H. Schleier, Sybel und Treitschke: 

Antidemokratismus und Militarismus im historisch-politischen Denken 

großbourgeoiser Geschichtsideologen. Berlin 1965 がある。Schleier は教条的マルクス主

義の立場から、両者の思想のうちにひたすら「大ブルジョワ的歴史イデオロギー」のあら

われを見出そうとする。四十年以上の後世から振り返って、やや滑稽なこころみである。 

 ジーベルのフランス革命理解に焦点を絞った研究としては、T. Kohlen, Heinrich von 

Sybel: Die Revolution innerhalb der europäischen Geschichte. in: E. Pelzer (Hg.), 

Revolution und Klio があるのみである。ジーベルの歴史叙述を丁寧に読み込んで紹介する

好論文であるが、紙幅の関係上、個別論点の指摘にとどまらざるをえず、ジーベルの全体

的な国家像や同時代批判との連関を十分に解明するにいたっていないのが、残念である。 

 以上が代表的な研究であり、個別論点に関する研究はその都度言及する。なお、本稿で

は歴史学の組織化に関するジーベルの業績を扱うことはできない。この問題については、

V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 219ff.が詳しい。 



 196 

ぼろげにも「解放戦争」を記憶していたドロイゼンとも異なり、ジーベルにとって、それ

はひとつの伝説にちがいなかった。気鋭の中世史家として作品を世に問う一方、彼は出身

地ラインラントを中心とする、三月前期の政治的論争に果敢にとびこんでいった419。ジー

ベルは自由派だった。三月革命の際には準備議会に参加している。惜しくもフランクフル

ト国民議会選挙には落選したものの、革命期を通じてカッセル邦議会議員として活動した。 

 歴史家としての業績に着目するならば、ジーベルはダールマンやドロイゼン以上に、ヨ

ハネス・フォン・ミュラーに象徴される「実用的」歴史叙述の伝統から遠い位置にいる。

というのも、ジーベルの学問形成に決定的な影響をおよぼしたのは、現実政治と歴史学の

分離を強調したランケだからである。また、文献学徒としてではなく、最初から歴史学徒

として出発した点も、ダールマンやドロイゼンとは異なっている420。ジーベルはランケを

終生、偉大な歴史家として尊敬した。ジーベルはランケから、史料批判の技術的側面を学

んだにとどまらない。なにより、歴史学という営為――厳密な学としての――が、人間の

「精神」と直接に関わる「藝術」的営みであることを、ランケから学んだのである(SVAb: 

301-3)421。 

 だが、同時にジーベルは「歴史」と「現代」の連関に敏感であった。政治的かつ「現代」

的な問題関心に裏づけられない歴史叙述を、彼は認めない422。「歴史と現代は時間の絆によ

って結ばれているだけではない。両者相互の関係は、教説と行動、認識と意志との関係に

もひとしい」423。そうであるがゆえにジーベルは、「歴史の権利」を擁護するドロイゼンと

も同志たりうるのであるし、ダールマンによる「倫理的当為」の歴史叙述を讃えることも

                                                   
419 三月前期におけるジーベルの政論のなかでは、「封建主義」派と教皇至上派に対する「立

憲派」擁護の書としての『ラインラントの政治的諸党派』（一八四七年）(SPP)がもっとも

まとまっている。個別論点に関しては、講演記録である『今日のトーリー』（Ueber die 

heutigen Tories. Marburg 1846）, 『我々の大学と公共生活の関係』（Ueber das Verhältniß 

unserer Universitäten zum öffentlichen Leben. Marburg 1847）が重要な議論を提供して

くれる。 
420 ダールマンについては第二章第一節(2)、ドロイゼンについては第三章第一節(2)を参照

せよ。 
421 史料批判による歴史学、および歴史叙述を「藝術」的営為――「現実」の背後に「理念」

をみる――に近いものとして理解する姿勢は、クロイツァー、シェリング、シュレーゲル

兄弟といったロマン派にまで遡る。すでにみたように、ロマン派に端を発する十九世紀ド

イツ歴史学――ニーブーア、ランケ、ドロイゼン――はトゥキュディデスを歴史家の理想

としたが、それはなにより、トュキュディデスが「藝術家」的であったからにほかならな

い。この点からみるならば、ジーベルはいかにも、十九世紀ドイツ歴史学の正嫡といえよ

う。 
422 実際、この点では積極的に政治活動に参加するジーベルの意見は、実践と学問との分離

を強調するランケと一致しないときもあったという(SVAb: 303-4)。 
423 H. v. Sybel, Tories, S. 6. 

 こうしたジーベルの特質は、後年の「ジーベル・フィッカー論争」に顕著である。ジー

ベルの歴史叙述における過去と現在の関係については、V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 

126-31 が詳しく論じている。 
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できるのだ(SVAu: 32)。歴史学を含む「現代」〔三月前期〕のあらゆる学問は、「公共的な事

柄への参加」・「国民的利益」・「政治的利益」と密接不可分である424。学問にとって真に重

要な要素は「悟性や機械的な作業」などではない。「信条と情熱」Gesinnung und Herz な

のだ。「歴史家は現在との活力ある関係においてのみ、人倫の熱情を得ることができる。そ

してそこから過去の新しい藝術的なありようが花開いてくる」425。 

 では、「政治」、そして「国家」とはなにか。 

 あらゆる「国家」は歴史的な「所与の状態」を基礎にしている。これがジーベルの生涯

にわたる基本的な国家観である。そもそも、「国家およびその一般法則」は「上からの〔神

による〕創造物」であるがゆえに、「個人の恣意から独立」した存在でなければならない(SKS, 

1: 370)。国家は「民族の内の人倫文化」sittliche Cultur を必要とする(SKS, 1: 386)。この

「人倫文化」とは、「国民性」、経済構造や学問・宗教文化、すなわち国家構成員の物質的・

精神的状態をさす426。 

 

一方、ここでは以下の如き可能性が開かれている。つまり、異なる状態の国家を強固に

するためには異なる国制が必要だということ、異なる文化段階においては、君主政的・

封建的・神権政治的な状態が臣民の陶冶をよりよく促進するかもしれないということで

ある。したがって、この見地に立つかぎり、政治の歴史的発展が示す、豊かな多様性が

侵されることはない。理論の専制――地理的・時間的・民族的固有性を考慮することな

く、唯一の政体を地上の支配者として宣言する――とは無縁である。〔中略〕この立場

は、政治的権利の多様な――現在の国民の多様な部分への、政治的陶冶・国家的公共心・

公的影響力の配分状況に応じた――段階づけを許容し、かつ動機づける。議会がどの程

度まで統治権に参与するのか、あるいは多様な公民は議会活動にどの程度まで参加せね

ばならないか。そうした問題の回答は、ここでは具体的な状態の観察、政治的統計学か

らのみ導き出されるのである。（『ラインラントの政治的諸党派』）(SPP: 60) 

 

それゆえ、基礎としての「人倫文化」を欠く国家は「無力」である。そして、「人倫文化」

                                                   
424 H. v. Sybel, Verhältniß unserer Universitäten zum öffentlichen Leben, S. 12-3. 

 また、ジーベルは「祖国全体の強力な統合」と「民族精神の政治的覚醒」の瞬間たる「解

放戦争」が学問世界におよぼした影響も高く評価している。つまり、かの時代に「神学」

や「法学」にかわって、「歴史学と政治学」が「中心的位置」を占め、「政治と国民性に正

しい関係をもたらす」ことに主眼が置かれるようになったというのである（ebd., S. 8-11）。 
425 ders., Tories, S. 6. 
426 H. v. Sybel, Tories, S. 6-8 では名誉革命を例にとって、国制と「当時の状態」・「既存の

文化」との対応が論じられている。また、ebd., S. 21-2 では、「人倫文化」ではなく「国民

文化」nationale Cultur の語が用いられている。このように用語法が一定しないので、本稿

では「人倫文化」に統一する。 

 なお、名誉革命および英国国制論については、本章三節(2)で詳しく論ずる。 
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はまずもって「歴史的に生成したもの」であり、さらに「新しい〔歴史的〕発展の流れ」

に棹差している。逆に「人倫文化」を無理やり創出しようとするならば、国家は「耐え難

い専制」に堕さざるをえないだろう427。 

 とりわけジーベルは経済構造の変動を「現代」の根本特徴として指摘する。本質的に現

物交換経済である中世においては、「土地所有」が政治的社会的価値を独占していたのに対

して、「現代」の価値基準は「動産」である(SPP: 38-40)。すなわち、中世のごとき「土地

所有者と非所有者」の対立ではなく、いまや「有産者」（「資本家」）と「無産者」（「労働者」）

の対立が支配的となるのである。身分制社会の要素であった社団的結合は消滅した。「現代」

にも「農業家」や「製造業者」は存在するが、それらはツンフト的枠組を超えた「資本家」

に変質している(SPP: 46-7)428。「世俗的なるもの」と「自然に対する学問的支配」を達成し

た「産業」Industrie が、すでに「あらゆる財産を流動化させ、ギルドやツンフトの紐帯を

――古き領主支配の小世界同様に――爆砕」したからである(SPP: 34-5)。したがって、「現

代」において「党派というものは完全に資本の所有と産業にもとづいている。そこから党

派は起源・色彩・活力を得るのである」(SPP: 76)。身分制社会の伝統を新たな政治社会に

接続しようとしたダールマンとは異なり、ジーベルは同時代を徹底的に「資本家と非資本

家」が対抗する時代へと読み替える429。 

                                                   
427 国制の下部構造としての「人倫文化」の重要性を強調する立場から、三月革命期の政論

『十七人委員会の帝国基本法草案』（一八四八年）の議論もよく理解することができる。つ

まり、ジーベルは帝国基本法草案の掲げる世襲皇帝制を退けるのだが、それは世襲皇帝制

自体への批判というよりも、むしろドイツに根付く「地域・土着精神」（分邦主義）の伝統

ゆえに世襲皇帝の地位は諸侯の嫉妬心を煽る可能性が高いとして退けられるのである。こ

こでも「人倫文化」のありようが政体を規定するという思考が、鮮明に現れている（H. v. 

Sybel, Ueber das Reichsgrundgesetz. Marburg 1848, S. 5-6, 11-5）。 
428 ここで意図されているのは、あくまで「産業」化された「農業」であることに注意(SKS, 

I: 397ff.)。ジーベルの「農業」に対する評価は、彼の「貴族」観とも連動している。この点

については、後註 490 も参照せよ。 
429 ジーベルの経済変動観と「市民」Bürger 概念については、F. Haferkorn, Soziale 

Vorstellungen, S. 87-92, 174-80 も参照せよ。ジーベルの「市民」概念が基本的に、身分制

社会的「都市市民」概念（貴族・都市市民・農民）ではなく、「財産」（と部分的には「教

養」）を指標とする「〔シェイエスの〕第三身分」的、「普遍身分」的「市民」概念の特徴を

備えている、さらにはジーベルがいまだ「中間層」Mittelstand を「市民層」の中核とみて

いるという、Haferkorn の指摘は正しい。ただし、『ラインラントの政治的諸党派』には両

概念の混合がみられるという指摘（S. 176-7）には史料的根拠が乏しく、賛同できない。ま

た、ジーベルは「市民層」を、「財産と教養」によって区別される「普遍身分」として描い

たことは確かだが、一方で同時代の社会構造を「資本家」と「労働者」との対立にみてい

ることも見逃されてはならない。この意味で、「普遍身分」的な「市民」（「中間層」）概念

を堅持したダールマンやドロイゼンとは異なり、ジーベルは世紀後半の階級社会化にも対

応することが――部分的にせよ――できたのである。ジーベルは「市民層」を、「有産者」

Besitzende あるいは「ブルジョワジー」とも呼んでいる。三月前期の「中間層」の二大メ

ルクマールである「財産」と「教養」のうち、ジーベルはダールマンやドロイゼンと異な

り、「所有の力」(SPP: 80)を重視している。但し、「産業の機械的・利己的側面」の防波堤
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 さらにジーベルはこの観点から「立憲国家」constitutioneller Staat の効用を再確認する

(SPP: 17-9, 44-5)。「現代」においては「立憲国家」のみが、「国家権力」と「個人の法圏」

との「均衡」維持という「あらゆる政治の真の課題」を担うことができる430。「立憲国家」

は、「人民の代表者としての国権」、「国家に関わる事柄の内容と規範としての公法」、すな

わち「中央権力」を確立する一方で、「個人の自由と活力」を十全に発展させうるのだ。ア

リストテレスのいうように「政治的支配」が「自由人」による「自由人」の支配を意味す

るならば、構成員の「自由を守ること」と、「時代と民族に特有な物質文化と精神文化〔「人

倫文化」〕の調和をこそ、支配の最高格率とせねばならない」(SPP: 72-3)431。また、「国家

の創造行為」の神髄は、王権の護持などにではなく、「人倫に適う人間の創造」にある。人

間本性は国家を必要とするのである(SKS, 1: 371)。 

 無論、そこでは議会制（「代表制」）こそが、最重要器官となろう(SPP: 49-51)。議会（立

法権への参与）という媒介装置が存在することによって、「公」権力と「私的利害」への二

極分裂を避けることができるからだ。つまり「全体の器官」たる「代表制」の本質とは、「個

人の自由と活力」を、「私的利害」を超越した「国権の総和」、すなわち「主権」へと接続

することにある432。「議会は国家を強化することによって個人を、個人を強化することで国

家を守」る役割を担うこととなる。 

 

ここから立憲生活の本質的な条件として、君主権力〔統治権力〕と議会権力との自由で

相互的な承認が帰結する。この相互承認は権力保持者の同質性によって可能となるので

あり、また同時に憲法の形式的組織の内部に刻印されねばならない。立憲政体は、不信・

闘争・監視の産物どころか、国家各部相互の深く自由な信頼、平和への愛、平和が可能

                                                                                                                                                     

としての「教養」が軽視されているわけではない(SPP: 78)。 
430 同じ表現は、後年の論稿「プロイセン絶対君主政の発展」（一八六三年）にも現れる(SKS, 

1: 533)。 
431 すでにこうした議論で示唆されているように、ジーベルにとって「国家権力」と「個人

の自由」は対立的ではなく、むしろ補完的な関係に立つ。三月前期においては、この点に

関する理論的な基礎づけが展開されることはなく、政論や史論で断片的に言及されるだけ

である。 

 一八六〇年の政治学講義（未公刊）が唯一、国家理論を体系的に論じている。そこから

明らかなように、ジーベルの「自由」Freiheit 概念は、選択的意思ではなく、理性的な自律

を意味するのである。いわば、典型的な「積極的自由」であり、「国家目的」は構成員の理

性的自律、すなわち「自由」を促進することにあると説明される（本章第三節(3)、あるい

は H. Seier, Die Staatsidee H. v. Sybels, S. 32-4, F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 

58-62）。また、ジーベルは、この意味の「自由」を、「国民の性質」にしたがって生きるこ

ととも定義している（本章第二節(3)）。 
432 このように、三月前期から一貫してジーベルは「国家」を「私的利害」を超越した、「共

通善」を担う共同体として捉えている（F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 57-60）。

後年の政治学講義で展開される下院構想において、命令委任が徹底的に退けられているの

も、うなずける（H. Seier, Die Staatsidee H. v. Sybels, S. 57）。 
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だという意識を本質的に前提とするのである。〔中略〕立憲国家の像として結婚の比喩

ほど尊いものはあるまい。結婚関係の発展は、自由な妥協、統合意識、そして共生への

意志――個々の逸脱にもかかわらず――を必要とする。法的な境界設定や保証は、家庭

の不健全な状態を癒すことはできない。しかし、健全な状態において、家族の目的は支

配の分割によって潰えることはないだろう。夫婦の自由からは硬直性と無秩序ではなく、

活動的で活発な精神を備えた家庭が生まれるのだ。（『ラインラントの政治的諸党派』）

(SPP: 65) 

 

「国家」と「個人」、「国家」と「議会」、そして「国家」と「人倫文化」の相互交流と調和

こそが「立憲国家」の、さらには「政治的支配」の本質をなす。この調和においてのみ、「国

民生活の自然な調和と統一」たる「国家の理念」Staatsidee が実現するであろう。そうで

あるがゆえに、ジーベルは「主権」を「国家全体の権利と力を代表すること」と定義し、

敢えて国家器官相互の権限関係を明確にしないのである(SPP: 53, Anm. 1)。権限が明確に

なれば「相互不信」を産むかもしれない(SPP: 63-6)。むしろ、歴史的状況に応じて、「君主

権力と議会権力の相互承認」が調整され更新されてゆくことが重要なのである433。ジーベ

ルは生涯にわたって、「〔国家内の〕諸部分の相互承認」Einverständniß を繰り返し強調す

ることとなるが、その核に潜むのは「大いなる国民的家族」große nationale Familie とし

ての国家観であった434。 

 ジーベルのフランス革命史は、こうした政治・国家観を基礎として成立する435。そもそ

も、現実政治から一旦は撤退したとしても、自由派知識人たちは政治的関心を抱き続けた。

「反動」時代には直接の政治参加が望めない以上、彼らはみずからの武器である歴史叙述

によって政治的信念を告白したのである。老齢のダールマンはもはや新著をものすること

はできなかったが、その死まで「政治学講義」を続けたし、ドロイゼンの『ヨルク伝』や

『プロイセン史』はそのまま小ドイツ的統一への序曲をなした。そうした雰囲気のなかで

出版されたジーベルの『革命時代史・第一巻』も政治的歴史叙述として意図されたもので

あったし、同時代人もそのように読んだのである。「我らが歴史家〔ジーベル〕が主観を完

全に離れているとか、特定の政治的見解を差し控えているということはない。むしろ、作

品からは熱烈な立憲的信条 constitutionelle Gesinnung をたしかに聞き取ることができる」

                                                   
433 ジーベルの「主権」概念については、V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 147-9 も参照。 
434 Haferkorn も正しく指摘するように、ジーベルは Volk 概念を慣用的な意味も含めて、

文脈に応じて使い分けている（F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 48-50）。 

 ジーベルが特別な意味合いを込めるのは、Nation 概念である。Nation 概念については、

後註 498 を参照せよ。 
435 V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 199ff., T. Kohlen, Heinrich von Sybel, S. 237-45 は、『革

命時代史』の基本的な流れを丁寧にまとめている。 
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（ホイザー）436。 

 「相互承認」と「調和」を国家の原理とみるジーベルは、革命を「緊急手段」としての

み是認する(SKS, 1: 370-1)437。そもそも、「あらゆる革命」は「人倫の義務の破壊」を意味

するがゆえに、「有害で唾棄すべきもの」である。なにより「革命」は「民族の自然な発展

における跳躍」であり、歴史的生成の原理に反している。国家は支配者個人の意志を超え

る「高次の諸法則」にもとづくのであり、この意味で国家の根源と「あらゆる真の政治の

唯一の基礎」は「神による設立」にある。だが、「人倫の義務」は被治者を拘束するばかり

ではない、統治者もまたしかり。統治者は、被治者の「正当で必然的な要求を見つけ出し、

政府の側から計画的な賢慮と不可欠の活力をもって、この要求を充足」せねばならない

(SDS: 80)。「真の改革」というべきものである。統治者が「真の改革」をなおざりにするな

らば、民族の「自然な発展」は「完全に」遮断されてしまうだろう。このように統治者の

側で「人倫の義務」が放棄された場合にのみ、「革命」は道徳的非難を免れうる。「革命」

や「征服」といった「既存の権利」の否定行為は、「自己保存の義務」によってのみ正当化

されうるのである(SGR, 2: 12-3)。 

したがって、フランス革命にも当初は、「緊急手段」として正当化されうる余地があった

438。少なくとも、フランス革命の暴力性を弾劾するだけでは、「人間本性の消しがたい欲求」

を見逃すこととなる。ジーベルはそのように論ずる。なぜなら、フランス革命の目指した

「目標」は「中世の崩壊以来」諸国民が目指してきたもの、いわば普遍的な価値をもつ「目

標」だったからである(SGR, 2: 4-6)。「みせかけの権威の除去、あらゆる恣意的紐帯の解消、

あらゆる不自然な制約の撤廃」。「産業」の発展や「商業」の興隆、さらには「動産」の価

値の増大といった経済構造の変動によって、中世の「封建国家」Feudalstaat を支えた条件

は完全に消滅していた(SPP: 36-8)。中世国家は、「人倫文化」（「所与の状態」）に適合した

がゆえに実体的な秩序として機能した。だが、「人倫文化」が三百年来の変動――コロンブ

スによる新大陸の発見、宗教改革、啓蒙思想の登場――によって完全に変質したにもかか

わらず、「封建国家」の残滓である特権だけが依然として残っている。それは、まさしく形

                                                   
436 L. Häusser, Rezension zu: H. v. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit. in: ders., 

Gesammelte Schriften. Bd. 2, S. 531. 

 また、『革命時代史』に対する同時代的評価については、後註 443 を参照せよ。 
437 ジーベルの「革命」観については、F. Haferkorn, Soziale Vorstellunegen, S. 198-206

が適切に要約している。 
438 ジーベルによれば、三部会における第三身分議員の国民議会設立宣言、すなわち「独力

による」「立法権」の宣言に限って言えば、許容範囲内であった(SGR, 1: 10-2)。たしかにこ

の行動は「簒奪」そのものであり、「革命」であった。だが、次節で詳しく論じるように、

当時、旧体制は完全な「腐敗」状態にあったのである。なおかつ、第三身分議員に「不法」

か「政治的死」かのいずれかを迫った失政の責任を、ジーベルは政府側に帰している。つ

まり、政府は「不明」と「無為」のためにみずから「殲滅的攻撃」を招いてしまったので

ある。 
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骸化した「形式」による支配である439。国制と「人倫文化」の相互作用を強調するジーベ

ルにとって、それは倒錯した事態以外のなにものでもない。この意味において、フランス

革命とは「新時代のはじまり」などではなく、「三百年前にはじまった世界史的過程」

Weltprozess の帰結にちがいなかったのだ。 

 それゆえ「啓蒙」思想、すなわち「公論による批判」にも、「世界史的功績」が認められ

ねばならない(SGR, 1: XXVIII-IX)。啓蒙思想は、単に一部の文士や哲学者による急進的な

教説をはるかに超えた、価値の大転換を意味している。中世においてあらゆる価値を統制

した教会権威の動揺に伴って「全人間の状態が動揺」した後、「自然」・「物質状態の発展」・

「人間の内なる神の似姿」・「人間精神の尊厳と価値」が発見されたのである。たしかに既

成の体制や権威を攻撃するという「破壊的」な側面や軽薄な面もあった。だが、ジーベル

によれば「十八世紀啓蒙」の皮相さを批判するだけでは不十分である。「啓蒙」の「世界史

的功績」を捉えたことにはならない(SGR, 2: 6-7)。「現実主義的かつ実践的衝動」に満たさ

れた啓蒙思想は、はじめて世界を「人間的」human なものにしたのだから440。それは十八

世紀以前の「耐え難い野蛮」（「非人間的時代」）と比較すれば、すぐわかることだ。 

 たとえ「革命」が不正であろうとも、中世社会の遺物にしがみつく「封建主義」のほう

がはるかに性質が悪い。旧体制下の「封建的権利の体系」こそ、「濫用ではなく、その存在

そのものによって」民を困窮に追い込み、「国庫の破綻」・「君主政の無力と粗雑さ」・「外国

への屈服」を招いた元凶にほかならない(SGR, 1: 23-7)。十八世紀欧州の歴史は、「封建制否

定」の歴史なのであり、「封建制の廃止は、ルイ十三世の死から三部会召集に至るまで、フ

ランスの政治生活の酵母」でありつづけた。そのため、封建的特権に決定的な打撃を与え

た八月四日決議の歴史的意義を、ジーベルは高らかに宣言するのだ(SGR, 1: 27-30)。 

 

八月四日の国民議会は、恒久的国益と国民的発展の偉大な諸法則を味方につけた。決議

は偉大なマニフェストだった。それによって国民議会は国民の正統な諸要求を要約し、

民族のあらゆる真の欲求と希望の先頭に立ったのである。〔中略〕新しきものを多様に

形成してゆくなかで不正なものを自発的に選び取ってしまったとき、はじめて国民議会

の弱点が現れてくる。国民議会がその際に創造したものは、とっくの昔に破壊の運命に

                                                   
439 「封建国家」の存立基盤が失われたにもかかわらず、「封建国家」の再興を目指す「キ

リスト教的ゲルマン的国家論」を、ジーベルは一貫して攻撃する(SPP: 33ff., SKS, 1: 362-4, 

388ff.)。また、この問題については V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 118-26, F. Haferkorn, 

Soziale Vorstellungen, S. 77-9 が詳しい。 
440 ジーベルは「現代の最善の勢力」を、十八世紀にはじまる「啓蒙」思想の発展形として、

その後も高く評価している。たしかに、十八世紀の「啓蒙」には「ある程度の一面性」が

あったことは否めないが、「革命時代の嵐」を通じて「激しい精神」は「純化」された。「批

判と進歩衝動」はより「公正かつ洞察力に満ちた」ものとなった。十八世紀の「啓蒙」が

「革命的」であったの比して、十九世紀のそれは「伝統の価値」を知り、より「改革」志

向になったとされる(SDS: 81-2)。 
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ゆだねられてしまった。だが、八月四日に獲得されたものは、今後のあらゆる時代のも

のとなった。それはすなわち、労働の自由、法の下での平等、国家の統一性である。（『革

命時代史・第一巻』）(SGR, 1: 29) 

 

たしかに八月四日決議はミラボーの言うように「興奮の眩暈」だったのかもしれない。議

会は拙速を犯したのかもしれないし、個別の誤りは後世の「危険な模範」となってしまっ

たのかもしれない441。それでも、国民議会の示した「愛国的認識」と、「封建主義」克服の

「偉大なマニフェスト」に対する正当な評価を、ジーベルは求めるのである。 

 しかし、八月四日決議によって「三百年前にはじまった〔「封建制」否定の〕世界史的過

程」を完成させたかにみえたフランス革命の運命は、その後、暗転する。大陸の啓蒙絶対

主義が身分制的な特権を攻撃する一方で、秩序にも配慮したのに対して、フランス革命は

「あらゆる道徳法則」に対して宣戦布告し、秩序そのものを破壊する方向へと向かってゆ

く(SGR, 2: 7-9)442。破壊と専制の連鎖はついには「我々の民族生活の要求」とは相容れぬ

「軍事国家」に行き着かざるをえなかった。これまでみてきたように、フランス革命の「目

標」を普遍的なものとして評価する一方で、実現手段や帰結を否定する論法は、自由派の

歴史家たちに共通するものであった。ダールマンが「善き国制」たる立憲君主政の実現を、

ドロイゼンが「一般的公民制」の樹立へのこころみをフランス革命にみたように、ジーベ

ルは「封建主義」の克服と「人倫文化」に適合した国制変革の可能性をそこにみる。そし

て、フランス革命は失敗したのである。この意味で、重厚長大なジーベルの革命史叙述は、

自由派革命史論の伝統の到達点たりえた。だが、ジーベルの革命史を卓越したものに、革

命史学全体のなかでも意義ある作品としたのは、単に詳細な叙述だけではなかった。ダー

ルマンやドロイゼンの革命史叙述が三月前期という時代の刻印をおびていたように、ジー

ベルの叙述もまた三月革命という動乱の刻印をおびるのである。 

 

(3)「社会」の発見と歴史叙述 

 『革命時代史』が三月前期以来の革命史論の総括、あるいは到達点であったとしても、

それだけで同時代にあたえた圧倒的な衝撃を理解することはできない。ジーベルの友人で

歴史家のバウムガルテンによれば、『革命時代史』の登場とともに、「我々は〔革命史の〕

諸々の最重要論点についてそれ以前とはまったく異なるように判断せねばならな」くなっ

たという（「フランス革命論について」）443。第一巻出版直後、すでにホイザーはジーベル

                                                   
441 この点で十分の一税廃止は、「歴史的必然性」を伴わない「不法で恣意的な攻撃」であ

り、「教会への敵視と国際法の軽視」であったと批判されている。 
442 ジーベルは三月前期においてすでに、「実践・忍耐・行動」を旨とする「立憲派」と「一

七八九年と一七九三年の教説」を対置している(SPP: 76)。また、三月前期におけるバーク

に対する好意的評価からもフランス革命批判が垣間見える。 
443 H. Baumgarten, Zur Beurtheilung der französischen Revolution. in: ders., 
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の作品が革命史学全体の画期となることを予感していた。さらに、『革命時代史』は本場フ

ランスの革命史学にも大きな影響をおよぼすこととなる。 

 文書館に所蔵された未公刊史料の利用とランケ直伝の史料批判が高評価の一因であった

ことは、疑いない。ジーベルはフランスの国家文書館において、「一七九三年の埃」にまみ

れた公安委員会の行政文書をはじめてひもといたのである(SVAb: 365-6)。そして、皮肉に

も原史料への扉を開くことによって、ドイツ知識人による革命史叙述の活況は終わりのは

じまりをむかえることとなる。これまでみてきたように、ジーベル以前の革命史家は――

ドイツ人か、フランス人かにかかわらず――史料面でほぼ同じ土俵に立っていた。利用可

能な史料はほとんど雑誌・新聞・回想録などの公刊史料に限られていたからである。その

ため、フランスの革命史家たちが自国の文書館を利用し、組織的に史料発掘につとめるよ

うになると、他国の革命史家たちはどうしても後塵を拝さざるを得なくなる444。それと同

時に革命史論そのものが、歴史学研究の一部門へと収束――無論、現在に至るまで政治性

から脱却していないとはいえ――してゆくのである。 

 だが、ジーベルの革命史の神髄はより深いところに求められねばならない。それは斬新

な問題設定である。むしろ、原史料の利用はこの新規な問題関心に即した歴史叙述を達成

するための手段とみるべきである。ドロイゼンが礼状で述べたように、ジーベルは原史料

を駆使することで、革命史の「表面の大混乱の下に深く隠れて動くもの」を描きだすのだ。 

 ジーベルによれば、フランス革命史のメカニズムは内政と外交の連動にほかならない

(SGR, 2: 12-3)。 

 

国家がその本質に従って征服に乗り出すやいなや、ますます革命的にもなってゆく。あ

らゆる対外的な義務の拘束力を否定する者は、国内でも権利を尊重しないのである。国

内でまさしく反乱と暴力の権利を維持する者は、対外関係にも剣の刃を押し当てるだろ

う。古代ローマが世界支配へと乗り出したとき、即座に公共広場はデマゴーグに占拠さ

れた。逆に革命期を通じて、権力を掌握したにもかかわらず、即座に広範囲にわたる攻

撃を考えないような党派は存在しなかった。（『革命時代史・第二巻』）(SGR, 2: 12-3) 

 

つまり、「既存の権利」（「形式的な法」）の否定である「革命」（内政）と「征服」（外交）

は連動し、かつ相互作用をおよぼしあうのである。ジーベルは片方がもう片方を一方的に

規定する決定論を拒絶する。ジーベルによれば、「自由の十字軍」論――列強の「陰謀」に

対する抵抗運動としての革命戦争――は非歴史的な神話にすぎない。そしてさらに重要な

                                                                                                                                                     

Historische und politische Aufsätze und Reden. Straßburg 1894, S. 326. 

『革命時代史』への同時代的反応については(SVAb: 61ff.), V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 

213-8 が詳しい。 
444 前川貞次郎『フランス革命史研究：史学史的研究』創文社、一九五六年、第六、七章。 
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ことに、この「革命」の破壊力の秘密を、ジーベルは当時の「社会」Gesellschaft の状態、

あるいは「社会問題」soc[z]iale Frage に求めるのである。革命戦争中の外交関係の解明に

は未公刊の外交文書の緻密な分析が不可欠であった445。革命前後の「社会」状態の理解す

るためには、公刊史料に現れない「社会」の肉声に耳をかたむける必要があった。 

 ジーベルによる「社会問題」への着目は、同時代の精神をよく反映している。それは、「社

会」の発見とでもいうべき知的風潮である446。三月革命後、それまで自律性を認められて

いなかった「社会」の領域が、知識人――ローレンツ・シュタイン、アーレンス、小フィ

ヒテ、リール、ロベルト・フォン・モール、トライチュケなど――の関心を集めるように

なる。彼らは「人民主権」論のもとで理念的な「民主政」を夢想した青年ヘーゲル派や、

労働者階級による「社会革命」を唱えたマルクスやエンゲルスとは一線を画している。青

年ヘーゲル派やマルクス主義者がフランス社会主義・共産主義から大きな影響を受け、急

進的な政治姿勢と不可分であったのに対して、三月後期の新進知識人たちの政治的立場は、

保守派から自由派まで多様であった。共通するのは、今後は「社会問題」、あるいは「社会」

の自律性を前提すること無くして諸学を論ずることができないという意識である。 

 無論、「社会問題」や「社会」といった概念が三月前期に存在しなかったわけではない447。

亡命生活を通じて、サン・シモンやフーリエの社会主義を受容した急進派知識人はもちろ

ん、自由派知識人にとっても「社会問題」や「社会」概念は周知のものであった。ヘーゲ

ルはすでに先駆的に「市民社会」概念を提示し、内在的欠陥（「賤民」）除去のための社会

政策を論じていた。ドロイゼンも「政治的なるもの」と区別された「社会的なるもの」を

認識していた。諸要因――生活水準向上による人口増加、農民解放や営業令による身分制

                                                   
445 ジーベルの『革命時代史』自体が膨大な分量であるため、本稿では問題設定上、外交史

的な論点分析は断念せざるを得ない。そのため、外交史的議論はフランス革命の展開に関

連する限りで扱うこととする。T. Kohlen, Heinrich von Sybel, S. 246ff.は、『革命時代史』

における外交的議論の重要性を手際よく紹介している。 
446 この一八五〇年代の知的変動については、E. Pankoke, Sociale Bewegung, sociale 

Frage, sociale Politik: Grundfragen der deutschen “Socialwissenschaft” im 19. 

Jahrhundert. Stuttgart 1970, A. Lees, Revolution and Reflection: Intellectual Change in 

Germany during the 1850's. The Harg 1974 が同時代背景も含めて見事な叙述を提供して

くれる。 
447 W. Conze, Vom "Pöbel" zum "Proletariat": Sozialgeschichtliche Voraussetzungen für 

den Sozialismus in Deutschland. in: H-U Wehler (Hg.), Moderne deutsche 

Sozialgeschichte. 3. Aufl. Köln, Berlin 1970 がこの問題に関して、広い展望を示す。 

但し、Conze が例として引き合いに出す思想家の選択は、やや恣意的であるように思え

る。例えば、当時のドイツ社会が圧倒的に農業社会だったことを鑑みれば、ハーコルトの

ようなラインラントの思想家を自由派の代表格として適当かどうか。以下でみるように、

最も有名なドイツ自由派論客であるダールマンは「社会問題」に終生、ほとんど関心を示

さなかった。また、ヴェルカーやロテックといったバーデン自由派が「大量貧困」を認知

していたとしても、その解決策は「中間層」を主体とする無階級政治社会の思考枠組から

生まれてきたものとみるべきだろう（南直人「ドイツ自由主義の社会観と手工業者問題」

一二頁以下、一九頁以下、玉井克哉「ドイツ法治国思想の歴史的構造（三）」一二～二六頁）。 
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的規制の緩和、工業の未発達――の連動による失業者の増大、「大量貧困」Pauperismus の

危機的状況、一八四〇年代の食糧危機は、自由派・保守派を問わず「社会問題」に目を向

けさせた。とりわけ、ラインラントなどの先進工業の知識人（ハーコルトやハンゼマン）

は敏感だった。 

 だが、三月前期の知識人はあくまでも「中間層」主体の政治社会を前提とする点で、三

月後期とは異なっていた。実際に「社会問題」や「大量貧困」の解決策として彼らが掲げ

たのは、ツンフト改革や協会運動を通じた労働者の組織化であった。つまり、階級社会化

を前提としたのは、ハンゼマンやハーコルトのような経済先進地帯の知識人に限られてい

たのである。これに対して自由派の多くは「プロレタリアート」化した人々（「賤民」）を

「中間層」に底上げすることを目指したのである。「社会」概念や「大量貧困」の事態を認

識していたドロイゼンも、「一般公民制」を通じた「国民」統合によって問題を解決できる

とみていた(DrH, 2: 256)。 

 それゆえ、手工業者や労働者が完全に政治化し、自律的な政治運動を開始した三月革命

の衝撃は大きかった。実際には、下層民の政治運動は社会主義や共産主義の教説に影響さ

れたものではなかった448。彼らの掲げた目標も階級社会化とは真っ向から衝突するものだ

った。だが、政治化の事実そのものが、左右を問わず知識人たちに「社会」の自律性を意

識させたのである449。例えば、ロベルト・フォン・モールは三月革命後、自律的な「社会

学」の必要性を説くようになった。三月後期に登場した知識人たちはもはや「社会」や「社

会問題」の重要性から目を逸らすことはできなかった。それはすでに不可欠の前提となっ

ていたのである。 

 こうした知的風潮は同時代の歴史叙述にも色濃く影を落としている。たとえば、ロッシ

ャーやクニースによって提唱された歴史学派経済学は古典派経済学から脱して、経済とい

う「社会」現象の歴史的な分析をこころみる。政治現象にとどまらず、社会経済や文化も

含めた社会構造を捉えようとする野心的な著作、自由派の史論家ビーダーマンによる『十

八世紀のドイツ』（第一巻初版、一八五四年）を忘れてはなるまい。三月前期においてすで

に政治史の絶対優位に批判的だったドロイゼンは、一八五七年の『史学論講義』において

歴史学派経済学や同書を高く評価している。とりわけ、ビーダーマンの大著は、ひとつの

時代の総体的な構造をあつかう新分野、「文化史」Kulturgeschichte の代表例として挙げら

                                                   
448 谷口健治「一八四八年革命期の手工業者運動」（『ドイツ手工業の構造転換：「古き手工

業」から三月前期へ』昭和堂、二〇〇一年、所収）、 
449 無論、ダールマンのように「賤民」への忌避感を倍加させた者もいた。「大衆、とりわ

け第四身分はどうしようもない。もし大衆が、公論に働きかける代わりに、みずから政権

を取るようなことがあれば、政情はたちまち独裁と多数者の支配との間をゆれうごくこと

となろう」(Nr. 115, an Gervinus, 24. 12. 1852. in: DaBW, 2: 342)。 

ダールマンが「第四身分」を一貫して忌避したというハンゼンの指摘は正しい（ハンゼ

ン「ダールマン」四二～三頁）。 
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れるのである(DrH, 1: 348-9, 380-1)。「文化史は、個別の人倫的領域の形成・生成の要約的

考察――個別分野の歴史の名でよばれているもの――とは明確に異なっている。文化史は

人間世界、この進歩的運動――この主体こそ、人類という巨大な自我にほかならない――

を内容とするだろう」。ヤーコプ・ブルクハルトによる『ルネサンスの文化』（一八六〇年）

の登場はまもなくであった450。 

 そしてフランス革命史論に関しても、先駆的な知識人たちは一八四八年革命前後から、

「社会」状態の分析を前面に押し出すようになる。三月革命直前にはフランスの社会主義

者ルイ・ブランによる『フランス革命史』（一八四七～六二年）、革命直後にはローレンツ・

シュタインによる『フランスの社会運動の歴史』（一八五〇年）が、「社会問題」中心の革

命史叙述を目指した。特にシュタインの作品は、一七八九年の革命から二月革命までを一

貫して「社会革命」の歴史として再構成した。だが、残念なことに彼は専門の歴史家では

なかったため、自由派知識人からの反響は芳しくなかった451。さらに、ジーベルの『革命

時代史・第一巻』出版の二年後には、旧体制期から革命期までの社会構造を「中央集権化」

という連続性の観点から分析した名著、トクヴィルの『旧体制と革命』（一八五五年）が陽

の目を見ることとなる。ジーベルがフランス革命史に取り組んだのは、このような時代だ

った。 

 多くの自由派知識人と同様、三月前期のジーベルも「社会」や「社会問題」といった問

題の存在を認識していた。すでにみたように、ラインラント出身のジーベルは「現代」を

「有産者」と「無産者」との対立の時代として捉えていた。また、国制をつねに同時代の

社会構造（「人倫文化」）と連関させて把握する彼は、旧来の「政体論」的政治学に飽き足

らなかった452。「国制の諸部分は、その基礎から分離されえ」ず、「政体と民族状態の間に

は全方向的相互作用が生じる」からである453。ジーベルによれば、「政治学」の今後の課題

                                                   
450 A. Momigliano, Einleitung zu Jacob Burckhardts Griechischer Kulturgeschichte. in: 

ders., Ausgewählte Schriften. Bd. 3, S. 183-8 は、ブルクハルトを同時代のローマ史家、テ

オドール・モムゼンと並んで、古典文献学の「古事学」的伝統――通史的発展ではなく、

横断的歴史叙述を旨とする――の正嫡として捉えている。この点からすると、ビーダーマ

ンの叙述もまた、「古事学」的である。三月後期における横断的歴史叙述の登場という主題

に関しては、別稿を期したい。 
451 ローレンツ・シュタインのフランス革命観については、H. Möller, Lorenz von Steins 

Interpretation der französischen Revolution von 1789. in: Der Staat. Bd. 18 (1979)が、彼

の史論家としての性格については、ディルク・ブラシウス「ローレンツ・フォン・シュタ

イン」（『ドイツの歴史家・第一巻』所収）が優れている。 ただし、Möller の議論は、三月

前期ドイツのフランス革命史論の伝統をほとんど考慮していないので、シュタインの位置

づけはやや偏っている。 
452 H. v. Sybel, Verhältniß unserer Universitäten zum öffentlichen Leben, S. 13-5. 
453 F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 72-4 は、ジーベルの「社会」Gesellschaft 概

念の用法を分類しているが、ジーベルが国制の基礎となるべき「社会状態」（「人倫文化」）

という用法と、いわゆる「近代市民社会」としての用法を区別したという説には賛同でき

ない。ジーベルは現代の概念史研究とは異なり、「社会」概念が歴史的に生成したものとは
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は、「住人の物質的・精神的状態と国家」との関係や、「有産者が無産者に負う義務」の探

求にあるのである。ジーベルは、「現代」の学問の重心を「国家と社会・所有、国家と宗教・

陶冶との関係」のうちに見た。 

 だが、一方でジーベルは「社会問題」の積極的な解決策については言及していない(SPP: 

80-2)。若者の間で「愛国的・立憲的献身」にかわって「社会主義的・共産主義的傾向」が

強まってきていることを、「共産主義の蠢動の世界史的理由、すなわちプロレタリアートの

恐るべき貧困が日々増している」ことを、ジーベルは理解している454。それでも学問的・

政策的対応の必要性をわずかに示唆するのみである。 

 

というのも、プロレタリアートや、プロレタリアートに関心を抱く者に以下のことを確

信させることだけが重要であるからだ。すなわち、今日の共産主義の教説自体が迅速か

つ確実に自滅するだろうということ、また、彼らの救いは私有財産と貨幣流通の否定で

はなく、〔経済〕発展のうちにのみ見出しうるということを。〔中略〕ひとつだけ〔現状

打破の〕方法がある。それは政治的権利の付与によって、市民層を国家権力に強く結び

つけることである。それによって、それによってのみ、市民層は完全なかたちで、かの

共産主義的傾向に対して自然な対抗関係に立ちうるのだ。それによってのみ、精神的な

活力は創造されうるのだ。その活力こそ、社会状態の健全な考察において、公論を堅持

することができるだろう。（『ラインラントの政治的諸党派』）(SPP: 81-2) 

 

いかに「政治的急進派」や「共産主義的傾向」が強力であろうとも、「人倫文化」の大勢を

代表する「市民層」（「有産者」）に「政治的権利」を与えることが先決なのだ455。 

                                                                                                                                                     

みていない。むしろ、どの時代にも国制の基礎となる「社会」（「人倫文化」）が存在するの

であり、その属性が「土地所有」を基盤とする身分制社会から、「動産」と「貨幣」が支配

する「近代市民社会」へと変わったと捉えるのである。 
454 三月前期のジーベルの「社会問題」観については、F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, 

S. 116-129 が詳細に論及している。特に、ジーベルが当時、読んでいたと確定されうる社

会主義文献の列挙（ebd., S. 116-7）は有用である。 
455 「封建主義」に対して「営業の自由」（「市民的・経済的自由」）を擁護する姿勢は、ジ

ーベルの思想を一貫するものであった(SKS, 1: 541ff., 544-6)。「経済世界におけるすべてが、

自由な運動と活発なコミュニケーションを目指している。貨幣は土地よりも強力になり、

信用は貨幣よりも強力となる」(SDS: 82-3)。とりわけ、一八六〇年前後までのジーベルは、

経済発展による「社会問題」の自然解消を主張している(SDS: 284)。手工業者の窮乏問題は

過渡期特有の現象と考えられたのである（F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 130-5）。 

フランス革命との関連においても、事情はかわらない。本節(2)で述べたように、ジーベ

ルは八月四日決議がもたらした「労働の自由」を高く評価していた。「一七八九年の偉大な

原理」は、「労働と所有の自由」、「あらゆる労働者および所有権者への国家保護の平等」で

あり、これらは八月四日決議をはじめとする「自由放任」（「自由競争」）のための立法で完

成していたのである(SGR, 1: 186-7)。この原理こそ、「窮乏化」と「非道徳化」を帰結する

「封建国家の諸原理」の正反対にほかならなかった。「一七八九年の偉大な原理」からの逸



 209 

 「人倫文化」を代表する「有産者」を「政治的支配」の担い手とする見解を、ジーベル

は終生維持した。この点をよくあらわすのが、晩年まで一貫した普通選挙批判と、その裏

返しとしての制限選挙支持の姿勢である(SPP: 49-51, 78, SBR, 1: 295-6)456。ジーベルは「無

産者」、あるいは「プロレタリアート」の政治への侵入を断固として退ける。三月革命中、

カッセル邦議会議員として活動したときも、普通選挙法導入を主張する急進派に対して論

戦を挑み、制限選挙を勝ち取っている。「有産者」の重要性を強調するジーベルに対して、

「賤民」が一部暴徒化して、自宅に投石を加えたのはこのときである。政治化する「プロ

レタリアート」に直面して、ジーベルは年来の主張を新たにしたにちがいなかった457。 

 繰り返すように、当時の暴徒が実際に「共産主義的傾向」に毒されていたというわけで

はない。「賤民」を煽動する一部の運動家がそうした教説を奉じていたとしても、暴徒は後

の社会主義運動や労働運動と異なり、組織化されていなかった。だが、ジーベルは三月革

命の経験のうちに「共産主義的傾向」の恐ろしさを感じ取ったのである458。そして、この

体験がジーベルを革命史の探求へと、原史料収集の旅へと駆立てる。晩年のジーベルの回

想は、革命史への長きにわたる沈潜の動機をあますところなく物語っている。 

 

よく知られているように、当時〔三月革命〕の熱狂はあらゆる党派傾向をごた混ぜにし

た。したがって急進派は多くの共産主義的要素と結合した。そこで、小論かパンフレッ

トの類を通じて、フランス大革命が共産主義的傾向によって当の下層階級をどれほどの

困窮に追いやったか、民衆に語りかけようと私は思い立った。この困窮については、あ

らゆる文献からよく知っていた。困窮の諸原因に関しては、所有権への軽視とその帰結

をめぐるバークの重厚な議論を読んでいた459。だから、一七九三年は一八四八年よりも

おそらくもっと悪い状態だったろうと考えたのだ。しかし、小冊子執筆のために具体的

                                                                                                                                                     

脱は、「君主、貴族、資本家、プロレタリアート」のいずれの側からであっても、許されな

い。営業の自由や「自由競争」に対する原理的な支持は、ジーベルの思想を一貫している(SGR, 

1: 213ff., 440ff.)。 

ただし、ジーベルは自由放任を是とする古典派経済学、あるいは「マンチェスター主義」

の立場に固執するわけではない。階級社会化を見通す一方で、普遍身分的な「市民」概念

を堅持したように、ここでもジーベルはみずからの国家観を経由して、「自由放任」を修正

するのである。この点については、本章第三節(3)を参照せよ。 
456 F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 109, H. Seier, Die Staatsidee H. v. Sybels, S. 

57-8. 
457 三月革命期のジーベルの政治活動については、V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 167-94

を参照。 
458 後年の『ヴィルヘルム一世によるドイツ帝国建国史』においても、契機としての三月革

命が強調されている。ジーベルによれば、ドイツにおける「産業」発展の始点は関税同盟

結成であるが、三月前期において「社会問題」に着目した知識人は、マルクスやエンゲル

スら少数に限られていた。だが、「三月革命において、共和派は非常に強力に社会主義的要

素をもって貫徹した」(SBR, 7: 116-7)。 
459 H. v. Sybel, Edmund Burke und die französische Revolution, S. 21-3. 
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な史料を探す段となるや、暴力的な転覆のこの側面がいたるところでほとんど無視され

ていることがわかった。トゥーロンジョンやベルトラン、ミニェやティエールはおろか、

ビュシェやルーの作品でもまったく触れられていなかった。〔中略〕これらすべてによ

って、自分の問題関心はより一層刺激された。そうして、可能ならばこの問題を原史料

によって基礎づけようと決心したのである。二十年以上にもわたる研究の第一歩を踏み

出したなどと、そのときは思いもしなかった。（「在パリ研究」）(SVAb: 362-3) 

 

第二節：「社会革命」としてのフランス革命 

(1)「社会問題」：通奏低音 

 ジーベルはフランス革命を「社会革命」sociale Revolutionとして理解する(SGR, 1: 184-5)。

当時の通説は、十八世紀を「政治革命」の時代、十九世紀を「社会革命」の時代として整

理していた。また、「フランスの社会運動」の起源をバブーフに求める見解も存在した。ジ

ーベルは、これらを退ける。むしろ、「現代社会主義」の諸潮流はすでにフランス革命に現

れていた。フランス革命のときには、「全所有の国家への譲渡」を主張する「本来の共産主

義者」に加えて、私有財産を承認しつつも国家にそれらを利用する「間接手段」を与える

という思想も存在していたのだから。十九世紀に特有なものは、「体系の理論的証明と哲学

的装飾」だけである。このようにジーベルは「社会問題」をフランス革命の通奏低音と見

定めた上で、その自律的な展開を跡づけてゆく。 

 興味ぶかいことに、ジーベルは「社会問題」を産業社会特有の現象とはみなさない。「社

会問題」は旧体制の身分制社会にも存在したのである。個々の政権担当者の政策や「改革

精神の根本定理」のうちにではなく、「封建国家」の構造のうちにこそ革命急進化の淵源は

ある。 

 

革命急進化の原因がフランスの人倫状態の内に、いわば封建的かつ保守的な旧フランス

の人倫状態の内に潜んでいたことは、あまりにも明白である。フランスで自由の嵐があ

らゆる既成のものを破壊したといっても、驚く必要はない。というのも、ここではすで

に数世代以来、あらゆるものが人倫の核心に至るまで、腐りかけ、病んでいたのだから。

フランソワ一世からルイ十五世までの宮廷生活が上級身分を骨の髄まで非道徳化して

いた。同時に中間層は政治的権利から、したがって政治的陶冶からますます疎外されて

いた。民衆の大半は絶えず蝕む飢えと労苦に抑圧されていた。それは、誇張無しにビザ

ンツ帝国に比肩しうる状態だった。〔後略〕（『革命時代史・第二巻』(SGR, 2: 9-10) 

 

こうして、トクヴィルやテーヌと同様、フランス革命の性格を規定した主要因として、「封

建的かつ保守的な旧フランス」の社会構造の腐敗に焦点が当てられることとなる。 

 問題となるのが、ジーベルの「絶対君主政」に対する姿勢である。十八世紀の大陸諸国
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を規定した「絶対君主政」の歴史的意義を、ジーベルは高く評価している。「絶対君主政」

は中世国家、あるいは「封建制の本質的欠陥」に対して、「公法」的権力を打ち立てること

に成功したからである(SKS, 1: 389ff.)460。中世国家は実態としては「小規模の諸々の支配

勢力や自治体の集合体」であり、「それらは公的あるいは国民的権力によってではなく、そ

のつどの上級権力の私法的請求権によって緩く束ねられていた」だけであった(SPP: 17-9, 

SKS, 1: 379-86, SGR, 1: XVII)。端的に言えば、中世国家において、支配は「個人的かつ私

的な所有物」とみなされた。それに対して、近世以降、君主が「国家の代表者」（「国民の

器官」）(SKS, 1: 376-8)として興隆し、「封建制」の「形式的正統性」のかわりに「共通善」・

「外的目的合理性」・「集権化された国権」を政策の中心に据えたのである461。動機はどう

あれ、「絶対君主政」は「歴史的発展の権利」を有していた。無論、「現代」において、「歴

史的発展の権利」を有するのは「立憲国家」である。だが、「絶対君主政」、さらには「啓

蒙絶対主義」が「十八世紀における我々の国民生活の総和を、十九世紀における公共的発

展の基礎を築いた」ことは疑いない。個々の差異はあろうとも、ダールマンやドロイゼン

の見解とも共通した見解である。 

 そして、「国民の性質」Sinn des Volks に実によく適合していたがゆえに、フランスにお

いては、もっとも強力な「絶対君主政」が成立しえたのである(SGR, 2: 10-1)462。ジーベル

によれば、「機械的目的合理性」・「安逸」・「協働」を尊ぶ「国民の性質」は、「行政の中央

集権化」Centralisation や「専制君主」の如き権力と相性がよい。トクヴィル以前、三月前

期においてすでにジーベルは、旧体制と革命を貫く特徴としての「中央集権化」を指摘し

ていた。つまり、フランス革命は行政組織を整理したものの、行政権力自体はむしろ強大

化した。事実、フランス国民は革命を通じて選挙権を手に入れたものの、その他の点では

「政府への完全無欠の従属」状態にあるではないか。フランス人にとっての「自由」とは、

「個人の独立」ではなく「支配への参与」にほかならない。革命前は官僚への登用が唯一

の社会的上昇の途だったのに比して、現在はそこに選挙が加わっただけのちがいである463。 

 この点でルイ十四世はまさしく、「国民の性質」に適合した君主であった(SGR, 1: 

XIX-XXVI) 。「太陽王」は、「合法的に存在している〔身分制的〕国制」（「事実的な諸関係」）、

                                                   
460 H. v. Sybel, Verhältniß unserer Universitäten zum öffentlichen Leben, S. 7-8 も参照

せよ。 
461 ジーベルが、トクヴィルによって提示され、テーヌが継承した「中央集権化」テーゼを

批判するのはこの点である。つまり、「中央集権化」自体は事実であるが、トクヴィルは自

治精神の衰退を嘆くあまり、「絶対君主政」の功績をあまりにも軽視しすぎているというの

である(SKS, 3: 240ff.)。 
462 H. v. Sybel, Tories, S. 12ff. 

 この点、「中央集権化」に対するジーベルの見方をトクヴィルの影響に帰する、F. 

Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 84 の議論には、賛同できない。 
463 フランスの「国民の性質」に関するこうした見解は、後年になっても維持されている

(SVAu: 342-4)。 
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すなわち、既存の社団や特権を廃止しない代わりに、王権神授説を唱えることでみずから

を「あらゆる国法の源」としたのである。こうして「思うがままに法律を定め、税を徴収

し、文書上の権利を変更した」。「その統治の卓越性は強力だった。こうして近代国家――

未熟かつ専制的ではあったにせよ――は、封建国家の混乱と制約を超えて登場したのであ

る」。諸身分の「利己心」を抑えて「共通善」や「下級身分の保護」に配慮する、この「際

限なき専制」を、民は「恐れ、かつ崇めた」。ジーベルによれば、「人心支配の技藝の凌駕

されることなき達人」としてのルイ十四世は、「人間の情念」や「所有欲」を利用し、さら

に「恐怖と実力」をもって意のままに支配した。 

 では、なぜ、フランスの「絶対君主政」はこれほどの「国家の統一性」（「共通善」）を達

成したにもかかわらず、「近代的あるいは代表制国家」へと発展できなかったのか。その原

因はルイ十四世自身にあった。彼はあまりにも「人心支配の技藝」に熟達していたがゆえ

に、統治に「必要不可欠な法的効力と組織」の確立を怠ったのである。つまり、ルイ十四

世治下のフランスは、「極めて弱い法的根拠と乏しい機関」しかもっておらず、司法・宗教

やその他の行政についても、王自身の法的権限は限られていた。この「絶対君主政」には

「組織面において、統一性も合目的性も考えられなかった」。それは「古きものの残滓と新

しき始まりとの混合」にとどまってしまったのである464。さらに晩年の失政によって「王

権の道徳的権威」は失墜し、「聡明な専制」は単なる専制に堕してしまう。ルイ十四世の死

と同時に、「封建的諸権利への制約」は消滅する。いまやフランスは「近代的君主政への道

を最初から再び歩みはじめる」ほかなかった。しかし、「ローマ皇帝」を思わせるほどの「道

徳的失墜」に溺れるルイ十五世には無論のこと、ルイ十六世――「人間愛」と「公共精神」

                                                   
464 この点と関連するのが、「兵隊王」として名高いプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘ

ルム一世に対する評価である。フリードリヒ・ヴィルヘルム一世もルイ十四世も典型的な

「絶対君主」であるが、前者は「立憲国家」（「自由な国家」）への健全な発展をもたらし、

後者の統治は最終的に「封建主義」を克服することができなかった。ジーベルによれば、

プロイセンの場合、支配者の恣意とは独立した「官僚制」が整備されたがゆえに、「自然必

然」的に「絶対主義」からの脱却を達成することができた。逆に、いかに君主が「共通善」

を志向していようとも、制度的基盤を欠く場合、「王朝的、封建的あるいは個人的利己心」

に陥る可能性があるのである（「プロイセン絶対君主政の発展」）(SKS, 1: 524-6)。 

 ちなみにジーベルは、フリードリヒ二世の治世を「絶対主義」Absolutie から「自由な立

憲国家」への移行期とみている。たしかに統治機構の面で、大王は父王のものを継承し、

臣民に「政治的自由」を認めることもなかった。だが、出版の自由や信教の自由、あるい

は司法改革への姿勢において、「個人の精神的道徳的自由」の重要性に対する認識がよくあ

らわれているとされる(SKS, 1: 538ff.)。 

 無論、「官僚制」が君主の恣意の制限、あるいは「立憲国家」への発展にとって有用であ

ろうとも、あくまでも「個人の自由の発展と確立」のためには「政治的自由」（「代表制」）

が不可欠である(SKS, 1: 548-51)。そのため、ジーベルは復旧期のプロイセンを「穏和で善

意に満ちた絶対主義」であることを認めつつも、低い評価しか与えない。 

 F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 79-86 は、プロイセンの啓蒙絶対主義に対する

見方も含めて、ジーベルの「絶対君主政」観を分析しており、参考になる。 
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に富むが、「確固たる明快な判断力」を欠く君主――にとっても、「近代的君主政への道」

は険しいものであった(SGR, 1: XXVI-XXVII, XLVIII-XVIX)。あくまでも「絶対君主政」の

欠陥を「中間層」の政治的疎外にみたダールマンやドロイゼンと異なり、ジーベルはフラ

ンス君主政の弱点を、「封建主義」の根強さに求めている。 

 その後、「王権が権力を、封建諸身分が権利を」もつ統治構造は、啓蒙思想と「公論」に

よる「権威の否定」の格好の標的となる(SGR, 1: XXIX-XXXI)。「全フランス国法中、ひと

つとして否定されないものはなかった」。漸進的な「改善」の可能性がみこめない以上、文

士たち――ヴォルテールや重農主義者のように「各個人の無制約の自由」を求める人々と、

ルソーや「社会主義者」のように「これまで抑圧されてきた多数者による支配」を望む人々

――は盛んに「自然権と人権」を論じはじめる。とりわけ急進思想は「市民層」以上に「宮

廷社会」に広まり、上級身分は「宮廷の無道徳というペスト」と「反体制急進派の教説」

を存分に吸い込む。王権の側にはびこる「粗野な唯物論の世界観」と「利己心と享楽心」

を、ジーベルは弾劾する。「ルイ十五世の恥ずべき治世が終わったとき、旧体制の土台はす

べての部分で抉り取られていた。王権は国王の悪徳と対外的弱体によって、封建諸身分は

内部の不和と王権との抗争によって、双方とも急進的国家論の登場によって、権威と支持

を根底から失っていたのだ」。 

 だが、フランス革命の真の要因は「大衆 Masse の力の解放」だった。膨大な『革命時代

史』を通じてジーベルが繰り返すのは、「政治理論」ではなく「大衆の情念の力」、すなわ

ち「社会問題」こそが秩序の最大の敵ということである。ジーベルは旧体制下の社会経済

状態を詳細に分析しているが、そこでは「封建国家」（「封建主義」）を「社会問題」の元凶

とする論旨が一貫している(SGR, 1: XXXII-XXXIV, XXXIX-XXXXL)。逆に言えば、経済的

自由が「億万長者とプロレタリアートの対立」を生むという「封建主義者」と「社会主義

者」の主張は誤りである。すでにジーベルが三月前期に主張していたように、「封建主義」

の克服と「有産者」の政治参加こそが危機を打開する鍵となるのだから。 

 したがって、「封建主義」が根強く残存している旧体制フランスの「社会」状態が暗黒時

代の様相を呈したとしても、不思議ではない。農村には「中間層」Mittelclasse が欠如し、

富裕な領主と小農への二極分化が支配的となる(SGR, 1: XXXIV-XXXVIII)。「すべての享楽

が富裕者に流れ込み、すべての負担が貧者に押し付けられる共同体」において、領主と農

民の利害は分裂し、「極めて緊密な関係を保ちあうはずの両身分の間には、まったく共通の

ものがなかった。教育・利益・享受の面で異なる地域の住民のように、こちらは軽蔑をも

って、あちらは怒りをもってお互いに対峙していた」。都市においても事情は変わらない。

つまり、都市の行政を握るのは「事実上完全に閉鎖的な」富裕者であり、そこでは「弛緩

した利己的な精神」が蔓延する(SGR, 1: XL)。産業と商業は「極めて厳格なツンフト規制」

に拘束され、「君主政版社会主義の教説」の如くだった。「ツンフト規制」という「手工業

の貴族制」に従わないかぎり、いかに有能な人物も「永遠の従属」を強いられる。政府に
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よる重商主義政策、すなわち「私的取引」への介入は圧迫的となり、産業も「自然の受容

と能力ではなく」、「人工的で貴族制的な転回」を示した(SGR, 1: XLIII-XLIV)465。さらに

ルイ十六世治下における租税負担の不平等、著しい財政難、貧者に厳しい支出配分が圧し

掛かる。 

 「王権は特権身分と社団以外に、平和な国家統治のための法的機関を全くもたなかった」

がゆえに、高等法院の抵抗に遭って消耗してゆく。そして「物理的権力」の手段である「金

銭」は尽き、最終手段たる軍隊も「一般的な解体過程」に呑み込まれることとなる(SGR, 1: 

LV-LVIX)。ここでも「封建主義」と「貴族制」が原因となる。つまり、フランスの軍隊は

他の分野同様に「組織化」されておらず、将校団と一般兵卒との間には身分制的障壁が存

在したのである。将校団はみずからを「巨大な貴族政の一部」とみなし、「あらゆる分野で

国王と支配を分かち合」うために服従拒否をはじめる。一般兵卒は「耐え難い奴隷制から

の解放」を目指し、「民衆運動」に身をゆだねるだろう。 

 このように旧体制末期の「社会」はすでにして「解体過程」にあった。 

 

したがって、旧体制はまだ革命的な言葉が発せられる以前から、内部の不和と解体によ

って否定されていた。政府はみずからの存続を保つための金銭・官僚・軍隊を剥ぎ取ら

れていたのである。封建諸身分は個々の巨大な特権をもっていたものの、政府にとって

かわるだけの組織をまったくもたなかった。公論はすぐに両者を、急進的理論によって

否定した。この公論が三部会でみずからの力のための機関を獲得するやいなや、もはや

己の意志を宣言すること、否、現状〔旧体制の解体〕の事実をただ明言するだけで事足

りたのである。旧体制はみずからの救いようのない腐敗のために崩壊した。（『革命時代

史・第一巻』）(SGR, 1: LIX) 

 

旧体制を蝕んだ「社会問題」、この「救いようのない腐敗」の原因をジーベルは残存する「封

建主義」の内に見ている。当時の膨大な支出――ルイ十五世期からナポレオン三世の治世

までの間で、旧体制期以上の支出を出したのは「恐怖政治」期のみ――を評して曰く、「封

建国家は、ここでも社会主義者のうちにその対像を見出すこととなる」。旧体制下の「社会

問題」は「封建国家」の罪に帰せられるとともに、返す刀で「現代」の「社会主義者」も

批判されるのである。 

 あとは自動的な帰結といってもよい。「貴族制的社団の利己心」を打破するために召集さ

れたはずの三部会は採決形式をめぐって紛糾し、第三身分は国民議会を宣言する(SGR, 1: 

                                                   
465 ジーベルは、関税や輸出規制による穀物価格引き下げ政策が、逆に農村・農民の利益を

害したと批判している(SGR, 1: XLIV-XLV)。こうした政策の背後には、「我々の時代の社会

主義者」の如き「民衆」Volk を「都市労働者階層」と同一視する誤謬が潜んでいるとする。 
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5-12)466。いまや「国庫は空であり、軍隊は当てにならなかった。人々はそれを知っていた。

しかし、惰性で前進していった。王は狩りに出かけた。宮廷貴族たちは、おしゃべりども

やデマゴーグたちが黙ることをただ期待だけしていた」。この意味でネッケル罷免（七月十

一日）とブルトゥイユ内閣成立は、まさしく「封建派のクーデター」にちがいなかった(SGR, 

1: 16-9)。「国家を破産に、民を貧困に引き渡した体制」をいまさら暴力で立て直そうとする、

「馬鹿げたこころみ」だった。だが、旧体制そのものがすでに崩落中であったため、逆に

バスティーユ事件を招くこととなる。これで「封建派の失墜、旧王権の敗北、軍隊の解体

は決定的となった」。「十四日の事件〔バスティーユ事件〕は、すでに新たな時代と闘争に

属している」。 

 旧体制は崩壊した。革命は成った。「封建国家の抑圧」はもはや存在しなかった。「大恐

怖」――「解き放たれ、血に餓えた無秩序のうねり」――の最中、「行政組織と軍隊は地上

から消滅していた。法律も、裁判所も、権威も存在しなかった。社会は分子レベルまで解

体した」(SGR, 1: 23-7)。いまや八月四日決議を皮切りに、フランス革命は「近代国家」建

設という大事業に乗り出すこととなる。だが、旧体制末期、すでに「急進派分子」は物価

高騰を利用することによって、「絶望してすぐにでも反応する大衆」を動員するようになっ

ていた(SGR, 1: LV-LVII)。疲弊しきった「社会」という火種はいまだくすぶりつづけてい

たのである。旧体制はおろか、欧州秩序そのものを揺るがす「社会革命」のメカニズムは、

たった今、起動したばかりだった。 

 

(2)「社会革命」のメカニズム 

 フランス革命を終始一貫して「社会革命」として捉えるジーベルは、すでに一七八九年

の人権宣言のうちに「共産主義的意義」、あるいは「社会共和国」の理想を見出している(SGR, 

1: 37-8)。ラファイエットの提出した草案において、「権利能力と法的保護の平等」は「事実

的平等の要求」へと、「より広範に政治的能力を広めてゆくことに対する政府の義務」は「気

に食わない法律に反抗し、いかなる既存の支配も排除するという個人の権限」へと歪めら

れてしまった。「全体の意志」は「個人の恣意」に、「万人に共通の理性」は「個々人の情

                                                   
466 三部会の採決方式という「最も重要な国制問題」を「諸身分の意向と不和」にゆだねた

ことは大きな失策だったと、ジーベルは見る(SGR, 1: 5-12)。頭数採決に踏み切らねば、三

部会の「実質的な目的」を逸することとなろうし、採決方式決定の「形式的権限」は政府

に属していたはずなのだから。実際に第三身分の議員も内心は不安であったため、王権が

断固たる態度をとっていれば、すぐに崩すことができたという。 

 それゆえ、国民議会成立後に提示されたネッケルの改革案は「もはや遅すぎた」のであ

り、もはや王権は最後の機会を逸していたといえよう。ジーベルによれば、個別争点にお

ける譲歩にもかかわらず、身分別採決に固執した親臨会議の改革案は「貴族のための王の

退位」であり、「フランスを特権身分の意のままにゆだねた」ものにちがいなかった(SGR, 1: 

12-4)。 

 こうした論法自体はすでにゲンツやダールマンの議論において、周知のものであった。 
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念」に従属させられることとなる。「ラファイエットは、国家のみならず、もっとも実感し

やすい不平等の根拠としての私有財産をも個々人の情念にゆだねてしまった」のである。

人権宣言草案から浮かび上がる国家とは、「大衆があらゆる固有の義務をも破棄し、立法と

行政のみならず、すべての所有権を意のままにする権限をもつ」国家、すなわち「社会共

和国の理想」にほかならない467。「人権は個々人に対する大衆の専制に帰着する」だろう。 

 草案には随所で変更が加えられたにせよ、「さらに多くの混乱と解体の種子」が追加され

たにすぎなかった(SGR, 1: 38-40)。とりわけ、ジーベルは第六条・十四条を「もっとも重

要な統治行為の創造を、個人や大衆の気まぐれな恣意にゆだねた」ものとして厳しく批判

している468。国民議会は自分たちの決定した法律や予算に市民が安心して服従すると思っ

ているが、実は直接行動に訴える権利を、さらには、議員を思うがままに廃する権利を民

衆に与えただけなのだ。また、「人間は権利において平等である」という文言は、「腐敗し

た解釈」の余地を残している。つまり、「事実上の権利関係の平準化」、すなわち「事実上

の不平等」の除去という「共産主義」の宣言として解釈されてしまう恐れがあるというの

である。こうした人権宣言の内容は、「上級身分による下級身分の搾取」とともに、「下級

身分による上級身分の抑圧」も拒否する「真の自由主義」――「個人の自由」と「共通善」

の調和を目指す――とは、相容れない。この意味で、ジーベルにとって人権宣言とは、後

の「社会革命」の原点であり、元凶であった。 

 そして、ジーベルの危惧を裏づけるかのように、革命は当初から「社会問題」をめぐる

対立を孕んでいた。デマゴーグが下層民を煽動する論法は、フランス革命を通じて、ほか

の「あらゆる革命」と変わらなかった。つまり、「反動への恐怖」と「社会問題」である(SGR, 

1: 52-4, 55-7)。当時の状況では前者は「貴族の陰謀」、後者は「パンの値上がり」を意味し

た。デマゴーグは「市民層〔「中間層」〕の暴政」を叫びたて、「民衆」Volk を街頭へと駆立

てる。ジーベルは「今日においても極めて大きな役割を果たす〔「市民層」と「民衆」、あ

るいは「有産者」と「賃金労働者」の〕対立の最初の宣言」をここにみるのである。革命

初期、この「対立」は、バイイを長とするパリ市当局とパレ・ロワイヤルとの対立に具現

化されている。ジーベルによれば、当時のパレ・ロワイヤルは「今日のあらゆる革命同様」、

                                                   
467 無論、ラファイエットが「社会共和国」を志向していたわけではないことは、ジーベル

も認めている。ラファイエットが目指していた政体が「議会主義的国制」（「民主国家」）で

あったことは、疑いない。むしろ、「みずからの行動の共産主義的意義」にまったく気づい

ていない点が、一層ジーベルを苛立たせるのである(SGR, 1: 38-9)。ジーベルがラファイエ

ットを現実政治における反面教師としてみていたことは、明らかである（この点について

は、本章第三節(1)で詳説する）。 
468 「第六条：法は一般意志の表現である。市民はすべて、自分自身で、あるいはその代表

者を通じて、その形成に協力する権利をもつ」、「第十四条：市民はすべて、自分自身で、

あるいはその代表者を通じて、公の租税の必要性を確認し、これに自主的に同意し、その

使途を注意ぶかく見守り、またその分担額、基礎、徴収および機関を定める権利を有する」。 
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「山師」と「浮浪者」に満ちた一種の「地区議会」と化していたという469。 

 こうした「社会問題」をめぐる根深い対立を何倍にも増幅させる装置が、政治クラブだ

った(SGR, 1: 96-8)。革命初期の「あらゆる公権力の不在」という状況下において、とりわ

けジャコバン・クラブは唯一「熟慮・精神・統一・活発さに満ちた事実上の権力」、「全国

最強の権力」であった。ジャコバン・クラブの影響は、能動・受動市民の垣根を越えてあ

らゆる領域に浸透していったが、「その本来的に動員可能な兵隊」は、「落ち着きのない無

産層」だった。それは「教養によって緩和されることも、財産への配慮によって妨げられ

ることもなく」、あらゆる「犠牲・危険・犯罪」を厭わず、「新しい転覆から己の地位の改

善のみを期待」している人々にちがいなかった。ジャコバン・クラブの指導者たちは、こ

うした「兵隊」の忠誠を確保するために、「情念・憎悪・虚栄心」に追従し、彼らの「飢え

と所有欲を満たす」ことに集中するだろう。「所有権の保護、個人の権利の承認、陶冶され

た社交の形成、これらすべてに反する傾向」がそこにはあった。能動市民が受動市民の暴

走を抑止していた革命初期はともかく、革命が急進化していくにつれて、受動市民の勢力

は能動市民を圧倒することとなる470。ジーベルにとって、クラブとは「社会問題」を、革

命を加速させ、「賤民による専制」を導いた大きな要因であった471。 

 ジーベルの図式は明快である。フランス革命急進化の推進者を、ジーベルは一貫して―

―時期に応じて性質に変化が生じるにせよ――「ジャコバン派」のうちに見ている。「ジャ

コバン派」こそが、権力掌握の手段として「無産層」を煽動するのだ(SGR, 1: 185ff.)。こ

こまでならば、ダールマンに代表される従来の革命史論の図式とかわりはない。ジーベル

の議論の独自性は、「ジャコバン派」が煽動の際に「社会問題」を利用したとする点にある。

                                                   
469 但し、ジーベルは一七八九年と「現代」との「本質的なちがい」も見て取っている。つ

まり、当時は「工場労働者」や「結束した労働者の群れ」は存在しないかわりに、「手工業

職人と小親方」が同じ役割を果たしたとされる。現代の労働者が「機械制」による組織化

のために、デマゴーグの煽動に抵抗力がある一方で、一旦、過激化すると沈静化が困難は

困難になった。一方で当時の群集は「政治的無知」と非組織化のため、煽動に抵抗力がな

い一方で、興奮から冷めやすい傾向があったとする。 
470 能動市民と受動市民という区別、すなわち「優遇された階層」の創出に対して、ジーベ

ルは人間の平等を掲げる人権宣言の論理と「内的矛盾」をきたすとして批判する(SGR, 1: 

92-3)。但し、こうした論理的矛盾以上にジーベルを苛立たせるのは、能動市民の財産資格

基準――四百万人ほどを創出した――が低すぎるということである。つまり、それは「普

通選挙権に対する全く取るに足らない制限」であり、「転倒した体系」になってしまってい

るというのである。「というのも、デクレは選挙権を一定の収入に結びつけた。そのことで

当時の状況下では、無産者の有産者に対する怒りを燃え立たせずにはおかなかったのだ。

だが、にもかかわらず、事実上〔財産資格基準の低さゆえに〕、大部分は政治的権利を、貧

しく餓えた者たちに与え」てしまった。 
471 この点でジーベルとほぼ同時期に「政治クラブ」の重要性に着目した個別研究として、

J. W. Zinkeisen, Der Jakobiner-Klub: Ein Beitrag zur Geschichte der Parteien und der 

politischen Sitten im Revolutions-Zeitalter. 2 Bde. Berlin 1852-3 が注目されるべきであ

る。 
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つまり「ジャコバン派」は、「自由」を「あらゆる刹那的な欲求を満足させる能力」として

恣意的に拡大解釈し、「無産層」のまなざしを「社会経済状態」へと向けさせるのである。

というのも、この領域では、「人間の抑制しきれぬ衝動・虚栄・飢え・享楽心」が支配する

からである。ジーベルによれば、政体問題は「野心という繊細な情念」を刺激するだけだ

が、革命に「噴火力」をもたらす「下層民の群れ」を突き動かすのは、より直接的な欲求

である。 

 

かつて〔「封建国家」の時代〕、国家は富裕者の所有を増大させるために利用されたが、

それとは逆に今では、国家は貧者の益に供すべしと考えられたのである。したがって、

労働の自由――所有権を得るためには万人が必要とする――のみならず、労働無しでも

万人が平等に富を享受できるよう、国家が責任をもたねばならぬとされた。したがって

国家は、一方では必要な場合にあらゆる私有財産を支配できるほどに強力でなければな

らなかったし、他方ではあらゆるプロレタリアートに願望の実現を約束するほどに権力

への門戸を広く開かねばならなかった。〔中略〕国民議会は財産の共有も共和国も拒絶

した。だが、政治的および経済的自由に関する誤った理解から、国民議会は特定の諸前

提へと誤導されてしまった。そしてそこから、民主共和国、すぐ後には社会共和国、プ

ロレタリアートの恣意的支配、したがって所有権の否定が、とどめがたい必然性をもっ

て帰結したのである。（『革命時代史・第一巻』）(SGR, 1: 187-8) 

 

国民議会自体は決して「財産の共有」や「共和国」を望んでいなかったものの、「自由に関

する誤った理解」にひきずられてしまう。実際、一七九〇年の段階ですでに「社会問題」

をめぐって「市民層」と「無産者」との間には深刻な亀裂が生じていた。国民議会による

直接税中心の税制は、間接税廃止を要求する「プロレタリアートの政治的圧力」に屈した

結果にほかならない(SGR, 1: 191ff., 202)。農村部では、没収教会財産の分け前にあずかれ

なかった貧農による「社会革命」が準備された(SGR, 1: 203ff.)。激しい農民反乱とともに、

「公然たる野蛮さ」をもって「農地法」と「共産主義」への要求が噴出した。「革命の民主

的転回」がここにある472。通例、「革命の美しい年」とよばれる一七九〇年だが、実は一七

九三年の状態の「種子」を孕んでいたのだ。いかに連盟祭が幸福な雰囲気で執り行われよ

うとも、「熱狂と希望だけで国家を設立し、革命を終わらせる」ことはできない(SGR, 1: 179)。 

 立法議会の時期において、事態は加速的に悪化してゆく。立法議会選挙は――「クラブ

の影響力」が「財産」によって抑制されることもなく――「普通選挙」の如く実施された(SGR, 

                                                   
472 こうした文脈のもとで、ジーベルは、労働者たちによる自発的な結社組織、ストライキ

や暴力を用いた賃上げ要求を、「法の侵害」として厳しく批判している。それゆえ、労働者

の団結を禁止するル・シャプリエ法と、公営作業場の閉鎖措置が、「親方たちの所有権」・「年

の福祉」・「国家の存続」を救った政策として高く評価される(SGR, 1: 218-20)。 
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1: 289-90)。また、この時期から秩序の要であった「中間層」の「一般的弛緩」、すなわち

政治への忌避感と棄権が一気に増大してくる473。彼らが「私的な生業」へと退却すること

で、以後の選挙は基本的に「少数者による選挙」、すなわち「ジャコバン派」と「無産者」

の独壇場となるのである。そして、なにより革命の急進化を決定づけるのが、革命戦争の

勃発である」。「フランスの自由は宣戦布告によって希望を断たれた。だが、ロベスピエー

ルが案じたように戦争が革命を窒息させたからではない。ブリソが正しく判断したように、

戦争が革命を過熱させ、加速させるにちがいなかったからである」(SGR, 1: 310)。 

 興味ぶかいのが、こうした「社会革命」のメカニズムとも関連する、革命の指導者たち

の行動である。ジーベルはそこにひとつの共通するパターンを見出している。つまり、政

治権力の周縁部にいる勢力は、政権奪取を目指すためにまず「ジャコバン派」として振舞

い、「無産層」と「プロレタリアート」を煽動して政権を叩き、ついには政権奪取に成功す

る。だが、政権を奪取するや否や、みずから解放した「賤民」の暴走に歯止めがきかなく

なる。「保守化」することでなんとか統治を確立しようとする努力空しく、今度はより過激

な「ジャコバン派」の攻撃に晒され、没落する。ひとことでいえば、「魔法使いの弟子」の

パターンである474。 

 ジロンド派はその典型例だった。多様な構成要素をもつジロンド派にとって「唯一確か

だったのは、支配権を握り、革命をさらに推進し、あらゆる手段をもって君主政に対する

闘争を完遂しようという願望」だった(SGR, 1: 296)。したがって、ジーベルは、ドロイゼ

ンも受容した「解放戦争」としての革命戦争観を根底から否定する(SGR, 1: 297-8, 309, 

324ff.)。ジロンド派にとって革命戦争は「一七九一年憲法の暴力的転覆」のための手段であ

り、彼らは反革命陰謀説を誇張することで人民の恐怖を煽り立てていった。「国際法を省み

ない全面戦争、戦争を通じたフランスの革命的支配、近隣諸国への革命の移植」はすべて、

ジロンド派の仕業にちがいなかった475。彼らは、より過激な「ジャコバン派」であるコル

                                                   
473 ジーベルにとって、「中間層」は秩序維持のうえで重要な位置を占めるのである（前註

429 を参照せよ）。 
474 この点で、ジーベルが「ジャコバン派」内部の抗争を、「根本的に社会経済的に条件付

けられた相違や対立」としてではなく、単なる権力闘争として扱うことで矮小化させたと

する Schleier の批判は、一面的である（H. Schleier, Sybel und Treitschke, S. 59）。ジーベ

ルは、社会運動の「法則」に関心を持たない。この点で彼は「古事学」的伝統とは異なり、

あくまでも言葉の真の意味における「歴史」を書こうとする。ローレンツ・シュタインと、

道を違えるのである。ジーベルはランケの弟子であり、「社会問題」が起爆剤となる「政治」

を描こうとした。いわば、ジーベルは「初期自由主義者が革命について抱く全体像を転倒」

させるどころか、むしろ自由派史論の文法にしたがいつつ、より整合的な解釈を求めたと

いえるだろう。 
475 従来の自由派史論家たちのジロンド派評価は、やや中途半端な印象を与えるものである。

君主政を敵視するも、「粗野な大衆、あるいは賤民の支配」を憎み、「政治的才能」と「雄

弁」をもって対抗しようとした党派というダールマンの理解は、最大公約数といってもよ

い(DaGR: 400-1)。ニーブーアのように「卓越した才能と圧倒的雄弁をもつ人々だが、一方
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ドリエ派（ダントンら）やロベスピエールと協力して「宗教問題・社会問題」を刺激し、

富裕者への敵意を煽り、「共産主義的権力」への願望を「無産層」に植えつけた(SGR, 1: 

331-3)476。彼らが炊きつけたのは、「あらゆる諸国民・諸身分中のはぐれ者ども」、「あらゆ

る種類の悪徳に手馴れた連中」だった(SGR, 1: 383ff.)。そして、一七九二年八月十日、ジ

ロンド派の目論見どおり、君主政は崩壊した。 

 だが、事態は彼らの思惑をはるかに超えた方向に向かってゆく。王政転覆の後に出現し

たのは、ジロンド派（「教養層の政治家」）が夢想した「共和国」などではなく、国民公会

に台頭した過激「ジャコバン派」たる山岳派と、「人権の最終的帰結」――真の「プロレタ

リアートの支配」――を実現しようとするパリ・コミューンだった(SGR, 1: 469, 500ff.)。

こうした過激「ジャコバン派」は「有産者」から直接収奪するに飽きたらず、アッシニア

発行などの「立法」による収奪――「新たな社会政策 Socialpolitik の傑作」――を計画す

る。とりわけ、食料政策は「所有権と福祉」への決定的攻撃であり、いまや「パン問題」

は「現代の社会問題」の「実践的類型」と化していた。「国家社会主義」への第一歩だった。

「プロレタリアート」が「支配する軍隊の役割」を担った。「無産者の支配、これこそが実

質的関係における、最初で最後の言葉だった」。 

 

警察は民主派クラブの手中にあった――地区〔セクション〕集会も同様である――裁判

権は何の法律にも拘束されない民主的委員会の手中に、同胞に対する武力は解き放たれ

たプロレタリアートの手中にあった。〔中略〕もし、物理的暴力という資格のみをもつ

この党派が数の上からも全国最大だったならば、己の原理の放縦をおそらく自分自身に

対しても向けたことだろう。だが、この党派が決定的に少数派であればあるほど、さら

にますます少数派となり、それをはっきりと自覚すればするほどに、以下の如き欲求を

強く感じたのである。つまり、この党派内部では互いに確固とした統制を保たねばなら

ない、指導力をますます凝縮させ、諸器官を一層鋭く形成せねばならないという欲求を

感じたのである。（『革命時代史・第一巻』）(SGR, 1: 477-8) 

                                                                                                                                                     

で行政への理解を全く欠いたソフィスト」(NGR, 1: 269-70)とみるか、ドロイゼンのように

山岳派に対してジロンド派の「自由への献身」に同情的か(DrVF, 1: 451-4)、ロテックのよ

うに多くの誤りは犯したものの、「動機」の「純粋」さと「歴史的権利」に対する徹底抗戦

の姿勢の点で救済余地があるとみるか(RAG, 9: 2-4,§1)、議論の分かれるところであった。 
476 八月十日事件以前の段階において、ジーベルはジロンド派と山岳派（あるいはコルドリ

エ派）との間に行動原理の点で区別を設けていない(SGR, 1: 290-2, 386)。しかし、その党

派の本質として、一方が「規則正しい秩序」を備えた「共和国」を求めたのに対して、他

方は「あらゆる秩序と責任」そのものを攻撃したとされる。雄弁だが浅薄で夢想的なジロ

ンド派の指導者たち――ブリソ(SGR, 1: 242-3, 292-4)、ロラン夫人(SGR, 1: 294-5)、シェ

イエス(SGR, 1: 295-6)、バルバルー(SGR, 1: 329)――と、残忍で享楽的で破壊的な山岳派・

コルドリエ派――ロベスピエール（本節(3)を参照）、ダントン（次註を参照）、マラー(SGR, 

1: 207, 2: 396)、ビヨー・ヴァランヌ(SGR, 1: 432-3)――との対比は鮮明である。 
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ジーベルによれば、いわゆる「九月虐殺事件」も、戦局悪化の報に接することで発生した

偶発的パニックなどではなく、山岳派とコミューンによる計画的な犯行であった(SGR, 1: 

481-4, 490-3)。「国民公会選挙の支配」によって「賤民支配」を揺るぎないものとするため、

「恐怖」に訴えかけることで、「有産者」を政治的に「萎縮」させようとしたのである。戦

争の危機などは表面上の「口実」にすぎない。 

 こうした事態に直面して、ジロンド派はようやく自分が「魔法使いの弟子」となったこ

とを悟る。しかし、生命の危険から「民主派とのこれ以上の宥和」が不可能であることを

理解し、「保守化」したとしても、「根本原理」を変えることはできなかった(SGR, 1: 497, 520)。

ここにこそ、革命政治の論理がある。つまり、ひとたび「無産層」を煽動して権力を掌握

した党派は、「反動」と指差されることをおそれるあまり、根本的な政策転換ができない、

自縛自縄の状態に陥ってしまうのである。それゆえ、ジロンド派の最大の失敗は「〔政策の〕

転換を完全かつ根本的に遂行できなかった」ことにあるのだ(SGR, 1: 290-2)。このパター

ンはフイヤン派にはもちろんのこと、かのダントンにすらあてはまる477。いうまでもなく

ダントンはコルドリエ派の首魁、「サンキュロットどもの首領」であり、人権理念を「主権

者である街頭の賤民ども」を煽動するための道具に見立てた人物である(SGR, 1: 384-5)。

彼は自分の快楽のために政治に参加し、いかなる犯罪も躊躇なく犯す。だが、そのダント

ンさえも法務大臣を経験した後、すなわち「統治」を経験するようになった後は「秩序を

保守する感覚」に目覚めるのである。いまや「無規律な一七八九年の自由」に対して、「強

力な挙国一致政府」nationale Regierung を求めてゆく(SGR, 2: 307-8)。無論、ジロンド派

とダントンの共闘が実現することはなかった。「中間層」の支持を背景とするジロンド派に

は、いまになって「九月虐殺の指導者」と共闘することなどできはしなかった。ここでも

革命政治の論理が両者を束縛する。そして、ジロンド派は「浄化された良心」にしたがっ

て処刑され、一時のあいだ「命と犯罪にしがみついた」ダントンは山岳派内部の党派抗争

のなかで、みじめに死ぬ(SGR, 2: 360, 564)478。 

                                                   
477 『革命時代史』における記述のほか、ジーベルが『国家事典』に執筆した項目「ダント

ン」も、その政治的経歴を簡潔に批評している（H. v. Sybel, Danton. in: J. C. Bluntschri, 

K. Brater (Hg.), Deutsches Staats-Wörterbuch. Bd. 2. Stuttgart, Leipzig 1857）。 
478 自由派史論の枠組のなかでは、ロベスピエールと比較した場合、ダントンにやや同情的

な見解が多くみられる。ただし、両者ともにあくまでも「ジャコバン派」に属する人物な

ので、究極的には同じ穴のむじなということになってしまうが。ダントンとロベスピエー

ルに対する評価が、革命史全体の理解を二分するようになるのは、十九世紀後半、とりわ

け第三共和政下のフランスを待たねばならない。 

 本国フランスでも一八五〇年代にいたるまで、ダントン評価は高くなかった。この後、

ダントンとガンベッタを重ね合わせて共和国の英雄とする見方があらわれてくる。その代

表格が、オラールであることはいうまでもない。この「ダントン伝説」の形成過程、さら

にはマティエによる殲滅的なダントン批判については、前川貞次郎「ダントン研究史の問
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 このように「社会革命」という巨大な虐殺機械と、それを利用したがゆえにみずからも

巻き込まれて破滅する「ジャコバン派」という観点から、ジーベルはフランス革命を眺め

るのである。そして、ついには恐怖政治とロベスピエールというもっともポレミカルな―

―十九世紀はおろか、現在においても――問題にたどりつくこととなる。「社会革命」のメ

カニズムはここでも作動するだろう。八月十日がそうであったように、ジロンド派の没落

は「民主諸派内部の新たな抗争」のはじまりにほかならなかった(SGR, 2: 371)。フイヤン

派が、ジロンド派が、そしてダントンが苦しんだように、今度はロベスピエールがもがき

苦しむ番だった。 

 

(3)「恐怖政治」問題：ロベスピエールの苦悩 

 三月前期の自由派史論家たちにとって、山岳派およびその支配、「恐怖政治」

Schreckenherrschaft ほど忌まわしいものはなかった479。ナポレオンがいかに「専制」を敷

いたとしても、「社会革命」の連鎖に秩序をもたらした功績は否定されえない。対して、恐

怖政治は救いようのないものに思われたのである。山岳派を「財産の平等」の如き「妄想

じみた表象」に突き動かされた人々、恐怖政治の末端機関である各地の革命委員会を「汚

れた放蕩者、もっとも汚れた野蛮な賤民、犯罪的なならず者」が集う「犯罪の真の巣窟」

とみたニーブーアは無論のこと(NGR, 2: 12-4)、フランス革命に同情的なロテックでさえ、

山岳派は「もっとも粗野で残忍で思想ではなく情念に支配された人々」、「暴政的利己心」

（「狂信的確信」）に駆られた連中であったとしている(RAG, 9: 2-4,§1)。恐怖政治の首魁ロ

ベスピエールは、「賤民」とギロチンに頼った「フランスのクロムウェル」(RAG, 9: 2-4,§

20)、「絶対的ジャコバン主義の使徒」(NGR, 2: 9-12)にちがいなかった。「支配者の資質も

無く、行政や諸関係についての知識も無く、能力も無く、ロベスピエールは国家の首座を

目指しうると信じていた」（ニーブーア）。 

 これに対して、ジーベルは吐き気を催すような嫌悪感を覚えながらも、恐怖政治下のフ

ランスの状態と統治構造について克明な叙述を残している。ジーベルによれば、恐怖政治

の開始点は、ジロンド派没落後の一七九三年七月十日における、公安委員会の改組であっ

                                                                                                                                                     

題：フランス革命史学史の一章」（同『歴史を考える』ミネルヴァ書房、一九八八年所収）

が詳細に紹介している。 
479 ロベスピエールは、急進派にとっては英雄そのものであった。本稿では急進派・民主派

のロベスピエール観に立ち入ることはできない。 

 三月前期から帝国創建期までの間に、確認できたかぎりでは以下のロベスピエール伝が

出版されている。 

F. A. Schulze, Robespirre: Mit Beziehung auf die neueste Zeit. Leipzig 1837, H. Elsner, 

Maximilian Robespierre: Dictator von Frankreich. Stuttgart 1838, T. Opitz, 

Robespierre's Triumph und Sturz: Ein Beitrag zur Geschichte der französischen 

Revolution. Leipzig 1850. 

 いずれもロベスピエールに好意的な立場からの作品であった。 
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た(SGR, 2: 393ff.)。それはジロンド派訴追に続く「クーデタ」の「第二幕」にほかならな

かった。この改組に伴い、ロベスピエールが公安委員会に参加したことによって、「民主革

命の専制」は加速してゆく。新たな公安委員会は全国民に対して「国家への無制限の服従、

敵対者の完全な抹殺、欧州に対する徹底的な戦争」を求めるのである。その原動力は「人

倫的決断」などではなく、復讐を恐れる「悪人の恐怖」にある。つまり、本質的に「少数

派」である山岳派・コルドリエ派は、抵抗勢力を徹底的に抹殺してゆく以外に、途が無か

ったのである。 

 こうした「恐怖政治」は、一見、途方も無く強力にみえる。公安委員会は国民公会を恐

怖によって束縛し、派遣委員を通じて地方を統制する。保安委員会によって放たれた密偵

や特高警察は「反革命」をかぎまわり、嫌疑者は革命裁判所に次々に送られ、連日稼動す

るギロチンの犠牲者となるだろう。港湾都市トゥーロンの陥落という「最後のシグナル」

とともに、恐怖政治はその権力を極限まで高めてゆく(SGR, 2: 462ff.)。「全国の市民をいた

るところに張り巡らされた無制限の警察」に服従させ、反対勢力を以前にも増して徹底的

に撃滅し、「専制」の道具たる「民主的プロレタリアート」に報酬を約束することで忠誠を

保つのである。人身の自由と所有権は脅かされ、「一七八九年の根本定理の戯画」そのもの

だった一七九三年憲法も停止される。 

 だが、その統治構造の内実は脆かった(SGR, 2: 441-4)。「恐怖政治」の基盤は、軍隊と「プ

ロレタリアート」であった。だが、政府は、軍隊が「支配の真の基盤」たりえないことに

早々に気がついていた。軍隊がいつまでもクラブによる支配に従順でありつづけるはずが

ない。それゆえ、革命政権は戦況が悪化し、敵軍が目前に迫る中で軍隊をしばしば「解体」

するよう迫られる。「恐怖政治」体制は戦局悪化を原因に成立したのであり、さらにこの総

動員体制こそがフランスを軍事的脅威から救ったとする「神話」を、ジーベルは信じない

(SGR, 2: 389, 450)。 

 軍隊が信用できないとあらば、政府はますます「プロレタリアート」と「ジャコバン派」

に頼らざるをえない。だが、いかに「小職人、小農民、日雇人夫のうちの民主派」や「支

配欲に満ち、獲物を欲しがるならず者ども」を組織しようとしても、そこには根本的な矛

盾が潜んでいた。 

 

ジャコバン派の群れは最初からあらゆる規律・秩序・権威を否定するために集まったの

である。〔中略〕いかなる内的根拠が、彼らに服従を義務づけることができたというの

だろうのか。郊外のジャコバン派がパリ・コミューンのジャコバン派に対して、またコ

ミューンのジャコバン派が国民公会のジャコバン派に対して、これら両方が公安委員会

のジャコバン派に対して、どうして、服従を義務づけることができたというのだろうか。

自分こそ、従属と追放の憂目にあった国民の主人であり、支配者なのだ。誰もがそのよ

うに感じていた。したがって、自分以上の権力を同志の誰かに少しでも認めようとする
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者など、この新たな主権者たちの中にいるはずもなかった。（『革命時代史・第二巻』）

(SGR, 2: 443-4) 

 

すなわち、「プロレタリアート」、さらにはそれを操る「ジャコバン派」は、秩序の「破壊」

には好適だったが、秩序の再建には無力なのである。それゆえに「恐怖政治」期の政治史

は、パリ・コミューン、国民公会、山岳派といった民主派内部の党争の様相を呈さざるを

えないのだ。「国民多数への前代未聞の専制」と、権力者同士の血みどろの抗争とのコント

ラストが、ここにある。トゥーロン陥落後、いかに政府が権力を強化したように見えたと

しても、支配層内部の不和は一層深刻になっていったし、実際に「プロレタリアート」で

さえも「恐怖政治」の猛威を前に萎縮した。「秩序・信用性・服従」確立の目処は立たなか

った(SGR, 2: 534-6)。 

 まさしく、ここにロベスピエールという人物の悲喜劇がある。ジーベルの見るところで

は、ロベスピエールは一七八九年の国民議会議員時代から一貫して、「信条からも体系から

も共産主義者でも共和主義者」でもなかった(SGR, 1: 206-7)。ただ、彼は「民衆」の暴走

行為を美化し、救貧を訴え、共和国の美を語ることによって「臨戦態勢の階層」、すなわち

「プロレタリアート」の支持を獲得しようとしたのである。本能的に彼は「無秩序」を嫌

う人物であった。この点はブリソや、山岳派の同志との比較からも明らかとなる(SGR, 1: 

311-2, 429-31)。外交好きで華々しいブリソとも、狂信的なマラーとも、「攻撃と爆発」に

のみ長けて「享楽心」から「無秩序」を志向するダントンとも異なっていた。八月十日事

件直前においてさえも、ロベスピエールは「街頭闘争」よりも議会活動に専念し、統制の

取れた支配（「法的組織」）を望んでいたではないか。「悪魔的な野心」に突き動かされる一

方で「強烈な情念」を欠くロベスピエールは、ヴェルニヨやダントンといった、「新鮮な創

造力」を備えた人物を嫌った(SGR, 2: 537-9)。また一方で、「ペダンティックなまでの」「秩

序への愛」ゆえに、エベール派の如き過激派とも相容れない。 

 つまり、ジーベルは、ロベスピエールを恐怖政治体制の脆弱性にもっとも敏感な指導者

として捉えるのである。ロベスピエールは、民主派内部の党派抗争と革命の無制限の急進

化を危惧し、一旦は「中間層」の支持を背景とする革命の安定化、すなわち「恐怖政治」

の緩和をはかろうとする(SGR, 2: 551ff.)。だが、ここでも革命政治の論理はそれを決して

許さない。 

 

しかしながら、今日の今日、正義を破壊したその手が、明日になって再び〔正義を〕再

建しようとするなど、神の法が許さない。かつて自由と道徳に対して不正を働いた者―

―革命裁判所の創設者であり、ヴァンデー反乱の抹殺者でもある――は、罪業に塗れな

がら、壁を積み上げるのだ。そして、法の道に回帰しようとする罪人を、みずから積み

上げた壁が断固としてはねつけるのだ。ロベスピエールは四年間、しぶとく鋭い精神を
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もって、人民の専制体制を展開してきた。みずからの創造物が、創造者自身を意志に反

してでも縛りつけるほどに深く広範に根を張ってしまった。そのことを、ロベスピエー

ルは今になって悟ったのである。（『革命時代史・第二巻』(SGR, 2: 552) 

 

「プロレタリアート」の支持を獲得し、なおかつ意見の多様性を禁圧し、絶対的支配を貫

徹するためにヴァントーズ法――反革命嫌疑者の財産を没収する「共産主義的根本定理」

――を制定することでロベスピエールは、ダントン派とエベール派を抹殺する(SGR, 2: 

562ff., 572-4)。そして、いまや自分自身が国民の憎悪の的となっていることに気づく。「中

間層」は沈滞し、軍隊は信用できなかった。 

 政敵たちを抹殺したロベスピエールはもはや止まることができなかった。ロベスピエー

ルは、「プロレタリアート」の動員による不断の街頭闘争ではなく、機械の如く稼動する冷

酷な「人民の専制」――「沈黙して張り詰めた、至るところで単調な服従」――の実現を

求めて走り続けるしかなかった(SGR, 3: 190-2)。この時期のフランスはいうなれば、「権力

を手にしたクラブ」・「間に合わせの統制された民衆集会」・「ジャコバン国家」にちがいな

かった。労働意欲は消滅し、産業も農業も崩壊し、最高価格法のために市場から商品は消

え、生産は麻痺し、海外貿易も途絶え、「労働者」は困窮した(SGR, 3: 210ff.)。ロベスピエ

ールは依然として将軍たちによる権力簒奪を不断に警戒する一方で、「支配の獲得」によっ

て、これ以上の戦争の不可能を悟るのである。ジーベルによれば、それはかつてのダント

ンと全く同じパターンであった。 

 ジーベルはロベスピエールによる「恐怖政治」の特徴として、「教育」Erziehung を取り

上げている(SGR, 3: 178-80)。つまり、従来の革命政権が「外的生活」を強制しようとした

のに対して、理性崇拝の儀典にみられるように、ロベスピエールは人間の「精神」そのも

の、すなわち「精神的かつ人倫に関わる事柄における教育」を試みたのだという。そこに

は一分の理があった。すでにみたように、「国家」は「人倫文化」を基礎にしてこそ、継続

的に運営されうる、ジーベルはそう信じていたからである。したがって、国家には構成員

の「習俗」Sitte に影響をおよぼす権限、つまり「教育」を施す権限があるのである。国家

と「習俗」の調和達成を目指すロベスピエールの統治は一面の真理を衝いていた。 

 

政治と習俗の関係は、人間本性に非常に深く根ざしたものなので、その関係を少しでも

見誤る国家は、魂を失って解体の淵に沈みこんでゆくこととなろう。だが、国家が国民

の教育者を自任する場合でも、教育は個人の精神の従属ではなく解放を意味するという

ことが、忘れられてはならない。個人の内面の信条から不断に新しく生み出される限り

でのみ、宗教と習俗はその名に値する価値を有するのである。宗教と習俗の領域におい

て、外面的な強制を目指す刑法を制定しようとするなど、民族生活の核心に短刀を突き

刺す行為に等しい。〔中略〕ロベスピエールの考えによれば、フランス革命――かつて
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はハンプデンとフランクリンを模範とし、その後、ゲオルク・メッツラーやトマス・ミ

ュンツァーに率いられた農民たちの如く荒れ狂った――は、フェリペ二世を範とした、

虚ろで静かな暴政として終結することになっていた。（『革命時代史・第三巻』）(SGR, 3: 

180) 

 

「個人の自由」と「共通善」は強制を通じてではなく、「承認」と「妥協」を通じてのみ、

うつくしく「調和」しうるのだ。結局、「人民の専制」に向けたロベスピエールの努力は、

挫折せざるをえなかったのである。いかに状況に促されたがゆえであろうとも、責任を逃

れることはできない(SGR, 3: 217ff.)。ロベスピエールの失墜――テルミドール九日事件―

―の後に残ったのは、荒廃した、「国権の深い無力」に沈滞するフランスである。たしかに

「公論」は突然、息を吹き返したかもしれない。だが、もはや「一七八九年」の熱狂は過

ぎ去っていた(SGR, 3: 233-4)。 

 ジーベルはフランス革命急進化の本質を、「自由の本質」についての誤解として総括して

いる(SGR, 2: 10-2)。「自由の本質」は、「民族固有の利益・傾向性・能力」に応じた国家運

営にこそある。だが、フランス人は旧体制の腐敗を嫌悪するあまり、「自由」を「民主政」

と同一視した、つまり「政体論の過大評価」に陥ってしまったのである。すでに述べたよ

うに、フランス国民の特質は「自治」ではなく「中央集権化」であった。「自治」の気風を

欠くフランス人は、「個人や社団の自律性」・「粘り強さ・穏和な合法性・活発な忍耐力」と

いった「健全な民主政」に不可欠の条件からかけ離れていた。それゆえ、「人民支配」に一

旦傾斜すれば、「全体の解放」ではなく、「多数者の専制」に行き着くのは事物の自然なな

りゆきにちがいなかった。「ある民族の自由は、固有の本質の法則にしたがって生きること

にある」。この「固有の本質の法則」に反する革命は、結局、「逆上する賤民支配」へと、

そして「既存の全世界秩序の転覆」へと突き進まざるをえなかったのである。だが、ジー

ベルは、フランス革命が挫折を宿命づけられていたなどとは主張しない。むしろ、旧体制

に対する国民議会の決起、バスティーユ事件、そして八月四日決議は「封建国家」の克服

として是認されるべきものであったはずである。では、革命はどこで間違ってしまったの

か。どこでフランス人の「固有の本質の法則」から逸れてしまったのだろうか。ジロンド

派や山岳派、ダントンやロベスピエールは結局のところ、フランス革命の急進化を一層加

速させただけだった。それ以前の段階で急進化に歯止めをかけることは可能であったはず

だ。急進化の発端と原因を知るためには、再び国民議会へと帰らねばならない。そこでな

にが起きたのか、それが問題である。 

 

第三節：フランス革命の超克 

(1)「自由の本質」の誤解とラファイエットの挫折 
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 一八五〇年代を通じて、自由派の間では三月革命の挫折要因が盛んに論じられた480。実

際に革命直後から、国民議会の議事過程を内容とする回想録や同時代史が多く世に出回る

こととなった。挫折要因としては、急進派による「プロレタリアート」の煽動や、諸邦分

裂状態における統一の困難などが挙げられた。とりわけ、フランクフルト国民議会の多数

派を構成した自分たち自身の政治的未熟を挙げる人々は多かった。曰く、国民議会は本質

的に「教授議会」であったがゆえに、原理原則や「理論」に固執し、「現実政治」Realpolitik

に作用する「力」を理解できなかったのだ。自由派知識人ロッハウの『現実政治の根本定

理』（一八五九～六九年）が反響を呼んだ時代であった。 

 ジーベルもまたフランス革命史叙述を通じて、政治家としての徳、あるいは誤ったパタ

ーンを論じていたことは、すでに述べてきたところから明らかだろう。だが、これまでは

ジロンド派や山岳派、ダントンやロベスピエールといった、フランス革命の急進化を加速

させてきた「ジャコバン派」に焦点を当ててきた。ジーベルによれば、八月四日決議によ

って「封建国家」が打倒された時点で、フランス革命を穏健な改革路線にとどめることは

まだ可能であった(SGR, 1: 30-1)。一七八九年の国民議会は「豊富な手段、卓越した力、健

全な努力において欠けて」いなかった。これらをまとめて「持続可能な政治的形式」とし

て結実できるかどうかにフランスの命運はかかっていたのである。王権と議会は対抗関係

にあったものの、歩み寄りは十分に可能だった。なぜなら、国王は改革を望み、議会が当

初念頭においていた敵は「封建国家」であったのだから。このことからもジーベルが、革

命初期における穏健的改革の可能性を認めたダールマンやドロイゼンらにみられた自由派

革命史論の系譜に連なることがよくわかる。 

 問題は、国民議会を主導した党派の性質である。国民議会による改革の主導権を握った

左派――具体的にはバルナーヴ、ラメト、デュポールら三頭派とラファイエットが代表格

――は、残念ながら、穏健で理性的な改革には不適だった(SGR, 1: 44-6)。ジーベルはその

ようにみる。「彼らはいまだバスティーユの歓喜のなかにおり、いまだつねに旧体制の貧困

を眼前に見ていた。旧体制の否定は徹底していなかった、勝利はいまだ完全ではない、そ

う考えていた」。「品行方正」ではあったが「洞察力」と「性格」を欠く左派議員は、それ

ゆえに旧体制と少しでも関係があるものすべてを非難の対象としてしまう。この一派の中

には「みずからの出世以上の高い目標」を目指す、高次の「政治家」Staatsmann が「ただ

のひとりも」いなかった。大多数は人権宣言に満足する「狂信的な教条主義者」だった。

バルナーヴのように例外的に「道徳的に卓越した人々」も、「実践的才能」や「将来の国家

や建設されるべき社会についての明瞭に展開された表象」を欠いていたのである。なによ

り彼らは多かれ少なかれ「社会問題」に関心があり、ことあるごとに「人民」Volk の徳を

称揚した。 

                                                   
480 A. Lees, Revolution and Reflection, pp. 77-80. 
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 こうした党派に主導された立憲改革が誤った道をたどることは容易に予想できる。国民

議会の諸政策を一貫するのは、「自由の本質」――「ある民族の自由は、固有の本質の法則

にしたがって生きることにある」――に対する誤解にほかならない。ジーベルにとって、「固

有の本質の法則にしたがって生きる」とは、すなわち国家と「人倫文化」（「社会」と「文

化」）との「調和」を意味している。「人倫文化」に適合しない政策――ここでは行政・司

法制度改革と、貴族制度および聖職者問題を取り上げる――を熱心に進めたこと、そこに

国民議会の悲劇があった。 

 すでにみたように、「フランス国民の特質は「中央集権化」にあった。「個人や社団の自

律性」・「粘り強さ・穏和な合法性・活発な忍耐力」といった「健全な民主政」に不可欠の

条件と密接に関連する「自治」の気風とは、正反対である(SGR, 2: 10-2)。だが、ラファイ

エットの人権宣言草案は、あろうことか「自治」を志向していた(SGR, 1: 36)。「共通善」

の認識は当時可能だったとしても、「有益な行政」のためには「国民」の成熟が不可欠であ

る。「大衆は政治的に成年状態であるという法文のみによって、政治的に成熟するわけでは

ない。精神、さらには性格の十全な陶冶によって、はじめて成熟するのである。したがっ

て、封建制の排除はいかなる状況下でも有益だが、普通選挙法の制定はある特定の関係の

下でのみ有益たりうる」。そしてジーベルのみるところ、当時のフランスは「自治」

Selbstregierung するには「考えうる限り病的で弱体」だった。「大衆」は「無知」に、「上

級身分」は「類例無き道徳的腐敗に沈みこんでいた」。 

 「自治」の気風無きところで、地方自治体および裁判官職の公選制が破綻するのは自明

である(SGR, 1: 94-6, 99-102)。ジーベルは批判する。「行政の下位に下れば下るほどに権限

が強まり、上位に上れば上るほど弱体化した」。政治的権威は「完全な無」に落ち込まざる

をえない。さらに官庁と役人の多さゆえに実行時の「迅速さ」は犠牲にされ、人件費が財

政を圧迫する。それは、「全世界」が「命令」し、にもかかわらず、「誰も服従」しないと

いう状態だった。ジーベルによれば、「事物に関する知識と利益」をもつ人々は混乱のため

に引きこもり、「野心家・餓えた人々・党派的な連中」が官職を独占することで、統治は完

全に「政治的徒党の玩具」と化す。また、公選制は裁判官から「尊厳と独立」を奪い、裁

判官は、民の顔色を絶えずうかがいながら判決を下すようになってしまったという481。 

 貴族制・聖職者改革もまた、「人倫文化」に抵触するものだった(SGR, 1: 166-8, 176ff., 

224-5)。無論、「封建国家の第一身分」としての聖職者身分廃止は問題なかったが、信仰の

担い手としての聖職者の権限に介入することで農民――「しぶとい不動さと、教会への戦

闘的熱心さ」によって特徴づけられる――の反発を招いてしまった。また、民事基本法は

「宗教的」感性をもつルイ十六世に衝撃を与え、「この瞬間から国王と革命との間を深淵が

隔てるようになってしまった」。それゆえ、「民事基本法ほど根本的に破局を加速させた政

                                                   
481 ただし、ジーベルは陪審制の導入に関しては改革の成果が「明白かつ強力」であったと

して、高く評価している。 
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策はほかにない」のである。貴族制廃止も同様に「歴史の経験」に照らして拙速だったと

いわざるをえない。「あらゆる功績に対する名誉の解放」・「法の下の平等」・「土地所有の自

由」によって貴族制改革は重要な達成をすでにみていたのであって、貴族制の完全な廃止

は「状況の変化によってのみ」漸進的にのみ可能であったはずだ。つまり、聖職者民事基

本法も貴族制廃止も「永遠の法則」――「与えられた法律を人々にとって聖なる権威とし

たいのならば、法律の内容は所与の状態に適合したものでなければならない」――に反す

る措置だったのである。 

 こうした国民議会左派のなかでも、ジーベルが執念深く責任を追及している人物こそが、

ラファイエットにほかならない。 

 

政治的に活動した平均的同時代人と同様、ラファイエットは急進的であると同時に教条

的だった。ラファイエットは特定の普遍的な諸定理――能力・欲求・法的状態を考慮せ

ず、あらゆる状況と時代、あらゆる国民に適用可能な――に心酔した。彼は人間と事物

に関する政治的判断を欠いていた。自分の行動が原理原則とどのように関係するか、ラ

ファイエットはいつもそれだけを考えていた。自分の行動が明日にもたらすべき結果な

ど、考えもしなかった。ラファイエットの行動は不毛で重大な結果をしばしばもたらし、

革命における忌むべき災厄の発端を作った。そして、その後でひどく嘆き、無益に争い、

それでいて、次の機会にはまた同じ過ちをしつこく繰り返した。革命を旧体制の破壊と

いう方向に向けたにもかかわらず、フランスの自由にとって不毛なものとした点で、ラ

ファイエットに勝る人物は少なかろう。（「ラファイエット」）482 

 

革命急進化の原因を作ったラファイエットの責任はジロンド派や山岳派以上に重かった。

「虚栄心に駆られたうえに中身が空っぽな人間の幻惑を上回るものはなかった。その人物

の口からは秩序という言葉が溢れながら、あるときには華々しく、あるときは地道に破壊

の種子を撒き散らしていた。その人物とは、ラファイエットのことである」(SGR, 1: 178)。 

 ジーベルのラファイエット観は従来の評価とは大きく異なっている。ロテックのように

讃美する側であれ、ニーブーアやダールマンのように批判する側であれ、ラファイエット

は「誠実」だが政治的才能を欠く人物として評されてきた。ところが、ジーベル描くラフ

ァイエットは、野心と虚栄に満ちた陰謀家なのである。「ラファイエットの熱狂は興奮しや

すい虚栄心に囚われており、彼の名声への渇望は、人民の間で人気を得たいという欲求に

依存していた」483。それゆえ、自分の人気に影響が出るとみるや否や、「至極普通な道徳的

態度と自律性さえも動揺した」。八月四日決議直後の時期において、パリ国民衛兵総司令官

                                                   
482 H. v. Sybel, Lafayette. in: J. C. Bluntschri, K. Brater (Hg.), Deutsches 

Staats-Wörterbuch. Bd. 6. 1861, S. 182. 
483 ebd. 
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となったラファイエットは名実ともに「国内で最強の男」、「パリの事実上の主人であり支

配者」となった(SGR, 1: 52-4, 58-62)。この「王国内の第三勢力」が武力をもって断固とし

て王権補佐に回っていたならば、「ジャコバン派」や「プロレタリアート」の出る幕はなか

ったであろう。だが、事態は全く逆の進展を見せる。ラファイエットは、憲法問題で抵抗

する国王に対すて影響力を強めるため、ヴェルサイユ行進事件を利用するのである(SGR, 1: 

62ff.)。つまり、事件の発端を作ったのはオルレアン派であったにせよ、事件をなりゆき任

せにしたのはラファイエットの責任である484。暴徒による国王夫妻襲撃事件に関しても、

彼は国王を脅すためにあえて見て見ぬふりをしたとされている(SGR, 1: 66-73)。ヴェルサ

イユ行進の本質は「女どもの汚らしい騒音」でも、「城内における残忍な殺人」でも、オル

レアン公の陰謀でもない。それは「首都の革命勢力に対する王の従属」にほかならない。「ラ

ファイエットと国民衛兵がこの瞬間、パリにおける最強の存在となり、パリは王国全土を

支配した。それは、個々の人間の主権、第一選挙人の支配、民衆による直接統治であった。

それは一言で表せば、人権と一般抵抗権の行為への転化にちがいなかった」(SGR, 1: 74-5)。

ジーベルは、「革命勢力」を解放したラファイエットを決して許すことはないだろう。 

 だが、ヴェルサイユ事件によって利益を得た「パリの市民層」の天下も長くはつづかな

い。彼らは「次なる襲撃者から〔権力という〕獲物を守りきるための物理的な力を持つ限

りでのみ、みずからの勝利を喜ぶことが許された」のだが、国民議会の政策は各勢力の反

発を招き、とりわけ貴族・下級聖職者・軍隊の支持を失った。「無産層」と「ジャコバン派」

の圧力は増す一方である(SGR, 1: 168, 172ff., 177-8, 181-3)。ミラボー死後、「民主派の大

衆」がますます急進化する中で、ようやくラファイエットや三頭派も「自分たちの手で作

り出された破壊手段」の恐ろしさに気づき、「保守思想」に目覚めるが、もはや遅かった(SGR, 

1: 233-5)。「攻撃への断固たる活力」をみせるジロンド派とコルドリエ派に対して、フイヤ

ン派は「弱々しい防衛」を試みることしかできなかった(SGR, 1: 290ff.)。 

無論、挽回の機会はあった。通常は立憲君主政の危機とみられるヴァレンヌ逃亡事件も、

実は「外国と亡命貴族」に対する民衆の恐怖のあらわれであった。それゆえ、国民一般に

は「君主政への愛着」が残っていた。そのようにジーベルは解釈する(SGR, 1: 238-41)。事

件を機に活性化した共和派――後のジロンド派とコルドリエ派――に対して、ラメトやバ

ルナーヴは決戦を挑むこととなる(SGR, 1: 242-5)。 

 

四週間前、どのようにバイイとラメト兄弟が労働者団体を爆砕し、公共作業場を解体し、

国民衛兵によって他所からの労働者を部分的にパリから遠ざけたか、ここで思い出そう。

まさしく同じ措置が一八四八年〔二月革命〕において、世紀の最も恐るべき戦闘――六

月紛争――のシグナルとなった。だが、一七九一年の際には、労働者の困窮はより酷い

                                                   
484 実際に、ジーベルは、ラファイエット率いる国民衛兵によってオルレアン派の活動が抑

止されていたことを、繰り返し強調している。 
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もので、憤激はより根が深く荒々しく、要求は一八四八年同様に包括的なものだった。

数と規律の点では一八四八年に劣ったとしても、時代状況の根本的な混乱によって、十

分に埋め合わされていた。それまで権利・所有権・法律・習俗と称されてきた全てのも

のを放棄することを望まない者は、国王の側――国王が〔逃亡事件において〕尊敬に値

しようが、軽蔑されていようが、苦しむ殉教者であろうが、暴露された陰謀家であろう

が――につかねばならなかった。（『革命時代史・第一巻』）(SGR, 1: 243-4) 

 

だが、ジロンド派やロベスピエールと同様、三頭派もそれまで「無産層」を煽り立ててき

たがゆえに、根本的に方針転換できないのである。シャン・ド・マルス事件において共和

派と「賤民」を蹴散らしたとき、すなわち議会の権威が「革命初期の間で最高潮」に達し

た瞬間でさえ、彼らは「世襲君主政の保守」に邁進することができなかった(SGR, 1: 246-7)。

その後も挽回の機会はたびたび訪れるものの、三頭派（フイヤン派）の「政治的無能」に

よって、その都度挫折してしまう。ここでも「明快な思想」と「決断力を伴う行動」を欠

くラファイエットの責任は大きい(SGR, 1: 301, 343, 379-81, 389-91, 393)。王政が転覆した

後でさえ、彼は「完全に無法な権力者たちとの生死を賭けた闘争」にふみきれず、敵を目

前にして「剣を鞘におさめ」てしまったではないか(SGR, 1: 466-7)。 

 『革命時代史』で展開される党派抗争と、そこで露になる「政治的無能」は読者を滅入

らせるものがある。それは煽動と挫折の果てしない物語なのであり、執筆された「反動」

の時代の鬱屈した雰囲気を反映しているのかもしれない。だが、夜明けの希望は突然訪れ

る。一八五八年十月、発狂したプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム四世に代わって、

王弟ヴィルヘルムが即位し、自由派内閣を組閣したのである。「新時代」の到来だった。そ

れと同時に、ジーベル――一八五六年からミュンヘン大学教授に就任していた――は活発

な政治活動を開始する。その際、フランス革命史から得た教訓は、ジーベルの政治観と行

動原理を強く規定することとなろう。 

 

(2)英国国制とミラボーの挑戦 

 統治権力（政府）と議会権力との間にいかにして「調和」と「相互承認」を確立できる

か。三月前期以来、ジーベルの政治観と実践を一貫する問題関心である。国家の基礎とな

るべき「人倫文化」を代表し、統治へと媒介する役割を担う器官たる議会と、政府との間

の「不信」は、国家運営そのものを麻痺させてしまう。また、議会自体も「人倫文化」の

ありようを忠実に反映するように構成されねばならない。 

 この点でジーベルが当時の欧州の中で最先端の国制と認めたのが、英国国制である。彼

は体系的に――単著であれ、論文であれ――英国国制論を展開することはなかった。しか

し三月前期以来、政論や史論のいたるところで英国国制は論じられており、つねに理想の

国制として現れてくるのである。それでも、モンテスキューやド・ロルムといった十八世
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紀の英国国制論、つまり十九世紀後半の実情にそぐわない議論に、ジーベルは関心を示さ

ない。彼は現実の国制のメカニズムにまなざしを向けるのである。 

 まずジーベルは、英国国制がつねに「所与の文化」（「国民の状態」）を忠実に国政の場に

反映してきたことを評価する。一六八八年の名誉革命が「近代英国の基礎」を作ったこと

は疑いない。だが、英国国制のなによりの美点は、その後の「物質的・精神的発展」に巧

みに適応していったところにある。「ステュアート朝の行政的恣意」を打ち破った名誉革命

当時、政治参加は「貴族制によって固定化された土地所有」（「土地貴族」）と国教会勢力に

限られていた485。これは、「土地所有」が「国富」そのものであり、「宗派対立」が国民的

問題だった十七世紀後半の「所与の諸勢力と状態」を反映した結果である。実際にその後、

トーリーとホイッグの二大党派が角逐するものの、両派ともに「根源的な貴族的実体」、あ

るいは「国王・貴族院・庶民院による全体支配」を前提とした点は共通している。だが、

十八世紀末、「国民の状態」が変動する486。つまり、文藝の「哲学的発展」と「公論」の成

長によって宗派対立は過去のものとなり、経済面では土地所有と並んで「動産的な貨幣権

力」が成長してくるのである。したがって、一八三二年の選挙法改正は英国国制の基礎を

掘り崩すどころか、むしろ「貨幣権力」に門戸を開くことで国制を「国民の状態」に適応

させることに成功したといえる。英国国制の「古き諸形式」は保守される一方で、「その内

容は完全に変質した」のである。 

 統治機構の基礎となる「自治」selfgovernment の伝統は、英国国制の核心部分をなして

いる487。「既存の地域自治体」における「自治」は、一般民衆から「〔中央の〕政治に活発

                                                   
485 H. v. Sybel, Tories, S. 6-8. 
486 ebd., S. 8-12. 
487 ebd., S. 14-7, V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 159-66. 

 英国独自の「自治」の伝統への着目は、すでにプロイセンの改革官僚フィンケの著作（L. 

F. v. Vincke, Darstellung der inneren Verwaltung Großbritanniens. Berlin 1815）にみら

れる。同書に序文を寄せたニーブーアや、保守派のアンシヨンも、英国国制の基盤となる

「自治」に着目している（F. Ancillon, Zur Vermittlung. Bd. 1, S. 408-11）。ただし、三月

前期における英国国制論の主題は、基本的には混合政体としての英国国制あるいは、「立憲

主義」に集中していた。こうした論調の典型は、言うまでもなく、ダールマンである。 

一方、三月後期の知識人たちは、狭義の政体よりも英国独自の「自治」Selbstverwaltung

の伝統に着目するようになる。とりわけ、グナイストによる英国法制史研究が画期となっ

た。グナイストの「自治」制度研究は、その後のドイツにおける「自治」論争に圧倒的な

影響力を及ぼすこととなる。そこで「自治」は、自律化する「社会」の領域を、「国家」へ

と統合し接続する装置として捉えなおされる。この点、簡潔な指摘とはいえ、ジーベルが

すでに三月前期の段階で「自治」の重要性を指摘していたことは、注目されてしかるべき

である。 

こうした「自治」論の下では、「議会」や政党制の位置づけも当然、異なってくる。「議

会」はもはや混合政体の一部としてではなく、「議会」はむしろ「自治」制度の帰結として

読み換えられるのである。したがって、十九世紀後半において、すでにダールマンの英国

国制論は時代遅れ、グナイストに始まる新潮流に比して「社会」への視座を欠いたものと

みなされるようになっていた（C. Varrentrap, Zur Erinnerung an F. Ch. Dahlmann, S. 
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に参与する」という傾向性を減ずる一方で、実際の政治にたずさわるための「才能」・「性

格」・「能力」を陶冶する。ジーベルによれば、その証拠に英国の政治家は共和政ローマ時

代に劣らぬ才覚を発揮しているし、被治者の側にも「粘り強さ、行動力、秩序への愛」が

みなぎっている488。「官僚国家」に親和的で「自治」の伝統を欠くフランス国民とは対照的

に、「自由な自律性」を重んずる英国民は「若い頃からあらゆる事柄において自立的である

ことを求められる」。「自治」の伝統こそ、「あらゆる立憲理論の本来的な中心点」とよばれ

るにふさわしい(SPP: 47)489。 

 「自治」の効用は政治的能力の陶冶にとどまらない。それは「社会」の「貴族」化、「保

守」化をもたらすだろう。つまり、政府による介入を嫌い、「自治」を尊ぶ気風、すなわち

                                                                                                                                                     

500-1, E. Nase, F. C. Dahlmann: Rede gehalten im Auftrag von Rektor und Senat der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität am 13. Mai 1885. Bonn 1885, S. 26-7, L. 

Weiland, F. Ch. Dahlmann: Rede zur Feier seines hundertjährigen Geburtstages am 13. 

Mai 1885 im Namen der Georg-Augusts-Universität. Göttingen 1885, S. 7, 13-5）。 

英国の「自治」制度の概略と十九世紀ドイツにおける受容史をあつかった好論文として、

H-Ch. Kraus, "Selfgovernment": Die englische lokale Selbstverwaltung im 18. und 19. 

Jahrhundert und ihre deutsche Rezeption. in: H. Neuhaus (Hg.), Selbstverwaltung in 

der Geschichte Europas in Mittelalter und Neuzeit: Tagung der Vereinigung für 

Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 10. bis 12. März 2008. Berlin 2008があるほか、 

グナイストの「自治」論および十九世紀後半の英国国制論については、R. J. Lamer, Der 

englische Parlamentarismus in der deutschen politischen Theorie im Zeitalter 

Bismarcks (1857-1890): Ein Beitrag zur Vorgeschichte des deutschen Parlamentalismus. 

Lübeck/Hamburg 1963, R. Ludwig, Die Rezeption der Englischen Revolution, S. 345-66

が参考になる。 
488 有能な英国の政治家の例として、ジーベルはバーク、小ピット、ロバート・ピールらを

挙げている。なかでもバークは、三月前期の論文「エドマンド・バークとフランス革命」（一

八四六年）と「エドマンド・バークとアイルランド」（一八四七年）で詳しく取り上げられ

ている。ジーベルによれば、バークはその本性から「保守的」であり、「比類なき賢慮をも

って、個々の事実に内在する法則を感じ取ろうと努めたのである」（H. v. Sybel, Edmund 

Burke und die französische Revolution. in: Allgemeine Zeitschrift für Geschichte. Bd. 7 

(1846), S. 5-6）。 

 ジーベルのバーク評価については、(SKS, 1: 455-62), V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 

137-44 を参照せよ。 
489 ジーベルによれば、「自治体」Gemeinde の本質は「隣人関係の力」にある。それゆえ、

「自治体」に下院選挙をゆだねてもかまわない。むしろ、下院が「孤立した個人」から構

成されること、「孤立しているがゆえに攻撃的な権力」になることを予防するためには、英

国のように「自治体」が「法的かつ政治的意味で自意識をもった存在」になること、「目的

に適った自治行政」によって自治体民を結束させ、「地域関係における〔政治的〕成年状態」

へと導き、国政参加の能力を養うことが重要なのである(SPP: 47-8)。ちなみに、ジーベル

はフランスの欠点を、「自由な自治体」の欠如に見ている。 

 逆に行政の「中央集権化」は「自治体」から「社団意識」を奪い、結果として「議会の

腐敗」を生むだろう。「社団意識」を涵養するための最良の手段は、ここでも「自治体業務

における自治」Autonomie であるとされる(SPP: 65, Anm. 1)。さらにジーベルは「自治体

内の義務」を怠る者から選挙・被選挙権を剥奪するという規定を「有用」とみる(SPP: 77, 

Anm. 1)。 
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独立自尊の気風からは「無制限の競争」が生まれてくる。その結果、弱肉強食の傾向が強

まる。強者はみずからの地位を不動のものにしようとするため、「英国民の方向性は平等で

はなく階層化、均衡ではなく保守へと向かう。英国の本質は貴族的であり、保守的である」。

英国の「社会全体が貴族的差異と傾向に貫かれている」。ジーベルは、実力を備えた社会的

エリート層――彼はそれを真の「貴族」とよぶ――の形成を歓迎する。大ブルジョワもま

た「貴族」なのである490。「労働」と「能力」に裏打ちされた真の「貴族」は、「あらゆる

前進的で活発な諸力」の体現者にほかならない。 

 そして、「土地所有」と「貨幣権力」を代表する「貴族制」Aristokratie こそが、英国国

制における統治権力と議会権力との間の「調和」を保つ要となる(SPP: 66ff.)。「君主権力と

議会権力の一定の内的同質性」が立憲国家には不可欠だが、英国では「貴族制」が両者を

連結するからである。「ハノーファー朝の君主たちは、思考と感性、利害の理解と扱いにお

いて、貴族やジェントリと密接に連携」していた。「英国貴族制の圧倒的影響力」が国制を

支えている。「権力分立」論は英国国制の実情には適さないし、そもそも「代表制国家」の

本質でさえない。 

 

主権こそ、不可分に存続し、貴族制の三つの器官――国王・貴族院・庶民院――によっ

て共同で行使される唯一の権力にほかならない。この三つの器官相互の管轄領域を区切

                                                   
490 『ラインラントの政治的諸党派』には、大ブルジョワ（「大資本」）は現代における「唯

一の実体的な貴族」とまで書かれている(SPP: 65, Anm. 1, 83-4)。また、「金権政治

Plutokratie それ自体は、他のいかなる政体と同様、必ずしも政治的不幸ではない。それど

ころか、貨幣の力が事実上、社会における権力として存在しているところで、貨幣の力か

ら政治的権利を奪おうとするほうが倒錯している。貨幣の力が、国民の状態や性質に適合

した地位と制度を獲得しうるかが、重要な問題なのである」（H. v. Sybel, Edmund Burke 

und die französische Revolution, S. 22）。貴族といえば世襲大土地所有層を念頭において

いたアンシヨンやダールマンとは異なり、ジーベルの「貴族」はあくまで「社会」内の選

良――したがって、その基準は歴史的条件によって変化する――を意味していた。 

 ただ、Seier や Haferkorn が正しく指摘するように、三月後期のジーベルは「土地所有」

と「農業」を以前よりも高く評価し(SKS, 1: 397-400)、「自治」に携わる社会層の第一に「大

土地所有者」を挙げるようになる（H. Seier, Die Staatsidee H. v. Sybels, S. 53ff., F. 

Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 170-4）。ここでは「産業」化した「農業」が、「保守

的性格」を鍛錬する「政治家養成所」として最適とされるのだ。無論、ここでの「農業」

はあくまで「産業」化を経たものであり、功績原理と不可分一体である。封建貴族や封建

的「土地所有」が問題とされているわけでは決してない。無論、「市民層」が歴史的発展を

背負っているという認識に変化はない(SKS, 1: 539-43)。また、一八七〇年代におけるプロ

イセンのユンカー層批判からも、「自治」にふさわしい「大土地所有者」とは、英国的な大

貴族とみるべきであろう（F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 173-4）。だが、三月革

命を経て「市民層」の政治的能力への信頼が弱まったこともまた、否定できない。Seier と

Haferkorn は下層民の政治的権利の要求に対する防波堤として、ジーベルが改めて強調し

たとみる。この点、V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 157-9 は三月前期だけに当てはまる議論

であり、賛同できない。 
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る抽象的な境界線や、ある権限の帰属を即座に決定するための絶対的な指標などは存在

しない。正しい実践感覚だけが自然法則を完遂するのである。この自然法則とは、ある

実務が王権と議会のどちらの管轄に属するかを決定する際、実務内容が、迅速で統一的

な処理方法〔王権〕と、討論による慎重な処理方法〔議会〕のどちらにふさわしいかに

応じて決定するというものである。〔中略〕王権と議会の両者が至るところで重畳し、

相互に依存していることは自明である。だが、まさしく以上の事実は、国制 Constitution

と主権を構成する三つの器官の相互依存を見事に正当化してくれるのである。（『ライン

ラントの政治的諸党派』）(SPP: 68) 

 

十八世紀的な統治機構論にこだわるダールマンとの相違は明らかである。「自治」と「競争」

によって鍛えられた「貴族」による「共同」統治という枠組は、ダールマンが国制論的観

点から拒絶した「議会主義統治」（議院内閣制）さえも包摂する491。実際にジーベルは十八

世紀末後半から進展してきた英国国制の「議会主義」化を精確に把握していた。ジーベル

にとって、英国とはまさしく「個々人の自律性」と「確固たる強大な国家権力」の調和―

―国家の本性――を見事に体現した国家なのである492。 

 フランス革命の初期においては、統治権力と議会権力の協調の可能性がまだ残されてい

                                                   
491 『ラインラントの政治的諸党派』において、ジーベルは英国の「議会主義統治」を明言

しているわけではなく、あくまでも註でその傾向を示唆するのみである(SPP: 69, Anm. 1)。

だが、『十七人委員会による帝国基本法草案』において、ジーベルはすでに現実の英国が議

院内閣制であると明言している。ジーベルはダールマンやヴェルカーの「権力分立」論を

退けたうえで、英国の「国家実務」においては庶民院が「事実上」、立法権と行政権を掌握

し、国王による組閣は庶民院の意向に左右されるとしている。庶民院は「いたるところで

決定権をもつ」のである（H. v. Sybel, Ueber das Reichsgrundgesetz, S. 6-9）。 

 Dotterweich はジーベルの描く英国国制が理想化されたものであり、なおかつ君主権力と

議会権力の「調和」を楽観的に信じるあまり、両者が衝突する事例を考慮に入れていない

と批判する(V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 154-7)。しかし、本稿の論旨から明らかなよう

に、ジーベルは両権力間の権限をめぐる「抽象的な境界線」や「絶対的な指標」について

敢えて沈黙していると考えるべきであろう。というのも、ジーベルにとって「立憲国家」

の指標は統治権力と議会権力との「調和」にあるのであり、「調和」の具体的なありように

ついては国家ごとの歴史的条件や「人倫文化」に大きく依存するからである。英国国制や

フランス革命初期のように議会に権力の重心がある場合もあれば、ドイツ諸邦のようにい

まだ強大な君主権力が存在している世界とでは「調和」のありよう自体が異なってくるの

は当然である。 

 また、『ラインラントの政治的諸党派』における議論の前提は、あくまでプロイセンに期

待される憲法であるがゆえに、立憲制の導入が君主権力の弱体化を必ずしも伴わないこと

を特に強調していることも考慮に入れる必要があろう(SPP: 69-72, SGR, 1: 89-90)。実際に、

『十七人委員会の帝国基本法草案』の中では、英国国王の政治的権限の多くはすでに庶民

院に移っており、現在では国民統合の象徴的機能――「輝きと活力ある人格」によって「祖

国と国民統一の思想」を喚起する――と、庶民院の解散権に限定されていることが強調さ

れている(H. v. Sybel, Ueber das Reichsgrundgesetz, S. 8-9)。 
492 ders., Tories, S. 14ff. 
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た。そのようにジーベルは見る。つまり、マルーエ、ムーニエ、ラリー・トランダルとい

った「中央派」――「左派の分別ある人々と右派の開明派」――が、「自由主義与党」とし

て王権を支えることは可能だったはずなのだ(SGR, 1: 41ff.)。「旧時代の信奉者」とも「主

権者気取りの賤民」とも一線を画し、立法権を「街頭の暴動」にゆだねず、「自由の法的精

神」のために「腐った権威」と戦う人々。革命をあくまで「緊急手段」とみなし、「権威の

原理」と「自由の原理」との結合、すなわち「立憲制への転換」を目指す人々。たしかに

フランスは「自治」の伝統を欠いていた。だが、「中央派」が「自由主義与党」として王権

と協調できていたならば、フランス革命の急進化は避けられたかもしれない。 

 しかし、「この党派にとって決定的な災い」が訪れる。「中央派」ではなく、むしろ王権

側、とりわけネッケルが「国民議会と政府との直接的な統一」Einheit をもたらす努力を怠

ったのである(SGR, 1: 43-5)。ジーベルはネッケルの「完全な無能」を厳しく裁く。バステ

ィーユ事件直後、「影響力を通じて中央派内の個人的な摩擦を均衡させ」、「権威によって意

見の多様性をひきつけ」、「中央派」に「拡大と組織」をもたらすことは、決して「人間の

力」を超えた課題ではなかった。にもかかわらず、「自由主義与党の形成」や「政府による

分別ある指導」はおろか、ネッケル自身が政府と「中央派」との協調の「本質的な障害」

となってしまう。「旧式の財政政策」、「些事への非難」、「無政府主義者どもの過大な要求に

対する臆病な譲歩、ついにはみずからの保身への理解しがたい固執」。「ジャコバン派」が

当初から政府を「不信」のまなざしで眺めたのに対して、ここでは王権の側が議会との協

調の好機を逸してしまった。「中央派による創造的な政治は一七八九年に不可能となった」。

「〔彼らが〕統治を再生しようとしたにもかかわらず、政府自身によって妨害されたからで

ある」。 

 それでも、まだ希望は残されていた。たったひとりで優にひとつの党派に匹敵する人物、

ミラボーがいたからである(SGR, 1: 48)。これまでの自由派革命史論と同様、ジーベルにと

っても、ミラボーは革命の獅子の役を演ずることとなる。ジーベルのミラボーはまさしく

「調和」の理念を体現した人物にちがいない(SGR, 1: 79-80)493。ミラボーは「自分と国王

                                                   
493 三月革命後も依然として、自由派のミラボー人気は高かった。三月後期において、はじ

めて本格的な――いずれも未完に終わったが――伝記が登場することとなる。言うまでも

なく、ミラボー礼賛の立場から書かれたものである。 

F. E. Pipitz, Mirabeau: Eine Lebensgeschichte. Bd. 1. Leipzig 1850, F. Lewitz, Mirabeau: 

Ein Bild seines Lebens, seines Wirkens, seiner Zeit. Bd. 1. Breslau 1852. 

ミラボーの書簡集の独訳版の出版（一八五一～二年）が、こうした人気に拍車をかけた

であろうことは容易に予測できる（Ad. v. Bacourt (Hg.), Briefwechsel zwischen dem 

Grafen von Mirabeau und dem Fürsten A. v. Arenberg, Grafen von der Mark, während 

der Jahre 1789, 1790 und 1791, enthaltend die Geschichte der geheimen Verbindung 

Mirabeaus mit dem französischen Hofe nebst allen sich darauf beziehenden 

Aktenstücken: Nach der französischen Ausgabe des Herrn Ad. von Bacourt deutsch 

bearbeitet von J. Ph. Städtler. 3 Bde. 1851-2）。 

ジーベルと同時代における好意的なミラボー評については、さらに J. W. Zinkeisen, Der 
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の和平、国王と議会の和平、すなわち新たな情勢の基礎に立つ和平、王が六月二十七日と

八月四日の成果を完全に受け容れ、そうすることで革命の主導権さえも握ったであろうよ

うな和平」を望んでいた。「統治と立法への大衆の直接的影響」を排除したうえで、国王を

議会と「わかちがたく」むすびつけること。国王を守り、「共通善」のために行動する、「才

能と人気を備え、なおかつ信用できる実行者」、すなわち自分自身による大改革。これこそ

がミラボーの行動原理にほかならなかった494。 

 国民議会におけるミラボーの活動は、「活力ある統治の創造」をめぐって転回する(SGR, 1: 

81-2)。 

 

強力で同時に国民に基礎を置く政府の形成、これこそがミラボーのあらゆる行動の中心

点である。フランスを完全な腐敗から救うためには、政府は強くあらねばならない。政

府が有能で活動的であることが知れ渡り、八月四日決議の犠牲者に断固として背を向け

さえするならば、政府は強力なものとなりうるだろう。ミラボーにとって、ここが決定

的なのである。近代的で自由な、国民に根ざした要素を、ミラボーは根本定理の定義や

政体の内に見出すことはない。その特徴的な指標とはむしろ、民族生活と国家生活を

個々の特権や独占の拘束から解放すること、特権的な教会から宗教的良心を救済するこ

と、領主制的あるいはツンフト的強制から労働を解放すること、〔中略〕これら諸々の

達成こそが、個人の真の自由と代表制国家の真の本質を形成するのである。これら諸々

の達成からの推論としてはじめて――ただし、同じような必然性を帯びて――政体の改

変が現れてくる。これら諸々の達成こそが、王権と並ぶ国民代表の強力な諸権利を――

個々人の生得的権利としてではなく、国家の成長に不可欠なものとして――条件づける

のである。（『革命時代史・第一巻』）(SGR, 1: 81-2) 

 

ダールマンがそうであったように、ジーベルもミラボーの雄姿におのれの政治理念の体現

者をみている。ミラボーは、ジーベルと同様に「政体の変更」をそれ自体としてではなく、

あくまでも現実の「社会」（「人倫文化」）のありようから導き出すのである。ミラボーによ

る九月二十九日の提議――大臣に議会での審議参加権を付与する――からは、彼が英国流

の「議会主義統治」を目指していたことがうかがえる(SGR, 1: 89-90)495。そして、その判

                                                                                                                                                     

Jakobiner-Klub. Bd. 1, S. 477ff., W. Oncken (Hg.), Häusser’s Geschichte der 

französischen Revolution 1789-1799. Berlin 1867, S. 198 を参照せよ。 
494 道徳的側面について、たしかにミラボーは「利己的」だが、彼の利益は「国王と国の安

寧」と一致しているのだから、むしろ「ミラボーの支配欲は愛国的」といいうると、ジー

ベルは評価する。ミラボーは左派が批判するような「革命に対する裏切り者」ではなかっ

たし、「民主的無秩序」と「共産主義」を断固排し、ヴェルサイユ行進事件に関与するどこ

ろか、その危険性を誰よりもよく理解していたとされる。 
495 この点と関連するミラボーの政策として、戒厳令とアッシニアの発行をジーベルは挙げ
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断は的確だった。なぜなら「当時のフランスでは議会主義統治以外は不可能」だったから。

「強力な議会が存在するところでは、内閣が議会によって構成されるか、内閣があらゆる

点で議会に従属するかのどちらかしかない」のである。また、ルイ十六世の受動的な性格

も議院内閣制の導入には最適であった(SGR, 1: 224ff.)。 

 だが、十一月七日の決議――現職議員が大臣となることを禁止する――によって、ミラ

ボーの「途方もない企て」は挫折する。議会が「大臣を与えることを拒否」することは、「あ

らゆる大臣、したがって国王自身を国民の敵」とみなすにひとしい。国民議会は「行政の

個別論点への絶え間ない介入」を予告し、実際に今後の全活動はその帰結にすぎなかった

(SGR, 1: 90-1)。「中央権力の最高責任者」を「敵」とみなして無力化させることは、即、「中

央権力」の消滅につながる。「行政の位階制において、高位の機関であればあるほど弱体に

なり、下位の機関であればあるほど強力になるにちがいない。そうして最後には当然のご

とく、再び人権の教説――完全な主権と純粋な絶対性はあらゆる市民に属する――にたど

りつくのである」。そして、十一月七日決議を決定づけたのは、ここでもネッケルとラファ

イエットの短慮だった(SGR, 1: 80-1, 87-9)496。「短絡的で頼りないネッケルとラファイエッ

トの地位が、君主政の運命を犠牲にした」。その後もミラボーはなんとか君主政再生のため

に闘うが、最終的には力尽きてしまう。こうして「ミラボーの死とともに革命の第一章が

終わったのである」。それは、「八月四日決議の基礎のうえに強固な統治と合法的な秩序を

樹立する」こころみの破綻を意味していた(SGR, 1: 233)。 

 こうしたミラボーや「中央派」の位置づけが、ジーベルの同時代意識の反映であること

は明白である。ジーベルは、ミラボーや「中央派」の政治観――つねに統治権力と議会権

力、国制と「人倫文化」の「調和」を志向する――を、同時代のドイツの政治家に不可欠

なものとみていた。そうであるがゆえにジーベルは、三月革命後における「自由主義的保

守派」――あるいは「穏健なホイッグと自由主義的なトーリー」――の形成、すなわち諸

党派の「再編成」を歓迎するのである(SKS, 1: 353-8)。現実感覚を伴わない「思弁的政治」

の時代としての三月前期に対して、いまや教養層は「実体的な力」や「生活の人倫的・物

質的な基礎」に目を向け、「実現可能な目的の選択」の重要性を悟るようになった497。「急

                                                                                                                                                     

ている。前者はパリを牛耳る「主権的な個人の恣意」を抑えるために必須であったとされ

る。ジーベルは、後者についてミラボーの意図は「強力な統治形成のための一瞬の自由な

時間を得るため」であったと解釈している。「考えうる最良の憲法」でさえも財政が危うけ

れば十分な改革ができないのだから、時間稼ぎのための「強力な財政措置」が必要という

わけである。ミラボーはアッシニアを「健全な財政の再建」手段とはみていなかったのだ

から、アッシニアによる経済破綻の元凶とみる見解は誤りとされる(SGR, 1: 82-7)。 
496 また、拒否権問題についても、ミラボーや「中央派」が国王の絶対拒否権を主張したの

に対して、ラファイエットとネッケルの短慮が制限拒否権を招いたのだと評される(SGR, 1: 

47-50)。「つねに君主政は新たな敗北を喫し、ますます人民の原理は国家生活の実践へと埋

め込まれていった」。 
497 同時期の「政治学講義」の「党派」理解も同趣旨とみてよい。個人の自律を重視する「自
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進的要素の放逐によって、自由派は保守的に、反動派の転覆によって保守多数派が自由主

義的になった。革命も反革命も同程度に有害であることを、両派ともに身をもって知った

のである。かつての自由派は、以前よりも思慮深く自制的になり、かつての保守は前進と

改革に乗り気になった」。つまり、英国でいえばバークや小ピット、フランス革命でいえば

ミラボーや「中央派」のごとき現実感覚に富んだ人々が、ドイツ諸邦においてもついに登

場したというわけである。さらに、三月革命後のジーベルは統治者と被治者を結びつける

紐帯として、「国民性原理」Nationalitätprinzip の重要性を――強固な小ドイツ派の立場か

ら――繰り返し強調するようになる498。「個人の生涯において、ひとは子供時代の顔の造作

                                                                                                                                                     

由主義」Liberalismus がともすれば「個人主義」に堕してしまう一方で、「保守主義」

Conservatismus は「統治」に重きを置くあまり、個人の自由を軽視しがちである。それゆ

え、ジーベルは両派の「中道」Mitte こそが望ましいとしている（H. Seier, Die Staatsidee 

H. v. Sybels, S. 23-7）。「自由主義」と「保守主義」がここでは、国家のふたつの目的、す

なわち「個人の自由」と「共通善」を代表していることはいうまでもない。 

 また、ジーベルによれば、「歴史的発展」を踏まえることこそが、「真に歴史的な、した

がって真に保守的な立場」である(SKS, 1: 545)。したがって、中世とは社会構造が根本的

に異なる「現代」において、「封建国家」の復活を目指す「キリスト教的ゲルマン的国家論」

などは、「保守」どころか「革命的」な危険思想として位置づけられることとなる(SKS, 1: 

388ff.)。 
498 ジーベルはいわゆる「国民的歴史叙述」の代表格とされることが多いが、実際に「国民」 

Nation 概念に着目するようになるのは、一八五〇年代後半からである。 

 無論、三月前期のジーベルが「国民」Nation 概念を用いなかったわけではない。だが、

当時は、「国民」を政論・史論の中核に据えることに対して否定的であった。ジーベルの定

義する「国民」Nation とは、「血統・言語・歴史」の共有によって定義される運命共同体で

あり、ロマン派的な「民族精神」論とは無縁である。三月前期においてすでに、ジーベル

は国民形成における混血の重要性を評価することで、純粋な「血統」を重視する類の「民

族」論を退けている（V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 103-7）。こうした「国民」定義はそ

の後も変わることはない(SDS: 79-80, SUN: 187-8)。「解放戦争」を国民意識の解放として

高く評価する部分はあるが、『ラインラントの政治的諸党派』その他の政論において、基本

的に国民問題が言及されることはない。当時のジーベルにとって、最大の論敵は「封建派」

（貴族勢力や教皇至上派）であったことも、その一因であろう。この点は、当時、『ケルン

新聞』に寄稿された政論の内容からもうかがうことができる（K. Buchheim, Heinrich von 

Sybel und der Staatsgedanke: Publizistische Dokumente aus der Kölnischen Zeitung 

1844 bis 1851. in: Deutsche Vierteljahrschrift Bd. 26 (1931), S. 99-108）。 

 ジーベルは三月革命期から徐々に「国民」Nation を政治論の中核に据えるようになる。

とりわけ、一八五〇年代後半以降、この傾向が顕著となる。Haferkorn はジーベルの Nation

概念を精密に調査しているが、参照される史料がすべて一八五〇年代後半以降の作品であ

ることは、注目されてよい（F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 50-6）。 

 こうしたジーベルの姿勢の変化は史論に顕著である(SUN: 8ff., 163-7)。なかでもミュン

ヘンにおける講演を元にした論文「欧州の反ナポレオン決起」（一八六〇年）や「ドイツ皇

帝期に関する最新の叙述」（一八五九年）、論争的史論『ドイツ国民と帝国』（一八六二年）、

「ボンのアルント記念碑」（一八六五年）などは、「国民性原理」の観点からの叙述となっ

ている。近代史に限定した場合、「国民性」の重要性を理解した人物として特にシュタイン

(SKS, 1: 288ff., SVAu: 361-2)、シュタディオン(SKS, 1: 294ff.)、ウェリントン(SKS, 1: 

267-8)、アルント(SVAu: 269-70)らが高く評価され、ハルデンベルク(SKS, 1: 311)は低く評
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を少しもとどめないが、同一の人格を保ちつづける。それと同じように、同一の国民的人

格が、民族の歴史のあらゆる変転を一貫しているのだ。この国民的人格の破壊は、全人格

の否定にひとしい」(SUN: 187)。 

 ジーベルは自分自身が政治家（プロイセン下院議員）として活動するときも、つねにこ

の政治観に忠実であった。それゆえ、彼にとって「プロイセン憲法紛争」（一八六二～六年）

は大きな試練にちがいなかった499。一八六二年、下院の多数派を占める自由派議員たちが

超然内閣による予算案を拒否することで、プロイセンの政治は完全な麻痺状態に陥る。当

時、中央左派に属していたジーベルはトヴェステンらとともにしきりに政府と議会との妥

協を模索している。「調和」を信じるジーベルは、政府との妥協を頑なに拒む進歩党勢力と

一線を画した。このときのジーベルの念頭にはやはりフランス革命史の教訓があった500。

「フランス革命の不幸は、与党の欠如、そしてそのために政府が革命を支配し主導するこ

とができなかった点にある。我々は同じ轍を踏んではならない。自由派は政府を抑えねば

ならない」、当時のジーベルはそのように語ったという。無論、ジーベルは英国流の「議会

主義統治」を意図したわけではない501。ジーベルは特定の政体への偏愛とは無縁である。

                                                                                                                                                     

価されることとなる。 

 なお、本稿で、中世史における神聖ローマ帝国の位置づけをめぐって、ジーベルとフィ

ッカーとの間で戦わされた論争（「ジーベル・フィッカー論争」）を詳しくあつかうことは

できない。論争の概要と史学史的位置づけについては、T. Brechenmacher, Wieviel 

Gegenwart verträgt historisches Urteilen?: Die Kontroverse zwischen Heinrich von 

Sybel und Julius Ficker über die Bewertung der Kaiserpolitik des Mittelalters 

(1859-1862). in: U. Muhlack (Hg.), Historisierung und gesellschaftlicher Wandel in 

Deutschland im 19. Jahrhundert. Berlin 2003 が最新の研究成果を反映しており、叙述も

公平である。 
499 政治家としてのジーベルの活動を詳細に跡づけることは、本稿の課題ではない。すでに

ミュンヘン時代の政治活動については V. Dotterweich, H. v. Sybel, S. 219ff., 339ff.、「プロ

イセン憲法紛争」から帝国創建までの政治活動については H. Seier, Die Staatsidee H. v. 

Sybels, S. 75ff.が詳しい分析を行っている。 
500 H. Seier, Die Staatsidee H. v. Sybels, S. 100. 
501 「現在のところ、プロイセンにおいて成長可能な国家生活の唯一の形式は、王権による

理性的な指導のもとでの議会主義統治です。王権の指導を欠いた議会は、まだ統治の任に

耐えませんし、議会を欠く王権はとうの昔に不可能になりました」（Nr. 66, an R. v. Mohl, 13. 

7. 1862. in:  J. Heyderhoff, P. Wentzcke (Hg.), Deutscher Liberalismus im Zeitalter 

Bismarcks: Eine politische Briefsammlung. Bd. 1. Bonn/Leipzig 1925, S. 106）。 

 このモール宛書簡の内容と、上記のミラボーおよび英国国制観を鑑みれば、ジーベルが

「議会主義統治」を退けたとする Seier の指摘は、修正を要する（H. Seier, Die Staatsidee 

H. v. Sybels, S. 44-5）。「政治学講義」が念頭に置いたのはドイツの政治状況であり、たし

かにその点で、ジーベルは「議会主義統治」のドイツへの即時移植に対して否定的だった。

しかし、だからといって、ジーベルが政体としての「議会主義」を全否定したわけではな

い。本節(3)の議論からも明らかになるように、ジーベルは統一ドイツの「議会主義」化の

可能性を十分に見越していたのである。 

 ただし一方で、ジーベルが同時代の英国国制を盤石とみていたわけではない。むしろ、

行政の専門分化に伴う「自治」の衰退と、選挙権の拡大傾向が、英国の「議会主義統治」
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ただ、ジーベルにとって、プロイセンが「立憲国家」である以上、統治権力と議会権力は

うまく「調和」を保ってゆく必要があった。予算不成立状態の継続、すなわちデッド・ロ

ック状態は「不信」の現れであるがゆえに、除去されねばならない。「調和」と「承認」を

追い求める政治家のすがたがここにある。 

 だが、ジーベルの政治路線は宰相ビスマルクの登場とともに決定的な破綻を迎えること

となる。あくまでも議会との合意を模索した前任者たちとは異なり、ビスマルクは予算無

しの統治を断行する。それは、「調和」の理想と真っ向から衝突するありようだった。「調

和」の可能性は決定的に放棄されたかにみえた。こうしてジーベルはプロイセンの政治に

絶望するのである502。「我々は道徳上の優位を保つために闘っています。しかし、請願や代

表団、国民の気運といったものを我々の権力者たちはもはや恐れていないのです」。「軍隊

がクーデターを起こすか、対外戦争でこっぴどくやられでもしないかぎり、体制は盤石で

しょうね」。 

 

(3)新生ドイツ帝国と「我々の敵」 

 一八六六年はドイツ自由派にとって、決定的な意味をもった。この年、プロイセンはオ

ーストリアとの戦争（普墺戦争）に完勝し、ドイツ統一の主導国として名乗りをあげる。

普墺戦争は事実上、オーストリアを旗頭とするドイツ連盟軍との戦いであったため、戦勝

国プロイセンは戦後ドイツへのフリーハンドを得たのである。実際に、北方諸邦を統合す

る北ドイツ連邦の成立（一八六七年七月）は欧州の勢力図を一変させた。さらに、プロイ

センの強力な指導力を目の当たりにしたドイツ自由派は、これまでプロイセン「絶対主義」

に対して抱いてきた「不信」を解き、政府との「協調」に転換し、「統治」への参画を求め

るようになるのである503。「おお、親愛なる友よ。この時代を、ドイツ史におけるこの転換

点を、千年来の歴史で比肩するもの無き転換点を、我々は体験したのだ。なんという羨む

べき運命であることか」（イェーリング）。 

 ジーベルにとっても、一八六六年はドイツ史上、画期的な意味をもつように思われた。

普墺戦争終結直後、政論「新生ドイツとフランス」を寄稿し、オーストリアに対するプロ

イセンの主張の正当性を擁護している(SVAu: 283-4, 286ff.)「いにしえのハプスブルク朝の

如く、近代オーストリアは、国民的正当性に対する執拗な否定にほかならない」。「オース

                                                                                                                                                     

を揺るがすとして危惧している。というのも、ジーベルは「議会主義」の安定的運用のた

めには、「自治」を通じた「統治層」の形成が不可欠と考えるからである(SVAu: 326)。 
502 Nr. 106, an H. Baumgarten, 26. 5. 1863. in: J. Heyderhoff, P. Wentzcke (Hg.), 

Deutscher Liberalismus, S. 153, H. Seier, Die Staatsidee H. v. Sybels, S. 106. 
503 一八六六年を思想問題として扱った論文で、K. G. Faber, Realpolitik als Ideologie: Die 

Bedeutung des Jahres 1866 für das politische Denken in Deutschland. in: Historische 

Zeitschrift. Bd. 203-1 (1966)に勝るものはない。一八六六年の諸事件が、ドイツ知識人の思

想的「結晶化」を促したという指摘は正しい（ebd., S. 39-40）。 
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トリア伝来の政治とは、中世ドイツ皇帝たちのそれとまったく同じである」。こうした旧弊

な政治はもはや時代にそぐわない。「時代は変わった。自由と権利への衝動が万人の心情に

生成し、国民感情の力は全欧州にわたって生き生きとしている。すべて、そう、すべてが

新しくなったのだ。変わらないのは、ただ、ウィーンの政治家どもの信条だけである」504。

また、晩年の大著『ヴィルヘルム一世によるドイツ帝国建国史』（全七巻、一八八九～九四

年、以下『帝国建国史』）も、同じ主張を繰り返している。「一八六六年の闘争は、個人的

な情念によって恣意的に引きおこされた帰結などではなかった。それはむしろ、数世紀に

わたって形成されてきた古き諸権利と、ますます強く押し寄せる国民的欲求との対決だっ

たのである」(SBR, 1: XIII)。 

 一八六六年の戦勝は、「憲法紛争」の渦中にいたプロイセン自由派にも大きな波紋を投げ

かける。進歩党を中心とする自由派左派がなお徹底的な反政府姿勢を貫ぬこうとしたのに

対して、自由派右派やジーベル属する中央左派は、ビスマルクの外交的成功にドイツ統一

の夢を託すようになる。とりわけ、ビスマルクが提出した事後承諾法案――これまでの予

算無しの統治の事後承諾を求める一方で、今後は議会の予算承認権を確約した――はこの

うえない和解の好機と思われたのである。統治権力と議会権力の「調和」をなによりも重

視したジーベルが、この法案を心から歓迎したことは自然ななりゆきであった(SVAu: 296-9, 

SBR, 5: 429)505。国王をはじめ、政府はいまや「和解と内的平和」を求めている。「国王は

これまでの状態の不法性を承認し、事後承認を懇請し、合法的な予算提出を約束した」。こ

れ以上、なにを望むことがあろうか。いまや「ドイツ統一問題」が焦眉の課題となり、時

代は「肯定的で国家建設を担いうる自由主義」positiver und staatsbildender Liberalismus

                                                   
504 ここでひとまず、ジーベルのオーストリア観を整理しておく。 

三月革命当初、ジーベルは反オーストリアではなく、むしろ大ドイツ主義的解決を志向

していた（H. v. Sybel, Ueber das Reichsgrundgesetz, S. 15-6）。しかし、一八四八年後半

から一八四九年初にかけて、大ドイツ主義的解決が絶望的になるにつれて、ジーベルは強

固な小ドイツ派へと転ずることとなる。一八五〇年十一月以降に『ケルン新聞』に掲載さ

れた、小ドイツ派的論説も参照せよ（K. Buchheim, H. v. Sybel und der Staatsgedanke, S. 

111ff.）。 

 親普・反墺の政治姿勢は、『革命時代史』における外交史的評価にも如実に反映されてい

る。前述の史論「欧州の反ナポレオン決起」では、シュタディオンと一八〇九年の戦役が

ドイツ全体の「国民」的利益の発露として高く評価される一方で、メッテルニヒは宮廷外

交に退行した反「国民」的政治家として批判されている(SKS, 1: 309ff., 325ff.)。 

ジーベルがオーストリアを批判する論拠は二点ある。ひとつは、オーストリアが中世後

期以来、「ドイツ」から、すなわち「国民」的利害から離反し、独自の勢力を築いてきたと

いう点(SUN: 238-42)。いまひとつは、諸民族の集合体という、オーストリアの内政構造に

因る「国家思想 Staatsgedanke の不在」である(SUN: 250-2)。 
505 歴史における「力」Kraft と「法」Recht との関係についての柔軟な見解からも、この

対応は自然であった(SDS：86-8)。表面上、ジーベルは、「力」が「法」に優越するとする

「現実政治」Realpolitik を退けているが、多くの留保ゆえに、それが実質的な批判足りえ

ているかは疑わしい。 
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を求めているのだ。 

 

憲法紛争期の憤激がどれほど激烈なものであったにしても、いまや以下の事態が明白と

なった。すなわち、政府と自由派は同一の偉大な目標を追求しているということ、また、

ドイツ帝国建国のためには、精神の内的運動と同じくらい、政府の力が必要不可欠であ

るということである。真剣にドイツ統一を願う者は、好むと好まざるとにかかわらず、

決定的問題において政府の同盟者であると公言せねばならなかった。さらに、自由主義

思想を実践において真剣に実現してゆこうと考える者は、いまや、政府との活発な協働

に踏み切らねばならなかった。ドイツ帝国の建設を敵対党派にのみ委ねさせないように

するためである。四年間にわたる憲法紛争は、自由派の大多数を急進的民主派と融合さ

せ、ドイツ問題解決促進へのあらゆる関与から遠ざけてしまった。一連の諸事件によっ

て憲法紛争の解決が可能となった瞬間、まさにその瞬間、かの不自然な同盟関係は終わ

りを告げたのである。民主派と決別し、自由派が再び登場した。さしあたりドイツ問題

において政府と同盟関係を結び、なおかつ根本定理において自立した、数と影響力の面

で忽ち急成長する自由派が、再び登場したのである。（『帝国建国史』）(SBR, 5: 357-8) 

 

もはや「自由派」は、三月前期のように「政府」と恒常的な対立関係に立つ野党的存在で

はない。生まれ変わった「自由主義的保守派」は、「ドイツ問題」において「政府」と「協

働」することで、同時に年来の理想をも実現してゆくだろう。それは、まさしく「調和」

と「和解」の精神にちがいない。ジーベルによれば、ようやく、あるべき政治の条件が整

ったということになる。そして、プロイセンも「自由派」の期待に応え、「ドイツ問題」の

最終的解決に乗り出すことによって、「プロイセン国内の自由」を同時に基礎づけることと

なろう。 

 無論、ジーベルが理想とするドイツ国民国家はあくまでも平和を重んずるのであり、そ

の意味で防衛的な存在である(SVAu: 291ff.)。ドロイゼンがかつて思い描いたように、それ

は欧州の「平和国家」とならねばならない。「統一によって我々がより強くなり、より戦争

遂行能力を高めることは疑いない。だが、統一は〔同時に〕教養・産業・商業をめぐる最

重要利益を創出し、それを通じて民族の傾向性は戦争から、平和と自由へと導かれるであ

ろう」。「平和こそが国民的自立の目的であり、平和のための不可避の手段としてのみ、戦

争は正当化されうる」という「クロムウェルの見解」は正しい。北ドイツ連邦という「現

下のドイツの改革は、広大な領土ではなく、確固として基礎づけられた安全を目指してい

るのである。この改革は将来の指導者に強大な権力を付与し、邪心を抱く君主たちをでき

るだけ排除する」ことだろう。それゆえ、今次のドイツ「改革」は、三月革命――「熱狂

と祖国愛」に浮かされた、「夢想的」で「急進的」で「教条的」な「民主的皇帝制」樹立の

こころみ――とは本質的に異なっている(SVAu: 280-1)。ドイツ統一は、「言葉と憲法条項」
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によってではなく、「所与の現実的な諸関係を扱う」ことによってのみ達成されうる。そし

て、「偉大な大臣の輔佐を得たヴィルヘルム一世は、理想と現実、統一と割拠との安定した

均衡の基盤を見出した」(SBR, 5: 460-3)506。「一八六六年秋、ドイツ帝国は建国された。我々

はそのように断言してよい」。ついにドイツはフランス革命を超える瞬間を迎えることとな

った(SVAu: 300-2)。「〔現下の〕諸改革は一七八九年におけるフランスの改変とほぼ同程度

に包括的である。だが、現下の諸改革は長期の準備を経てきたものであり、精神にとって

一層明瞭なものとなる」のだから。統一の「絶対的障害」たるオーストリアの後退によっ

て、ドイツの「内的再生」は「平和的かつ議会的方法」で完遂されるにちがいない。 

 興味ぶかいのは、ジーベルが長い中断期間を破り、普墺戦争前後の時期に『革命時代史』

執筆を再開したことである。ロベスピエールの失墜までを描いた第三巻が一八六〇年に上

梓されたのち、ジーベルは政治活動の多忙もあって執筆を中断していたが、ついにドイツ

帝国建国の年（一八七一年）、待望の続編（第四巻）が出版されることとなる507。第五巻と

合わせた続編部分は、総裁政府期からアミアンの和約締結（一八〇四年）までの時代をあ

つかっている。内容の重点は、ナポレオンの登場と権力掌握過程に置かれている。 

 ジーベルのナポレオン観は、ミュンヘン時代の史論「欧州の反ナポレオン決起」（一八六

〇年）においてすでに鮮明である。『革命時代史』におけるナポレオン評も、対象とする時

代や政策は異なるにせよ、大きな変化はない。ナポレオンは当初、「共和国の自由の将軍」

であったが、権力掌握過程において次第に専制化したとする通説を、ジーベルは退ける。

ナポレオンは当初から「支配欲に満ち、名誉を求める計算高い」人物だった(SKS, 1: 246-7)。

ジーベルのナポレオン観は、基本的にはドロイゼンのナポレオン観と大差ない。つまり、

ナポレオンは、芯からの「自律的な支配者」であり、「冷酷極まる悟性」と「燃え上がる創

造的な想像力」の奇妙な結合だったというのである(SKS, 1: 251-5)。「目的合理性」の権化

であり、「悪魔の如き、底知れぬ狡知」によって人心を意のままに操り、あらゆる「個人の

自律性」と「個人の自由」を抑圧するのである。「ナポレオンが現れるところ、その行動の

目的合理性と力に驚嘆せぬ者は無かった」。「これほど悪魔的な精神」をもち、「悟性・想像

力・意志の強さ」を兼ね備え、そしてこれほど抑圧的だった支配者は史上類例がない。「ナ

ポレオンの偉大さは世界において孤独である。この偉大さはあらゆる他者に対する不感症

である。他者をおのれの出世のための道具としてしか見ていないのだ」。 

 こうした完全無欠の「自律的な支配者」たるナポレオンの功績には無視できないものが

ある。「社会革命」の連鎖を叙述してきたジーベルにとって、ナポレオンによる秩序の回復

はなによりも評価されるべきものであった(SGR, 5: 571-2, 592-3)。「確かなことはひとつだ

けあった。それは、フランスが統治を得たということである」。たとえ、執政政府の統治が

                                                   
506 三月革命期の『帝国基本法草案』論文と同様、晩年のジーベルも三月革命の失敗原因を

しぶとい諸邦割拠の伝統（「分邦主義」Particularismus）の軽視にみていた。 
507 H. Baumgarten, Zur Beurtheilung der französischen Revolution, S. 327. 
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革命前の絶対主義的統治の強化版にすぎなかったとしても、「健全な状態への移行は、統一

的で無制限な、ひとつの支配的かつ創造的な意志によってのみ完遂できたのである」。そし

て、「目的合理的で洞察力に優れた行政」による垂直的な統治は、実際に「自由」よりも「平

等」を志向するフランス国民の気風にかなうものでもあった(SGR, 5: 593, 700-1)。フラン

ス革命初期において、「封建国家」の瓦礫から生まれた「自由」を捻じ曲げたのは、まさし

く「物質的平等への衝動」である。これに対して「ナポレオンは平等の基礎のうえに、国

民に法的保護を与えた。今後はいかなる臣民も他人の不法行為から保護されるという意味

において。だが、一七九三年や一七九七年と同様、フランスには自由も、国家権力に対す

る個人の権利の保証も、公共行政への市民の規律ある参加も存在しなかった」。こうした「平

等」のかたちは、真の「自由」と相容れるものではない。このこともまた、自明である。「恐

怖政治時代の苦悶と、平等の享受において、フランス国民は自由のみならず、自由への感

覚さえも失ってしまったのだ」。 

 そして、ナポレオンの「支配欲」はフランスのみならず、全欧州にまで広がってゆく(SGR, 

5: 701-3)。既成秩序破壊の無限運動という点で、「ナポレオンは〔革命の〕民主的記憶の相

続人」だった。いまやナポレオンは「世界征服者」として、欧州全土を戦乱に巻き込むこ

とだろう。ナポレオンにとっては己の「支配欲」のみがすべてなのであり、他者はその道

具にすぎない。したがって、「国民性原理」など一顧だにしない(SKS, 1: 254-5)。「その全存

在があらゆる他者の権利喪失を意味したナポレオンにとって、こうした事柄はまったく理

解できなかった」。「ナポレオンには、国民的熱狂の源泉と活力へのあらゆる尺度が欠如し

ていた」。「ボナパルトにとって、安息も制約も存在しなかった。彼はたしかにフランスの

ために革命を終結させた。そのかわり、全世界にとっての革命時代の幕を開けようと考え

ていたのである」。ナポレオンの支配とはまさしく、「国民性原理」を圧殺する――かつて

のカール大帝、中世のドイツ皇帝たち、ルイ十四世の支配の如き――「普遍支配」

Universalherrschaft にほかならなかった(SVAu: 282-3)508。 

 ジーベルの意図は明白である。その叙述から浮かびあがるナポレオン像――「平等」を

基盤とする国内統治と、他民族に対する「普遍支配」――は、普仏戦争（一八七〇～一年）

の勝利によって実現した、新生ドイツ帝国の原理をちょうど裏返しにしたものなのである。 

 

我らの新しき国家はその出発点からして、一七八九年のフランスの道とは根本的に異な

る発展へと定められていた。新ドイツ帝国は国民性原理から生成したわけだが、この国

民性原理は、フランス革命の誤れる平等概念と相容れるものではない。この誤れる平等

原理は個体の固有性――個人に対してであれ、ひとつの民族に対してであれ――に正当

                                                   
508 本稿では紙幅の関係上、ジーベルのナポレオン三世論には立ち入ることができない。ジ

ーベルはナポレオン三世の政治を、性格や資質の面の相違はあるものの、基本的にはナポ

レオン一世による「普遍支配」の復活のこころみと見ていた。 
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性を与えることを拒否する。〔中略〕まったく正反対に、国民性原理は承認にもとづい

ている。つまり、個人の自由は国家権力の保護のもとでのみ存続しうるということ、国

家の指導者たちは被治者となるべき民族の言葉を話し、その心を分かち合い、民族の精

神の鼓動をともに感じるということ、また逆にそうした国家権力の力は個々人にとって、

もはや苦痛を伴う制約としてではなく、固有の本質の浄化促進として感じられるという

ことの承認である。個人の自律性への敬意こそが国民性原理の基礎であり、権力と自由

の和解こそが国民性原理の帰結にほかならない。（『革命時代史・第四巻』）(SGR, 4: VIII) 

 

つまり、「国民性原理」にもとづく新生ドイツ帝国は、逆に言えば、「個人の自由」を尊び、

「自治」の気風を保つがゆえに侵略的傾向とも無縁なドイツ国民による偉業なのである

(SVAu: 315-6)。フランスの降伏を告げる号外を手にしたとき、ジーベルの目から涙が溢れ

た509。 

帝国建国後、以前にも増してジーベルはドイツ国民とフランス国民の差異を強調するよ

うになる(SVAu: 342-6)。「個人の自由と固有性」を尊重するがゆえに「自治」の気風を備え、

「国民性原理」に沿って新国家を建設したドイツ人。「均一で確定した規則」を要求し、フ

ランス革命を通じて「誤れる平等」に染まり、時代遅れの「普遍支配」をこころみたフラ

ンス人。「自由」を真の意味で理解するドイツ国民が「真の平等」（機会の平等）に親和的

であるのに対して、「誤れる平等」（結果の平等）に毒され、「自由」に敵対的なフランス国

民は、「共産主義」や「教皇至上派」といった「世界市民主義的党派」に影響されやすい(SVAu: 

306-8, 339-42, SGR, 4: IX-X)。いうまでもなく、「個人の自由」と「国民性原理」を否定す

る「世界市民主義的党派」は、「我々の敵」である510。 

 三月前期以来の自由派にとってと同様、ジーベルにとっても、新生ドイツ帝国の建国は

至福の瞬間であった。「これからなにをして生きてゆけばよいのでしょうか。この二十年間、

あらゆる願望と努力の対象であったものが、これほど限りなく輝かしいかたちでいまや実

現したのですからね」511。その後の人生はまさしく、長い余生にちがいなかった。帝国建

国後のジーベルは、「世界市民主義的党派」、すなわち「我々の敵」の弱体化と、「国民性原

理」の貫徹に専心することとなる。彼は反カトリック運動たる「文化闘争」を積極的に支

                                                   
509 Nr. 391, an H. Baumgarten, 27. 1. 1871. in: J. Heyderhoff, P. Wentzcke (Hg.), 

Deutscher Liberalismus, S. 494. 
510 こうした問題関心を反映して、『革命時代史』続編における、教皇領とバブーフに関す

る叙述は、「教皇至上派」と「共産主義」に対する痛烈な批判となっている。さらに、後年

の『帝国建国史』においても、「共産主義運動」と「教皇至上派」という「世界市民主義的

勢力」は、「個人の自由と国民的独立の拒絶という否定的思想」を奉じる党派として警戒さ

れている(SBG, 7: 114ff.)。 

 また、すでに『ラインラントの政治的諸党派』において、「共産主義」とキリスト教の親

和性が示唆されている(SPP: 82, Anm. 1)。 
511 J. Heyderhoff, P. Wentzcke (Hg.), Deutscher Liberalismus, S. 494. 
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持し、年来の持論たる「教皇至上派」批判を繰り返す(SVAu: 312-4, 359-60)512。一方で、

世紀中葉以来の経済発展に伴う「社会問題」の深刻化と社会主義・労働運動の興隆に直面

して、「自由競争」の予定調和観は修正を余儀なくされる。ジーベルはいまや、労資関係や

労働環境の改善を目的とする「介入」立法の必要性を訴えかけるのである(SVAu: 106-8)513。

それゆえ、「個人の自由」を圧殺する「誤れる平等」や「共産主義」のみならず、「個人の

自由」を絶対化する俗流「自由主義」や古典派経済学も、ジーベルの批判の対象となる(SVAu: 

103-5, 133-5)。「なぜなら、自由とは各人が欲することを行う権限ではなく、各人が欲する

ことを同時に各人固有の本性に適合させるように生きること、すなわち人倫的生活

sittliches Leben への自己規定にほかならないのだから」。言い換えるならば、「自由は文化

と国家の発展の枠内でのみ発展する」ということだ。「国家の目的とは、共同体の権力によ

る自由の現実化」なのである(SVAu: 140-4)。すでにみてきたように、ジーベルの国家観は

基本的に三月前期以来、変わっていない。いまや「社会問題」という同時代的問題も、「調

和」を至上とする国家観のうちに包摂されるのである514。 

 無論、ジーベルが新帝国のすべてに満足していたわけではない。いまだ英国流の「議会

主義統治」を実現するにはまだまだ「有権者の政治的陶冶」――議会多数派による政権運

営には不可欠――が欠けているし、この「政治的陶冶」に資すべき「自治」制度も未完成

にとどまっていた(SVAu: 322-7, 357-8)515。そうであるがゆえに、ジーベルは「我々の敵」

                                                   
512 ジーベルの「教皇至上派」批判は三月前期以来のものである。この点については、V. 

Dotterweich, H. v. Sybel, S. 59ff.の分析を参照せよ。 
513 帝国建国直後のジーベルは、「今日の社会主義と共産主義の教説」（一八七二年）、「社会

経済問題における国家権力の実効性」（同年）といった論説において、マルクスやラサール

の経済学説を批判している。本稿では問題設定上、この問題を詳説することはできないが、

すでに F. Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 135-55 は、ジーベルの議論を鋭く分析して

いる。 
514 「所有権」問題に関して言えば、すでに『ラインラントの政治的諸党派』において、「純

粋な国有財産」も「純粋な私有財産」も――例外的な時代を除いては――存在しないとさ

れている(SPP: 80, Anm. 1)。ジーベルによれば、「政治権力」に対してと同様、「私有財産」

に対しても、「全体」は「個人」と同様の権利をもっているからである。このように、すで

に立法による「私有財産」制限に対して、当初からジーベルは否定的な姿勢をとらなかっ

たのである。 

 ただし、ジーベルが晩年にいたるまで「社会問題」の根深さを憂慮していたこともまた、

事実である(SVAb: 139-40)。第二帝制期におけるジーベルの「社会問題」観については、F. 

Haferkorn, Soziale Vorstellungen, S. 155-66 が見事な分析を示している。 

 なお、ジーベルの国家観における「自由」の位置づけについては、本章第二節(2)を参照

せよ。 
515 本稿では第二帝政期の自由派の動向まで扱うことはできないが、帝国建国直後の自由派、

とりわけ国民自由党は、政治の「議会主義」化を目標としていた。この観点からすると、

一八六六年におけるビスマルク政治の承認は戦略的に妥当なものであり、自由派の衰退の

画期はむしろ一八七八・九年に求められることとなる。例えば、H・A・ヴィンクラー「ブ

ルジョアの権力放棄」（『ドイツ史の転換点 1848-1990』所収）、D. Langewiesche, 
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という不安定要因を除去する一方、いまや自由派と同じ志をもつ――ジーベルにはそのよ

うにみえた――ビスマルクの統治に積極的に賛同することで、新帝国の基盤を盤石にしよ

うとするのだ。帝国建国期におけるビスマルクの果断な政治手腕こそ、現在の「自由派」

にとって必要なものである。 

 

一八四八年のようにオーストリアのお先棒担ぎのために用いるプロイセン軍など、最小

兵力さえも無いに越したことはない。主としてこういう考えから、自由派は一八六二年

に軍拡を拒んだのである〔「憲法紛争」〕。デンマーク戦争の終結後、自由派はますます

心地良い驚きをもって以下のことを体験した。つまり、ビスマルク伯は一八四八年以来、

別人になったということ、さらには、簡単な理由から自由派のほうでビスマルクに歩み

寄る必要が無くなったということを。というのも、ビスマルク自身が自由派に歩み寄り、

国民的願望の決定的な目標をみずからのものとしたのだから。〔中略〕実践的政治家と

いう守護霊を欠く限り、自由派はなにもできなかった。ビスマルクのあらゆる行動の原

理が、国民の願望と自分自身の目的との事実上の一致であったことを、力強い精神の持

ち主は決して否定しないだろう。（「新生ドイツ帝国」）(SVAu: 311) 

 

そして、ジーベル自身は再び歴史叙述を通じて国民の教化をこころみる。だが、その題材

はもはやフランス革命史ではありえなかった。前述した晩年の『帝国建国史』はプロイセ

ン中心のドイツ統一の成功物語――その一部はビスマルク自身の校閲を経た516――であり、

一般読者の大反響を呼ぶこととなる。そして、その物語は、「強き男たち」の歴史でなけれ

ばならなかった。というのも、歴史を創るのは「大衆」ではないからである。「時代の潮流

の理想を認識するのみならず、みずからの力によって理想の実現のための正しい手段を選

び取る」「強き男たち」こそが、歴史を創るのだ(SVAb: 140)。「そう、ドイツ統一における

ビスマルクのようにね」。「強き男たち」の歴史叙述を通じて、「国民性原理」への確信を深

め、新帝国の存立を不動のものにすること。それが、ジーベル最後の課題であった(SBR, 7: 

191)517。 

                                                                                                                                                     

Liberalismus in Deutschland はこうした図式にのっとっている。なお、Langewiesche の

概説書の内容については、拙稿「学界展望――D. Langewiesche, Liberalismus in 

Deutschland ほか」を参照せよ。 

 この点でジーベルの立場は微妙である。前述したように、ジーベルは新帝国の「議会主

義」化の可能性を否定することはない。だが、一方で中下層民による政治参加拡大の要求

や、「社会」構造の複雑化を、今後の「議会主義」化を阻む要因として挙げている(SVAu: 325-7)。 
516 『帝国建国史』の第六・七巻に対するビスマルク自身の校閲経緯については、W. Pöls, 

Bismarck und Sybels „Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.“. in: 

Historische Studien zu Politik, Verfassung und Gesellschaft :Festschrift für Richard 

Dietrich zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main/München 1976 を参照せよ。 
517 『帝国建国史』のドイツ史学史上の位置づけについては、E. Fehrenbach, Die 
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ジーベルにとって、フランス革命史で扱われた問題は、もはや解決済みであった。「我々

はフランスからなにを学びうるか」（一八七二年）という象徴的な題名の論説において、ジ

ーベルは言う(SVAu: 347)。「フランス人の大きな欠陥は国家と教会の制度と観念にある。こ

の分野において、フランス人は権力と自律性を和解させることができず、恣意的支配と革

命との間を絶えず動揺した」と。つまり、経済や学藝の分野ではまだしも、「国家と教会」

の面においては、反面教師として以上にフランスから学びうることは、もはやないと。「フ

ランス人に優越せんとするならば、我らの努力はとりわけこの領域〔「国家と教会」〕に向

けるに越したことはないのだ」と。ジーベルがこのように語るとき、ひとつの時代は終わ

りをむかえようとしていた。 

                                                                                                                                                     

Reichsgründung in der deutschen Geschichtsschreibung. in: ders., H-W. Hahn, J. 

Müller (Hg.), Politischer Umbruch und gesellschaftliche Bewegung: Ausgewählte 

Aufsätze zur Geschichte Frankreichs und Deutschlands im 19. Jahrhundert. München 

1997, S. 385-7 が適切な評価を下している。 
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結：「虹」のかなたへ 

 

 十九世紀ドイツにおけるフランス革命史論は、政治学的にも歴史学的にも、独特な位置

を占めている。それは厳密な意味で一回的な現象であった。というのも、古典古代以来の

「実用的」歴史叙述、あるいは史論的伝統と、十九世紀後半に確立して現代に至る専門的

な歴史学的認識との絶妙な均衡の上でのみ、革命史論は成立しえたからである。それは、

意匠を変えて幾度も再演されてきた史論的歴史叙述とも、方法的に自律した歴史学とも本

質的に異なっていた。むしろ、革命史論の中で、両者は車の両輪のごとく調和し、協調す

る関係にあった。どちらかが衰弱したり、あるいは過剰になったりすれば、革命史論を存

立させている繊細な均衡は崩れてしまう。 

ダールマンもドロイゼンもジーベルも、政治学者として「時代精神」を観察し、自身の

歴史叙述の起点となる問題関心を汲みとった。だが、このことは、彼らが恣意的な歴史叙

述に陥ったことを意味しない。そうではなくて、彼らはみずからの問題関心に適合した歴

史を描くために、歴史学的方法の洗練へと向かっていったのだ。史料批判を熟知していた

ダールマンは「憲法」に関する独自の考察の下、ミニェ以来のフランス流革命史論の偏向

を正そうとした。ドロイゼンは近代史をめぐる、およそ不毛な史料環境の只中にありつつ

も、歴史認識論（「史学論」）を彫琢し、その枠組をもって「国民」が躍動する「解放戦史」

に挑戦した。ジーベルは史料批判の技法を革命史に適用することによって、「社会革命」と

しての側面を浮き彫りにする。このときも重要なことは、ジーベルにとって、史料批判は

あくまでも、フランス革命の「社会問題」に肉薄するための手段――政治的関心が先立っ

ていたことはすでに述べた――であったということである。この点、彼らに代表される自

由派の歴史叙述は、歴史学の学的自律性を擁護するランケの立場とは相容れない。彼らに

とって、政治的関心は歴史叙述の原動力そのものであった。これを欠いた歴史叙述など、

考えられなかった。一方で、政治的関心を全面的に反映させるために、彼らは革新的な歴

史学的方法を積極的に採用することとなった。 

このように見てくると、古典古代以来の史論的伝統と、学問化した歴史学とのちょうど

中間に、彼らが位置していることがわかる。欧州を見舞った未曾有の断絶、復旧期世代が

「疫病」と呼んで恐怖したフランス革命に対して、彼らは政治的歴史叙述という名の「医

術」、すなわち「改革」の政治学をもって挑んでゆく。少なくとも、当時の自由派は、革命

という「病理」に対して政体論的な政治学は無力であると考えた。「時代精神」に適した「秩

序」へと国家を導くアリアドネの糸は、歴史叙述の内にこそ求められねばならなかったの

である。十九世紀ドイツという思想空間にあって、旧来の史論は歴史学的方法によって研

ぎ澄まされ、政治的議論の強力な武器となりえた。フランス革命という断絶現象に対して、

自由派は歴史の連続性に焦点を当てることで、みずからの立ち位置を弁証する。そうする

ことでフランス革命の歴史的意義を救済し、一方では「革命」的急進化を防ぐ途を模索し
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たのである。そして、現実の動態に柔軟に対応できる革命史論は、絶対主義的統治と革命

の双方を忌避する自由派にとって最適な、「改革」の政治学となりえたのである。 

しかし、史論的伝統の完成形態である革命史論は、同時に終着点でもあった。革命史論

が武器とした歴史学的方法は、次第にそれ自体の自律性を獲得してゆくだろう。歴史学は、

史論的伝統から離陸せざるをえない。無論、現代に至るまで、歴史学は政治的関心と不可

分にはちがいない。それでも、十九世紀後半以降の歴史学は、運動原理を他分野――神学、

法学、政治学――ではなく、自己自身の内に有するようになる。つまり、歴史学はもはや

他の主導的学問の補助学という地位に甘んずることなく、独立した学的規律を備えた学問

となるのである。こうした歴史学の自律化は、古代以来の史論的伝統の、さらにはフラン

ス革命史論の終焉を意味していた。 

 ドイツにおけるフランス革命史論の画期は、一八六〇年代にある。この時期から革命史

に関する新刊書の数は目に見えて減ってゆく。まず、ひとつの理由は当時の政治情勢に求

めることができる。ドイツ自由派の政治的関心をふたたび燃え立たせたイタリア独立戦争

にはじまり、その後の「憲法紛争」、デンマーク戦争、普墺戦争、北ドイツ連邦の結成、そ

して普仏戦争と帝国建国。一八六〇年代を通じてドイツの政治状況は変転を重ね、念願の

統一が近づいてくるなかで、フランス革命史への関心は薄れていった。政情が内政よりも

外交や戦争によって規定されていたことも、関心の低下と関係があったのかもしれない。 

 だが、そうした表面的な原因以上に、より内在的な要因を挙げることもできよう。つま

り、一八六〇年代を通じて、これまでフランス革命史論において論じられてきた問題が次々

と解決されていったということである。ダールマン、ドロイゼン、ジーベルの革命史論を

規定した問題関心は、それぞれ「憲法」・「国民」・「社会問題」であったが、これらの問題

は一八六〇年代にすべて解決をみることとなった。すでに三月革命期において、プロイセ

ンは「憲法」を導入していた。普墺戦争と普仏戦争、そして帝国建国は「国民」の政治的

統合を達成し、「社会問題」にも対処しうる統治権力を産み出した。前章で述べたように、

多くの問題は未決のまま残っていたし、その後のドイツ史の展開からもうかがえるように、

「国民」統合自体も潜在的な亀裂をかかえた、厳密に言えば不完全なものであった。しか

し、それでも恒常的な政治的弱体という積年の課題がかなりの程度まで解決されたことは、

疑いない。新帝国という大きな枠組を獲得したことによって、ドイツの政治社会はより一

層の発展を約束されたのである。したがって、統一事業の完遂は、ダールマン、ドロイゼ

ン、ジーベルの、そしてドイツ自由派の志向した「改革」の政治学の見事な成果にちがい

なかった。いかに統一がビスマルクの政治的手腕に負う面が大きかったとしても、ジーベ

ルの流した涙が、ドイツ近代史の流した涙であったことにかわりはない。 

実際に、ドロイゼンもジーベルも新帝国の成立を心から歓迎し、その正統性を疑うこと
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はなかった518。ダールマンはすでに没していたが、存命であれば、他の自由派同様にドイ

ツ統一を歓迎したことだろう。ビスマルクの業績を認めることに吝かではなかったにせよ、

統一されたドイツ帝国は自分たちの国家であるという意識が、自由派の間には確かに存在

した。そうであるがゆえに、ドロイゼンもジーベルも帝国建国後は、新帝国の潜在的な亀

裂、いわば帝国の「敵」に対する不断の警戒を呼びかけるようになるのである。また、帝

国建国前後から、ダールマンも国民自由党的な自由主義の先駆者として位置づけられるこ

ととなる519。ジーベルの『革命時代史』以後、ドイツのフランス革命史研究が停滞期に入

ったことには、こうした政治的背景がある520。つまり、政治的動機によって駆動されたフ

ランス革命史論は、政治的課題が帝国建国によって解決されると同時に役割を終えていっ

たのだ。「一八六六・一八七〇年の後に歴史を書こうとする者は、ここ五、六十年の歴史を、

より穏やかに、より公正に、より客観的に描きうることだろう」（オスカー・イェーガー）

521。換言すれば、フランス革命史論の終焉は、ダールマン、ドロイゼン、ジーベルに代表

される自由派の歴史家による「改革」の政治学達成の、なによりの証左なのである。 

 第二帝政期においてフランス革命史研究に取って代わったのは、言うまでもなくドイツ

近代史研究である522。ジーベルのドイツ史叙述に典型的だが、諸邦群立から統一へといた

                                                   
518 ドロイゼンについては、G. Birtsch, Die Nation als sittliche Idee, S. 204-8, S. Lewark, 

Das politische Denken, S. 151-7、ジーベルについては第四章第三節(3)を参照せよ。三月前

期から「国民」統合を希求していたドロイゼンだけに、ビスマルク主導の小ドイツ主義的

解決に対しては、ジーベル以上に肯定的であった。 
519 「国民自由主義の先駆者」としてのダールマン像は、「新時代」に発表された論文、H. 

Treitschke, Dahlmann. in: Preußische Jahrbücher. Bd. 7 (1861)を皮切りに、Springer の

浩瀚な伝記、さらには生誕百年記念（一八八五年）に発表された諸論稿（G. Waitz, F. Ch. 

Dahlmann: Gedenkrede gehalten am 13. Main 1885 in der Aula der Universität. Kiel 

1885, C. Varrentrap, Zur Erinnerung an F. Ch. Dahlmann, E. Nase, F. C. Dahlmann, L. 

Weiland, F. Ch. Dahlmann）の中で定着することとなる。 
520 この点で、ホイザーによる一八六〇年の革命史講義は注目に値する。すでにみてきたよ

うに、ホイザーは内外のフランス革命史研究動向に敏感で、フランスにおける業績をも積

極的に紹介してきた歴史家である。そのホイザーによる革命史講義で言及される論点は、

ほぼダールマンやジーベルの革命史叙述に登場していたものであり、視点の斬新さはほと

んど見られない。これはホイザー自身の能力というよりも、すでに当時のドイツにおいて

フランス革命史に読み込みうる論点がほぼ出揃っていたことを意味する（W. Oncken (Hg.), 

Häusser’s Geschichte der französischen Revolution 1789-1799）。なお、ホイザーの革命

史講義の概要は、M. Völker, Die Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution, 

S. 178ff.がまとめている。 

また、第二帝政期の代表的な革命史研究のひとつである、W. A. Schmidt, Pariser 

Zustände während der Revolutionszeit von 1789-1800. 3 Bde. Jena 1874-6 も、「社会問題」

の分析というジーベルの問題関心に沿った個別研究にとどまっていた（M. Völker, Die 

Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution, S. 189ff.）。第二帝政期における

その他の革命史研究については、H. Dippel, Deutsches Reich und Französiche Revolution, 

S. 99-101 を参照せよ。 
521 E. Schulin, Zeitgeschichtschreibung, S. 135-6. 
522 E. Fehrenbach, Die Reichsgründung in der deutschen Geschichtsschreibung, S. 
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る成功物語をつむぎだすことで、新帝国を正当化し、基盤をより強固なものとすることが

最大の関心事となるのである523。ドロイゼンは近世プロイセンの外交史研究に没頭する。

また、より若い世代、いわゆる「新ランケ学派」の歴史家たちはさらに「世界政策」Weltpolitik

時代のドイツを出発点としたドイツ史叙述に挑んでゆく。トライチュケの『十九世紀ドイ

ツ史』は未完に終わったものの、まさしく「ドイツ国民」を主人公とした「国民史」の金

字塔となる。近世以来、「帝国」と「領邦」の双方から、すなわち「国家」的なるものから

疎外されつづけてきた「国民」が、苦闘の末に、みずからの力によって政治的統合を獲得

してゆく物語。「社会」や「文化」領域の叙述も含んだ、近代版「国民史」は文字通り、十

八世紀末以来の精神史の結晶、結実点にちがいなかった。 

 だが、第二帝政期の歴史研究からは、三月前期や帝国建国前の時代に比べて、知的緊張

を欠く印象を受けることは否めない。原因のひとつは、逆説的だが、歴史学の学問化の進

展にあった。政治的現実につねに挑戦しつづけた「実用的」歴史叙述――ポリュビオス、

タキトゥス、ヨハネス・フォン・ミュラーの伝統――が学問的な洗練を欠き、ともすれば

党派的叙述に堕したことは間違いない。だが、方法的に高度に学問化した歴史叙述が、し

ばしばどうしようもない退屈さを伴うこともまた、事実なのである。実際に「実用的」歴

史叙述が確保していた一般読者層は、学問化の時代にあって急速に離れていった。ロテッ

クやダールマンの歴史叙述がいかに方法的に不完全であろうと、その影響力は比べものに

ならないほど大きかった。 

 いまひとつの原因は、上記の原因とも関連している。それは政治的安定である。「文化闘

争」や社会主義運動の興隆などがあったとしても、第二帝政期は前後の時代――三月前期・

後期およびヴァイマル共和国期――に比して、はるかに安定していた。歴史学を含む諸学

が「科学」として方法的な洗練に集中できたのも、政治秩序および社会的価値のゆるぎな

さへの信頼感あればこそだった。当然のことながら、そうした学問状況からは支配的な秩

序や価値観の前提そのものを問う潮流は、生まれにくい。ドロイゼンとジーベルの場合に

しても、彼らの最良の業績が帝国建国前の作品であることは、否定できない。帝国建国後

に執筆された専門的なモノグラフからは、「近代史」全体の把握に挑戦した『解放戦史』の

ほとばしる激情も、フランス革命の基層に肉薄する『革命時代史』の徹底さも、窺い知る

ことはできない。 

こうしたドイツの知的雰囲気を冷ややかにみつめていたのが、バーゼルの歴史家、ヤー

コプ・ブルクハルトである524。ドイツ帝国建国の興奮のなかで、ブルクハルトはあとにつ

づく文化的不毛をすでに予感している。「ドイツの精神的不毛化は一八七〇年にはじまる」。

                                                                                                                                                     

381-3. 
523 U. Muhlack, Das europäische Staatensystem, S. 345-50, 岸田達也「ランケ・ルネサン

スを中心とするドイツ政治史学の展望」同『ドイツ史学思想史研究』所収。 
524 T. Schieder, Die historischen Krisen im Geschichtsdenken Jacob Burckhartdts. in: 

ders., Begegnungen mit der Geschichte. Göttingen 1962, S. 133ff., 152ff. 
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フランス革命による断絶を乗り越えるため、ドイツの歴史家たちは歴史にひとつの流れを

見出すことによって、「危機」を克服しようとした。それが彼らのこころみだった。だが、

歴史にそもそも意味など存在しないとしたら。歴史が、「危機」の周期的な繰り返し、「耐

え忍んで行動する人間の絶えざる輪廻」の過程にすぎないとしたら。政治的歴史叙述など、

「真の歴史的認識の宿敵」にちがいない525。 

 ブルクハルトによれば、フランス革命は終わってなどいない。 

 

この講義の名称〔「革命時代史講義」〕について付言しておきたい。本来的に今日にいた

るまでのすべては根本的に純粋な革命の時代である。そして、ひょっとすると我々はよ

うやくその入り口、あるいは第二幕にさしかかったにすぎない。一八一五年から一八四

八年までの一見平穏な、かの三十年は、巨大な劇の単なる幕間であることが明らかにな

った。しかし、この巨大な劇は、我々のあらゆる過去と対立する運動となりそうな気配

である。〔中略〕一七八九年以来、人類を見舞っている同一の嵐が、我々をもさらに連

れ去ろうとしている。我々には、いまやそのことがはっきりしている。（「革命時代史講

義序論（一八七一年度）」）526 

 

フランス革命にはじまる現代の「危機」――「多数決国家」Kopfzahlstaat の登場、「平等

化」、「永久的変動性」――は収束するどころか、より加速してゆくだろう。トクヴィルの

ように、現代の「危機」を果てしない「平等化」にみるブルクハルトは、深い憂愁に囚わ

れる。この「平等化」の行き着く先には、「完全民主政か、絶対的かつ無法の専制かの選択

肢」だけが残されているのだから。「自然界の生存競争に関するダーウィンの教説は、現在、

ますます人間生活と歴史にも適用されている。そうした闘争はたしかに以前から存在した。

だが、政治生活・国民生活・産業生活がゆったりとしていたため、感じられる度合いはず

っと弱いものであった。これに対して、現在の生存闘争は恐ろしいまでに活発であり、国

民戦争や殺人的な産業競争によって加速させられている」527。「悪しく、不愉快な時代が来

るだろう。死すべきさだめの者にはとても耐えられない時代が」528。 

こうした不吉な予言は、第二帝政の建設普請に勤しむドイツ知識人とは無縁のものであ

った。彼らの関心は、変転する時代とともに移り変わってゆくことだろう。三月前期以来

                                                   
525 P. Ganz, Einleitung. in: ders. (Hg.), J. Burckhardt, Über das Studium der Geschichte. 

München 1982, S. 72-3. 
526 J. Burckhardt, Historische Fragmente: Aus dem Nachlaß gesammelt von Emil Dürr 

mit Noten von Michael Bischoff. Nördlingen 1988, S. 289. 
527 ebd., S. 297. 
528 E. Ziegler (Hg.), J. Burckhardts Vorlesung über die Geschichte des 

Revolutionszeitalters. Basel, Stuttgart 1974, S. 19. 

 同時代の混乱やドイツ問題の未解決にもかかわらず、欧州文明全体の「発育、改善、成

長」を信じて疑わなかった一八五九年のジーベルとは対照的である(SDS: 84ff.)。 
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の激動をくぐりぬけてきたドロイゼンもジーベルも帝国の繁栄のなか、満ち足りたふうで

世を去っていった。そして、フランス革命史論は「改革」の政治学としての役割をすでに

終えていた。誰に気づかれることもなく。だが、それはひとつの役割をたしかに担ったの

だ。死の直前、ドロイゼンは息子宛の書簡で、個々の「史料」や「文書」を「雨粒」に、

歴史叙述を「虹」になぞらえている。 

 

無数の雨粒のひとつひとつの中で陽光の屈折が起きることで、虹は生まれる。こうして

陽光の反射はうつくしくあらわれてくる。このことを知らずに、雨粒ひとつ取り出して、

そこに一片の虹を微視的、あるいは化学的な方法でもって探し求め、見つけ出そうとす

る輩は、きっと笑いものにされるにちがいない。〔中略〕夭折しようが、長生きしよう

が、我々がちっぽけな存在であることにかわりはない。所詮、太陽に照らされることし

かできないのだ。そのちっぽけな自我があらゆる瞬間、あらゆる時代に無限なありよう

でもって繰り返される。ひとつひとつの雨粒は消えさってゆくだろう。だが、そこにこ

そ、うつくしい虹はかかるのだ。我々の生きる儚い瞬間において、かつてあったこと、

そして現在あることを、精神において冷静に捉え、把握することが――大急ぎでできる

かぎりで――かなうならば。（一八八四年二月十六日、小ドロイゼン宛）(DrBW, 2: 975-6) 

 

「虹」は見る者を魅了する反面、儚いものでもある。ダールマンの、ドロイゼンの、ジー

ベルの、そして十九世紀ドイツ知識人のフランス革命史をかえりみる者は、もはや、そう

多くない。だが、彼らはドイツの現実、そしてフランス革命の経験と対峙しながら、歴史

を書いたのである。それはたしかである。そして、彼らの革命史論をむさぼるように読ん

だ当時の読者たちは、たしかにそこに、あざやかな「虹」を見ていた。 
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